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はじめに 

 

令和５年５月８日、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置付けが２類相当から５類へ

と変更されました。感染が収束したわけではありませんが、一つの区切りを迎えました。 

令和２年２月に埼玉県内で新型コロナウイルスの陽性者が初めて確認されてから５類へと変更

されるまでの３年余り、県民・事業者の皆様には感染防止対策に御理解・御協力をいただき、改

めてお礼申し上げます。 

また、医療・福祉関係者をはじめとするエッセンシャルワーカーの皆様をはじめ、感染症対策

に取り組まれた全ての皆様に心から感謝を申し上げます。 

さて、ワクチンも治療薬もない、知見がない未知なるウイルスに対し、これまで私たちは様々

な対策を講じてきました。 

第１波までは戦略目標と呼べるような明確なものはなく、対症療法的な対策を行わざるを得ま

せんでした。医療体制を充実させるための時間を稼ぐべく、感染拡大のペースを遅らせるために

県民への外出自粛要請や飲食店等への営業時間短縮要請、学校教育活動の制限など社会・経済活

動の多くを停止させることとなりました。 

この第１波での経験と反省を基に、それ以降は感染拡大防止と社会・経済活動との両立を目指

しました。 

その後、令和２年１１月には、ワクチン接種の開始を見据え、新規陽性者数の多寡にかかわら

ず、重症者及び死亡者を抑制することを戦略目標とし、重症化リスクの高い高齢者等への対策な

どに注力してきました。 

３年余りの間に８回にもわたる感染拡大の波を経験する中、医療・福祉関係者の皆様の献身的

な取組や、県民・事業者の皆様の御協力もあり、医療資源が乏しい本県としては最大限の対応が

できたのではないかと考えています。 

これまで県庁がワンチームとなり行ってきた対応については、記録を残し、しっかりと検証す

ることが新型コロナウイルス感染症の対応に当たった私たちの責任であります。 

得られた知見や経験をまとめた本書が、今後想定される新興感染症対応の一助となれば幸いで

す。 

 

 

 

令和５年１２月 

                埼玉県知事  大野 元裕 
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一日あたり

7日間平均

埼玉県における陽性者数の推移と対策（概観）

第6波
12/15-6/5

第5波
6/11-12/14

第4波
2/23-6/10

第3波
9/14-2/22第1波

2/1-6/9

第2波
6/10-9/13

第8波
10/8-5/7

4/7-5/25 
緊急事態宣言

1/8-3/21
緊急事態宣言

4/20-8/1
まん延防止等
重点措置

8/2-9/30
緊急事態宣言

1/21-3/21 
まん延防止等
重点措置

8/4-9/30 
BA.5対策
強化宣言

2020年 2021年 2022年 2023年

埼玉県の戦略と戦術

【初期の対応】
○未知のウイルスに対応すべく、
  拡大を先延ばしにした
○社会活動制限による対応と
県民の行動抑制が中心

徹底した検査体制の充実と
疫学調査等を通じたクラスター
対策による感染拡大のペース
の抑制、医療体制の充実と、
社会・経済活動 の両立を
目指す。

【戦略転換】
○ワクチン接種開始を見据え、重症者・死亡者の極小化を
戦略目標に  

○クラスターや重症化のリスクが極めて高い高齢者福祉施設を
戦術ターゲットに

【オミクロン株対策】
○ファーストタッチの医療機関による関与を徹底、
自主療養は認めず

○オミクロン株の特性を踏まえ、
   自宅療養者受入れ態勢を大幅に増強

第１波 第１波以降 R2.11月 戦略転換 オミクロン株対策

※出典 知事講演資料『日本一暮らしやすい埼玉へ- 新たな150年に向けた挑戦 - 』

最多新規陽性者数 13,991人（8/5）
第7波

6/6-10/7
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第1波 2/1-6/9

流行株：B.1.1
第3波 9/14-2/22

流行株：B.1.1.214
第5波 6/11-12/14

流行株：デルタ株
第7波 6/6-10/7

流行株：オミクロン株

1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日

2020年 2021年 2022年 2023年

◆県ワクチン接種センター開設（県内４か所）

相
談

第6波 12/15-6/5

１ 医療提供体制

◆新型コロナウイルスに関する相談窓口設置

◆県民サポートセンター開設

◆検査確定診断登録窓口設置

◆帰国者・接触者外来開設

◆発熱外来PCRセンター開設
◆診療・検査医療機関の指定・公表

◆検査キット陽性者相談窓口の設置

◆県民への検査キットの直接無料配布

◆薬局等での無料検査の開始

◆新型コロナウイルス感染症県調整本部設置

◆コロナ病床の確保 ◆専用医療施設順次運用開始

◆酸素ステーション開設

◆抗体カクテル療法の拡大 ◆高齢者支援型臨時施設設置◆宿泊療養施設開設

◆自宅療養者への配食サービス開始◆自宅療養者への
 パルスオキシメーター配布開始

◆協力医療機関による健康観察開始

◆ワクチン専門相談窓口開設

◆医療従事者等へのワクチン優先接種開始

◆一般県民へのワクチン接種開始

◆県高齢者ワクチン接種センター開設

◆ワクチンバス派遣開始

◆後遺症外来実施医療機関の公表

◆Tele-ICUの運用開始

緊急事態宣言 緊急事態宣言 緊急事態宣言まん延防止等重点措置
まん延防止等
重点措置

BA.5対策
強化宣言

◆宿泊・自宅療養者支援センター開設

7

◆

◆病床確保計画策定

埼玉県コロナ総合相談センター開設

◆「新型コロナ後遺症診療の指針のための症例集」作成

◆駅前等での臨時検査場の設置

◆ファーストタッチセンター開設

◆帰国者・接触者相談センター開設

診
療
・
検
査
等

病
床

入
院
・
療
養
等

ワ
ク
チ
ン

流行株:B.1.1.284 流行株:オミクロン株 (BA.2,BA.5)

第2波 6/10-9/13 BA.5、BA2系統の
うちR346T変異株

第8波 10/8-5/7

◆陽性者相談窓口設置

◆陽性者登録窓口設置

流行株:アルファ株
第4波 2/23-6/10

流行株：オミクロン株(BA.1,BA.2)



第1波 2/1-6/9

流行株：B.1.1
第3波 9/14-2/22

流行株：B.1.1.214
第5波 6/11-12/14

流行株：デルタ株
第7波 6/6-10/7

流行株：オミクロン株

1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日

2020年 2021年 2022年 2023年

第6波 12/15-6/5

１ 医療提供体制

緊急事態宣言 緊急事態宣言 緊急事態宣言まん延防止等重点措置
まん延防止等
重点措置

BA.5対策
強化宣言 8

流行株:B.1.1.284 流行株:オミクロン株 (BA.2,BA.5)

第2波 6/10-9/13 BA.5、BA2系統の
うちR346T変異株

第8波 10/8-5/7

流行株:アルファ株
第4波 2/23-6/10

流行株：オミクロン株(BA.1,BA.2)

２ 福祉

３ 教育

４ 社会経済活動

◆COVMAT派遣開始 ◆eMATによる支援開始 ◆リリーフナース派遣開始

◆施設職員へのＰＣＲ検査の実施

◆県立学校一斉臨時休業

◆県立学校分散登校・時差通学開始

◆県立学校通常登校開始

◆「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」創設 ◆「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」制度開始

◆感染防止対策協力金の支給

◆強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議設置

◆インターネットカフェ利用者の避難先の確保

◆施設へマスク・消毒液の配布開始

◆施設への簡易陰圧装置・換気設備の設置 ◆高齢者入所施設の新型コロナ対策「優良施設」認証制度開始

◆施設への抗原検査キットの補助・配布

◆飲食店等における「ワクチン・検査パッケージ制度」開始

◆不要不急の外出自粛要請

◆パチンコ店に対する休業要請

◆県外や夜の繁華街への外出の自粛要請

◆体調不良時の外出自粛を要請

◆安心宣言、業界ガイドラインの徹底、接待を伴う飲食店のうち、業界ガイドラインに従わない施設の使用停止などの要請

◆不要不急の20時以降の外出自粛要請

◆ 家族や少人数で、混雑を回避した行動などを要請

◆互助ネットワークによる介護職員等の派遣開始

◆eMAT for Schoolによる支援開始（県立学校）

◆飲食店へ酒類の提供を19時までとするよう要請

◆さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲食店」及び 「カラオケ店」に対し、営業時間の５時から22時までの短縮を要請

◆店舗の入場制限の徹底、観客の発声を伴うイベントの中止を要請

◆不要不急の帰省や20時以降の外出の自粛などを要請

◆県外への移動の控えや混雑回避などを要請

◆学校再開に向けたガイドライン策定 ◆感染防止対策ガイドライン策定

◆中小企業等支援相談窓口の設置

◆中小企業・個人事業主支援金の支給

◆ゼロゼロ融資の創設



人口１０万人当たり新規陽性者数の全国との比較
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全国 埼玉

＊このグラフで使用している厚生労働省のオープンデータは、2020.5.9からのため、
グラフの期間は5月9日が始期となっている

※公表日ベースの人数

第6波
12/15-6/5

最大
全国 82.9(2/1)
埼玉 97.1(2/8)

第5波
6/11-12/14

最大
全国 20.6(8/20)
埼玉 29.5(8/19)

第3波
9/14-2/22

最大
全国 6.4(1/8)
埼玉 7.9(1/16)

第1波
2/1-6/9＊

最大
全国 0.5(4/9~

11,17,18)
埼玉 0.8(4/10)

第2波
6/10-9/13

最大
全国 1.3(8/7)
埼玉 1.1(8/8)

第8波10/8-5/7
最大 全国 195.6(1/6)
     埼玉 155.6(1/6)

第7波 6/6-10/7
最大 全国 206.9(8/19)
     埼玉 190.5(8/5)

第4波
2/23-6/10

最大
全国 5.7(5/8)
埼玉 3.9(5/2,8,13)
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埼玉県における入院患者数の推移
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※公表日ベースの人数第6波 12/15-6/5
最大 入院 1,807人(2/21)

    重症      64人(2/25)

第5波 6/11-12/14
最大
 入院 1,354人(9/4)
重症    165人(8/28,9/1)

第3波 9/14-2/22
最大
 入院 974人(2/1)
重症   92人(1/26)

第1波 2/1-6/9
最大
 入院 291人(5/5)
重症   22人(4/23)

第2波 6/10-9/13
最大
 入院 362人(8/10,23,24)
重症   13人(8/23,28~31)

第8波10/8-5/7
最大 入院 1,684人(1/9)

    重症      45人(1/6)

第4波 2/23-6/10
最大
 入院 765人(5/11)
重症   55人(5/22)

第7波 6/6-10/7
最大 入院 1,749人(8/13)

    重症      42人(8/13)
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全国 埼玉＊このグラフで使用している厚生労働省のオープンデータは、2020.5.9からのため、
グラフの期間は5月9日が始期となっている

人口１０万人当たり重症者数の全国との比較

第6波 12/15-6/5
最大
全国 0.80人(2/21)
埼玉 0.87人(2/25)

第5波 6/11-12/14
最大 全国 1.42人(9/2)

    埼玉 2.25人(8/28,9/1)

第3波 9/14-2/22
最大
 全国 0.84人(1/26)
埼玉 1.25人(1/26)

第1波 2/1-6/9＊
最大
 全国 0.20人(5/12)
埼玉 0.15人(5/10)

第2波 6/10-9/13
最大
 全国 0.20人(8/24)
埼玉 0.18人(8/23,

28~9/1)

第8波10/8-5/7
最大
 全国 0.57人(1/13)
埼玉 0.61人(1/6)

第4波 2/23-6/10
最大
 全国 0.99人(5/25)
埼玉 0.75人(5/22)

第7波 6/6-10/7
最大
 全国 0.54人(8/22)
 埼玉 0.57人(8/13)

※公表日ベースの人数

11



埼玉県における死亡者数の推移
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第6波 12/15-6/5
最大 12人(3/23)

第5波 6/11-12/14
最大 11人(9/10)

第3波 9/14-2/22
最大 14人(2/11)

第1波 2/1-6/9
最大 4人

(4/23,28,30)

第2波 6/10-9/13
最大 13人(6/19)

第8波10/8-5/7
最大 29人(1/10)

第4波 2/23-6/10
最大 11人

(2/27,3/2,5)

第7波 6/6-10/7
最大 19人

(8/19,22~24,26,27,29)
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人口１０万人当たり死亡者数の全国との比較

※公表日ベースの人数

第6波 12/15-6/5
最大
全国 0.225人(2/25)
埼玉 0.163人(3/23)

第5波 6/11-12/14
最大
全国 0.076人(9/9)
埼玉 0.150人(9/10)

第3波 9/14-2/22
最大
 全国 0.099人(2/2)
埼玉 0.191人(2/11) 

第1波 2/1-6/9＊
最大
 全国 0.019人(5/11)
埼玉 0.014人(5/10他9日)

第2波 6/10-9/13
最大
 全国 0.014人(6/19,8/30)
埼玉 0.177人(6/19)

第8波10/8-5/7  最大 全国 0.389人(1/13)
埼玉 0.395人(1/10)

第4波 2/23-6/10
最大
 全国 0.168人(5/19)
埼玉 0.150人(2/27,3/2,5)

第7波 6/6-10/7
最大
 全国 0.277人(9/2)
 埼玉 0.259人(8/19, 22~24,

26,27,29)

＊このグラフで使用している厚生労働省のオープンデータは、2020.5.9からのため、
グラフの期間は5月9日が始期となっている 13



埼玉県における波別致死率

※陽性判明日ベースの数値

6.5%

1.0%

2.4%

0.9%

0.3% 0.1% 0.1% 0.2%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

1波 2波 3波 4波 5波 6波 7波 8波

14



埼玉県における即応病床使用率の推移

15



埼玉県における陽性率の推移
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施策の概要 

 

令和２年２月、県内で初めて新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認され

たことを端緒として、本県でも未知のウイルスへの対応が求められた。 

危機対応の要諦は、想像力と準備であり、それに基づき体制が組まれ、知見に

基づき戦略を構築し、その下にそれぞれの所管に基づく戦術が展開される。 

また、危機管理への対応は、Resilience（復元力）とも言われ、４つのＲ

（Robustness・強靭さ、Redundancy・代替性、Reduction・被害の最小化、 

Resource・投下資源）で構成される。 

しかし、新型コロナウイルス感染症では、これらの危機管理の常識が通用しな

い状況にあり、戦略目標の設定に至るまで、数多の試行錯誤を繰り返した。 

また、感染症対応の初期の段階において、政府による緊急事態宣言に基づき、

社会・経済活動を抑制することで感染の伝播を最小限にとどめることはできた

ものの、その代償はあまりに大きかった。その後の新型コロナウイルス感染症対

応に取り組む際は、社会経済活動との両立を常に念頭に置きながら判断するこ

ととなった。 

その後、ワクチン接種が普及し、ウイルスに関する知見の蓄積が進んだ結果、

「重症者・死亡者の極小化」を戦略目標として設定した。 

以降、一貫して、当該「重症者・死亡者の極小化」の戦略目標のもと、施策を

実施してきた。 
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 波の特徴、主な出来事・対策等 

 

新型コロナウイルス感染症は、令和元年１２月以降に中華人民共和国湖北省

武漢市（以下「中国武漢」という。）で原因不明の肺炎が確認された後、瞬く間

に世界各国で流行が確認された。令和２年３月１２日にはＷＨＯがパンデミッ

クを宣言し、以後３年間にわたって世界を震撼させてきた。 

日本国内では令和２年１月１６日に、中国武漢の滞在歴がある方について初

の感染例が報告され、政府対策本部が設置された。１月３１日には、中国武漢に

在住邦人を帰国させるためのチャーター機が派遣され、和光市内の国有施設が

帰国者の受け入れ先の１つとして、利用されることになった。この施設の運営に

あたって国から本県に応援依頼があり、地元自治体との調整や施設入所者との

連絡事務などに従事するため、県職員の派遣を行った。 

また、２月５日には横浜港に入港したクルーズ船内での集団感染が発生し、国

からの協力要請を受け、県内医療機関で下船者の受け入れも行った。 

 

 

第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

 

 

   波の特徴（発症日ベース）                                         

令和２年２月～３月中旬の波の立ち上がり局面では海外で感染した発症

者が多かった。３月下旬以降は、事業所や病院、高齢者施設で感染した発症

者が増加した。 

 

  

  

  

  

  

  

  

 月 日  月 日  月 日  月 日  月 日

 日あたり

 日間  

第１波に ける新   者 の  （県  ベース）

    年

第１波最大 

4 月 15 日 61 人 
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また、第１波の  者全体での致死率は６．５３％で、他の波と比較して

最も高かった。 

ゲノムの解析結果は、第１波のピーク時（令和２年２月１日～２月７日）

にＢ．１．１系統（欧州系統）が９３％を占めていた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（最大）は１日当たりの最大値を す。 

 

１ 県内感染例の確認 

２月１日、中国武漢からチャーター機で帰国した方の感染を滞在先の県内の

施設で確認した。これが県内最初の感染例となった。 

２月１０日、チャーター機で帰国した方の  が確認され、その後２月２１

日には、同居家族であった未就学児の感染も判明した。全国で初の未就学児の

感染例となった。 

 

２ 相談窓口の設置 

令和２年１月２４日、全国に先駆けて、中国武漢への渡航歴のある方等のう

ち発熱や呼吸器症状がある方への相談窓口を設置した。 日は各保健所にて対

応することとし、週休日は各保健所及び病院局職員による応援のもと、保健医

療政策課にて対応することとした。 

２月５日、中国武漢を含む湖北省から帰国した発熱者などに対する相談、検

査体制を整備するため、帰国者・接触者外来を設置するとともに帰国者・接触

者相談センターを各保健所に設置した。 

保健所には、新型コロナウイルスに関する 般的な相談も多く寄せられ、業

 流行株：Ｂ．１．１系統（欧州系統） 

 新   者 （最大）：６１人 

   率（最大）：１５．１％ 

 入院者 （最大）：２９１人、重症者 （最大）：２２人 

 即応病床使用率（最大）：７４．０％、重症病床（最大）：３６．７％ 

 宿泊療養者 （最大）：７３人 

 自宅療養者 （最大）：３７０人 

 致死率：６．５３％、死者 （累計）：５１人 

 全国の主な出来事 

 令和２年 ２月２８日 国から全国の小中高校に対し 斉休校を要請 

 令和２年 ３月２４日 東京オリンピック・パラリンピックの１年延期を決定 

 令和２年 ４月 ７日 国が７都府県への緊急事態宣言を発令 
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務に支障が生じてきたことから、帰国者及び接触者に限らない 般的な相談も

含め、新型コロナウイルス感染症に関する電話相談を 元的に対応する県民サ

ポートセンターを３月１日に開設した。 

 

３ 新型コロナウイルス対策本部の設置 

１月２７日、国内での感染例の増加を受け、庁内に新型コロナウイルス対策

会議を設置し、計３回の会議開催を通じて、本県の取組状況について共有を図

った。 

２月２０日、新型コロナウイルス対策会議を任意の組織体としての県対策本

部に 行し、計７回の開催を通じて、日々情勢が変化する中、新型コロナウイ

ルス対策に係る重要事項を決定する役割を担った。 

３月２６日、政府対策本部の設置に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措

置法第２２条に基づく新型コロナウイルス対策本部（以下、「県対策本部」と

いう。）に 行した。 

 

４ 埼玉県新型感染症専門家会議の設置 

  ３月９日、新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、本県の実情に

合った対策を検討するために、県内外の専門家からなる埼玉県新型感染症専

門家会議（以下、「専門家会議」という。）を設置した。 

 当初、医療関係者に対して委員委嘱を行ったが、その後、経済的な視点によ

る検討の必要 を考慮したうえで、経済関係者に対しても追加により委員委

嘱を行った。 

 

５ 県立学校等の 斉臨時休業 

３月２日、国からの全校 斉臨時休業の要請を受け、特別支援学校を除く県

内すべての 立の小学校、中学校及び高等学校を 斉臨時休業とした。休業期

間は最終的に５月３１日まで延長した。 

また、私立学校に対しては、国の通知を速やかに周知するとともに、感染拡

大防止の趣旨を踏まえ、臨時休業の実施を依頼した。 

な 、保育所等についても臨時休園や登園自粛の要請等を行ったが、医療従

事者やひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な方の子どもに対しては、必

要な保育を確保した。 

   

６ 緊急事態宣言の発令（１回目） 

４月７日、国内の新   者の急増を受け、国は、本県を含む７都府県（埼

玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県）に我が国で初め
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ての緊急事態宣言を発令した。（当初は４月７日～５月６日まで。その後５月

２５日まで延長。） 

 

７ 県民等への要請 

 ①外出・ 動の制限 

・４月７日、国が緊急事態宣言を発令したことに伴い、生活の維持に必要な

場合を除き、不要不急の外出を自粛するよう要請した。 

・５月１日、１都３県の共同キャンペーン「いのちを守る STAY HOME 週間」

として、県民に対し「これまで以上に外出の自粛を！」、「必要な買い物は

なるべく １人で！」、「レジャー・旅行・帰省は控えよう！」との 願いをし

た。 

・５月４日、国による緊急事態宣言の５月３１日までの延長決定を受け、県

民に対し、医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、職

場への出勤、屋外への運動や散歩など生活の維持のために必要な場合を除

き、不要不急の外出の自粛を要請した。また、特に遊興施設など、いわゆ

る「３つの密」がそろう場への外出や集まりへの参加について自粛を要請

した。 

・５月２５日、国により、本県を含む１都３県の緊急事態宣言が解除された

ことに伴い、外出自粛要請を解除した 方、県外への不要不急な 動を控

えること、夜の繁華街への外出の自粛などについての協力を要請した。 

 ②酒類提供時間の制限 

・東京都が都内の飲食店に対し酒類提供時間の制限を要請していたため、酒

類提供の制限を行っていない本県への、東京都からの流入が懸念された。 

・４月１６日、これを防止するため、本県に いても、飲食店に対し、酒類

の提供を午後７時までとするよう 願いした。 

・５月２５日、緊急事態宣言の解除により、酒類提供時間の制限は午後１０

時までとした。 

③パチンコ店に対する休業要請 

・４月２２日、パチンコ店に ける人の密集を解消するため、パチンコ店に

対する休業要請を行った。 

・５月１９日、現地調査により営業を確認した１２３店については、県ホー

ムページで施設名を  した。 

④インターネットカフェ利用者の避難先の確保 

・４月１２日、宿泊利用していたインターネットカフェが緊急事態措置によ

り休業し、宿泊先を失った方に対しては、 時的な避難先として県有施設

を提供した。 
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８ 感染症指定医療機関の感染症病床のひっ迫 

当時の感染者に対する方針は、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の指

定感染症に指定されたことを受け、全員、感染症指定医療機関の感染症病床へ

の入院措置とした。 

また、退院に際しては、軽快後（２４時間発熱なし、呼吸器症状改善傾向）、

２度のＰＣＲ検査を通じた陰 確認を求めた。 

この方針により、本県の感染症指定医療機関の感染症病床７５床はすぐにひ

っ迫し、入院調整に大きな支障が生じることとなった。 

 

９ 新型コロナウイルス感染症県調整本部の設置 

新型コロナウイルス感染症の患者が大幅に増加したときにも対応できるよ

う、患者受入れの調整を行うため、４月１日に新型コロナウイルス感染症県調

整本部（以下、「県調整本部」という。）を設置した。 

本部長には医師を配置し、本部員として臨床経験が豊富な看護師２名ととも

に保健医療部職員が業務に従事した。 

受入病床の稼働状況や集中治療室、人工呼吸器の有無など受入医療機関の情

報を管理し、患者容体に応じ適切な入院調整を行った。 

 

10 医療器具・感染防護具等の不足の顕在化 

世界的な感染拡大に伴い、国内ではマスクや個人防護具、体温計やパルスオ

キシメーターなど様々な物品が不足し、患者を受け入れる医療機関や宿泊療養

施設の運営にも影響を与えた。 

 

11 保健医療体制 

 ①診療・検査体制の整備（発熱外来ＰＣＲセンターの整備） 

・令和２年４月以降、新   者が急増し、１日当たりの新   者が１０

人を超えることが常態化したため、保健所や帰国者・接触者外来だけでは

検体採取などが滞った。 

・５月１日、県医師会の協力のもと、郡市医師会への委託を通じて発熱外来

ＰＣＲセンターを開設した。郡市医師会と契約を締結した医療機関は行政

検査を実施できるようになり、検査体制の拡充が図られた。 

・５月１３日、検査効率の向上を目的として、抗原検査キットが薬事承認さ

れた。 

 ②病床確保 

・３月３１日時点で、コロナ患者受入れ用の病床として、 般病床１５０床

を確保し、指定感染症病床７５床と合わせた２２５床体制とした。 
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・４月１７日、県内医療機関への協力依頼を通じて３００床の病床を確保し

た。 

・４月２０日、今後の患者発生を想定して、病床確保の目標を６００床に設

定し、５月１１日には６０２床の確保に至った。 

・６月２日、第１波の経験をもとに、今後感染状況が悪化した場合に備えて

本県独自の２，４００床の病床確保計画を策定した。 

 【県独自の病床確保計画（令和２年６月策定）】 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ 

計画病床  ２４０ ６００ ２，４００ 

うち重症 ６０ ６０ ４００ 

 ③宿泊療養施設の整備 

・４月２日、国は、感染者の増加に伴い、事務連絡を通じて、各自治体に宿

泊療養及び自宅療養に係る準備を求めた。 

・４月１５日、本県で１か所目の宿泊療養施設を開設し、軽症患者の受け入

れを開始した。以後、５月２６日までに５か所の宿泊療養施設を開設した。 

・５月２８日、宿泊療養施設確保計画を策定し、最大確保すべき室 の目標

を２，５２３室とした。 

 ④自宅療養体制 

・２月２５日、国が定めた新型コロナウイルス感染症対策の基本方針では、

風邪症状が軽度である場合は自宅での安静・療養を原則とすることとされ

たが、当初本県では感染者は原則入院としていた。感染者の増加を受けて

４月１７日の専門家会議に自宅療養の基本方針を諮ったうえで、４月２１

日から高齢者や基礎疾患等のない軽症・無症状者については、宿泊療養も

しくは自宅療養を認めることとし、その際の療養の手引きを作成した。 

・自宅療養中の方については、保健所が１日２回、電話で健康観察を行った。 

・４月２３日付け国事務連絡が発出され、症状急変時の対応が必要なことか

ら、軽症・無症状者については、宿泊療養を基本として対応することとな

った。 

・３月１日、２４時間対応の県民サポートセンターを設置し、県民からの相

談を受け付けた。 

・４月２１日、入院先の調整のため、自宅待機中であった患者が死亡した。

この事態を受けて自宅療養者の症状悪化の兆候を把握するため、県が確保

したパルスオキシメーターについて、自宅療養者全員への貸与を徹底する

こととし、５月から貸出を開始した。 
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12 医療人材等、エッセンシャルワーカーに対する理解促進 

未知の感染症であった新型コロナウイルス対応では、感染を恐れるあまり、

当初は、患者への対応を行う医療従事者等やその家族に対する誹謗中傷や差別

がみられた。保護者が医療従事者ということで、子どもの登園を拒否されたり、

タクシーの乗車拒否をされたりするなどの事例も発生した。 

県では、そうした差別や偏見をやめるよう県民への呼びかけを強化するとと

もに、エッセンシャルワーカーを対象にした相談窓口を設置した。 

 

13 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」制度の創設 

５月１３日、県内の幅広い事業者による自主的な感染防止対策を 進するた

め、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」制度を全国に先駆けて創設した。 

 

14 「学校再開に向けたガイドライン」策定 

５月２２日、 斉臨時休業から学校を再開するにあたって、再開時の分散登

校・時差通学の活用、各教育活動に ける感染防止対策及び休業中の授業時 

の補充などに関する「学校再開に向けたガイドライン」を策定した。 

 

15 「強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議」の設置 

５月２８日、新型コロナウイルス感染症と共存できる埼玉県経済を構築する

ため、国、県内経済・産業界など産・官・学・金・労から構成する「強い経済

の構築に向けた埼玉県戦略会議」を立ち上げた。 

 

16 庁内応援体制の構築 

 ①保健医療部内応援体制 

・令和２年３月以降、部内本庁各課の職員により、統括班、医療班、相談班、

契約班、特別対策班、体制整備班、医薬品・診療材料等班の７班から成る

応援体制を整備した。 

・日々の感染動向についての記者発 について交代制で対応することした。 

 ②部局横断の応援体制 

・令和２年２月から３月にかけ、中国武漢等からの帰国者が県内の国保有施

設（保健医療科学院、税務大学校）に 時滞在したため、滞在施設に け

る本庁との現地連絡員として、２～４名の部局横断の応援体制を構築した。 

・危機管理防災部に緊急事態措置相談電話を設置し、３名の応援職員が交代

で対応に当たった。 

・４月以降、保健所に ける電話対応及び検体搬送業務のための応援職員を

１日当たり最大３８名配置した。（保健所の電話対応・検体搬送業務への応
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援は概ね３０人 模で令和３年１１月まで継続した。） 

・令和２年５月、宿泊療養施設の確保のため、１日当たり最大１４名の応援

職員を配置した。また、宿泊療養施設開設後の宿泊療養施設の運営スタッ

フとして、１日当たり最大８２名の応援職員を配置した。 

・県調整本部等の業務についても応援職員が対応し、保健医療部に対する部

局横断の応援体制は保健所も含め、１日当たり最大１７３名となった。 

 

17 県議会での審議 

 ①予算関係 

  編成予算 ：５ 事業 ：５１  予算額：５９８億円 

 ②新型コロナウイルス感染症対策特別委員会関係 

  ・７月 ３日 新型コロナウイルス感染症対策特別員会の設置を決定 

 

 

＜県の主な対策＞ 

令和２年 １月２４日  新型コロナウイルスに関する相談窓口設置 

令和２年 ２月 ５日  帰国者・接触者相談センター開設 

令和２年 ２月 ５日  帰国者・接触者外来開設 

令和２年 ３月 １日  県民サポートセンター開設 

令和２年 ３月 ２日  特別支援学校を除く県内の 立学校で 斉臨時休業 

令和２年 ３月 ９日  新型感染症専門家会議設置 

令和２年 ３月２６日  新型コロナウイルス対策本部会議設置 

令和２年 ４月 １日  新型コロナウイルス感染症県調整本部設置 

令和２年 ４月 ７日  緊急事態措置① 

令和２年 ４月１５日  宿泊療養施設開設、軽症患者の受け入れ開始 

令和２年 ５月 １日  発熱外来ＰＣＲセンター開設 

令和２年 ５月１３日  「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」創設 

令和２年 ５月１８日  自宅療養者へのパルスオキシメーター配布開始 

令和２年 ５月２２日 「学校再開に向けたガイドライン」策定 

令和２年 ５月２８日  強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議設置 

令和２年 ６月 ２日  ２，４００床の病床確保計画   

令和２年 ６月 ５日  新型コロナウイルス感染症総合サイト開設 
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第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 

  波の特徴（発症日ベース）                                          

第２波の立ち上がり局面では２０代や３０代の発症者が特に目立ち、それ

以降、徐々に４０代以上の発症者の割合も高くなっていった。また全体を通

して、飲食店や会食で感染した発症者が多かった。特に、感染の拡大局面で

は接待を伴う飲食店等の「夜の街」で感染した発症者の割合が高かった。 

この時期の主流株はＢ．１．１系統から日本特有の変化をした 

Ｂ．１．１．２８４系統であり、第２波のピーク時（令和２年７月２９日～

８月４日）は全てＢ．１．１．２８４系統であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（最大）は１日当たりの最大値を す。 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 月  日  月  日  月  日  月  日

 日あたり

 日間  

第２波に ける新   者 の  （県  ベース）

    年

 流行株：Ｂ．１．１．２８４系統 

 新   者 （最大）：８４人 

   率（最大）：４．０％ 

 入院者 （最大）：３６２人、重症者 （最大）：１３人 

 即応病床使用率（最大）：５４．２％、重症病床（最大）：１２．７％ 

 宿泊療養者 （最大）：１０７人 

 自宅療養者 （最大）：１４９人 

 致死率：１．０３％、死者 （第１波からの累計）：９７人 

 全国の主な出来事 

 令和２年 ７月２２日 Ｇｏ Ｔｏキャンペーンを開始 

第２波最大 

8 月 8 日 84 人 
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１ 感染動向 

令和２年６月中旬、イベントの制限緩和や県境を越えた 動制限の緩和に伴

い、徐々に新   者が増加し、６月２３日には再び２桁の新   者が発生

した。 

当時、東京都新宿区などの繁華街に ける接待を伴う飲食店でのクラスター

が注目されていたが、本県でもそのような接待を伴う飲食店でのクラスターが

複 発生し、若者を中心に感染者が増加した。本県や東京の繁華街で多くの若

者が感染したことから、流行した変異株は「東京型・埼玉型」ともいわれた。 

 

２ 県民等への要請 

 ①外出・ 動の制限 

・７月６日、県内や東京の夜の繁華街への外出を避けること、特に感染症対

策が十分ではない店舗の利用回避、大人 での会食回避を県民に 願いし

た。 

・７月８日、これまでの 願いに加え、高齢者や基礎疾患がある方の都内へ

の不要不急の外出自粛を 願いした。 

・７月１１日、これまでの 願いに加え、もう 段強い協力要請として、発

熱の症状があるなど体調の悪い人の外出自粛（医療機関への受診等を除く）

を要請した。 

 ②事業者への要請 

・７月１１日、「彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業界のガイドライン

を活用し、感染症対策を徹底すること」、「キャバクラ店やホストクラブな

ど接待を伴う飲食店のうち、業界ガイドラインに従った感染症対策が徹底

されていない施設の使用停止（７月１３日午前０時から）」などの要請を行

った。 

 

３ 疫学調査の徹底 

本県では、感染対策が不徹底な店舗の利用を控えるよう、県民に対し協力要

請を行うとともに、さいたま市が大宮駅近辺の接待を伴う飲食店の従業員など

を対象に集団検査を実施できるよう、医療従事者の派遣などの支援を行った。 

８月８日、新   者については、第２波最大となる８４人を記録したが、

自粛要請等の取組を通じた結果、その後は徐々に減少した。 

この時期、治療薬もワクチンも目途が立たない状況であったが、自粛要請等

の行動抑制のみに頼らない対応が求められるようになった。 

県では、このような社会的な要請に応えるため、病床確保や疫学調査の徹底

によるクラスター対策、検査の拡充等に注力し、エビデンスに基づく対策に向
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けて取り組むこととした。 

 

４ 保健医療体制 

 ①診療・検査体制の整備 

県管轄の全ての郡市医師会に いて発熱外来ＰＣＲセンターを実施（保健

所設置市を除く）。 

 ②病床確保 

・６月１９日、国からの通知により、国が作成した新たな流行シナリオに基

づき、ピーク期の入院患者 を 計したうえで、病床確保計画を策定する

よう要請があった。 

・令和２年７月、本県では、国の患者 計よりも、２割以上多くの患者発生

を見越したうえで、新たな計画病床 （フェーズⅣ）１，４００床を策定

した。 

 【県独自の病床確保計画（令和２年７月策定）】 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ 

計画病床  １４０ ６００ １，０００ １，４００ 

うち重症 ２０ ９０ １５０ ２００ 

 【第２波のフェーズ 行の整理】 

フェーズ 行の変更  行要請日  行日 

Ⅱ → Ⅲ R2.8.7 R2.8.14 

※R2.7の病床確保計画策定時：フェーズⅡ 

 ③宿泊療養施設の整備 

８月８日時点で（第２波の新   者のピーク時）、３か所の宿泊療養施

設（最大４２３室）を運営した。 

 ④自宅療養体制 

７月２９日、発熱や呼吸器症状がある方が医療機関を受診すべきかどうか

などを相談する各保健所の帰国者・接触者相談窓口機能を外部委託して 元

化した。 

 ⑤感染状況の変化に対応した対策の実施に関する指標及び目安 

・８月７日付け国事務連絡により、感染状況の変化に対応した対策を講じる

ための指標及び目安の考え方が示された。 

・本県では、その指標等により感染状況を把握し、対策を講じる際の参考と

した。 

＜指標＞ 

  病床のひっ迫具合 

  療養者  
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  ＰＣＲ検査  率 

  新   者  

  新   者 の前週との比較 

  感染経路不明割合 

＜想定される感染状況＞ 

ステージⅠ 
感染者の散発的発生及び医療提供体制に特段の支障がな

い段階 

ステージⅡ 感染者の漸増及び医療提供体制への負荷が蓄積する段階 

ステージⅢ 
感染者の急増及び医療提供体制に ける大きな支障の発

生を避けるための対応が必要な段階 

ステージⅣ 
爆発的な感染拡大及び深刻な医療提供体制の機能不全を

避けるための対応が必要な段階 

 

５ 福祉施設に ける互助ネットワークの構築 

福祉施設では、職員の感染により、施設内でのケアや感染防止に対する人

手が不足する懸念があった。 

６月３０日、「互助ネットワーク」を組織し、施設職員が感染した際、福祉

施設間に いて職員を相互に派遣し合える仕組みを構築した。 

 

６ ＣＯＶＭＡＴ
コ ブ マ ッ ト

を通じたクラスター対策 

  ３月下旬から飲食店などを中心に感染が確認されていたが、４月に入り病

院や高齢者、障害者施設内での感染の広がりがみられるようになった。クラス

ターの発生に対してはできるだけ初期段階で対応することが効果的であり、

保健所と連携し感染管理認定看護師が病院や施設を指導していた。ゾーニン

グの方法や個人防護具の適切な利用、手指消毒の徹底に関し、正確な知識の不

足や施設管理者等の問題意識の醸成が課題であり、組織的な対応が望まれて

いた。 

そこで、７月６日、本県独自の取組として、感染症専門医（ＩＣＤ）や感染

管理認定看護師（ＩＣＮ）等からなる、埼玉県クラスター対策チーム、通称 

「ＣＯＶＭＡＴ」を編成した。クラスターが発生した施設に派遣し、具体的な

感染拡大防止対策を指導した。他の都道府県に先駆けて構成されたこのチーム

は、クラスター発生施設を実際にチェックし、ゾーニングやクラスター発生の

可能 が高い場所について指摘・改善を行うほか、施設側の相談にも答える役

割を担った。ＣＯＶＭＡＴにより培った知見は、医師や福祉施設関係者で構成

される会議で共有され、以降のクラスター防止対策に寄与した。 
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７ 感染症対策のための専担組織の設置 

 令和２年１月及び３月、ＷＨＯによって、新型コロナウイルス感染症に対す

る緊急事態宣言及びパンデミック宣言が行われるなど、世界的な流行が想定さ

れていた。 

しかし、令和２年度当初の保健医療部の組織及び職員体制では、この難局へ

の対応が不十分であり、 部の職員に大きな業務負担がかかる状況にあった。 

第１波以降、全庁的な応援により体制強化を図ったものの、短期間で応援職

員が入れ替わるため、業務に対する知見の蓄積に課題があった。また、目まぐ

るしく変化する感染状況に対応しつつ、県の政策決定や関係機関との調整を行

う上で、短期の応援職員が関与することには限界があった。 

７月６日、このような状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に対応する

ための専担組織として感染症対策課が組織化された。 

 

８ 庁内応援体制の構築 

 ①保健医療部内応援体制 

・７月６日、感染症対策課の新設と併せて、部内の応援体制の更なる強化を

図った。班の体制は、統括、広報、体制整備、民間ＰＣＲ検査、宿泊療養

施設確保・運営など業務ごとに細分化し、対応に当たった。 

・また、７月に新   者が再拡大したため、県調整本部への応援を増加し

た。 

 ②部局横断の応援体制 

・宿泊療養施設の確保・運営のための応援を継続し、最大１０４名体制とし

た。 

・感染症対策課の設置以降の応援業務は、宿泊療養施設の現地での運営が中

心となった。応援体制は入所者 に応じて変動し、令和３年１０月の運営

業務の民間事業者への包括委託まで継続した。 

 

９ 県議会での審議 

 ①予算関係 

  編成予算 ：２ 事業 ：６２ 予算額：１，５８７億円 

 ②新型コロナウイルス感染症対策特別委員会関係（４回開催） 

  ・７月２９日 これまでの県の対策について 

  ・８月２５日 分野別審査（組織、財政、情報発信等） 

  ・８月３１日 分野別審査（医療、福祉） 

  ・９月 ２日 分野別審査（教育、雇用、経済） 
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＜県の主な対策＞ 

令和２年 ７月 ６日  保健医療部に感染症対策課を設置 

令和２年 ７月 ６日  福祉施設へのＣＯＶＭＡＴ派遣開始 

令和２年 ７月１０日  埼玉県ＬＩＮＥコロナ 知らせシステム稼働 

令和２年 ７月２９日  各保健所の帰国者・接触者相談窓口機能を外部委託 
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第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 

  波の特徴（発症日ベース）                                          

発症者 のピークは令和３年１月４日の４９８人で、第１・２波と比較す

るとはるかに多い発症者 であった。また感染の拡大局面からピーク付近

（令和２年１２月下旬～令和３年１月上旬）まで飲食店・会食で感染した発

症者が多かった。特に大宮、川口、越谷地域でのカラオケ等も含めた感染例

が目立っていた。 

この時期の主流株はＢ．１．１系統から日本特有の変化をした 

Ｂ．１．１．２１４系統であり、第３波のピーク時（令和２年１２月３０日

から令和３年１月５日）にはＢ．１．１．２１４系統が７６％を占めていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

 月  日   月  日   月  日   月  日  月  日  月  日

 日あたり

 日間  

    年

第３波に ける新   者 の  （県  ベース）

    年

 流行株：Ｂ．１．１．２１４系統 

 新   者 （最大）：５８２人 

   率（最大）：１１．３％ 

 入院者 （最大）：９７４人、重症者 （最大）：９２人 

 即応病床使用率（最大）：７５．５％、重症病床（最大）：６６．９％ 

 宿泊療養者 （最大）：３３３人 

 自宅療養者 （最大）：４，１１６人 

 致死率：２．４１％、死者 （第１波からの累計）：５２５人 

 全国の主な出来事 

 令和３年 １月 ２日  首都圏１都３県知事が国に緊急事態宣言発令を要請 

 令和３年 １月 ７日  国が１都３県への緊急事態宣言発令 

 令和３年 ２月１７日  国内で医療従事者へのワクチン接種開始 

第３波最大 

1 月 16 日 582 人 

 

※（最大）は１日当たりの最大値を す。 
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１ 戦略目標の転換 

第３波では、徐々に新型コロナウイルスに対する知見が蓄積され、ワクチン

接種開始について本格的に議論されるようになった。 

令和２年１１月、このような状況を踏まえ、専門家会議の助言も得ながら、

本県では、新型コロナウイルス感染症対応に ける戦略の転換を行った。新 

  者 の多寡にかかわらず、重症者及び死亡者の極小化を戦略目標とし、ク

ラスターや重症化リスクが極めて高い高齢者福祉施設を戦術ターゲットとし

た。 

 

２ 緊急事態宣言の発令（２回目） 

９月以降、第２波の収束に伴う経済活動の再開に伴い、再び新   者が緩

やかな増加に転じた。 

１０月１０日、劇団での大 模クラスターの発生などにより、本県に いて

初めて１日当たりの新   者が１００人となった。１１月下旬以降は、１００

人を超える日が常態化するようになり、１２月３１日には３３０人まで急増し

た。 

令和３年１月２日、１都３県知事が共同で国に対して緊急事態宣言発令を要

請し、１月７日、国は緊急事態宣言を発令した。（当初は１月８日～２月７日

まで。その後３月２１日まで延長。）。 

当時、国は緊急事態宣言の発令に当たり、飲食店のほか遊興施設に対しても、

罰則を伴う営業制限を検討していた。この制限は、協力金の支給を伴わず、ま

た、  の翌日から直ちに適用することが検討されていたため、事業者や利用

者の大混乱が想定されるものであった。そこで、１都３県との調整のもと、知

事自ら、１月７日の夜間、内閣府に出向いて交渉を行い、結果として国による

飲食店以外への罰則を伴う要請は直前になって撤回された。 

 

３ 新型コロナウイルス対策幹部ミーティングによる情報共有 

令和３年１月１５日、庁内の幹部職員間での新型コロナ対策に係る情報共有

を図り、タイミングを逃さず対処方針を検討するため、知事、副知事、関係部

局長が参加するＷｅｂ会議による幹部ミーティングを開催した。 

以降、緊急事態宣及びまん延防止等重点措置期間をはじめ重大な感染拡大の

局面に いては土日を含めて原則毎日、その他の期間は週１～３回開催した。 

 

４ 県民等への要請 

 ①外出・ 動の制限 

・令和３年１月４日、首都圏に ける人の流れを抑え、人と人との接触の機
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会を減少させるため、 歩踏み込んだ感染症防止対策を行うこととし、１

月８日から３１日までの間、午後８時以降の不要不急の夜間外出自粛を要

請した。 

・１月７日、国が本県を含む１都３県に対し緊急事態宣言を発令したことを

受け、１月８日からの緊急事態措置として、外出自粛の要請（不要不急の

外出や県境をまたぐ 動の自粛、午後８時以降の不要不急の夜間外出の自

粛）を行った。（～３月２１日） 

・１月２２日、「１都３県共同メッセージ」として外出自粛の 願いを行った。 

 ②事業者への要請 

・１２月１日、さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う

飲食店」及び「カラオケ店」に対し、営業時間を「午前５時から午後１０

時まで」に短縮するよう要請した。（１２月４日～令和３年１月１１日） 

・１２月２３日、「店舗が混雑しないよう入場制限を徹底すること」、「観客が

発声するイベントを中止すること」を要請した。 

・１月７日、１月８日からの緊急事態措置として、県内の飲食店に対して営

業時間を「午前５時から午後８時まで」、酒類提供時間を「午前１１時から

午後７時まで」に短縮するように要請した。（１月１２日～３月２１日） 

 

５ 保健医療体制 

 ①診療・検査体制の整備（診療・検査医療機関の指定・  ） 

・１２月１日、冬の季節 インフルエンザとの同時流行に備えるため、発熱

患者等が必要な診療や検査を受けられる体制の整備を目的として、診療・

検査医療機関の指定・  に取り組んだ。  に当たっては、風評被害や

  する医療機関への患者の集中などを危惧する意見もあったが、県医師

会と連携して医療機関に丁寧な説明を行うことで、全ての診療・検査医療

機関を  することとした。（  時１，１０８医療機関を指定） 

・制度開始当初から全ての診療・検査医療機関を  したのは、埼玉県と高

知県のみであった。 

・診療・検査医療機関の  と併せて、１２月１日には帰国者・接触者相談

センター内の住民窓口を受診・相談センターに名称変更し、電話で受診先

の相談に応じる体制を整備した。 

 ②病床確保 

 ・専用医療施設 

令和２年１０月、医療機関が敷地内にプレハブ等による仮設の専用医療

施設を整備する場合、許可病床とは別枠で、時限的に新たな病床を配分す

ることとして、県内 募を行った。結果８医療機関の病床整備計画を採択
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し、最大２６２床を確保した。 

仮設の専用医療施設は、建築基準法上、応急仮設建築物として位置付け

られて り、存続期間は２年３か月以内とされていた。当該専用医療施設

の存続期間の終了を迎える令和４年度はオミクロン株による感染が拡大し

て り、病床確保の観点から、当該専用医療施設の利用継続が必要であっ

た。 

令和４年４月２８日、このような状況を踏まえ、存続期間について柔軟

に延長できるよう建築基準法の速やかな改正を国に要望した。結果、同年

５月３１日に改正法が施行され「特定行政庁は、安全上、防火上及び衛生

上支障がなく、かつ、 益上やむを得ないと認める場合に いては、２年

３か月を超えて、１年ごとに期間を延長することができる」こととなった。 

 ・病床確保 

専用医療施設の 募と並行して、 般病床３１床を新型コロナウイルス

感染症患者の受入病床に転換した。 

これにより、フェーズⅣの必要病床 １，４００床を上回る、 

１，４０８床を確保する見込みとなった。 

 【県独自の病床確保計画（令和２年７月策定）】（再掲） 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ 

計画病床  １４０ ６００ １，０００ １，４００ 

うち重症 ２０ ９０ １５０ ２００ 

 【第３波のフェーズ 行の整理】 

フェーズ 行の変更  行要請日  行日 

Ⅲ → Ⅳ R2.11.23 R2.11.30 

③宿泊療養施設の整備 

・令和３年１月１６日時点で（第３波の新   者のピーク時）、８か所の宿

泊療養施設（最大９６７室）を運営した。 

 ④自宅療養体制 

・１１月９日、自宅療養者に対する配食サービスを開始した。 

・１２月２３日、自宅療養基準の見直しを行った。これにより、宿泊療養施

設のひっ迫下にあっては、軽症者、無症状者について、引き続き宿泊療養

施設での療養を原則としつつ、家庭内感染が防止でき、安全が確保できる

場合には自宅療養を認めることとした。 

 

６ 保健所業務のひっ迫 

第３波では、療養患者が最大５，６９９人、自宅療養者が最大４，１１６人と、

これまでにない 模となり、保健所による健康観察や入院調整が困難を極めた。 
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 部の保健所では、 時的に発生届が集中し、翌日までの患者への連絡や入

院調整が困難な状況が生じた。そこで、令和３年１月から２月にかけて、新 

  者が急増し、保健所での対応がひっ迫した際には、当該保健所で行う疫学

調査等の業務を本庁で実施した。 

こうした本庁での対応は、令和４年１月のファーストタッチセンターの開設

まで（第６波まで）継続した。 

 

７ ワクチンプロジェクトチームの立ち上げ 

１２月１７日、感染対策のゲームチェンジャーと期待されていたワクチン接

種について、国から「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関す

る手引き」が発出された。 

令和３年１月１日、国の手引きを受けて、本県ではワクチンプロジェクトチ

ームを立ち上げ、接種に向けた準備を開始した。 

令和３年２月以降、ワクチン接種の実施主体となる市町村との調整・支援を

するなど、接種体制を確立するための業務量増大に伴い、１６名の応援職員に

より体制を強化した。 

 

８ 飲食店等への感染防止対策協力金の支給 

１２月４日、飲食店等に対する営業時間短縮等の要請と合わせて、埼玉県感

染防止対策協力金を支給することとし、１２月１８日以降、申請受付を開始し

た。（令和４年５月２０日までの間、１８期に渡り協力金の申請受付を行い、

約２８万件、総額約３，６００億円の支給に繋げた。） 

 

９ 「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン」の策定 

令和３年１月１３日、オンライン学習の活用など県立学校の学校運営基本方

針である「感染防止対策を徹底しながら教育活動を継続する」に沿った内容と

して、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン」を策定

した。以降、国の考え方の変更等を踏まえ、順次改訂した。 

 

10 庁内応援体制の構築 

 ①保健医療部内応援体制 

・診療・検査医療機関の確保について、保健医療部の企画幹グループ４名が

医師会との調整・交渉業務を支援した。 

・診療・検査医療機関を登録する業務と医療機関の検索システムを県のホー

ムページに 開する業務を、それぞれ部内で分担した。 

・年末年始期間に、県民サポートセンターや受診・相談センターに電話が殺
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到したため、保健医療政策課に臨時電話相談窓口を設置し、１日６名程度

の部内応援職員が対応に当たった。 

 ②部局横断の応援体制 

・新   者 の増加に伴い、感染症対策課の県調整本部業務や記者発 業

務等に対し応援職員を配置した。応援体制は９名から開始し、感染動向に

応じて増減を行いながら令和４年３月まで継続した。 

 

11 県議会での審議 

 ①予算関係 

  編成予算 ：８ 事業 ：１３８  予算額：４，０４０億円 

 ②新型コロナウイルス感染症対策特別委員会関係（２回開催） 

  ・１０月 ９日 執行部に送付する提言を決定 

  ・１２月１５日 提言に対する対応状況や考え方について 

 

 

＜県の主な対策＞ 

令和２年１１月 ９日  自宅療養者への配食サービス開始 

令和２年１１月１８日  仮設の専用医療施設（プレハブ）２４９床確保 

令和２年１２月 １日  診療・検査医療機関の  開始 

令和２年１２月 ４日  酒類提供を行う飲食店への時短要請 

令和３年 １月 １日  ワクチンプロジェクトチーム立ち上げ 

令和３年 １月 ２日  １都３県知事が緊急事態宣言の発令を要請 

令和３年 １月 ８日  緊急事態措置② 

令和３年 １月１３日  「県立学校版 感染防止対策ガイドライン」策定
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第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

 
  波の特徴（発症日ベース）                                          

全体として、事業所内での感染による発症者が多かった。また「カラオケ」

で感染した６０歳以上の発症者の割合が、感染の拡大局面で高かった。 

第４波のピーク時（令和３年５月５日～５月１１日）には、アルファ株が

７６％を占めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（最大）は１日当たりの最大値を す。 

 

 

 

  

   

   

   

   

   

 月  日  月  日  月  日  月  日

 日あたり

 日間  

第４波に ける新   者 の  （県  ベース）

    年

 流行株：アルファ株 

 新   者 （最大）：２９０人 

   率（最大）：７．３％ 

 入院者 （最大）：７６５人、重症者 （最大）：５５人 

 即応病床使用率（最大）：５４．９％、重症病床（最大）：３４．４％ 

 宿泊療養者 （最大）：３８２人 

 自宅療養者 （最大）：１，５００人 

 致死率：０．９１％、死者 （第１波からの累計）：８１０人 

 全国の主な出来事 

 令和３年 ４月 １日  国が初のまん延防止等重点措置の適用を決定 

 令和３年 ４月２３日  東京都等へ３回目の緊急事態宣言を発令 

 令和３年 ５月 ７日  菅首相が「１日１００万回のワクチン接種」を宣言 

第４波最大 

5 月 2 日 290 人 
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１ 変異株の解析 

第４波は、当初から１日当たりの新   者 が１００人を超えていたが、

ピークは令和３年５月２日の２９０人であり、全期間を通じ、概ね１００人か

ら２５０人で  して り、結果的に、県内では第３波のような感染の大きな

波にはならなかった。 

３月１６日、これまでの感染の兆候を踏まえると、株の置き換わり時に感染

拡大が確認されていたことから、衛生研究所に いてウイルスのゲノム解析を

開始することとなった。 

 

２ まん延防止等重点措置（１回目） 

４月１５日、４７回県対策本部会議に いて、新   者の増加傾向を受け

て、新型インフルエンザ等対策特別措置法第３１条の４第６項に基づき、まん

延防止等重点措置の 示を行うよう、国に要請することを決定した。 

要請に当たっては、新   者の増加をはじめ、県内流行地域や都内からの

流入状況及びカラオケ等による感染経路などの分析結果を国へ提示した。 

４月１６日、政府対策本部の決定により、本県を「まん延防止等重点措置区

域」とする 示が行われた。 

同日、さいたま市及び川口市を「重点措置を講じるべき区域」（以下「重点

措置区域」）として新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請等を実

施することを決定し、４月２４日、１３市町を重点措置区域に追加した。 

 

３ 県民等への要請 

４月１６日、国が本県に対する「まん延防止等重点措置」の 示を行ったこ

とから、「県境をまたぐ 動の自粛」、「日中も含めた不要不急の外出・ 動の

自粛」等の要請を行った。（４月２０日～８月１日） 

 

４ 保健医療体制 

 ①診療・検査体制の整備 

季節 インフルエンザの流行期は終了したが、発熱者の診療・検査体制の

強化は継続し、５月６日時点で、１，２０１医療機関を診療・検査医療機関

として指定した。 

 ②病床確保 

・３月２４日、国の通知により、 般医療との両立が可能な「最大」のコロ

ナ病床の確保の検討・決定が求められた。 

・５月３１日、感染者急増時に ける１，６６７床の病床確保を定めた病床

確保計画の見直しを国へ報告した。 
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 【見直した病床確保計画（令和３年５月３１日国提出時）】 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ 感染者急増時 

計画病床  １４０ ６００ １，０００ １，６４３ １，６６７ 

うち重症 ２０ ９０ １５０ １６２ ２０１ 

 ③宿泊療養施設の整備 

５月２日現在（第４波の新   者のピーク時）、９か所の宿泊療養施設

（最大１，０５６室）を運営した。 

 ④自宅療養体制 

・５月１３日の専門家会議の助言を受け、軽症者等の健康観察業務をかかり

つけ医（協力医療機関）に委託した。 

・第５波への備えとして、県では、国から示された新   者の 計をもと

に、第３波の２倍の新   者 を想定（第３波の最大の新   者は 

 ５８２人）し、自宅療養者の健康観察業務を担う宿泊・自宅療養者支援セ

ンターを設置することとし、７月７日から民間委託により運営を開始した。 

 

５ Ｔｅｌｅ
テ レ

-ＩＣＵ
アイシーユー

による重症患者への医療提供 

令和２年度から、拠点となる大学病院と連携病院の集中治療室をネットワー

ク「Ｔｅｌｅ－ＩＣＵ」で接続し、拠点病院に いて重症患者をリモートによ

り 元的に管理するシステムの整備を開始した。 

専門医が遠隔で重症者に対する診療支援を行うものであり、本県の特徴とし

て、医療機関の系列を越えて構築し、ＥＣＭＯ治療が実施可能な人材及び病院

の増加に繋げることに寄与していた。   

令和３年度から、運営を開始し、これまでに計４７回診療を支援した。 

 

６ ワクチン接種の開始・埼玉県高齢者ワクチン接種センターの開設 

３月４日、医療従事者等向けのワクチン接種を開始し、４月１２日には 般

県民に対する接種を、高齢者から開始した。 方、当初は十分なワクチンが国

から配分されなかったため、市町村への配分に苦慮した。 

４月２３日、菅首相は会見で７月末までに高齢者へのワクチン接種を完了す

る考えを示し、５月７日にはその達成に向け「１日１００万回の接種」を宣言

した。また、国ではファイザー社製のワクチンに加えて集団接種会場用にモデ

ルナ社製ワクチンの配分を決めた。 

６月１日、本県では、浦和合同庁舎内に「埼玉県高齢者ワクチン接種センタ

ー」を他県に先駆け開設し、市町村接種の補完として集団接種会場を運営する

こととした。 
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７ ｅＭＡＴ
イ ー マ ッ ト

による支援開始 

３月５日、  者の発生を確認した福祉施設に対し、感染管理認定看護師 

（ＩＣＮ）が汚染区域と清潔区域の区分けや個人防護具の使い方などについて

オンラインで指導を行う支援を開始した。 

 

８ 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」制度の実施 

４月２６日、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の制

度を、国の制度導入に先んじて開始した。 

県が 奨する感染防止対策に取り組む店舗を現地確認した上で、認証ステッ

カーを交付するものであり、県内の飲食店の利用促進を図り、感染拡大防止と

社会経済活動の両立につなげることを目的として取り組んだ（令和５年５月７

日の制度廃止時までに２８，２２９店舗を認証）。 

 

９ 令和３年４月１日付け組織改正 

新型コロナウイルス感染症対応の体制強化のため保健所に３８人、その他医

療体制やワクチン接種体制の整備などのため保健医療部に１０人、まん延防止

策等を適切に講じるため危機管理防災部に３人を増員した。 

さらに、経済の回復・成長や雇用の確保に向けた対策 進のため、産業労働 

部に経済対策幹を新設し担当職員を４人配置した。 

 

10 庁内応援体制の構築 

 ①保健医療部内応援体制 

令和３年３月、感染症対策課や保健医療政策課の職員に長時間の時間外勤

務が発生していることを受け、部内での業務 準化を目的として、補助金の

交付事務や記者発 業務に新たに部内の応援職員を配置した。 

 ②部局横断の応援体制 

 ・保健医療部への応援体制 

令和３年５月、埼玉県高齢者ワクチン接種センターの開設に向けて、新た

に８名の応援体制を構築した。応援職員の尽力もあり、大 模接種センター

を約２週間で開設し、他県に先駆けて県による接種に繋げることができた。 

 ・産業労働部への応援体制 

感染拡大防止のための営業時間の短縮要請に協力した飲食事業者に対する協

力金支給業務は、産業労働部内の応援体制により実施していたが、期 が積み

重なり事務量が増加したため、令和３年４月以降、最大１５名の部局横断によ

る応援体制とした。また、現地確認のため最大１４０名の部局横断による応

援職員が対応に当たった。（現地確認業務については、５月中旬以降、産業
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労働部内の応援体制に戻った。） 

 

11 県議会での審議 

 ①予算関係 

  編成予算 ：６ 事業 ：１４１  予算額：１，０２８億円 

 ②新型コロナウイルス感染症対策特別委員会関係（１回開催） 

  ・３月１０日 緊急事態宣言中の取組と効果等について 

 

 

＜県の主な対策＞ 

令和３年 ３月 ４日  医療従事者等へのワクチン接種開始 

令和３年 ３月 ５日  ｅＭＡＴによる支援開始 

令和３年 ４月１２日   般県民へのワクチン接種開始 

令和３年 ４月２０日  まん延防止等重点措置①（２市） 

令和３年 ４月２６日  「彩の国『新しい生活様式』安心宣言 

    飲食店＋（プラス）」制度開始 

令和３年 ４月２８日  まん延防止等重点措置①（１５市町） 

令和３年 ５月３１日  感染者急増時（１，６６７床）の病床を確保 

令和３年 ６月 １日  高齢者ワクチン接種センター開設
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第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 
  波の特徴（発症日ベース）                                          

死亡者の年代構成をみると他の波と比較して、７０代以下の割合が高か

った。重症化リスクについて、ワクチン２回接種済の  者と１回も接種

していない  者（以下「未接種者」という。）を比較すると、重症化率が 

５０代で約７分の１（２回接種者０．２４％、未接種者１．７８％）、６０

代で約７分の１（２回接種者０．３８％、未接種者２．７３％）、７０代で

約１７分の１（２回接種者０．１８％、未接種者３．０１％）であり、重

症化リスクに対するワクチン２回接種の効果が明らかになった。 

死亡リスクについて、ワクチン２回接種済の  者と未接種者を比較す

ると、６０代で約５分の１（２回接種者０．３８％、未接種者２．０２％）、 

７０代で約１２分の１（２回接種者０．８９％、未接種者１０．３７％）

であり、死亡リスクに対するワクチン２回接種の効果が明らかになった。 

感染力が強く、重症化リスクの高い変異株Ｂ．１．６１７．２系統（デル

タ株）への置き換わりが急速に進み、第５波のピーク時（令和３年８月１１

日～８月１７日）にはデルタ株が９９％を占めていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

 月  日  月  日  月  日  月  日   月  日   月  日   月  日

 日あたり

 日間  

第５波に ける新   者 の  （県  ベース）

    年

 流行株：デルタ株 

 新   者 （最大）：２，１６９人 

   率（最大）：２４．９％ 

 入院者 （最大）：１，３５４人、重症者 （最大）：１６５人 

 即応病床使用率（最大）：７２．４％、重症病床（最大）：７８．９％ 

 宿泊療養者 （最大）：６８１人 

 自宅療養者 （最大）：１８，６１７人 

第５波最大 

8 月 19 日 2,169 人 
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※（最大）は１日当たりの最大値を す。 

 

１ 緊急事態宣言の発令（３回目） 

６月１７日、第４波から継続している「まん延防止等重点措置区域」をさい

たま市及び川口市のみに縮小したが、第５波では、デルタ株への置き換わりが

進み、７月中旬から短期間で新   者が急増したため、７月２０日には、再

び１８市町を追加し、計２０市町を重点措置区域とした。 

７月２９日、緊急事態宣言の適用を、千葉県、神奈川県とともに国に要請す

ることを県対策本部会議に いて決定した。 

７月３０日、先に実施していた沖縄県及び東京都に加え、埼玉県、千葉県、

神奈川県及び大阪府を、緊急事態措置を実施すべき区域に追加することを決定

した。（当初は８月２日～８月３１日まで。その後９月３０日まで延長。） 

新   者 の増加は８月中旬まで継続。ピーク時には１日あたりの新  

 者が２，１６９人を記録し、１週間の新   者は最大で１２，０００人を

超えた。 

 

２ 県民等への要請 

 ７月３０日、本県が緊急事態措置を実施すべき区域に追加されたことから、

「不要不急の帰省や旅行など県境をまたぐ 動は、極力控えること」、「日中も

含めた不要不急の外出・ 動の自粛」、「特に午後８時以降の外出を自粛するこ

と」などを要請した。（～９月３０日） 

 

３ 入院調整機能の難航、酸素ステーションの開設 

感染者が急激に増加したことによる病床のひっ迫を受け、 般医療を相当程

度制限しながらコロナ患者に対応する感染者急増時体制に 行した。 

しかし、入院調整は難航し、入院までの待機時間が４８時間を超える患者も

発生した。 

９月１日、高齢者以外でも肺炎によって重症化する患者が多くみられたこと

から、入院が決まるまでの間、酸素投与を行うための施設として酸素ステーシ

 致死率：０．３１％、死者 （第１波からの累計）：１，０５９人 

 全国の主な出来事 

 令和３年 ７月 ８日 東京都に４回目の緊急事態宣言発令を決定 

 令和３年 ７月２３日 東京オリンピック競技大会開幕 

 令和３年 ８月２４日 東京パラリンピック競技大会開幕 

 令和３年１１月３０日 外国人の新 入国停止 

    国内で初めてオミクロン株の感染者確認 
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ョンを開設した。 

開設準備のため、８月中旬以降、医療人材課の職員２名を配置し、部局横断

による応援職員１０名とともに対応に当たった。 

９月１日以降、酸素ステーションの運営のため、保健医療部内の本庁各課よ

り１日２～４名程度の応援を募り、対応に当たった。 

 

４ 抗体カクテル療法の拡大 

重症化リスクの高い  者に対して処方する抗体カクテル療法が拡大した。 

当初国は、抗体カクテル療法に用いるロナプリーブの病院でのストックを認

めず、２回分を使用し終わってから発注する体制をとっていた。 

しかし、抗体カクテル療法は発症後１週間以内に行う必要があり、①発症、

②検査・診断、③発注、④納品という期間を踏まえると、病院にストックを持

つ必要があった。 

この状況を踏まえ、県として国に対して在庫を認めるよう要望したが実現に

は至らず、最終的に知事自ら菅首相に対して強く要望を行った。 

結果、首相の英断により病院での在庫管理が実現し、これを境に、全国で抗

体カクテル療法が拡大することとなった。 

本県では、病院のみならず、宿泊療養施設に いても抗体カクテル療法を施

療できる体制を整備した。 

その後、外来での実施が可能となり、重症化防止の有効手段として定着した。 

 

５ 保健医療体制 

①診療・検査体制の整備 

 ８月１６日時点の診療・検査医療機関 は、１，２１５医療機関であった。 

 ②病床確保 

 ・８月１０日、県内医療機関に対し感染者急増時体制への 行を要請した。

９月３０日時点、１，９０４床（重症２３６床、中等症等１，６６８床）

を確保し、入院要請時の全患者の入院に繋げた。 

 ・１０月１日、国の通知により、 立・ 的医療機関を中心に、これまでの

確保病床 を１～２割増加することが求められた。 

 ・１１月３０日、 立・ 的医療機関を中心に確保病床 の更なる上乗せを

定めた新たな病床確保計画を策定した。   

 【見直した病床確保計画（令和３年５月３１日国提出時）】（再掲） 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ 感染者急増時 

計画病床  １４０ ６００ １，０００ １，６４３ １，６６７ 

うち重症 ２０ ９０ １５０ １６２ ２０１ 
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【第５波のフェーズ 行の整理】 

フェーズ 行の変更  行要請日  行日 

Ⅳ → 感染者急増時 R3.8.10 R3.8.19 

感染者急増時 → Ⅳ R3.9.25 R3.10.2 

Ⅳ → Ⅲ R3.10.22 R3.10.25 

Ⅲ → Ⅱ R3.11.19 R3.11.22 

 【新たな病床確保計画（令和３年１２月１日～）】 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ 感染者急増時 

計画病床  １４０ ６００ １，０００ １，７１５ ２，１７６ 

うち重症 ２０ ９０ １５０ １９８ ２４７ 

 ③宿泊療養施設の整備 

 ・包括委託の導入 

宿泊療養施設の運営は、開設当初から 部の業務を除き、県職員が２４時

間体制で対応に当たっていた。 方、 週間程度の短期応援職員による運営

であったためノウハウが蓄積されないだけでなく、応援する側の部局に 

いても通常業務への影響や職員の負担が重いことが課題であった。 

６月１日以降、療養者の生活支援や食事の納入、客室等の消毒、清掃等、

宿泊療養施設の運営全般について、民間企業に包括的に委託した。 

 ・宿泊療養施設の病床的運用 

専門家会議の助言を踏まえ、宿泊療養施設の病床的運用を進めることし

た。オンライン診療や抗ウイルス薬の投与、点滴の処方、酸素濃縮器を活用

した酸素投与を実施するための医師、看護師の配置を進め、１３０床（室）

の受入体制を整備した。また、宿泊療養施設を臨時の医療施設として指定し、

抗体カクテル療法を含む中和抗体療法を実施した（Ｒ３．９～Ｒ４．９にロ

ナプリーブ５３件、ゼビュディ８件）。 

 ・確保状況 

８月１９日現在（第５波の新   者のピーク時）、１３か所の宿泊療養

施設（最大１，８４３室）を運営した。 

 ④自宅療養体制 

 ・自宅療養者の健康観察業務を担う宿泊・自宅療養者支援センターについ

て、感染者の急増とともに自宅療養者が増え続けた結果、受託業者に い

て適切な運営ができなくなった。 

 ・８月２６日、宿泊・自宅療養者支援センターでの新 受け入れを停止した

ため、現場が混乱した。 

 ・９月に新たな自宅療養者支援センターを２か所設置し、受入れを再開し

た。 
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 これにより、最大で１．８万人の健康観察が可能となるよう体制を整備し

た。 

・１０月２８日、県内５５の市町村と連携協定を締結した。協定を締結した

市町村には県から  者情報を提供し、市町村はパルスオキシメーターの

配布や食料提供などの生活支援を行った。 

 ⑤新たなレベル分類 

 ・国民のワクチン接種が進んだことを踏まえ、１１月８日、国の新型コロナ

ウイルス感染症対策分科会に いて、医療ひっ迫の状況により重点を置い

た新たなレベル分類の考え方が示された。 

 ・本県では、医療ひっ迫の状況等を把握し、感染状況のレベルに応じた対策

を講じることとした。 

＜医療ひっ迫に関する指標＞ 

  病床使用率 

  重症病床使用率 

  入院率 

  重症者  

  中等症者  

  自宅療養者 及び療養等調整中の の合計値 

＜新たなレベル分類＞ 

レベル０ 感染者ゼロレベル 

レベル１ 維持すべきレベル 

レベル２ 警戒を強化すべきレベル 

レベル３ 対策を強化すべきレベル 

レベル４ 避けたいレベル 

 

６ 後遺症（罹患後症状）に対する取組を開始 

微熱や倦怠感などの後遺症状に苦しむ方が顕在化する 方、対応可能な医療

機関が限定的であった。 

令和３年１０月、県医師会の協力の下、７医療機関９診療科に いて後遺症

外来を開始した。 

   

７ 「ワクチン・検査パッケージ」実証実験の実施 

１０月２２日から３１日までの１０日間、上尾駅周辺の飲食店に いて「ワ

クチン・検査パッケージ」の実証実験を実施し、検証を行った上で、第６波に

 ける制度導入につなげた。 
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８ 県立学校へのｅＭＡＴ for Schoolの支援開始 

９月８日、集団感染の兆候がある又は集団感染が発生した学校に対し、感染

管理認定看護師／感染症看護専門看護師（ＩＣＮ）が感染症対策についての改

善点や初期対応への指導などについてオンラインで指導・助言する支援を開始

した。 

 

９ 庁内応援体制の構築 

 ①保健医療部内応援体制 

   保健所の疫学調査への対応がひっ迫したため、本庁各課の職員を繁忙保

健所へ派遣し、保健所職員が行う疫学調査のサポート体制を構築した。 

 ②部局横断の応援体制 

 ・保健医療部への応援体制 

   エッセンシャルワーカーへのワクチン接種を促進するため県ワクチン接

種センターを４か所に拡大することとなった。その準備のために１９名の

応援職員を配置した。県ワクチン接種センターの拡充以降は、現場運営のた

めさらに１２名の応援職員を追加配置した。 

   ハイペースで多 の方にワクチン接種を行う医療機関に対する個別接種

協力金の制度が創設されたことを受け、協力金支給業務に対し３名の応援

職員を配置した。 

 ・産業労働部への応援体制 

   ６月２１日以降、感染防止対策協力金の支給要件を措置区域内の飲食店

に限定していた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」

が県内全域の飲食店を支給要件に変更したことを受け、現地確認のため、他

部局からの応援を９０名追加配置し、１００名の応援体制を構築した（７月

１１日まで）。 

   協力金の審査業務についても支給要件の追加に伴い、７月１日以降、他部

局からの応援を１２名追加配置し、２７名体制に拡充した。 

 

10 県議会での審議 

 ①予算関係 

  編成予算 ：８ 事業 ：５９  予算額：３，７３５億円 

 ②新型コロナウイルス感染症対策特別委員会関係（２回開催） 

  ・ ６月２９日 新   者 等の  等 

  ・１０月１１日 第５波の振り返り 

 

 



第５波 

49 

 

＜県の主な対策＞ 

令和３年 ７月 ７日  宿泊・自宅療養者支援センター開設 

令和３年 ７月 ７日  協力医療機関による健康観察を開始 

令和３年 ８月 ２日  緊急事態措置③ 

令和３年 ８月１９日  病床フェーズを感染者急増時体制に 行 

令和３年 ９月 １日  酸素ステーション開設 

令和３年 ９月 ６日  南部自宅療養者支援センター開設 

令和３年 ９月 ８日  ｅＭＡＴ for Schoolでの県立学校への支援開始 

令和３年 ９月１４日  北部自宅療養者支援センター開設 

令和３年１０月 １日  県内７医療機関９診療科で後遺症外来を開始
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第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 

    波の特徴（発症日ベース）                                          

発症者 のピークは令和４年２月７日の６，３４７人であった。第１～５

波と比較すると波の 模が最も大きかった。また１０代以下の  者が多く、

学校・幼稚園・保育園等で感染した発症者が多かった。 

第６波のピーク時（令和４年２月２日から２月８日）にはオミクロン株の

亜型の１つであるＢＡ．１系統が９６％を占めていた。第６波のピークの後

にも感染拡大の時期があり（令和４年３月２３日～３月２９日）、ＢＡ．２系

統が６８％（それ以外はＢＡ．１）を占めていた。その後、ＢＡ．２系統へ

の置き換わりが進んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（最大）は１日当たりの最大値を す。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

  月  日  月  日  月  日  月  日  月  日  月  日

 日あたり

 日間  

    年

第６波に ける新   者 の  （県  ベース）

    年

 流行株：オミクロン株（ＢＡ．１系統、ＢＡ．２系統） 

 新   者 （最大）：７，３５３人 

   率（最大）：５３．０％ 

 入院者 （最大）：１，８０７人、重症者 （最大）：６４人 

 即応病床使用率（最大）：６１．９％、重症病床（最大）：２６．８％ 

 宿泊療養者 （最大）：９３３人 

 自宅療養者 （最大）：３４，２１７人 

 致死率：０．１４％、死者 （第１波からの累計）：１，６２０人 

 全国の主な出来事 

 令和４年 １月 ７日  沖縄県等へのまん延防止等重点措置の適用を決定 

 令和４年 ３月 １日  観光目的以外の外国人の新 入国を解禁 

第６波最大 

２月５日 7,353 人 
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１ オミクロン株による感染者の急増 

令和３年１１月に南アフリカで初めて報告されたオミクロン株により、世界

各国で大 模な感染が起こった。ＷＨＯは１２月８日にデルタ株より感染力が

強いとの見解を示した。 

１２月８日、県内で初めてオミクロン株の感染者が報告されたが、世界的な

流行状況から、国が示した 計方法による患者 計値よりも大きな感染 模と

なった場合にも対応できるよう、保健所の支援体制強化や、自宅療養者支援セ

ンターによる対応可能人 の拡大、病床フェーズを感染者急増時体制に 行す

ることを決定し、事業者等との調整を開始した。 

令和４年１月８日からの成人の日を含む３連休後に感染が拡大し、１日あた

りの新   者 は２月５日に７，０００人を超え、入院者 は２月２１日に

１，８００人を超えた。また、自宅療養者 は３４，０００人を超えるなど、

感染は更に大きく拡大した。 

 

２ まん延防止等重点措置（２回目） 

  １月１７日、本県を含む１都３県に対して、まん延防止等重点措置の適用の

手続きを速やかに行うよう国に要請した。 

１月１９日、政府対策本部が、本県に対する「まん延防止等重点措置」の 

示を決定した。 

同日、本県では、県全域を重点措置区域として、１月２１日から実施するこ

とを決定した。（～３月２１日まで実施） 

その後、まん延防止等重点措置は３月２２日に解除となったものの、依然多

くの感染者が発生し、 日当たりの新   者 は５月後半まで１，０００人

を超える状況が続いた。 

 

３ 県民等への要請 

 １月１２日、「県境をまたぐ 動の際は目的地以外に立ち寄らないよう徹底

すること」を要請した。 

 １月１９日、まん延防止等重点措置の 示を受けたことから、「不要不急の

県境をまたぐ 動を極力控えること」、「外出・ 動の際は目的地以外に立ち寄

らないこと」、「混雑している場所や時間を避けて行動すること」などを要請し

た。（～３月２１日） 

 

４ 飲食店等に ける「ワクチン・検査パッケージ制度」の実施 

  １月２１日、感染対策と日常生活の回復の両立に向けて、感染再拡大時に 

けるまん延防止等重点措置等の状況下に いても、行動制限を緩和するため、
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飲食店等に けるワクチン・検査パッケージ制度を実施した。 

  ワクチン・検査パッケージ制度は、利用者のワクチン接種歴又は検査結果の

陰 を確認することにより、 部制限が緩和されるものであった。登録には飲

食店プラスの認証が必要であり、登録し制度を適用する場合、行動制限時の営

業時間や酒類提供、人 上限の制限が緩和された（令和５年５月７日の制度廃

止時までに１５，８１６店舗が登録）。 

 

５ オミクロン株の特 を踏まえた制度の見直し 

国では、オミクロン株の特 を踏まえ、令和４年１月１４日に濃厚接触者の

待機期間を１０日間に短縮、１月２８日には、さらに無症状者や濃厚接触者の

待機期間を７日に短縮するなどの事務連絡を相次いで発出した。 

また、１月２４日には重症化リスクの低い方が受診せずに健康観察の仕組み

を利用できる旨の事務連絡が発出された。本県では、２月１０日から同居家族

などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査

を行わなくとも、臨床症状で診断する「みなし  」を始めた。 

 

６ 保健医療体制 

①診療・検査体制の整備 

・２月３日時点の診療・検査医療機関 は、１，３８１医療機関であった。 

 ②病床確保 

・オミクロン株では重症患者が少なかったため、重症病床に ける病床使用

率は低い状況が続いた。 方、救急に対応するための病床をコロナ病床と

して確保したため、 般の救急医療がひっ迫する事態となった。 

・本県では、コロナ病床を 般患者にも有効利用するなどの呼びかけを行い、

コロナと 般医療の両立維持を図った。 

 【新たな病床確保計画（令和３年１２月１日～）】（再掲） 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ 感染者急増時 

計画病床  １４０ ６００ １，０００ １，７１５ ２，１７６ 

うち重症 ２０ ９０ １５０ １９８ ２４７ 

 【第６波のフェーズ 行の整理】 

フェーズ 行の変更  行要請日  行日 

Ⅱ → 感染者急増時 R4.1.7 R4.1.21 

感染者急増時 → Ⅳ R4.3.15 R4.3.22 

Ⅳ → Ⅲ R4.5.25 R4.6.1 
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③宿泊療養施設の整備 

・２月５日時点で（第６波の新   者のピーク時）、１５か所の宿泊療養施

設（最大２，０４４室）を運営した。 

 ④自宅療養体制 

・第５波の反省を踏まえ、国はコロナ医療と 般医療の両立を図りつつ、総

合的な保健・医療提供体制の整備を充実するよう都道府県に要請した。そ

の際、第５波に ける最大の感染拡大時と同程度の感染拡大が生じること

を前提に、最大療養者 を 計することとされた。 方、本県では、海外

に けるオミクロン株の爆発的な感染力を踏まえ、国の想定である 

  約１．９万人を超える自宅療養者が出ることを想定して体制を見直した。 

・令和４年２月、東部自宅療養者支援センターを開設し、自宅療養者支援セ

ンターをそれまでの２センターから３センター体制に拡充した。これによ

り、最大で４．８万人の健康観察が可能となるよう体制を整備した。 

 ⑤リリーフナース制度の開始 

・クラスターの発生時、介護職員については「互助ネットワーク」による相

互派遣を行っていたが、看護師については配置人 が限られていたため、

同様の取組が困難であった。 

・そこで、１月１１日、クラスターの発生に伴い、療養体制が脆弱となった

施設に対し、看護師を派遣するリリーフナース制度を開始した。 

 

７ 後遺症（罹患後症状）に対する取組 

令和４年３月、後遺症外来を行う７医療機関から集められた４２２症例をも

とに、全国に先駆けて症例集を作成し、県内全医療機関に配付した。 

その結果、４月１日時点で１４７医療機関が後遺症外来を行うこととなった。 

な 、後遺症患者の円滑な受診を目的として、後遺症外来を行うすべての医

療機関を県ホームページで 開することとした。 

 

８ 保健所業務の見直し 

令和４年１月、感染が拡大する中でも、県保健所では  者に対する最初の

電話連絡（ファーストタッチ）を翌日までに実施していた。  者の多い保健

所では毎日未明までその対応に追われて り、更なる感染拡大に備えた体制強

化が必要な状況にあった。 

そこでまず、保健医療部内の応援職員及び部局横断による１２２名の応援職

員を保健所に配置し、ファーストタッチ業務の支援を行った。 

しかし、感染の急拡大によって、保健所業務への応援体制を強化したものの、

患者への最初の連絡が遅れ気味になった。そのため、ファーストタッチについ
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ては、電話に代えてＳＭＳ（ショートメッセージサービス）で実施することと

した。 

１月２６日、ショートメッセージを受け取った  者からの電話による問い

合わせに対応するため、ファーストタッチセンターを開設し、保健医療部内の

９名の応援職員及び１０名の部局横断による応援職員（最大４０名）で対応に

当たった。(ファーストタッチセンターの委託化もあり、第６波が終了する令

和４年６月にはファーストタッチに係る応援は終了した。) 

 

９ ＰＣＲ等検査無料化事業の実施 

感染拡大傾向時に新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項等

に基づく知事の要請により感染に不安を感じる方が受検する検査を無料化し

た。令和３年１２月から県内の約６００か所の薬局などで無料検査を実施した。 

 

10 令和４年４月１日付け組織改正 

医療・保健の諸課題に適切に対応するため、保健医療部に医療政策局長及び

健康政策局長を配置し、医療政策局長の下に医療政策幹及びワクチン対策幹を

新設したほか、保健医療部に３０人を増員した。 

また、ウィズコロナ下での経済雇用対策の総合的 進などのため、産業労働

部に１０人を増員した。 

 

11 県議会での審議 

 ①予算関係 

  編成予算 ：４ 事業 ：１８９  予算額：２，０９８億円 

 ②新型コロナウイルス感染症対策特別委員会関係（２回開催） 

  ・１２月１７日 第６波への備え 

  ・ ３月 ７日 第６波への対応 

 

 

＜県の主な対策＞ 

令和３年１２月２８日  ＰＣＲ検査等無料化事業（無料検査）開始 

令和４年 １月１１日  リリーフナース派遣開始 

令和４年 １月２１日  まん延防止等重点措置②（県内全域） 

令和４年 １月２１日  飲食店等に ける「ワクチン・検査パッケージ制度」開始 

令和４年 １月２６日  ファーストタッチをＳＭＳで実施 

令和４年 ２月 １日  東部自宅療養者支援センター開設 

令和４年 ２月１０日  みなし  の開始 
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令和４年 ３月２４日  「新型コロナ後遺症診療の指針のための症例集」作成 

令和４年 ４月２６日  無料検査臨時検査場開始（ゴールデンウィーク期間） 
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第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 
  波の特徴（発症日ベース）                                          

第７波の感染者 のピーク時は、７月２７日から８月２日の週で、ＢＡ．５

系統が９７％を占め、ＢＡ．２系統から置き換わっていた。 

  また、第５波（デルタ株主流期）以前に見られていた味覚障害・嗅覚障害の

出現頻度は低く、「頭痛」「咽頭痛」「体の痛みや筋肉痛」の出現割合は、第６

波（ＢＡ．１、ＢＡ．２主流期）に比べて高い傾向となっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（最大）は１日当たりの最大値を す。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

 月 日  月 日  月 日  月 日   月 日

 日あたり

 日間  

    年

第７波に ける新   者 の  （県  ベース）

 流行株：オミクロン株（ＢＡ．２系統、ＢＡ．５系統） 

 新   者 （最大）：１３，９９１人 

   率（最大）：８２．０％ 

 入院者 （最大）：１，７４９人、重症者 （最大）：４２人 

 即応病床使用率（最大）：８４．５％、重症病床（最大）：５０．０％ 

 宿泊療養者 （最大）：１，０３０人 

 自宅療養者 （最大）：９７，７１８人 

 致死率：０．１３％、死者 （第１波からの累計）：２，４２３人 

 全国の主な出来事 

 令和４年 ７月２２日  濃厚接触者の待機期間を７日間から５日間に短縮 

 令和４年 ７月２９日  「ＢＡ．５対策強化宣言」の導入を決定 

 令和４年 ９月 ７日  患者の療養期間の見直し 

 令和４年 ９月２６日  全国 律で全 届出を見直し 

第７波最大 

８月５日 13,991 人 

 



第７波 

57 

 

１ オミクロン株のＢＡ．５系統による感染爆発 

第７波では、オミクロン株がＢＡ．５系統への置き換わりが進み、感染は爆

発的に拡大した。 

急激な感染増によって外来受診がひっ迫し、受診先が見つからないケースが

増加した。 

 

２ 医療機関のひっ迫への対応 

県では、７月１７日からの３連休にあわせて、オンライン診療の試行を行っ

たほか、無料で抗原検査キットを配布し、重症化リスクの低い方については、

自身で検査するよう勧奨した。また、自宅で検査キットを利用し  の場合に

は、オンラインで医師が確定診断を行う検査確定診断登録窓口を開設した。 

抗原検査キットについては、国からも自治体向けに配布があり、医療機関や

市町村を通じての配布を行った。 

 

３ 県民等への要請 

 オミクロン株による感染拡大を受けて、国は、病床使用率５０％超など医療

機関への負荷が増大している地域では「ＢＡ．５対策強化宣言」を宣言し、早

期のワクチン接種や高齢者などの外出自粛などの感染防止対策を強く呼びか

ける仕組みを導入した。本県では８月３日、「ＢＡ.５対策強化宣言」を実施す

ることを決定し、県民に対し、「体調がすぐれない場合は外出（飲食店の利用

やイベントへの参加等）を控えること」、「外出する場合には極力家族や普段行

動をともにしている仲間と少人 で、混雑している場所や時間を避けて行動す

ること」を要請した。（宣言期間は、当初８月３１日までの予定であったが、

感染状況等から９月３０日まで延長） 

 

４ 保健医療体制 

①診療・検査体制の整備 

・８月５日時点（第７波の新   者のピーク時）の診療・検査医療機関 

は、１，２１５医療機関であった。 

・７月１９日、県内検査件 が過去最高の２３，３８１件となったが、その

うちの約８０％にあたる１８，７７０件を診療・検査医療機関が実施し

た。 

 ②病床確保 

・第７波では病床使用率が７０％を超える状況が続いた。６月下旬以降、熱

中症患者の増加などから救急搬送件 が例年最も多い１月の件 を上回る

状況となったため、医療機関に対し、救急医療との両立に留意した上での
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病床確保を依頼した。 

・７月から８月にかけて感染者急増時体制への 行の是非について専門家会

議に３回諮ったが、結果フェーズⅣを維持する扱いとした。 方、重症患

者は少ない状況が続いていたため、重症フェーズについては、フェーズⅠ

を維持することとした。 

 【新たな病床確保計画（令和３年１２月１日～）】（再掲） 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ 感染者急増時 

計画病床  １４０ ６００ １，０００ １，７１５ ２，１７６ 

うち重症 ２０ ９０ １５０ １９８ ２４７ 

 【第７波のフェーズ 行の整理】 

フェーズ 行の変更  行要請日  行日 

Ⅲ → Ⅱ（重症Ⅰ） R4.6.17 R4.6.24 

Ⅱ（重症Ⅰ） → Ⅳ（重症Ⅰ） R4.7.11 R4.7.25 

③宿泊療養施設の整備 

・８月５日時点で（第７波の新   者のピーク時）、１４か所の宿泊療養施

設（最大１，８３７室）を運営した。 

・８月４日、最多の１，０３０人が入所した。最大稼働率は、５６．１％と

なった。 

 ④自宅療養体制 

・オミクロン株の出現により  者 が激増し、  者への連絡や積極的疫

学調査に支障を来し、生活支援には遅れが生じていた。 

・この状況に対応するため、ＨＥＲ－ＳＹＳ（新型コロナウイルス感染症等

情報把握・管理システム）を活用し、発生届の受理から  者への連絡、

疫学調査、生活支援、健康観察まで 貫したシステムを構築し、 括して

民間企業に委託した。 

・自宅療養者支援センターに いて、最大で８．９５万人の健康観察が可能

となるよう体制を整備した。 

・９月２６日の全 届出の見直しに伴い、発生届の対象とならない  者が

登録する  者登録窓口を設置するとともに、体調悪化時などに相談でき

る  者相談窓口を設置した。 

 

５ ワクチンバスの派遣 

 県ワクチン接種センターの巡回接種として、若者など現役世代の接種を加速

するため、８月１０日に実施した埼玉スタジアム２〇〇２での巡回接種をはじ

めとして多くの人が集まる大学等にワクチンバスを派遣した。 
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６ 高齢者支援型臨時施設の開設 

８月８日及び９日、生活介助が必要な高齢患者の療養先として医師、看護師、

介護士が常駐する高齢者支援型臨時施設を県内２か所に開設した。 

 

７ 全 届出の見直し 

国はオミクロン株の特 を踏まえ、濃厚接触者の待機期間について７日から

５日に短縮したほか、療養期間等を見直し、有症状者については発症日から７

日間経過し、かつ、症状軽快後２４時間経過した場合には８日目から解除を可

能とすることとしたほか、８月２４日には、岸田首相が全 届出の見直しを発

 した。 

全 届出の見直しは、全国で４県が先行し、課題整理後、９月２６日から全

国 斉に見直しが行われた。本県では、発生届の対象とならない  者につい

て、  者登録をすることで体調悪化時など看護師の常駐する相談窓口を利用

し療養中の健康サポートを受けられる体制とした。 

 

８ 県議会での審議 

 ①予算関係 

  編成予算 ：３ 事業 ：４９  予算額：１，７６３億円 

 ②新型コロナウイルス感染症対策特別委員会関係（１回開催） 

  ・７月 ４日 第６波に ける感染症対策の検証と今度の体制構築 

 

 

＜県の主な対策＞ 

令和４年 ７月１７日  オンライン診療開始 

令和４年 ７月２０日  県民への検査キット直接配布開始 

令和４年 ７月３０日  検査確定診断登録窓口設置 

令和４年 ８月 ４日  ＢＡ．５対策強化宣言 

令和４年 ８月 ５日  診療・検査医療機関での検査キット配布開始 

令和４年 ８月 ５日  県地域振興センター・市町村での検査キット配布開始 

令和４年 ８月 ５日  無料検査臨時検査場開始（ 盆休み期間） 

令和４年 ８月１０日  ワクチンバス派遣開始 

令和４年 ９月２６日    者登録窓口、  者相談窓口を設置 
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第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日＊） 

 
＊５類 行時点を暫定的な終期とする 

  波の特徴（発症日ベース）                                          

  者全体の致死率は５類 行時点の試算で０．２４％と、第６波、第

７波より致死率がやや高い結果となった。 

第８波の発症 のピーク時は令和４年１２月１４日から１２月２０日の

週で、ＢＦ．５系統が２１％、ＢＡ．５．２系統が１５％、ＢＱ．１．１系

統が１３％、ＢＡ．５．２．６系統が９％、ＢＦ．７系統が７％、 

ＢＡ．５．２．１系統が６％であり、約９割がこれらＢＡ．５系統の亜型で

占められていた。 

 方、第７波以前とは異なり、特定の系統が大多 を占めるわけではなく、

複 の系統が乱立する状況となっていた。Ｒ３４６Ｔ変異を持つ複 の系統

の占める割合が令和４年１０月以降増加を続け、ピーク時には５７％を占め、

その後さらに増加した。１月下旬には、ＸＢＢ．１．５系統に代 される 

Ｆ４８６Ｐ変異を持つＢＡ.２由来の系統（大半がＸＢＢ系統）を確認し、

その占める割合が４月以降増加を続けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     

     

  月 日   月 日   月 日  月 日  月 日  月 日  月 日  月 日

 日あたり

 日間  

    年

第８波に ける新   者 の  （県  ベース）

 流行株：オミクロン株（ＢＡ．５、ＢＡ．２系統のうちＲ３４６Ｔ変異株など） 

 新   者 （最大）：１１，４２９人 

   率（最大）：７４．２％ 

 入院者 （最大）：１，６８４人、重症者 （最大）：４５人 

 即応病床使用率（最大）：８３．４％、重症病床（最大）：６８．２％ 

 宿泊療養者 （最大）：７８４人 

 

第８波最大 

１月６日 11,429 人 
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※（最大）は１日当たりの最大値を す。 

 

１ 感染動向等 

第８波では、季節 インフルエンザとの同時流行による過去最大の感染が想

定され、外来受診のひっ迫が懸念された。この状況を踏まえ、重症化リスクの

低い方に対し、各家庭で抗原検査キットや解熱鎮痛薬を備蓄するよう呼びかけ

を行った。 

令和４年１２月、医療機関での検査効率向上のため、本県では、県内の小児

科及び産婦人科にインフルエンザと新型コロナの同時検査キットを無償配布

した。 

新   者は、１１月の４，０００人台から急速に増加し１２月中旬には 

１０，０００人を超えた。その後１月６日の１１，４２９人をピークとして減

少に転じ、２月には１，０００人を切った。 

自宅療養者 は、全 届出の見直しにより、電子申請で  者登録を行い、

体調不良時には、自宅療養者支援センターでの相談を受けられる体制を強化し

た。 

生活介助を必要とする  の高齢者の増加に備え、高齢者支援型臨時施設は、

南部、西部に加えて、東部にも開設した。 

 

２ 保健医療体制 

①診療・検査体制の整備 

・１月５日時点の診療・検査医療機関 は、１，６０３医療機関であった。 

 ②病床確保 

・第８波に いて即応病床使用率は 時８０％を超える状況になった。しか

し、救急医療需要が最も高まる真冬の時期を考慮し、感染のピーク時に 

 自宅療養者 （最大）：－  

※令和４年９月２６日からの全 届出の見直しにより把握しなくなった 

 致死率：０．２４％、死者 （第１波からの累計）：４，００９人 

 全国の主な出来事 

 令和４年１０月１１日 外国人観光客の個人旅行を解禁 

 令和４年１２月 ２日 改正感染症法が成立 

 令和５年 １月２７日 ５類感染症への引き下げ方針を決定 

 令和５年 ３月１３日 個人判断でのマスク着用の運用開始 

 令和５年 ４月２７日 ５類感染症への引き下げを正式決定 

 令和５年 ４月２８日 政府対策本部の廃止を決定 
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いても、病床フェーズを感染者急増時体制には 行せず、フェーズⅣを維

持した。 

 【新たな病床確保計画（令和３年１２月１日～）】（再掲） 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ 感染者急増時 

計画病床  １４０ ６００ １，０００ １，７１５ ２，１７６ 

うち重症 ２０ ９０ １５０ １９８ ２４７ 

 【第８波のフェーズ 行の整理】 

フェーズ 行の変更  行要請日  行日 

Ⅳ（重症Ⅰ）→Ⅲ（重症Ⅰ） R4.10.28 R4.11.1 

Ⅲ（重症Ⅰ）→Ⅳ（重症Ⅰ） R4.11.14 R4.11.28 

Ⅳ（重症Ⅰ）→Ⅳ（重症Ⅱ） R5.1.4 R5.1.17 

Ⅳ（重症Ⅱ）→Ⅲ（重症Ⅰ） R5.2.7 R5.2.13 

Ⅲ（重症Ⅰ）→Ⅱ（重症Ⅰ） R5.3.3 R5.3.10 

③宿泊療養施設の整備 

・１月６日時点で（第８波の新   者のピーク時）、１３か所の宿泊療養施

設（最大１，７１２室）を運営した。 

 ④自宅療養体制 

・第８波では、自宅療養者支援センターに いて、最大で１４．４万人の健康

観察が可能となるよう体制を整備した。 

 ⑤オミクロン株対応の新レベル分類 

・１１月１６日付け国事務連絡により、医療のひっ迫度に着目した「オミクロ

ン株対応の新レベル分類」の考え方が示された。 

・本県では、専門家会議の意見を踏まえ、国と同様の指標を設定し、新   

者 や病床使用率等、複 の事象に応じたレベル判断を行うことにより、医

療ひっ迫に関する現状分析の 助とした。 

＜判断のための事象＞ 

  発熱外来患者の増加 

  救急外来患者の増加 

  入院医療の負荷の増加 

  救急搬送困難事案の増加 

  重点医療機関に ける医療従事者の欠勤者の増加 

  感染者 の増加 

＜レベル分類＞ 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 

感染小康期 感染拡大初期 医療負荷増大期 医療機能不全期 
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＜本県のレベルの変遷＞ 

  令和４年１１月２２日 レベル２ 

  令和４年１２月２７日 レベル２→レベル３ 

  令和５年 ２月 ７日 レベル３→レベル２ 

  令和５年 ３月 ３日 レベル２→レベル１ 

 

３ ５類感染症への 行 

令和５年１月２７日、感染症法上の位置付けを５類感染症に 行することが

政府対策本部で決定された。県では、円滑な５類 行に向けて、県医師会との

協議や医療機関向けの説明会・研修会を実施するなど準備を行った。 

４月２１日、円滑な５類感染症への 行を目的として、県民サポートセンタ

ーと受診・相談センターを統 した埼玉県コロナ総合相談センターを開設し、

県民への周知を図り 行に備えた。 

  ５月７日、行政検査や患者に対する入院勧告等を終了し、全ての宿泊療養施

設を閉鎖した。 

 

４ 県議会での審議 

 ①予算関係 

  編成予算 ：５ 事業 ：１１２  予算額：９８３億円 

 ②新型コロナウイルス感染症対策特別委員会関係（３回開催） 

  ・１０月１１日 現下の新型コロナウイルス感染症対策について 

  ・１２月１９日 現下の新型コロナウイルス感染症対策について 

  ・ ３月 ６日 現下の新型コロナウイルス感染症対策について 

 

 

＜県の主な対策＞ 

令和４年１２月１３日  小児科・産婦人科へ同時検査キットを配布 

令和４年１２月２４日  無料検査臨時検査場開始（年末年始期間） 

令和５年 １月 １日  県地域振興センター・市町村で検査キットを配布 

令和５年 ４月２１日  埼玉県コロナ総合相談センターを開設 
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５類 行後（令和５年５月８日～令和５年９月３０日） 

 

  波の特徴（発症日ベース）                                          

５類 行に伴い、感染状況は定点当たり報告 による把握に変更され

た。定点当たり報告 は令和５年４月から緩やかに増加し始め、７月に入

ってから増加のペースが増した。８月に入りさらに増加のペースが強まっ

ていたが、９月上旬をピークにそれ以降は減少傾向に転じた。 

５類 行後も週１００検体程度のゲノム解析を継続的に行い、その変異

状況を把握した。ＢＪ．１系統とＢＭ．１．１．１系統の組換え体である

ＸＢＢ系統が令和５年２月から徐々に増加し、５月には８割がＸＢＢ系統

となった。な 、ＸＢＢ系統は、ＸＢＢ．１．５系統、ＸＢＢ．１．９系

統、ＸＢＢ．１．１６系統、ＸＢＢ．１．２２、系統、ＸＢＢ．２．３系

統など、複 のＸＢＢ系統の亜系統で構成されていた。さらに６月からは

ＸＢＢ系統の中でも、ＸＢＢ.１．９系統の亜系統であるＥＧ.５系統が増

加傾向にあった。 
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５類 行後に ける新   者 の  （定点当たり週別報告 ）

          ～        に いては定点医療機関（   ）当たりの週ごとの報告 を日次報告 から試算。

    年

５類 行前 ５類 行後

 流行株：オミクロン株（ＸＢＢ．１．５、ＥＧ．５など） 

 定点当たり週別報告 （最大）：２６．９５ 

 入院者 （最大／日）：１，００２人、重症者 （最大／日）：２０人 

 全国の主な出来事 

 令和５年 ５月 ８日 ５類感染症に位置付けを変更 

              新型コロナウイルス感染症対策本部を廃止 

５類移行後最大 

26.95 

 

第 8 波最大 

32.70 
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１ ５類感染症への 行 

令和５年５月８日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５

類感染症に変更され、政府対策本部が同日、廃止された。それに伴い、県対策

本部を同日に廃止した。 

５類 行により、医療提供体制は入院措置を原則とした行政の関与を前提と

した限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な

通常の対応に 行していくこととなった。 

県では、５類 行に伴って医療費の 費支援や相談体制、療養期間等の考え

方などが変更されることから、県民生活への影響について予め知事記者会見や

県ホームページなどで周知を図った。 

また、５類 行後も引き続き県医師会の会議に出席し、情報共有や医療現場

の現状把握を図るとともに、入院調整など医療提供体制の変更点について、医

療機関との会議等に いて意見交換を行い、課題の把握及び解消に努めた。 

 

２ 令和５年９月３０日までの 行計画の策定 

  各都道府県に いて、幅広い医療機関で新型コロナウイルス感染症の患者

が受診できる医療体制に向けて、今後の 行の具体的な方針や目標を示す「 

行計画」を策定することとなった。 

  本県に いても、全ての医療機関で入院依頼を断らない仕組みの構築を目

指し、以下の内容を盛り込んだ 行計画を策定した。 

  ①入院が必要な患者は、県内すべての病院で対応する。 

  ②入院の要否を医療機関が判断し、医療機関同士での入院調整を基本とす

る。ただし、人工呼吸器管理が必要な重症患者等の入院調整は、引き続き

行政が支援する。 

  ③病床確保によらずにコロナの入院患者の受入れが行われるように取り組

む。ただし、軽症・中等症Ⅰ・Ⅱの病床は６月末まで、重症病床は９月末

まで確保する。 

 

３ 保健医療体制 

①診療・検査体制 

・医療提供体制は幅広い医療機関による自律的な通常の対応に 行すること

とされ、県では「診療・検査医療機関」の名称で  を継続の上、引き続

き診療・検査医療機関の拡充に取り組んだ。 

・５月８日時点で１，７３９医療機関であった診療・検査医療機関 は、９

月３０日時点で１，８４４医療機関まで増加した。 
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②病床確保 

・全ての医療機関で入院を受け入れる仕組みの構築を目指し、病床確保によ

らずに入院患者の受入れが行われるように取り組むこととされた。 

・ 行期間に ける県による病床確保は、「軽症、中等症Ⅰ・Ⅱ」は６月末ま

で、「重症」は９月末まで病床確保料を支給して確保することとした。 

③入院調整 

・行政による調整から医療機関間による調整へと 行したことに伴い、県調

整本部を廃止した。他方、重症者の転院に際しては患者の症状に応じて医

療提供できる医療機関の選定が必要となるため、医療機関間の調整が困難

な場合に県が設置する重症支援コーディネーターによるあっせんを行う仕

組みを継続した。 

 ④相談体制 

・「県民サポートセンター」と「受診・相談センター」を統 し、令和５年４

月２１日に「埼玉県コロナ総合相談センター」を設置し、発熱時の受診先

の確認や  者の体調が悪化した場合の相談などに対応できる体制を整備

した。 

 ⑤ワクチン接種 

・令和５年５月８日から、６５歳以上の高齢者、基礎疾患を有する方及び医

療従事者等を接種対象者として、令和５年春開始接種が全額 費負担によ

り開始された。令和５年９月２０日からは、生後６か月以上のすべての方

を接種対象者として、令和５年秋開始接種が全額 費負担により開始され

た。 

・また、高齢者など重症化リスクの高い方への速やかな接種を促進するた

め、市町村の接種体制の補完として、希望する高齢者施設等に医師及び看

護師等が乗車したワクチンバスを派遣し、出張接種を行った。 

 

（参考）５類 行をもって終了した主な取組 

・医療費（外来・入院）の自己負担分の 費支援 

 ・発生届による全 報告 ※定点医療機関からの定点報告へ 行 

 ・自宅療養            

 ・宿泊療養施設（４月末） 

 ・高齢者支援型臨時施設（９月末） 

 

４ 福祉施設に ける感染防止対策 

５類 行後も、引き続き職員の感染防止対策（マスク・消毒・検温等）を実

施するとともに、利用者や職員に発熱等の症状があった場合は速やかな検査と
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ゾーニング等の感染拡大防止策を講じている。家族の面会や各種行事について

は、感染防止対策を講じつつ、ほぼ 常ど りに実施している。 

 

５ 学校に ける感染防止対策等 

５類 行後も、引き続き児童生徒の健康状況の把握や適切な換気、手洗い

等の手指衛生などの感染対策を講じている。 

また、５類 行に伴い、感染した児童生徒の出席停止期間の基準を「発症

した後５日が経過し、かつ、症状が軽快した後１日が経過するまで」に変更

するとともに、臨時休業の目安を改正し、学級閉鎖の目安を「同 学級に 

いて、  者が発生し、かつ、体調不良者が合わせて１５～２０％以上いる

場合」とした。 

 

６ 県民・事業者への協力要請等 

５類 行に伴い、基本的対処方針に基づき実施していた協力要請等の措置を

終了するとともに、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」

などの制度を廃止した。 

 

７ 県議会での審議 

 ①予算関係 

  編成予算 ：２ 事業 ：３６  予算額：３２２億円 

 ②特別委員会関係 

５類 行を受けて、令和５年度の県議会に いて新型コロナウイルス感染

症対策特別委員会は設置されず、新型コロナウイルス感染症関連については

少子・高齢福祉社会対策特別委員会の付託事件とされた。同特別委員会は以

下のと り開催され、本県の新型コロナウイルス感染症への対応状況につい

て報告し、審議が行われた。 

・ ７月 ５日 新型コロナウイルス感染症への対応状況について 

・１０月１１日 新型コロナウイルス感染症への対応状況について 

 

８ 予防計画の策定 

新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえ、令和４年１２

月に成立した改正感染症法により、次の感染症危機に備えるため、都道府県に

 いて 時に定める予防計画を策定することとなった。 

本県に いても、新たに検査の実施体制・患者の 送・宿泊施設の確保など

を 定するとともに、病床確保などについて 値目標を設定するなど、感染症

発生及びまん延時に対応できる体制へ迅速かつ円滑に 行できる体制を構築



５類移行後 
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できるよう計画の策定に取り組んでいる。 

 

 

＜県の主な対策＞ 

令和５年 ５月 ８日  県対策本部を廃止 

     ワクチンの令和５年春開始接種を開始 

令和５年 ６月３０日  軽症、中等症Ⅰ・Ⅱの病床確保を終了 

令和５年 ９月２０日  ワクチンの令和５年秋開始接種を開始 

令和５年 ９月３０日  重症の病床確保を終了 

 

 



１ 庁内組織体制 

（１）庁内・外部機関 
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新型コロナウイルス対策本部会議 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症の国内における感染拡大を踏まえ、庁内連携体

制を強化し、対策を機動的かつ総合的に推進するため、知事を本部長、副知事

を副本部長、その他の特別職、教育長、県警本部長、各部長などを本部員とす

る新型コロナウイルス対策本部（以下、「県対策本部」という。）を設置。 

  本部長が必要に応じて招集する新型コロナウイルス対策本部会議（以下、

「県対策本部会議」という。）が本県における新型コロナウイルス対策に係る

重要事項を決定する役割を担った。 

 

２ 経緯・取組内容 

  令和２年１月２７日、県対策本部会議の前身に当たる新型コロナウイルス

対策会議が開催され、本県の状況や各部局の取組について共有を図った。本

会議は県対策本部会議に移行されるまで計３回開催された。 

  令和２年２月２０日、任意の組織体として県対策本部を設置、同日に第１回

県対策本部会議を開催し、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、「特

措法」という。）第２２条に基づく県対策本部に移行するまで、計７回開催さ

れた。 

  令和２年３月２６日に特措法第１５条により、国の新型コロナウイルス感

染症対策本部（以下、「政府対策本部」という。）が設置されたことに伴い、同

日に特措法第２２条に基づく県対策本部に移行した。 

  県対策本部会議は令和５年５月８日に県対策本部が廃止されるまで、第１

波から第８波のすべてにおいて、計８８回開催した。 

  取組内容について、緊急事態措置やまん延防止等重点措置など、本県の新型

コロナウイルス対策において特に重要となったものについて取り上げる。 

 

（１）緊急事態措置（１回目） 令和２年４月７日～令和２年５月２５日 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

  国は、４月７日付けで本県を含む７都府県（埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、大阪府、兵庫県、福岡県）に対して緊急事態宣言を行った。 

  本県では、急激な感染拡大やクラスターの連鎖が発生する状況に至ってい

なかったが、東京都で感染が拡大しており、都と人や物の往来が頻繁な本県

でも一体となった対策が必要と判断し、第１０回会議（４月７日）において、

４月７日から５月６日まで、県内全域に対する緊急事態措置を決定した。 
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  その後、県内の新規陽性者や感染経路不明者の弧発例も減少傾向だったが、

この傾向が継続するかどうかの判断が難しい中、国が５月４日に緊急事態宣

言を５月３１日まで延長することを決定したことを受け、第１５回会議（５

月４日）において、措置期間を５月３１日まで延長することとした。 

  ５月２５日、国が緊急事態解除宣言を行ったことから、本県も第１８回会議

（５月２５日）において、前倒しで緊急事態措置を解除した。 

 

（２）緊急事態措置（２回目） 令和３年１月８日～令和３年３月２１日 

  ※文中の日付はすべて令和３年 

  県内では、年末年始にかけて新規陽性者数が増加し、１月７日に過去最多の

４６０人が確認され、１週間の陽性者数も２千人を超えるなど厳しい状況が

続いていた。 

  そのような中、国が首都圏の１都３県に対して緊急事態宣言を行ったこと

に伴い、第３９回会議（１月７日）において、県内全域に対して１月８日から

２月７日までの緊急事態措置を決定した。 

  緊急事態措置の決定から約１か月が経過した頃には、感染拡大のスピード

は鈍化してきたが、病床の使用率をはじめとする医療機関の負担は依然とし

て厳しい状況が続いていたため、第４２回会議（２月４日）において、措置期

間を３月７日まで延長した。 

  その後も、新規陽性者が下げ止まりの状況となっていたことや、医療現場は

依然として厳しい状況が継続していたことなどから、第４４回会議（３月５

日）において、措置期間の３月２１日までの再延長を実施した。 

  ３月１８日に国が１都３県の緊急事態宣言を３月２１日で解除すると決定

したため、第４５回会議（３月１９日）において、国の宣言解除をもって緊急

事態措置を解除することとした。しかしながら、当時の新規陽性者数や病床

利用率などは依然高い状況にあり、県から国に緊急事態宣言の解除を要請す

る目安には達していなかったことから、３月２２日以降の段階的緩和措置等

を併せて決定し、県民に引き続き感染対策に取り組んでいただくための前提

として、宣言解除後における県の認識と対策の柱を示した「２つの認識と４

つの方針」を決定した。 

 

（３）まん延防止等重点措置（１回目）令和３年４月２０日～令和３年８月１日 

  ※文中の日付はすべて令和３年 

 緊急事態宣言解除後、段階的緩和措置を続けてきたが、新規陽性者の増加

傾向が続いたため、第４７回会議（４月１５日）において、特措法第３１条の

４第６項に基づき、まん延防止等重点措置の公示を行うよう国に要請するこ
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とを決定した。 

  本県の要請を受け、４月１６日開催の政府対策本部により、本県を「まん延

防止等重点措置区域」とする公示が行われ、第４８回会議（４月１６日）にお

いて、さいたま市及び川口市を「重点措置を講じるべき区域」（以下「重点措

置区域」）とし、４月２０日から５月１１日まで特措法に基づく要請等を実施

することを決定した。 

 その後、感染力の強いデルタ株による急激な感染拡大もあり、第４９回会

議（４月２４日）において、１３市町（川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨

市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳

町）を重点措置区域に追加した。 

  措置期間については感染拡大の状況を踏まえ、国へのまん延防止等重点措

置期間延長を２回要請し、第５１回会議（５月８日）において５月３１日ま

で、第５４回会議（５月２８日）において６月２０日まで延長した。 

 約２か月にわたる対策により、県内の新規陽性者数は減少傾向にあったが、

引き続きデルタ株への懸念が存在しており、特に感染者数が多い東京都との

往来が頻繁な地域への対策が不可欠との判断から、再び国に期間延長の要請

を行い、第５６回会議（６月１７日）において、措置期間を７月１１日まで延

長する一方、重点措置区域をさいたま市及び川口市のみに縮小した。 

 その後、新規陽性者数が増加に転ずる兆しがみられたことから国へ４度目

の期間延長要請を行い、第５９回会議（７月８日）において、措置期間を８月

２２日まで延長し、また第６０回会議（７月２０日）において、重点措置区域

に１８市町（川越市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝

霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、鶴ヶ島市、ふじ

み野市、伊奈町、三芳町）を追加した。 

 これら措置を実施したものの、新規陽性者数は高止まりから増加傾向とな

り、国の分科会が示す「ステージⅣ」を超える事態になったことから、第６１

回会議（７月２９日）において、緊急事態宣言の適用を、千葉県、神奈川県と

ともに国に要請することとした。 

 

（４）緊急事態措置（３回目） 令和３年８月２日～令和３年９月３０日 

  ※文中の日付はすべて令和３年 

  ７月３０日に政府対策本部が、首都圏三県と大阪府について緊急事態措置

を実施すべき区域に追加することを決定した。 

  これにより、第６２回会議（７月３０日）において、まん延防止等重点措置

から緊急事態措置に移行し、８月２日から８月３１日まで実施することとし

た。また、４つのポイント（①攻める！②守る！③連携する！④お願いする！）
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を踏まえた包括的強化パッケージを策定し、強力に推進することを決定した。 

  その後も、デルタ株の置き換わりが進み、急速に感染が拡大している状況に

あったため、国が措置期間を９月１２日まで延長したことを受け、第６４回

会議（８月１８日）において、緊急事態措置を９月１２日まで延長した。 

  ９月に入ると、約１か月にわたる緊急事態措置により、新規陽性者数は減少

傾向となったが、依然として病床使用率、特に重症者病床の使用率が高止ま

りしている状況にあったことから、国に措置期間の延長を要望したところ、

９月３０日まで延長となったことを受け、第６６回会議（９月９日）におい

て、同日まで延長することとした。 

  ９月２８日、政府対策本部は９月３０日をもって緊急事態措置を終了した。

しかしながら、病床及び重症者病床の使用率は「ステージⅢ」にあり、全ての

措置を緩和するレベルに至っていなかったことから、再度の感染拡大を防止

するべく、第６８回会議（９月２８日）において、１０月１日以降の措置につ

いて、段階的緩和措置等として１０月２４日まで実施することとした。 

 

（５）まん延防止等重点措置（２回目）令和４年１月２１日～令和４年３月２１ 

  日 ※文中の日付はすべて令和４年 

  令和４年１月に入り、極めて感染力が強いと言われるオミクロン株による

新規陽性者数の爆発的な増加傾向が続いた。これ以上の感染拡大が続くと、

医療提供体制のひっ迫に至ることが強く懸念されることから、１月１７日に

特措法第３１条の４第６項に基づき、一都三県に対して、まん延防止等重点

措置の適用の手続きを速やかに行うよう国に要請した。 

  政府対策本部が、１月１９日、本県に対して「まん延防止等重点措置」の公

示を決定したことを受け、第７５回会議（１月１９日）において、県全域を重

点措置区域とし、１月２１日から２月１３日までまん延防止等重点措置を実

施することを決定した。 

  その後、感染のピークが見える状況ではなく、感染防止対策を継続していく

必要があるとの判断から、第７７回会議（２月１０日）において、３月６日ま

で延長した。 

  ３月に入り、新規陽性者は緩やかな減少傾向にあったが、一般病床使用率が

５０％を超えるなど、医療への負荷が高い状況で継続していることから、第

７９回会議（３月４日）において、３月２１日まで再延長を実施した。 

  ３月１７日、政府対策本部は措置期限である３月２１日をもって、まん延防

止等重点措置を終了する旨を決定した。 
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（６）ＢＡ．５対策強化宣言 令和４年８月４日～令和４年９月３０日 

  ※文中の日付はすべて令和４年 

  令和４年夏ごろ、オミクロン株のＢＡ．５系統を中心とする感染が急速に拡

大し、本県の新規陽性者数は１日あたり１万人を超える状況が続き、病床使

用率及び医療への負荷が増加傾向にあった。 

  このような中、国は、一定以上の医療の負荷の増大が認められる都道府県が

地域の実情に応じた判断により「ＢＡ．５対策強化宣言」を行うことで、その

取組を支援することとした。 

  この宣言による取組の法的根拠は既定の特措法第２４条第９項に基づくも

ので、新たな措置や権限は定められていないものの、県民・事業者により高

い緊張感をもって感染防止対策を行っていただくため、第８１回会議（８月

３日）において、８月４日から８月３１日まで宣言を行うことを決定した。 

  ８月下旬になっても、新規陽性者数及び病床使用率について、高止まりの状

況が続いたため、第８２回会議（８月２６日）において、９月３０日までの延

長を決定した。 

  その後、新規陽性者が減少傾向となり、病床使用率も大幅に改善されるなど

医療機関への負担が軽減されたことから、第８４回会議（９月２６日）にお

いて、予定通り９月３０日をもって宣言を終了することを決定した。 

  

３ 実施上の課題と対応 

（１）会議開催におけるリスクマネジメント 

  県対策本部会議では、県民や事業者の社会・経済活動に制限を与える要請や

協力のお願いといった重要事項を決定する性質上、より慎重な審議が必要で

あるという観点から、設置当初から対面で開催してきた。 

  一方で、万が一、県対策本部会議内でクラスター等が発生し、知事をはじめ

県幹部職員が同時に新型コロナウイルスに罹患した場合、県組織全体が機能

不全に陥るというリスクも内包していた。 

  そのため、第１３回（令和２年４月２８日）から、副本部長（副知事）はい

ずれか一人の参加、本部員は２班に分け、交互に出席とする体制とし、リスク

軽減を図った。 

 

（２）組織体制の強化 

  日々情勢が変化するコロナ禍において、機動的かつ効果的に感染防止対策

を打ち出す必要があることから、第１回会議（令和２年２月２０日）からおよ

そ３年間で計８８回もの県対策本部会議が開催された。 

  そのため、会議運営を担った危機管理課（危機管理担当）はその業務に忙殺
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されることになり、特に、当初は庁内の他、国、他都道府県、報道機関等との

調整事務を担える職員が危機管理課長のみであったため、あらゆる局面にお

いて、課長の負担が増す傾向にあった。そのため、令和４年度から副課長ポス

トを新設し、関係機関との調整業務を担うことで、業務バランスを改善した。 

 

（３）国への要望 

  感染防止対策を迅速かつ機動的に実施するために以下のとおり、緊急事態

措置及びまん延防止等重点措置に関する要望、新型コロナウイルス感染症対

策に関する要望などを行った。 

令和２年 ４月２７日 新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急要望 

令和３年 １月 ２日 特措法に基づく緊急事態宣言の発出に関する要望 

          （＊１） 

令和３年 １月１０日 新型コロナウイルス感染症対策に関する要望（＊１） 

令和３年 １月１５日 新型コロナウイルス感染症対策に関する要望（＊１） 

令和３年 １月２９日 新型コロナウイルス感染症対策に関する要望（＊１） 

令和３年 ２月 ５日 新型コロナウイルス感染症対策に関する要望（＊１） 

令和３年 ３月１８日 新型コロナウイルス感染症対策に関する要望（＊１） 

令和３年 ４月１５日 特措法第３１条の４第６項に基づくまん延防止 

等重点措置の公示を行うことに係る要請 

令和３年 ４月２２日 特措法に基づくまん延防止等重点措置に関する 

           要望（＊２） 

令和３年 ５月 ６日 特措法第３１条の４第６項に基づくまん延防止 

等重点措置の公示を行うことに係る要請 

令和３年 ５月 ６日 特措法に基づく緊急事態宣言及びまん延防止等 

           重点措置の延長に関する共同要望（＊１） 

令和３年 ５月２６日 特措法第３１条の４第６項に基づくまん延防止 

等重点措置の公示を行うことに係る要請 

令和３年 ５月２６日 特措法に基づく緊急事態宣言及びまん延防止等 

           重点措置の延長に関する共同要望（＊１） 

令和３年 ６月１６日 特措法第３１条の４第６項に基づくまん延防止 

等重点措置の公示を行うことに係る要請 

令和３年 ７月 ７日 特措法第３１条の４第６項に基づくまん延防止 

等重点措置の公示を行うことに係る要請 

令和３年 ７月２９日 特措法に基づく緊急事態宣言の適用に関する要 

請（＊２） 

令和３年 ８月１３日 特措法に基づく緊急事態措置の強化に関する要 
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請（＊１） 

令和３年 ９月 ８日 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく 

           緊急事態宣言に係る要望 

令和３年 ９月２６日 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

           に係る要望（＊１） 

令和４年 １月 ７日 新型コロナウイルス感染症対策に関する要望（＊１） 

令和４年 １月１７日 特措法に基づくまん延防止等重点措置の適用に 

関する要請（＊２） 

令和４年 ２日 ８日 今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する 

           要望（＊１） 

令和４年 ２月 ８日 特措法第３１条の４第６項に基づくまん延防止 

等重点措置の公示を行うことに係る要請 

令和４年 ２月 ９日 オミクロン株による感染急拡大への対応に関する 

           緊急要望 

令和４年 ３月 ２日 今後の新型コロナウイルス感染症対策に関する 

           要望（＊１） 

令和４年 ３月 ２日 特措法第３１条の４第６項に基づくまん延防止 

等重点措置の公示を行うことに係る要請 

令和４年 ５月２７日 新型コロナウイルス感染症対策及び経済対策等に 

           係る要望 

（＊１）埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の共同要望 

（＊２）埼玉県、千葉県、神奈川県の共同要望 

 

４ ＩＣＴの活用 

  第３０回（令和２年１０月１９日）から、ペーパーレス会議に移行。また、

会議の様子を県庁内テレビで中継し、県対策本部会議の場に参加できない職

員もリアルタイムで視聴した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

（１）県対策本部会議開催時の報道機関への周知 

（２）県対策本部会議後の取材対応（ぶらさがり会見） 

（３）県対策本部会議後の会議資料・会議概要のホームページでの公表 

（４）県対策本部会議後の会議資料の県内市町村、指定地方公共機関、駐日大

使館等（＊）への提供 

  （＊）県民・事業者への要請等に変更が生じた場合に限る 

 



76 

 

６ 自己評価 

  日頃から国（内閣官房）や一都三県と良好な関係を構築して情報収集を図る

ことで、時機を逸することなく県対策本部会議を開催し、その時の感染状況に

応じた新型コロナウイルスに関する重要施策の決定を適切に行うなど、円滑

な会議運営を実現した。 

  また、緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置の実施により、県民・事

業者に対して強いメッセージを発信することで、より高い緊張感をもった感

染防止対策を行うことができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  新興感染症の感染拡大時には、必要に応じて速やかに同様の会議体を設置

し、会議を開催することが必要であり、また、円滑かつ迅速な会議運営を行う

ための十分な人員整備が必要となる。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

 ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 ・埼玉県新型インフルエンザ等対策本部要綱 

 ・内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室事務連絡 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年５月８日を以て、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが

５類感染症に変更され、政府対策本部も特措法第２１条第１項の規定に基づ

き、令和５年５月８日の廃止が決定された。それに伴い、特措法第２５条の

規定に基づき、県対策本部を同日に廃止した。 
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埼玉県新型感染症専門家会議 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、本県の実情に合った対

策を検討するために、県内外の専門家からなる埼玉県新型感染症専門家会議

（以下、「専門家会議」という。）を設置した。委員は医療関係者及び経済関係

者から構成されている。 

 

２ 経緯・取組内容 

  第１波～第８波まで全てにおいて実施。 

  新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、本県の実情に合った対

策を検討するために、県内外の専門家からなる専門家会議を令和２年３月２

日に設置した。 

  令和５年５月７日時点において、令和２年３月９日の第１回から、令和５年

４月２１日の第７２回まで、計７２回の会議を開催している。 

  委員については、専門的知見を有する医療関係者６名を選定した。その後、

病床のさらなる確保など、県内医療体制の検討の一層の充実を図るため、重症

患者の対応を最前線で行っている２名の医師を令和３年１月２７日に追加し

た。また、医療的な視点だけでなく、経済的な視点の必要性も考慮し、令和３

年４月３０日に４名の経済団体会長（商工会議所連合会、商工会連合会、中小

企業団体中央会、連合埼玉）を追加し、様々な視点で対策の検討を行った。 

  本県の感染動向の分析のほか、病床フェーズ・レベルの移行、緊急事態措置・

まん延防止等重点措置等の要請、病床・宿泊療養施設確保計画、５類への移行

計画など、新型コロナウイルス感染症対応における重要局面において、専門的

見地からの議論・検証を行い、本県の政策決定の過程において重要な役割を果

たした。 

  また、高齢者福祉施設の感染防止等、重症化しやすい層への対処などについ

ても、専門家会議による助言により、医療機関への負担を優先的な基準として

位置付けたうえで、感染防止対策を講じることとした。 

 

【参考：委員一覧】 

 （医療関係者） 

岡 部  信 彦  川崎市健康安全研究所 所長 R2.3.2～ 

金 井  忠 男  埼玉県医師会 会長 R2.3.2～ 

川 名  明 彦  防衛医科大学校 教授  R2.3.2～ 



78 

 

坂 木  晴 世  国際医療福祉大学大学院 准教授  R2.3.2～ 

讃 井  將 満 自治医科大学 教授 R2.3.2～ 

竹 田  晋 浩 かわぐち心臓呼吸器病院 理事長・院長 R3.1.27～ 

松 田 久 美 子  
埼玉県看護協会 会長  

R2.3.2～R5.7.5 

澤登  智子 R5.7.6～ 

光 武 耕 太 郎  埼玉医科大学国際医療センター 教授  R3.1.27～ 

（経済関係者） 

池 田  一 義  一般社団法人埼玉県商工会議所連合会会長 R3.4.30～ 

伊 藤  光 男  
埼玉県中小企業団体中央会会長 

R3.4.30～R3.5.30 

小 谷 野 和 博  R3.5.31～ 

近 藤   嘉  日本労働組合総連合会埼玉県連合会会長 R3.4.30～ 

三 村  喜 宏  埼玉県商工会連合会会長 R3.4.30～ 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）委員の構成について 

  当初６名の委員により専門家会議を実施していたが、多岐に渡る行政課題

に対し、幅広い専門的見地からの知見に基づき対策を検討するべく、委員の構

成については見直しを行ってきた。 

  具体的には、病床のさらなる確保など、県内医療体制の検討の一層の充実を

図るため、重症患者の対応を最前線で行っている２名の医師を追加した。さら

に、医療的な視点だけでなく、経済的な視点の必要性を考慮し、経済委員も４

名追加をした。 

 

（２）議事録の公表について 

  専門家会議は、感染拡大防止策に関することなどについて委員の率直な意

見を聴取するため、会議は非公開としている。一方で、県民の関心も高く、意

思決定のプロセスについてできるだけオープンにする目的で、会議後は知事

が出席委員と共に報道対応を行い、会議であった議論について説明をしてい

る。また、後日、会議概要、会議資料を県のホームページに公開している。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  会議の開催に当たっては、オンライン会議ツールやペーパーレス会議ツー

ルを利用している。 

  なお、パンデミック時など、迅速に何度も会議の開催が必要な時に随時開催

ができるように、令和３年１月２０日の第１９回からは、リアルとＷｅｂのハ
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イブリッドの会議形式をいち早く採り入れた。 

  また、ウェビナー配信を率先して活用し、県職員の情報共有に寄与した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

（１）会議開催時の報道機関への周知 

（２）会議後の取材対応（ぶらさがり会見） 

（３）会議後の会議資料・会議概要のホームページでの公表 

 

６ 自己評価 

  感染状況等に応じて速やかに適宜会議を開催し、適切な助言を委員から得

ることが出来た。 

  本県の感染防止対策については、一貫して総合的に判断するとの立場であ

ったが、専門家会議での議論を踏まえ、医療機関に対する負担を最重要視する

との理解が庁内で醸成された。 

  特に第４波でのアルファ株が猛威を振るう中、令和３年３月初旬頃、関西圏

では緊急事態宣言の解除が進められていたが、本県では、専門家会議の意見を

得て、医療機関に対する負担を重視し、緊急事態宣言の解除について、３月 

 ２１日まで延長するとの慎重な判断を下すこととした。結果、関西圏のような

アルファ株の猛威にさらされることなく、感染防止に繋げることができた。 

  以下、検討事項等 

  ・福祉、教育行政についても、医療・経済の視点で助言をいただいたが、専

門的な事案などは、臨時又は追加で福祉・教育分野の専門の委員を委嘱す

ることも有効と考える。 

  ・平時からの委員との情報共有が、緊急時の速やかな体制構築に有効と考え

る。 

  ・令和２年度、３年度については会議の庶務を担う専担組織がなく、日程調

整、資料準備等、担当する職員の負担が大きかった。感染動向に応じて開

催頻度も増えることから、速やかな体制整備を検討すべきだった。 

  ・本県では、感染動向に応じて開催頻度を変えていたが、他都県では、決ま

った日程で定例的な開催としている例もある。委員の日程調整が直前にな

ることも、度々あったことも踏まえると、定例的な開催曜日を決めた上で、

感染動向に応じた調整をするなども検討すべきだった。 

  ・会議の開催頻度が増えた際に、公表に係る事務作業が滞ったことがあった

ため、ＩＣＴの活用などにより 迅速な作成・公表に努めた。 

  ・高度に専門的な会議であったため、性別も含めたバランスのとれた委員の

委嘱に苦慮した。 
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７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  ５類移行後も当面県の新型コロナ対策についてはフォローアップが必要な

ので継続する方針とする。 

  新興感染症の感染拡大時には、必要に応じて速やかに同様の会議体を設置

し、会議を開催することが必要である。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・附属機関等の管理に関する要綱 

 ・埼玉県新型感染症専門家会議設置要綱 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和元年度   １４２千円 

      令和２年度 １，６５０千円 

      令和３年度 ２，５６７千円 

      令和４年度 １，３５６千円 

 財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

      ※令和元年度・令和２年度は一般財源 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  ５類移行後も当面県の新型コロナ対策についてはフォローアップが必要な

ため、継続して会議を開催した。 

  また、７月に入り感染が拡大し、特に若年例に新規陽性者が多く見られたこ

とから、関係委員と感染動向や新学期を迎えるに当たっての意見交換を行っ

た。 

  なお、会議開催の間隔が１か月以上空いた場合は、委員へ感染動向とゲノム

の状況等について、資料共有を行った。 

 

  令和５年６月１３日 第７３回埼玉県新型感染症専門家会議 開催 

  令和５年８月２２日 関係委員との意見交換 

  令和５年９月１３日 第７４回埼玉県新型感染症専門家会議 開催 
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新型コロナウイルス対策幹部ミーティング 

 

１ 概要 

  庁内幹部職員間での新型コロナ対策に係る情報共有を図り、タイミングを

逃さず対処方針を検討するため、知事、副知事、関係部局長が参加する幹部ミ

ーティングを開催した。 

 

２ 経緯・取組内容 

  当初は、必要に応じて知事、副知事と関係部長が参加した対面の意見交換を

実施していた。県庁内でＺｏｏｍでのミーティングを利用できるようになる

と対面とオンラインを併用しつつ幹部の意見交換を実施した。 

  令和３年１月に２回目となる緊急事態宣言が発令された際、土日も含む毎

日、午前９時前後を目安として、感染状況など情報交換を行うＷｅｂミーテ

ィングを開始した。 

 

（１）開催頻度 

・緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の期間 原則毎日(土日祝日含む。） 

・特措法第２４条第９項の要請をしている期間 月水金曜日(祝日除く。） 

・平常時 必要に応じて開催(週１回～週３回) 

 

（２）開催実績 

 令和３年 １月１５日（金）～３月２１日（日）まで毎日 

 令和３年 ３月２２日（月）～４月２３日（金）まで週３日 

 令和３年 ４月２６日（月）～９月３０日（金）まで毎日 

 令和３年１０月 １日（土）～令和４年１月 ７日（金）まで週３日 

 令和４年 １月１２日（水）～３月２３日（水）まで毎日 

 令和４年 ３月２５日（金）～令和４年９月３０日（金）まで週３日 

令和４年１０月 ４日（火）～令和５年３月 ３日（金）まで週２日 

令和５年 ３月 ９日（金）～令和５年６月 ２日（金）まで週１日 

 

   ※令和５年６月２日をもって、コロナミーティングは休止扱い 

    以降、毎週金曜日に、資料のみ幹部間で共有 
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（３）メンバー及び報告事項  ※部長は報告順 

メンバー 報告事項 

知事  

３副知事  

企画財政部長 国、知事会等の動向 

県民生活部長 広報スケジュール、外出自粛要請等のキャンペーン 

危機管理防災部長 大宮駅の人流等の状況、緊急事態措置相談センターへの相談状況 

保健医療部長 感染状況、病床使用率、ワクチン接種等の状況 

福祉部長 高齢者施設、障害者施設、保育園、放課後児童クラブ等の感染状況 

副教育長 県立高校、公立小中学校の感染状況 

総務部長 私立小中高校、幼稚園の感染状況 

産業労働部長 協力金等の申請、相談状況 

知事室長  

統括参事 司会進行 

２特別秘書  

（オブザーバー） 

メンバー 報告事項 

保健所長会代表 適宜、現場の状況などを報告 

都市整備部長 状況により、都市公園、イベント開催状況などを報告 

報道長  

秘書課長  

 

３ 実施上の課題と対応 

  感染拡大時には毎朝ミーティングを実施した。一方、ミーティングのための

資料作成が深夜に及ぶことが多く、職員体制が十分でない時期は、特定の職員

に負担が集中していた。このため、既存資料の活用など工夫することで、複数

の職員が交替で作業ができるようにして負担軽減を図った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  Ｚｏｏｍによる会議を基本として実施した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  なし 
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６ 自己評価 

  感染状況や取組状況などを担当部局長が直接説明することで、会議メンバ

ーとの間で危機感を共有することができ、全庁的な対応が必要な場合には、円

滑な調整に繋げることができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  定期開催のミーティングは６月２日で一旦休止扱いとし、大幅な感染状況

の変化がない限り、コロナミーティングにおける報告事項に関する資料のみ、

毎週金曜日に会議メンバー間で共有することとした（Ｚｏｏｍのチャット機

能を活用）。 

 



 
（２）職員の体制 
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組織改正 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症対応に係る非常時における業務量の増加に対し

ては、全庁応援体制を基本としつつ、状況に応じて組織の新設や必要な増員を

行ってきた。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）令和２年７月６日付け組織改正 

  第２波への対応を万全なものとしつつ、その後の継続的な対策を行うため、

新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症対策の専担組織として保健

医療部に感染症対策課を新たに設置した。 

 

（２）令和３年４月１日付け組織改正 

  新型コロナウイルス感染症対応の体制強化のため保健所に３８人、医療体

制やワクチン接種体制の整備などのため感染症対策課に５人、保健医療政策

課に３人、医療整備課に１人、衛生研究所に１人、まん延防止策等を適切に講

じるとともに今後の感染症への備えを強化するため危機管理課に３人を増員

した。 

  また、高齢者施設への感染予防対策強化のため高齢者福祉課に１人、ひとり

親世帯への各種支援を迅速に実施するため少子政策課に１人を増員した。 

  さらに、経済の回復・成長や雇用の確保に向けた対策推進のため、産業労働

部に経済対策幹を新設し担当職員を４人配置した。 

 

（３）令和４年４月１日付け組織改正 

  新型コロナウイルス感染症など医療・保健の諸課題に適切に対応するため、

保健医療部に医療政策局長及び健康政策局長を配置し、医療政策局長の下に

医療政策幹及びワクチン対策幹を新設するとともに担当職員６人を増員した

ほか、感染症対策課に１８人、保健医療政策課に３人、医療整備課に１人、薬

務課に１人、衛生研究所に１人を増員した。 

  また、ひとり親世帯等への各種支援を迅速に実施するため少子政策課に１

人、ウィズコロナ下での経済雇用対策の総合的推進やＤＸ推進支援ネットワ

ーク強化、デジタル人材育成支援等のため経済対策幹及び産業人材育成課に

９人、観光需要の回復・創出による観光関連事業者への支援のため観光課に１

人増員した。 
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３ 実施上の課題と対応 

  新型コロナウイルス感染症については、県民の生命や財産に重大な影響を

及ぼす恐れがあり、緊急的な対応が必要であった。 

  そこで、対応に係る業務量の増加に対しては、専門事業者への委託など庁外

の力も活用しながら、全庁的な応援体制により対応することを基本としつつ、

事態の長期化や対策強化などに適切に対応するため、関係部局と緊密に連携

し、現場の意向や業務の状況等を十分に踏まえながら、組織の新設や必要な増

員を行った。 

  また、時限的な業務については、会計年度任用職員の増員も行った。 

  なお、必要な人員の確保に当たり、業務のスクラップ・アンド・ビルドや業

務の効率化を並行して実施した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  特になし 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  令和２年７月６日付け組織改正については同年７月３日、各年４月１日付

け組織改正については各年２月に記者発表を実施するとともに、主な内容に

ついては知事記者会見において周知を行った。 

 

６ 自己評価 

  主な対応として、令和２年度途中の組織改正による感染症対策課の新設や、

令和３年４月１日付け組織改正における全ての保健所への計３８人の保健師

増員など、状況に応じた組織の新設や必要な増員を行うことで、医療体制やワ

クチン接種体制、感染予防対策の強化などを図ることができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  各部局と緊密に連携し、現場の意向や業務の状況等を適時適切に把握した

上で、時宜にかなった組織の新設や増員を行う必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・埼玉県職員定数条例 

 ・埼玉県行政組織規則 

 

９ 事業費・財源 

  なし 
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10 ５類移行に伴う対応 

  ポストコロナ社会の構築に向け、令和５年４月１日付け組織改正において、

新たな感染症の発生及びまん延に備えた保健・医療提供体制を整備するため

感染症対策課に５人増員した。 

  また、ポストコロナにおける中小企業支援や観光振興をはじめとした地域

経済の活性化に向けた取組を推進するため、産業労働部に産業政策局長及び

地域経済・観光局長を新設したほか、新たな観光振興や県ＤＭＯの組織機能を

強化するため観光課に２人、中小企業の事業再構築やＢＣＰ策定支援などの

ため産業支援課に２人、新型コロナウイルス感染症対応資金の無利子期間終

了に伴う中小企業の資金繰りを支援するため金融課に１人増員した。 
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庁内応援体制 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症に関する業務は、感染者数や県が実施する様々

な対策に応じて業務量が随時変化するため、柔軟に対応できる応援体制を継

続的に敷いてきた。 

  保健医療部内（旧病院局・県立病院機構からの応援を含む）では、保健所の

ほか、保健医療政策課、感染症対策課等の最前線を担う担当に応援職員を派遣

するとともに、医療整備課等の他の所属においても新型コロナウイルス感染

症に関する業務を分担した。 

  新型コロナ対応業務は当初、保健医療部と数名の応援職員で対応していた

が、感染者数が増加し、業務が長期化することが見込まれたため、令和２年４

月から知事の号令の下、本格的に部局横断的な応援職員の派遣を開始した。専

門性が高い業務は部内の応援体制で対応し、事務的な業務や連絡調整業務等

は部局横断的な全庁応援体制により対応することとし、一定の習熟を要する

業務については、１か月以上（最長６か月）の長期応援派遣を行った。 

  部局横断的な応援は、保健医療部のほか、新型コロナウイルス感染症の影響

を受ける産業労働部、危機管理防災部等にも実施した。 

  その結果、令和２年２月から令和５年１月までに、延べ１０１，３２５人の

職員が、部局横断の応援業務に従事した。 

 

（部局横断の応援職員数）※各月における最大人数 
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２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

 ア 保健医療部内の応援体制 

 （ア）新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談窓口の設置 

    中華人民共和国湖北省武漢市への渡航歴や患者との濃厚な接触をした

と考えられる県民の方で、発熱や呼吸器症状がある方が医療機関を受診

すべきかどうかなどの相談に対応することを目的に、新型コロナウイル

スに関する帰国者・接触者相談窓口を令和２年１月に設置した。各保健所

より毎日１名程度の応援を募り対応に当たった。なお、週休日については

追加で看護師１名を配置するため、病院局へ応援を要請した。 

 

 （イ）部内の業務遂行体制の整備 

    令和２年３月から部内応援体制の強化を図った。本庁各課の職員によ

り、統括班、医療班、相談班、契約班、特別対策班、体制整備班、医薬品・

診療材料等班の７班から成る体制を整備した。 

    また、新型コロナウイルス感染症が国内外で広がり、いつ患者の爆発的

増加（オーバーシュート）が起きてもおかしくない状況だったため、４月

からは更なる体制強化を実施しピーク時に備えた体制の整備を図った。

統括班、相談・検査・医療班、民間検査班、医療体制整備班、医薬品・診

療材料用班の５班体制とし課ごとに役割を担わせた。さらに、令和２年３

月１８日付けの厚生労働省からの事務連絡「新型コロナウイルス感染症

の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備につい

て」（令和２年３月２６日に改定）により、「県内の患者受入れを調整す

る機能を有する組織・部門」を設置することが求められたことから、感染

者数が増加した際に患者の入院・搬送などの調整を行うため、医師をトッ

プとする新型コロナウイルス感染症県調整本部（以下、「県調整本部」と

いう。）を立ち上げた。 

    なお、毎日の感染者の状況について記者発表（レク）を行う体制を１ラ

インから２ラインへ増やした。 

    ６月からは宿泊療養施設の運営など、新型コロナウイルス感染症に係

る契約・支出事務等の予算執行の支援を行うため、国保医療課職員に対し

保健医療政策課への兼務を発令した。 

 

 イ 部局横断の応援体制 

 （ア）保健所等における電話対応等 

    令和２年２月から３月にかけ、武漢市等からの帰国者が県内の国保有
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施設（保健医療科学院、税務大学校）に一時滞在したため、滞在施設にお

ける本庁との現地連絡員として、２～４名の応援職員を派遣した。 

    また、危機管理防災部に緊急事態措置相談電話を設置し、３名の応援職

員を交代で派遣した。 

    ４月からは、感染者数の増加に伴い、保健所への問い合わせや検体の持

ち込みが急増したため、保健所に電話対応及び検体搬送業務のための応

援職員を１日当たり最大３８名派遣した。 

    保健所の電話対応・検体搬送業務への応援は概ね３０人規模で令和３

年１１月まで（第５波途中まで）継続した。 

 

 （イ）業務の棚卸 

    新型コロナ対応業務の業務量が膨大になるにつれ、業務の棚卸・効率化

を検討する余裕がなくなり、ボトルネックが生じることが懸念されたた

め、令和２年４月にコロナ対策の業務の棚卸を行った。 

    コロナ対策に当たる現場のリーダーから意見を聴取し、課題となって

いた責任者の明確化や情報伝達経路を整理するとともに、戦略的広報や

物資輸送の分野においては保健医療部以外の幹部職員も業務の責任者に

充てることで、負担軽減及び業務の効率化、ボトルネックの早期発見・解

消を図った。 

  

 （ウ）宿泊療養施設の確保・運営業務 

    令和２年５月には、無症状及び軽症の患者が滞在するための宿泊療養

施設が不足したため、これを確保するための応援職員を最大１４名派遣

した。また、確保した後の宿泊療養施設を運営するためのスタッフとして

最大８２名の応援職員を派遣した。 

    その他、県調整本部等に応援職員を派遣し、保健医療部に対する派遣職

員数は保健所を併せて１日当たり最大１７３名となった。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 ア 保健医療部内の応援体制 

   令和２年７月６日に感染症対策課を新設したことに併せて、部内の応援

体制の更なる強化を図った。班の体制は、統括、広報、体制整備、民間ＰＣ

Ｒ検査、宿泊療養施設確保・運営など業務ごとに細分化し、対応に当たった。 

   また、７月に入り陽性患者数が増加し再拡大期に入ったことに伴い、本庁

各課から県調整本部への応援を増加させた。 
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 イ 部局横断の応援体制 

   第２波においても、引き続き宿泊療養施設の確保及び運営に従事するス

タッフを派遣した。宿泊療養施設の増設に伴い、派遣者数は最大１０４名と

なった。 

   感染症対策課が設置されてからは、施設の確保については感染症対策課

の職員が主に担い、応援職員の業務は宿泊療養施設の現地での運営が中心

となった。派遣者数は入所者数に応じて変動し、令和３年１０月に運営業務

の委託が完了するまで継続した。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 ア 保健医療部内の応援体制 

 （ア）診療・検査医療機関の確保のための応援体制 

    新型コロナと季節性インフルエンザの同時流行に備えるため、両方の

感染症の診察を行い、必要な検査を行うことのできる診療・検査医療機関

を確保するため、感染症対策課の担当を保健医療部の企画幹グループ４

名が医師会との調整・交渉業務において側面支援することとした。 

    また、診療・検査医療機関の登録事務を疾病対策課が、登録した医療機

関の検索システムを県のホームページに公開する業務を医療整備課が分

担した。 

    年末年始期間は休業する診療・検査医療機関が多く、診療・検査体制が

ひっ迫するおそれがあるため、企画幹グループが各保健所と協力し、郡市

医師会ごとの診療・検査体制を確保するよう働きかけを行うとともに、受

診・相談センターだけでは県民の問い合わせに十分に対応していく体制

が不足するおそれがあることから、保健医療政策課に臨時電話相談窓口

を設置した。本庁各課から１日６名程度の応援を募り対応に当たった 

 

 （イ）感染症対策課の応援体制拡充 

    令和２年１１月、宿泊療養施設の空き部屋が引き続き不足していた。そ

こで、新たな宿泊療養施設の確保に加え、効率的な運用を実現するために

感染症対策課の応援を拡充した。 

    また、度重なるクラスターの発生により県調整本部がひっ迫している

ことから部内から応援体制の拡充を図った。 

 

 （ウ）部局内応援による新型コロナウイルスワクチンプロジェクトチーム 

    令和２年１２月に国から通知があり、新型コロナワクチンの接種体制

を構築するための体制整備が求められたが、感染症対策課のみの対応で
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は限界があったため、保健医療政策課、感染症対策課、薬務課からなる新

型コロナウイルスワクチンプロジェクトチーム（以下、ワクチンチームと

する）を１月に発足し、体制整備に当たることとした。 

 

（エ）本庁における疫学調査の実施 

    第３波では、療養患者が最大５，６９９人、自宅療養者が最大 

４，１１６人と、これまでにない規模となり、保健所による健康観察や入

院調整が困難を極めた。 

    一部の保健所では、一時的に発生届が集中し、翌日までの患者への連絡

や入院調整が困難な状況が生じた。そこで、令和３年１月から２月にかけ

て、新規陽性者が急増し、保健所での対応がひっ迫した際には、当該保健

所で行う疫学調査等の業務を本庁で実施した。 

    こうした本庁での対応は、令和４年１月のファーストタッチセンター

の開設まで（第６波まで）継続した。 

 

 イ 部局横断の応援体制 

 （ア）感染症対策課への応援 

    第３波の新規陽性者数の増加に伴い、感染症対策課の県調整本部業務

や記者発表業務等への応援職員の派遣を開始した。派遣者数は９名から

開始し、新規陽性者数の増減に合わせ令和４年３月まで継続した。 

 

 （イ）ワクチンチームへの応援 

    ワクチン接種体制整備のための業務量増大に伴い、令和３年２月から

ワクチンチームに１６名の職員を派遣した。ワクチンチームへの派遣は

長期応援として、応援職員は令和２年度末まで応援業務に専従した。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

 ア 保健医療部内の応援体制 

 （ア）感染症対策課の負担軽減 

    令和３年３月、部内でも感染症対策課や保健医療政策課の職員に業務

負担が集中し、長時間の時間外勤務が発生していた。部内で業務を平準化

し、感染症対策課等の職員の負担を低減させるため、補助金の交付事務や

記者レク対応に新たに部内の応援職員を投入した。 

 

 （イ）長期休暇期間中の相談窓口対応 

    新規陽性者数が増加傾向にあり、まん延防止等重点措置が適用される
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中で、４月２９日から始まる大型連休を迎えるに当たり、連休期間中も県

民の問い合わせに十分に対応していくため、同期間において保健医療政

策課に臨時電話相談窓口を設置した。本庁各課から１日２名の応援を募

り対応に当たった。 

  

 イ 部局横断の応援体制 

 （ア）新型コロナワクチン接種センター開設に向けた応援 

    ワクチンチームへの応援は、令和３年４月１日付の増員により、一旦終

了となったが、県が大規模接種センターを開設することが決まったため、

令和３年５月から新たに８名の職員を派遣することとなった。応援職員

の活躍により、大規模接種センターを約２週間で開設し、他県に先駆けて

県による接種を開始した。 

 

 （イ）まん延防止等重点措置に係る協力金業務 

    新型コロナ感染拡大防止のための営業時間の短縮要請に協力した飲食

事業者に対する協力金支給業務は、令和２年１２月以降産業労働部内の

応援体制により実施してきたが、期数が積み重なったことによる事務量

の増加及び新たに実施することとなった現地確認事務に対応するため、

令和３年４月以降は全庁からの応援体制を敷くこととした。 

    現地確認は、当初まん延防止等重点地区にさいたま市及び川口市が指

定された時点では６０名体制であったが、直後に１３市町が指定された

ため８０名を追加し、合計１４０名体制となった。 

    また、現地確認業務のほか、協力金の審査業務についても令和３年４月

から１１名の応援職員を派遣した。 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 ア 保健医療部内の応援体制 

 （ア）酸素ステーションの設置・運営 

    感染力が強い変異株の影響により急激な感染拡大が生じ、自宅療養者

の容体急変時、搬送先がすぐに決まらない療養者に対し、一時的に酸素投

与や投薬などを行う酸素ステーションの設置が必要となった。設置に向

けた体制整備として、医療人材課から核となる職員を２名配置し、部外応

援者１０名とともに対応に当たった。 

    また、令和３年９月１日からの酸素ステーションの運営のため、部内の

本庁各課より１日２～４名程度の応援を募り、対応に当たった。 
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 （イ）疫学調査のための保健所応援 

    感染者数の増加に伴い、保健所の疫学調査への対応がひっ迫したため、

本庁各課の職員を繁忙保健所へ派遣し、保健所職員が行う疫学調査のサ

ポートを行った。 

 

 イ 部局横断の応援体制 

 （ア）ワクチン接種センターの拡充・個別接種促進に係る協力金業務 

    一般接種の開始に先立ちエッセンシャルワーカーへの接種を促進する

ため接種センターを４か所に拡大することとなった。その準備のために

応援体制を拡充し、１９名体制となった。接種センターが４か所に拡充さ

れた８月以降は現場運営のためさらに１２名が追加された。 

    また、個別接種を積極的に実施した医療機関に対する協力金の制度が

創設されたため、協力金支給業務のために３名の応援職員を配置した。 

 

 （イ）酸素ステーションの設置・運営 

    感染の急拡大に対応し、酸素ステーションを９月から設置するため、８

月中旬から１０名の応援職員を派遣した。酸素ステーションの開設後は

引き続き運営のための応援職員を派遣した。応援者数は稼働状況に合わ

せ徐々に縮小し、酸素ステーションは一度休止したが、第６波の感染拡大

の際には、再び１２名の応援体制で設置及び運営の業務にあたった。 

 

 （ウ）まん延防止等重点措置に係る協力金業務 

    協力金の現地確認業務は５月中旬以降、産業労働部の部内応援を中心

とした体制に戻していた。しかし、６月２１日から、協力金の支給要件に

「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」であることを

追加したことにより、業務量が増加したため、改めて１００名体制の応援

職員を派遣した（７月２１日まで）。 

    また、協力金の審査業務についても支給要件の追加に伴い、６月２１日

以降２７名体制に拡充した。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 ア 保健医療部内の応援体制 

 （ア）ファーストタッチ応援業務 

    令和４年１月、感染が拡大する中、県保健所では陽性者に対して翌日ま

でに電話によるファーストタッチを実施するよう厳守していたが、陽性

者の多い保健所では２２時近くまでかかっており、更なる感染拡大に備
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えた体制強化が必要な状況だった。そこで、本庁各課から特定の保健所へ

応援を配置し、ファーストタッチの支援を行った。また、陽性者の拡大に

対応するため、ファーストタッチをショートメールサービスで実施する

こととした。ショートメールを受け取った陽性者からの電話による問い

合わせに対応するため、ファーストタッチセンターを開設し、１日９名程

度の職員で対応した。 

 

 （イ）令和４年度に向けた業務執行体制の見直し 

    令和４年度への移行に際し、医療政策幹やワクチン対策幹の設置や感

染症対策課への増員により業務体制を強化した。それに伴い、部内の業務

の割振りを見直し、改めて保健医療部内の本庁各課による新型コロナウ

イルス対策の執行体制を整備した。 

 

 （ウ）大型連休中の対応 

    ４月２９日から始まる大型連休を迎えるに当たり、連休期間中も県民

の問合せに十分に対応していくため、同期間において臨時電話相談窓口

を設置した。この窓口はファーストタッチセンターの機能も併せ持ち、部

内各課から１日５名の応援を募り対応に当たった。 

 

 イ 部局横断の応援体制 

   オミクロン株の流行による感染が拡大したため、令和４年１月から、保健

所におけるファーストタッチ体制を確保するため１２２名の応援職員の派

遣を開始した。ファーストタッチのための応援職員は新規陽性者数の増加

に伴い最大１６７名まで拡大した（令和４年３月）。 

   また、１月下旬からファーストタッチを徐々に携帯電話のショートメー

ルサービスに切り替えたのに合わせ、ショートメールを受信した方からの

問合せ対応のためファーストタッチセンターを設置した。当初は１０名の

応援職員が業務に当たったが、新規陽性者数が急増し、メールの送信件数が

増えることに伴い、２月上旬には最大４０名まで体制を拡大した。 

   ファーストタッチのショートメールへの切替えが進むにつれ、保健所の

応援体制は縮小した。ファーストタッチセンターの委託化もあり、第６波が

終了する令和４年６月にはファーストタッチに係る応援は終了した。 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ア 保健医療部内の応援体制   

   令和４年７月、陽性者の急増に伴い、発熱等の症状が発生した方が医療機
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関で検査を受けることが困難な状況となった。そこで、有症状者で受診・検

査をすぐに予約できない方からの電子申請を受け付け、抗原検査キットを

県から直接送付する事業を、薬務課を中心として実施した。発送準備のため、

本庁各課より毎日１０名の応援を募り対応に当たった。 

 

 イ 部局横断の応援体制 

   令和４年９月から、新規陽性者数の全数届出が終了したため、部局をまた

いでの応援職員の派遣を実施しなくても対応可能となった。 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 ア 保健医療部内の応援体制 

   年末年始における抗原検査キットの確保については、県民に対し事前購

入の呼び掛けを行った。しかし、特に正月の３が日については営業する薬局

数も少なく、入手が困難となることが見込まれた。抗原検査キットを入手す

ることができず、かつ、どうしても必要とする方への最低限の配布体制を整

えるため、国保医療課を主体とし、地域振興センターと共同で抗原検査キッ

トを配布する事業を実施した。本庁各課から１日１２名程度の応援を募り

対応に当たった。 

 

 イ 部局横断の応援体制 

   第７波と同様に、部局をまたいでの応援職員の派遣を実施しなくても対

応可能であった。 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）応援体制の見極め 

 ア 応援規模 

   保健所の応援業務は陽性者の発生状況によって業務量が変動する部分が

大きい。発生状況に大きなトレンドはあるものの、日によってばらつきがあ

る場合も多く、応援職員数がやや過剰となる状況が生じた。 

   一方、応援職員数に比して急に陽性者が増加した場合には、業務がひっ迫

することも生じた。 

   全庁からの応援職員の配置については、本来業務への影響を回避する点

からも必要最小限とすべきところ、日々変動する感染状況の中で、その見極

めは非常に困難であったが、応援職員に担わせる業務量を精査し、できる限

り適切な応援職員数となるよう努めた。 

   また、応援業務が一定期間継続し、業務内容が定例化してきたタイミング
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で業務を外注化（委託）するなどして、応援規模の適正化を積極的に図った。 

 

 イ 応援期間 

   保健所への応援期間については、応援体制の発足当初は２週間交代を原

則としていたが、対応予定の業務内容や応援職員の本来業務への影響等か

ら、土日を含めた連続５日間勤務を原則とすることに変更した。 

   しかし、現実には５日間勤務可能な応援職員は少なく、２～３日交代や日

替わりの応援職員が多かった。 

   応援職員が交代するたびに保健所職員が応援業務についてレクチャーし

なければならなかったほか、パソコンや席の確保、業務の振り分け等が発生

し、保健所の負担となっていた。一部保健所では最初のレクチャーを動画で

実施していたが、実際に業務に入った後の質問への対応等が生じていた。な

お、この課題に対応するため、令和３年１２月から事務職の派遣職員を配置

し、応援職員からの置き換えを図った。 

 

 ウ 業務の標準化とマニュアルの整備 

   職員に速やかに応援業務に就いてもらうためには事前のマニュアル配布

等が効果的である。 

   一方、陽性者へのファーストタッチや証明書発行業務など、業務の大枠と

しては全ての保健所で共通であるものの、保健所ごとに細かい進め方に差

異があり、全保健所共通のマニュアルの作成には至らなかった。 

 

（２）応援職員の確保 

   新型コロナウイルス感染症対策業務に県庁全体がワンチームで取り組む

ため、保健医療部等で検討した必要な応援職員数を各部局に割り振り、応援

職員を確保してきた。 

   令和３年８月に、応援職員の派遣をより円滑に行うため、コロナ対策に直

接従事する職員を除いた職員の１０％にあたる６００名を、応援職員とし

て派遣できる体制を構築し、各部局の応援職員数の割振りを事前に行うこ

ととした。これにより、応援要請があってから最短翌日には応援職員を派遣

することが可能となった。 

 

（３）長期応援職員の配置 

   応援職員が行う業務は、原則として専門的な知識・経験を必要としない業

務であり、５日間程度の短期間で対応が可能なものである。 

   一方で、一定の知識・経験や業務の継続性などが求められる業務について
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は、応援期間を１か月以上とした上で応援職員の選定を行い、兼務の発令を

行うなど着実な業務遂行を図れる応援体制をとってきた。 

   他方、コロナ対策の最前線の業務に対応できる能力を持つ職員を長期間

にわたり派遣した場合、元の業務に対する影響が大きいため、職員の選定は

難航した。有事に円滑な応援体制をとることができるようにするため、平時

からＢＣＰを意識し、業務の中止・延期・委託化を含めた優先順位等につい

て整理しておく必要がある。 

 

（４）国への要望 

   なし 

 

４ ＩＣＴの活用 

 定期的に行われるコロナミーティング等を通じて、保健医療部等応援を求

める部局と総務部がＺｏｏｍチャットの活用などにより連携を密に行い、応

援職員を派遣する準備を速やかに行うことができた。 

 応援要請のあった業務や応援職員に関する情報も、電子媒体でやり取りを

行うことで、速やかな情報伝達が可能となった。 

 その結果、最短で要請のあった翌日から応援職員を現場に派遣することが

できた。 

 保健所における発生届の提出及び健康観察の記録は、ＨＥＲ－ＳＹＳ（新

型コロナウイルス感染症等情報把握・管理システム）の使い勝手が悪く医療

機関での利用が進まなかったため、当初、ＦＡＸ及び紙台帳により管理して

いた。しかし、第５波の感染急拡大で、保健所及び医療機関でのＩＣＴ活用

の遅れが保健所業務をひっ迫させる原因となったため、第６波以降、ＨＥＲ

－ＳＹＳ情報の活用と連携を進め、保健所業務のＩＣＴ化を進めた。このこ

とにより、県全体としての業務を効率化することで、応援職員の規模の適正

化を図ることができた。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  庁内の業務執行体制に関することであり、特に広報や関係機関への周知は

行っていない。 

 

６ 自己評価 

（１）部内応援 

   部内職員は医療分野に関する知識等を有する上、平時からの関係性もあ

るため、急きょ応援が必要になった際に速やかな人員確保を実現できた。 
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   一方、同じ保健医療部内においても業務負荷の偏りが著しく、感染症対策

課や繁忙保健所等とその他の課所で時間外勤務時間数に差があったと言わ

ざるを得ない。また、応援職員では身分上の制限もあり、担える業務が限定

される場合がある。 

   感染動向等に合わせて、部内の体制を柔軟に構築できるような制度を検

討することが必要である。 

 

（２）部局横断の応援 

   応援職員を必要とする保健医療部などと緊密に連携することで、必要と

する応援職員の規模を速やかに共有することができた。他方、応援で行う業

務の内容や規模については委託等により適正化を図ったが、新規陽性者数

の急増で当初の想定規模を上回るなど、課題も残った。また、業務の標準化

やマニュアル化等による、応援職員が業務に入りやすくするための工夫も

今後検討が必要である。 

   応援職員の確保については、応援要員として派遣する体制の規模の目安

を職員数の１０％と設定することで、業務の優先順位をつけ、中止、延期、

縮小などの判断を予め行うことにより、必要な応援職員を速やかに配置す

る一方で、応援職員を送る現場の影響をできるだけ小さいものとしてきた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・「保健所の業務継続のための体制整備について」（令和２年３月１３日付け厚生

労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提

供体制等の整備について（改訂）」（令和２年３月２６日付け厚生労働省新型コロ

ナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「保健所の体制強化のためのチェックリストについて」（令和２年４月４日付

け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を踏まえた業務体制の確保につい

て」（令和２年５月１日付け総務省自治行政局公務員部公務員課・給与能率推

進室事務連絡） 

・「今後を見据えた保健所の即応体制の整備について」（令和２年６月１９日付

け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施について」（令和２年



99 

 

１０月２３日付け健発 1023第３号厚生労働省健康局長通知） 

・「年末年始における新型コロナウイルス感染症対応に関する保健所体制整備

等について」（令和２年１２月９日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症

対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルスワクチン接種に向けた庁内体制の拡充について（依頼）」

（令和３年１月７日付け健発 0107第 23号厚生労働省健康局長通知） 

・「新型コロナウイルス感染症に関する保健所体制の整備と感染拡大期におけ

る優先度を踏まえた保健所業務の実施ついて」（令和３年１月８日付け厚生労

働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「ゴールデンウィーク等の連休時の医療提供体制の確保について」（令和３年

４月１３日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・医政局

事務連絡） 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  ５類移行後は、保健医療部内の応援を必要とする状況にはなっていない。 

  また、第７波以降と同様、部局をまたいでの応援職員の派遣も実施していな

いが、緊急時には改めて職員を派遣できるよう、各部局に必要な協力につい

て事前に依頼している。 

 



２ 保健医療分野 

（１）医療提供体制  
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診療・検査体制 

 

１ 概要 

  本県では、新規陽性者数の増加に対応するため、帰国者・接触者外来及び発

熱外来ＰＣＲセンターの設置、並びに埼玉県指定 診療・検査医療機関（以下

「診療・検査医療機関」という。）の指定など、感染の波ごとに様々な施策を

通じて、外来医療体制の整備を行ってきた。 

  特に発熱患者等の診療及び検査を担う医療機関については、全国に先駆け

て令和２年１２月から全ての診療・検査医療機関を県のホームページで公表

しており、県民の円滑な診療に繋げる体制を構築した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

 ア 帰国者・接触者外来の設置 

   令和２年１月２８日以降、新型コロナウイルス感染症についての病原体

や症例が明らかになっていない中、中華人民共和国湖北省武漢市の滞在歴

がない方についても、国内での発症例が増加傾向にあった。 

   国は令和２年２月１日付けで事務連絡「新型コロナウイルス感染症に対

応した医療体制について」を発出し、新型コロナウイルス感染症の疑い例の

診療を担う「帰国者・接触者外来」の設置を都道府県に求めた。 

   本県では、令和２年６月９日時点において、「帰国者・接触者外来」を県

内１０の二次医療圏に合計６２か所設置した。（令和２年９月２３日時点で

６９か所まで拡大） 

   また、当該事務連絡において、帰国者・接触者外来は、「一般への公表に

ついては、原則行わないものとする。」とされ、各保健所等に設置を求めら

れた「帰国者・接触者相談センター」が新型コロナウイルス感染症の疑い患

者から電話で相談を受け、「帰国者・接触者外来」へと受診調整するものと

された。 

   例えば、感染初期においては、疑い患者の定義は次のⅠ及びⅡを満たす場

合とされていた。 

    Ⅰ 発熱（３７．５度以上）かつ呼吸器症状を有している。 

    Ⅱ 発症から２週間以内に、以下の（ア）、（イ）のいずれかを満たす。 

     （ア）武漢市を含む湖北省への渡航歴がある。 

     （イ）「武漢市を含む湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状

を有する人」との接触歴がある。 
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   帰国者・接触者相談センターが設置された各保健所には、上記疑い患者か

らの受診調整の連絡に加えて、新型コロナウイルスに関する一般的な相談

も多く寄せられたため、保健所業務に支障が生じた。 

   そのため、令和２年３月１日、新型コロナウイルス感染症に関する電話相

談を一元的に対応する県民サポートセンターを開設した。同センターでは、

一般的な相談に応じるほか、感染が疑われる場合には帰国者・接触者相談セ

ンターを紹介するなどの対応を行った。 

 

 イ ＰＣＲ検査対応方針の策定 

   令和２年３月６日から、ＰＣＲ検査が保険適用（診療報酬の対象）となっ

た。これに伴い、帰国者・接触者外来の医師が、民間検査機関や検査設備の

整った医療機関に検査を直接依頼することが可能となった。 

   一方、検査の依頼に際し、保健所と民間検査機関等との役割が不明確であ

ったことから、発熱患者等の検査をどちらに依頼すべきかは現場の医師の

判断に委ねられた。このことは、医師の負担にも繋がっており、専門家会議

においても「医師の判断の基準を明確にしてほしい」との意見が委員から出

ていた。また、当時はＰＣＲ検査の処理能力が限られていたため、「検査の

優先順位をつけないと重症な方が検査できなくなる」など、効率的な検査基

準の整備を求める意見が委員からあった。 

   そこで、本県では、埼玉県医師会と協議し、全国で初めて「ＰＣＲ検査対

応方針」を定め、保健所で優先的に検査を実施すべき事案及び民間検査機関

等で実施すべき事案との整理を行い、令和２年３月２３日に県内医療機関

に周知した。 

 

 ウ 発熱外来ＰＣＲセンターの設置、運営 

   令和２年４月以降、感染者数の増加に伴い、帰国者・接触者外来において

受け入れる患者数が大幅に増加し、特に検査処理能力の不足が顕在化した。

そこでより多くの発熱患者等の検査を実施するための体制整備が急務とな

った。 

   このような中、国は令和２年４月１５日付けで事務連絡「帰国者・接触者

外来の増加策及び対応能力向上策について」を発出し、「地域外来・検査セ

ンター（本県では「発熱外来ＰＣＲセンター」という。以下同様）の枠組み

を示した。この枠組みは、都道府県や保健所設置市が、行政検査について医

師会等に運営委託するものであり、地域における検査体制の拡充に繋げる

ことを目的としている。 

   本県では、令和２年６月１５日時点において、県保健所管内の全２３郡市
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医師会に発熱外来ＰＣＲセンターの運営を委託した。 

   なお、保健所設置市（さいたま市、川越市、越谷市、川口市）に所在の７

郡市医師会においても地域外来・検査センターを設置したことから、本県で

は県内全ての３０郡市医師会において同センターを設置することができた。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

  継続の取組事項 

  ・発熱外来ＰＣＲセンターの運営【再掲】 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 ア 診療・検査医療機関の指定・公表（令和２年９月～） 

   季節性インフルエンザの流行期には、新型コロナウイルス感染症も含め

多数の発熱患者の発生が想定されたため、地域医療において必要な相談・診

療・検査を提供する体制の整備が必要となった。 

   国は令和２年９月４日付けで事務連絡「次のインフルエンザ流行に備え

た体制整備について」を発出し、都道府県に対し、発熱患者等の診療や検査

を行う医療機関を指定し、速やかに拡充することを求めた。 

   本県では、これら医療機関を「診療・検査医療機関」として指定し、発熱

患者等が帰国者・接触者相談センターを介することなく、かかりつけ医等の

医療機関を受診し、必要な検査が受けられる体制の整備に取り組んだ。 

   指定に当たっては、県内医療機関向けの国補助金の申請ガイドや国のＧ

ーМＩＳ（新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム）の入力

ガイド等を作成の上、埼玉県医師会の会議や地区医師会に赴いて丁寧に制

度の説明を行った。 

   また、埼玉県医師会の協力の下、全ての診療・検査医療機関名を公表する

こととし、令和２年１２月の公表開始当時１，１０８医療機関の指定に結び

付けた。 

   結果、医療を必要とする方が直接これらの医療機関にアクセスできる体

制を構築することができた。 

   当時、公表により風評被害が生じるなどの懸念から、全国的にも医療機関

の公表が見送られていたが、本県では全国に先駆けて県ホームページで公

表を行うことで、県民の円滑な診療に繋げる体制を構築した。このような取

組を行ったのは本県と高知県のみであった。 
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 （ア）診療・検査医療機関に対する支援 

   ａ 本県独自の支援 

    ・早期（令和２年１１月２７日まで）に指定申請を行った医療機関に

対し、一医療機関当たり５０万円の協力金を支給 

    ・埼玉県医師会と連携し、医療現場における感染防止策等を解説した

診療ガイドラインを作成・配布 

   ｂ 国の支援 

    ・発熱外来の開設時間と診察した患者数に応じた補助金の交付 

    ・検査に必要な個人防護具の定期配布 

 

 （イ）県民に向けた取組 

   ・診療・検査医療機関 検索システムの開設、運用 

   ・発熱時の受診の流れを記載したチラシの作成・配布 

  

 イ 長期休暇期間中の診療・検査体制の強化（令和２年１２月～） 

   稼働する医療機関が少ない年末年始などの長期休暇期間において、臨時

に開院する医療機関を募集・確保し、地域における診療・検査体制を強化し

た。 

  

 ウ その他継続の取組事項 

   発熱外来ＰＣＲセンターの運営【再掲】 

 

 

 【診療ガイドライン】   
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 【県民向けチラシ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

  継続の取組事項 

  ・発熱外来ＰＣＲセンターの運営【再掲】 

  ・長期休暇期間中（ゴールデンウィーク）の診療・検査体制の強化【再掲】  

  ・診療・検査医療機関の指定・公表【再掲】 

  ・診療・検査医療機関 検索システムの運用【再掲】 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 ア 長期休暇期間中の診療予定の公表（令和３年８月～） 

   デルタ株が猛威を振るう中、お盆時期など医療機関の稼働が少なくなる

長期休暇期間においても、発熱患者等が医療機関を受診できる環境整備が

求められていた。 

   そこで、全ての診療・検査医療機関に期間中の診療日・診療時間などを照

会し、その情報を県のホームページに掲載することによって、発熱患者等と

医療機関とを繋ぐための仕組みづくりを行った。 

 

 イ 診療・検査医療機関に対する診療報酬の引き上げ（令和３年９月～） 

   本県では、検査体制の一層の強化に向け、令和３年３月以降 、国に対し、

公表されている診療・検査医療機関への財政的なインセンティブを強く要

望してきた。 
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   その結果、令和３年９月２８日から、感染疑いの発熱患者等の診察に対応

することを自治体のホームページ等で公表することを前提として、発熱患

者等の診療に対する報酬が引き上げられた。本県は、他県に先駆けて診療・

検査医療機関をホームページ上で公表していることから、県内の全ての診

療・検査医療機関が診療報酬引き上げの対象となった。 

 

 ウ その他継続の取組事項 

  ・発熱外来ＰＣＲセンターの運営【再掲】 

  ・診療・検査医療機関 検索システムの運用【再掲】 

  ・発熱時の受診の流れを記載したチラシの作成・配布【再掲】 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 ア 診療・検査医療機関のひっ迫状況の把握（令和４年３月～） 

   オミクロン株への急速な置き換わりが進み、新型コロナウイルスの感染

が急拡大する中、診療・検査医療機関のひっ迫状況は、国のＧーМＩＳ（新

型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム）による週次のアン

ケートを活用して定期的に把握した。 

 
【Ｇ－ＭＩＳアンケートの集計結果】 

 イ その他継続の取組事項 

  ・発熱外来ＰＣＲセンターの運営【再掲】 

  ・診療・検査医療機関の指定・公表【再掲】 

  ・診療・検査医療機関 検索システムの運用【再掲】 

  ・長期休暇期間中（年末年始、ゴールデンウィーク）の診療・検査体制 

   の強化【再掲】 

  ・長期休暇期間中の診療予定の公表【再掲】 
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（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ア 休日等の診療・検査体制の強化（令和４年７～８月） 

   感染急拡大に対応するため、土日・祝日等において臨時開院する医療機関

を募集・確保し、地域ごとに診療・検査体制を強化した（対象日計１３日で

延べ３２３医療機関を確保）。 

 

 イ 診療・検査医療機関の検査実績（令和４年７月頃） 

   県内で行われている検査のうち、概ね８割程度の検査を診療・検査医療機

関で継続的に実施する中、令和４年７月１９日には検査件数が過去最高の

２３，３８１件となったが、そのうちの約８０％にあたる１８，７７０件を

診療・検査医療機関が実施した。 

 

 ウ 診療・検査医療機関検索システムの利用者数（令和４年８月頃） 

   令和２年１２月１日に検索システムを公開してから、令和５年１月末ま

でに約６０６万件のアクセスがあり、非常に多くの方にご利用をいただい

てきた。特に、第７波における令和４年７月中のアクセス数は約６５万件、

８月中は約６６万件にも上り、感染爆発と言える状況の中で多くの発熱患

者の受診に貢献することができたと考えている。 

 

 エ その他継続の取組事項 

  ・発熱外来ＰＣＲセンターの運営【再掲】 

  ・診療・検査医療機関の指定・公表【再掲】 

  ・診療・検査医療機関 検索システムの運用【再掲】 

  ・長期休暇期間中（お盆）の診療・検査体制の強化【再掲】 

  ・長期休暇期間中の診療予定の公表【再掲】 

  ・診療・検査医療機関のひっ迫状況の把握【再掲】 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 ア 季節性インフルエンザとの同時流行を想定した対応 

 （ア）外来医療体制整備計画の策定（令和４年１０月～） 

    国は、令和４年１０月１７日付け事務連絡において、季節性インフルエ

ンザとの同時流行を想定したうえで、ピーク時に国内で１日当たり７５

万人規模の発熱患者等が生じた場合でも、重症化リスクの高い方に適切

な医療を提供できるよう、都道府県に対し「外来医療体制整備計画」の策

定を求めた。 

    本県のピーク時の患者数の見込みは、国指定の方法で算出すると、一日
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当たり約４８，７００人であったが、本県の外来診療能力は 

約４１，９００人であり、その差約６，８００人について診療体制を強化

する必要があった。 

    そこで、診療・検査医療機関の拡充のほか、次のとおり重点的な取組を

行った。 

    ①県小児科医会・県産婦人科医会に対し、かかりつけ患者を自院で診療

するよう依頼 

    ②診療・検査医療機関以外の医療機関に対し、自己検査で新型コロナが

陰性となった患者について、自院で診療するよう依頼 

    ③県民の医療機関への診療の機会を減らすため、県ホームページ上で、

自ら行った自己検査に基づき確定診断を可能とするためのシステム

を構築 

    ④県民の医療機関への診療の機会を減らすため、県民に対し、抗原定性

検査キット及び解熱鎮痛剤の事前購入の呼びかけ 

 

 （イ）診療・検査医療機関の拡充（令和４年１０月～１１月） 

   診療・検査医療機関の拡充にあたっては、診療報酬改定等の機会をとら

え、未指定の医療機関あてに、定期的に指定申請依頼のための書簡文を送

付した。また、令和４年１０月１３日、令和４年１１月１４日には、埼玉

県医師会長と知事の連名で書簡文を送付し、新規募集を行った。 

   結果、令和４年１０月８日時点において１，５４９医療機関の指定であ

ったが、第８波のピークである令和５年１月６日時点において、 

１，６０３医療機関を指定するに至った。 

 

 （ウ）日曜・祝日等の診療・検査体制の強化（令和４年１２月～令和５年   

２月） 

    令和４年１２月から令和５年２月の日曜日・祝日及び令和４年度の年

末年始期間（１２月２９日～１月３日）について、臨時開院する医療機関

を募集し、対象日計２１日で延べ３，７９８医療機関に御協力いただいた。 

 

 （エ）令和５年５月７日現在の診療・検査医療機関の状況 

    以上の取組の結果、令和５年５月７日現在の診療・検査医療機関数は 

１，７１２医療機関、電話診療又はオンライン診療実施の医療機関数は 

１４８医療機関となっている。 
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 イ その他継続の取組事項 

  ・発熱外来ＰＣＲセンターの運営【再掲】 

  ・診療・検査医療機関の指定・公表【再掲】 

  ・診療・検査医療機関 検索システムの運用【再掲】 

  ・長期休暇期間中（年末年始、ゴールデンウィーク）の診療・検査体制 

   の強化【再掲】  

  ・長期休暇期間中の診療予定の公表【再掲】 

  ・診療・検査医療機関のひっ迫状況の把握【再掲】 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）保健所設置市における日曜・祝日等の診療・検査体制の強化 

   休日に休診となる医療機関が多いことから、本県では、休日の診療・検査

体制の強化に取り組んできたものの、人口規模の大きい保健所設置市４市

（さいたま市、川口市、川越市、越谷市）は、個別に診療・検査体制確保の

取組を行っており、全県で統一的な取組が行われていなかった。 

   そこで、保健所設置市４市と協議の上、保健所設置市管内も含めた県内全

３０郡市医師会との連携体制を構築し、全県で統一的に診療・検査体制の強

化に取り組んだ。 

 

（２）診療・検査医療機関との丁寧なコミュニケーション 

   診療・検査医療機関の制度開始当初、医療機関名等の公表への懸念として、

現場からは「特定の医療機関に患者が集中する」という声や、反対に「風評

被害で患者が減る」という声が上がっていた。 

   そこで、本県では、埼玉県医師会等と丁寧に協議を行い、数多くの医療機

関が参加して公表されるならば逆に風評被害が特定の機関に集中しないこ

と、小さなクリニックでも公表して疑い患者と他の患者の通院時間を分け

る等の感染防止措置を徹底していることをＰＲした方が良いこと、等の説

明に努めた。 

   また、インフルエンザの流行期前に一定数の医療機関に診療・検査医療機

関として指定を促すため、本県独自の支援策として令和２年１１月末まで

に申請した医療機関に対して、準備費用に充てるための協力金を支給した。 

   埼玉県医師会及び各郡市医師会の協力のもと、各医療機関の理解を求め

た結果、制度開始の令和２年１２月１日時点で、診療・検査医療機関となっ

た１，１０８医療機関全てを県ホームページで公表し、県民が診療・検査医

療機関あて直接アクセスできる体制を整えた。 

   この当時、全ての診療・検査医療機関の情報を公表したのは、高知県と埼
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玉県のみであった。 

 

（３）国への要望 

  医療機関名等を公表した診療・検査医療機関が新型コロナウイルス感染症

の疑い患者を診療した場合の診療報酬の加算措置の継続や検査に係る診療報

酬の引き下げについては、検査機関の減少が懸念されることから、適切な診療

報酬体系に見直すことなど、診療・検査に係る診療報酬の改善について、以下

の要望を行った。 

  令和４年 ４月２６日 全国知事会要望 

  令和４年 ５月２７日 緊急要望（知事対面要望） 

  令和４年 ６月１３日 定期要望 

  令和４年 ７月１２日 全国知事会要望 

  令和４年 ９月 １日 全国知事会要望 

  令和４年１１月 ８日 全国知事会要望 

  令和４年１１月１７日 緊急要望（知事対面要望） 

  令和４年１１月１７日 全国知事会要望 

  令和４年１２月２３日 全国知事会要望 

 

４ ＩＣＴの活用 

  診療・検査医療機関を県ホームページ上で公表・周知したほか、新型コロナ

の全数届け出見直しという大きな制度改正の際には、多忙な医師が自らの都

合に合わせて閲覧できるよう、動画配信による説明会を実施した。 

  また、発熱外来をひっ迫させないため、抗原定性検査キットを活用した自己

検査の画像を電子申請・届出サービスにより提出することで確定診断を行う

検査確定診断登録窓口（※取組の詳細は P162参照）を設置した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

 ・発熱時の受診の流れを記載したチラシ 

  令和２年度 約１２万枚配布（県内各市町村、関係団体、包括連携企業あて） 

  令和３年度 約１０万枚配布（県内各市町村、関係団体、包括連携企業あて） 

 ・長期休暇期間中の診療・検査体制 

  知事記者会見にて周知 

 

６ 自己評価 

  診療・検査医療機関の制度開始にあたって、埼玉県医師会等と連携を図り、

全ての診療・検査医療機関の情報を公表できたことは評価できる。 
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  その一方で、第７波において、発熱外来のひっ迫が全国的に見られたことか

ら新興感染症の感染拡大に備えて、多くの医療機関で外来診療体制への参画

を促す仕組みを検討していく必要がある。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

（課題） 

 ・危機発生時に迅速に外来体制の確保に繋げるためにも、日頃から、医師会や

医療機関と情報共有ができる関係を構築しておくことが効果的である。 

（国への提言） 

 ・外来診療に対応する医療機関の維持・拡大を促すためには、診療・検査につ

いて、相応の診療報酬を措置することが必要である。 

 ・新興感染症の発生時には、新型コロナ流行当初と同様に、外来診療の混乱も

想定されることから、今後も診療・検査医療機関への情報提供を通じて感染

症への理解を深めていく必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」（令和２年２月１

日付け厚生労働省医政局地域医療計画課・厚生労働省健康局結核感染症課

事務連絡 

 ・「帰国者・接触者外来の増加策及び対応能力向上策について」（令和２年４月

１５日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

 ・「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」（令和２年９月４日付

け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡 

 ・「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症

に対応する外来医療体制等の整備について」（令和４年１０月１７日付け厚

生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・厚生労働省医政局地域

医療計画課・厚生労働省医政局医事課・厚生労働省医政局医薬産業振興・医

療情報企画課・厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡） 

 

９ 事業費・財源 

（１）発熱外来ＰＣＲセンター 

  事業費 令和２年度  ７２５，１６９千円 

      令和３年度  ７４７，２５３千円 

      令和４年度  ９３０，５８５千円 

  財 源 感染症予防負担金（２分の１）、コロナ基金（２分の１） 
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（２）診療・検査医療機関検索システム 

  事業費 令和２年度  １，７０５千円 

      令和３年度  １，７１２千円 

      令和４年度  ２，８３４千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）発熱外来ＰＣＲセンターの終了（令和５年５月７日） 

  国の令和５年３月２０日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る

行政検査の取扱いについて（廃止）」において、新型コロナウイルス感染症が

５類感染症に位置付けられた場合、行政検査を委託する取扱いを終了する旨

が国から示された。 

  そのため、委託による行政検査を行っていた発熱外来ＰＣＲセンターの運

営は、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、令和５年５月７日をも

って終了した。 

 

（２）診療・検査医療機関の拡充（令和５年４月～） 

  ア 国の考え方 

    ５類移行後の外来医療体制に係る国の基本的な考え方は次のとおり。 

   ①既に新型コロナ患者の診療に対応している医療機関に引き続き対応を    

求めつつ、新たな対応医療機関を増やしながら、幅広い医療機関での自    

律的な診療への移行を目指す。 

   ②発熱患者等の診療に対応する医療機関名等を都道府県において公表す    

る仕組みを当面、継続する。 

   

  イ 県の取組 

    国の基本的な考え方を踏まえ、本県では、県民に浸透している「診療・検

査医療機関」の名称を引き続き使用の上、その拡充に向けて次のとおり取

り組んだ。 

   ①県内の医療機関に対し、診療・検査医療機関への新規指定及び継続につ

いて、知事と県医師会長との連名による書簡の発送と知事から呼びかけ

るメッセージ動画を配信（令和５年４月） 

   ②５類移行後の診療報酬上の変更点などについて、医療機関向けの説明動

画を県ホームページで公開（令和５年４月） 

   ③新たに保険医療機関登録をした医療機関に対し、診療・検査医療機関の

指定申請について知事名の書簡を発送（令和５年５月～） 
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   ④県内の医療機関に対し、新たな患者受け入れに必要な換気や医療設備等

に係る補助制度の周知を行う際に、併せて、診療・検査医療機関への新

規指定についても依頼文を発送（令和５年７月） 

   ⑤新型コロナの検査公費に係る委託契約を締結した実績のある医療機関の

うち、診療・検査医療機関未指定の医療機関に対し、診療・検査医療機

関の新規指定を依頼（令和５年９月） 

   ⑥県内医療機関に対し、県医師会、県保険医協会及び保健所を通じて、診

療・検査医療機関の新規指定を呼びかけ（令和５年９月） 

     

    以上の取組の結果、令和５年９月３０日現在の診療・検査医療機関数は

１，８４４医療機関となり、令和５年５月７日時点の１，７１２医療機関か

ら１３２医療機関増加した。 

   

  ウ 根拠法令・事務連絡等 

   ①令和５年３月１０日付け新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型

コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体

制及び公費支援の見直し等について」 

   ②令和５年３月１７日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症

法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的

内容について」 

 

（３）国への要望 

  ５類移行後に幅広い医療機関において新型コロナ診療に対応ができる体制

の構築を目指し、発熱患者等に対応する医療機関の維持・拡大に必要な診療・

検査に係る診療報酬の改善を行うことについて、以下の要望を行った。 

  令和５年 ６月 １日 定期要望（ポストコロナ・物価高騰別冊） 

  令和５年 ６月１６日 知事による大臣要望 

  令和５年 ７月２５日 全国知事会要望 

 

（４）その他継続の取組事項 

  ・診療・検査医療機関の指定・公表【再掲】 

  ・診療・検査医療機関 検索システムの運用【再掲】 

  ・長期休暇期間中（お盆）の診療予定の公表【再掲】 

  ・診療・検査医療機関のひっ迫状況の把握【再掲】 
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参考 第１波～５類移行後の取組内容 

 取組内容 第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第６波 第７波 第８波 5 類移行後 

１ 帰国者・接触者外来 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

２ 
ＰＣＲ検査対応方針の策

定 
〇        

 

３ 
発熱外来ＰＣＲセンター

の設置、運営 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

４ 
診療・検査医療機関の指

定・公表 

  
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

５ 
診療・検査医療機関への  

協力金支給 

  
○ 

      

６ 診療ガイドラインの作成 
  

○ 
      

７ 
診療・検査医療機関検索  

システムの開設、運用 

  
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

８ 
発熱時の受診の流れを記

載したチラシの作成・配布 

  
○ 

 
○ 

    

９ 
長期休暇期間中等の 

診療・検査体制の強化 

  
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

10 
長期休暇期間中の診療予

定の公表 

    
○ ○ ○ ○ ○ 

11 
診療・検査医療機関のひっ

迫状況の把握 

     
○ ○ ○ ○ 

12 
外来医療体制整備計画の 

策定 

       
○ 

 

13 国への要望 
  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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埼玉県ＰＣＲ検査等無料化事業 

  

１ 概要 

  本県では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金「検査促進枠」

を活用し、健康上等の理由によりワクチン接種ができない者の検査や、感染に

不安を感じる無症状の住民の検査を無料とした。県内約６００か所の薬局、ド

ラッグストア等で、令和３年１２月２３日から令和５年３月３１日までに延

べ約１５５万回の無料検査を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 ア ＰＣＲ検査等無料化事業 

   令和３年１１月１２日に政府対策本部において「次の感染拡大に向けた

安心確保のための取り組みの全体像」が決定された。日常生活や経済社会活

動における感染リスクを引き下げるため、ワクチン接種や検査による確認

を促進することが有効であるとして、都道府県による検査無料化の取組に

対し国が支援を行うことが定められた。 

   これを受け、令和３年１２月２０日、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金「検査促進枠」が創設された。 

   検査促進枠を活用した無料検査は、２種類に分かれる。 

   １つ目は、「ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業（以下、「定着促進

事業」という。）」である。これは、ワクチン・検査パッケージ制度を浸透さ

せるため、健康上等の理由によりワクチン接種ができない者の検査を無料

化するものである。 

   ２つ目は、「感染拡大傾向時の一般検査事業（以下、「一般検査事業」とい

う。）」である。これは、感染拡大傾向時に新型インフルエンザ等対策特別措

置法第２４条第９項等に基づき、知事が感染に不安を感じる無症状の県民

に検査を受けることを要請し、県民がこれに応じて検査を受検する場合の

検査を無料化するものである。 

   定着促進事業を令和３年１２月２３日から令和４年８月３１日まで、一

般検査事業を令和３年１２月２８日から令和５年３月３１日まで実施した。 

 

 イ 「ゴールデンウィーク」に向けた検査体制の強化について 

   令和４年４月１５日付け事務連絡で、国から、「ゴールデンウィーク」の

期間においては、無料検査事業の検査需要の増加が見込まれるところであ
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り、期間中の帰省等を通じた感染拡大を防止する観点からも、出発前に検査

を容易に受けられるよう体制の拡充を図る必要がある、との通知があった。 

   具体的には、駅や空港など不特定多数の者が集まる場所において臨時の

検査拠点の設置促進や、既存の検査拠点での検査処理能力の拡充を求めら

れた。 

   そこで、本県では４月２６日（火）～５月８日（日）までの期間、県内３

か所に臨時検査所を設置し、連休中の検査需要増加に対応し、３，２６２件

の無料検査を行った。 

 

 【ＧＷ】設置期間 ４月２６日（火）～５月８日（日） 

検査会場 件数 設置期間 

南部検査会場（大宮駅） 1,601 4/28-5/8 

東部検査会場（南越谷ラクーン） 579 4/29-5/8 

けやき台検査会場（所沢保健所跡地） 1,082 4/26- 

合   計 3,262 （陽性 58件） 

 

（２）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ア ＰＣＲ検査等無料化事業（継続） 

   引き続き、ＰＣＲ検査等無料化事業を行った。 

   令和４年８月２４日付け事務連絡で、令和４年８月末で定着促進事業を

終了する旨の通知があった。 

   定着促進事業については、令和４年６月１７日付け事務連絡「新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いの

変更について」１により、令和４年８月末まで実施することとしたところ、

当該期限をもって終了することとする。なお、定着促進事業の制度自体は存

置することとし、経済社会活動を目的とした検査需要の増加が想定される

大型連休等に際し、当該事業の再開要否を判断してお知らせすることとす

る、とのことであった。 

 

 イ お盆期間中の検査体制の確保について 

   令和４年７月８日付け事務連絡で、国から、お盆期間中においては、無料

検査事業の検査需要の増加が見込まれるところであり、期間中の帰省等を

通じた感染拡大を防止する観点からも、出発前に検査を容易に受けられる

よう体制の拡充を図る必要がある。お盆期間に伴い休業する事業者もある

ことから、経済社会活動を行うに当たり必要な検査の提供が一部の地域で

困難となることも想定される、との通知があった。 
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   具体的には、必要な検査が実施できる体制を確保できるよう、管内の実施

事業者との調整を行うとともに、お盆期間の検査需要が増加し、直前期に検

査キットの発注が集中する可能性が見込まれることから、７月のうちに必

要な検査キットの発注を行うことを求められた。 

   そこで、本県では８月５日（金）～８月１８日（木）までの期間、県内１

か所に臨時検査所を設置し、５，０９７件の無料検査を行った。 

 

 【お盆休み】設置期間 ８月５日（金）～８月１８日（木） 

検査会場 件数 設置期間 

大宮臨時検査場（大宮駅） 5,097 8/5-8/18 

合   計 5,097 （陽性 199件） 

 

（３）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 ア ＰＣＲ検査等無料化事業 

   令和５年３月３日にレベル１としたことに伴い、令和５年３月３１日を

もってＰＣＲ検査等無料化事業を終了することとした。 

 

 イ 年末年始期間中の検査体制の確保について 

   令和４年１２月６日付け事務連絡で、国から、年末年始期間中においては、

無料検査事業の検査需要の増加が見込まれるところであり、期間中の帰省

等を通じた感染拡大を防止する観点からも、出発前及び帰省先等から戻っ

た際に検査を容易に受けられるよう体制の拡充を図る必要がある。一方で、

年末年始期間に伴い休業する事業者もあることから、必要な検査の提供が

一部の地域で困難となることも想定される、との通知があった。 

   あわせて、年末年始期間に限り定着促進事業を再開し、臨時の検査拠点の

設置等、体制拡充に向けた取組を行うよう依頼があった。 

   そこで、本県では１２月２４日（土）～１月８日（日）までの期間、県内

２か所に臨時検査所を設置し、３，８３１件の無料検査を実施した。 

 

 【年末年始】設置期間 １２月２４日（土）～１月８日（日） 

検査会場 件数 設置期間 

大宮臨時検査場（大宮駅） 3,067 12/24-1/8 

越谷臨時検査場（南越谷ラクーン） 764 12/29-1/3 

合   計 3,831 （陽性 182件） 

 ※件数は無効分を含まない 
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【検査実績】（実績値） 

 令和３年１２月２３日（木）～令和５年３月３１日（金） 

項 目 件数 合計 （陽性） 

定着促進事業 ＰＣＲ検査 55,226 95,755 1,423 

抗原定量検査 8 

抗原定性検査 40,521 

一般検査事業 ＰＣＲ検査 1,062,694 1,450,299 60,887 

抗原定量検査 103 

抗原定性検査 387,502 

合計 1,546,054  

 

 【検査件数推移】 

 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）診療所開設状況の確認 

  当初、登録時に医療機関等の事業実態を確認するスキームとなっていなか

ったため、廃業した医療機関名で登録した者があり、登録を取消した事案が発

生した。このため、新規登録の審査において診療所開設状況の確認等を行うこ

ととした。 

 

（２）不正や不適正な検査への対応 

  補助金審査は書面により行うため、実施要領に基づかない方法による検査

や、検査申込書の偽造による水増し請求については不正を把握できず、補助金

を交付した事案が発生した。このため、検査件数が多い事業所については調査
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を行い、適正と認められないものについては返還を求めた。 

 

（３）国への要望 

  社会経済活動を推進するため、知事が、不安を感じる県民の検査について必

要と認める場合は、感染レベルに関わらず一般検査事業を実施できるよう、併

せて、一般検査事業が円滑に実施できるよう地方創生臨時交付金「検査促進枠」

の交付について特段の配慮を求め、以下の要望を行った。 

  令和４年６月１５日 緊急要望 

 

４ ＩＣＴの活用 

  全実施事業者へ無料検査の実施状況調査を行い、回答は電子申請・届出サー

ビスを活用して受理した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  専用ホームページ、テレビ、ラジオ、新聞、電車中吊、車内ビジョン、屋外

ビジョン、インターネット広告 

 

６ 自己評価 

  感染拡大傾向時の一般検査事業を県内約６００事業所で実施したことによ

り、感染に不安のある無症状者が検査のために医療機関へ殺到することを防

止し、医療機関のひっ迫を抑制する効果があったと評価する。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  感染レベルを問わず、知事が必要と判断する期間は国負担で無料検査を実 

施できるようにすること。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型コロナウイルス感染症対策本部決定（令和３年１１月１２日付） 

  次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像 

 ・「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「検査促進枠」

の取扱いについて」（令和３年１２月２０日付け内閣府地方創生推進室・内

閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室事務連絡） 

 ・「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「検査促進枠」

の取扱いについて７（「ゴールデンウィーク」に向けた検査体制の強化につ

いて）」（令和４年４月１５日付け内閣府地方創生推進室・内閣官房新型コロ

ナウイルス等感染症対策推進室事務連絡） 
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 ・「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「検査促進枠」

の取扱いについて１０（お盆期間中の検査体制の確保について）」（令和４年

７月８日付け内閣府地方創生推進室・内閣官房新型コロナウイルス等感染

症対策推進室・厚生労働省医薬・生活衛生局総務課・厚生労働省医政局地域

医療計画課・厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

 ・「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「検査促進枠」

の取扱いについて１７（年末年始期間中の検査体制の確保について）」（令和

４年１２月６日付け内閣府地方創生推進室・内閣官房新型コロナウイルス

等感染症対策推進室・厚生労働省医薬・生活衛生局総務課・厚生労働省医政

局地域医療計画課・厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事

務連絡） 

 ・「COVID-19の五類感染症への移行に伴う一般検査事業の終了等について」（令

和５年３月１０日付け内閣府地方創生推進室・内閣官房新型コロナウイルス

等感染症対策推進室事務連絡） 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和３年度     ８７６，２６６千円 

      令和４年度  １１，９９４，０９２千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金「検査促進枠」 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年３月３１日に事業を終了しており、その後の対応はない。 
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入院調整 

 

１ 概要 

  感染症法第１９条に基づき、感染症指定医療機関等へ入院勧告・措置された

患者等に対し、症状に応じ適切な療養のできる病院に入院調整した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

 ア 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけと入院調整の実施 

   感染症法では、一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症

は通院医療では対応できない感染症であり、強制的に入院させる権限を都

道府県知事に与えている。 

   新型コロナウイルス感染症は、令和２年１月２８日に指定感染症（二類相

当）に位置付けられ、その後、令和３年２月１３日から新型インフルエンザ

等感染症の一類型として追加された。 

 

 イ 第二種感染症指定医療機関への受入依頼 

   国では令和２年１月１６日に国内初の陽性者を発表し、県では令和２年

２月１日に県内初の陽性者を発表した。当初は、国から依頼のあった水際対

策で空港等での検疫により判明した陽性者や県内で確認された陽性者につ

いては、感染症法上の第二種感染症指定医療機関（１３病院）に受入を依頼

した。 

 

 ウ 新型コロナウイルス感染症県調整本部の設置 

   ２月２５日、国が定めた新型コロナウイルス感染症対策の基本方針では、

風邪症状が軽度である場合は自宅での安静・療養を原則とすることとされ

たが、当初本県では感染者は原則入院としていた。３月１日付け国事務連絡

で、高齢者や基礎疾患を有する方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、

妊産婦以外の者で、症状がない又は医学的に症状が軽い方には、ＰＣＲ等検

査陽性であっても、自宅での安静・療養を原則とすることとされた。 

   ４月１日に、入院が必要な者への円滑な入院調整を実施するため、新型コ

ロナウイルス感染症県調整本部（以下、「県調整本部」という。）を設置し、

全県を対象に保健所からの依頼に基づき入院先を調整することとした。本

部長には、県内の呼吸器病の専門医を充てたほか、本部員には、感染症対応

の経験豊富な看護師を配置するとともに、県職員も参加した。 
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 エ 受入医療機関の拡大に向けて 

   県内での陽性数の増加への対応として、入院受入医療機関を拡大するこ

とが急務となり４月２日、４月７日に緊急対策会議を開催し、病院長に県内

の状況を説明し、受入への協力を求めた。 

  

 オ 重症支援コーディネーターの派遣 

   陽性者の増加に伴い、患者の重症度による適切な振り分けが必要となっ

た。そこで、４月２０日に県内の医療機関のＤＭＡＴや救急医、集中治療医

のうち一定以上の経験がある医師を重症支援コーディネーターとして任命

し、県調整本部を支援する体制を構築した。 

 

 カ 入院者数の推移 

   ２月１日に県内ではじめての陽性者が確認され、県内医療機関に入院し

た。発生当初は、陽性者はすべて入院することとなっていたため、陽性者の

増加に伴い、入院者数も増加した。５月５日には、第１波最大となる２９１

人が入院した。重症者は１６人であった。その後、陽性者の減少に伴い入院

患者数も減少し、５月２１日は９６人と１００人を割りこみ、６月９日には

２６人となった。重症者は４月２３日の２２人をピークに５月２０日には

４人まで減少した。 

 

  入院者数   最大 ２９１人（５月 ５日） 

   うち重症者 最大  ２２人（４月２３日） 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 ア 病床確保計画によるフェーズに応じた病床確保（令和２年７月１０日） 

   ７月１０日に病床確保計画を策定し、計画に基づくフェーズに応じて、各

医療機関に病床を確保し、入院調整を行った。 

 

 イ 三密（密接・密閉・密集）によるクラスター発生に伴う入院調整依頼 

 

 ウ クラスタ―対策の強化 

   ７月には、埼玉県クラスター対策チーム、通称ＣＯＶＭＡＴ（コブマット）

を設置した。クラスターが形成される恐れがある医療機関や福祉施設等へ

の感染拡大防止についての助言・支援等を開始した。 
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 エ 総合リハビリテーションセンターにおける入院受け入れ（令和２年８月

～） 

   総合リハビリテーションセンターでは、一般病院での対応が難しいとさ

れる障害のある方や認知症等で常時介助を要する方など対応が困難な方や、 

高齢者を積極的に受け入れ、県立病院としての責務を果たしてきた。 

   令和２年８月から令和５年３月末までに計５０２人を受け入れ、このう

ち対応困難な方は３２４人（約６５％）、後期高齢者は２１３人（約４２％）

であった。 

 

 オ 入院者数の推移 

   陽性者はさらに減少し、６月１６日には１９人となった。その後は増加に

転じ、７月３日には１０３人、７月１５日には２０３人となった。８月２日

には２９６人と第１波を上回り、８月１０日には第２波の最大となる 

  ３６２人が入院した。その後、横ばいで推移し、８月２３日に再び３６２人

が入院して以降、緩やかに減少し、９月１０日には１７８人となった。 

   重症者は７月３１日には第２波最小の２人となったが、その後増加に転

じ、８月２３日には第２波最大となる１３人となった。 

 

  入院者数   最大 ３６２人（８月１０日、８月２３～２４日） 

         最小  １９人（６月１６～１７日、６月１９日） 

   うち重症者 最大  １３人（８月２３日ほか） 

         最小   ２人（７月３１日～８月２日） 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 ア 季節性インフルエンザとのツインデミックに備える 

   外来体制の強化とともに、入院受入体制の拡充を図った。 

 

 イ 医療機関、高齢者福祉施設におけるクラスターの発生に伴う入院調整 

   ＤＭＡＴをクラスター発生施設に派遣することで、現地でのトリアージ

を実施し、入院が必要な患者の入院受入を調整した。 

 

 ウ 後方支援医療機関の運用開始（令和２年１１月３０日） 

   療養解除となった患者のうち、引き続き入院治療が必要な患者の受入医

療機関の情報を共有できるようにした。県調整本部でも転院調整を行った。  
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 エ 年末年始の受入輪番の依頼 

   重症患者の増加に伴い令和２年１２月１６日には、重症病床確保に係る

メディカル・アラートを発出した。また、冬は、心筋梗塞や脳卒中など一般

医療に係る患者が増加する時期であり、年末年始を迎えるにあたり、受入医

療機関に輪番を依頼し、入院調整した。 

 

 オ 感染症法の改正 

   令和３年２月３日に新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改

正する法律が公布され、これに伴い、感染症法の一部が改正された。改正法

では、入院勧告・措置の対象を高齢者など病状が重篤化する恐れのある者等

に限定することが明示された。また、入院先から逃げた場合又は正当な理由

がなく入院措置に応じない場合は過料を処すものとされた。 

 

 入院勧告・措置の対象（感染症法施行規則第２３条の６） 

病状又は病状の程度が重篤化する恐れを勘案して厚生労働省令で定める

者 

①６５歳以上の者、呼吸器疾患を有する者 

②腎臓疾患等により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認めら

れる者 

③臓器の移植等により免疫の機能が低下しているおそれがあると認めら

れる者 

④妊婦 

⑤中等症以上の者 

⑥症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める者 

⑦都道府県知事等が感染症のまん延を防止するために入院させる必要が

あると認める者 

⑧宿泊療養・自宅療養の協力の求めに応じない者 

 

 カ 入院者数の推移 

   入院患者は緩やかに減少を続け、９月２９日には１５４人となった。９月

３０日以降、増加に転じ、２００人台で推移していたが、１１月７日に 

３０９人となり１１月１２日には３７９人と、第２波の入院患者を超えた。

その後急増し１１月２１日は５１３人、１１月２８日には６０１人となっ

た。さらに、１２月２４日には７２０人、年明け１月１日に８０９人となっ

た。２月１日には第３波最大となる９７４人が入院した。入院患者の減少は

緩やかだったが２月１７日に８７１人まで減少し、２月２２日には７７１
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人となった。 

   重症者は当初１ケタで推移し１０月２日の５人が第３波最小であった。

１１月１４日に１０人となって以降増加に転じ、１２月１５日には４２人、

年明け１月５日には７０人となった。１月２６日には第３波最大となる 

９２人となった 。その後、減少し２月２２日には３８人となった。 

 

  入院者数   最大 ９７４人（２月 １日） 

         最小 １５４人（９月２９日） 

   うち重症者 最大  ９２人（１月２６日） 

         最小   ５人（１０月２日～４日） 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

 ア 症例検討会の開催（令和３年２月３日～令和３年１１月１０日 計１０回） 

   国内流行が始まって１年が経過し、診療に関する知見も集まり整理され

てきた中、入院受入医療機関同士のつながり・情報共有のためＺｏｏｍによ

る症例検討会を開催した。テーマは、その時点での課題をとりあげ、現場の

悩みや課題を共有し、診療の質の向上を図るとともに、安心感と一体感をも

って、各医療機関が診療にあたれるよう心掛けた。 

 

 イ 県調整本部の機能強化 

   令和３年５月１３日の第３０回専門家会議において、県調整本部と患者

搬送体制を強化することが決定された。入院調整を行う看護師を増員し、８

時３０分から２２時までの間で勤務時間を割り振り、夜間帯はオンコール

対応とすることとされた。あわせて、患者急増への対応や容態の落ち着いた

患者の転院搬送等、搬送体制を強化するため、搬送車両を倍増した。これに

より、ピーク時にも患者搬送に対応できる体制を構築した。 

 

 ウ 入院調整のためのリスク表を制定（令和３年６月） 

   第３波では、感染者が増加し入院調整が困難になるケースもあったこと

から、国は、次の感染拡大に備えて改めて医療提供体制を整備するよう通知

を発出した。（令和３年３月２４日付け事務連絡「今後の感染拡大に備えた

新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」）この通知では、

感染が拡大して医療への負荷が高まっているときに、入院治療が必要な方

が入院できるよう、判断基準の明確化を行った上で、保健所や医療機関等が

共有しておくことが求められた。 

   通知を受け本県における入院の判断基準の案として「リスク表」を作成し
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た。このリスク表は、各保健所や県調整本部が同じ基準で「入院治療が必要

な患者」を判断することができるよう症状やリスクをスコア化したもので

ある。それぞれの患者について、検査所見や症状、基礎疾患等の項目につい

て点数をつけ、一定の点数を超えた場合は、入院調整の対象とすることとし

た。ただし、医師が入院を必要と判断する場合には点数によらず入院調整を

行う。 

   リスク表は第３０回専門家会議に諮って決定し、関係者間で共有した。 

  

 エ 入院者数の推移 

   ４月１５日に４６１人であった入院者数は４月２２日に５０４人、４月

３０日には６０４人、５月５日には７０２人と急激に増加し、５月１１日に

は第４波最大となる７６５人となった。その後、緩やかに減少し、６月１０

日には第４波最小の４４８人となった。 

   重症者は４０人前後で推移していたが、５月１２日には５１人、５月２２

日には第４波最大となる５５人となった。 

 

  入院者数   最大 ７６５人（５月１１日） 

         最小 ４４８人（６月１０日） 

   うち重症者 最大  ５５人（５月２２日） 

         最小  ２８人（４月２８日） 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 ア 重症患者の搬送調整・転院調整 

   ７月下旬からの感染者の急増による病床のひっ迫を受け、８月１９日に

一般医療を相当程度制限しながらコロナ患者に対応する感染者急増時体制

に移行した。しかし、入院調整は難航し、入院までの待機時間が４８時間を

超える患者も発生した。 

   デルタ株の流行により、肺炎によって重症化する患者が増加し重症病床

がひっ迫したため県全体で重症患者を受け入れる体制を構築した。重症化

した患者の転院搬送に、重症支援コーディネーターが依頼元の医療機関に

赴き、患者の状態を把握した上での転院を行ったケースもあった。ＥＣＭＯ

や人工呼吸器管理が必要な重症患者への対応に重症支援コーディネーター

の助言をいただいた。   

 

 イ 酸素ステーションの設置（再掲） 

   ９月１日、高齢者以外でも肺炎によって重症化する患者が多くみられた
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ことから、入院が決まるまでの間、酸素投与を行うための施設として酸素ス

テーションを開設した。 

 

 ウ 入院調整のためのリスク表の点数見直し（令和３年９月） 

   ６月に制定した入院調整のためのリスク表では、有症状かつスコア合計

１点以上を入院調整対象としていた。第５波においては新規陽性者が急増

し、病床使用率が６０％を越えたことから６点以上を入院調整対象として

いた。 

   ９月に入り、急激に陽性者が減少するとともに病床使用率が６０％を下

回ってきたことから入院基準を見直した。また、７月から認められた抗体カ

クテル療法の実施に伴い陽性患者の振り分け基準について整理した。入院

調整のリスク表で３点以上を入院対象、１～２点の場合、抗体カクテル療法

を実施できることとした。９月２１日に開催した第４５回新型感染症専門

家会議において諮り、決定した。 

 

 エ 第５波振り返り会の開催（令和３年１０月２８日） 

   １０月２８日に、第５波を振り返り、重症、中等症患者の受入病院や、小

児患者対応などのグループに分かれて、Ｚｏｏｍによるディスカッション

を実施した。肺炎が重症化した時の臨床対応や治療薬の使用方法など有意

義な意見交換となった。 

 

 オ 入院者数の推移 

   ６月２４日には２８２人であった入院者数は７月１２日に４１０人とな

ったあたりから急激に増加し、７月１５日に５０３人、わずか３日後の７月

１８日には６１２人となり、８月３日には過去最多となる９８９人、８月５

日には１，００７人と千人台を突破した。その後も新規陽性者数のピークを

超えても入院患者は増え続け、９月４日に第５波最大となる１，３５４人と

なった。この日を境に急激に減少しはじめ、９月１８日には９１６人と千人

を割り込むと、９月２６日には５８６人となり、１０月２５日には令和２年

７月２日以来の２ケタとなる９２人となった。その後、１１月は５０人前後

で推移し、１２月１３日には第５波最小となる３０人となった。 

   重症者は、７月に入り緩やかに増加していたが、７月２８日に５０人とな

ってから急増し、２週間後の８月１０日には１０２人と倍増した。その後も

増加を続け、８月２８日には第５波最大となる１６５人となった。９月１日

を境に減少し、１０月１１日３０人、１１月１７日には９人と１ケタとなっ

た。 
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   １２月８日には第５波最小となる２人となった。 

  入院者数   最大 １，３５４人（ ９月 ４日） 

         最小    ３０人（１２月１３～１４日） 

   うち重症者 最大   １６５人（ ８月２８日、９月１日） 

         最小     ２人（１２月 ８日） 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 ア オミクロン株への変異に伴う水際対策への対応（令和３年１１月～１２

月） 

   オミクロン株については、令和３年１１月にＷＨＯが懸念される変異株

に指定した。国は、水際対策として、指定国・地域からの入国者に対しては、

検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めていた。しかし、濃厚接触者が多

くなり国が確保している宿泊施設だけでは不足したことから、県が確保し

ている宿泊療養施設に入所させるとともに、国の確保している施設から県

の確保している施設までの搬送も県が行うこととされた。 

 

 イ 入院調整のためのリスク表の項目及び点数の見直し（令和４年１月） 

   第５波の症例や国の専門家の意見を踏まえ、重症因子のリスク評価を見

直し、入院調整用のスコア等を改定するため、第５０回新型感染症専門家会

議に諮った。委員からはワクチン接種の進展に伴い、検討するようにご意見

があった。オミクロン株による新規陽性者の急拡大により、入院調整用のリ

スク表の運用を見直し、感染拡大期には６点以上を入院調整の対象とする

こととした。また、診療の手引きを参考に、これまでの臨床現場の状況や重

症化の例を踏まえ、新型感染症専門家の意見を伺い、リスク表のスコアを見

直した。 

 

 ウ 基礎疾患等への対応状況調査（令和４年４月～５月） 

   オミクロン株においては、デルタ株と異なり新型コロナによる重症肺炎

のほか、基礎疾患の悪化や骨折等により入院調整に支障が出ることが多く

なった。そこで、新型コロナ陽性者であっても入院受入対応できる診療科に

ついて、医療機関に対し調査を行い、入院調整に活用した。 

 

 エ 入院者数の推移 

   １２月１５日時点では第６波最小となる２５人であり、しばらく横ばい

であった。１２月２９日に４０人となって以降増加し始めた。１月６日に 

１１２人となってから急激に増加し、１月８日には２１２人、１月１３日に
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は４０２人と１週間で４倍になった。さらに増加が続き、１月２５日に 

８４６人、２月３日には１，３５９人と過去最高を記録、さらに２月２１日

には第６波最大となる１，８０７人となった。これは、新型コロナの全期間

を通して最大の入院者数である。その後は緩やかに減少し、３月２４日 

９２９人、４月２０日６８１人、５月１１日には３９３人となった。 

   重症者は、１２月１５日時点の３人から１２月２４日に１人となり１月

１５日まで１人であったが、その後増え始め１月３１日に２０人、その２日

後の２月２日に４１人と急増した。２月９日に６３人となってからは横ば

い状態となり２月２５日に第６波最大となる６４人となって以降、緩やか

に減少した。４月４日には１９人、４月２４日には８人と１ケタになり、５

月１８日に重症者がいなくなった後は、しばらく０または１人という状況

が続いた。 

 

  入院者数   最大 １，８０７人（ ２月２１日）全期間通じて最多 

         最小    ２５人（１２月１５日、２５日） 

   うち重症者 最大    ６４人（ ２月２５日） 

         最小     ０人（ ５月１８日ほか） 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ア 感染力の強いオミクロン株の流行により患者数の急増 

   夏の感染症が流行する中、小児の患者が増加し、小児科学会から小児の医

療体制の強化について要望が出された。また、妊産婦、透析等、特別な配慮

が必要な患者の増加への対応のため、各関係団体との協議を行った。 

 

 イ オミクロン株における入院調整の考え方を設定（令和４年８月４日） 

   オミクロン株の感染性・伝播性の高さから感染が急拡大し、病床がひっ迫

している最中においては、入院を要する陽性者のトリアージが重要となる。

そこで、当面の間、入院調整に当たっては新たなスコア表を適用した「オミ

クロン株における入院調整の考え方」を設定した。 

 

   また、以下の場合は次のとおりとした。 

 ・３７週以降の妊婦・透析の陽性者は、入院待機のハイリスク者として

保健所と県調整本部で情報共有する。保健所が健康観察を行い、体調

急変時には入院調整を行う。 

 ・小児（１５歳以下）の陽性者は、普段の様子と変わった点がないかを

よく確認し、まずは外来調整を行う。外来調整に当たって保健所が県
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調整本部の意見を求めることは可能である。 

 ・福祉施設入所者（高齢者及び障害者）は、施設内での療養を基本と

し、速やかに抗ウイルス薬の投与や在宅酸素等の医療提供を行う。そ

の上で、施設内で療養困難な体調悪化時には入院調整を行う。 

 ・基礎疾患のある陽性者は従来のリスク表を参考にハイリスク者として

保健所が健康観察を行い、体調悪化時には入院調整を行う。 

 ・いずれにおいても、入院後に症状が改善した場合、療養期間内であっ

ても転院や宿泊療養施設、福祉施設、自宅への下り搬送を積極的に行

う 

 

 ウ 入院者数の推移 

   ６月３０日に１８８人となって以降、急激に増加した。７月６日に３０１

人、７月１１日は４５０人、７月１７日には７００人となり、７月２３日 

１，００９人と千人を突破した。その後、８月１３日には第７波最大となる

１，７４９人となった。以後、緩やかに減少し、１０月６日には４８３人ま

で減少した。 

   重症者は、６月中は０～２人で推移し、７月に入ってもしばらく１ケタが

続いた。７月２０日に１０人となって以降増加したが、８月１日に３２人と

なり、その後３０～４０人で推移した。８月１３日には第７波最大となる 

４２人となった。その後緩やかに減少し、９月３０日には８人、１０月４日

には２人となった。 

 

  入院者数   最大 １，７４９人（ ８月１３日） 

         最小   １６１人（ ６月１６日） 

   うち重症者 最大    ４２人（ ８月１３日） 

         最小     ０人（ ６月 ６日ほか） 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 ア 季節性インフルエンザとの同時流行を想定した入院体制の点検・強化 

   １１月２１日の国事務連絡において、オミクロン株の特性等を踏まえて、

高齢者等重症化リスクの高い方を守るとともに、通常医療を確保するため、

限りある医療資源の中でもこうした方に適切な医療を提供するための保

健・医療体制の強化・重点化を進めていく「Ｗｉｔｈコロナに向けた政策の

考え方」を踏まえ、引き続き、入院治療が必要な患者が優先的に入院できる

体制を強化し、入院対象者の適切な調整、病床の回転率向上のほか、平時か

らの高齢者施設等における医療支援の取組を強化することとされた。 
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   これを受け、県では、高齢者施設に対し施設内療養を促進するため、派遣

医師のチームを設置し、施設内で陽性者が発生した場合に迅速に症状の確

認や治療薬を投与できる体制を整えた。 

 

 イ 感染症法上の分類変更に伴う医療提供体制の検討 

   政府は新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、１月２７日に

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対

応方針」を決定した。これにより、オミクロン株とは大きく病原性が異なる

変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、５月８日から５類感

染症に位置づけることとされた。医療提供体制では、幅広い医療機関で患者

が受診できる医療体制に向けて必要となる感染対策や準備を講じつつ段階

的な移行を目指すこととされた。 

   そこで、県医師会と共同で３月９日と３月２９日の２回、検討会議を開催

した。検討会議において、入院医療体制の県における基本的な考え方を整理

し、夏に感染拡大する場合に備え、全ての医療機関で入院依頼を断らない仕

組みを構築することを目指すこととした。 

 

 ウ 入院者数の推移 

   １０月に入り４００人台まで減少したものの、横ばいで推移していた。 

  １１月３日に５１３人となってから増加に転じた。１１月２１日に 

  １，０００人を超えてから急増し、１２月５日に１，５０４人となった。１

月９日に第８波最大となる１，６８４人となった後、減少に転じ２月２日に

９９６人、２月１８日に４７０人、３月２０日に２００人を切って１９１人

となった。 

   重症者は、１ケタで推移していたが、１０月２６日に１０人となり、１１

月はほぼ１０人台で推移した。１２月１日には２４人となり２０人台で推

移していたが、年末から増加し、１月６日には第８波最大となる４５人とな

った。２月１日には２７人、３月３日には９人となり、３月２６日には第８

波最小となる１人となった。 

 

  入院者数   最大 １，６８４人（ １月 ９日） 

         最小   １０８人（ ４月 ２日、５日） 

   うち重症者 最大    ４５人（ １月 ６日） 

         最小     １人（ ３月２６日ほか） 
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３ 実施上の課題と対応 

  県内の医療機関には「県民の命を守る」という使命感による理解と協力をい

ただき、県内全域の入院調整を県調整本部により実施する体制を構築するこ

とができた。その中で、病床確保計画により、空床補償した上での受入病床を

設定することは、各医療機関の受入体制を推進するためには必須であった。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  第５波の感染拡大後、多くの患者の調整を行う上で、電話のみでのやり取り

には限界があり、県保健所とのＺｏｏｍを使った情報共有を開始した。（令和

３年１２月）同時期、ＨＥＲ－ＳＹＳ（新型コロナウイルス感染症等情報把握・

管理システム）による患者情報の共有も進んだ。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  県ホームページ掲載 

  ・これまでのクラスター対応から得られた知見と今後の対策について 

  ・入院調整のためのリスク表 

 

６ 自己評価 

  早期に全県を対象として、政令・中核市を含めた入院調整を県調整本部で行

うことを決定したのは、医療提供体制に偏在があり、広域での調整が必要にな

ることを考えると妥当であった。 

  波ごとに、重症支援コーディネーターの先生方と振り返りを行い、次の感染

拡大に備え課題を確認し、対策を検討し対応することができた。 

  感染者数が急増し、入院の必要な方が増えるピーク時において、県調整本部

がリスク表を策定し入院対象者の範囲を明確にしながら患者の療養先の振り

分けを行うトリアージ機能を有して入院調整を行ったことは、優先順位をど

こかでつけなければならない状況においては、一定の効果があった。 

  他方、一般医療との両立を図るため、病床ひっ迫時には入院待機施設や一時

受け入れ施設の整備のほか、速やかに転退院できる後方支援の整備を図る必

要があった。 

  また、全県を対象として入院調整の一元化を図ったことから、休日、夜間を

問わず２４時間３６５日体制で業務を遂行せざるを得ず、職員の負担は大き

かった。保健所設置市との連携にも課題を残した。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・患者受入のための医療機関の準備体制（新法で位置付けられている） 
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 ・感染拡大期には県調整本部への依頼が集中し、派遣看護師や応援職員を増

員配置しても、２４時間３６５日の業務遂行は大変厳しかった。 

  政令・中核市にも全県の受入医療機関の状況を理解していただくことは重

要であり、将来、同様の事態になった場合には、４市との共同設置や４市

からも職員応援を入れるなどの工夫による県調整本部体制の強化が必要。 

 ・患者の症状によっては県境を越えた入院調整の実施の必要があり、国が率

先して行う必要があった。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第１９条 

 ・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コ

ロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて」（令和２年

２月３日付け健感発０２１０第３号厚生労働省健康局結核感染症課長通知） 

・「新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について（依頼）」（令

和２年２月３日付け厚生労働省健康局結核感染症課長事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保に係る支援について」

（令和２年２月１８日付け健感発０２１８第２号・医政地発０２１８第２号

厚生労働省健康局結核感染症課長・厚生労働省医政局地域医療計画課長通知） 

・「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策（サーベ

イランス、感染拡大防止策、医療提供体制）の移行について」（令和２年３

月１日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第１版」の周知に

ついて」（令和２年３月１７日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対

策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療

提供体制等の整備について」（令和２年３月１９日付け厚生労働省新型コロ

ナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者へのフォロー

アップ及び自宅療養時の感染管理対策について」（令和２年４月２日付け厚

生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療

提供体制等の整備の更なる推進について」（令和２年４月８日付け厚生労働

省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の感染症法の運用の見直しに関するＱ＆Ａにつ

いて」（令和２年１０月１４日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対

策推進本部事務連絡） 
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・「11月以降の感染状況を踏まえた病床・宿泊療養施設確保計画に基づく病床・

宿泊療養施設の確保及び入院措置の対象について（要請）」（令和２年１１月

２２日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備に

ついて」（令和３年３月２４日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対

策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供

体制の移行及び公費支援の具体的内容 について」（令和５年３月１７日付け

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の令和５年１０月以降の医療提供体制の移行及

び公費支援の具体的内容について」（令和５年９月１５日付け厚生労働省新

型コロナウイルス感染症対策本部ほか事務連絡） 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度   ３４，５９９千円 

      令和３年度  １０４，３１８千円 

      令和４年度  １１６，３８４千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）県調整本部の解散 

  令和５年３月１７日付け国事務連絡に、「コロナ患者の入院先の調整につい

ては、現行、感染症法に基づく入院勧告・措置に付随する業務として、各都道

府県・保健所設置市・特別区において実施いただいているところであるが、位

置づけ変更後は、こうした行政による調整から、他の疾病と同様に入院の要否

を医療機関が判断し、医療機関間での調整を基本とする仕組みに移行するこ

と」とされたことに伴い、位置づけ変更後は入院調整を終了し、５月７日をも

って県調整本部を解散した。 

 

（２）医療機関間による入院調整の促進 

  令和５年３月１７日付け国事務連絡に、「位置づけ変更後は、他の疾病と同

様、当該医療機関において、患者の受入先の医療機関を調整することが必要と

なり、入院先の医療機関においても、（略）個々の外来の医療機関からの依頼

を受けて患者を受け入れる体制に変わることになる」とされた。 

  病診連携による入院調整を促進するため、ＧーМＩＳ（新型コロナウイルス

感染症医療機関等情報支援システム）の積極的な活用を呼びかけ、医療機関の
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情報共有を図った。さらに、受入医療機関の負担が集中しないよう、随時、入

院患者数等の情報を全病院と共有し、多くの医療機関での受入が推進される

よう取組を継続した。 

 

（３）重症支援コーディネーターの継続 

  位置づけ変更後、入院先の医療機関の調整に当たっては、医療機関間による

調整を進めることとされた。他方、重症者の転院に際しては患者の症状に応じ

た医療提供できる医療機関の選定が必要となる。そこで、重症患者のうち、医

療機関間の調整が困難な場合に、県が設置する重症支援コーディネーターに

よるあっせんを行う仕組みを継続した。９月末までに１４件の依頼を受け対

応した。 

 

（４）入院受入医療機関の拡大促進 

  新型コロナ患者の入院受入医療機関の拡大促進のため、これまで受入病院

でなかった病院を対象に研修会を開催した。また、患者受入れに不安を感じて

いる病院に対して、感染管理対策やゾーニングの指導を受けられるよう専門

家を派遣する等の支援を行った。 

 

 （研修会の開催） 

  第１回（医師向け）：令和５年４月２６日 ７２医療機関１４９人参加 

  第２回（看護師向け）：令和５年４月２８日 ３８医療機関２１２人参加 

  動画配信（令和５年５月３１日現在）： 

   第１回 ３６２回再生、第２回 １，０３４回再生 
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宿泊療養施設 

  

１ 概要 

  症状等から入院が必要な状態ではないと考えられる軽症者等について、高

齢者等の重症化するおそれが高い者等が同居しているなどの家族感染のリス

クが高い場合は、入院措置とすることとしているが、病床確保の必要性等から

入院措置が難しい場合には、代替手段として、宿泊療養を行った。 

  また、生活介護を必要とする６５歳以上の新型コロナウイルス感染症陽性

者のための宿泊療養施設を設置し、運営した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

 ア 宿泊療養施設の開設・運営 

   令和２年４月２日付け事務連絡では、「無症状病原体保有者及び軽症患者

（軽症者等）で、感染防止にかかる留意点が遵守できる者であって、重症化

するおそれが高い者に該当せず、帰国者・接触者外来又は現在入院中の医療

機関の医師が、症状や病床の状況等から必ずしも入院が必要な状態ではな

いと判断した者」は、必ずしも入院勧告の対象とならず、都道府県が用意す

る宿泊施設等での安静・療養を行うことができる、とされた。 

これを受け、県では宿泊療養施設の確保を開始したが、新型コロナに対す

る社会の不安は大きく風評被害の懸念などもあり、宿泊施設との交渉だけで

なく、施設周辺の住民対応など多くの課題もあった。 

   令和２年４月１５日にアパホテルさいたま新都心北を借上げて１１１室

の宿泊療養施設の運営を開始し、初日に１０人の入所者を受け入れた。運営

に当たっては、患者とスタッフの動線が交錯しないようにゾーニングを行

った。ゾーニングの方法や防護服の着用方法について、陸上自衛隊や県内医

療機関の感染管理認定看護師の協力を得て、職員に研修を行った。４月２８

日には５７人の入所者を受け入れ、稼働率は最大の５１．４％となった。宿

泊療養施設の開設によって、症状軽快した入院患者を宿泊療養に切り替え

ることで病床を確保できるなど一定の効果があった一方、感染の危険性な

どを考慮し退所後の個室の消毒清掃に時間がかかったことなどにより、稼

働率が伸びず、科学的な知見に基づく安全かつ効果的な消毒清掃の基準が

期待された。 

   次いで、ホテルヘリテイジの一部を借り上げ、４月３０日に２か所目とな

る宿泊療養施設を開設した。さらに宿泊療養施設の確保に努め、５月８日に
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東横ＩＮＮ三郷中央駅、５月１３日に入間第一ホテル、５月２８日に東横Ｉ

ＮＮ浦和美園駅東口の３施設での運営を開始、第１波では、５施設合計 

６８４室の体制を確保した。 

 

 イ 宿泊療養施設確保計画の策定 

令和２年５月２８日には宿泊療養施設確保計画を定めた。計画は、４段階

のフェーズ及び緊急フェーズで構成している。感染者急増時の宿泊療養者を

１，２６２人と想定し、稼働率５０％を前提にその倍の２，５２３室を最大

確保室数とした。 

宿泊療養施設確保計画に基づき、フェーズに応じた必要室数の確保を目指

し、ホテル等との調整を行った。患者の発生動向や確保済み施設の立地、規

模、地域バランス等を考慮しながら開設を進めた。 

 

 ウ 宿泊療養者数 

   最大療養者数 ７２人（２７．６％） ５月５日 

   最大稼働率  ５７人（５１．４％） ４月２８日 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 ア 宿泊療養施設の開設・運営 

   陽性者の減少に伴い、当初から確保していた２施設を返還した。 

   宿泊療養施設の開設に努め、新たに２施設を加え、５施設５８５室を確保

した。 

   ６月９日に１人、入所したが６月１３日に退所した。６月２１日に再び、

３人が入所した。７月２日以降、入所者は急増し、７月２５日には１００人

を超えた。その後、いったん入所者は減少するものの、８月１９日から増加

に転じ、８月２７日には第２波で最大の１０７人が入所していた。 

 

 イ 運営委託の開始 

   当初、全庁での応援体制で宿泊療養施設運営を行っていたが、職員の負担

軽減と円滑な業務の推進のため、業務委託を推進した。 

 

 ウ 宿泊療養者数（フェーズⅠ：５２２部屋） 

   最大療養者数 １０７人（２１．７％） ８月２７日 

   最大稼働率  １０７人（２１．７％） ８月２７日 
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（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 ア 宿泊療養施設の開設・運営 

   宿泊療養施設の開設に努め、新たに４施設を加え、９施設１，０５６室を

確保した。９月１４日以降、５０人前後の入所者が続いていたが、９月２９

日から増加し、１０月１０日には再び、１００人を超えた。１０月１７日に

１２３人が入所してからは減少に転じていたが、１１月５日から急増し、 

１１月１０日には１５５人となり１５０人を超えたことから宿泊療養施設

計画に基づきフェーズⅡに移行した。１２月２日に東横ＩＮＮ ＪＲ川口駅

西口を開所し令和２年内に２つの宿泊療養施設を開所、８８０室を確保し

た。令和３年に入り１月、２月と１施設ずつ開所、１，０５６室を確保した。 

   １２月４日に２０３人の入所者となって以降、２００人台を下回らず、 

１２月１０日には第３波最大の稼働率である３７．４％、２６６人入所を記

録した。その後も２００人台後半で推移していたが、１月２１日に３０２人

と初めて３００人台を突破し、フェーズⅢに移行し１，４５０室の確保を目

指すこととなった。１月３０日には第３波最大の３３２人が入所し、その後

は２月１１日を境に陽性者の減少とともに入所者も減少した。 

 

 イ 宿泊療養施設の医療機能強化 

   全ての宿泊療養施設において、医師及び看護師による健康観察、退所判断、

緊急時対応を行った。地元医療機関を中心にオンライン診療に協力いただ

くことで、宿泊療養施設においても処方を可能とした。医師は日中、看護師

は２４時間常駐とする健康管理体制を敷いた。 

   療養者から、毎日午前・午後の２回、体温、動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２）、

脈拍、体調について報告を求めた。看護師が健康観察をし、必要に応じて療

養者本人に体調の聞き取りを行った。さらに、体調急変時には、医師及び看

護師の判断のもと、新型コロナウイルス感染症県調整本部へ連絡の上、病院

への搬送を行った。 

 

 ウ 感染症法に宿泊療養に関する規定の制定 

   １０月２２日に加須センターホテルに入所中の療養者が無断外出し、県

内で逮捕される事件が発生した。宿泊療養は感染症法に規定がなく、新型コ

ロナウイルス感染症が指定感染症になった後、国の通知に基づいて運営し

ていた。知事には法的な権限がないことから、無断外出を制止することがで

きず同様の事件が生じる懸念が生じた。国に対し、宿泊療養に関する知事へ

の法的な権限付与を要望した。 

   令和３年２月３日に新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改
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正する法律が公布され、これに伴い、感染症法の一部が改正された。宿泊療

養等の対策の実効性を確保するため、感染症法第４４条の３及び第５０条

の２を新設し、宿泊療養の法的位置づけがなされた。しかし、知事は宿泊施

設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求

めることができるものとする、とされ、無断外出を制限できる権限までは付

与されなかった。 

   また、感染症法施行規則第２３条の７において、宿泊療養の基準が明示さ

れた。 

 

（感染症法施行規則第２３条の７） 

第２３条の７ 法第４４条の３第２項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとす

る。 

一 法第４４条の３第２項の規定により都道府県知事が宿泊施設から外出しないこ

とを求めた者（以下この条において「宿泊療養者」という。）が療養を行う居室

について、一の居室の定員は、原則として一人とすること。 

二 宿泊療養者の滞在する区域を職員その他の者が作業を行う区域から明確に区別

することその他の感染症のまん延を防止するために必要な措置が講じられてい

ること。 

三 宿泊療養者が療養を行うために必要な設備及び備品を備えていること。 

四 宿泊療養者の療養に関する業務を統括する者、宿泊療養者に対して適切な健康管

理及び療養に関する指導を行うために必要な医師、保健師又は看護師その他の医

療関係者並びに宿泊療養者の療養を支援するために必要な人員が確保されてい

ること。 

五 前号に掲げるもののほか、宿泊療養者の健康状態を定期的に把握し、適切な健康

管理及び療養に関する指導を行うことが可能な体制が確保されていること。 

六 宿泊療養者の病状が急変した場合その他の必要な場合（以下この号において「急

変時等の場合」という。）に適切な措置を講じることができるよう、あらかじめ、

医療機関との連携方法その他の急変時等の場合における必要な措置を定めてい

ること。 

 

 エ 宿泊療養者数（フェーズⅢ←フェーズⅠ） 

   最大療養者数 ３３２人（３４．３％） １月３０日 

   最大稼働率  ２６６人（３７．４％）１２月１０日 

   令和２年１１月１０日 フェーズⅠからⅡ（１，０４５室）に移行した 

   令和３年 １月２１日 フェーズⅡからⅢ（１，４５０室）に移行した 

 



139 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

 ア 宿泊療養施設の開設・運営 

   東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の事前トレーニン

グキャンプ等のため、２つの宿泊療養施設を一時閉所したが、新たに１施設

を開所し、１０施設８８７室を確保した。 

   陽性者数の減少に伴い、入所者数は２００人台でしばらく落ち着いてい

たものの、３月１３日以降、再び３００人台となった。４月２日以降、徐々

に増加し、４月２２日には第４波最大の３８２人、稼働率３６．２％となっ

た。その後もしばらく３００人台を維持していたが、５月２８日に３００人

下回ってからは２５０人前後で推移した。 

 

 イ 包括委託の開始 

   令和３年６月から、それ以後に確保した宿泊療養施設の運営に関し、包括

委託を導入した。包括委託とは、県がそれぞれ個別に委託している①療養者

の生活支援（配食・ゴミ回収）、②食事納入、③消毒、④清掃等の業務をま

とめ、⑤県職員が担っている業務も含めて１者に委託するものである。 

   陽性者の増加に伴い宿泊療養の需要が高まったが、消毒、清掃をフロア単

位で行っていたことなど、稼働率の向上が課題となっていた。そこで、包括

委託の導入に合わせ、委託事業者に対し稼働率に応じたインセンティブ契

約を締結した。包括委託の導入により、受託者の職員が中長期的に駐在し、

消毒、清掃等の運営を切れ目なく機能的に行うことで、稼働率の向上が図ら

れた。 

 

 ウ 宿泊療養者数（フェーズⅢ：１，４５０室） 

   最大療養者数 ３８２人（３６．２％） ４月２２日 

   最大稼働率  ３８２人（３６．２％） ４月２２日 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 ア 宿泊療養施設の開設・運営 

   宿泊療養施設の開設に努め、新たに４施設を加え、再開した２施設と合わ

せ、９月８日には合計１４施設１，９２５室を確保した。陽性者の増加とと

もに入所者も徐々に増え始め、７月１日には再び３００人台を超えた。その

後、急激に増加し、７月１６日には４６６人と４５０人を超えたことから、

フェーズⅣ（１，９８６室）へと移行した。７月１９日には５００人を超え、

８月３日には６０１人となり、８月５日には第５波の最大稼働率となる 

４０．２％を記録した。その後も増加を続け、８月１９日には病床確保計画
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と連動して緊急フェーズ（２，５２３室）とした。８月２１日に第５波最大

となる６７４人、稼働率３６．６％となった。９月２１日に５２７人と 

６００人台を割り込んでからは急速に減少し、１０月２日には２６３人とな

り、病床確保計画に合わせフェーズⅣに引き下げた。１０月５日には１９７

人、１０月１３日には８８人と令和２年１１月６日以来の２ケタとなった。

１１月１３日には第２波の入所者がゼロとなって以来、最小の３人となった。 

 

イ 宿泊療養施設の医療機能強化 

令和３年８月３日の専門家会議において、限られた病床をより効果的に利

用するために「医療機能を強化した宿泊療養施設の病床的運用」に取り組む

こととなった。そこで、令和３年９月からステロイド剤や抗ウイルス薬の投

与、脱水症状者への点滴、酸素濃縮器を活用した酸素投与などを実施するた

めの医師、看護師の確保を段階的に進めていた。また、保健所を通じ高齢者

施設への酸素濃縮器の貸し出しを行った。 

 

 ウ 中和抗体療法の適用 

   重症化リスクの高い陽性者に対して処方する抗体カクテル療法が拡大し

た。当初政府は、抗体カクテル療法に用いるロナプリーブの病院でのストッ

クを認めず、２回分を使用し終わってから発注する体制をとっていた。 

   しかし、抗体カクテル療法は発症後１週間以内に行う必要があり、①発症、

②検査・診断、③発注、④納品という期間を踏まえると、病院にストックを

持つ必要があった。この状況を踏まえ、県として国に対して在庫を認めるよ

う要望したが実現には至らず、最終的に知事自ら菅首相（当時）に対して強

く要望を行った。 

   結果、首相の英断により病院での在庫管理が実現し、これを境に、全国で

抗体カクテル療法が拡大することとなった。 

   本県では、病院のみならず、宿泊療養施設においても抗体カクテル療法を

施療できる体制を整備した。令和３年９月から加須センターホテルを臨時

の医療施設として設置し、中和抗体療法を実施した。 

 

 エ 宿泊療養者数（緊急フェーズ←フェーズⅢ） 

   最大療養者数 ６７４人（３６．６％） ８月２１日、８月２３日 

   最大稼働率  ６１７人（４０．２％） ８月 ５日 

   令和３年 ７月１６日 フェーズⅢからⅣに変更した 

   令和３年 ８月１９日 フェーズⅣから緊急フェーズに移行した 

   令和３年１０月 ２日 緊急フェーズからフェーズⅣに変更した 
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（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 ア 宿泊療養施設の開設・運営 

   宿泊療養施設の開設に努め、新たに３施設を加え、令和４年２月１０日に

は最大確保部屋数である２，２８４室となった。その後、１施設を閉所し、

合計１６施設２，１１４室を確保した。 

   オミクロン株ＢＡ．１系統が猛威を振るい、入所者も増加した。成人式や

その後の会食等で感染した若者が多く入所し、１月７日は１２４人、１月 

１２日には５０４人、１月１５日には７２８人と過去最高を記録した。その

後、１月２１日には第６波最大となる９３２人、稼働率４８．４％となった。

この日を境にいったん減少したが、ＢＡ．２系統へ置き換わり感染者が再び

増加し２月２２日には８１５人が入所した。その後は６００～７００人台

で推移し、４月２１日に５９８人となって以後、減少を続け、５月３１日に

２９２人と３００人台を下回った。 

 

 イ 濃厚接触者を宿泊療養施設に隔離 

   令和３年１２月１日付国通知により、オミクロン株であることが確定し

た患者と同一の航空機に搭乗していた場合は、その座席位置に関わらず、濃

厚接触者として対応することとされた。当該濃厚接触者に対しては感染・伝

播性の高さが懸念されていることに鑑み、更なる科学的知見が得られるま

での間、疑似症患者として、宿泊療養施設に滞在することが求められた。そ

のため、一部の宿泊療養施設を濃厚接触者の隔離用に転用した。 

 

 ウ 宿泊療養者数（フェーズⅣ） 

   最大療養者数 ９３２人（４８．４％） １月２１日 

   最大稼働率  ９３２人（４８．４％） １月２１日 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ア 宿泊療養施設の開設・運営 

   感染対策と経済社会活動の両立を図る観点から、施設所有者の求めに応

じ宿泊療養施設の閉鎖を進め、６月に１か所、７月に１か所、それぞれ閉鎖

し、１４施設１，８３７室体制とした。 

   入所者については、６月２０日以降増加に転じ、７月８日には５４７人、

７月１７日には９２２人と最大数に迫る勢いであった。いったん減少した

ものの、７月２４日からさらに拡大し、７月２７日には９４５人と最多を更

新、さらに増え続け、８月４日には全期間を通じ最多となる１，０３０人、

稼働率５６．１％となった。入所者が１，０００人を超えたのは８月３日か
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ら５日までと、８月２７日の４日間、稼働率が５０％を超えたのは、２０日

間であった。８月２７日をピークに急激に減少し、９月１０日には４９５人、

９月１９日には２９２人となった。 

 

 イ 搬送調整センターとの連携強化 

   令和４年７月から、宿泊療養施設への搬送調整を行う搬送調整センター

開設し、運営を民間事業者に一括委託した。それまで保健所が行っていた入

所者の症状や既往歴、宿泊療養に係る配慮事項の確認などを委託するとと

もに、搬送ルートや行程表を一括して管理することで保健所の管内を超え

た宿泊療養施設への入所を行うなど、効率化を図った。 

 

 ウ 高齢者支援型臨時施設の開設 

   生活介助の必要な陽性の高齢者のため、医師、看護師、介護士が２４時間

体制で常駐する高齢者支援型臨時施設を開設した。在宅で独居の高齢者な

どのうち、宿泊療養施設では療養が難しい認知症の方などを受け入れ、療養

体制の整備に大いに貢献した。 

   ８月８日に所沢市内に８人を受け入れる西部高齢者支援型臨時施設を、

８月９日には伊奈町内に１４人を受け入れる南部高齢者支援型臨時施設を

それぞれ開設した。 

 

 エ 宿泊療養者数（フェーズⅣ） 

   最大療養者数 １，０３０人（５６．１％） ８月 ４日 

   最大稼働率  １，０３０人（５６．１％） ８月 ４日 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 ア 宿泊療養施設の開設・運営 

   １０月に施設所有者の求めに応じ１か所閉所した。令和５年１月に５類

感染症への位置づけ変更が決定されたことから、閉所の準備を進めた。３月

末まで３か所、４月末までに７か所で受け入れを停止し順次閉所。５月７日

をもって最後の３か所を閉所した。 

   入所者は１０月８日以降、２００人台で推移していたが、１０月３１日に

３０２人となり、１１月１９日には６０７人が入所した。１２月１日に 

７０２人となって以降、７００人前後が入所していたが、１月１０日に第８

波最大の７８５人、稼働率４５．９％となった。以後、入所者は減少し、 

１月２５日には３８６人と４００人台を下回り、２月２０日に９９人とな

った。その後、２ケタの入所者を継続していたが、４月２１日に新規受付を
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終了し、４月２６日に最後の入所者が退所した。 

 

 イ 宿泊療養施設の電子申請申込開始 

   ９月２６日に全数届出の見直しが行われ、６５歳未満の方などは届出が

されなくなった。発生届の対象とならない陽性者の方に対し陽性者登録を

お願いし、併せて宿泊療養施設の入所申し込みを電子申請で行うこととし

た。これにより、申請から入所までに期間をさらに短縮することができた。 

 

 ウ 高齢者支援型臨時施設の開設 

   陽性者の急増に伴い、感染した場合にハイリスクな高齢者の療養を支援

するため、高齢者支援型臨時施設を新たに１か所、さいたま市岩槻区に開設

した。 

 

 エ 宿泊療養者数（フェーズⅣ） 

   最大療養者数 ７８５人（４５．９％） １月１０日 

   最大稼働率  ７８５人（４５．９％） １月１０日 

 

【参考】フェーズ 

フェーズ 宿泊療養者数 必要室数 

フェーズⅠ    ５２２室 

フェーズⅡ １５０人以上 １，０４５室 

フェーズⅢ ３００人以上 １，４５０室 

フェーズⅣ ４５０人以上 １，９８６室 

緊急フェーズ 感染者急増時 ２，５２３室 

 

＜フェーズの切り替えの変遷＞ 

第３波 令和２年１１月１０日 Ⅰ→Ⅱ 

    令和３年 １月２１日 Ⅱ→Ⅲ 

第５波 令和３年 ７月１６日 Ⅲ→Ⅳ 

令和３年 ８月１９日 Ⅳ→緊急フェーズ 

令和３年１０月 ２日 緊急フェーズ→Ⅳ 

第６波 令和４年 １月２１日 Ⅳ→緊急フェーズ 

    令和４年 ３月２１日 緊急フェーズ→Ⅳ 

 第７波以降 

  フェーズⅣから変更なかった。緊急フェーズへの引上げは、病床確保計

画に連動することとしており、第７波において病床確保計画が緊急フェ
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ーズへ引上がらなかった。 

 

【参考】宿泊療養施設（ホテル） 

波 名称 
受入 

室数 

開所 

時期 

閉所 

時期 

１ ホテルヘリテイジ 150 R2.4.30 R2.7.6 

アパホテルさいたま新都心北 111 R2.4.15 R2.7.31 

２ 東横ＩＮＮ三郷中央駅 170 R2.5.9 R4.3.31 

入間第一ホテル 119 R2.5.13 R5.5.7 

東横ＩＮＮ浦和美園駅東口 190 R2.5.26 R4.6.30 

加須センターホテル 85 R2.8.19 R5.3.31 

パーシモンホテル 118 R2.9.8 R5.5.31 

３ 東横ＩＮＮ ＪＲ川口駅西口 126 R2.12.2 R5.3.31 

ルートイン鴻巣 138 R2.12.18 R5.5.31 

国立女性教育会館 87 R3.1.15 R4.7.31 

パイオランドホテル 89 R3.2.15 R5.5.7 

４ アパホテルさいたま新都心北 183 R3.6.8 R5.5.7 

５ レフ大宮 byベッセルホテルズ 172 R3.6.11 R5.5.31 

ルートイン熊谷 178 R3.6.15 R5.5.15 

東横ＩＮＮ八潮駅北口 188 R3.7.8 R5.3.31 

ホテルグリーンコア白岡 82 R3.9.8 R5.5.7 

６ アイホテル上尾 119 R4.1.27 R5.5.7 

ホテルサンクローバー三郷 105 R4.2.8 R5.5.31 

東横ＩＮＮ西川口駅西口 135 R4.2.10 R4.10.31 

 

医療機能強化ホテル実績 

  

医療機能 

強化型 

ホテル数 

酸素投与 

診療 

（オンラ

イン診療

を含む） 

処方数 

    

（参考） 

ホテル数   

うち、 

ラゲブ

リオ 

うち、

パキロ

ビッド 

令和 3年 

9月～11月  

7 49  2,274  571 79 

 

0 

  

14 
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令和 3年 12月

～令和 4年 3月 
9 14 5,427 1,332 18 11 17 

4月 11 3 1,455 564 24  0 16 

5月 11 0  804  295  9  0  16 

6月 10 0  393  148  2  5  15 

7月 10 3  1,788  566  4  25  14 

8月 12 2  2,182  738  17  7  14 

9月 12 0  1,042  428  14  6  13 

10月 11 0  779  343  13  2  13 

11月 9 0 0  0  0  0  13 

合計       71 16,144  4,985  180  56    

 ※医療機能強化ホテルの体制は令和３年９月～令和４年１１月まで 

 

中和抗体療法実績（令和３年９月～令和４年９月） 

  ロナプリーブ ゼビュディ 

加須市内のホテル 

（臨時の医療施設） 
53件  8件 

 

高齢者支援型臨時施設（令和４年８月～） 

【西部高齢者支援型臨時施設】 

 施設名 場所 
開設期間 病床数 

入所 

者数 

西部高齢者支援型

臨時施設 

所沢市 R4.8.8～ 8床 

（R4.8.8～R4.12.31） 

15 床 

（R5.1.1～）  

274名  

［構成］医師・看護師・介護士・事務スタッフ 

［機能］酸素投与、生活介助、服薬管理、ADL体操、認知症対応等 

  ※入所者数は令和５年９月２２日時点（令和５年９月３０日閉所予定） 
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【南部高齢者支援型臨時施設】 

 施設名 場所 
開設期間 

病床

数 

入所

者数 

南部高齢者支援型

臨時施設 

伊奈町 Ⅰ期 R4.8.9～R4.10.4 

Ⅱ期 R4.12.12～R5.2.9  

14床 

15床  

26名 

70名  

［構成］医師・看護師・介護士・事務スタッフ 

［機能］酸素投与、生活介助、服薬管理、ADL体操、認知症対応等 

 

【東部高齢者支援型臨時施設】 

 施設名 場所 
開設期間 

病床

数 

入所

者数 

東部高齢者支援型

臨時施設 

さいたま市

岩槻区 

R5.1.18～ 8床  103名  

［構成］医師・看護師（介護士兼任）・事務スタッフ 

［機能］酸素投与、生活介助、服薬管理、ADL体操、認知症対応等 

  ※入所者数は令和５年９月２２日時点（令和５年９月３０日閉所予定） 

 

３ 実施上の課題と対応 

 ホテル、医療機関など様々な主体と協力して運営を行いながら、宿泊療養施

設の基準を満たすサービスの提供が求められた。このため、これらの主体と念

密な協議を継続的に実施し、運営を行った。 

 宿泊療養について、感染症法に位置づけられたが、宿泊施設から外出しない

ことを求めた者に対する知事の権限が不十分であり、さらに国に対し求めてい

く必要がある。 

  高齢者支援型臨時施設は、認知症や介護に対応するためバリアフリーであ

ることが求められ、ハード面、ソフト面ともに運営上、解決すべき課題が多か

った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  宿泊療養者の健康管理において、「新型コロナウイルス対策状況管理システ

ム（キントーン）」を活用した。宿泊療養者がスマートフォンやパソコンで日々

の健康状況を報告することで、医師・看護師がその把握を容易に行うことが可

能となった。 
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  また、令和３年８月からはキントーンから「厚生労働省新型コロナウイルス

感染症等情報把握・管理支援システム（ＨＥＲ－ＳＹＳ）」に移行した。 

  高齢者支援型臨時施設から高齢者の健康観察のため、厚生労働省の「新型コ

ロナウイルス感染症等情報把握・管理システム（ＨＥＲ−ＳＹＳ）」を活用した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  県ホームページ掲載 

  ・宿泊療養施設の受入室数、及び入所者数 

  ・施設開設時には知事記者発表を行った。 

  ・施設開設時には地元の市町村、医師会、消防、警察、自治会に周知を行っ

た。 

 

６ 自己評価 

  軽症者、無症状者の療養のため、早期に宿泊療養施設を確保することができ

た。施設や医療機関、運営委託会社など多様な主体と連携し包括委託を行った

結果、稼働率の向上が図られた。 

  また、宿泊療養施設における健康管理及び療養に関する指導において、地域

の医療機関と協力できるネットワークを構築することができた。 

  令和３年２月に感染症法が改正されるまで法律の根拠がなく、宿泊療養施

設の療養者に対して何ら強制力を持たなかったことは課題である。 

  高齢者支援型臨時施設は、全国的にこのような施設は少なく、独自性が打ち

出せたことは評価できる。認知症の陽性者に対する療養のニーズは一定数あ

り、対応できたことは意義があった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・風評被害やスタッフ退職の懸念など、宿泊療養施設の確保が困難なこと。 

 ・感染収束が見通せない中で、運営体制を維持すること。 

 ・宿泊療養施設や運営スタッフの確保、感染動向に応じた運営体制の維持 

 ・回転率向上のためのゾーニング、消毒方法の確立、廃棄物処理、食事の提

供 

 ・脱走や指示を聞かない入所者、スタッフへの暴力や施設の破壊行為を行う

入所者に対する強制力の担保  

 ・容態急変者への対応、健康観察方法、抗ウイルス薬の投与や点滴の処方  

 ・陰圧車の確保、搬送方法の調整、効率的な搬送方法の確立 

 ・宿泊療養施設内の健康観察において、容易に健康状態を把握・共有するた

めのシステムの構築 
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８ 根拠法令・事務連絡等 

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第４４条の３ 

・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象

並びに自治体における対応に向けた準備について」（令和２年４月２日付け

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアルの送付につい

て」（令和２年６月２日（第２版）（令和２年４月２日付け厚生労働省新型コ

ロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養又は自宅療養の考え

方について」（令和２年４月２３日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染

症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養及び自宅療養に係るマニ

ュアル等の改訂について」（令和２年６月２日付け厚生労働省新型コロナウ

イルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分につい

て」（令和２年７月２０日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推

進本部事務連絡） 

・「航空機内における B.1.1.529 系統（オミクロン株）陽性者の濃厚接触者に

関する宿泊施設への滞在について」（令和３年１２月１日付け厚生労働省新

型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供

体制の移行及び公費支援の具体的内容 について」（令和５年３月１７日付け

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の令和５年１０月以降の医療提供体制の移行及

び公費支援の具体的内容について」（令和５年９月１５日付け厚生労働省新

型コロナウイルス感染症対策本部ほか事務連絡） 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度   ５，６３７，５４２千円 

      令和３年度  １８，３８０，３１０千円 

      令和４年度  １８，８６６，９３３千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）宿泊療養施設の運営（令和５年５月８日～） 

  令和５年３月１７日付け国事務連絡に、「５月８日以降については、患者に
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対する感染症法に基づく 外出自粛要請はできなくなるため、隔離のための宿

泊療養施設は５月７日をもって廃止する。」とされたことに伴い、宿泊療養施

設の運営は終了した。 

 

（２）高齢者支援型臨時施設の運営・終了 

  令和５年３月１７日付け国事務連絡に、「高齢者や妊婦の療養ための宿泊療

養施設は、入院とのバランスを踏まえた自己負担を前提に、自治体判断で経過

的に９月末まで継続する。自己負担については、食費として発生した実費相当

の額を負担いただくこととする。」とされたことに伴い、高齢者支援型臨時施

設の運営を９月末まで継続した。 

  運営に当たり、発生届が廃止されたことから、入所対象者の把握ができなく

なる。そこで、市町村福祉担当課及び地域包括支援センターに対し、生活介助

の必要な陽性の高齢者や在宅で独居の高齢者などのうち自宅での療養が難し

い認知症の方などの受け入れ可能な高齢者支援型臨時施設について周知した。

入所に当たっては医師、ケアマネージャー、施設職員、市町村職員などからの

紹介制とした。また、入所者からは食費相当の自己負担額を徴収した。 

  令和５年９月１５日付け国事務連絡に、「高齢者や妊婦の療養のための宿泊

療養施設については、５類感染症への位置づけ変更後も 経過的に９月末まで

継続していたところであるが、全国の利用実態も踏まえ、本措置については、

９月末までとする。」とされたことに伴い、９月末で運営を終了した。 
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自宅療養者支援 

  

１ 概要 

 入院病床の状況及び宿泊施設の受入可能人数の状況を踏まえ、必要な場合

には、軽症者等が外出しないことを前提に、自宅での安静・療養を行う。その

際、軽症者等が、適切に健康管理を行い、症状が悪化した場合など、医療の提

供が必要となった場合に適切に医療機関を受診できるような体制を整備した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

ア 自宅療養の実施 

   令和２年２月２５日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部で「新型

コロナウイルス感染症対策の基本方針」が決定された。基本方針では、「風

邪症状が軽度である場合は、自宅での安静・療養を原則とし、状態が変化し

た場合に、相談センター又はかかりつけ医に相談した上で、受診する」とさ

れた。 

   また、令和２年３月１日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策

推進本部通知「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の

各対策（サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制）の移行について」

において、「地域で感染拡大により、入院を要する患者が増大し、重症者や

重症化するおそれが高い者に対する入院医療の提供に支障をきたすと判断

される場合、高齢者や基礎疾患を有する方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用い

ている方、妊産婦以外の者で、症状がない又は医学的に症状が軽い方には、

ＰＣＲ等検査陽性であっても、自宅での安静・療養を原則とする」こととさ

れた。 

   令和２年４月２日付け厚生労働省新型コロナ対策推進本部通知「新型コ

ロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者へのフォローアップ

及び自宅療養時の感染管理対策について」では、「自宅療養中の患者へのフ

ォローアップとは、症状が悪化した場合など、医療の提供が必要となった場

合に、当該患者が適切に医療機関を受診できるようにするためのもの」とさ

れ、「定期的に自宅療養中の患者の健康状態を把握するとともに、その患者

からの相談を受ける体制及び②患者の症状が悪化した際に速やかに適切な

医療機関を受診できる体制を整備すること」とされた。健康状態の聴取の頻

度としては、一日に一回を目安とするものの、患者の状態等に応じて柔軟に

対応することとされた。 
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   なお、令和２年４月２３日付け厚生労働省新型コロナ対策推進本部通知

「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養又は自宅療養の考

え方について」では、宿泊療養を基本として対応することとされた。 

 

   県においては、令和２年４月２０日の第１２回新型コロナウイルス対策

本部会議において、自宅療養の基本方針を定めた。この基本方針では、重症

や肺炎症状がある中等症患者は医療機関で対応する一方、軽症（動脈血酸素

飽和度（ＳｐＯ２）が９５％以上で呼吸困難がない、肺炎がないなど）・無

症状の場合には、基礎疾患等で入院の必要がある者や発症から８日未満の

者は一般の医療機関で、軽快者や発症から８日以降軽快傾向にある軽症患

者及び無症状の患者のうち家庭環境の都合で自宅療養が困難な者は宿泊療

養施設で、その他の軽症・無症状者は自宅療養とすることとした。 

 

 イ 相談窓口の設置 

   令和２年１月２４日、全国に先駆けて、中国武漢への渡航歴のある方等の

うち発熱や呼吸器症状がある方への相談窓口を設置した。平日は各保健所

で対応することとし、週休日は各保健所及び病院局職員による応援のもと、

保健医療政策課において対応した。 

   ２月５日、中国武漢を含む湖北省から帰国した発熱者などに対する相談、

検査体制を整備するため、帰国者・接触者相談センター及び帰国者・接触者

外来を各保健所に設置した。 

   保健所には、新型コロナウイルスに関する一般的な相談も多く寄せられ、

業務に支障が生じた。３月１日に、帰国者及び接触者に限らない一般的な相

談窓口として２４時間体制の県民サポートセンターを開設した。 

 

 ウ 自宅療養の基本方針の策定 

   ４月１５日付け事務連絡では、軽症者等の宿泊施設や自宅での療養に関

するＱ＆Ａ（その２）として、自宅での療養の流れについて以下のとおりと

している。県では、４月１７日の第４回新型感染症専門家会議で「自宅療養

の基本方針」を示し、連絡可能な同居人がおり、居室が分かれているなど家

庭内で感染防止が可能または一人暮らしで、動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２）

が９５％以上など入院の必要のない軽症、無症状者については自宅または

宿泊療養とすることとした。 

 

 （自宅での療養の流れ） 

   軽症の方のうち、以下の①～④の重症化のおそれが高い方に該当しない



152 

 

方で、医師が入院の必要がないと判断した方は、宿泊施設や自宅での療養の

対象者となります。 

   ① 高齢者 

   ② 基礎疾患がある者（糖尿病、心疾患又は呼吸器疾患を有する者、透析

加療中の者等） 

   ③ 免疫抑制状態である者（免疫抑制剤や抗がん剤を用いている者） 

   ④ 妊娠している者 

   医師が対象者に該当すると判断した場合には、当該医師から保健所に連

絡があり、保健所において、軽症者等が同居している方の中に上記①～④

（高齢者等）の方が含まれるかどうか等について確認を行います。同居者に、

①～④の方（重症化のおそれが高い方）が含まれる場合で、自宅療養が難し

い場合には、優先して宿泊療養となるよう、調整されます。 

   宿泊療養になった場合には、都道府県が用意する宿泊先に移動いただき、

そこで、療養いただくことになります。 

   自宅療養になった場合には、公共交通機関以外の方法で帰宅いただき、外

出をせず、自宅で療養いただくことになります。 

 

 エ 自宅療養の実施に関する留意事項 

   ５月１日付け事務連絡では、自宅療養の実施に関する留意事項を定めた。 

   自宅療養の実施に当たっては、①自宅療養の事前準備、②実際に自宅療養

を開始する際の諸調整、③開始後の支援、といった段階ごとに留意すべき事

項がある、とされた。県では、自宅療養中の患者へのサポート体制について

定め、保健所にいる民間委託した看護師が、患者に症状のある場合には１日

２回を目安として現状を確認するなど定期的に患者の健康状態を把握する

ほか、患者の症状が悪化した際に速やかに適切な医療機関を受診できる体

制を整えた。 

 

 オ 宿泊療養・自宅療養の対象及び解除の考え方 

   ４月２日付け事務連絡では、解除について、原則として、退院基準と同様

の基準により、宿泊療養又は自宅療養を解除するものとする、とされた。た

だし、宿泊療養中又は自宅療養中の軽症者等にＰＣＲ検査を実施する体制

をとることにより、重症者に対する医療提供に支障が生じるおそれがある

場合には、宿泊療養又は自宅療養を開始した日から１４日間経過したとき

に、解除することができることとしていた。県ではＰＣＲ検査の２回連続陰

性確認を実施した。宿泊療養施設に検体確保の場所を設置したほか、自宅療

養者には保健所が発熱外来に連れていくか自宅まで検体を取りに行き、衛
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生研究所で検査を行った。 

 

 ※ 退院については、症状の軽快が確認されてから２４時間後にＰＣＲ検査

を実施し、陰転化が確認された場合には、当該検査に係る検体採取から２４ 

時間以後に再度検体採取を実施。２回連続でＰＣＲ検査での陰性が確認さ

れた場合に、退院可能となる。 

 

   ５月２９日付け事務連絡において、上記事務連絡が一部改正された。すな

わち、「発症日から１４日間経過し、かつ、症状軽快後７２時間経過した場

合に、宿泊療養又は自宅療養を解除するものとする。なお、発症日とは、患

者が症状を呈し始めた日とし、無症状病原体保有者又は発症日が明らかで

ない場合については、陽性確定に係る検体採取日とする。また、症状軽快と

は、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること」

とするとされた。 

 

 カ パルスオキシメーターの配布開始 

   ４月２１日、入院先の調整のため、自宅待機中であった患者が死亡した。

この事態を受けて自宅療養者の症状悪化の兆候を把握するため、県が確保

したパルスオキシメーターを自宅療養者に貸与することとし、５月から貸

し出しを開始した。 

 

 キ 緊急包括支援交付金の創設 

   令和２年度補正予算（令和２年４月３０日成立）において新型コロナウイ

ルス感染症緊急包括支援交付金が創設されることとなった。同交付金には

新型コロナウイルス感染症対策事業が盛り込まれており、都道府県等が自

宅療養を行う場合のフォローアップ（健康管理）、生活支援（食事の提供等）

等も対象となっている。 

 

 ク ＬＩＮＥ公式アカウント 埼玉県－新型コロナ対策パーソナルサポート

の開設 

   ３月２４日に、ＬＩＮＥ公式アカウント 埼玉県新型コロナ対策パーソ

ナルサポートを開設した。県民サポートセンターによる電話応対に加え、Ｌ

ＩＮＥを活用し一人一人の状態に合わせた情報やサポートの提供や問い合

わせに対して適切な相談先等を案内した。 
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ケ 自宅療養者数の推移 

   令和２年２月１日に県内で初めて陽性者を確認してからは、入院対応と

していた。３月１０日には５人、３月１２日には６人の陽性が確認されるな

ど、陽性者が増え始めた。４月に入ると陽性者が急増し、入院待機者が増え

始めた。４月１９日には第１波最大となる自宅療養者数３７９人となった。

その後、陽性者数の減少により自宅療養者数は６月２日には１人となった。 

 

 自宅療養者 最大 ３７９人（４月１９日） 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 ア 相談窓口の設置 

   保健所に設置した帰国者・接触者相談センターに対して多くの相談が寄

せられ、業務に支障が生じたため、７月１４日に、各保健所に設置したセン

ターを一括して県看護協会に委託した。 

 

 イ 宿泊療養・自宅療養の対象及び解除の考え方 

   ６月１２日付け事務連絡では、解除に関する考え方について、以下のとお

りとされた。 

 

   新型コロナウイルス感染症の患者（有症状者）については、原則として次

の①に該当する場合に、宿泊療養又は自宅療養を解除するものとする。ただ

し、次の②に該当する場合も、解除して差し支えないこととする。 

   ① 発症日から１０日間経過し、かつ、症状軽快後７２時間経過した場合 

   ② 発症日から１０日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後２４

時間経過した後に核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、その検

査の検体を採取した２４時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認

された場合 

   無症状病原体保有者については、原則として次の③に該当する場合に、宿

泊療養又は自宅療養を解除するものとする。ただし、次の④に該当する場合

も、解除して差し支えないこととする。 

   ③ 発症日から１０日間経過した場合 

   ④ 発症日から６日間経過した後に核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認

され、その検査の検体を採取した２４時間以後に再度検体採取を行い、

陰性が確認された場合 

   発症日とは、患者が症状を呈し始めた日とし、無症状病原体保有者又は発

症日が明らかでない場合については、陽性確定に係る検体採取日とする。症
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状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあ

ることとする。 

   また、上記の核酸増幅法の検査の際に陽性が確認された場合は、２４時間

後に核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 

２４時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認されるまで、核酸増幅法の

検査を繰り返すものとする。（①又は③に該当した場合を除く） 

   なお、患者が再度症状を呈した場合や無症状病原体保有者が新たに症状

を呈した場合は、症状軽快後に上記の場合に該当するまで解除の基準を満

たさないものとする。 

 

ウ 埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム 

  「夜の街」で感染者が発生した場合に、積極的疫学調査を進める上で来店

者の把握が課題となった。事業者によっては感染者が発生した店名の公表

に応じない場合もあり、来店者が利用店での感染者の発生を認識できない

こともあった。 

  そこで、ＬＩＮＥを活用したお知らせシステムを７月１０日に導入した。

当該システムは、利用者が店舗に掲示されたＱＲコードを読み込むと、その

店舗で感染者が発生した場合、利用者に対し、当該店舗での感染発生につい

てお知らせするとともに、各種相談窓口についても案内するものである。 

  国の新型コロナウイルス接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」とは使い方が異な

るため相互に補完して感染拡大防止に役立てることが期待された。 

  令和５年３月３１日までに７万８千事業者が登録、１５万８千人が利用

し、４３万回以上、ＱＲコードの読み取りがなされたが、実際に感染者の発

生時に活用されたのは計５回、延べ６９人への通知にとどまった。 

 

エ 自宅療養者数の推移 

   緊急事態宣言終了後、新規陽性者は少なく、６月１５日には自宅療養者は

ゼロとなった。６月２１日に１人となり、その後増加を続け、８月３日には

１１６人となった。８月９日には、第２波最大となる１４９人となった。そ

の後は１００人前後で推移していたが、８月２９日から減少しはじめ、９月

１１日は２２人となった。 

 

 自宅療養者 最大 １４９人（８月９日） 
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（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

ア 感染症法上の自宅療養の位置づけ 

  令和３年２月３日に新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改

正する法律が公布され、これに伴い、感染症法の一部が改正された。感染症

法第４４条の３及び第５０条の２を新設し、自宅療養の法的位置づけがな

された。また、知事による食事の提供・日用品の支給等や市町村長との連携

の努力義務規定が新設された。 

 

イ 自宅療養基準の見直し 

  令和２年１２月２２日の専門家会議において、自宅療養基準の見直しを

行った。それまで自宅療養が認められた、独居や同居家族との生活空間が分

離できる者に対しても、５０歳未満であることや基礎疾患がないことなど、

健康状態に問題のない者について、自宅療養を認めることとした。 

 

（自宅療養基準） 

１ 独居で自立生活が可能である者 

２ 以下の点を総合的に勘案して、保健所長が自宅療養の対象者として認めた

者 

① 同居家族等が重症化リスクのある者や医療介護従事者の場合、生活空間

を完全に分けることができること 

② 同居家族等が重症化リスクのある者や医療介護従事者でない場合、寝食、

風呂、トイレの使用時などに適切な感染管理を行うことができること 

③ 同居家族等に喫煙者がいないこと 

④ 対象者が同居者の育児や介護を担っており、代わりを行う者がいない場

合、同居者も含めた体調管理や体調不良時の対応を保健所や地域の福祉サ

ービス等で調整可能であること 

３ 以下①～④のすべてを満たす者 

① 動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２）が９６％以上 

② 糖尿病、肺疾患、心臓疾患、腎臓疾患等の基礎疾患がない 

③ ５０歳未満 

④ 肥満（ＢＭＩ２５以上）でない 

 

ウ 受診・相談センターの設置 

  １２月１日から帰国者・接触者相談センターを受診・相談センターに名称

変更した。 
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エ 配食サービスの開始 

  令和２年１１月に、希望者に３日程度の食料を詰めた箱入りセットを届

けるため、調達と配送の委託を開始した。当初は保健所が自宅療養者に架電

した際に配食の希望を募り、希望者に届けた。 

  令和４年１０月末までに約３５万箱を配送した。 

 

オ パルスオキシメーターの配送委託開始 

  パルスオキシメーターについては、保健所が自宅療養者に配送していた

が、保健所業務のひっ迫により発送・回収管理の民間委託を開始した。緊急

を要する場合には、引き続き、保健所が陽性者に届けた。 

 

カ 自宅療養者数の推移 

   ９月以降、自宅療養者数は概ね２ケタで推移していたが、１１月２０日に

１３４人となり、以後、急激に増加していった。１１月２９日には３７９人

となり過去最大となった。その後も増え続け、１２月２０日には１，０１８

人と１，０００人を突破。１月６日には２，０９０人、１月１０日には 

３，０７７人となり、１月１９日には第３波最大となる４，１１６人となっ

た。その後、急激に減少し、２月１６日には９０３人と１，０００人台を割

り込んだ。 

 

 自宅療養者 最大 ４，１１６人（１月１９日） 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

ア 自宅療養体制の強化 

  令和３年５月１３日の専門家会議において、患者急増時にはこれまで入

院できていた方が、宿泊療養や自宅療養となるケースが出てくることから、

自宅療養者への医療提供体制を強化し、療養時の安全性を向上することと

された。また、保健所が実施していた自宅療養者の健康観察を外部委託する

ことにより保健所が積極的疫学調査等の業務に注力することが可能となる

とされた。 

 

（ア）協力医療機関による健康観察の実施 

   自宅療養者のうち軽症者等の健康観察業務を、診療・検査医療機関等の

かかりつけ医に委託した。軽症またはリスク要因のある患者に対する１

日２回の健康観察を実施するほか、必要に応じた電話診療等や薬の処方

を行った。 
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（イ）宿泊・自宅療養者支援センターの準備 

   無症状かつリスク要因のない自宅療養者の健康観察業務は、新設する

宿泊・自宅療養者支援センターに委託することとした。１日２回の健康観

察を実施するほか、体調不良者等の相談を２４時間で受け付け、症状が悪

化した患者については診療・検査医療機関に取り次ぐこととした。 

 

イ 受診・相談センターの委託先の変更 

  令和３年４月１日から、受診・相談センターを民間企業に委託した。 

 

ウ 自宅療養者数の推移 

  ３月４日には自宅療養者は９４人と底を打ち、再び増加に転じた。新規陽

性者数は１００人前後で推移し、自宅療養者は緩やかに増加した。３月２８

日には３０１人、４月７日には４０３人、４月１７日には５０７人となった。

その後も増加を続け、５月１３日には１，０８９人と再び１，０００人台と

なったが、５月１８日には９７９人となった後は減少傾向となり、６月７日

には２６０人と３００人台を割り込んだ。 

 

 自宅療養者 最大 １，０８９人（５月１３日） 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

ア 宿泊・自宅療養者支援センターの設置・受け入れ停止 

  ７月７日から民間事業者に委託し、宿泊・自宅療養者支援センターを開設

し、保健所が実施していた無症状かつリスク要因のない自宅療養者の健康

観察を実施した。しかし、陽性者の急増とともに自宅療養者が増え、受託業

者において日報が提出されなくなるなど適切な運営ができなくなった。８

月２６日、宿泊・自宅療養者支援センターでの新規受け入れを停止した。 

 

イ 支援センターの再開・自宅療養体制の拡充 

  感染者急増により自宅療養者支援センターが運営停止したことを受けて、  

自宅療養体制については、これまでの最大の自宅療養者１８，０００人の健

康観察にも対応できる体制を整えた。 

  また、ピーク時の健康観察の役割分担について、症状が比較的重めの方な

どリスクの高い方については保健所で対応し、基礎疾患がある方などリス

クが中程度の方は、かかりつけ医の状況も考慮しつつ協力医療機関に依頼、

無症状や症状の軽い方は支援センターで受け持つという振り分けとした。 
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  具体的には、保健所は、ピーク時に１，０００人の健康観察に対応できる

よう、派遣看護師を増員し、９０人体制から１１６人体制にする。 

  協力医療機関には、基礎疾患がある方など１，５００人の健康観察をお願

いすることとし、協力医療機関に患者の健康観察を依頼するつなぎの部分

を担う調整窓口を設置した。 

  無症状や軽症方の健康観察は民間委託とし、自宅療養者支援センターが

１５，５００人の健康観察を行うこととした。また、自宅療養者支援センタ

ーの運営を、２つの事業者に委託することにより、１事業者の負担を軽減す

るとともに、健康観察に携わる人員の増強を図った。 

 

ウ 自宅療養基準の見直し 

  ワクチン接種が進み、本県でも１回目接種の割合が５０％を超え重症化

リスクが低下してきていたことから、令和３年９月に宿泊療養と自宅療養

のあり方を整理した。宿泊療養施設の受入可能人数の状況を踏まえ、入院の

必要がないと判断した者で以下のいずれかに該当する者は自宅療養とする

こととした。 

 

 （自宅療養基準） 

  １ 基礎疾患がない無症状者 

  ２ 基礎疾患がない有症状で以下のいずれかに該当する者 

  （１）独居で自立生活が可能である者（ワクチン２回接種後２週間以上経

過した者） 

  （２）保健所長が自宅療養の対象者として認めた者 

   ① 同居家族等が重症化リスクのある者や医療介護従事者の場合、生活 

空間を完全に分けることができること 

   ② 同居家族等が重症化リスクのある者や医療介護従事者でない場合、

寝食、風呂、トイレの使用時などに適切な感染管理を行うことがで

きること 

  ③ 同居家族等に喫煙者がいないこと 

  ④ 対象者が同居者の育児や介護を担っており、代わりを行う者がいな

い場合、同居者も含めた体調管理や体調不良時の対応を保健所や地

域の福祉サービス等で調整可能であること 

  ３ １５歳以下（中学生以下）の者で保護者等による看護が受けられる者 

 

エ 市町村との連携協定 

  １０月２８日、県内５５の市町村と連携協定を締結した。協定を締結した
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市町村には陽性者情報を提供し、市町村はパルスオキシメーターの配布や

生活支援物資の提供を行うこととなった。 

 

オ 自宅療養者数の推移 

  ６月２１日には１０１人まで減少した。その後は増加を続け７月２０日

には１，１０４人と再び１，０００人台となった。その後も急増し、７月 

２７日には２，０８０人、７月３１日には４，１２０人と第３波を超え、８

月９日には１０，２６８人とついに１万人を突破した。８月２２日に第５波

最多となる１４，４５７人となった後は急激に減少し、８月２７日には 

９，７１５人と１万人を下回った。９月１３日には４，８８３人と５千人を

割りこみ、その２日後の９月１５日には２，７４５人、９月２０日には 

１，７５７人、９月２４日には９７６人とあっという間に１，０００人を割

り込んだ。その後、１０月１日には３５３人、１０月１２日には１９７人、

１０月１８日には８５人と２ケタになり、以後２ケタで推移し、１１月２７

日には、２０２０年９月２４日の９人以来となる１１人と最小となった。 

 

 自宅療養者 最大 １４，４５７人（８月２２日） 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 ア 自宅療養者支援センターの拡充 

   第５波の反省を踏まえ、国はコロナ医療と一般医療の両立を図りつつ、総

合的な保健・医療提供体制の整備を充実するよう求めてきた。その際、第５

波における最大の感染拡大時と同程度の感染拡大が生じることを前提に、

最大療養者数を推計することとされた。しかし、県においては海外における

オミクロン株の爆発的な感染力を踏まえ、国の想定である約１．９万人を超

える自宅療養者が出ることを想定して体制を見直した。 

   令和４年２月、東部自宅療養者支援センターを開設し、自宅療養者支援セ

ンターをそれまでの２センターから３センター体制に拡充した。これによ

り、最大で４．８万人の健康観察が可能となるよう体制を整備した。 

   また、自宅療養中に体調が悪化した場合に備え、医師を派遣できる体制を

整えた。 

 

 イ 配食サービスの拡充 

   第５波では感染者の増加に伴い配食サービスの配達が遅れる事案が発生

したため、１月２６日から電子申請サービスによる申し込みを開始し、申し

込みから配達までの時間を短縮した。 
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 ウ 民間一括委託の開始 

   ６月１日に、発生届の受理から陽性者への最初の連絡、ファーストタッチ

による体調把握、疫学調査、健康観察までを一括して民間事業者に委託した。

併せて、療養証明書の発行やホテル搬送業務など保健所の負担になってい

た事務を委託したことにより、保健所の負担は軽減された。 

 

 エ 自宅療養者数の推移 

   新規陽性者の激減により１２月中は２０人前後で推移していたが、１月

に入りオミクロン株が猛威を振るったことにより自宅療養者は急増。１月

５日には１８人だったが、３日後の１月８日には１３８人、１月１３日には

１，０７３人と千人を超えた。１月１９日には５，９６０人と５千人を超え、

１月２３日には１１，３３５人と１万人越えなった。１月２７日には 

１６，３１８人と過去最高を突破し、２月１５日には第６波で最大となる 

３３，９６５人となった。その後もしばらく３万人台が続いていたが、２月

２４日に２７，９２６人となって以降、２万人台で推移した。４月１７日に

１９，２３４人となってからは減少傾向となり、５月５日には９，８３５人

と１万人を割り込んだ。その後も横ばいとなっていたが、５月１７日に 

９，４０１人となってからは急激に減少し６月５日には４，８３７人となっ

た。 

 

 自宅療養者 最大 ３３，９６５人（２月１５日） 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ア 自宅療養者支援センターの拡充 

   ７月に入り新規陽性者が急増したことから、３か所ある自宅療養者支援

センターの要員を増強し、１４．４万人の自宅療養者に対応できる体制とな

った。 

 

 イ オンライン診療窓口の開始 

   新規陽性者の急増に伴い、診療・検査医療機関のひっ迫が懸念されたため、

７月２０日から県民専用のオンライン診療窓口を設置した。自宅で抗原定

性検査キットを使用し、陽性となった場合、オンラインで医師が診断し、あ

わせて解熱薬などの処方を行うものである。２４時間体制としたが申し込

みが殺到した。 
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 ウ 検査確定診断登録窓口の設置 

   ７月３０日から、抗原定性検査キットを使って陽性の結果が出た場合に、

使用した抗原定性検査キットの画像を添付して電子申請で申し込み、医師

が陽性の確定診断をする検査確定診断登録窓口を設置した。症状が軽く診

察や薬の処方が不要な方が、電子申請で確定診断が受けられ、速やかに健康

観察を行うことができたため多くの方が利用した。 

 （検査確定診断登録窓口で陽性の診断を受けた方） 

   ７月３０日～９月２５日 ２５，４７２人 

   ９月２６日～令和５年５月７日 ９０，５２６人 

 

 エ 全数届出の見直し 

   ９月２６日から発生届の見直しが行われ、６５歳以上の高齢者や妊婦な

ど４類型のみを発生届の対象とした。一方で全数把握は継続され、陽性者を

診断した医療機関は毎日、ＨＥＲ－ＳＹＳ（新型コロナウイルス感染症等情

報把握・管理システム）機能を活用し、年代別に報告することとされた。 

 

 オ 陽性者登録の開始 

   発生届の提出されない陽性者は保健所では把握できなくなったため、医

療機関の協力を得て、陽性と診断された方には陽性者登録をお願いした。 

 

 カ 療養期間の見直し 

   自宅療養の期間は７日間に短縮された。また、自宅療養期間での症状が改

善し２４時間が経過していれば、日用品の購入など外出してもよいことと

なった。 

 

 キ 自宅療養者数の推移 

   ３千人から４千人台で推移していた自宅療養者数は、７月１日に 

５，７１９人となってから増加傾向に転じた。急激な増加により７月８日に

は１０，８１３人と１週間で倍となった。さらに７月１４日には 

２２，１５５人となり、７月１８日には３４，３４０人と第６波を超えた。

７月２１日には４０，９４３人、７月２３日には５４，７４７人、７月２５

日には６９，８７２人、８月１日には９１，６８１人となった。そして、８

月８日には９７，３２４人となり全期間を通して最大の自宅療養者数とな

った。その後は減少し、８月１４日には６８，６３８人となり、しばらく横

ばいが続いた。９月３日には４９，６８０人となり、療養期間が短縮された

後、９月９日には２８，２４６人となった。９月２６日に全数届出の見直し
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がされ自宅療養者数は把握されなくなった。９月２６日は１３，３６４人で

あった。 

 

 自宅療養者 最大 ９７，３２４人（８月８日）全期間を通じて最高 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

ア 配食サービスの休止 

   自宅療養期間中でも外出できるようになったことから配食サービスは在

庫限りとし、１０月末をもって休止した。 

 

 イ パルスオキシメーターの返却督促 

   県が貸与していたパルスオキシメーターについて、未返却に対しショー

トメッセージ（ＳＭＳ）を活用し速やかに返却するように督促を行った。 

 

 ウ 相談窓口の統一 

  令和５年１月に５類感染症への位置づけ変更が決まったことを踏まえ、

一般的な相談窓口として２４時間体制の県民サポートセンターと発熱時の

受診先の相談など看護師が対応する受診・相談センターとを４月２１日に

統一し、埼玉県コロナ総合相談センターを設置した。県民の方が発熱時の受

診先の確認や受診に迷う場合、陽性者の体調が悪化した場合等への対応の

ため、ワンストップで相談できる体制を整えた。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  新規陽性者が増加するにつれて自宅療養者は爆発的に増加し、対応には多

くの人員が必要となった。事業委託することにより弾力的な運用が可能とな

った。 

  電話相談窓口においては、拡大期や長期休暇の時期には応答率が低下する

ことがあった。配食サービスでは当初、配食セットの購入が間に合わず遅配す

ることがあった。調達先を複数確保することで対応したが、配送業者の人員不

足が原因となり、委託業者を複数依頼することとした。 

 

４ ＩＣＴの活用 

ＨＥＲ－ＳＹＳ（新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理システム）を

最大限に活用し、ダウンロードデータを委託先のデータセンターに共有し、こ

こでデータ処理してハイリスク者の抽出をするとともに、県内１７保健所、３

支援センター、協力医療機関調整窓口に割り振った。架電対応に代えてショー
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トメッセージ（ＳＭＳ）対応を導入したことで、ファーストタッチを迅速化し

た。また、療養証明書についても自動化を進め、委託先で電子発行データにし

たものは本人だけが受け取れる画像とし、誤発行や誤送信といった事故をな

くした。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

県民サポートセンターの利用を、市町村等を含めて広く周知の協力を得た。 

陽性者登録窓口と陽性者相談窓口については、診療・検査医療機関に案内チ

ラシを届け、陽性の診断を受けた発生届出対象外患者に手渡すよう依頼した。 

 

６ 自己評価 

  自宅療養者に対し、いち早くパルスオキシメーターを貸出し、健康観察の体

制を整えた。第５波には急激に増える新規陽性者のため予想を超える自宅療

養者に委託事業者が対応できない状況もあった。 

  その後は、刻々と変化する自宅療養者数の変化を注視しながら自宅療養者

支援センターの体制を調整し、第６波以降にはオーバーフローを起こすこと

はなかった。 

  オミクロン株の出現時には、諸外国の状況からオミクロン株の高い感染力

に鑑み国の想定を超える自宅療養者数が予想されたことから、先んじて自宅

療養者支援センターの体制を強化した。 

  陽性者が急増したことに対応するため、ＩＣＴ技術を活用し効率化を図っ

た。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・陽性者への連絡体制の確保（ファーストタッチ、健康観察の実施） 

 ・診察・診療（カルテ）から発生届、健康観察、入院調整まで一貫したシス

テムの構築 

 ・健康観察の実施、体調悪化時の連絡体制の確保、オンライン診療の実施 

 ・自宅療養者に対する生活上の支援（パルスオキシメーターの配布、配食 

サービスの実施、普段飲んでいる薬の配達）の確保 

 ・訪問看護、訪問介護体制の確保、在宅高齢者等の支援 

 ・市町村との役割分担、連携強化 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策 （サー

ベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制）の移行について」（令和２
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年３月１日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部通知） 

・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対

象並びに自治体における対応に向けた準備について」（令和２年４月２日

付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者へのフォロ

ーアップ及び自宅療養時の感染管理対策について」（令和２年４月２日付

け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留

意事項（第１版）の送付について」（令和２年５月１日付け厚生労働省新

型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）） 

・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対

象並びに自治体における対応に向けた準備について（一部改正）」（令和２

年５月２９日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務

連絡） 

・「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備における

当面の対応について」（令和２年５月３０日付け厚生労働省新型コロナウ

イルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対

象並びに自治体における対応に向けた準備について（一部改正）」（令和２

年６月１２日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務

連絡） 

・「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備につい

て」（令和２年６月１９日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策

推進本部事務連絡） 

・「今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備

について」（令和３年３月２４日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染

症対策推進本部事務連絡） 

・「今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する

保健・医療提供体制の整備について」（令和３年１０月１日付け厚生労働

省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「オミクロン株の感染流行に対応した保健・医療提供体制確保のための更

なる対応強化について」（令和４年１月１２日付け厚生労働省新型コロナ

ウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策徹底を踏まえ

た取組状況及び更なる体制強化について」（令和４年４月２８日付け厚生

労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 
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・「現下の感染状況を踏まえた オミクロン株の特性に応じた検査・保健・医

療提供体制の点検・強化について」（令和４年７月５日付け厚生労働省新

型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「With コロナに向けた政策の考え方」（令和４年９月８日付け厚生労働省

新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」

（令和４年９月１２日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進

本部事務連絡） 

・「オミクロン株による流行対応を踏まえた「保健・医療提供体制確保計

画」 の入院体制を中心とした点検・強化について」（令和４年１１月２１

日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対

応方針について」（令和５年１月２７日付け厚生労働省新型コロナウイル

ス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供

体制の移行及び公費支援の具体的内容 について」（令和５年３月１７日付

け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の令和５年１０月以降の医療提供体制の移行

及び公費支援の具体的内容について」（令和５年９月１５日付け厚生労働

省新型コロナウイルス感染症対策本部ほか事務連絡） 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度   １，９６６，９８３千円 

      令和３年度  １０，８７４，６０８千円 

      令和４年度  ２６，６４２，６０１千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）相談窓口の継続（令和５年５月８日～） 

  令和５年３月１７日付け国事務連絡に、「外来や救急への影響緩和のため、

自治体の相談窓口機能は、発熱時等の受診相談及び陽性判明後の体調急変時

の相談を対象として継続する」とされた。４月２１日から設置した埼玉県コロ

ナ総合相談センターを９月末まで延長することとした。 

  また、その後、令和５年９月１５日付け国事務連絡に、「陽性判明後の体調

急変時の自治体等の相談機能は継続する」とされたことに伴い、令和６年３月

末まで設置を延長することとした。 
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（２）自宅療養者支援センター等の閉所 

  令和５年３月１７日付け国事務連絡に、「位置づけ変更後は、感染症法第４

４条の３の規定に基づく健康観察は必要なくなる」「陽性者の登録や、プッシ

ュ型の健康観察への支援は終了する」とされたことに伴い、自宅療養者支援セ

ンターは４月に２か所、５月７日に１か所を閉所し、終了した。 

  また、検査確定診断登録窓口・陽性者登録窓口の運営、保健所や協力医療機

関による健康観察等の各種自宅療養者支援も終了した。 

 

（３）生活支援物資等 

  令和５年３月１７日付国事務連絡に、「５月８日以降、新型コロナ患者の外

出自粛要請については終了することとなるため、食事やパルスオキシメータ

ー等の在宅療養者に対する物資の支援は終了する」とされたことに伴い、パル

スオキシメーターの貸与を終了した。 

  なお、県が貸与していたパルスオキシメーターについて、未返却に対しショ

ートメッセージ（ＳＭＳ）等を活用し、速やかに返却するように督促を行った。 
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酸素ステーション 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症療養者のうち、入院が必要とされた県民の搬  

送先が確定するまでの間、緊急的に酸素投与を行う施設を設置し、運営した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

  感染者が急激に増加したことによる病床のひっ迫を受け、一般医療を相当

程度制限しながらコロナ患者に対応する感染者急増時体制に移行した。しか

し、入院調整は難航し、入院までの待機時間が４８時間を超える患者も発生し

た。 

  ９月１日、高齢者以外でも肺炎によって重症化する患者が多くみられたこ

とから、入院が決まるまでの間、酸素投与を行うための施設として上尾市の県

立総合リハビリテーションセンターの施設を借り受け、１０人を受け入れ可

能な酸素ステーションを開設した。開設準備のため、８月中旬以降、医療人材

課の職員２名を配置し、部局横断による応援職員１０名とともに対応に当た

った。 

  ９月１日以降、酸素ステーションの運営のため、保健医療部内の本庁各課よ

り１日２～４名程度の応援を募り、対応に当たった。 

 

（２）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

  冬の感染拡大に備え、酸素ステーションの拡充について検討し、受け入れ可

能人数を増やすため、専用のプレハブ施設を伊奈町の県立がんセンター跡地

に設置することとし準備を進めた。  

  オミクロン株の影響により、１月から陽性者が急増したが、１月２０日から

２４人を受け入れ可能な南部酸素ステーションとして開設した。（上尾市内の

施設は閉所）また、さらなる感染拡大に対応するため、２月１６日にはさいた

ま市緑区内の医療機関の一部を借り受け、１２人を受け入れ可能な東部酸素

ステーションを開設した。 
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【南部酸素ステーション】 

施設名 場所 開設期間 
病床

数 

入所

者数 

南部酸素ステーション 上尾市 

伊奈町 

１期 R3.9.1～R3.11.1 

２期 R4.1.20～R4.4.30  

10床 

24床 

27名 

81名  

［構成］医師・看護師・事務スタッフ 

［機能］酸素投与、血中酸素飽和度・体温・血圧の測定・管理等 

 

【東部酸素ステーション】 

施設名 場所 開設期間 
病床

数 

入所

者数 

東部酸素ステーション さいたま

市緑区 

R4.2.16～R4.4.7 12床 14名  

［構成］医師・看護師・事務スタッフ 

［機能］酸素投与、血中酸素飽和度・体温・血圧の測定・管理等 

 

 

３ 実施上の課題と対応 

  入院待機施設としての位置づけであったが、臨時の医療施設では十分な治

療はできず、酸素ステーションに入所させるためには翌日、必ず病床を確保し

ておく必要があった。 

  地域では、市町村の施設や消防隊の施設の一部を利用して、入院待機の間、

酸素投与を行う消防隊もあった。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  健康観察のため、ＨＥＲ－ＳＹＳ（新型コロナウイルス感染症等情報把握・

管理システム）を活用した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

施設開設時には地元の市町村、医師会、消防、警察、自治会に周知を行った。 
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６ 自己評価 

   全国的にこのような施設は少なく、独自性が打ち出せたことは評価できる。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

   高齢者は、容体急変しやすく、転倒リスクが高いため、ハード、ソフト面双

方から対応しなければならず、準備が膨大になる。 

  プレハブを利用した施設の設置には準備の時間がかかるが、あくまで入院

が決定するまでの一時的な利用を想定していることから、病床の確保が優先

される。 

  

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

 ・「入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設（入院待機施設）の整

備について」（令和３年８月２５日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染

症対策推進本部事務連絡） 

 ・「入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設（入院待機施設）等の

整備に対する支援（酸素濃縮装置の無償貸付）について」（令和３年９月１

３日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和３年度   ９２５，３０８千円 

      令和４年度 １，８６８，４８５千円 

    財 源 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  酸素ステーションそのものは令和４年度で運営終了しており、その後の対

応はない。 
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病床確保 

 

１ 概要 

新型コロナウイルスは２類感染症相当として扱われたため、陽性患者は隔

離のための措置入院が必要である。 

当初は感染症病床７５床で対応する予定であったが、感染拡大に伴い、感染

症病床のみでは不足するため、令和２年２月９日付け国通知を基に一般病床へ

コロナ患者を入院させるための病床確保に取り組むこととなった。 

ただし、本来、感染症患者以外の一般の患者を入院させるための病床をコロ

ナ患者専用に転用するため、その転用規模に応じて病床だけでなく医師、看護

師など医療従事者もコロナ医療に振り向けられるため、一般医療に影響が出る

ことになる。 

一般医療とコロナ医療の両立を図るため、コロナ病床については、患者推計

等に応じてピーク時までの段階的なフェーズを設定し、それぞれのフェーズで

必要な病床を定める「病床確保計画」を策定し、それに基づいて、新型コロナ

ウイルス感染症患者の入院医療のための病床を管理してきた。 

また、特に配慮が必要な患者（妊産婦、小児、障害児者、認知症患者、がん

患者、透析患者、精神疾患を有する患者、外国人等）に対する病床については、

より高度・専門的な医療となるため、二次医療圏内では必ずしも受け入れでき

ず、広域的な患者搬送を必要とした。 

 

２ 経緯、取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

ア 初期の病床確保状況 

令和２年３月に県内約１２０病院に対してコロナ患者受入れ可否の調査

を実施し、３月末までに一般病床１５０床を確保し、感染症病床７５床と

合わせた２２５床体制としたが、初めての病床確保のため、受け入れがで

きない病床があった。 

一般病床で感染症患者を受け入れるための医師・看護師の感染予防の研

修やトレーニングなどの準備が不足していたことなどにより、確保した 

１５０床の一般病床のうち、患者受入が可能だったのは、４７床にとどま

った。 

こうした状況の中で、令和２年４月７日に病院長会議を開催し、４月９

日に県内の２９５医療機関に対して病床確保の協力依頼を行うなどの取組

を行い、４月１７日には実際に受入れ可能な病床として３００床を確保し

た。 

４月２０日には、感染状況の積み重ねを基に、今後の患者発生を想定



172 

 

し、病床確保目標として６００床を設定した。 

この目標６００床は、４月１２日から４月１８日の平均陽性患者数であ 

る１日あたり３６人の約２倍の７５人の新規陽性患者が発生したとしても 

受入可能な病床数として設定したものである。 

６００床の目標を達成すべく、入院患者数の増加に応じて、４５７床 

（４月２４日）、５７５床（５月２日）、６０２床（５月１１日）と段階的 

に確保した。 

 

イ 県独自の病床確保計画の策定 

第１波の経験をもとに、今後感染状況が悪化した場合に備えて病床確保 

計画を策定し、令和２年６月２日に知事定例記者会見で２，４００床の病床 

確保計画を公表した。 

これは、令和２年３月６日付け事務連絡「新型コロナウイルスの患者数が 

大幅に増えたときに備えた医療提供体制等の検討について」で示された計 

算式に基づいた計算では、埼玉県のピーク時患者数は約１２，０００人 

（１２，０５９人）となり、このうち２割が入院を要する患者とした場合に 

２，４００人となることを理由としている。ただし、これは、中国武漢市の 

データを基に公衆衛生学的介入が何もなされなかった場合の最悪のシナリ 

オが前提となっている。 

 

【県独自の病床確保計画（令和２年６月策定）】 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ 

計画病床数 ２４０ ６００ ２，４００ 

うち重症 ６０ ６０ ４００ 

 

６月１日及び６月９日には、第２波に備え、再度病院長会議を開催し、

具体的な割り振り案も示した上で、２，４００床確保に向けた検討を開始

した。 
 
（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

国の方針に対応した新たな病床確保計画の策定 

令和２年６月１９日付け事務連絡「今後を見据えた新型コロナウイルス

感染症の医療提供体制整備について」で、各都道府県に対して、国が作成

した新たな流行シナリオを踏まえた患者推計ツールにより、ピーク期の療

養患者数、入院患者数を推計し、病床確保計画を策定するよう通知があっ

た。 

これを受け、国の示した患者推計による患者数よりも、さらに２割以上

の余裕を見てピーク期（フェーズⅣ）の計画病床数を１，４００床とした
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新たな病床確保計画を令和２年７月に設定した。 

 

【県独自の病床確保計画（令和２年７月策定）】 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ 

計画病床数 １４０ ６００ １，０００ １，４００ 

うち重症 ２０ ９０ １５０ ２００ 

 
新たな病床確保計画では、フェーズの移行基準及びその前段となるメ

ディカル・アラートの発出基準を定め、的確なフェーズ運営ができるよう

にした。 

 

【メディカル・アラート及びフェーズ移行基準】 

入院患者数が一定以上となった場合又は重症病床利用率が５０％以上 

 メディカル・アラート フェーズ移行 

フェーズⅠ→Ⅱ ３０人以上 ４０人以上 

フェーズⅡ→Ⅲ １５０人以上 ２２０人以上 

フェーズⅢ→Ⅳ ３２０人以上 ４６０人以上 

 
【第２波のフェーズ移行の整理】 

フェーズ移行の変更 移行要請日 移行日 

Ⅱ → Ⅲ R2.8.7 R2.8.14 

※R2.7の病床確保計画策定時：フェーズⅡ 

 
（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２日） 

ア 仮設の専用医療施設（プレハブ）の公募受付 

令和２年７月に策定した新たな病床確保計画では、ピーク期（フェーズ 

Ⅳ）の計画病床数を１，４００床としたが、これに対し、県では、１０月 

８日時点で１，２０１床を確保しており、残り１９９床を確保する必要が 

あった。 

新型コロナウイルス感染症の受入病床の確保に当たっては、できる限り 

一般医療の圧迫を防ぐとともに、院内感染の防止を徹底することが必要で 

あり、医療機関の本体の建物の外に受入病床を整備することが有効である 

と考えた。 

そこで、医療機関が敷地内又は隣接地にプレハブ等建築基準法における 

応急仮設建築物により、仮設の専用医療施設を整備する場合に、当該医療 

機関の許可病床とは別枠で新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため 

の時限的な措置として、新たな病床を配分することとし、令和２年１０月 

に県内の医療機関から病床整備計画を公募した。 

公募の結果、８医療機関の病床整備計画合計２４９床を採択した。この 
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  取組は、フェーズⅣの必要病床数１，４００床の確保に大きく寄与するこ 

  ととなった。 

   専用医療施設については、令和２年１２月１日から順次運用を開始し、令 

  和３年３月末までに、８医療機関の全てが運用を開始した。 

   専用医療施設については最大で２６２床を確保・運用した。 

 

イ 後方支援医療機関の創設 

患者を受け入れる医療機関では、数字以上の切迫感があるものと考え、 

限りあるコロナ専用の確保病床で、新たな患者を受け入れるためには、コ 

ロナの症状が治まっても持病やリハビリが必要など、継続して入院が必要 

となる患者の転院を促進する必要があった。 

令和２年１１月３０日から、退院基準を満たした患者を受け入れる医療 

機関を募り、受入れに協力してもらった医療機関（後方支援医療機関）に 

ついては、転院支援システムに登録するなど、これらの患者の転院を進め 

ることで病床を有効活用できる取組を進めた。第８波まで継続して後方支 

援医療機関への参加に機会を捉えて呼び掛けた。 

 
【県独自の病床確保計画（令和２年７月策定）】（再掲） 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ 

計画病床数 １４０ ６００ １，０００ １，４００ 

うち重症 ２０ ９０ １５０ ２００ 

 
【第３波のフェーズ移行の整理】 

フェーズ移行の変更 移行要請日 移行日 

Ⅲ → Ⅳ R2.11.23 R2.11.30 

 
（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

最大確保病床の上乗せ、感染急増時のフェーズ設置 

令和３年３月２４日に厚生労働省から「今後の感染拡大に備えた新型コ

ロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」の通知が発出され、①

一般医療との両立が可能な「最大」のコロナ病床の確保、②感染者急増時

の緊急的な患者対応方針の検討・決定が求められた。 

これを受け、①最大のコロナ病床の更なる上乗せ、②感染者急増時の病

床確保のために令和３年４月２２日、２３日に病院長会議を開催し、感染

者急増時に必要となる病床数１，６１９床を示した上で更なる病床確保協

力を呼び掛けた。 

また、５月１３日から２５日まで県内７地域を対象とした会議を開催

し、感染者急増時の対応方針や一般医療への影響について協議も行うとと

もに、会議後、再検討を依頼し、医療機関との個別調整を実施した。 

これらの結果、感染者急増時には１，６６７床の病床確保が可能とな
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り、５月３１日に病床確保計画の見直しを国へ報告した。 

 

【見直した病床確保計画（令和３年５月３１日国提出時）】 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ 感染者急増時 

計画病床数 １４０ ６００ １，０００ １，６４３ １，６６７ 

うち重症 ２０ ９０ １５０ １６２ ２０１ 

※フェーズⅣ、感染者急増時は実際に確保できた病床数 

その後も確保病床数が増えた際にはフェーズⅣ及び感染者急増時の計画病

床数を随時更新 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

ア 感染者急増時体制への移行 

いわゆる第５波が始まったときの病床数は、１，６６１床（うち重症 

１６４床）で、その後も病床確保を続け病床数は増加していたが、感染者 

が急増したことを受け、直近２週間の平均増加率から推計すると、８月中 

旬には重症患者数が、確保している重症病床１６５床を超えることが推計 

され、８月１０日に感染者急増時体制への移行を要請した。 

９月３０日時点では１，９０４床（重症２３６床、中等症等１，６６８ 

床）を確保し、入院要請があった患者は全員入院することができた。 

 

イ 新病床確保計画の策定（令和３年１１月３０日） 

厚生労働省から令和３年１０月１日付けで発出された「今夏の感染拡大 

を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する保健・医療提供体 

制の整備について」に基づき新病床確保計画（令和３年１２月１日～）を 

策定した。 

この通知では、公立・公的医療機関を中心に、これまでの確保病床数を 

１～２割増加することを求められた。公立・公的医療機関を中心に確保病 

床数の更なる上乗せ依頼を行い、新病床確保計画では、フェーズⅣとして 

１，７１５床（うち重症病床１９８床）、感染者急増時として２，１７６床 

（うち重症病床２４７床）とした。 

 

【見直した病床確保計画（令和３年５月３１日国提出時）】（再掲） 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ 感染者急増時 

計画病床数 １４０ ６００ １，０００ １，６４３ １，６６７ 

うち重症 ２０ ９０ １５０ １６２ ２０１ 

 

【第５波のフェーズ移行の整理】 

フェーズ移行の変更 移行要請日 移行日 

Ⅳ   → 急増時 R3.8.10 R3.8.19 
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急増時 → Ⅳ R3.9.25 R3.10.2 

Ⅳ   → Ⅲ R3.10.22 R3.10.25 

Ⅲ   → Ⅱ R3.11.19 R3.11.22 

    

 【新たな病床確保計画（令和３年１２月１日～）】 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ 感染者急増時 

計画病床数 １４０ ６００ １，０００ １，７１５ ２，１７６ 

うち重症 ２０ ９０ １５０ １９８ ２４７ 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

ア オミクロン株への対応 

令和３年１０月２日に感染者急増時からフェーズⅣへフェーズを下げて 

以降、新規陽性者数、入院患者数の低下を受けて徐々にフェーズを下げ、 

令和３年１１月２２日以降はフェーズⅡ体制となっていた。 

令和３年１２月中旬からこれまでとは比較にならないスピードで感染が 

広がるオミクロン株による感染拡大が予測されるようになり、令和４年１ 

月からはかつてないスピードで感染が拡大していることを受け、令和４年 

１月７日にフェーズⅡから一気に感染者急増時への移行要請を行い、１月 

２１日に感染者急増時へ移行した。 

 

イ 一般医療との両立維持 

第５波（デルタ株）への対応を参考にして重症病床も増やしたものの、 

オミクロン株は重症化する患者が少なかったため、コロナ重症病床は病床 

使用率が低い状況が続いた。一方、通常は救急に対応する病床をコロナ病 

床として確保したため、一般の救急医療がひっ迫する事態となった。国か 

らコロナ病床への一般患者の入院を促進する通知を出されたことを受け、 

県でもコロナ病床を一般患者にも有効利用することを呼びかけ、コロナ医 

療と一般医療の両立維持を図った。 

 

ウ 仮設の専用医療施設の存続期間延長 

仮設の専用医療施設は、建築基準法上、応急仮設建築物として位置付けら

れており、存続期間は２年３か月以内とされていた。当該専用医療施設の存

続期間の終了を迎える令和４年度はオミクロン株による感染が拡大してお

り、病床確保の観点から、当該専用医療施設の利用継続が必要であった。 

令和４年４月２８日、このような状況を踏まえ、存続期間について柔軟に

延長できるよう建築基準法の速やかな改正を国に要望した。結果、同年５月

３１日に改正法が施行され「特定行政庁は、安全上、防火上及び衛生上支障

がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、２年３か月を

超えて、１年ごとに期間を延長することができる」こととなった。 
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    【新たな病床確保計画（令和３年１２月１日～）】（再掲） 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ 感染者急増時 

計画病床数 １４０ ６００ １，０００ １，７１５ ２，１７６ 

うち重症 ２０ ９０ １５０ １９８ ２４７ 

 

【第６波のフェーズ移行の整理】 

フェーズ移行の変更 移行要請日 移行日 

Ⅱ   → 急増時 R4.1.7 R4.1.21 

急増時 → Ⅳ R4.3.15 R4.3.22 

Ⅳ   → Ⅲ R4.5.25 R4.6.1 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 一般医療との両立維持 

感染者数の減少を受け、令和４年３月２２日に感染者急増時からフェー 

ズⅣへ移行して以降、６月２４日にはフェーズⅡ（重症フェーズⅠ）へ移 

行していたが、７月以降の新規陽性者数の増加を受けて、病床確保に万全 

を期すため、フェーズⅡ体制からフェーズⅢ体制を飛ばし、フェーズⅣ体 

制（重症フェーズⅠ）へと移行することとし、令和４年７月１１日に移行 

を要請、要請日の２週間後である令和４年７月２５日にフェーズ移行し 

た。なお、重症患者数は少ない状況が続いていたため、重症フェーズは 

フェーズⅠのままとした。 

第７波では病床使用率が７０％を超えひっ迫する状況が続いたが、６月 

下旬以降、熱中症患者の増加などから救急搬送件数が例年最も多い１月の 

件数を上回る厳しい状況を鑑み、医療機関に対しては、一般医療、特に救 

急医療との両立に留意した上での病床確保を依頼するとともに、７月から 

８月にかけて感染者急増時体制への移行の是非について専門家会議に３回 

諮った結果、フェーズⅣを維持するという結論になった。 

 

    【新たな病床確保計画（令和３年１２月１日～）】（再掲） 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ 感染者急増時 

計画病床数 １４０ ６００ １，０００ １，７１５ ２，１７６ 

うち重症 ２０ ９０ １５０ １９８ ２４７ 

 

【第７波のフェーズ移行の整理】 

フェーズ移行の変更 移行要請日 移行日 

Ⅲ →Ⅱ（重症Ⅰ） R4.6.17 R4.6.24 

Ⅱ（重症Ⅰ）→Ⅳ（重症Ⅰ） R4.7.11 R4.7.25 
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（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 一般医療との両立維持 

第７波の落ち着きを受け、１０月後半にフェーズⅣからフェーズⅢに下 

げる判断をし、１１月１日からフェーズⅢ（重症フェーズⅠ）体制となっ 

ていたが、入院患者数の増加を受け、１１月２８日にフェーズⅣ（重症 

フェーズⅠ）へ移行した。 

その後、年末にかけ重症患者数が徐々に増加したことを受け、１月４日 

に重症フェーズをⅠからⅡへ引き上げる要請を行い、１月１７日から重要 

フェーズⅡへ移行した。 

第８波でも即応病床使用率は一時８０％を超える状況になったが、救急 

医療需要が最も高まる真冬の時期であることも考慮し、全体のフェーズは 

感染者急増時体制には移行せずフェーズⅣを維持している。 

２月以降は病床使用率が順調に低下し、レベル分類も３から２へ下げる 

こととなったため、それに合わせて、令和５年２月１３日にフェーズⅢ 

（重症フェーズⅠ）へ移行し、３月１０日にはフェーズⅡ（重症フェーズ 

Ⅰ）に移行した。 

 

    【新たな病床確保計画（令和３年１２月１日～）】（再掲） 

 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ 感染者急増時 

計画病床数 １４０ ６００ １，０００ １，７１５ ２，１７６ 

うち重症 ２０ ９０ １５０ １９８ ２４７ 

 

【第８波のフェーズ移行の整理】 

フェーズ移行の変更 移行要請日 移行日 

Ⅳ（重症Ⅰ）→Ⅲ（重症Ⅰ） R4.10.28 R4.11.1 

Ⅲ（重症Ⅰ）→Ⅳ（重症Ⅰ） R4.11.14 R4.11.28 

Ⅳ（重症Ⅰ）→Ⅳ（重症Ⅱ） R5.1.4 R5.1.17 

Ⅳ（重症Ⅱ）→Ⅲ（重症Ⅰ） R5.2.7 R5.2.13 

Ⅲ（重症Ⅰ）→Ⅱ（重症Ⅰ） R5.3.3 R5.3.10 

Ⅱ（重症Ⅰ）→Ａ ― R5.5.8 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）一般医療との両立 

病床や医療従事者などの医療資源には限りがある。新型コロナ対応病床

を増やし、医療従事者を数多く割り当てれば、その分一般医療が手薄にな

る。新型コロナの感染拡大期は、救急医療がひっ迫する時期（夏季・冬

季）と重なることが多かったため、一般医療との両立を慎重に判断しなが

らコロナ病床数の確保を考慮する必要があった。第７波と第８波では、コ

ロナ病床使用率が８０％を超えていたが、感染者急増時体制には移行せ
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ず、一般医療との両立を図った。 

また、コロナ病床を過大に確保し続けることがないように病床確保計画

に基づくフェーズ管理を行った。 

 

（２）病床確保までの時間差の考慮 

コロナ病床は「今日要請して明日増加する」というものではなく、人員

配置の変更など、病床確保には一定の時間を要するものである。 

このため、メディカル・アラートの発出や移行日の２週間前の移行要請

など、スムーズなフェーズ移行が実現できる工夫を行った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

コロナ病床を確保する病院には、埼玉県電子申請システムを活用したコロ

ナ病床数及び入院患者数等の毎日の報告を求め、報告された情報をメディカ

ル・ケアステーションで共有し、医療機関同士での病床確保状況やコロナ患

者入院状況を共有した。 

 

５ 広報、関係機関への周知 

随時医療機関へメールや電話での病床確保依頼を実施 

 

６ 自己評価 

新型コロナが始まったばかりの第１波では病床確保に苦戦したが、第２波

以降は病床確保計画に基づく病床数を確保することができ、大部分の時期に

おいて４８時間を超えて入院できない患者が発生することはなく、十分な病

床数が確保できたと評価 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

・各県が確保した受入病床数に見合った病床数を基準病床数及び必要病床数

に加算するなど、制度の弾力的な運用を図ること 

・圏域を超えた高度で専門的な医療を提供する医療機関の病床整備を可能と

するため、特に配慮が必要な病床などの算定については、二次医療圏の考え

方に捕らわれない、都道府県知事の裁量による弾力的な制度の運用をはか

ること 

・その上で、更なる病床確保をしていくためには、予定手術・予定入院の延

期等について主治医の判断のもとで行う一般医療の制限では限界があるこ

とから、県の要請により確実に病床を確保するため、あらかじめ国が一般

医療の制限の範囲（延期・停止する疾患の例示など）を示すとともに、病

床確保にかかる十分な財政的措置や一般医療の制限により生じる責任を負

うことを明示すること 
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８ 根拠法令、事務連絡等  

・「新型コロナウイルス感染症患者等の入院患者の受入れについて」（令和２

年２月１０日付け厚生労働省医政局総務課、厚生労働省医政局地域医療計

画課事務連絡） 

・「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」

（令和２年６月１９日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進

本部事務連絡） 

・「今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備」

（令和３年３月２４日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進

本部事務連絡） 

・「今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する 

保健・医療提供体制の整備について」（令和３年１０月１日付け厚生労働

省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「オミクロン株による流行対応を踏まえた「保健・医療提供体制確保計画」

の入院体制を中心とした点検・強化について」（令和４年１１月２１日付

け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う「病床確

保計画」等の見直しについて」（令和５年３月３１日厚生労働省新型コロ

ナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

 

９ 事業費、財源  

（１）病床確保料（空床確保、休止病床） 

   事業費 令和２年度 ５３，９６０，３２９千円 １１３医療機関 

       令和３年度 ９４，６０４，５０４千円 １５８医療機関 

           令和４年度 ７９，３２８，５５０千円 ２２５医療機関 

   財 源 新型コロナウイルス緊急包括支援交付金 

 

ア 病床確保料の変遷 

（ア）県独自の支援策を策定（令和２年度４月臨時会） 

病床種別関係なく一律：１６，１９０円／床 

※その後、国が支援策を策定したため、この単価での支給は実施せず 
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（イ）国による支援策 

①重点医療機関・疑い患者受入協力医療機関の病床確保料 

ア）令和２年６月 国 第２次補正対応（令和２年４月１日から遡及適用） 

 区分 
重点医療機関  疑い患者受入協力医療機関 

稼働病床 休止病床  稼働病床 休止病床 

ＩＣＵ 301,000円 301,000円  301,000円 301,000円 

ＨＣＵ 211,000円 211,000円  211,000円 211,000円 

療養病床 － 16,000円  － 16,000円 

上記以外 52,000円 52,000円  52,000円 52,000円 

 

 

イ）令和２年９月 国 予備費による更なる支援後 

区分 

重点医療機関 

特定機能病院・同等病院 一般医療機関 

稼働病床 休止病床 稼働病床 休止病床 

ＩＣＵ 436,000円 436,000円 301,000円 301,000円 

ＨＣＵ 211,000円 211,000円 211,000円 211,000円 

療養病床 － 16,000円 － 16,000円 

上記以外 74,000円 74,000円 71,000円 71,000円 

 

②重点医療機関・疑い患者受入協力医療機関以外の病床確保料 

ア）令和２年６月 国 第２次補正対応（令和２年４月１日から遡及適用） 

区分 稼働病床 休止病床 

ＩＣＵ内の病床 97,000円 97,000円 

重症・中等症 41,000円 41,000円 

一般 16,000円 16,000円 

 

（２）医療従事者宿泊支援 

   事業費 令和２年度    １６８，６２７千円  ５６医療機関 

       令和３年度    ３８７，３１２千円  ７０医療機関 

           令和４年度    ３３８，９３８千円  ６６医療機関 

   財 源 新型コロナウイルス緊急包括支援交付金 

 

医療機関が医療従事者に対して、宿泊に係る費用負担や宿泊施設の提供

を行った場合に１泊あたり１３，１００円を上限に補助（Ｒ２年度から金

額変更なし） 

 

変更なし 
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（３）入院協力金（疑い含む）（県独自支援） 

   事業費 令和２年度  ８，９８３，２３９千円 １１６医療機関 

       令和３年度  ９，７４９，７６５千円 １６５医療機関 

           令和４年度 １２，０５１，９７１千円 ２４２医療機関 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

ア 入院協力金の変遷（県独自支援） 

   令和２年度 

    陽性患者：２５万円／人   

    疑い患者：５万円／人 

   令和３年度 

    陽性患者（軽症・中等症患者）：２５万円／人   

    重症患者：７５万円／人（重症患者の単価を大幅に引上げ） 

    夜間、土日祝日加算：２５万円／人を新設 

    疑い患者：５万円／人 

   令和４年度 

    陽性患者（軽症・中等症患者）：２５万円／人   

    ＮＨＦ装着患者の単価を引上げ：５０万円／人 ←２５万円／人 

    重症患者：７５万円／人 

    ＥＣＭＯ装着患者の単価を引上げ：１５０万円／人 ←７５万円／人 

    夜間、土日祝日加算：２５万円／人 

   疑い患者：５万円／人 

 

（４）医療従事者特殊勤務手当 

   事業費 令和２年度  １，０５７，９８２千円 １０４医療機関 

       令和３年度  ２，５８２，１３５千円 １５８医療機関 

           令和４年度  ３，０１３，８２８千円 ２０９医療機関 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

ア 医療従事者特殊勤務手当の変遷（県独自支援） 

   令和２年度 

    看護職員のみ 一人当たり ４，０００円／日 

   令和３年度 

    対象を看護職員だけではなく、医師、診療放射線技師等、入院受入れ 

に必要な医療従事者まで拡大 

    一人当たり ４，０００円／日 

   令和４年度  

    令和３年度と同様 
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（５）仮設の専用医療施設 

   事業費 令和２年度 ４，３２０，５９６千円 ８医療機関 

       令和３年度   ２９５，２０１千円 ８医療機関 

           令和４年度   ２２１，１３８千円 ８医療機関 

   財 源 新型コロナウイルス緊急包括支援交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）５類移行後の入院に係る医療体制の考え方 

  ５類移行後の入院に関わる医療体制の基本的な考え方は次の３つ 

① 県内すべての病院で対応する 

② 入院の要否を医療機関が判断し、医療機関同士での入院調整を基本

とする 

③ 病床確保によらずにコロナの入院患者の受入れが行われるように取

り組む 

 これらを踏まえ、今後起こるかもしれない感染拡大に備え、「全ての医療

機関で入院を受け入れる仕組みを構築する」ことを目指すこととした。 

 

（２）病床確保計画について 

  ５月８日から５類へ以降することに伴い、病床確保計画の見直しを行った。

５類移行後は、これまでの５段階のフェーズ（フェーズⅠ～Ⅳ＋感染者急増

時体制）から２段階のフェーズ（フェーズＡ・Ｂ）とすることとし、５月８

日からはフェーズＡで運営した。 

  県による病床確保は、「軽症、中等症Ⅰ・Ⅱ」は６月末まで、「重症」は９

月末まで病床確保料を支給して確保することとした。 

     【新たな病床確保計画（令和５年５月８日～）】 

 フェーズＡ 

（感染小康期） 

フェーズＢ 

（感染拡大期） 

計画病床数 ５００ １，７００ 

うち重症 ３０ ５０ 

 

（３）仮設の専用医療施設について 

  時限的な措置として運用していた仮設の専用医療施設については、幅広い

医療機関において、コロナ患者の受入れに対応できる体制への移行が進んで

いる状況を踏まえ、９月末をもって運用を終了した。 
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医療人材のスキル向上支援 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染拡大に備えた医療提供体制を確保するため、感染

症対策に精通した医師等の派遣、助言等を実施したほか、人工呼吸器及び体外

式膜型人工肺（以下「ＥＣＭＯ」という。）を扱うことのできる医療従事者の

養成を図った。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業 

新型コロナウイルス感染症重症患者の治療を行うために必要な医療機器

（人工呼吸器及びＥＣＭＯ）の扱いに習熟した医師等を計６８回派遣し、新型

コロナウイルス感染症重症患者に対応可能な医療提供体制を確保した。 

  令和２年４月１日～令和５年５月７日（第１波～第８波） 

 

（２）人工呼吸器勉強会、ＥＣＭＯ講習会、感染対策オンライン研修 

新型コロナウイルス感染症の重症患者に対する呼吸器管理について、医療

従事者の診療の質の向上を目的として人工呼吸器勉強会、ＥＣＭＯ講習会を

ＮＰＯ法人日本ＥＣＭＯnetの協力を得て実施した。また、感染対策オンライ

ン研修を実施した。 

  令和２年度 

   ＥＣＭＯ講習会  令和２年８月３０日（第２波）  

   人工呼吸器勉強会 令和２年１２月２７日（第３波） 

  令和３年度  

   人工呼吸器勉強会 令和３年９月１２日、１８日（第５波） 

   ＥＣＭＯ講習会  令和３年９月２０日（第５波） 

   感染症対策オンライン研修 令和４年２月２５日（第６波） 

  令和４年度 

   人工呼吸器勉強会 令和４年９月３日（第７波） 

   ＥＣＭＯ講習会  令和４年９月１１日（第７波） 

   感染症対策オンライン研修 令和５年３月９日（第８波） 

 

（３）Ｔｅｌｅ-ＩＣＵによる重症患者医療提供体制運営支援事業 

  拠点となる大学病院と連携病院の集中治療室をネットワークで接続し、拠

点病院において重症患者をリモートにより一元的に管理するシステムの整備
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費及び運営費を補助し、重症患者に対応する医療提供体制を整え計４７回診

療を支援した。 

  令和２年度に整備し、令和３年度から運営（第４波～第８波） 

   

（４）認定看護師等活用事業と介護施設への認定看護師派遣事業 

  県看護協会に委託している既存事業であった認定看護師の派遣事業を活用し、

陽性患者の受入を表明した病院で、感染症看護専門看護師及び感染管理認定看

護師の派遣を希望した病院に対して派遣した。病院に赴き、感染エリア、準感

染エリア、清潔エリアなどの設定（ゾーニング）、手洗い・個人防護具など

職員教育を行い、受入病床準備を支援した。また、病院や施設、訪問看護ステ

ーションの看護師等医療従事者の感染対策強化のための職員教育を目的とした

認定看護師の派遣も行った。派遣実績は１７回であった。 

  また、院内・施設内感染等クラスター対策として、速やかに対応できるよう

 保健所の実地調査や実地指導に同行し、必要があれば継続して指導を行った。 

 派遣実績２１回であった。 

  令和２年２月１日～令和３年２月２２日（第１波～第３波） 

 

（５）新型コロナウイルス感染症対策のためのトレーナー派遣等事業 

新型コロナウイルス感染症の患者に対応するため、感染者の診療や感染防

御対策などの課題を抱える医療機関等に感染対策に精通した医師や看護師等

を計４５回派遣した。 

派遣先医療機関等はトレーナーの派遣、助言等を通じて患者対応の課題等

を解決し、新型コロナウイルスの感染拡大に備えた医療体制の整備を図った。 

  令和３年４月１日～令和５年５月７日（第４波～第８波） 

 

３ 実施上の課題と対応 

  医療提供体制を確保するため、これまでに経験のない感染症に対応できる

よう各医療機関における感染管理対応能力を向上させる必要があった。 

   

４ ＩＣＴの活用 

  Ｔｅｌｅ－ＩＣＵにおいては、拠点病院と連携５病院をネットワークで接

続し重症患者の診療を支援した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  新型コロナウイルス感染症対策のためのトレーナー派遣等事業について、

県内全病院に対し令和３年度は４回、令和４年度は３回、事業周知の文書を
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発出した。 

 

６ 自己評価 

  新型コロナウイルス感染症対策のためのトレーナー派遣事業については、

トレーナーが現地に赴いて助言することにより、各医療機関の実情に応じた

感染対策に寄与した。 

  ＥＣＭＯ研修の実施により、地域の基幹病院での重症者の受入れへとつな

がった。 

  Ｔｅｌｅ－ＩＣＵは通常系列病院間で利用されるが、本県では全国的にも

例のない経営母体の異なる病院間の連携による活用が図られた。また、ポスト

コロナを見据え、コロナ以外の重症患者の集中治療にも活用できるよう連携

病院を拡大する。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

トレーナーの派遣により医療機関の感染管理対応力が高まった。また、ＥＣ

ＭＯの操作は重症患者が増加傾向にある際に研修を実施して、すぐに習得でき

る技術ではない。定期的に研修を実施してスキルを維持していく必要がある。

国において事業実施にかかる費用を引き続き措置すること。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）交付要綱 

 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）実施要綱 

 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）の実施に当たって 

  の取扱いについて 

  

９ 事業費・財源 

（１）新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業 

  事業費 令和２年度   ２３４千円 

      令和３年度 ３，０７６千円 

      令和４年度   ８１３千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 

 

（２）人工呼吸器勉強会、ＥＣＭＯ講習会、感染症対策オンライン研修 

  事業費 令和２年度 国がＮＰＯ法人日本ＥＣＭＯnetに委託して実施 

      令和３年度 ７，７０３千円 

      令和４年度 ７，６５５千円 
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  財 源 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 

 

（３）Ｔｅｌｅ－ＩＣＵによる重症患者医療提供体制運営支援事業 

  事業費 令和２年度 ７８，０８７千円 

      令和３年度  ９，１５４千円 

      令和４年度 １４，６４７千円 

  財 源 令和２年度 医療施設等設備整備費補助金（国庫）１／２ 

            新型コロナウイルス感染症対策推進基金 １／２ 

      令和３年度及び令和４年度 

            医療施設運営費等補助金（国庫）１／２ 

            新型コロナウイルス感染症対策推進基金 １／２ 

 

（４）認定看護師等活用事業（４，８７８千円）の一部 

介護施設の看護師育成（４，０３０千円）の一部 

  財 源 地域医療介護総合確保基金（医療分） 

  ※既存の委託事業の一部として実施したため、該当部分のみの事業費は 

不明 

 

（５）新型コロナウイルス感染症対策のためのトレーナー派遣等事業 

  事業費 令和３年度 ３，４３５千円 

      令和４年度   ８４０千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  リスクマネジメントとして、今後も起こりえるパンデミックに備えて技術

を維持していけるよう、令和５年９月９日に人工呼吸器・ＥＣＭＯ講習会を

実施した。 
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医療人材の確保 

 

１ 概要 

  本県では、新型コロナウイルス感染症に対応する医療人材の確保として、 

  （１）宿泊療養施設など臨時の施設において従事する医療人材の確保 

  （２）病院等の医療機関における医療人材の離職防止 

  （３）看護師等養成所における実習等の授業の代替策支援（新規従事者の 

    確保） 

 の３つについて実施した。 

  医療人材の中でも、特に医師・看護師の確保について感染の波ごとに様々な

施策を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

 ア 宿泊療養施設（５か所）における医療人材の確保 

   医師の派遣については、郡市医師会、複数の医療機関を含む、１３団体か

ら協力を得て、曜日によって対応機関を決めて協力頂いた。 

   令和２年４月２３日に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

から発出された「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養のた

めの宿泊施設確保業務マニュアル」によると、収容人数１００名に対して医

師１名が望ましいとあり、オンコールでも可とされていたが、本県では感染

した男性２名が自宅待機中に症状が悪化し死亡したことを考慮し、医師１名

を８時３０分～２０時３０分の１２時間常駐とした。翌朝８時３０分までは

日勤の医師がオンコールで対応することを原則とした。 

看護師については、県看護協会を中心にいくつかの医療機関の協力を得て

対応した。 

令和２年４月７日「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に対する健康観

察等業務」を県看護協会に委託した。同協会看護職員とナースセンターを通

して臨時で県看護協会職員として雇用し、対応いただいた。 

第１波の終盤において、院内感染が県内でも確認され、自院の医療機能の

停止の懸念から協力を得ることが徐々に困難となったことから、民間派遣会

社の活用を開始した。 
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 イ 県独自の寄附金を活用した医療従事者に謝意を表す事業の検討 

   感染リスクのある厳しい環境の中で、強い使命感を持って業務に従事し

ている医療従事者に対して、県民から多額の寄附金が寄せられた。寄附金を

活用し、新型コロナウイルス感染者に対応する医療従事者の労をねぎらう

ことを目的として、県民から公募した「感謝の言葉（応援メッセージ）」と

「県産品カタログ」を送る「新型コロナウイルス感染症治療に奮闘する医療

従事者支援事業」の実施について検討した。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 ア 宿泊療養施設（６か所）における医療人材の確保 

   第２波では、医師、看護師とも民間派遣事業者からの派遣が中心となった。 

 

 イ 県独自の寄附金を活用した医療従事者に謝意を表す事業の実施 

  ・新型コロナウイルス感染症医療従事者等応援事業 

    県産品カタログギフトを作成し、新型コロナウイルス感染症入院患者

を受け入れた県内の４６の医療機関に勤務する全ての職員を対象として

医療機関へ案内した。また、ホームページで応援・感謝メッセージの公募

を行った。 

 

 ウ 看護師等養成所における実習等の授業の代替策支援 

  ・看護師養成施設等における実習補完事業 

    令和２年３月から５月にかけ、新型コロナウイルス感染症が拡大し緊

急事態宣言が発出されたこと等により、各医療機関は看護師等養成所の

学生の病院実習を制限せざるを得ない状況であった。 

    厚生労働省は、令和２年６月１日付け「新型コロナウイルス感染症の発

生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応につい

て」の事務連絡の中で、病院実習が困難な場合、学内実習でも代替として

認めてよいとする通知を発出し、シミュレーターの活用案等が示された。

しかし、規模の小さな養成施設などでは、「シミュレーター機器を保有し

ていない。」といった新たな課題が生じた。 

そこで質の高い学内実習を担保するため、シミュレーターを県が購入

し、必要とする看護師等養成所に無償で貸し出しを行う事業を実施する

こととした。 
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（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 ア 宿泊療養施設（９か所）における医療人材の確保 

   医師・看護師については、民間派遣事業者からの派遣を中心に行った。 

   また、２つの宿泊療養施設については、陽性者の急変に対応するためバッ

クアップを医療機関へ委託した。 

 

 イ 新型コロナウイルス感染症医療従事者等応援事業 

   県民の応援・感謝のメッセージ入りの県産品カタログギフトに 

  ３１，０６９人の医療従事者から申し込みがあり、自宅に配送した。 

 

 ウ 新型コロナウイルス感染症対策従事者慰労金交付事業 

   医療機関や歯科医療機関、訪問看護ステーション等において従事する者

全てに対して、国が全国的に実施した事業で、都道府県から役割を設定され

た医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、職種や負担度

に応じて２０万円、１０万円、５万円の慰労金を交付した。医療従事者等へ

の支払件数は７，３４２件であった。 

 

 エ 看護師養成施設等における実習補完事業 

   県で購入した３種類１０台のシミュレーターについて、貸し出し希望の

あった養成校３～５校でグループ分けし、グループ内でローテーションによ

り活用した。学内演習を実施する４７校に無償で貸し出しを行った。（令和

２年１２月から開始） 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

 ア 宿泊療養施設における医療人材の確保（再掲） 

   医師・看護師については、民間派遣事業者からの派遣を中心に行った。 

 

 イ 看護師養成施設等における実習補完事業（継続取組事項） 

   引き続き３種類１０台のシミュレーターを希望する３７校に無償で貸し

出しを行った。（当該３７校に対しては令和３年４月から貸出）  

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 ア 酸素ステーションにおける医療人材の確保 
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   ８月に入り、入院患者の急増に伴い、病床はひっ迫した。そのため、入院

待機施設の整備が求められた。入院が必要だが、すぐに入院ができない場合

に、緊急的に酸素投与を行う施設を宿泊療養施設と位置付けて開設するこ

ととした。県内４か所を想定し感染状況をみながら順次開設することとな

った。 

   １日も早い開設が求められたことから、８月中旬に準備を開始し、９月１

日に南部酸素ステーションを開設した。準備期間が短く、医療従事者の確保

に苦慮した。医師の確保については、開設当初２日間は地域独立行政法人埼

玉県立病院機構に医師の派遣を要請し、循環器・呼吸器病センターから医師

派遣を受けた。また、派遣された医師により、マニュアルが整備された。そ

の後は、民間派遣会社からの派遣による対応となった。 

   看護師については、民間派遣会社での確保も募集期間が短いこともあり、

確保ができるかどうか不透明な状況であったため、確保困難な場合でも運

営可能とするため、開設１か月間は県職員である県立高等看護学院の教員

延べ６名と医療人材課の看護職員４名で運営体制を整えた。また、国から広

域派遣人材として２週間に３名、１か月で合計６名が派遣された。 

   さらには、酸素ステーションは中等症Ⅱ程度の自宅療養者のうち、症状

が悪化し入院が必要な状態であるものの、入院先の調整がつかなかった療

養者が想定されていたため、急変リスクへの対応等臨床経験豊かな人材を

県ナースセンターを通じて採用した。合わせて民間派遣会社からの派遣に

よる確保も行った。 

  

 イ 宿泊療養施設における医療人材の確保（再掲） 

   医師・看護師については、民間派遣事業者からの派遣を中心に行った。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 ア 酸素ステーションにおける医療人材の確保 

   第５波の酸素ステーションでの医療人材の確保の経験から、酸素ステー

ションで対応する中等症Ⅱ以上の利用者を民間派遣会社からの人材確保だ

けでは看護師個々のスキルが把握できないこと、業務に当たる上での手順

や酸素ステーションで勤務する上で必要なスキルを教育すること、リーダ

ー的な役割を担う人材がいないなど医療安全の観点から、医療機関へ委託

し、そこに勤務する医師・看護師で対応することとなった。（移転後新南部

酸素ステーション令和４年１月２０日受入れ開始） 
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   さらに、東部酸素ステーションの医師・看護師の確保は、民間派遣会社を

中心に行ったが、開設期間中のリーダー的な看護師の人材を県立病院の師

長経験者ＯＢに依頼し、運営を行った。 

  

 イ 宿泊療養施設における医療人材の確保（再掲） 

   医師・看護師については、民間派遣事業者からの派遣を中心に行った。 

 

 ウ 看護職員等処遇改善補助金 

   地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を

対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、段階的に収

入を引き上げるための措置を行うもので、国の経済対策として位置付けら

れた。 

   補助金の支給対象となる医療機関は令和４年２月１日時点で診療報酬に

おける「救急医療管理加算」の算定対象となっており、かつ、令和２年度１

年間の救急搬送件数が２００件以上であること、三次救急を担う医療機関

（救命救急センター）であることであった。県内で該当する対象医療機関は 

１３０医療機関あり、対象医療機関に案内を通知した。（令和４年１月５日） 

 補助対象期間は、令和４年２月から９月までの８か月分を実施する医療機

関で、翌月３月には処遇改善開始報告が１１０医療機関から提出された。 

  

 エ 看護師養成施設等における実習補完事業 

   引き続き３種類１０台のシミュレーターを希望する２４校に無償で貸し

出しを行った。（当該２４校に対しては令和４年４月から貸出）  

  

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ア 看護職員等処遇改善補助金 

   補助は令和４年２月から９月までの８か月分行った。対象となった医療

機関１１０医療機関の看護職員の常勤換算で２５，７７０人であった。 

   令和４年度診療報酬改定により１０月から収入を３％程度、月額 

１２，０００円引き上げる仕組みが創設された。 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 ア 看護師養成施設等における実習補完事業（継続取組事項） 
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３ 実施上の課題と対応 

（１）臨時に開設した施設における医療人材の確保 

  新型コロナウイルス感染拡大に伴い、臨時に開設した施設（宿泊療養施設等）

において従事する医師・看護師を確保する上で以下の課題があった。 

 ○ 元々、本県は医師・看護師不足地域である。このため、宿泊療養施設等に

おける医療人材の確保に既存の医療機関等を活用することには、限界があ

った。 

   医師・看護師は労働者派遣法において、原則、派遣が禁止されている業種

である。 

   このため、県では全国でも早い段階（令和２年５月下旬頃）で労働者派遣

法に抵触しないよう民間派遣事業者の活用を検討し、６月から宿泊療養施設

への派遣を行った。 

   一方、酸素ステーション等の中等症Ⅱの利用者を想定した臨時の施設で

は、民間派遣会社からの看護師では個々のスキルの把握やリーダー的な役

割を担う人材の確保が困難といった課題があるため、既存の医療機関への

委託を中心に対応することとした。特に看護師の実践力が保障されること

で医師が２４時間常駐する必要がなく、有効的な人材活用が可能な状況と

なった。 

 ○ 院内クラスターが発生した病院に対して他の医療機関から看護師派遣に

ついては、困難な状況であった。そのため、医師・看護師労働者派遣の規制

緩和について要望を行った。 

    

（２）既存の医療機関における医療人材の確保 

「人口当たりの病床数が多い」「平均入院日数が長い」「病床数に比して医

師・看護師数が少ない」ことが、本県のみならず日本の医療の特色である。ま

た、治療等に要する費用は全て公定価格であるため、新型コロナウイルス感染

拡大に伴い、各医療機関が迅速に医療人材を増やすことは困難であった。 

したがって、既存の医療機関における医療人材確保の課題は、離職防止であ

った。 

他県では、ＱＵＯカードの配布等を実施したところもあるが、本県は医療従

事者のモチベーション維持に働きかけるため、全国に先駆け、謝意を表す「応

援メッセージ」を実施した。 
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また、当県では地域の医療機関等との医療人材の確保に係る協議・調整につ

いて円滑に実施するための仕組みの構築について検討した。 

 令和３年１１月、令和４年１２月に県内の医療機関に対して、派遣可能な医

師数・看護職員数について調査を実施した。 

 回答の結果、協力医療機関数１０施設、派遣可能医師数合計３名、派遣可能

看護師合計１２名の申し出があったが派遣先に関する勤務条件の指定も散見

された。 

 そのため、感染症拡大時には、需要が非常に膨大となる一方供給が非常に乏

しくなることから派遣先・派遣元間での受入調整等で発生する負担を超える

効用が得られないと考え、有効的な施策ではないと判断した。 

派遣可能人数が非常に少数に留まった原因としては、感染症拡大時はいず

れの医療機関でも感染症対応などで人員を通常より多く必要とするため、他

の医療機関へ派遣するような人的リソースがないという現状があると思われ

る。 

 

（３）国への要望 

 ア 第６波に向けた医療人材の確保 

   宿泊療養施設の確保、自宅療養等における適切な医療の提供並びに臨時

医療施設、酸素ステーションの設置などの対応には医療従事者の確保が不

可欠であり、そのためには、財政負担はもとより、国の責任において広域的

な調整を含めて、その実効性を担保すること。 

   令和３年１１月２４日 緊急要望 

 

 イ 医師・看護師労働者派遣の規制緩和について 

   新型コロナウイルス感染症に対応するための特定措置として、クラスタ

ーが発生し、療養体制に支援を来している介護保険施設等や看護師の確保

を必要とする病院・診療所等への労働派遣を認めることについて以下の要

望を行った。 

   令和４年 ５月２７日 緊急要望（知事対面要望） （看護師のみ） 

   令和４年 ６月１４日 政府要望活動 （要望書送付） （看護師のみ） 

   令和４年 ８月 ５日 国会議員連絡会議 （医師・看護師） 

   令和４年１１月１７日 緊急要望 （医師・看護師） 
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４ ＩＣＴの活用 

  新型コロナウイルス感染症治療に奮闘する医療従事者支援事業・新型コロ

ナウイルス感染症対策従事者慰労金交付事業については、電子申請（オンライ

ン・Ｗｅｂ申請）で国保連合会が受付、支払いを実施した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

 ・新型コロナウイルス感染症医療従事者等応援事業 

  応援・感謝のメッセージをホームページ、Ｔｗｉｔｔｅｒで募集（令和２年

６月～７月） 

  新型コロナウイルス受入れ医療機関へメールで周知（令和２年７月） 

 ・新型コロナウイルス感染症対策従事者慰労金交付事業 

  医療機関あてに郵送で通知（令和２年７月２９日付）ホームページでの周知 

  埼玉県医師会、埼玉県歯科医師会、埼玉県保険医協会に周知依頼 

 ・看護師養成施設等における実習補完事業 

  県内の看護師等養成所にメールで事業周知（令和２年１１月） 

 ・看護職員等処遇改善補助金 

  対象の医療機関へメールで事業周知（令和４年１月５日） 

 

６ 自己評価 

  宿泊療養施設など臨時の施設において従事する医療人材の確保については、

当初は運営体制を整える必要があり、県医師会、県看護協会、複数の医療機関

の協力を得ることができ、スムーズに体制を整えることができた。また、医療

機関と連携し医療人材の確保が実施できた施設はより安全性の高い運営が行

えた。 

  医療機関が自施設の運営を行う必要上、民間派遣会社からの派遣を活用す

る必要があったが、目的や状況により既存の医療機関へ委託できるよう協力

を求めたことで安全な施設運営につながった。 

  新型コロナウイルス感染症医療従事者等応援事業は県独自で県民の応援・

感謝のメッセージ入りの県産品カタログギフトは医療従事者からも感謝の言

葉をいただいた。 

  看護師養成施設等における実習補完事業を実施することで、各養成施設の

課題解消が図られ、学生が看護師等免許試験の受験資格を得られないという

不利益が生じることはなかった。 
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７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・感染拡大時に広域的人材派遣を国が実施すること 

 ・労働者派遣法の特例的規制緩和をすること 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所

及び養成施設等の対応について」（令和２年６月１日付け文部科学省初等中

等教育局、文部科学省高等教育局、厚生労働省医政局、厚生労働省健康局、

厚生労働省医薬・生活衛生局、厚生労働省社会・援護局、厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部事務連絡） 

 ・「オミクロン株による流行対応を踏まえた「保健・医療提供体制確保計画」

の入院体制を中心として点検・強化について（依頼）」（令和４年１１月２１

日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

 

９ 事業費・財源 

（１）新型コロナウイルス感染症医療従事者等応援事業費 

   事業費 令和２年度 １３６，１７０千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対策推進基金繰入金 

 

（２）新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業 

   事業費 令和２年度 ２０，７９８，７６４千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分） 

 

（３）看護師等養成施設における実習補完事業 

   事業費 令和２年度 ３３，１５４千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金・医療提供

体制推進事業費補助金 

 

（４）看護職員等処遇改善事業費 

   事業費 令和４年度 ９１７，９７１千円 

   財 源 看護職員等処遇改善事業補助金 
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10 ５類移行に伴う対応 

  ５類以降後についても引き続き看護職員の確保については、各医療機関に

おいて重要な課題であり、新型コロナウイルス感染症を含め、様々な要因で

看護職員が不足した場合、円滑に看護人材が確保できるよう支援する必要が

ある。 

  そのため、埼玉県ナースセンターでの無料職業紹介事業により、求人施設で

ある医療機関が適切な人材を確保できるよう支援している。 

  医療機関において、新型コロナウイルス感染症の発生などで急遽看護人材

の確保が必要となった場合、ナースセンターに登録されている県内全域の求

職者に対してメールにて求人情報を積極的に周知するといった対応を行うな

ど円滑に確保が行えるよう支援を行っている。 

  また、求人施設に対して直接訪問し、求人登録の方法や求人条件の助言など

を行う出張相談を実施しており、求人施設が円滑に求人を行える取組を実施

している。 
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救急搬送体制 

 

１ 概要 

  本県では、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者（以下「疑い患者」と

いう。）の受入れに協力する医療機関（以下「疑い患者受入協力医療機関」と

いう。）の指定、並びに、新型コロナウイルス感染症から回復し、後遺症（罹

患後症状）などで引き続き入院管理が必要な患者（以下「コロナ回復後の患者」）

を受け入れる後方支援医療機関への参加依頼を行うとともに、疑い患者受入

協力医療機関における疑い病床の使用状況やコロナ回復後の患者の受入れ状

況の把握など受入体制の整備に努めた。 

  また、救急搬送件数及び救急搬送困難件数（救急隊による「医療機関への受

入れ照会回数４回以上」かつ「現場滞在時間３０分以上」の事案）の増加に対

応するため、救命救急センターの新規指定や適正受診の推進など、感染の波に

応じて様々な施策を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

 ア 救急搬送件数 ９２，０１２件、救急搬送困難件数 ３，９９１件 

   救急搬送困難割合 ４．３％ 

 

 イ 取組事項 

 （ア）疑い患者受入協力医療機関の指定 

    発熱や肺炎などの症状がある疑い患者の救急搬送が多く発生している  

状況であり、救急搬送困難事案も多くなっていた。 

    国は、４月１８日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症を疑う患者

に関する救急医療の実施について」を発出し、疑い患者への対応について、

地域の実情に応じた救急医療体制を構築するよう都道府県に求めた。 

    さらに、５月１３日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症を疑う患

者等に関する救急医療の実施について」を発出し、都道府県に対して、新

型コロナウイルス感染症の確定診断がつくまでの間、疑い患者を受け入

れ、必要な救急医療を提供する医療機関をあらかじめ設定することを検

討するよう求めた。 

    県では、５月２５日より、疑い患者専用の個室を設定し、疑い患者を受

け入れる専用病床を確保するなどの要件を満たした医療機関を、疑い患

者受入れ協力医療機関として指定（２３病院（１２６床））を開始した。 
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    協力医療機関は専用病床の使用状況を県に報告し、県は取りまとめ結

果を、毎日、救急医療情報システムに掲示して救急隊に提供した。 

    疑い患者受入れ協力医療機関の指定と専用病床の使用状況の提供によ

り、疑い患者の救急搬送困難事案の減少を図り、地域の救急医療提供体制

の確保を推進した。 

 

 （イ）転院支援システムの稼働 

    県では、救急医療機関に搬送された疑い患者やその他の救急患者がベ

ッドを長時間使用することで、新たな救急患者を受け入れることが困難

になることを防ぐため、４月１日より、救急医療情報システムに、後方医

療機関が転院を受け入れることができる空床情報の入力や、救急医療機

関が転院させたい患者の状態を入力し、転院先を検索できる「転院支援シ

ステム」を稼働し、円滑な転院を支援した。 

   

 （ウ）搬送困難事案受入医療機関の拡充 

    県では、救急隊が一定回数以上患者の受入れを断られた場合等に原則

として受け入れる搬送困難事案受入医療機関を確保してきた。 

    ２月１日に県南西部消防本部（現県南西部消防局）の所管地域の搬送困

難事案を受け入れる協定を締結した新座志木中央総合病院、４月１日に

は県全域から搬送困難事案を受け入れる協定を締結した県立小児医療セ

ンターを新たに加え、救急医療提供体制を強化した。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 ア 救急搬送件数 ７５，３７６件、救急搬送困難件数 ２，６０３件 

   救急搬送困難割合 ３．５％ 

 

 イ 取組事項 

 （ア）疑い患者受入協力医療機関の指定 

    疑い患者受入協力医療機関の新たな指定を行うとともに、既に指定さ

れている医療機関に対して、８月５日に疑い患者受入専用病床数の拡大

を依頼したことにより、第２波終了時には、４３病院（２２７床）に拡大

した。 

      

 （イ）救急医療情報システムの改修（疑い患者の応需情報入力） 

    救急隊が疑い患者の搬送先医療機関を円滑に選定できるよう、救急医

療情報システムに医療機関が疑い患者の応需情報を入力できるための改
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修を行った。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 ア 救急搬送件数 １２６，４１５件、救急搬送困難件数 ６，４５８件 

   救急搬送困難割合 ５．１％ 

 

 イ 取組事項 

 （ア）疑い患者受入協力医療機関の指定 

    疑い患者受入協力医療機関の新たな指定を行うとともに、既に指定さ

れている医療機関に対して、１２月４日付けで年末年始における疑い患

者の受入体制について確保するよう依頼を行った。 

    第３波終了時における疑い患者受入協力医療機関は、４７病院 

（２８２床）に拡大した。 

      

 （イ）後方支援医療機関の登録 

    コロナ回復後の患者を受け入れる医療機関を「後方支援医療機関」とし、

１１月３０日より、１２９病院で運用を開始した。 

    後方支援医療機関は、転院支援システムに空床情報や対応などの情報

を入力するとともに、県では、後方支援医療機関のリストを作成して、陽

性患者受入医療機関に情報提供を行った。 

    このことにより、陽性患者受入医療機関は、コロナ回復後の患者の円滑

な転院を進めることできるようになり、陽性患者受入医療機関における

病床の有効活用が図られた。 

    第３波終了時における後方支援医療機関は、１５０病院に拡大した。 

   

 （ウ）救命救急センターの指定 

    県内９番目の救命救急センターとして、１２月１日にさいたま市立病

院を指定し、第三次救急の充実を図った。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

 ア 救急搬送件数 ８１，５６６件、救急搬送困難件数 ４，３１８件 

   救急搬送困難割合 ５．３％ 

 

 イ 取組事項 

 （ア）疑い患者受入協力医療機関の指定 

    疑い患者受入協力医療機関の新たな指定を行うとともに、既に指定さ



201 

 

れている医療機関に対して、４月３０日に大型連休期間中における疑い

患者の受入体制の確保を依頼した。 

    第４波終了時における疑い患者受入協力医療機関は、５１病院 

（２８３床）に拡大した。 

 

 （イ）後方支援医療機関の登録 

    後方支援医療機関に未登録の陽性患者受入れ医療機関に対して、新た

に後方支援医療機関として登録するよう、５月６日に依頼を行った。 

    厚生労働省令和３年３月１９日付け事務連絡「新型コロナウイルス感

染症に係る後方支援医療機関の確保に関する自治体の実践例や、Ｇ－Ｍ

ＩＳの調査項目追加について」において、本県の後方支援医療機関の取組

が取り上げられた。 

    第４波終了時における後方支援医療機関は、１６２病院に拡大した。 

    

 （ウ）回復患者転院調整ネットワークの開設 

    医療現場から医療機関相互の関係構築や情報共有の機会を設けてほし

いとの要望を受け、県では、５月２６日に「回復患者転院調整ネットワー

ク」を開設し、陽性患者受入医療機関と後方支援医療機関が、チャット形

式で転院調整を行う仕組みを構築した。 

  

 （エ）救命救急センターの指定 

    県内１０番目の救命救急センターとして、５月１日に独立行政法人国

立病院機構埼玉病院を指定し、第三次救急の充実を図った。 

    当病院の指定により、これまで救命救急センターがなかった救急医療

圏における朝霞地区の空白地域が解消された。 

 

 （オ）搬送困難事案受入医療機関の拡充 

    ６月１日に中央地域メディカルコントロール協議会の所管地域の搬送

困難事案を受け入れる協定を締結したさいたま市立病院を新たに加え、   

救急医療提供体制を強化した。 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 ア 救急搬送件数 １５５，８９４件、救急搬送困難件数 ８，０４７件 

   救急搬送困難割合 ５．２％ 

 

 



202 

 

 イ 取組事項 

 （ア）疑い患者受入協力医療機関における陽性患者の受入依頼 

    ８月８日、陽性患者受入病床の使用率が６０％を超える状況となって

いたことから、疑い患者受入協力医療機関に対して、各医療機関が持つ疑

い病床において、当面の間は、陽性患者の受け入れを行うよう依頼を行っ

た。 

 

 （イ）疑い患者受入協力医療機関の指定 

    疑い患者受入協力医療機関の新たな指定を行うとともに、既に指定さ

れている医療機関に対し、８月２４日に陽性か陰性かを速やかに確定す

るため、疑い患者の受け入れ時にはＰＣＲ検査等を実施するよう依頼を

行った。 

    第５波終了時における疑い患者受入協力医療機関は、５３病院 

（２９０床）に拡大した。 

 

 （ウ）後方支援医療機関の登録 

    ８月３日、県内医療機関に対して、「回復患者転院調整ネットワーク」

への積極的な参加と引き続き円滑な転院への協力を依頼した。 

    第５波終了時における後方支援医療機関は、１６２病院であった。 

 

  （エ）転院支援システムの改修 

    陽性患者受入医療機関は、後方支援医療機関が転院支援システムに入

力した空床状況と県がとりまとめた後方支援医療機関リストに基づき転

院先を検索してきたが、７月７日、コロナ回復後の患者を受け入れる後方

支援医療機関であることを転院支援システム上に明示させる改修を行う

ことにより、システムのみで転院先を検索できる体制を構築し、円滑な転

院を支援した。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 ア 救急搬送件数 １５１，１９２件、 

   救急搬送困難件数 １３，４６０件、救急搬送困難割合 ８．９％ 

 

 イ 取組事項 

 （ア）疑い患者受入協力医療機関の指定 

    疑い患者受入協力医療機関の新たな指定を行うとともに、既に指定さ

れている医療機関に対して、４月２５日に大型連休期間中における疑い



203 

 

患者の受入体制の確保を依頼した。 

    第６波終了時における疑い患者受入協力医療機関は、５９病院 

（２９２床）に拡大した。 

      

 （イ）後方支援医療機関の登録 

    １月１９日、後方支援医療機関に対して積極的な転院受入れを依頼す

るとともに、１月２８日には未登録の医療機関に対して、新たに後方支援

医療機関として登録するよう依頼を行った。 

    ３月７日には、国の事務連絡を受けて、後方支援医療機関に対して、陽

性患者受入医療機関からの転院依頼の際にＰＣＲ検査等の陰性証明を求

めることなく、退院基準に該当する患者の受入れに協力するよう依頼し

た。 

    第５波終了時における後方支援医療機関は、１６５病院に拡大した。 

 

 （ウ）回復患者転院調整ネットワークの対象拡大 

    「回復患者転院調整ネットワーク」の対象を新型コロナ感染症患者に限

定して運営していたが、１月２０日より急性期を脱した患者全般に対象

を拡大し、円滑な転院を支援した。 

 

 （エ）救命救急センターの指定 

    県内１１番目の救命救急センターとして、６月１日に社会福祉法人恩

賜財団済生会支部埼玉県済生会加須病院を指定し、第三次救急の充実を

図った。 

    当病院の指定により、これまで救命救急センターがなかった救急医療

圏における東部北地区の空白地域が解消された。 

  

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ア 救急搬送件数 １２０，４６９件、 

   救急搬送困難件数 １０，６７３件、救急搬送困難割合 ８．９％ 

 

 イ 取組事項 

 （ア）疑い患者受入協力医療機関の指定 

    当該期間は、急激な気温上昇と高温による熱中症患者が急増した。 

    熱中症の諸症状は、発熱、頭痛、意識障害など新型コロナウイルス感染

症との類似点が多く、症状だけで判断することは困難であり、疑い患者受

入協力医療機関に多くの救急患者が運ばれる可能性があったことから、
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６月２９日に夏季における疑い患者の受入体制の確保を依頼した。 

    

 （イ）疑い患者受入協力医療機関に対する病床確保料の廃止 

    国から９月２２日付け医政発０９２２第３８号において、コロナ流行

初期段階では、発症から診断まで１週間以上を要するケースがあったこ

とから、疑い患者受入協力医療機関において、疑い患者用の病床を確保す

る必要があったが、昨今、検査結果が迅速に把握できることなどにより、

コロナ診療の実態を踏まえ、９月末をもって、疑い患者受入協力医療機関

向けの病床確保料についての補助区分を廃止することを示された。 

   また、都道府県に対して、現在の疑い病床を陽性病床や一般病床へ円滑

に転換することを検討するよう求めた。 

   これを受け、県では疑い患者受入協力医療機関に対して、補助区分が廃  

止になる旨の周知を行うとともに、疑い患者受入協力医療機関に対して、

疑い病床を減少又は廃止した場合においても、引き続き疑い患者の受け

入れに協力いただけるよう要請を行った。 

    第７波終了時における疑い患者受入協力医療機関は、４１病院 

（１５４床）に減少した。 

 

 （ウ）後方支援医療機関の登録 

    ７月１２日に後方支援医療機関に対して積極的な転院の受け入れを依

頼するとともに、７月２９日には未登録の陽性患者受入医療機関に対し

て、新たに後方支援医療機関として登録するよう依頼を行った。 

    ８月１０日には、医療機関に対して、知事及び埼玉県医師会長の連名で、

重点的に進めていく必要があるとした取組として、後方支援医療機関の

更なる利用促進が取り上げられた。 

    第７波終了時における後方支援医療機関は、１７０病院に拡大した。 

 

 （エ）救急電話相談の体制強化 

    熱中症患者の増加や新型コロナウイルス感染症の拡大により、救急電

話相談件数が増加した。そこで、県では「大人の救急電話相談」は８月 

１１日から９月１９日まで、「子どもの救急電話相談」は８月１０日から

９月１９日まで相談件数の多い時間帯の電話回線を増やし、県民のけがや

病気に対する不安の解消と、適正受診の推進による救急隊と医療機関の負

担軽減を図った。 
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（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 ア 救急搬送件数 １９２，５９６件、 

   救急搬送困難件数 １８，３６８件、救急搬送困難割合 ９．５％ 

 

 イ 取組事項 

 （ア）後方支援医療機関の登録 

    未登録の陽性患者受入医療機関に対して、新たに後方支援医療機関と

して登録するよう、１２月２０日に依頼を行った。５類移行に伴い５月７

日をもって、後方支援医療機関リストを廃止し、転院支援システム参加医

療機関としての運用に変更した。 

    ５月７日における後方支援医療機関は、１７１病院であった。 

 

 （イ）救急電話相談の体制強化 

    冬季における一般の救急搬送の増加や新型コロナウイルス感染症の拡

大により、救急電話相談件数が増加したため、「大人の救急電話相談」及

び「子どもの救急電話相談」について１２月２９日から３月３１日まで、

相談件数の多い時間帯の電話回線を増やし、県民のけがや病気に対する

不安の解消と、適正受診の推進による救急隊と医療機関の負担軽減を図

った。 

 

 （ウ）搬送困難事案受入医療機関の拡充 

    ４月１日に東部地域メディカルコントロール協議会の所管地域の搬送

困難事案を受け入れる協定を締結した三愛会総合病院を新たに加え、救

急医療提供体制を強化した。 

 

 （エ）救急告示医療機関への依頼 

    救急告示医療機関に対して、１２月２７日に年末年始における救急搬

送患者の受入体制を確保するよう依頼を行った。 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）疑い患者受入協力医療機関 

  疑い患者は、陽性・陰性が未確定のため、陽性患者や一般の患者と一緒にす

ことができず、医療機関では、院内感染リスクを防ぐための個室管理や患者ご

とに防護服を着脱する必要が生じるなど、受け入れに苦慮していた。 

  そこで、救急搬送を円滑に行い、患者の重症化リスクの回避が急務である中、

疑い患者を積極的に受け入れる「疑い患者受入協力医療機関」を指定すること
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となった。 

  疑い患者を受け入れる医療機関を指定して、救急医療情報システムに疑い

患者の応需情報を表示し、救急隊や医療機関などと共有して疑い患者を受け

入れる仕組みは、全国に先駆けた県独自の取組であった。 

 

（２）後方支援医療機関 

  県で実施したコロナ回復後の患者の転院支援の取組は、当初、退院基準を満

たした患者を受け入れる後方支援医療機関を募り、「後方支援医療機関リスト」

として、救急医療機関に提供するものに過ぎなかったが、その後、転院支援シ

ステムを改修し、陽性患者受入医療機関がシステム上で転院先を検索できる

体制を構築した。 

  また、医療現場から医療機関相互の関係構築や情報共有の機会を設けてほ

しいとの声に応え、回復患者転院調整ネットワークを開設した。 

  回復患者転院調整ネットワークでは、陽性患者受入医療機関において転院

を希望する回復患者がいる場合には、当該ネットワークに個人情報を除いた

患者情報を掲載し、後方支援医療機関が掲載情報を確認の上、チャットにより

病院間で転院調整を行う仕組みを導入した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  救急医療情報システムに、疑い患者及び陽性患者の応需情報を表示するた

めの改修を行った。 

  また、転院支援を行うため、救急医療情報システムに転院支援システムを構

築した。 

  さらに、「回復患者転院調整ネットワーク」では、民間企業が運営している

メディカルケアステーションを利用して実施した。 

  そのほか、疑い患者受入医療機関や後方支援医療機関、救急告示医療機関等

への連絡や周知については、電子メールや救急医療情報システムのお知らせ

欄を積極的に活用した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

 救急相談に係る広報の実施 

  令和４年度 

  ・医療機関・市町村・消防本部にポスターを配布 （約４，０００部） 

  ・医療機関・消防本部にＰＲカードを配布 （約４３０，０００部） 

  ・保健所・市町村にチラシを配布 （約６０，０００部） 

  ・保健所・市町村にマグネットステッカーを配布 （約８，０００部） 
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  ・鉄道駅（７駅）でデジタルサイネージを掲示（令和５年２、３月） 

  ・ＡＩ救急相談の広告をＬＩＮＥに表示（令和４年１２月１６日～令和５ 

   年２月１５日） 

  ・さいたまスーパーアリーナの通路デッキへの横断幕掲示（令和４年４月 

   ～６月、令和５年１月～３月） 

 

  令和３年度 

  ・市町村・保健所・消防本部にＰＲカードを配布（約１３４，０００部） 

  ・市町村、消防本部、保健所にマグネットステッカーを配布 

   （約１０，７００部） 

  ・鉄道駅（１３駅）でデジタルサイネージを掲示（令和４年２、３月） 

   ・包括連携協定に基づくチラシ配布による官民連携でのＰＲ（第一生命） 

  ・メットライフドーム大型ビジョンにデジタルサイネージを掲示（令和３ 

   年６月） 

  ・ＡＩ救急相談の広告をＬＩＮＥに表示（令和３年１２月１日～１月３１ 

   日） 

  ・さいたまスーパーアリーナの通路デッキへの横断幕掲示（令和３年４月 

   ～６月、令和４年１月～３月） 

 

  令和２年度 

  ・医療機関・市町村・保健所・消防本部にポスターを配布（約５，５００ 

   部） 

  ・医療機関・市町村・保健所・消防本部にＰＲカードを配布 

   （約２，２１２，０００部） 

  ・市町村、消防本部、保健所にマグネットステッカーを配布 

   （約１１，０００部） 

  ・県内鉄道駅（９駅）でデジタルサイネージを掲示（令和３年３月） 

  ・ＡＩ救急相談の広告をＬＩＮＥに表示（令和２年１１月２日～１月３１ 

   日） 

  ・さいたまスーパーアリーナの通路デッキへの横断幕掲示（令和２年４月 

   ～６月、令和３年１月～３月） 

 

６ 自己評価 

  疑い患者を受け入れる医療機関を指定して、救急医療情報システムに疑い

患者の応需情報を表示し、救急隊や医療機関などと共有して疑い患者を受け

入れる仕組みは、全国に先駆けた県独自の取組であった。 
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  後方支援医療機関の登録については、厚生労働省令和３年３月１９日付け

事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る後方支援医療機関の確保に関す

る自治体の実践例や、Ｇ-ＭＩＳの調査項目追加について」において、本県の

後方支援医療機関の取組が取り上げられた。 

  また、医療現場の要望を踏まえ、回復患者転院調整ネットワークを開設し、

転院がよりスムーズにできるために取り組んだ。 

  救急電話相談は、コロナ禍前から、２４時間３６５日体制で実施してきた。 

  国が進める＃７１１９は都道府県単位では全国５番目に平成２９年１０月

に導入した。また、子どもの救急電話相談＃８０００は、全都道府県で実施さ

れているが、相談を２４時間３６５日体制で受け付けている都道府県は本県

を含め２県となっている（令和４年５月現在）。 

  一方、本県の救急搬送件数は、令和２年を除き毎年増加を続けている中で、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大もあり救急搬送困難件数も増加してい

る。 

  救急搬送困難件数を減少させるためには、日頃から一般患者が円滑に救急

搬送ができるための取組を継続的に実施していくことが重要である。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・新興感染症に対応可能な医療機関を増やすため、相応の補助金及び診療報酬

を設定すること。 

 ・日頃から適正受診の推進を図り、不要不急の救急搬送の抑制に努めること。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・「新型コロナウイルス感染症を疑う患者に関する救急医療の実施について」

（令和２年４月１８日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進

本部事務連絡） 

 ・「新型コロナウイルス感染症を疑う患者等に関する救急医療の実施につい   

て」（令和２年５月１３日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推

進本部事務連絡） 

 ・「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）の実施について」

（令和２年６月１６日付け医政発０６１６第１号・健発０６１６第５号・薬

生発０６１６第２号厚生労働省医政局長・厚生労働省健康局長・厚生労働省

医薬・生活衛生局長通知） 

 ・「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症疑

い患者受入協力医療機関について」（令和２年６月１６日付け厚生労働省健

康局結核感染症課事務連絡） 



209 

 

 ・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型   

コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部   

改正）」（令和３年２月２５日付け健感発 0225 第１号厚生労働省健康局結核

感染症課長通知） 

 ・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型  

コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関す

る質疑応答集（Ｑ＆Ａ）の一部改正について」（令和３年２月２５日付け厚

生労働省健康局結核感染症課事務連絡） 

 ・「新型コロナウイルス感染症に係る後方支援医療機関の確保に関する自治体

の実践例や、Ｇ-ＭＩＳの調査項目追加について」（令和３年３月１９日付け

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

 ・「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）の実施

について」（令和４年９月２２日付け医政発０９２２第３８号・健発０９２

２第１４号・薬生発０９２２第１号厚生労働省医政局長・厚生労働省健康局

長・厚生労働省医薬･生活衛生局長通知） 

 ・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供

体制の移行及び公費支援の具体的内容について」（令和５年３月１７日付け

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

 

９ 事業費・財源 

 （１）埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業（病床確保支援 

   事業）※疑い病床分を含む 

   事業費 令和２年度  ６７，５８８，２５６千円（最終） 

       令和３年度 １１１，０２２，０８６千円（最終） 

       令和４年度 １４９，６７９，５６５千円（最終） 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）疑い患者受入協力医療機関の廃止 

  国から３月１７日付け事務連絡において、５類移行に伴い５月７日をもっ

て疑い患者受入協力医療機関が廃止されることが示された。 

  これを受け、４月２４日に県から疑い患者受入協力医療機関に対して周知

を行うとともに、疑い患者受入協力医療機関の廃止後も救急告示病院として

救急医療情報システムへの疑い患者の応需情報の入力及び疑い病床の陽性病

床への転換を依頼した。 

  ５月７日における疑い患者受入協力医療機関は、３７病院（１０８病床）で
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あった。 

 

（２）転院支援システム参加医療機関への依頼 

  ８月２日、転院支援システム参加医療機関に対して、引き続き円滑な転院へ

の協力を依頼した。 

 

（３）救急電話相談の体制強化 

  令和４年度の実績を踏まえ、「大人の救急電話相談」は８月１１日から９月

２４日まで、「子どもの救急電話相談」は８月１日から９月１８日まで相談件

数の多い時間帯の電話回線を増やし、県民のけがや病気に対する不安の解消

と、適正受診の推進による救急隊と医療機関の負担軽減を図った。 

 

（４）救急告示医療機関への依頼 

  救急告示医療機関に対して、４月２８日に大型連休期間中における救急搬

送患者の受入体制の確保と５類移行後も引き続き新型コロナウイルス感染症

患者等の受入れに協力いただくよう依頼を行った。 

  ８月２日、救急告示医療機関に対して、「転院支援システム参加医療機関」

を積極的に活用し、円滑な転院調整に努めるよう依頼した。 

  

（５）救急医療情報システムの改修（コロナ陽性患者の応需情報入力） 

  ５類移行後、救急隊がコロナ陽性患者の搬送先医療機関を円滑に選定でき

るよう、医療機関が入力する救急医療情報システムの応需項目に「新型コロナ

陽性」を追加表示させ、「見える化」により円滑な受入れができるよう改修を

行った。 
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参考 第１波～第８波の取組内容 

 取組内容 第１波 第２波 第３波 第４波 第５波 第６波 第７波 第８波 

１ 
疑い患者受入協力医療機関

の指定 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 転院支援システムの稼働 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３ 
搬送困難事案受入医療機関

の拡充 
○ 

 
 ○    ○ 

４ 
救急医療情報システムの 

改修 

 
○  

    
○ 

５ 後方支援医療機関の登録 
  

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

６ 救命救急センターの指定 
  

○ ○  ○   

７ 
回復患者転院調整ネットワ

ークの登録 

  
 ○ ○ ○ ○ ○ 

８ 救急相談の実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

９ 救急電話相談の体制強化 
    

  ○ ○ 

10 適正受診のための広報 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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検査キット 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査については、感染リスクがある

者を早期に発見するための有効な手段として、新型コロナウイルス感染症発

生初期より簡易検査キットの開発と積極的な活用が進められ、陽性者の早急

な検知に寄与してきたところである。 

  現在では、検査機会や供給量の増加、一般用抗原定性検査キットの薬事承認

等に伴い一般県民にも普及が進み、家庭等において、体調が気になる場合等に

セルフチェックとして自ら検査を実施することで、より確実な医療機関の受

診につなげるとともに、感染対策と日常生活の回復の両立を図っている。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

  抗原検査キットの開発と薬事承認 

   令和２年２月２５日「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」（政府

新型コロナウイルス感染症対策本部決定）の中で、医療提供体制に係る重要

事項の一つとして、迅速診断用の簡易検査キットの開発等に取り組むこと

が盛り込まれた。 

   同年５月１３日には、国内初の新型コロナウイルス抗原検査キットが薬

事承認され、有症状者の確定診断として活用されることとなった。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

   国は、令和２年６月１６日付けで「SARS-CoV-2 抗原検出用キットの活用

に関するガイドライン」を改訂し、症状発症から２～９日目の症例では陰性

の確定診断として用いることが可能となった。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

   国は、令和２年１０月２日付けで「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

病原体検査の指針（第１版)」を策定し、抗原定性検査の検体として新たに

鼻腔検体を活用することが可能となった。これを契機に、診療・検査医療機

関においては、迅速・スムーズな診断・治療につなげるべく、簡易キットを

最大限活用した検査体制の整備が進むこととなった。 
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（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

 ア 研究用抗原検査キットに係る監視指導  

   新型コロナウイルス抗原の有無を測定する検査キットのうち、診断を目

的とせず研究用と称する製品が、インターネット等を通じて広告・販売され

ている事例が見受けられたため、国は令和３年２月２５日付けで事務連絡

「研究用抗原検査キットに係る監視指導について」を発出し、以降、本県に

おいても保健所を通じて指導等の徹底を図った。 

 

 イ 同時検査キットの薬事承認 

   令和３年４月１４日、国内初の新型コロナウイルス抗原・インフルエンザ

ウイルス抗原定性同時検査キットが薬事承認された。 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 ア 卸売販売業者の販売先の拡大 

   医薬品の卸売販売業者における医薬品の販売等の相手方については、医

薬品医療機器等法の規定に基づき医療機関等に限定されているが、国は令

和３年６月２８日付けで事務連絡「抗原簡易キットの販売先について」を発

出し、診療所が所在しない事業所等において検査を実施する場合、一定の条

件下で卸売販売業者から抗原簡易キットを販売することを認めた。 

   本県においても、同事務連絡に基づく適切な運用を関係各業者に求めた。 

 

 イ 薬局での医療用抗原検査キットの販売 

   医療用抗原検査キットは、医療機関等での使用が想定されているもので

あるが、国は令和３年９月２７日付けで事務連絡「新型コロナウイルス感染

症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて」を発

出し、特例的な対応として、医療用抗原検査キットを薬局で販売することを

可能とした。 

   本県においても、関係団体を通じて各薬局に対し周知徹底を図った。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

  新型コロナウイルス（オミクロン株）の急激な感染拡大に伴う対応 

   国は、令和４年１月２４日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感

染急拡大時の外来診療の対応について」により、自治体から有症状者に抗原

定性検査キットを配布するスキームを例示した。  

   また、抗原定性検査キットの著しい需要増が生じたことを受け、国は、医

療機関や地方自治体における行政検査等に対する供給を確実に行うため、
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需給が安定するまでの間（令和４年１月２７日～３月１６日）の措置として、

医薬品卸売業者やメーカーに対し、優先度に応じた適正な流通を求めた。 

   本県では、令和４年１月から３月までの間に渡り、県内主要卸売業者に対

する検査キットの在庫等調査を毎週実施し、物流の動向把握に努めた。 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ア 抗原定性検査キットの無料配布事業 

 （ア）県による無料配布事業（令和４年７月２０日～９月３０日） 

    診療を行う医療機関の負担軽減を目的として、抗原定性検査キットの

無料配布を実施した。有症状者を対象に電子申請・届出サービスから申込

みを受け付け、順次郵送等により配布を行った。 

    事業期間中で延べ９０，００３個の配布を行った。キット使用者に対す

るアンケート調査の結果、回答のあった７３，０７２件中、陽性で判定さ

れたものが２０，３９１件（２７．９％）あり、検査確定診断登録窓口や

スマートフォンによるオンライン診療等の手続きにつなげる役割を果た

した。 

    また、令和４年８月６日からは各地域振興センターにおいても配布を

開始し、延べ５，２６９個の配布を行った。 

 

 （イ）各市町村を通じた抗原定性検査キットの無料配布事業 

    令和４年８月５日以降、県内各市町村の協力により、無料検査キット配

布事業が順次開始され、同年９月３０日までの間に延べ８１，２３５個の

配布が行われた。 

 

 （ウ）医療機関への配布 

    令和４年８月以降、国から各都道府県へ配布された抗原定性検査キッ

トを活用し、診療・検査医療機関等に対して延べ７３７，４００個の配布

を行った。 

  

 イ 一般用抗原定性検査キットの薬事承認 

   令和４年８月２４日、一般用新型コロナウイルス抗原定性検査キットが、

新型コロナウイルスに用いる一般用検査薬として初めて薬事承認され、薬

剤師による販売が必要な第一類医薬品に指定された。 
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（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 ア 季節性インフルエンザとの同時流行に向けた取組 

 （ア）検査体制の強化 

    国は、令和４年１０月１７日付け事務連絡「季節性インフルエンザとの

同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症の検査体制の強化につい

て」を発出し、新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの流

行により多数の発熱患者が生じる可能性があることを踏まえた検査体制

の強化を依頼した。 

    本県では知事会見の場を通じて、県民の皆様へ特にお願いしたいこと

として、各家庭でのコロナの抗原検査キットや解熱鎮痛薬の事前購入を

繰り返し呼びかけた。また、令和４年１１月から令和５年３月までの間、

県内主要卸売業者に対する検査キットの在庫等調査を毎週実施し、物流

の動向把握に努めた。 

   【令和４年１２月２３日 知事会見パネル】 

 

 （イ）休日・夜間や年末年始における販売体制の強化 

    県では、検査キット等の購入機会の拡大に向けた取組として、令和４年

１１月１８日から２８日までの間に、砂川副知事が埼玉県薬剤師会をは

じめ、関係団体や主要なドラッグストア企業計５か所を直接訪問し、休日

の薬剤師の配置など販売体制の充実を依頼した。また、検査キット購入時

の注意点等や年末年始期間中の対応予定を含む取扱薬局リスト等の情報

を県ホームページに掲載するなど情報提供に努めた。 

    更に、令和５年１月１日から３日の間には、県（地域振興センター９か

所）及び保健所設置４市において、抗原検査キットを入手することができ
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ず、かつ、どうしても必要とする方への最低限の臨時提供体制を整えた。 

 

 イ 一般用抗原定性検査キット 

 （ア）一般用抗原定性同時検査キットの薬事承認 

    令和４年１２月５日、一般用新型コロナウイルス抗原・インフルエンザ

ウイルス抗原定性同時検査キットが、新型コロナウイルス・インフルエン

ザを同時に検査する一般用検査薬として初めて薬事承認され、薬剤師に

よる販売が必要な第一類医薬品に指定された。これにより、薬局等におい

て店頭販売に加え、インターネット販売も可能となった。 

 

 （イ）同時期流行下における販売対応の強化 

    一般用抗原定性検査キットについては、医薬品医療機器等法の規定に

より、薬局又は店舗販売業の店舗において、薬剤師が情報提供を行って販

売されるものであるが、国は、時限的・特例的対応として、令和４年１２

月２７日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエン

ザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キット

の販売対応の強化について」を発出し、店舗販売業の店舗において、薬剤

師が不在で、対面販売ができない時間帯においても、電話や情報通信機器

を活用した販売方法を可能とし、購入機会の確保を図った。 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）抗原定性検査キットの無料配布事業 

第７波における感染急拡大を受けて抗原定性検査キットの無料配布を開

始したが、当初、他自治体や医療現場、高齢者施設等においても検査キット

の需要が急速に増大していたこともあり、県独自で潤沢な数量の検査キッ

トを確保するのは厳しい状況にあった。その後、国が買い上げた検査キット

が都道府県に無償譲渡されたため、安定確保に関する懸念は解消した。 

また、当時、一般県民にとっては、検査キットによる自己検体採取が十分

に浸透しているとは言えない状況であったため、問い合わせ対応も含め、丁

寧な説明と情報発信に努めた。 

 

（２）休日・夜間や年末年始における販売体制の強化 

薬剤師会等の関係団体や主要なドラッグストア企業に対しては、県民の

検査キットの入手機会をさらに確保する観点から、休日・夜間や年末年始に

おける販売対応について協力を求めたが、法的根拠や財政的支援が伴うも

のではなかったため、各団体や店舗による任意の対応により販売体制を確
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保した。 

なお、県薬剤師会からは、５月の大型連休中において同様の販売体制を要

する場合には、協力金等の支援について配慮を求める旨の要望があった。 

 

（３）国への要望 

季節性インフルエンザとの同時流行に伴い、検査キットの需要の増加が

見込まれることから、十分な検査キットの供給体制の構築、同時検査キット

のＯＴＣ化の早期検討、国民の検査キット購入に係る意識醸成、休日におけ

る薬剤師不在時の販売方策の検討などについて、以下の要望を行った。 

   令和４年１１月１７日 緊急要望（知事対面要望） 

   令和４年１１月１７日 全国知事会要望 

 

４ ＩＣＴの活用 

  抗原定性検査キットの無料配布の申し込みや使用後のアンケートについて

は、電子申請・届出サービスを活用して受付した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  抗原定性検査キットの事前準備等の呼びかけ 

  ・彩の国だより令和５年１月号 

  ・知事記者会見にて周知 

 

６ 自己評価 

  陽性者の急激な増加を踏まえ、速やかに抗原定性検査キットの無料配布の

体制を構築したことは評価できるが、配布対象者のニーズ（数量や使用のタイ

ミング）に即して安定的にキットを確保するには課題が残る。 

  また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時においては、あらかじめ抗原

定性検査キットを家庭で備えることを推奨するとともに、正しい使い方を周

知する必要がある。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・抗原定性検査キットについては、ＯＴＣ化も念頭とした開発を前提とし、

新規陽性者数の急増前に国の責任において一定数を確保するとともに、都

道府県等を通じて速やかに住民へ配布できる体制を整備すること。 

 ・検査キットをはじめ、抗ウイルス薬や解熱鎮痛薬など、新興感染症に関連

する医薬品について、市場における在庫や流通状況が把握可能なシステム

を構築すること。 
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８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（医

薬品医療機器等法） 

 ・「研究用抗原検査キットに係る監視指導について」（令和３年２月２５日付

け厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡） 

 ・「抗原簡易キットの販売先について」(令和３年６月２８日付け厚生労働省

医薬・生活衛生局総務課事務連絡） 

 ・「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キッ

トの取扱いについて」(令和３年９月２７日付け厚生労働省新型コロナウイ

ルス感染症対策推進本部、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡) 

 ・「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」

（令和４年１月２４日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進

本部事務連絡） 

 ・「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染

症の検査体制の強化について（依頼）」（令和４年１０月１７日付け厚生労

働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

 ・「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下におけ

る新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化につい

て」（令和４年１２月２７日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対

策推進本部、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡） 

 

９ 事業費・財源 

  抗原定性検査キットの無料配布事業 

   事業費 令和４年度 ７２，８４７千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  ５類移行後も、抗原検査キットの事前購入推奨や取扱薬局等に関する情報

提供、研究用抗原検査キットに係る注意喚起を継続して実施した。 
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後遺症（罹患後症状）対策 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症に罹患すると、療養終了後も継続して症状が残

る場合、または新たに症状が生じる場合がある。本県ではこれらの罹患後症状

（以下、「後遺症」という。）に対する診療の指針となる症例集を作成すること

で、後遺症外来に取り組む医療機関を増やし、地域の医療機関が患者に寄り添

い、診療できる体制を構築した。 

 

２ 経緯 

（１）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

  これまでの感染者の中で、療養終了後も微熱や倦怠感などの症状に苦しん

でいる方が顕在化してきた。このため、地域の医療機関において、療養終了後

も症状に苦しむ方の診療体制を構築する必要が生じたが、実態も解明されて

おらず前例のない診療となるため、実際に医療提供可能な医療機関が非常に

限定的であった。そこで、まずは県医師会の協力の下、令和３年１０月から７

医療機関９診療科において後遺症外来に取り組むこととし、地域の医療機関

からの紹介を受けて後遺症に対する診療を開始した。 

 

（２）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

  後遺症外来を行う医療機関を増やすため、これまで後遺症を診療していな

かった医療機関の診療の指針となるよう、後遺症外来を行う医療機関として

指定した７医療機関から４２２症例を収集し、令和４年３月、全国に先駆けて

症例集を作成した。 

  この症例集を県内全ての医療機関に配付し、後遺症外来を実施する医療機

関を募集した。併せて、講演会を開催し、実際に後遺症外来に従事している担

当医師が症例集に掲載した症例を解説するとともに、各診療科における具体

的な対処法を説明した。 

  その結果、令和４年４月１日時点で１４７医療機関において後遺症外来が

行われることとなった。併せて、すべての医療機関を診療科又は地域ごとのリ

ストに整理し、県ホームページで公開した。 

 

（３）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

  令和４年３月に作成した症例集は、デルタ株中心の第５波における後遺症

例が中心であったが、オミクロン株における後遺症例についても速やかに対
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応医療機関で共有する必要性が生じた。そこで、令和４年５月に、オミクロン

株中心の第６波における症例について、後遺症外来を行う医療機関にアンケ

ートを実施し、令和４年６月にその結果を反映した症例集第２版を作成した。 

  また、後遺症に関し、社会全体で理解を深めるため、令和４年７月に後遺症

についての啓発用のチラシを作成し、関係団体や学校、施設等に掲出依頼を行

うとともに、市町村の広報紙等への掲載依頼を行った。 

 

（４）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

  国の令和５年４月２７日付け事務連絡により、都道府県が公表している医

療機関が後遺症外来を実施した場合に診療報酬上の臨時的取扱いが受けられ

ることとなった。後遺症外来を実施する医療機関は令和５年５月７日現在、 

２０３医療機関まで増加した。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  流行する株によって後遺症の傾向も変わる可能性が考えられるため、流行

株に合わせて症例集を更新する必要があった。 

  令和４年３月に作成した症例集は第５波のデルタ株の症例が中心であった

ことから、令和４年５月にオミクロン株中心の第６波における患者の症例に

ついて、後遺症外来を行う医療機関にアンケートを実施し、その結果を反映し

た症例集第２版を作成した。 

  なお、後遺症外来実施医療機関の公表については、国の令和５年２月２０日

付け事務連絡により各都道府県に対し正式に要請がなされたところであった

が、本県では当初から診療科又は地域ごとのリストに整理し、県ホームページ

で公開しており、後遺症に苦しむ患者の受診機会の確保に努めている。 

  また、後遺症に関しては、①メカニズムの解明や治療薬の開発、②診療報酬

加算などの医療体制整備、③重篤な症状により生活に支障が生じている患者

に対する経済的支援などの課題があるが、これらについては県単独または全

国知事会を通じて国に次の要望を行った。 

 

  令和４年 ４月２６日 全国知事会要望 

  令和４年 ５月２７日 緊急要望（知事対面要望） 

  令和４年 ６月１３日 定期要望 

  令和４年 ７月１２日 全国知事会要望 

  令和４年 ９月 １日 全国知事会要望 

  令和４年１１月 ８日 全国知事会要望 

  令和４年１１月１７日 緊急要望（知事対面要望） 
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  令和４年１１月１７日 全国知事会要望 

  令和４年１２月２３日 全国知事会要望 

 

４ ＩＣＴの活用 

  令和４年３月２５日に実施した症例集に関する講演会は、感染防止対策と

参加者の利便性を考慮し、実際に会場での参加だけでなく、Ｗｅｂシステムを

通じての参加もできるよう配慮した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  令和４年３月２９日 知事定例記者会見（症例集第１版） 

  令和４年４月 １日 後遺症外来実施医療機関を県ホームページで公開 

  令和４年６月１７日 第５９回専門家会議後の知事会見（症例集第２版） 

 

６ 自己評価 

  令和４年５月に後遺症外来を行う医療機関に実施したアンケートでは、回

答があった医療機関の約９割が「症例集が診療の役に立った」と評価した。 

  一方、一部に後遺症が長期化しており、病態解明や治療薬の開発について引

き続き取り組むことが必要である。これらの課題については地域の特性や自

治体間の競争で取り組むべき内容ではなく、感染症法上でも国において対策

を講じるべきものとされているため、本県では国に継続して要望している。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題・国へ提言すべき事項 

  令和４年６月７日に閣議決定された、いわゆる骨太の方針には、「新型コロ

ナウイルス感染症に関する罹患後症状（いわゆる後遺症）についての実態把握

や病態解明等に資する調査・研究を進める」と記載されている。 

  また、令和４年１２月２日に成立した改正感染症法の附則には、国は後遺症

に係る医療の在り方について「科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る

観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」こと

が規定された。 

  今後起こり得る新興感染症においても、実態把握や病態解明等に資する調

査・研究や、その結果に基づく必要な措置を講じるよう国に提言すべきである。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機

関の選定及び公表等について（依頼）」（令和５年２月２０日付け厚生労働省

新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 
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９ 事業費・財源 

  事業費 令和３年度 ５，５１６千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）後遺症外来実施医療機関の拡充の取組 

  令和５年５月８日、診療報酬上の臨時的取扱いについて、県医師会及び県保

険医協会へ周知を行った。 

  また、後遺症外来を実施する医療機関の公表を継続するとともに、７月には

県内の医療機関に対して後遺症外来への登録を依頼する文書を郵送すること

により、実施医療機関の増加を図った。その結果、後遺症外来を実施する医

療機関は令和５年９月３０日現在、２５５医療機関まで増加した。 

 

（２）国への要望 

  国に対しては、①メカニズムの解明や治療薬の開発を早急に進めること、②

重篤な症状により生活に支障が生じている患者に対する経済的な支援制度を

整備すること、③令和６年４月以降も診療報酬の加算措置を継続・拡充する

ことについて、次のとおり要望を行った。 

 

  令和５年６月 ５日 政府要望（ポストコロナ・物価高騰別冊） 

  令和５年６月１６日 知事対面要望 

  令和５年７月２６日 全国知事会要望 



 

（２）保健所業務  
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保健所業務 

１ 概要 

（１）保健所の体制 

  令和２年２月の発生以降、保健所はコロナ対応の最前線に立って、広範な業 

 務を担うこととなった。県民からの問い合わせ、感染の疑いのある人の検体採 

 取・搬送、陽性患者の移送、積極的疫学調査、入院調整等極めて広範な業務を 

 担った。発生当初からしばらくの間、これらの業務を保健所職員で対応してい 

 た。 

  保健所の感染症対応機能を的確に発揮するため、応援職員体制、業務委託、 

 業務のデジタル化の導入など、感染者の拡大とともに増える業務に対応する 

 ため、順次、保健所の機能強化を図っていった。 

  【保健所における主な対応業務】 

  ①電話相談、対応 

  ②有症状者の受診・検査調整 

  ③ＰＣＲ検査の検体回収 

  ④衛生研究所への検体搬送 

  ⑤トリアージ（入院先の調整・ホテル療養調整・酸素ステーション） 

  ⑥積極的疫学調査（本人及び施設） 

  ⑦情報収集シートの作成及び県庁あて報告 

  ⑧ファーストタッチ及び病状の確認 

  ⑨患者搬送 

  ⑩濃厚接触者の特定、居住地保健所への健康観察及び検査の依頼 

  ⑪療養中の指導及び支援 

  ⑫発生届受理 

  ⑬ＨＥＲ－ＳＹＳ（新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理システム）確認及び入力 

  ⑭検査調整 

  ⑮感染予防注意喚起 

  ⑯自宅療養者健康観察 

  ⑰パルスオキシメーター配布 

  ⑱配食サービス確認、依頼 

  ⑲クラスター対応、ＣＯＶＭＡＴへの同行 

  ⑳他自治体との調整 

  ㉑県庁への報告 

  ㉒記者発表資料確認 

  ㉓入院勧告 
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  ㉔入院措置 

  ㉕行政検査結果の対象者あて連絡 

  ㉖就業制限解除通知の作成、交付 

  ㉗療養証明書の起案及び発出 

  ㉘患者等届出事項通知書、入院勧告関連通知作成、交付 

  ㉙自己負担額決定起案及び通知、書類の催促 

  ㉚在宅患者や施設への酸素濃縮器の設置 

  ㉛患者宅や施設等において、患者の検体採取 

  ㉜病院へのタイベック等、感染防護着の調達調整 

  ㉝在宅療養患者の透析やその他受診のための医療機関への送迎 

  ㉞医療機関で新型コロナウイルス感染症診断後の患者自宅への搬送 

  ㉟連絡がつかない患者への訪問確認 

   ㊱救急隊や医療機関からの入院調整依頼の受理。 調査して新型コロナウイ

ルス感染症県調整本部へ依頼（２４時間・夜間オンコール） 

  ㊲自宅療養者の受診先調整 

  ㊳感染症診査協議会の開催 

  ㊴公費負担申請事務 

 

（２）疫学調査 

  積極的疫学調査は、感染症法第１５条に基づき、感染症の発生の状況、動向

及び原因を明らかにするために行われる調査である。積極的疫学調査には、感

染源の推定を行う「後ろ向き積極的疫学調査」と感染症の発生予防のために濃

厚接触者を把握する「前向き積極的疫学調査」がある。 

  積極的疫学調査を実施し濃厚接触者に対し外出自粛等の要請をすることに

より感染の連鎖を断ち切ることが可能となり、基本的な感染対策の実施とと

もに、感染拡大防止対策の一つとして有効であった。 

  本県では、積極的疫学調査を行うための標準的な調査票として「情報収集シ

ート」を作成し、発生届の提出を受けただちに保健所で調査を実施してきた。

調査結果は衛生研究所に集約され、陽性者の背景や症状等、感染動向に係る分

析に役立てられた。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

  ・日本国内に新型コロナウイルス患者が発生した当初は、相談窓口が限ら

れていたこともあり、住民からの感染不安や検査希望の電話が保健所に

集中した。未知のウイルスに対し、県民は強い不安を抱いていたため、
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可能な限り、情報提供や傾聴に努めた。 

  ・一般の医療機関で発熱患者の外来診療を受ける体制が整うまでは、医療

機関から診療を断られたという住民の相談も多くあった。帰国者・接触

者外来や行政検査の枠も限られる中で、優先順位をつけて必要な対象者

にＰＣＲ検査を実施するため、受診を調整する作業に多くの労力がかか

った。 

  ・保健所から患者宅や施設等へ訪問する等して、新型コロナウイルス感染

症の検査検体を採取する対応を行っていた保健所もあった。 

  ・派遣看護師の配置を開始し、保健所職員のサポートを行った。 

  ・積極的疫学調査を実施した。 

  ・拠点保健所に配備している搬送車を使って、陽性者のホテル搬送や医療

機関受診を行った。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

  ・保健所では、所内体制の整備を行い、土日、昼夜を問わず陽性者・体調   

不良者が出た場合は、搬送することとした。また、感染症担当以外でも

担える部分については、所内で協力を仰いだ。 

  ・福祉施設、学校での積極的拡大検査の実施についての通知が発出され

た。 

    ・医療機関や高齢者施設の入居者が陽性判明すると、現地調査に出向き対

応策を検討した。厚生労働省クラスター対応班やＣＯＶＭＡＴによる指

導を受けながら対応した。 

  ・宿泊施設での療養希望者数が受け入れ枠を上回る状況となった。 

  ・積極的疫学調査を実施した。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

  ・第２派の感染状況が落ち着き、政府は令和２年１０月から「ＧｏＴｏト   

ラベル」を開始。１１月頃から感染者数が拡大していった。令和３年１月   

に入ると感染者は急増し、帰省、年末のイベントなど人々の集いと感染拡   

大が疫学調査で明らかになった。 

  ・クラスターの発生も顕著となり、埼玉県看護協会の専門看護師派遣事業

や県内看護師養成大学の御協力を得て、専門職による保健所支援（ＩＨ

ＥＡＴ等）を活用するなど、保健所の体制を強化していった。 

  ・保健所全員で新型コロナウイルス感染症対策に従事する体制となった。 

  ・業務の効率化を図るため、Ｍｙ ＨＥＲ－ＳＹＳ（厚労省コロナ感染者

等状況把握・管理システム）による患者情報の共有を進めたものの、多
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くの医療機関では発生届をＦＡＸで保健所に送ってきていた。 

  ・積極的疫学調査は、感染拡大に伴うクラスターの発生等、保健所業務が

ひっ迫する中、調査内容を見直し項目の集約化を行った。 

  ・市町村保健師に兼務辞令を発令し、管内保健所で積極的疫学調査等の対

応にあたるなど、体制強化が図られた。 

   

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

  ・電話対応に効率よく対応するため、電話回線の増強や電話振分けシステ

ムの導入を開始した。 

  ・積極的疫学調査を実施した。 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

  ・患者が急増し、発生届を受理してその日のうちに積極的疫学調査を行う

ことが困難となった。そこで、体調不良者のトリアージを最優先とし

て、迅速性を重視した調査を実施した。 

  ・発生届の多い保健所の積極的疫学調査を、本庁で実施する体制を取った

ほか、多くの県職員を保健所に派遣するなど保健所への応援体制を拡充

した。 

  ・陽性者の増加とともに自宅療養者が急増した。保健所体制強化のために

業務委託した自宅療養者支援センターも機能不全に陥り、保健所が引き

続き健康観察を行うこととなった。 

  ・デルタ株による呼吸困難を訴える在宅患者が多数発生し、保健所で酸素

濃縮装置を確保し、入院待機となっている患者宅に届けるという緊急対

応を実施した保健所もあった。 

  ・昼夜を問わず、電話相談や救急要請が相次ぎ、関係機関等との調整など

多くの事例で調整に困難を極めた。 

  ・このため、保健所職員の多くが未明まで対応に追われた。 

  ・保健所の緊急電話の対応をする職員は、職場に泊まり込んで電話対応に

あたった。 

   

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

  ・第５波の状況を踏まえ、情報収集シートとＨＥＲ－ＳＹＳ（新型コロナ

ウイルス感染症等情報把握・管理システム）の連携等、業務改善に取り

組んだ。オミクロン株の流行により患者が急増し、積極的疫学調査の重

点化が図られた。 

  ・さらに感染が拡大したため、陽性者への最初の連絡（ファーストタッ
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チ）を発生届受理の翌日までに行えるように、本庁においてＳＮＳを活

用したファーストタッチを開始した。 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

  ・第６波の状況を踏まえ、本庁において患者情報の一元化を開始した。Ｓ

ＮＳを活用したファーストタッチを委託し、保健所が健康観察すべき対

象者を限定して保健所の事務削減に寄与した。 

  ・保健所で対応していた療養証明書業務を全面委託化に切り替えた。これ

により保健所への問い合わせが大幅に減少したが、届出情報の記入の誤

り等から保健所へ対応が戻されるケースも生じていた。 

  ・深夜や土日の対応は継続して行う必要があった。そこで、夜間コールセ

ンターを設置し、一般的な相談は全県一括して対応した。 

 ・ＣＯＶＭＡＴに加えクラスターが発生した施設に、保健所からの依頼で 

   ＩＣＮ（感染管理認定看護師/感染症看護専門看護師）が単独で訪問し指 

   導する取組を開始した保健所もあった。 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

  ・令和４年９月２６日以降、発生届が全数でなくなったことにより、保健

所が健康観察すべき対象者は６５歳以上や基礎疾患のある方等に限られ

ることとなった。 

  ・宿泊療養の希望者も、本庁において全面管理することとなり、保健所業

務は概ね入院調整業務のみとなった。第７波にせまる新規陽性者数が発

生しても対応できるようになった。 

  ・高齢者施設等職員向け感染症対策研修会をオンラインで開催し、施設に

おける感染対策の基本（防護具の着脱やゾーニングの基本等）について

の研修を行った。 

    〈流行期ごとの保健所への派遣者数（看護師等）数の推移〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      流行期  看護師等  事務職 

第１波 R2. 2. 1～R2. 6. 9  35人 - 

第２波 R2. 6.10～R2. 9.13  41人 - 

第３波 R2. 9.14～R3. 2.22  58人 - 

第４波 R3. 2.23～R3. 6.10  63人 - 

第５波 R3. 6.11～R3.12.14  87人  28人 

第６波 R3.12.15～R4. 6. 5 157人 107人 

第７波 R4. 6. 6～R4.10. 7 184人 106人 

第８波 R4.10. 8～ 174人  67人 
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３ 実施上の課題と対応 

 ・保健所の体制強化を進めるにあたり、庁内職員による応援体制を構築する  

とともに、感染拡大に対応可能となるよう、業務委託や派遣職員を活用し

て対応にあたった。 

 ・感染拡大時にすみやかに体制整備を行う必要があるが、特に、派遣職員の

場合は、人員の確保に一定の時間がかかるため、現場のニーズにすみやか

に対応できない場合がある。 

 ・陽性者の搬送について、発生当初は保健所職員が搬送車を運転し陽性者を

搬送していたが、感染対策のためのスタンダードプリコーション（標準予

防策）を行いながら安全に運転を行うことには無理があった。 

 ・夜間帯の入院調整対応について、保健所及び県入院調整担当職員がオンコ

ール対応を担わなければならなかった。 

 ・新型コロナは３年という長期間にわたり感染対策を継続することとなった  

ため、夜間対応も含め職員の負担は非常に過大であった。同様の新興感染  

症が発生した場合、オンコール対応の外部委託なども含めて持続可能な体  

制を検討する必要がある。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  業務の効率化を図るため、次の仕組みを導入した。 

  ・Ｍｙ ＨＥＲ－ＳＹＳ（厚労省コロナ感染者等状況把握・管理システ

ム）の自動架電による健康状況の確認 

  ・ＳＭＳによるファーストタッチ及び療養解除予定の連絡 

  ・電子申請を活用した療養証明書等の発行 

                          など 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  保健所を経由せずとも県民サポートセンターなどに直接相談ができるよう、 

 ＳＮＳやホームページで周知を図った。 

 

６ 自己評価 

 ・発生当初、県庁全体のペーパーレス化やデジタルインフラなどの環境が不

十分なこともあり、保健所では、医療機関からＦＡＸで提出された発生届

を紙の台帳に転記して管理していた。また、自宅療養者の健康観察の状況

も紙のカルテに記録していた。 

 ・ＨＥＲ－ＳＹＳ（新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理システム）

が令和２年５月から、順次、利用開始されたが、使い勝手の悪さや入力端
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末が限定されたことなどから、医療機関での利用が進まず、多くの発生届

がＦＡＸで送信された。保健所では、医療機関から送信された情報をＨＥ

Ｒ－ＳＹＳに代行入力しなければならず、保健所業務が増大した。 

 ・第５波において、感染が急拡大したことで、保健所及び医療機関でのＩＣ

Ｔ活用の遅れが保健所業務を一層ひっ迫させる原因となった。 

 ・第６波以降、ＨＥＲ－ＳＹＳ情報の活用と連携を進め、保健所業務のＩＣ

Ｔ化を進めることにより、県全体としての業務効率化につながった。 

 ・今後、電子カルテの導入が進んだ医療機関との電子的な連携が進むことに 

  よりさらなる効率化が期待できる。 

 ・こうした状況の中、最前線で対応にあたる保健所職員を支援するため、応

援職員、派遣職員の配置や業務委託も積極的に活用を進めた。 

・なお、保健所全体の職員一人当たりの平均時間外勤務については、令和３

年度までは感染者の増減によっては保健医療部内の本庁職員一人当たりの

平均時間外勤務を上回る状況であった。しかし、応援職員や派遣職員の配

置など保健所職員への支援を進めた結果、令和４年度以降は本庁職員一人

当たりの平均時間外勤務よりも少なくすることができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・新たな感染症の発生に備える観点から、感染拡大期を想定した保健師の増   

員に係る恒常的な財政措置を講じること。 

 ・基礎自治体でもある保健所設置市は、市民により身近な場所で健康相談等   

を行うとともに、学校や福祉など他の市民サービスとの連携をすみやかに

執り行うことができた。そのため、新たな感染症の発生に備える観点から、

保健所設置市への移行を進めるため、財政支援を拡充すること。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

 ・「保健所の業務継続のための体制整備について」（令和２年３月１３日付け

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡） 

 ・「患者数の増加等を踏まえた積極的疫学調査の優先順位付け等について」 

  （令和２年４月２０日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本 

   部事務連絡） 

 ・「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」

（令和４年１月５日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

   事務連絡） 

 ・国立感染症研究所 
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  新型コロナウイルス（Novel Coronavirus：nCoV）に対する積極的疫学調査

実施要領（暫定版） 

  （令和２年１月１７日暫定版、令和２年１月２１日暫定版、令和２年１月２

９日暫定版、令和２年２月６日暫定版） 

  新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領 

  （令和２年２月２７日暫定版、令和２年３月１２日暫定版、令和２年４月 

   ２０日暫定版、令和２年５月２９日暫定版、令和３年１月８日暫定版、令

和３年１１月２９日版） 

 

９ 事業費・財源 

（１）新型コロナウイルス感染症対策に係る看護師派遣業務委託契約  

   事業費 令和２年度   ２６４，０７５千円 

      令和３年度   ８０１，０８７千円 

      令和４年度 １，２９８，１６２千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分） 

      （１０分の１０） 

 

（２）新型コロナウイルス感染症対策に係る疫学調査等要員派遣業務委託契約 

  事業費 令和３年度    ８５，６９１千円 

      令和４年度   ３５１，３６６千円 

  財 源 感染症予防費負担金（２分の１） 

            一般財源     （２分の１） 

    

    参考資料：埼玉県新型コロナウイルス感染症 

         「保健活動の記録（2020年 1月～2021年 12月）」 

         令和４年３月 埼玉県保健医療部保健医療政策課 

 

10 ５類移行に伴う対応 

 ・５類移行に伴い、これまで保健所が担ってきた健康観察の実施や入院勧告  

などの業務が終了となった。一方、今後も新型コロナウイルス感染症は一

定の流行が繰り返されることが想定され、重症化リスクが高い方が生活す

る高齢者施設等では、施設内での感染が拡がらないよう感染対策を続ける

必要がある。 

 ・そのため、保健所では、施設で感染者が発生した場合に、保健師や看護師

を派遣し、施設の状況に合った感染対策の指導を行うほか、施設職員から

の感染対策に関する電話相談などに対応している。 
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 ・５類移行後も、引き続き感染拡大を防止するため、令和５年９月３０日現

在、派遣看護師等２６名の派遣を継続して実施している。 



 

（３）ワクチン接種 
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ワクチン接種 

 

１ 概要 

  ワクチン接種は新型コロナウイルス感染拡大防止の切り札として期待が寄

せられる一方で、特に初回接種にあっては、１６歳以上の全県民を対象に短期

間で接種体制を確立しなければならず、県・市町村及び医療機関にとって、規

模・期間ともにこれまでに経験のない事業であった。 

  接種券発行からワクチン分配等に至る様々な業務、接種医療機関の調整に

加え、不安定なワクチンの供給への対応等、様々な課題がある中、市町村の懸

命な努力をはじめ、県医師会及び郡市医師会等の関係機関に協力をいただき

ながら、１日でも早く、１人でも多くの県民に接種ができるよう、速やかな接

種体制の構築に向けた取組を進めた。 

 

２ 経緯・取組内容 

  第２波～第８波までにおいて実施。 

（１）初回接種開始前（～令和３年２月１６日） 

 ア 接種体制の確立 

   第２波の感染が広がる中、ワクチン接種について国内外での臨床試験や

政府における検討が本格化した。このような中、円滑な接種には、実施主体

となる市町村の早期体制確立が不可欠であることから、令和２年７月の市

長会議及び８月の町村長会議において、知事自ら各首長に対し、ワクチン接

種の準備を呼びかけた。一方で、国に対しては、接種業務の円滑化のため、

マイナンバーカードの活用や接種券発行等のデータベースの整備をするよ

ういち早く要望を行った。 

   令和２年１２月、国から令和３年２月から順次始まるワクチン接種につ

いて、具体的な役割やスケジュールなどが示された。県では、円滑かつ確実

な実現のため、令和３年１月にワクチンプロジェクトチームを立ち上げ、県

医師会を始めとする関係機関から協力を得ながら、市町村との調整・支援に

当たった。 

   令和３年１月、県は、市町村への第１回説明会を実施し、県における今後

のワクチン接種の調整事項やスケジュールを示し、具体的な項目の調整を

開始した。以降令和５年４月までに計１９回の市町村説明会を実施し、円滑

な接種業務に向け支援を行った。 
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  当初の主な調整項目 

   接種スケジュール、接種医療機関、医療従事者等の接種対象者把握、ワク

チン割当、広域連携による接種体制、集団接種会場の設営訓練、接種にかか

る集合契約 

 

 イ ワクチン流通体制の構築 

   令和２年８月、国は新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型

コロナウイルス感染症に関する今後の取組」として、令和３年前半までに、

全国民に提供できる数量のワクチンを確保する旨を決定した。 

   令和２年１０月、国から新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

に係る実施要綱及び実施要領が示され、都道府県の役割として、地域の卸売

業者との調整が位置付けられるとともに、ワクチンの流通の調整に当たっ

て、関係者と円滑に協議・連携できる体制を構築することが求められた。 

   これを受け、本県においては、計画的で円滑なワクチン流通が可能となる

よう、管内の医薬品卸売販売業者等と連携して、県内を区分し、地域の物流

を担当する「地域担当卸」を選定した。選定以降も、ワクチンの流通に関す

る情報を関係者に周知するとともに、Ｖ－ＳＹＳ（ワクチン接種円滑化シス

テム）による市町村へのワクチン分配を進めるため、円滑な連携体制の構築

を図った。 

 

（２）初回接種開始から３回目接種開始前まで（令和３年２月１７日～令和３年

１１月３０日） 

 ア 初回接種について 

   ワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種に位置づけられ、国の方針

に基づき、医療従事者等、６５歳以上の高齢者、基礎疾患のある方、高齢者

施設の従事者、１６歳以上の全県民の方と順次進められた。 

   令和３年２月、最初のワクチン配分量が国から示された。県は、県医師会

及び各郡市医師会と協議の上、地域性に配慮しつつ、受入医療機関など、診

療に積極的な医療機関を中心にワクチン配布先を選定した。 

   医療従事者等優先接種にあたり、県では、令和３年３月に専用の予約サイ

トを開設、対象者への予診票の発行・発送、接種を行う医療機関間のワクチ

ンの移送等を行い、接種医療機関の負担軽減を図った。また、ワクチン接種

の実施体制の確保に必要な物品として、国から医療用物資が配布されるに

あたり、市町村への連絡調整を行った。 

   令和３年４月、高齢者への接種券の発送及び接種予約が順次始まり、接種

が本格化する中、早期の接種実現に向け発生する様々な課題に対し、県では
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その都度対応に当たった。また、地域の薬剤師会では、市町村が設置した集

団接種会場に薬剤師を派遣するなどワクチン接種支援事業が行われた。 

   高齢者接種が始まって間もない令和３年４月下旬、菅首相の記者会見を

受け、急遽国から都道府県あて７月末までに高齢者向けワクチン接種を完

了するよう要請が行われた。このような中、接種ペースを促進させるため、

県では、市町村に対し、接種計画の前倒しや接種券の早期配布等の要請を行

う一方で、県医師会及び郡市医師会の協力により、個別接種を行う医療機関

の掘り起こしの調整を行った。また、診療所ごとの接種回数の底上げと接種

を実施する医療機関数の増加の両面からの取組により、接種回数の増加を

図るため、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用し、個別接

種促進のための財政支援（個別接種協力金）を開始した。 

   令和３年６月、市町村による接種を補完するため、埼玉県浦和合同庁舎に、

「埼玉県高齢者ワクチン接種センター」を他県に先駆け設置した。また、医

療従事者や高齢者接種の次の順位である基礎疾患保有者や高齢者施設職員

への接種が順次進められる中、国主体の県内企業や大学による職域接種が

開始された。 

   令和３年７月、いわゆるエッセンシャルワーカーへの優先接種について

は、国の優先接種には示されていなかったが、県では、県民生活維持のため

に早期の接種が必要との方針を示し、市町村に早期接種への協力を求める

とともに、県ワクチン接種センターでの接種促進を図った。また、初回接種

の最終順位であった６４歳以下の方への接種に向けた取組が始まった。県

では、早期接種を目指し、市町村に対し、対象者への早期の接種券送付を要

請するとともに、令和３年８月から県ワクチン接種センターでの接種対象

をエッセンシャルワーカー及び一般向けとするとともに、県内東西南北の

４か所に拡大した。 

   令和３年９月、ワクチン接種に対して不安や抵抗を持っている若年層を

はじめとする県民が正しい知識を身に付け、ワクチン接種を前向きに検討

できるようにワクチン特設サイトを開設するなど、あらゆる媒体を活用し、

接種促進を図った。 

   初回接種においては、準備や接種を進めるにあたり様々な課題が発生し、

県では、その都度、市町村説明会や通知により全体的な調整を行い、さらに

各市町村への訪問・ヒアリングを行った。これにより、各市町村が抱える課

題に対しきめ細かく支援するとともに、先進事例については情報共有も図

り、ワクチン接種体制の強化を進めた。 
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 イ 県ワクチン接種センター 

   令和３年６月、市町村による接種を補完するため、「埼玉県高齢者ワクチ

ン接種センター」を他県に先駆け設置した。この接種センターは、さいたま

市内にある県浦和合同庁舎に設置。高齢者向けのため、無料送迎バスや無料

駐車場を用意するなどアクセスに配慮も行った。 

   令和３年８月以降は、順次、東部(越谷市)、西部(川越市)、南部(さいた

ま市) 、北部(熊谷市)の県内４か所に集団接種会場を開設した。 

   県ワクチン接種センターは、どの会場もターミナル駅から近く、仕事帰り

や買い物ついでに利用しやすいよう配慮した。 

   なお、県職員の薬剤師がワクチンの保管管理や解凍、異物確認業務等を行

った。 

令和３年６月１日 埼玉県内市町村の新型コロナウイルスワクチン

接種体制の補完を目的に、埼玉県内の６５歳以上

の高齢者を接種対象とした「埼玉県高齢者ワクチ

ン接種センター」を開設 

会 場：埼玉県浦和合同庁舎 

     （さいたま市浦和区） 

令和３年７月３０日 県高齢者ワクチン接種センター運営終了 

令和３年８月２日 埼玉県内のエッセンシャルワーカーを対象（＊）

とした埼玉県ワクチン接種センターを、県内４か

所に順次開設 

＊９月２７日以降は、１２歳以上の全県民に拡大 

埼玉県東部ワクチン接種センター 

会 場：埼玉県県民健康福祉村（越谷市） 

令和３年８月１６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県東部ワクチン接種センターに続き、「埼玉県西

部ワクチン接種センター」「埼玉県南部ワクチン

接種センター」「埼玉県北部ワクチン接種センタ

ー」を開設 

 

埼玉県西部ワクチン接種センター 

会 場：川越市南公民館（ウェスタ川越内） 

     （川越市） 

埼玉県南部ワクチン接種センター 

会 場：埼玉県浦和合同庁舎 

     （さいたま市浦和区） 
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令和３年８月１６日 埼玉県北部ワクチン接種センター 

会 場：熊谷文化創造館さくらめいと 

     （熊谷市） 

令和３年８月２５日 

      ２６日 

県南部ワクチン接種センターでアストラゼネカ

社製ワクチンの接種を２日間実施 

（２回目はそれぞれ４週間後） 

令和３年１１月７日 県東部ワクチン接種センター運営終了 

令和３年１１月２４日 県西部ワクチン接種センター及び県北部ワクチ

ン接種センター運営終了 

令和３年１１月２８日 県南部ワクチン接種センター運営終了 

 

 ウ 専門相談窓口の運営 

   新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に当たっては、国及び

自治体において相談体制を確保していくことが必要であった。 

    令和３年２月、国は事務連絡を発出し、都道府県等に住民へのワクチン接

種に向けて、３月中旬を目途にコールセンター等を開設するよう準備を進

めることを求めた。 

   県では令和３年３月１日、接種後の副反応といった医学的知見が必要と

なる専門的な相談など、市町村では対応困難な問い合わせに対応するため

の専門相談窓口を開設し、看護師や医師などが２４時間体制で相談に対応

した。 

 

 エ 専門医療機関の指定 

   新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種後の副反応を疑う症状

に対する診療体制を構築する必要があった。 

   令和３年２月、国は事務連絡を発出し、新型コロナウイルス感染症に係る

ワクチンの接種後の副反応を疑う症状について、都道府県に必要に応じて

身近な医療機関からの紹介により、専門的な医療機関に円滑な受診できる

体制の確保を都道府県に求めた。 

   県では令和３年３月１日、ワクチン接種後、徐々に出現し、慢性的な麻痺

やしびれなど、神経難病等が疑われる有害事象に対応するため、埼玉県難病

診療連携拠点病院の４病院（自治医科大学附属さいたま医療センター、埼玉

医科大学総合医療センター、埼玉医科大学病院、獨協医科大学埼玉医療セン

ター）を協力医療機関として指定し、かかりつけ医では対応が困難な場合に、

かかりつけ医等からの相談や患者の受け入れ調整を行った。 

 



237 

 

（３）３回目接種開始から４回目接種開始前まで（令和３年１２月１日～令和４

年５月２４日） 

 ア ３回目接種について 

   令和３年９月、３回目接種の必要性を示した厚生科学審議会予防接種・ワ

クチン分科会を受け、国から事務連絡が発出された。これに基づき、各市町

村における接種券発行などの準備を経て、特例臨時接種が７か月延長され、

令和３年１２月から３回目接種が開始された。 

   ３回目接種の対象は、２回目接種を完了した１８歳以上の者とされ、接種

間隔は、当初２回目接種から８か月経過後とされていた。しかし、令和４年

１月から感染者が急拡大したことなどに伴い、国が接種間隔の考え方を短

縮する方針変更を頻繁に行ったことから、市町村は接種券発行事務の前倒

しなど、当初の計画から大幅な変更を迫られ、混乱も生じた。 

   こうした中、県では接種間隔が短縮された場合の各月における接種対象

者見込みを再度シミュレーションし、直近の市町村説明会で情報共有する

など、市町村が円滑に準備できるよう支援を行い、接種間隔が変更した対象

者を含めた早期の接種券送付に繋げた。 

   ３回目接種の業務が順調に進む一方で、初回接種時における副反応への

懸念などから、特に若者など現役世代で３回目の接種率が伸びないといっ

た新たな課題が見えるようになった。 

   そのため、県では市町村や大学・企業と連携して、ワクチン接種の効果の

周知や令和４年３月から５月まで秘密結社鷹の爪のキャラクターを使った

追加接種ＰＲ動画を配信するなど、正しい情報を伝えることで若者など現

役世代の接種を促進した。 

 

 イ 県ワクチン接種センター 

   令和４年２月１日から、市町村の接種体制を補完し、３回目接種を促進す

るため、埼玉県浦和合同庁舎において県ワクチン接種センター（南部）を再

開した。さらに、３月１日には西部（川越市）に、４月８日には東部（越谷

市）、北部（熊谷市）に集団接種センターを順次開設した。 

   交通利便性の高い県の会場を活用して、若者など現役世代への接種を後

押ししていくため、令和４年４月１３日から、県ワクチン接種センターでの

大学や企業単位での団体接種を開始した。５月１日予約分からは、県の電子

申請システムの活用やメールでの受付も行い、より簡単に申込ができるよ

うにした。また、大学等からの問い合わせに一元的に対応する相談窓口を設

置し、きめ細かな対応を図った。 

   初回接種において令和３年７月に優先接種した警察官（９，０３５件接種）
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について、３回目接種においても、優先的に接種できるよう体制を構築した。

具体的には、追加接種を実施する令和４年２月から６月までの期間、２回目

接種日から６か月経過しているが、接種券が市町村から届いていない警察

官について、接種券無しでも接種できるよう体制を整えた。また、県警用の

優先枠を設けて接種できるようにし、６月までの期間で５，６０１人の接種

を実施した。 

   追加接種開始後の初回接種は、県南部ワクチン接種センターでモデルナ

ワクチンを使用して令和４年３月１日から実施し、他センターでも順次、初

回接種の予約枠を設けて、県民の接種機会の確保に努めた。 

令和４年２月１日 埼玉県内の追加接種体制の補完を目的に、「埼玉県南

部ワクチン接種センター」を再開 

埼玉県南部ワクチン接種センター 

会 場：埼玉県浦和合同庁舎 

     （さいたま市浦和区） 

令和４年３月１日 追加接種のさらなる加速のために、県ワクチン接種セ

ンターを県内３か所に順次開設 

他の２か所に先駆けて、「埼玉県西部ワクチン接種セ

ンター」を開設 

埼玉県西部ワクチン接種センター 

会 場：山崎ビル（川越市） 

令和４年４月８日 県西部ワクチン接種センターに続き、「埼玉県東部ワク

チン接種センター」「埼玉県北部ワクチン接種センタ

ー」を開設 

埼玉県東部ワクチン接種センター 

会 場：南越谷ラクーン（越谷市） 

埼玉県北部ワクチン接種センター 

会 場：ニットーモール（熊谷市） 

令和４年５月９日 埼玉県浦和合同庁舎の外壁工事のため、県南部ワクチ

ン接種センターを休止 

 

 ウ その他継続の取組事項 

  ・専門相談窓口の運営【再掲】 

  ・専門医療機関の指定【再掲】 
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（４）４回目接種開始から令和４年秋開始接種前まで（令和４年５月２５日～令

和４年９月１９日） 

 ア ４回目接種について 

   令和４年３月から接種の必要性について国で検討が開始され、同年５月

から接種が開始された。 

   ４回目接種は重症化予防に重点を置くこととされ、対象者は当初、重症化

リスクの高いとされる６０歳以上の高齢者及び１８～５９歳で基礎疾患等

を有する方に限定された。 

   ４回目接種の対象者の範囲については、医療従事者及び介護従事者を含

めるよう、関係団体から要望が挙がるなど、開始当初から全国的な議論があ

った。さらに、６月に開催した埼玉県新型感染症専門家会議においても、高

齢者等の患者の感染や重症化リスクを少しでも低減する観点から、接種を

希望する医療従事者等が４回目接種を受けられるよう対象者に加えるべき

との提言がなされた。 

   これを受け、埼玉県知事からワクチン接種推進担当大臣及び厚生労働大

臣へ、４回目接種の対象者拡大に係る要望書を提出した。その後、４回目接

種の対象者に医療従事者及び介護従事者が加えられることとなった。 

 

 イ 県ワクチン接種センター 

   県北部ワクチン接種センターでは令和４年６月５日以降、毎週日曜日に

武田社ワクチン（ノババックス）による１～３回目接種を実施した。 

   オミクロン株対応ワクチン接種が始まる前（～令和４年９月１９日）の

従来株ワクチンについては、令和４年７月２２日に４回目接種の対象者の

範囲が拡大され、医療従事者等や高齢者施設及び障害者施設の従事者等へ

の４回目接種が開始された。これらの多くの方は接種券の発行が間に合わ

ないことから、希望する方が速やかに４回目接種を受けることができるよ

う、令和４年８月３日から令和４年９月２５日までの間、県ワクチン接種

センターにおいて、接種券なしでの当日受付による４回目接種を実施した。 

   県ワクチン接種センターの巡回接種として、若者など現役世代の接種を

加速するため、令和４年８月１０日に実施した埼玉スタジアム２〇〇２で

の巡回接種を始めに多くの人が集まる大学等にワクチンバスを派遣した。 

 

令和４年６月５日 県北部ワクチン接種センターで毎週日曜日午後に武田

社ワクチン（ノババックス）の接種を開始 
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 ウ その他継続の取組事項 

  ・専門相談窓口の運営【再掲】 

  ・専門医療機関の指定【再掲】 

 

（５）令和４年秋開始接種（令和４年９月２０日～令和５年５月７日） 

 ア 令和４年秋開始接種について 

   令和４年７月からオミクロン株に対応した新たなワクチン接種について

検討が開始され、特例臨時接種を半年延長し、同年９月から接種が開始され

た。対象者は、１２歳以上で初回接種を完了したすべての方とされた。 

   国は、感染力が強いオミクロン株について、冬の流行に備え、令和４年 

  １２月末までに対象となる方全ての接種を完了するよう自治体に要請した。

このような中、県では市町村や医師会に、接種の呼びかけや予約枠の拡大な

ど、接種体制の強化について協力を働き掛けた。 

   県ではより多くの方に向けて接種の促進を図っていくため、全ての県民

に向けた広報に加え、高齢者や学生・生徒等、世代や年代に応じた広報活動

を実施することで、幅広く接種促進の取組を強化した。 

   令和５年春開始接種が始まる令和５年５月８日以降は、６５歳未満で基

礎疾患のない方は、９月から実施される令和５年秋開始接種までの間、追加

接種ができなくなることとなった。そこで県では、これらの方のうち令和４

年秋開始接種中に追加接種を受けていない方に対して、５月７日までの間

に積極的な接種を促すため、街頭活動や企業・学校を通じての呼びかけ等の

広報を行った。 

 

 イ 県ワクチン接種センター 

   令和４年９月３０日からオミクロン株対応２価ワクチン（ＢＡ．１対応型）

の接種を開始した。 

   令和４年１１月８日から県北部ワクチン接種センターで武田社ワクチン

（ノババックス）による４・５回目接種を実施した。令和４年１１月１３日

からは、全センターで武田社ワクチン（ノババックス）による初回接種を実

施した。なお、追加接種開始後の初回接種は、令和４年度末時点では全セン

ターの合計で３，２２８回の接種を実施した。 

      令和４年１１月２９日からオミクロン株対応２価ワクチン（ＢＡ.４-５

対応型）の接種を開始した。 

   令和４年１２月、受験や就職などの大事な時期を迎える高校３年生等に

対するワクチン接種を支援するため、ファイザー社製のオミクロン株対応

２価ワクチン（ＢＡ.４-５対応型）により、高校３年生等を対象とした専用
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の接種日を令和４年１２月１２日～１４日に設定し、合計で７１７人に接

種を実施した。具体的な対象者は、県内の公立高等学校又は私立学校に現に

在籍する高校３年生、県内の定時制高校に現に在籍する高校３年生及び高

校４年生、県内の高等専修学校に現に在籍する高等専修学校３年生とした。

なお、予約枠に余裕があったことから、接種対象者に家族や関係者、高校既

卒で受験を控える方等を加え、高校３年生等が安心して大事な時期を迎え

ることができるよう支援した。 

   巡回接種として、高校３年生等や重症化・死亡リスクの高い高齢者に対し

ワクチン接種を推進するため、高等学校や高齢者施設にもワクチンバスを

派遣した。令和４年度の実績として、合計１９日間３２回の派遣を行った

（大学等１１回、高校７回、高齢者施設８回、企業等２回、イベント等４回）。 

   令和４年度の県ワクチン接種センターについては、令和５年１月以降の

稼働率の低迷や、施設の借用期間などの事情も踏まえて、３月をもって順次

終了させることとなった。 

 

令和４年９月３０日 モデルナ社ワクチン（２価：起源株／オミクロン

株ＢＡ.１）が承認されたことに伴い、追加接種で

使用していたモデルナ社ワクチン（１価：従来株）

を全て２価ワクチンへ切替 

（初回接種においては、引き続き１価ワクチンを

使用） 

令和４年１１月３日 オミクロン株対応ワクチンの接種促進を目的に、

さいたま市大宮区に「埼玉県南部ワクチン接種セ

ンター」を開設 

埼玉県南部ワクチン接種センター 

会 場：ソニックシティビル 

     （さいたま市大宮区） 

令和４年１１月１３日 県西部ワクチン接種センターと県東部ワクチン

接種センターにおける初回接種で使用するワク

チンを、武田社ワクチン（ノババックス）に変更。 

併せて、県南部ワクチン接種センターで、武田社

ワクチン（ノババックス）を使用した初回接種の

開始 
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令和４年１１月２９日 モデルナ社ワクチン（２価：従来株／オミクロン

株ＢＡ.４-５）が承認されたことに伴い、追加接

種で使用していたモデルナ社ワクチン（２価：従

来株／オミクロン株ＢＡ.１）を全てＢＡ.４-５

対応ワクチンへ切替 

令和４年１２月１２日

～１４日 

 

ファイザー社ワクチン（２価：従来株／オミクロ

ン株ＢＡ．４－５）を使用して各センターにおい

て、大学受験や就職等の大切な場面を迎える学生

等への接種を実施（家族等まで対象を拡大） 

令和５年３月１７日 県南部ワクチン接種センター運営終了 

令和５年３月２２日 県北部ワクチン接種センター運営終了 

令和５年３月２４日 県西部ワクチン接種センター運営終了 

令和５年３月２６日 県東部ワクチン接種センター運営終了（全センタ

ー運営終了） 

 

 ウ 接種実績（令和３年２月１７日から令和５年５月７日までの実績） 

   令和５年５月８日から開始された「令和５年春開始接種」が始まる前日ま

での接種実績は以下のとおりである。 

 

 （ア）県全体 

   総接種回数 ２２，３６３，１８１回 

    うち１回目 ６，０３０，８３５回(対全人口接種率８１．７％) 

    うち２回目 ５，９９３，５２４回(対全人口接種率８１．１％) 

    うち３回目  ５，１４３，１８７回(対全人口接種率６９．６％) 

    うち４回目  ３，４７０，７２７回(対全人口接種率４７．０％) 

    うち５回目  １，７２４，９０８回(対全人口接種率２３．４％) 

     うちオミクロン株対応ワクチン（３～５回目の内数） 

          ３，４１８，８０８回（対全人口接種率４６．３％） 

   ※ １回目と２回目は「初回接種」であり（乳幼児の初回接種は３回目を

含む）、使用ワクチンは「従来株ワクチン」である。 

   ※ ３回目（乳幼児の初回接種を除く）以降は「追加接種」であり、使用

ワクチンは「従来株ワクチン」のほか、「オミクロン株対応ワクチン」

を含む。 
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 （イ）県ワクチン接種センター 

      令和３年度 ３０９，３６５回 

   令和４年度 １０５，６６９回 

 

 （ウ）県ワクチンバス 

   令和４年度     ９７６回 

 

 エ その他継続の取組事項 

  ・専門相談窓口の運営【再掲】 

  ・専門医療機関の指定【再掲】 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）市町村の接種体制の確立 

  初回接種において、１日でも早く、１人でも多くの県民に対しワクチン接種

を進めるためには、実施主体である市町村の接種体制確立が最も重要な課題

であった。県では、国の具体的な方針が示されて以降、頻繁に市町村説明会を

開催し、着実な体制づくりを支援したほか、接種券の速やかな発行など適宜協

力要請を行った。また、県職員による市町村への訪問・ヒアリングを行い、各

市町村が抱える課題に対し、きめ細かく支援するとともに、先進事例について

は情報共有を図った。 

  他方、市町村が行う予防接種対象者の管理や接種券発行等の業務は、接種促
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進のボトルネックであったことから、接種券発行業務等のデジタル化につい

て県から国に対し繰り返し要望を行った。なお、接種業務のデジタル化につい

ては、国において、令和４年１２月の予防接種法の改正により、国においてマ

イナンバーカードによる対象者確認等、接種業務のデジタル化に係る体制を

整備し、改正法の公布日（令和４年１２月９日）から、３年６か月以内に施行

することとしている。 

 

（２）接種医療機関の確保 

  ワクチン接種に当たっては、接種医療機関の確保が必要不可欠の課題であ

った。初回接種の準備当初から県医師会及び郡市医師会に全面的な協力をい

ただき、接種医療機関の確保に当たった。令和３年４月、高齢者の接種計画の

前倒しが国の方針として示された際には、接種ペースを上げるため、さらなる

接種医療機関の掘り起こしについて県医師会及び郡市医師会の協力のもと行

い、６月の掘り起こし前までは３万人程度だった１日当たりの接種能力につ

いて、７月には８万人程度に増強することができた。 

 

（３）ワクチン流通体制の構築 

  新型コロナウイルスワクチンの開発や実用化、薬事承認手続きの動向を注

視しながら、早急に流通体制を構築する必要があった。 

  国から断続的に送付される行政文書や説明会資料を踏まえ、流通体制の構

築に遅滞が生じないよう、随時（一社）埼玉県医薬品卸業協会等の関係団体や

市町村との情報共有を図った。 

 

（４）ワクチンの供給 

  初回接種時はワクチン供給が不安定であり、接種率が伸び悩む一因ともな

ったことから、安定的なワクチンの供給を求め、繰り返し国への要請を行った。 

 中でも、令和３年２月、国の通知においてワクチンの配分が都道府県の医療従

事者数を基に調整を行うことが明らかにされた際、本来であれば、県を含む都

市部を中心とした感染拡大を効果的に防ぐには、陽性者数やコロナ病床の確

保数を考慮した割り当てが必要であったことから、速やかに埼玉県知事から

新型コロナウイルスワクチン接種担当大臣への書簡において、配分基準見直

しの要請を行った。 

  また、令和３年６月から開始された職域接種では、使用するワクチンを国が

確保するため、自治体へのワクチン供給が一時ストップするという事態が発

生した。法律に基づかない職域接種により、法律上の実施主体である自治体に

ワクチンが来なくなるのは本末転倒であり、埼玉県知事から政府対策本部長
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（内閣総理大臣）あてに、市町村や都道府県の大規模接種会場へのワクチン優

先供給を要請した。 

  このほか、県では、接種券の早期発行、接種体制整備及びこれに伴うワクチ

ン確保など、早期接種完了に向けた最大限の取組を市町村に求めてきた。しか

し、人口の多い一部市町村では、令和３年５月末の第６回ワクチン配送におい

て発注を控える一方で、その後、国の供給量に対し過剰な発注を行うなど、計

画的な発注に基づく接種が実施されなかったことから、県全体の接種率を押

し下げることに繋がった。他方、県医師会・郡市医師会の協力による個別医療

機関における接種能力の向上や、県接種センターによる市町村接種の補完な

ど、全体として精力的な接種努力が行われた。また、国がＶＲＳ（ワクチン接

種記録システム）の接種実績をもとに供給量を調整する中、接種実績のＶＲＳ

への登録が滞っていたことにより、希望に見合った供給が受けられない事態

も発生した。このような事態に対し、県では市町村に対してはＶＲＳの適切な

登録促進を要請するとともに、国に対しては希望する量のワクチンを配分す

るよう要請を行った。 

  一方で、ワクチン供給が安定した際には、余剰ワクチンの発生も課題となっ

た。ワクチンの配分は市町村ごとに発注・使用の管理を行っていたが、日々多

くの住民にワクチン接種がなされる中、正確な接種見込の算出は難しく余剰

ワクチンが発生するケースが発生した。そのため、県では、令和３年１０月か

ら、県内全市町村のワクチンの過不足状況について定期調査を開始し、市町村

間での余剰ワクチンの融通を促した。 

 

（５）正確な情報の周知 

  新型コロナワクチンについては、新たなワクチンということもあり、科学的

知見に基づく効果や安全性に関する情報が県民に行き届いていないことや、

インターネットなどでの誤った情報や認識が流布していることもあったため、

いかに県民に正しい情報を速やかに発信できるかが課題であった。 

  また、接種間隔や接種年齢などについて、国から制度改正が頻繁にあり、か

つ急遽なされることも多々あったため、作成した広報物やホームページ等の

速やかな情報更新が必要であり、それらを踏まえた広報の実施が必要であっ

た。 

  国の審議会等での動きを注視して、情報の更新があった際には速やかに対

応できるよう情報収集に努めた。 

 

（６）県ワクチン接種センターでの対応 

   市町村の接種を補完する役割として、他県に先駆けて県ワクチン接種セン



246 

 

ターを開設し、県民へのワクチン接種を行った。 

  課題については、国の方針の急な決定、ワクチン供給の不確実さ、また、エ

ッセンシャルワーカーや若者への接種促進をどう進めるかなど、様々なもの

があったが、その都度、県としてでき得る対応を行った。 

  特に、新たに承認された武田社ワクチン（ノババックス）の使用（当初県内

３医療機関のうちの一つ）、追加接種以降の初回接種の実施（累計３，２８５

回）、ウクライナ避難民への接種、金曜２１時までの夜間接種の実施、予約な

しの当日受付の実施、医療従事者等への接種券無し接種の実施など、安全を第

一にしつつも、利便性の向上を図った。 

 

（７）国の接種方針の急な提示や変更 

  ワクチン接種のスケジュールについては、急な方針の提示や変更により、市

町村や医療機関に混乱を招いた。 

  令和２年１２月､令和３年２月から初回ワクチン接種を開始するというス

ケジュールが示され、ノウハウもない大規模なワクチン接種事業であるにも

関わらず短期間での体制確立が必要であった。 

  また、高齢者接種が始まって間もない令和３年４月下旬、菅首相の記者会見

を受け、急遽国から都道府県あて７月末までに高齢者向けワクチン接種を完

了するよう要請が行われ、多くの市町村で接種計画の前倒しや接種体制の増

強を余儀なくされた。 

  その後も、数度に渡り接種方針の決定・変更が急に提示されることで、接種

業務の見直しが必要となることに加え、市町村によっては専決処分により予

算を確保せざるを得ない状況に置かれるなど様々な課題が発生した。 

  このような状況に対し、県では、その都度、市町村説明会や個別相談を行う

ほか、県医師会や郡市医師会の協力を得る等の対応を行い、円滑な接種体制の

確保に努めた。 

 

（８）国への要望 

  国が主体となり管理するワクチン供給、接種券発行業務、接種方針について

は、迅速かつ円滑な接種実施の妨げとなっていたことから、これらについて改

善を求めるため、複数回にわたって国へ要望を行った。また、予防接種の副反

応による健康被害は、極めてまれではあるが不可避的に生ずるものであるこ

とから、予防接種法に基づき国は救済制度を設けている。この制度は接種に係

る過失の有無にかかわらず、迅速に幅広く救済することを目的にしているが、

審査手続きに１年以上かかるものもあることから、県では改善を求めるため、

複数回にわたって全国知事会を通して国へ要望を行った。 
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 要望内容等（主要なもの） 

 ・適切なワクチン供給等に関する要望 

   令和３年 ２月２２日 河野内閣府特命担当大臣への要望（書簡送付） 

   令和３年 ６月１９日 全国知事会要望 

   令和３年 ６月２５日 全国知事会要望 

   令和３年 ６月２８日 河野内閣府特命担当大臣への要望 

   令和３年 ７月 ５日 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ 

く、政府対策本部長（菅首相）への要請 

   令和３年 ７月１１日 全国知事会要望 

   令和３年 ８月１２日 河野内閣府特命担当大臣への直接要望（Ｗｅｂ） 

 

 ・迅速かつ効率的な接種のための、接種券発行事務デジタル化に関する要望 

   令和２年 ８月２８日 加藤厚生労働大臣への要望 

   令和３年１２月２７日 全国知事会要望 

   令和４年 １月１２日 全国知事会要望 

   令和４年 ２月 ８日 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ 

く、政府対策本部長（岸田首相）への要請 

   令和４年 ２月 ９日 山際経済再生担当大臣 

              堀内内閣府特命担当大臣 

              後藤厚生労働大臣への要望 

   令和４年 ４月２６日 全国知事会要望 

   令和４年 ６月 ２日 牧島デジタル大臣への直接要望（対面） 

   令和４年１２月２３日 全国知事会要望 

 

 ・先を見据えた計画的な接種方針に関する要望 

   令和４年 ４月２６日 全国知事会要望 

   令和４年 ７月１２日 全国知事会要望 

   令和４年 ９月 １日 全国知事会要望 

   令和４年１１月１７日 全国知事会要望 

   令和４年１２月２３日 全国知事会要望 

 

 ・健康被害救済制度の審査手続の迅速化に関する要望 

   令和４年 ９月 １日 全国知事会要望 

   令和４年１１月 ７日 全国知事会要望 

   令和４年１１月１７日 全国知事会要望 

   令和４年１２月２３日 全国知事会要望 
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４ ＩＣＴの活用 

  ワクチン接種については主に国が管理するシステムとして、ワクチン分配

はＶ－ＳＹＳ（ワクチン接種円滑化システム）、ワクチン接種履歴はＶＲＳ（ワ

クチン接種記録システム）を活用し、業務に当たった。 

  初回接種の早期実施に向け、市町村は、個別医療機関と集団接種会場を適切

に組み合わせた効率的な計画を策定する必要があった。そのため、県では、接

種実施に必要となる接種会場数とその組み合わせをシミュレーションできる

ツールを作成・配布し、市町村の接種計画の支援を行った。 

  なお、ワクチン接種業務のデジタル化は迅速なワクチン接種には不可欠で

あることから、県から国に対し繰り返し要望を行っていたところであるが、令

和４年１２月の予防接種法の改正により、国においてマイナンバーカードに

よる対象者確認等、接種業務のデジタル化に係る体制を整備し、改正法の公布

日（令和４年１２月９日）から、３年６か月以内に施行することとしている。 

  

５ 広報・関係機関への周知 

  新型コロナワクチン接種については、次々と新たなワクチンが流通し、接種  

間隔や対象年齢などの制度設計も頻繁に変更されてきた。 

  県としては、頻繁に変更がなされるワクチン情勢について、県民に対して正

しい情報を速やかに伝えられるよう、医師会や市町村と連携し、様々な広報媒

体を活用して情報周知を行った。 

 

（１）初回接種 

  ・医師会等と連携してワクチン接種の解説動画を作成（令和３年３月～４

月） 

  ・令和３年６月に県で開設する高齢者接種センターについて広報（令和３

年５月～７月） 

  ・令和３年８月に県で開設するエッセンシャルワーカー及び一般向けの集

団接種会場について広報（令和３年７月～１１月） 

  ・若者の初回接種促進のため、若者向け広報を実施（令和３年９月～１２

月） 

 

（２）３回目接種 

  ・県の広報誌やＳＮＳ等を活用したウェブプロモーションによる広報（令

和３年１２月～令和４年５月） 

  ・秘密結社鷹の爪とのコラボ動画を作成。各種広報媒体に掲載（令和４年

３月～令和４年５月） 
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  ・追加接種実施のために県で令和４年２月から順次開設する集団接種会場

について広報（令和４年２月～令和５年３月） 

 

（３）４回目接種 

  ・全庁的な広報を展開するために、各部局と連携して、県が有する各種広

報媒体やイベント等で広報（通年） 

  ・関係部局と連携して、大学や企業などへの周知も実施（通年） 

  ・秘密結社鷹の爪とのコラボグッズを作成し、浦和レッズの試合等プロス

ポーツイベントや夏の高校野球などで配布して広報（令和４年７月～９

月） 

  ・県独自でワクチンバスによる出張接種を実施することに伴い、チラシ作

成などの各種広報を実施（令和４年８月～） 

 

（４）令和４年秋開始接種 

  ・インフルエンザとの同時流行に備えた広報を実施（令和４年１０月～ 

   １１月） 

  ・受験生等を対象としたワクチン接種実施に伴う広報を実施（令和４年 

   １１月～１２月） 

  ・１２～６４歳のオミクロン株対応ワクチン接種が令和５年５月７日で終

了することについて、駅前での街頭活動やデジタル・サイネージ、ＳＮ

Ｓなどで周知（令和５年４月～５月） 

 

６ 自己評価 

  初回接種において、１６歳以上の全県民を対象としたワクチン接種という

大規模事業をノウハウもない中、市町村や県医師会・郡市医師会との綿密な連

携により短期間で体制確立を実現したことは、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止に大きく寄与したものと評価できる。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・予防接種業務のデジタル化を進め、紙の接種券に代えてマイナンバーカー

ド等による資格確認や予防接種台帳の情報に基礎疾患情報を加えるなど、

市町村の負担軽減及び対象者の利便性に資するシステムを構築すること。 

 ・ワクチンの分配について、初期の分配など供給量が十分でない時期におい

ては、地域の感染状況等を十分に分析し、感染症拡大抑止の観点から最も

効果的な配分を行うこと。 

 ・ワクチン接種の方針について、感染状況等に応じて柔軟な対応をすること
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はやむを得ない部分もあるが、他方で、接種開始時期、接種間隔、使用す

るワクチンなどの急な変更は、自治体や医療機関などの現場や県民の混乱

の原因となるため、先を見据えた計画的かつ丁寧な対応を行うこと。 

 ・ワクチンの副反応を疑う症状への対応について、国として統一的な相談窓

口や専門医療機関を設けるなど、全国どこでも同じ水準の診療を受けられ

る環境整備を行うとともに、早期に治療法等の研究を行い、医療機関へ情

報提供すること。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・予防接種法(昭和２３年６月３０日法律第６８号) 

 ・予防接種法施行令(昭和２３年７月３１日政令第１９７号) 

 ・予防接種法施行規則(昭和２３年８月１０日厚生省令第３６号) 

 ・予防接種実施規則(昭和３３年９月１７日厚生省令第２７号) 

 ・「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について（指示）」（令和

３年２月１６日付け厚生労働省発健０２１６第１号厚生労働大臣通知） 

 ・「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施について」（令和２

年１０月２３日付け健発１０２３第３号厚生労働省健康局長通知） 

 ・「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施要領について」（令

和２年１０月２３日付け健発１０２３第４号厚生労働省健康局健康課長通

知） 

 ・「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引きについ

て」（令和２年１２月１７日付け健発１２１７第４号厚生労働省健康局長通

知） 

 ・「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施体制の構築について（依

頼）」（令和２年１２月１７日付け健発１２１７第５号厚生労働省健康局長通

知） 

 ・「新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応を疑う症状に対する診療体制

の構築について」（令和３年２月１日付け健発０２０１第２号厚生労働省健

康局健康課長通知） 

 ・「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について」（令和３年２

月１６日付け厚生労働省発健０２１６第２号厚生労働大臣通知） 

 ・「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する相談体制の構築につ

いて」（令和３年２月１７日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連

絡） 

 ・「医療従事者等向け接種を実施するための新型コロナワクチンの出荷（第１

弾）について」（令和３年２月１９日付け厚生労働省健康局健康課予防接種
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室事務連絡） 

 ・「新型コロナワクチンの高齢者向け接種の前倒しについて」（令和３年４月 

  ３０日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡） 

 ・「新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進について」（令和３年５月 

  ２５日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡） 

 ・「新型コロナワクチンの職域接種の開始について」（令和３年６月１日付け

厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡） 

 ・「新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）の体制確保について」（令和３

年９月２２日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡） 

 ・「初回接種完了から８か月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加

接種を実施する場合の考え方について（その２）」（令和４年１月１３日付け

厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡） 

 ・「新型コロナワクチン追加接種（４回目接種）の体制確保について」（令和４

年３月２５日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡） 

 ・「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種体制確保について」

（令和４年７月２２日付け厚生労働省健康局予防接種担当参事官室事務連

絡） 

 ・「新型コロナワクチンの４回目接種の対象拡大について」（令和４年７月 

２２日付け厚生労働省健康局予防接種担当参事官室事務連絡） 

 ・「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種体制確保について（そ

の４）」（令和４年９月１４日付け厚生労働省健康局予防接種担当参事官室事

務連絡） 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度     ５７，９４１千円 

      令和３年度 １７，８２７，８５２千円 

      令和４年度 １４，６８１，６７８千円 

  財 源 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 

      新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分） 

      新型コロナウイルスワクチン接種体制整備受託事業収入 

      ※令和２年度は新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

補助金のみ 

      ※令和４年度に令和３年度から繰越した予算の執行額 

       ３，３７１，２４２千円含む 
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10 ５類移行に伴う対応 

（１）令和５年度の新型コロナワクチン接種について 

  令和５年度の新型コロナワクチン接種の方針については、令和５年１月 

 ２６日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会で

検討が開始された。その後、複数回の議論を経て、令和５年３月７日の厚生

科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、令和５年度は重症者を減ら

すことを第一の目的として特例臨時接種を１年延長し、すべての年齢の方を

対象として秋から冬に１回の接種機会を確保し、さらに高齢者等の重症化リ

スクが高い方などには、秋冬を待たず春から夏にさらに１回の接種を行う、

また、使用ワクチンは幅広い抗体の産生が期待できるものとする方針がまと

まった。 

  なお、令和６年度以降に接種を継続する場合には、安定的な制度の下で実施

することを検討することが適当であるとされた。 

 

（２）令和５年春開始接種（令和５年５月８日～令和５年９月１９日） 

  ５類移行と同日となる令和５年５月８日から、接種対象者を６５歳以上の

高齢者、基礎疾患を有する方及び医療従事者等として、オミクロン株対応２

価ワクチン（従来株とＢＡ.１型又はＢＡ.４－５型）の追加接種が開始され

た。初回接種は引き続きすべての年代の方を対象として従来株ワクチン（令

和５年８月７日からはオミクロン株対応２価ワクチン）により実施された。

なお、オミクロン株対応２価ワクチンにアレルギーがある方等については、

従来株であるが、武田社ワクチン（ノババックス）も初回接種及び追加接種

ワクチンとして使用可能とされた。また、重症化予防を目的とするため、追

加接種については重症化リスクの高い高齢者及び基礎疾患を有する方を除い

て公的関与（接種勧奨及び努力義務）がなくなり、接種を推奨すべき方と、推

奨する必要のない方がいる状況となった。 

  このため、接種促進の広報にあたっては、特に高齢者及び基礎疾患を有する

方に向けた情報発信を行った。また、例年夏休みシーズンでの感染拡大が見

られたため、基本的な感染防止対策を全県民へ案内することと合わせて、引

き続き高齢者及び基礎疾患を有する方へワクチン接種の案内を実施した。 

  このほか県では、高齢者等重症化リスクの高い方への速やかなワクチン接

種を促進するため、市町村の接種体制の補完として、希望する高齢者施設及

び障害者施設に対し、医師及び看護師等が乗車したワクチンバスを派遣し、

出張接種を行った。５月から８月末まで２８日間、延べ３３施設（高齢者施

設２４、障害者施設９）に派遣を行い、１，４３１人に接種した。 
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 広報活動の内容 

  ・高齢者施設及び障害者施設への周知依頼を実施（令和５年３月） 

  ・市町村への広報依頼（防災無線及び回覧板の活用等）（令和５年４月） 

  ・彩の国だより及び県政ラジオ等の県広報媒体での案内（令和５年４～９ 

月） 

  ・県営公園、競輪場及び競馬場での場内アナウンス（令和５年５月） 

  ・大宮駅及び鴻巣駅前のデジタル・サイネージでの放映（令和５年７月） 

  ・コロナワクチンに関する県政アンケート調査の実施（令和５年７月） 

  ・案内ポスターの作成及び埼玉高速鉄道での掲示（令和５年７月～８月） 

  ・県ホームページ及びテレ玉データ放送等で終了時期を案内（令和５年８ 

月～９月） 

 

（３）接種実績（令和５年５月８日から令和５年９月１７日までの実績） 

   令和５年５月８日から開始された「令和５年春開始接種」の接種実績は以

下のとおりである。 

 

 ア 県全体 

   総接種回数  １，３２６，６４０回（対全人口接種率１８．０％） 

    うち６５歳以上高齢者 １，１６５，５７５回 

    （対６５歳以上高齢者人口接種率５９．１％） 

   ※ 総接種回数には、令和５年５月８日以降の追加接種の実績（令和５年

３月８日から開始された、５歳から１１歳の小児への追加接種である

「令和４年秋開始接種」の延長分の実績を含む）を記載 
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 イ 県ワクチンバス 

   １，４３１回 

 

（４）令和５年秋開始接種（令和５年９月２０日～令和６年３月３１日） 

  令和５年９月２０日から、接種対象者を生後６か月以上のすべての方とし

て、新たにオミクロン株ＸＢＢ．１．５に対応した１価ワクチンによる追加

接種が開始された。初回接種についてもオミクロン株ＸＢＢ．１．５対応１

価ワクチンを使用することとなった。このワクチンは、ＸＢＢ．１．５のほ

か、ＸＢＢ．１．１６やＥＧ．５．１等の、他のＸＢＢ系統にも効果があると

された。なお、オミクロン株ＸＢＢ．１．５対応１価ワクチンにアレルギーが

ある方等については、従来株であるが、武田社ワクチン（ノババックス）も初

回接種及び追加接種ワクチンとして使用可能とされた。また、本ワクチン接

種は重症化予防を目的とし、公的関与については追加接種だけでなく、初回

接種においても６５歳以上の高齢者及び基礎疾患を有する方に限定された。 

 接種開始の準備に際しては、接種開始日を含めた詳細内容に加え、国庫補

助金のスキームが、開始１か月前まで国から明確に示されなかったため、実

施主体である市町村は短期間での接種体制確立を余儀なくされた。 

 さらに、国から当初提供されたワクチン供給量は全人口の約２割であった

ことから、接種が始まる９月２０日には、全ての予約枠が既に埋まり予約停

止を余儀なくされる市町村が発生するなど混乱が生じた。 

 県では国に対し、予約停止状況や当面必要となるワクチン供給量を伝え、

追加供給を促した。その結果、９月２７日には、国から全人口の約８％とな

るワクチンの追加供給通知があり、予約停止市町村は予約を再開することが

でき、事態は収束に向かった。 

 このようにワクチン供給が滞れば、令和５年度中に希望する住民が無料の

うちに確実に接種を受けられなくなることにもつながり、令和６年度の特例

臨時接種からの制度移行にあたって、事態の混乱も懸念されることから、 

 １０月５日、埼玉県知事から武見厚生労働大臣に対し、引き続き必要量の早期

供給について要望を行った。 

 また、接種促進の広報にあたって、接種の対象者が、接種を希望する生後

６か月以上の全ての方に拡大したことから、重症化リスクの高い高齢者等へ

の接種を勧奨しつつ、接種の概要等の情報が全年代に行き渡るよう、イベン

トでの案内や県内各地のデジタル・サイネージでの情報放映など、幅広い年

代層への広報を実施した。 

 令和５年春開始接種から引き続き、市町村の接種体制の補完として、希望

する高齢者施設及び障害者施設に対し、医師及び看護師等が乗車したワクチ
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ンバスを派遣し、出張接種を行った。 

 

 広報活動の内容 

  ・越谷レイクタウン（イオン埼玉フェア）、埼玉県こども動物自然公園及

び埼玉スタジアム２〇〇２のイベントでの案内（令和５年９月） 

  ・大宮駅及び鴻巣駅前のほか、県内金融機関、高校、県民活動総合センタ

ー、ウェスタ川越等のデジタル・サイネージでの放映（令和５年９月

～） 

  ・県内企業、労働団体、高校、大学、警察署及び運転免許センターでの情

報周知（令和５年９月） 

  ・彩の国だより及び県政ラジオ等の県広報媒体での案内（令和５年１０月

～） 

 

（５）その他継続の取組事項 

  ・専門相談窓口の運営【再掲】 

  ・専門医療機関の指定【再掲】 



 

（４）サーベイランス 
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サーベイランス 

１ 概要 

  サーベイランスとは「監視」すること「見張る」ことを意味し、感染症対策で

は問題となる感染症の発生状況を継続的に把握し監視を続けていくことを指す。 

  本県では、政令・中核市も含め、県内全域の発生状況を把握するために必要

な情報を継続的に収集・解析・提供できるよう、今回の新型コロナウイルス感

染症のパンデミックでは、情報収集のための県庁サテライトの設置、庁内クラ

ウド上でのデータベースの設置など、初動時から本県独自の体制を構築した。 

  また、ウイルスのゲノム情報についても、解析結果をデータベース上の個々

の患者情報と紐づけ、ウイルスの変異の状況の監視を行った。 

  こうした情報を基に、感染の拡大状況の監視やその後の感染の波を予測す

るなど、新型コロナウイルス感染症のサーベイランスを継続的に実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

 ア ＰＣＲ検査体制の確立 

   本県の新型コロナウイルスの検査は、令和２年１月３１日から県衛生研

究所において県内発生の疑い症例検体のＰＣＲ検査を開始し、令和２年２

月１０日に県内で初めての陽性例を確認した。 

   検査能力は、当初は１日に最大１５検体であったが、令和２年３月には１

日に最大６０検体（リアルタイムＰＣＲ１台当たり３０検体×２台）まで拡

大し、さらに、検査の増加に対応するため機器を増設（リアルタイムＰＣＲ

を２台）し、１日当たり１２０検体（リアルタイムＰＣＲ１台当たり３０検

体×４台）まで検査可能となった。 

   一方、ゲノム解析については、令和２年２月２３日から国立感染症研究所へ

検体を送付し、次世代シーケンサー（ＮＧＳ）解析データの還元を受けてい

た。 

 

 イ 県独自の情報収集・解析・提供体制の構築 

   政令市（さいたま市）・中核市（川越市、越谷市、川口市）も含めた県

内全域の新規陽性者の情報収集・解析・提供体制については２月２０日ま

でに基本的な流れや体制を確保したが、１日当たりの新規発症者数が３月

末には３０人を超えたため、４月から県衛生研究所職員１名を県庁内の危

機管理防災センター内に「県庁サテライト」を設けて常駐させ、県保健所

のほか政令・中核市から提供される新規陽性者の情報を収集し、庁内クラ
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ウド上に設けられた独自のデータベースへの入力・解析・情報提供を開始

した（図１、２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【図１ 埼玉県における疫学調査・原因分析の流れ】 

 

 

 【図２ 埼玉県における疫学調査・原因分析等の体制】 

 

（解析結果） 

  令和２年２月～３月中旬の波ののぼり局面では海外で感染した発症者が多

かった（図３）。３月下旬以降は事業所や病院・高齢者施設で感染した発症者

が増加した（図３）。また第１波の陽性者全体での致死率は６．５％（６６例

／１，０１０例）で、他の波と比較して最も高かった（図４）。 

  ゲノムの解析結果は、第１波の発症者数のピーク週（令和２年４月１日～４

月７日）にはＢ．１．１系統（欧州系統）が９３％を占めていた。 
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 【図３ 令和２年２月１日～令和２年６月９日感染原因別発症者数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【図４ 波別致死率】 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 検査機器の増強 

  新型コロナウイルスの検査をするにあたり、職員への感染防護や検査の効

率化を目的として、令和２年８月にバイオハザード対応遠心機を２台購入し、

検査体制を強化した。 

 

（解析結果） 

  第２波ののぼり局面では２０代・３０代の発症者が特に目立ち、それ以降

徐々に４０代以上の発症者の割合も高くなっていった（図５）。また全体を通

して、飲食店・会食で感染した発症者が多かった（図６）。特に、波ののぼり

0

10

20

30

40

50

発症者数

発症日

感染原因別発症者数

令和2年2月1日～令和2年6月9日
海外
海外関連
事業所
家庭内
親戚・知人
病院・高齢者施設等
国内旅行・出張等
夜の街
イベント
学校・幼稚園・保育園等
飲食店・会食
サークル等
舞台稽古
自動車整備学校
不明

令和2年4月6日

発症者数：47人



259 

 

局面では性風俗店等の「夜の街」で感染した発症者が多かった（図６）。 

  この時期の主流株はＢ．１．１系統から日本特有の変化をしたＢ．１．１．

２８４系統であり、第２波の発症者数のピーク週（令和２年７月２９日～８月

４日）は全てＢ．１．１．２８４系統であった。 

 

 
 【図５ 令和２年６月１０日～令和２年９月１３日年代別発症者数】 

 

 
 【図６ 令和２年６月１０日～令和２年９月１３日感染原因別発症者数】 
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（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 ア アルファ株のスクリーニング・県独自のゲノム解析の開始 

   令和３年１月２５日からアルファ株を検出するＮ５０１Ｙ変異株スクリー

ニング検査（ＰＣＲ検査）を厚生労働省通知に先駆けて開始した。令和３年

３月に既存の１台に加え、追加でＮＧＳを１台購入するとともに、県衛生研

究所でのゲノム解析を開始した。 

 

 イ 情報収集体制の強化・解析項目の追加 

   感染症法に都道府県と政令・中核市の情報連携の記載を要望するために、

令和３年１月１５日に知事が、全国知事会で国への要望の提出を行った。 

   また令和３年２月中旬から医療従事者へのワクチン接種が開始されたこと

に伴い、データベース上にワクチン接種歴の入力欄を設けた。 

 

（解析結果） 

  発症者数のピークは令和３年１月４日の４９８人で、第１・２波と比較する

とはるかに多い発症者数であった（図７）。また、波ののぼり局面からピーク

付近（令和２年１２月下旬～令和３年１月上旬）において飲食店・会食で感染

した発症者が多かった（図７）。特に大宮、川口、越谷地域でのカラオケ等も

含めた２０代の感染例が目立っていた。 

  この時期の主流株はＢ．１．１系統から日本特有の変化をしたＢ．１．１．

２１４系統であり、第３波の発症者数ピーク週（令和２年１２月３０日から令

和３年１月５日）にはＢ．１．１．２１４系統が７６％を占めていた。 

 

【図７ 令和２年９月１４日～令和３年２月２２日感染原因別発症者数】 
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（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

デルタ株のスクリーニング・県独自のゲノム解析の開始 

感染力が強く重症化リスクの高い変異株であるデルタ株を早期に検出する

ため、Ｌ４５２Ｒ変異株スクリーニング検査（ＰＣＲ検査）を令和３年５月 

１５日から開始した。また、令和３年３月に既存の１台に加え、追加でＮＧ

Ｓを１台購入するとともに、県衛生研究所でのゲノム解析を開始した。 

 

（解析結果） 

  全体的に、事業所で感染した発症者が多かった（図８）。また「カラオケ」

で感染した６０歳以上の発症者の割合が、波ののぼり局面で高かった（図９）。

アルファ株は令和３年２月までは、散発的なクラスター発生にとどまってい

た。しかし、３月中旬からは、単なるクラスターの複数発生にとどまらず、

４月以降、東京都由来の事例を中心とする流行となり、その後はっきりした

「流行の波」（「第４波」）として確認できる状況に至った。第４波のピーク時

（令和３年５月５日～５月１１日）にはアルファ株が７６％を占めていた。 

 

【図８ 令和３年２月２３日～令和３年６月１０日感染原因別発症者数】 
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【図９ 第４波でカラオケが感染原因と推定された発症者の年代別割合の推移】 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 オミクロン株（Ｌ４５２Ｒ変異、Ｅ４８４Ｋ変異）のスクリーニング・中核

市のゲノム検査の開始 

  令和３年１１月２９日から、オミクロン株疑い例の早期検出のため 

Ｌ４５２Ｒ変異株スクリーニング検査（ＰＣＲ検査）とそれを補完する 

Ｅ４８４Ｋ変異株スクリーニング検査（ＰＣＲ検査）を開始した。県内３つ

の中核市（川越市、越谷市、川口市）からのゲノム解析の依頼検査を９月か

ら開始し、さいたま市を除く県内全域のゲノム解析を担った。 

 

（解析結果） 

  死亡者の年代構成をみると他の波と比較して、７０代以下の割合が高かっ

た（図１０）。重症化リスク（重症：人工呼吸器もしくはＥＣＭＯ装着となっ

た陽性者とする）についてワクチン２回接種済の陽性者と１回も接種してい

ない陽性者（以下、未接種者とする）を比較すると、重症化率が、 

 ５０代で約１／７（２回接種者０．２４％、未接種者１．７８％）、 

 ６０代で約１／７（２回接種者０．３８％、未接種者２．７３％）、 

 ７０代で約１／１７（２回接種者０．１８％、未接種者３．０１％）であり、

重症化リスクに対するワクチン２回接種の効果が明らかになった（図１１）。

死亡リスクについて、ワクチン２回接種済の陽性者と未接種者を比較すると、

致死率が、６０代で約１／５（２回接種者０．３８％、未接種者２．０２％）、

７０代で約１／１２（２回接種者０．８９％、未接種者１０．３７％）であり、

死亡リスクに対するワクチン２回接種の効果が明らかになった（図１２）。 
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 感染力が強く、重症化リスクの高い変異株Ｂ．１．６１７．２系統（デル

タ株）への置き換わりが急速に進み、第５波の発症者数のピーク週（令和３

年８月１１日～８月１７日）にはデルタ株が９９％を占めていた。 

 
【図１０ 死亡者の年代構成（波別）】 

 

 

 

【図１１ 第５波年代別ワクチン接種回数別重症化率】 
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【図１２ 第５波年代別ワクチン接種回数別致死率】 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 ア オミクロン株亜種（ＢＡ．２系統変異）スクリーニングの開始 

   令和４年３月１１日以降に採取された検体からはオミクロン株の亜系統の

一つであるＢＡ．２系統を早期に検出するためＴ５４７Ｋ変異株スクリーニ

ング検査（ＰＣＲ検査）を開始した。一定数以上のゲノム解析検体を継続的

に確保するため、県内の医療機関（国立病院機構埼玉病院、県立循環器・呼

吸器病センター及び防衛医科大学校病院）からのＰＣＲ検査陽性検体の受入

れを開始した。さらに、毎週１００検体分のゲノムデータを得るため、民間

検査機関と委託契約を締結した。 

 

 イ 情報収集・解析 

   令和４年６月２日以降、保健所の業務負担軽減のため政令・中核市を除く

県域の保健所管轄の陽性者について、積極的疫学調査等の業務の外部委託が

行われた。それに伴い、本県では保健所による積極的疫学調査を原則取りや

め、本県独自で構築した陽性者自身が情報を入力するシステムの運用を開始

した。現状分析に不可欠となる患者への質問項目（基礎疾患、症状歴、行動

歴等）をシステム改変時にあらかじめ盛り込み、収集する情報の質を担保し

た。 

 

（解析結果） 

発症者数のピークは令和４年２月７日の６，３４７人であった（図１３）。

また第５波に比べ、１０代以下の発症者が多く（図１３）、学校・幼稚園・保
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育園等で感染した発症者が多かった（図１４）。 

第６波の発症者数のピーク週（令和４年２月２日から２月８日）にはオミ

クロン株の亜型の１つであるＢＡ．１系統が９６％を占めていた。第６波の

ピーク後に、もう一つのピークが確認され（令和４年３月２３日～３月２９

日）、ＢＡ．２系統が６８％（それ以外はＢＡ．１）を占めていた。その後、

ＢＡ．２系統への置き換わりが進んだ（図１５）。 

 
【図１３ 令和３年１２月１５日～令和４年６月５日年代別発症者数】 

 

 

【図１４ 令和３年１２月１５日～令和４年６月５日感染原因別発症者数】 
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【図１５ 新型コロナウイルスのゲノム解析状況（発症週別）】 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ア 継続的なゲノム解析の実施 

   令和４年１月にオミクロン株の１つであるＢＡ．４系統、２月に同じくオ

ミクロン株の１つであるＢＡ．５系統が南アフリカ共和国で検出され、日本

国内においても拡大が懸念されたこともあり、継続的にゲノム解析を実施し

た。 

 

 イ 情報収集方法の変更 

   厚生労働省から令和４年９月６日付けで事務連絡「Ｗｉｔｈ コロナの新

たな段階への移行に向けた療養の考え方の見直しについて」が発出されたこ

とで、令和４年９月２６日以降、重症化リスクが低い６５歳未満の陽性者は、

発生届の提出が不要になった。そのため知事が感染症法第４４条の３「感染

を防止するための報告または協力」に基づいて、本県独自の電子申請システ

ム（陽性者自身が行動歴、既往歴、ワクチン接種歴等を登録するシステム）

を構築し、情報収集を継続した。 

 

（解析結果） 

第７波の発症者数のピーク時は、７月２７日から８月２日の週で、ＢＡ．５

系統が９７％を占め、ＢＡ．２系統から置き換わっていた。また、第５波（デ

ルタ株主流期）以前に見られていた味覚障害・嗅覚障害の出現頻度は低く、「頭

痛」「咽頭痛」「体の痛みや筋肉痛」の出現割合は、第６波（ＢＡ．１、ＢＡ．

２主流期）に比べて高い傾向となっていた（図１６）。 
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【図１６ 第１～７波までの各症状の有症状者割合】 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

  ５類感染症変更への対応 

  令和４年９月２６日から令和５年５月７日までの定点当たり報告数を令和 

 ５年５月８日に算出し、５類移行前後で解析情報が途絶えないように検証し 

 た（図１８）。 

 

（解析結果） 

  陽性者全体の致死率は０．２％（１,５１４例／６２２，７７１例）（令和 

 ５年３月２５日現在）で、第６・７波より致死率がやや高い結果となった（図 

１７）。 

  令和４年９月２６日から令和５年５月７日までの定点当たり報告数について

算出したところ、全数把握体制時の傾向では概ね一致した（図１８）。 

  第８波の発症数のピークは令和４年１２月１４日から１２月２０日の週で、 

ＢＦ．５系統が２４％、ＢＱ．１．１系統が１４％、ＢＡ．５．２系統及び 

ＢＡ．５．２．６系統が１１％、ＢＦ．７系統が５％であり、約９割がこれら

ＢＡ．５系統の亜型で占められていた。一方、第７波以前とは異なり特定の系

統が大多数を占めるわけではなく、複数の系統が乱立する状況となっていた。

一方Ｒ３４６Ｔ変異を持つ複数の系統の占める割合が令和４年１０月以降、全

体として増加を続け、ピーク時には３９％を占め、その後さらに増加してい

た。令和５年１月下旬にＸＢＢ．１．５系統に代表されるＦ４８６Ｐ変異を持

つＢＡ.２由来の系統（大半がＸＢＢ系統）の占める割合が４月以降増加を続
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けていた。 

  

【図１７ 波別致死率】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

【図１８ 全数報告時の日次報告数と２６１定点における定点当たり報告数の

傾向の比較】 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）新規陽性者情報の迅速かつ確実な把握 

  質の高いサーベイランスのためには、全ての新規陽性者の情報を迅速かつ

確実に収集することが必須であった。 

  このため、県庁内の危機管理防災センター内の新型コロナウイルス感染症

県調整本部の傍に「県庁サテライト」を設け、県保健所のほか政令・中核市か

ら提供される新規陽性者の情報（「情報収集シート」に記入される年齢、性別、

発症日、症状、行動歴などの情報）を収集し、庁内クラウド上に設けられた独

自のデータベースに入力を行った。 

  新規陽性者のカウント数に重複や漏れが生じないよう、政令・中核市で発生

した陽性者も含め、すべての陽性者に連番の記者発表番号を割り当て、この番
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号に基づいてデータベースに入力を行うことにより個々の陽性者の情報を正

確に集計できるように工夫した。 

 

（２）政令・中核市との連携 

  県内全域の流行状況を把握するためには、県庁サテライトの情報と政令・中

核市の陽性者情報を積極的に共有する必要があったが、個人情報保護の観点

などから当初は充分な協力が得られにくく、円滑には進みにくい面があった。 

  このため、知事が令和３年１月１５日に国に対して、都道府県と政令・中核

市の情報連携に必要な規定の整備を要望し、その結果、令和３年２月３日付け

で感染症法が改正され、都道府県と政令・中核市の情報連携が明文化されるこ

とになり、情報共有が円滑に進むようになった。 

 

（３）ゲノム解析に必要な検体数の確保 

  第６波のオミクロン株の流行以降、民間検査機関の検査機能の充実もあり、

県衛生研究所に搬入される検体数は大きく減少し、変異ウイルスの動向を把

握するために必要な検体の継続的な確保が課題となった。 

  このため、令和３年１２月から民間検査機関と委託契約を締結し、毎週 

 １００検体分のゲノムのデータの提供を受けることになった。あわせて令和

４年４月以降に県内の医療機関（国立病院機構埼玉病院、県立循環器・呼吸器

病センター及び防衛医科大学病院）からも直接陽性検体の提供を受けること

で、ゲノム解析を継続して行うことができた。 

 

４ ＩＣＴの活用 

   早期から本県独自の情報収集体制を構築していたため、令和２年４月から

庁内クラウド上のデータベースを活用して陽性者情報を効率的・効果的に管

理することができた。また、令和４年９月２６日以降は本県独自の電子申請シ

ステムを有効活用し、症状や発症日、ワクチン接種歴などの情報を元に必要な

解析を継続できた。 

  本県では早期からＩＣＴを活用していたことで、効率よく情報収集・解析を

行うことができた。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  県庁サテライトの解析結果を用いて、知事が県民への注意喚起・呼びかけを

行った。具体的には、令和３年４月６日の記者会見における高齢者の昼カラオ

ケでの感染者数増加についての注意喚起、令和４年９月９日の専門家会議後

の記者会見におけるワクチン接種促進についての呼びかけ等が挙げられる。



270 

 

県庁サテライトの解析結果が、科学的根拠に基づいた県民への注意喚起・呼び

かけにつながった。 

 

６ 自己評価   

  政令・中核市も含め、県内全域の発生状況を把握するために必要な情報を初

動時から確保することは重要であると考えられたため、今回の新型コロナウ

イルス感染症のパンデミックでは本県独自の情報収集・解析・提供体制を確保

した。 

  令和４年以降、ＨＥＲ－ＳＹＳ（新型コロナウイルス感染症等情報把握・管

理システム）の実用性が向上したが、今後に向けては早い段階からの体制確保

が望まれる。また今後の新たな感染症発生への備えとしては、国の体制に関わ

らず発生動向を把握可能なサーベイランス体制の確保が求められるため、本

県としての体制確保への備えも重要と考えられた。改善すべき点としては膨

大な陽性者数の解析に時間を要した点が挙げられる。適宜表計算の操作を自

動化する機能も使用したが、限度があった。今後の感染症対策においては、膨

大な陽性者数の解析に耐えられるＰＣ（庁内クラウドに接続ができる、インテ

ル ｃｏｒｅ プロセッサー ｉ９－１２９００以上、メモリ ３２ＧＢ以

上、ＳＳＤ ５１２ＧＢ以上）を用意できれば解析が円滑に進むと考える。関

係する部門を物理的に集約する危機管理上の工夫と併せて、ＩＣＴの効果的

な活用も含めた更なる改善に向けた検討が今後必要と考えられる。 

 一方、ＮＧＳによるゲノム解析について、県衛生研究所は新型コロナウイ

ルス感染症発生初期である令和２年２月から全国に先んじて国立感染症研究

所と連携して県内ゲノム解析を開始し、継続的に変異状況を把握・評価し、対

策に役立つ情報提供を行うことができた。これは、新型コロナウイルス発生前

から他の重要感染症についてＮＧＳの活用方法を模索していたこともあり、

こうした事業や試みを通して国立感染症研究所との密な連携関係が構築され

ていたことが役立ったと考えられる。今後も新たな感染症の発生に備え、検査

機器の充実や人員の確保及び人材育成、国立感染症研究所との連携等に努め

ていく必要がある。今回の新型コロナウイルス感染症対策の教訓も踏まえ、継

続的に地方衛生研究所の強化に努めていくことが重要であると考える。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

（１）新興感染症の発生に備えた検査体制の構築について 

  新興感染症の発生に備え、国は予防計画策定にあたり流行初期の検査目標

の設定を求めているが、この目標に対応可能な処理を実施するためには、新た

な機器や試薬を備えることが前提となることから、国からの財政面も含めた
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支援を求める必要がある。 

 

（２）新型コロナウイルスゲノムの継続的なモニタリング 

  今後も新たな変異株が出現する可能性に留意し、ゲノム解析を継続する必

要がある。国からは５類移行後も解析目標として各都道府県において１００

件／週程度という検査目標数が提示されていることから、医療機関からの陽

性検体の提供、民間検査機関のデータの活用を継続的に行うための予算確保

など、国に支援を求める必要がある。 

 

（３）ＨＥＲ－ＳＹＳ（新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理システム）について 

  陽性者情報収集の手段としてのＨＥＲ－ＳＹＳについて、新型コロナウイ

ルス感染症流行当初は特に活用することが難しかった。その理由は①パンデ

ミックになってから構築されたため、新型コロナウイルス感染症流行当初か

ら活用できなかったこと、②医師や保健所の入力項目が膨大であったため、入

力に手間や時間を要し必要な情報が十分に得られなかったこと、③データ上

の矛盾や誤入力の発生を防ぐ手段がなかったため、活用が難しかったこと（例

えば、無症状病原体保有者であるにも関わらず、入力項目に「発症日」があっ

た）等が挙げられる。今後の感染症対策を考えるうえでは、平常時から有事を

想定して情報収集システムを構築しておくことが望ましく、体制整備の予算

確保など、国の支援を求める必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・感染症法第４４条の３「感染を防止するための報告または協力」 

 ・「新型コロナウイルスに関する検査対応について（協力依頼）」（令和２年１月 

   ２３日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡） 

 ・「新型コロナウイルス感染症における積極的疫学調査について（協力依

頼）」（令和２年３月１６日付け健感発０３１６第３号厚生労働省健康局結

核感染症課長通知） 

 ・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正につ

いて （新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関

係）」（令和３年２月３日付け厚生労働省局長通知） 

 ・「Ｗｉｔｈ コロナの新たな段階への移行に向けた療養の考え方の見直し

について（確認依頼）」（令和４年９月６日付け厚生労働省新型コロナウイ

ルス感染症対策推進本部事務連絡） 

 

 



272 

 

９ 事業費・財源 

（１）情報収集・解析等 

  事業費 令和３年度   ８，４５０千円 

      令和４年度  １０，５５３千円 

  財 源 感染症予防負担金（２分の１）、コロナ基金（２分の１） 

（２）ＰＣＲ検査・ゲノム検査等 

  事業費 令和２年度 ２４９，７７１千円 

      令和３年度  ６７，４３７千円 

      令和４年度  ５４，５４９千円 

  財 源 感染症予防負担金（２分の１）、コロナ基金（２分の１） 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）新型コロナウイルス感染症の定点把握について 

  令和４年９月２６日から令和５年５月７日までの定点当たり報告数を令和

５年５月８日に算出し、５類移行前後で解析情報が途絶えないように検証し

た。その結果は、全数把握体制時の傾向では概ね一致した（図１８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１８（再掲） 全数報告時の日次報告数と２６１定点における定点当たり報

告数の傾向の比較】 

  また、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づ

いた感染症発生動向調査で、令和５年５月８日から新型コロナウイルス感染

症の定点把握を開始した。その解析結果を令和５年５月１７日から感染症患

者発生情報（週報）（https://www.pref.saitama.lg.jp/b0714/surveillance/ 

srv2023.html）と、埼玉県感染症情報センターホームページ（https://www. 

pref.saitama.lg.jp/b0714/surveillance/index.html）で掲載を開始した。ま

た、令和５年６月１３日に開催された専門家会議に資料提供を行った。その後

の流行情報として令和５年９月１３日に開催された専門家会議に感染症発生

動向調査結果と併せてＮＧＳ解析結果資料を提供した。 
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（２）新型コロナウイルス感染症の５類移行後の流行状況について 

  定点当たり報告数は令和５年４月から緩やかに増加し始め、７月に入って

から増加のペースが増した（図１９）。８月に入りさらに増加のペースが強ま

っていたが、９月上旬（３６週：９月４日～１０日）をピークにそれ以降は減

少傾向に転じた（図１９）。 

  

【図１９ 新型コロナウイルス感染症 定点当たり報告数推移（令和５年９月

２７日時点）】 

  １０歳刻みの年齢別の定点当たり報告数では、８月の上旬（３３週：８月 

１４日～８月２０日）以降、１０歳未満（０～９歳）と１０代（１０～１９歳）

が著しく増加したが、１０歳未満は３６週（９月４日～１０日）をピークとし

て、１０代は３７週（９月１１日～１７日）をピークとしてそれぞれ減少傾向

に転じた（図２０）。 

  それ以外の年代（２０代以上）では１０歳未満や１０代と比較して著しい変

化は無かったものの、６月上旬（２２週：５月２９日～６月４日）から８月下

旬（３５週：８月２８日～９月３日）まで概ね緩やかに増加し、９月上旬 

（３６週：９月４日～１０日）以降は減少傾向に転じた（図２０）。 

  

【図２０ 年齢別定点当たり報告数（令和５年９月２７日時点）】 
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（３）新型コロナウイルスゲノムの状況 

  ５類移行後も週１００検体程度のゲノム解析を継続的に行い、その変異状

況を把握した。ＢＪ．１系統とＢＭ．１．１．１系統の組換え体であるＸＢＢ

系統が令和５年２月から徐々に増加し、５月には８割がＸＢＢ系統となった。

なお、ＸＢＢ系統は、ＸＢＢ．１．５系統、ＸＢＢ.１．９系統、ＸＢＢ.１．

１６系統、ＸＢＢ.１．２２系統、ＸＢＢ.２．３系統など、複数のＸＢＢ系統

の亜系統で構成されていた。さらに６月からはＸＢＢ系統の中でも、ＸＢＢ.

１．９系統の亜系統であるＥＧ.５系統が増加傾向にある。解析結果は、埼玉

県感染症情報センターホームページで公開している（https://www.pref.sai 

tama.lg.jp/b0714/surveillance/covid-19_genome.html）。 

 

（４）急性呼吸器感染症（病原体）サーベイランスについて 

  新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザのほか、同様の感冒様

症状等を呈する急性呼吸器感染症におけるウイルスの流行状況を把握するた

め、「令和５年度急性呼吸器感染症（病原体）サーベイランス実施要領」を定

め、病原体定点医療機関から提供された検体の検査を、令和５年５月８日から

開始した。その解析結果を令和５年９月２０日から埼玉県感染症情報センタ

ーホームページ（https://www.pref.saitama.lg.jp/b0714/surveillance/ari. 

html）で情報提供を開始した。 

 

http://www.pref.saita/
http://www.pref.saita/


３ 福祉分野 

（１）施設における感染防止対策等 
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高齢者施設における感染防止対策・クラスター対策 

 

１ 概要 

  高齢者施設は、高齢者へのケアが体への接触を伴うため、一人でも感染者が

発生するとクラスターが発生するリスクが極めて高く、また、入所者には基礎

疾患を持っている人も多いため、重症化のリスクも極めて高いものであった。 

  このように、高齢者施設には２つのリスクが重なる特有の事情があったこ

とから、令和２年１１月以降、重症者や死亡者を極小化することを目標として、

集中的に取組を実施した。 

 

（１）早期の対応支援 

  ・感染防止対策の周知徹底 

   高齢者入所施設への一斉巡回指導やオンライン研修の開催により感染防

止対策を周知徹底 

   【令和２年度一斉巡回 １，０６６施設】 

   【令和４年度巡回 １，１０１施設 

（上半期 有料、サ高住６６７施設 下半期 特養、軽費４３４施設）】 

  ・ＣＯＶＭＡＴの派遣 

   医師や感染管理認定看護師等で構成する感染防止対策チームをクラスタ

ー発生施設等に派遣 

   【令和４年度までの派遣実績 １７７回】 

  ・ｅＭＡＴによるオンライン支援 

   感染管理認定看護師、感染症看護専門看護師がオンラインで施設の状況

を確認しながら、感染防止対策を指導 

   【令和４年度までの支援実績 １１８回】 

 

（２）人的支援 

  ・介護職員の派遣（互助ネットワーク） 

   介護職員が不足した施設に登録施設から派遣 

   【令和４年度までの派遣実績 ５施設へ３４名を派遣】 

  ・看護師の派遣（リリーフナース） 

   クラスターが発生し、療養体制が脆弱となった施設に看護師を派遣 

   【令和４年度までの派遣実績 ３４施設】 

 

（３）検査の支援 

  ・ＰＣＲ検査の実施、抗原検査キットの補助・配布 

   令和４年度までの検査件数等 

   【ＰＣＲ検査 ４８５，４３０件】 

   【抗原検査補助 ７７８施設、４６３，７４９千円】 
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   【抗原検査キット配布 ２，３４５施設、２，２４７，６００キット】 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）早期の対応支援 

  感染防止対策の周知徹底については、令和２年１１月に各施設に対し感染

拡大防止のための留意点を通知するとともに、感染症専門家による研修動画

を県ＨＰに掲載した。さらに、県が所管する特別養護老人ホーム等の高齢者入

所施設全１，０６６施設に対し緊急一斉巡回指導を実施し、感染症対策の確認

や研修動画の視聴確認、相談窓口や補助金の情報提供等を行った。また、令和

３年２月には感染対策チェックリストを作成して周知し、感染発生施設から

学ぶ実践的な研修も開催した。 

  これらに加えて、令和３年４月からは、①感染防止対策責任者を配置してい

る、②基本的な感染防止対策が講じられている、③感染発生を想定したシミュ

レーションを実施している、④希望する全ての職員、入所者が新型コロナワク

チンを推奨される回数接種する、という基準を満たす施設を感染症対策優良

施設として認証する制度を開始し、施設における感染対策の一層の向上を図

った。 

  配置医師の義務付けがない有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住

宅に対しては、令和３年８月に大手１０法人を訪問して感染防止対策リーフ

レットを配布し、さらに、第７波への対応のため、令和４年７月から８月にか

けて県所管の全６６７施設に対し巡回指導を実施して周知徹底を図った。 

  なお、各施設が感染防止対策を実施する際に必要となる衛生用品について

は、需給がひっ迫した初期においては県が一括購入・配布による支援を行い、

需給安定後についてはかかり増し費用の補助による支援を行った。（※かかり

増し費用の補助は、令和３年度以降は感染対策等を行った上での施設内療養

に要する費用も補助対象とした。）また、施設が感染防止対策のため簡易陰圧

装置・換気設備等を設置する場合について、必要な経費の補助も実施した。 

  感染発生施設への早期介入としては、医師や感染管理認定看護師等で構成

する感染防止対策チームＣＯＶＭＡＴをクラスター発生施設等に派遣し、ゾ

ーニング等の支援を行った。 

  また、令和３年３月からは感染管理認定看護師、感染症看護専門看護師で構

成したコロナ対策オンラインチームｅＭＡＴを創設して高齢者施設へのオン

ラインによる個別支援を開始し、早期介入の強化を図った。 

 

（２）人的支援 

  感染発生施設への人的支援としては、クラスター発生時に施設間で相互支

援を行うための互助ネットワークを構築し、各施設に対し登録と活用を呼び

掛けた。 

  また、令和４年１月からはクラスター発生により療養体制が脆弱となった

施設に看護師を派遣するリリーフナース制度を開始した。 

（３）検査の支援 
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  感染拡大防止を目的とした施設職員に対する集中的検査は、令和３年１月

に、まずは感染が拡大していた１２市の４２７施設を対象として開始した。そ

の後、対象を全県に拡大するとともに、令和３年４月からは検査回数を月１回

から月２回に増やして対応した。 

  令和４年７月以降、オミクロン株が主流となった後は抗原定性検査による

週２回程度の頻回検査に切り替え、検査キットの購入補助や配布などの支援

を継続した。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  高齢者施設に対する感染防止対策の周知にあたっては、対象施設数が多く、

県ホームページへの情報掲載やオンライン研修等による対応を行ったが、全

ての施設で徹底して対策に取り組んでいただくため、一斉巡回指導も実施し、

各施設における取組状況を把握するとともに、必要な指導を行った。 

  なお、施設に周知・指導する感染防止対策については、感染管理認定看護師、

感染症看護専門看護師等の専門家の協力により、実効性の高い内容とするこ

とができた。 

  感染拡大防止に極めて効果的である感染発生施設への早期介入については、

ＣＯＶＭＡＴ派遣に加え、ｅＭＡＴによるオンラインでの個別支援を実施す

ることで強化を図った。 

  人的支援のうち、互助ネットワークによる施設間相互の介護職員の派遣に

ついては、感染拡大時に自分の施設で陽性者が出ると他の施設に人を出す余

裕がなくなるなど、派遣の調整が難しい場合があった。 

  看護師派遣については、新興感染症が蔓延している施設への派遣となるた

め、事前に感染防止技術の習得を要した。また、高齢者施設のうち、介護老人

保健施設、介護医療院及び介護療養型医療施設については、労働者派遣法によ

り看護師の派遣が禁じられているため、派遣対象とすることができなかった。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  高齢者施設における感染防止対策等の周知においては、対象施設数が多い

こともあり、県ホームページに掲載して行った。また、感染防止対策にかかる

研修のオンライン実施や、感染発生施設への個別支援のオンライン実施（ｅＭ

ＡＴ）、感染症対策優良施設認証制度の認証審査のオンライン実施など、ＩＣ

Ｔを活用した。 

  また、高齢者施設での面会については、感染経路を遮断するために制限する

という観点と、家族などとのつながりや交流が心身の健康に良好な影響を与

えるという観点の両面から実施方法が検討され、窓越しやＩＣＴを活用した

オンラインによる面会などが行われた。令和４年１１月に特別養護老人ホー

ムを対象とした県の調査では、５割以上の施設が感染状況に関わらずオンラ

インによる面会を行っていた。 

 

５ 広報・関係機関への周知 
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  高齢者施設に対する感染防止対策や県の取組の周知にあたっては、対象施

設数が多く、県ホームページへの情報掲載による対応を行ったが、各施設にお

ける感染防止対策への取組については徹底して対策に取り組んでいただくた

め、一斉巡回指導も実施して周知徹底を図った。 

 

６ 自己評価 

  重傷者や死亡者を極小化することを目標として実施した高齢者施設におけ

る感染防止対策において、基本的な感染防止対策や、感染発生時の対応方法の

周知にあたり一斉巡回指導を実施したことについては、多大な人的リソース

を費やすこととなったが、ホームページ等による一方向的な情報発信に比べ、

周知徹底の効果は非常に高かったものと考えられる。 

  また、クラスター発生施設への早期介入については、ＣＯＶＭＡＴ派遣に加

えｅＭＡＴによる個別支援を実施したことで、より多くの施設に迅速に対応

することができた。 

  人的支援のうち、互助ネットワークによる施設間相互の介護職員の派遣に

ついては、感染拡大時に自分の施設で陽性者が出ると他の施設に人を出す余

裕がなくなるなど、派遣の調整が難しい場合があったが、介護サービスは感染

拡大時であっても継続的なサービス提供が求められていることから、この制

度を一層活用していくには、個々の施設が業務の洗い出しを行った上で優先

順位を整理するなど、職員が不足した場合であっても、限られた職員でサービ

ス提供を継続できるような実践的な業務継続計画を策定しておく必要がある

と考えられる。 

  また、看護師派遣については、高齢者施設のうち、介護老人保健施設、介護

医療院及び介護療養型医療施設については、労働者派遣法により看護師の派

遣が禁じられているため、派遣対象とすることができなかったが、これらの施

設では、病院と比べて看護師の配置数が少なく看護師が感染して業務に従事

できなくなると、入所者の健康管理に大きな支障が生じる。このため、特別な

場合については看護師派遣が認められるよう、令和４年２月から機会を捉え

て知事自ら国に要望を行った。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  介護サービスは感染拡大時であっても継続的なサービス提供が求められて

いることから、感染症対策においては、必要な物資の備蓄や感染発生時の対応

ノウハウの継承、感染拡大時の人員確保や施設内療養のための医療機関との

連携など、計画的な対応が重要となる。 

  このため、個々の施設が業務の洗い出しを行った上で優先順位を整理し、必

要とされる物資の備蓄や、職員が不足した場合でも互助ネットワークを活用

するなどして限られた職員でサービス提供を継続できるよう、実践的な業務

継続計画を策定し、適宜見直しを行っていく必要がある。 

  また、施設内での感染制御や業務継続の支援体制の整備に加え、医療へのア

クセスを必要とする高齢者が適切かつ確実に診療を受けられるよう、施設と
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医療機関との連携のさらなる強化が必要である。 

  また、これらの課題を踏まえると、今後、新興感染症が拡大した際に感染防

止対策の徹底や速やかな診療につなげられるよう、感染症専門医の加配や複

数の協力医療機関の設置等に要する費用については介護報酬において十分に

評価できる仕組みとすべく国に要望するとともに、感染発生施設への支援に

支障となる労働者派遣法の見直し等を求めていく必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について」 

（令和２年１月３１日付け厚生労働省事務連絡） ほか 

 

９ 事業費・財源 

 ・介護施設等における新型コロナウイルス感染症対策事業費 

（衛生用品配布、消毒費用補助） 

 令和２年度  ６０８，７７２千円（国２／３） 

 ・休業要請を受けた通所介護事業者等支援事業費 

  （事業継続支援） 

 令和２年度 ２９８，６８０千円（国１０／１０） 

 ・介護サービス感染症対応・再開支援事業費 

（サービス再開・感染症対策支援、職員慰労金） 

 令和２年度 １４，５９０，５６９千円（国１０／１０） 

 ・新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス継続支援事業 

（かかり増し） 

 令和３年度  １，６３７，０４６千円（国２／３） 

 令和４年度  ２，８０８，５９０千円（国２／３） 

（抗原検査補助） 

 令和４年度    ４６３，７４９千円（国２／３） 

（抗原検査キット配布） 

 令和３年度     ４６，４２４千円（県１０／１０） 

 令和４年度     １１，９０３千円（国１０／１０） 

 ・介護施設における新型コロナウイルス感染症対策事業費 

（ＰＣＲ検査） 

 令和３年度  ３，１９４，９６９千円（国１０／１０） 

 ・高齢者施設リリーフナース事業 

（看護師派遣） 

 令和３年度     １３，４８１千円（国１０／１０） 

 令和４年度     ４７，１４５千円（国１０／１０） 

 ・介護施設等における感染拡大防止対策事業費 

（多床室個室化、簡易陰圧装置設置、換気設備設置等） 

 令和２年度    ８２１，８２０千円（国２／３、１０／１０） 

 令和３年度    ８９２，７１１千円（国２／３、１０／１０） 
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 令和４年度    ９６５，０４５千円（国２／３、１０／１０） 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  重症化リスクの高い高齢者施設においては、職員のマスク着用や手指消毒、

換気などの基本的な感染予防対策を継続している。 

  県の支援策としては、ＣＯＶＭＡＴやｅＭＡＴによる感染拡大防止のため

の早期の対応支援や、互助ネットワークなどによる人的支援、抗原検査キット

の配布による検査の支援を継続している。 

  また、感染発生施設におけるかかり増し経費も補助している。 

  国に対しては、感染発生の有無に関わらないかかり増し経費の補助の復活・

継続や、検査キット配布のための安定的・継続的な財政措置、クラスターの発

生した老人保健施設等への看護師の労働者派遣について要望した。（令和５年

６月５日政府要望ポストコロナ・物価高騰別冊） 
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障害者施設における感染防止対策・クラスター対策 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、障害者施設が感染機会

を減らしつつ、必要な障害福祉サービスを継続して提供できるよう障害者施

設に対して様々な支援を行った。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）令和元年度・令和２年度 

  障害者施設の感染防止対策に必要なマスクや消毒液、防護服等を県が一括

購入し、配布した。（令和元～２年度） 

  障害者施設において、感染防止対策を講じながらサービスの継続に努める

職員に対して慰労金を支給した。（令和２年度） 

  入所施設の職員等及び新規入所者に対し、ＰＣＲ検査を実施し感染者の早

期発見、早期対応を図った。（令和２～３年度） 

  入所施設を対象に、感染拡大を防止するため、多床室の個室化改修、入所者

と家族の面会室の設置改修、ＩＣＴ及びロボットの導入に必要な経費を補助

した。（令和２～４年度） 

  障害者施設が感染防止対策等のために要したかかり増し経費の一部を補助

した。また、感染が発生した事業所等に対しては、消毒・清掃費用や、マスク・

手袋・体温計の購入費用などのかかり増し経費を補助した。（令和２～５年度） 

  クラスター発生施設の応援のため、入所施設による互助ネットワークを構

築し、登録施設からクラスターが発生した施設等へ職員を派遣した。（令和２

～５年度） 

 

（２）令和３年度 

  クラスターが発生し、施設内での療養体制を確保するために看護師が必要

となった障害者施設に対して速やかに看護師（リリーフナース）を派遣した。

（令和３～５年度） 

  市中感染が深刻化し、ＣＯＶＭＡＴの派遣ができない場合、感染管理認定看

護師が入所施設の感染拡大防止対策等をオンライン指導（ｅＭＡＴ）した。（令

和３～５年度） 

  感染拡大を防止する観点から、障害者施設に対して簡易陰圧装置・換気設備

の設置に必要な経費を補助した。（令和３～４年度） 
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（３）令和４年度 

  障害者施設では、職員等による外部からの持ち込みによる感染の拡大が見

られたことから、職員等に対して抗原定性検査キットによる頻回検査を実施

（７月２３日～９月３０日）した事業者に対して経費を補助した。 

  その後は、国から配布された抗原定性検査キットを障害者施設に配布して

対応した。（令和４年１２月～令和５年４月中旬） 

    

３ 実施上の課題と対応 

  新型コロナウイルス感染症対応の業務量は膨大なものとなったが、職員の

補充がなされなかった。そのため、時間外勤務の増加や、その他の業務の遅延

等につながってしまった。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  コロナ等における臨時的な取り扱いとして国は在宅支援に報酬を認めてい

ることから、オンラインの積極的な活用を促した。 

  各障害者施設からの実績報告の受付等について、埼玉県市町村電子申請・届

出サービスを活用して事務の効率化を図った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  広報には、県ホームページやメールを活用することにより、関係機関への周

知を図った。 

 

６ 自己評価 

  感染状況等に応じて速やかに取組が行われたため、障害者施設において概

ね事業を継続することができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  国から配布物資は一旦県に配布されるパターンが多かったが、より迅速な

対応を図るには、直接事業者に配布する必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和元年度    ３７，１３１千円 

      令和２年度 ３，２２７，５５４千円 
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      令和３年度 １，２３６，５０７千円 

      令和４年度   ２５３，９９５千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

      障害者福祉費補助金 

      社会福祉施設整備費補助金 

      新型コロナウイルス感染症対策推進基金 

      一般財源 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  ５類移行後においても、重症化リスクの高い方が多く生活している障害者

施設においては引き続き感染対策と感染状況の把握を継続し、前述の看護師

（リリーフナース）の派遣（令和５年９月末まで）、互助ネットワークによる

職員派遣、感染管理認定看護師によるオンライン指導（ｅＭＡＴ）、かかり増

し経費補助、抗原定性検査キットの無償配布による頻回検査の支援などを実

施している。 
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保育所等における感染防止対策・クラスター対策 

 

１ 概要 

  本県では、市町村を通じての情報収集及び情報共有、並びに感染対策のため

の財政的支援等を主として実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

 ア 市町村を通しての情報収集及び情報共有 

   緊急事態宣言中においては全市町村が臨時休園又は登園自粛の要請等を

行った。 

   緊急事態宣言解除後においては、県から市町村に対し、原則開園を依頼し

たが、一部市町村については、休園措置を継続した。 

   なお、臨時休園又は自粛要請とした場合でも、医療従事者など社会の機能

を維持することが必要な方や、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難

な方の子供等については、必要な保育の提供を確保した。 

   さらに、施設において感染者が発生した場合には、市町村より報告を上げ

てもらい、県でも感染者数等を把握できる体制を確保した。 

   また、その他感染症予防について市町村を通じて発信した。 

 

 イ 市町村を通じての財政的支援 

（ア）感染予防のための備品購入、研修受講費及びかかり増し経費について、

１施設あたり５０万円まで補助 

   ※かかり増し経費の対象 

   ・消毒・清掃に係る時間外勤務や感染症対策に関する業務を行った職員

への手当 

   ・非常勤職員の雇用賃金 

   ・職員個人が感染防止の一環として必要とする備品購入費 

（イ）感染症防止対策に係る相談窓口の設置に対し、１市町村あたり１６７９

万７千円まで補助 

（ウ）臨時休園となった場合の保育料については日割りで計算の上、一部を

負担及び補助 

 

 ウ 市町村を通じてのマスクの配布 

   １施設あたり１５０枚～３００枚のマスクを市町村を通じて断続的に配
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布を行った。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 ア 市町村を通しての情報収集及び情報共有 

   県から市町村に対し、原則開園を依頼。 

   なお、臨時休園又は自粛要請とした場合でも、医療従事者など社会の機能

を維持することが必要な方や、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難

な方の子供等については、必要な保育の提供を確保した。 

   さらに、施設において感染者が発生した場合には、市町村より報告を上げ

てもらい、県でも感染者数等を把握できる体制を確保した。 

   また、その他感染症予防について市町村を通じて発信した。 

 

 イ 財政的支援（第１波と同様の取組を実施） 

 

 ウ 市町村を通じてのマスクの配布（第１波と同様の取組を実施） 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 ア 市町村を通しての情報収集及び情報共有（第２波と同様の取組を実施） 

 イ 財政的支援（第１波と同様の取組を実施） 

 ウ 市町村を通じてのマスクの配布（第１波と同様の取組を実施） 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

 ア 市町村を通しての情報収集及び情報共有（第２波と同様の取組を実施） 

 

 イ 財政的支援 

 （ア）感染予防のための備品購入、研修受講費及びかかり増し経費につい

て、保育所等１施設あたり合計１００万円まで補助  

（イ）感染症防止対策に係る相談窓口の設置に対し、１市町村あたり１６７９

万７千円まで補助 

 （ウ）臨時休園となった場合の保育料については日割りで計算の上、一部を

負担及び補助 

 

 ウ 市町村を通じてのマスクの配布（第１波と同様の取組を実施） 
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（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 ア 市町村を通しての情報収集及び情報共有（第２波と同様の取組を実施） 

 

 イ 財政的支援 

 （ア）感染予防のための備品購入、研修受講費及びかかり増し経費につい

て、保育所等１施設あたり合計５０万円まで補助 

 （イ）臨時休園となった場合の保育料については日割りで計算の上、一部を

負担及び補助 

 （ウ）感染症対策のための改修等整備について、１施設あたり１０２万９千

円まで補助 

   ※感染症対策のための改修等整備の例 

    トイレ・調理場の乾式化、非接触型の蛇口の整備等 

 

 ウ 市町村を通じてのマスクの配布（第１波と同様の取組を実施） 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 ア 市町村を通しての情報収集及び情報共有（第２波と同様の取組を実施） 

 

 イ 財政的支援（第１波と同様の取組を実施） 

 （ア）感染予防のための備品購入、研修受講費及びかかり増し経費につい

て、保育所等１施設あたり合計５０万円まで補助 

 （イ）臨時休園となった場合の保育料については日割りで計算の上、一部を

負担及び補助 

 （ウ）感染症対策のための改修等整備について、１施設あたり１０２万９千

円まで補助 

   ※感染症対策のための改修等整備の例 

    トイレ・調理場の乾式化、非接触型の蛇口の整備等 

 （エ）保育所等の休園に伴い、保育所等の果たす社会的機能の維持を図るた

め代替保育を実施する保育所等に対する補助 

 

 ウ 市町村を通じてのマスクの配布（第１波と同様の取組を実施） 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ア 市町村を通しての情報収集及び情報共有（第２波と同様の取組を実施） 

 イ 財政的支援（第６波と同様の取組を実施） 
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 ウ 市町村を通じてのマスク及び抗原検査キットの配布 

   １施設あたり１５０枚のマスクを市町村を通じて断続的に配布するとと

もに、希望する市町村に対し施設配布用の抗原検査キットを配布 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 ア 市町村を通しての情報収集及び情報共有（第２波と同様の取組を実施） 

 イ 財政的支援（第６波と同様の取組を実施） 

 ウ 市町村を通じてのマスクの配布（第１波と同様の取組を実施） 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）医療がひっ迫した際の対応 

  感染者数が急増した際に保健所の業務がひっ迫したため、市町村の保育部

門と保健所との間で連絡・調整が滞る事態が発生した。 

  県保育部門において各市町村の情報を集約し、状況を把握するとともに各

市町村の取組を横展開し、助言等を実施した。 

 

（２）国への要望 

  令和２年 ３月１６日 緊急要望（知事対面要望） 

  令和３年 ６月１４日 政府要望（内閣府少子化対策担当大臣ほか） 

  令和３年 ６月１５日 政府要望（厚生労働大臣ほか） 

  令和３年１１月１９日 緊急要望（知事対面要望） 

  令和４年 １月２４日 政府要望 

  令和４年 ６月 ３日 政府要望（内閣府少子化対策担当大臣ほか） 

  令和４年 ６月１４日 政府要望（厚生労働大臣ほか） 

  令和４年 ８月 ５日 国会議員連絡会議 

  令和４年１１月１５日 九都県市首脳会議 

  令和４年１１月１７日 政府要望（内閣府少子化対策担当大臣ほか） 

  令和５年 １月２６日 国会議員個別要望 

 

４ ＩＣＴの活用 

  オンラインでの研修等を実施した。 

  また、ＩＣＴの導入経費の補助として、１施設当たり５０万円までの補助を

実施した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

 ・県ホームページの作成・パパママ応援ショップを通じてのプッシュ通知・ 
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  バナー広告 

 ・感染対策リーフレット及び登園チェックリストの作成 

 ・感染対策の研修会の実施（令和４年１１月） 

 

６ 自己評価 

  市町村の状況を速やかに把握するとともに、国の補助制度の円滑な実施や

市町村間での情報共有を図ることが出来た。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・感染対策に係る補助制度の早期創設・拡充 

 ・明確な指針の作成 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 ・保育所における感染症対策ガイドライン（2018年改訂版） 

 ・保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q＆Aについて 

 ・地域子ども・子育て支援事業にかかる新型コロナウイルス感染症対策関係 

  ＦＡＱについて 

 

９ 事業費・財源 

 （１）保育所等 

   事業費 令和３年度     １，８７９千円 

       令和４年度   １０９，９３８千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対策推進基金 １／２ 

      保育対策総合支援事業費補助金 １／２ 

 

 （２）放課後児童クラブ等 

   事業費 令和２年度   ４６１，２８７千円 

       令和３年度   ２９９，７２２千円 

       令和４年度   ３０８，７１４千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

 （３）共通 

   事業費 令和２年度 １，４４０，８９８千円 

       令和３年度       １４８千円 
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10 ５類移行に伴う対応 

  １０名以上又は全利用者の半数以上の感染者が発生した場合に引き続き市

町村より報告してもらい、県でも感染者数等を把握できる体制を確保した。 

  また、国に対しては、財政措置の拡充について次のとおり要望を行った。 

 

   令和５年６月１４日 政府要望（ポストコロナ・物価高騰別冊） 
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児童養護施設における感染防止対策・クラスター対策 

 

１ 概要 

  児童養護施設等は適切な感染防止対策を行った上での事業継続が求められ

ているため、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、児童養護施

設等における感染症対応力を底上げしつつ、業務を継続できるよう児童施養

護設等に対して様々な支援を行った。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）令和２年度 

  児童養護施設等の感染防止対策に必要なマスクや消毒液等を県が一括購入

し、配布するとともに、防護服を児童相談所に備蓄した。（令和２年度） 

  児童養護施設等を対象に、各児童の居室を分けることで接触を極力抑え、感

染拡大を抑制するための個室化改修に必要な経費を補助した。（令和２～４年

度） 

  発熱などの症状がある場合や濃厚接触者となった場合は行政検査を待たず

に自主的なＰＣＲ検査を実施し感染者の早期発見、早期対応を図った。（令和

２～４年度） 

  児童養護施設等が感染防止対策等のために要したかかり増し経費の一部を

補助した。（令和２～４年度） 

  クラスター発生施設の応援のため、児童福祉施設の団体と連携し、互助派遣

を行う仕組みを構築した。 

 

（２）令和３年度 

  児童養護施設等におけるマスク等の衛生用品の購入経費やかかり増し経費

等に対し補助を行った。（令和３～４年度） 

  また、児童養護施設等を対象に、各児童の居室を分けることで接触を極力抑

え、感染拡大を抑制するための個室化改修に必要な経費を補助した。（令和２

～４年度）【再掲】 

  発熱などの症状がある場合や濃厚接触者となった場合は行政検査を待たず

に自主的なＰＣＲ検査を実施し感染者の早期発見、早期対応を図った。（令和

２～４年度）【再掲】 
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（３）令和４年度 

  児童養護施設等におけるマスク等の衛生用品の購入経費やかかり増し経費

等に対し補助を行った。（令和３～４年度）【再掲】 

  また、児童養護施設等を対象に、各児童の居室を分けることで接触を極力抑

え、感染拡大を抑制するための個室化改修に必要な経費を補助した。（令和２

～４年度）【再掲】 

    児童養護施設等で感染者が発生した際に健康観察等の個別的な対応の充実

や症状が出た場合の迅速な医療機関との連携を図るために看護師（リリーフ

ナース）を派遣した。（令和４年度） 

    

３ 実施上の課題と対応 

（１）感染拡大への懸念 

  児童養護施設においては、特に低年齢の児童については、他者との近距離で

の接触頻度が高く感染リスクが高まる懸念があった。   

  対応としては、食事や入浴時間等を細分化するなど、接触機会の減少を図る

工夫のほか、陽性者、濃厚接触者が生じた場合には、個室での対応や早期の拡

大検査など感染拡大防止対策を実施した。 

 

（２）国への要望 

  令和２年 ３月１６日 緊急要望（知事対面要望） 

  令和３年 ６月１５日 政府要望（厚生労働大臣ほか） 

  令和３年１１月１９日 緊急要望（知事対面要望） 

  令和４年 １月２４日 政府要望 

  令和４年 ６月１４日 政府要望（厚生労働大臣ほか） 

  令和４年 ８月 ５日 国会議員連絡会議 

  令和４年１１月１５日 九都県市首脳会議 

  令和４年１１月１７日 政府要望（厚生労働大臣ほか） 

  令和５年 １月２６日 国会議員個別要望 

   

４ ＩＣＴの活用 

  オンラインでの研修、会議等を実施した。 

  また、児童の学習機会を確保するため、タブレット等の購入費用を補助した。

（令和２年度） 
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５ 広報・関係機関への周知 

  広報には、県ホームページやメールを活用することにより、関係機関への周

知を図った。 

 

６ 自己評価 

  感染状況等に応じて速やかに取組が行われたため、児童養護施設等におい

て概ね事業を継続することができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・感染対策に係る迅速な補助制度等の創設 

 ・迅速かつ明確な指針の作成 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 ・社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について 

 ・新型コロナウイルス感染症緊急経済対策等に係る児童養護施設等に対する 

  財政措置等について 

   

９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度 １４３，７１１千円 

      令和３年度 １３９，３９６千円 

      令和４年度 １４８，００４千円 

       

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

      児童福祉補助金 

      児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  ５類移行後も児童養護施設等の新型コロナ対策については、令和５年９月

末までマスク等の衛生用品の購入経費やかかり増し経費等に対し補助を行う

こととした。 

  さらに児童養護施設等で感染者が発生した際に健康観察等の個別的な対応

の充実や症状が出た場合の迅速な医療機関との連携を図るために看護師（リ

リーフナース）を派遣する事業を行った。 
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県立指定管理施設における感染防止対策・クラスター対策 

 

１ 概要 

 （県立施設ならではの記載事項なし） 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

  ・発熱症状のある利用者・職員へのＰＣＲ検査の実施 

  ・職員の感染防止対策の実施（マスク・消毒・検温・ＰＰＥ着用等） 

  ・４月７日～５月６日緊急事態宣言を受け、職員へ感染対策の周知徹底 

  ・嵐山郷（県立障害者支援施設）で家族面会の制限 

  ・障害者歯科診療所 全身麻酔治療の延期・中止 

  

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

  ・発熱症状のある利用者・職員へのＰＣＲ検査の実施【再掲】 

  ・職員の感染防止対策の継続（マスク・消毒・検温・ＰＰＥ着用等）【再

掲】 

  ・７月～感染拡大に備えた組織全体での応援体制の構築 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

  ・発熱症状のある利用者・職員へのＰＣＲ検査の実施【再掲】 

  ・職員の感染防止対策の継続（マスク・消毒・検温・ＰＰＥ着用等）【再

掲】 

  ・１０月～感染症罹患ケアラー支援対策事業（ケアラーが感染した場合、

介護が必要な障害者に施設の一部を提供）の実施 

  ・１１月～互助ネットワーク（クラスター発生時における施設間の人的・  

物的相互支援）への協力体制の整備 

  

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

  ・発熱症状のある利用者・職員へのＰＣＲ検査の実施【再掲】 

  ・職員の感染防止対策の継続（マスク・消毒・検温・ＰＰＥ着用等）【再

掲】 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

  ・発熱症状のある利用者・職員へのＰＣＲ検査の実施【再掲】 
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  ・職員の感染防止対策の継続（マスク・消毒・検温・ＰＰＥ着用等）【再

掲】 

  ・６月～嵐山郷で新型コロナワクチン接種開始 

 ・８月～嵐山郷でクラスター発生（ＣＯＶＭＡＴ、ｅＭＡＴ派遣要請、 

  専門家助言） 

   

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

  ・発熱症状のある利用者・職員へのＰＣＲ検査の実施【再掲】 

  ・職員の感染防止対策の継続（マスク・消毒・検温・ＰＰＥ着用等）【再

掲】 

  ・１月～嵐山郷で家族面会の中止 

  ・２月～嵐山郷でクラスターが発生（ＣＯＶＭＡＴ派遣、専門家助言）

【再掲】 

  

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

  ・発熱症状のある利用者・職員へのＰＣＲ検査の実施【再掲】 

  ・職員の感染防止対策の継続（マスク・消毒・検温・ＰＰＥ着用等）【再

掲】 

  ・嵐山郷、児童養護施設でクラスター発生（ＣＯＶＭＡＴ、ｅＭＡＴ派

遣、専門家助言） 

   

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

  ・発熱症状のある利用者の抗原検査及びＰＣＲ検査の実施 

  ・施設職員の定期的な抗原検査の実施 

  ・職員の感染防止対策の継続（マスク・消毒・検温・ＰＰＥ着用等）【再

掲】 

  ・嵐山郷、児童養護施設でクラスター発生（ＣＯＶＭＡＴ、ｅＭＡＴ、専

門家助言）【再掲】 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）嵐山郷（県立障害者支援施設） 

  嵐山郷は重度の障害者を多く受け入れていることから、相対的に入所者と 

 の接触回数が多く、接触時間も長くなるため、感染リスクがより高くなるとい 

 う課題あった。加えて、強度行動障害や知的障害など入所者の障害特性上、マ 

 スクの着用や、利用者同士も含めた他者との濃厚接触の抑制が困難であるこ 

 とから、感染拡大リスクが高まるという課題があった。 
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  対応としては、発熱など体調不良者や陽性者が発生した場合、室内でこまめ 

 な消毒やゾーニングの徹底など感染防止対策を徹底、各寮間の職員の移動制 

 限など、クラスターが発生しないよう慎重な対策を行ってきた。 

 

（２）上里学園、おお里、いわつき（県立児童養護施設） 

  低年齢の児童や発達障害がある児童については、他者との近距離での接触

頻度が高く、感染リスクが高まる課題があった。加えて、通っている学校等に

おいて感染し、施設内で感染が拡大するリスクがあった。また、大舎制の施設

においては、施設の構造や生活エリアによって施設内に一気に感染が拡大す

るリスクがあった。 

  対応としては、食事や入浴時間等を細分化するなど、接触機会の減少を図る

工夫のほか、感染児童が生じた場合には、個室療養、早期の拡大検査、ゾーニ

ングを徹底するなど、感染拡大防止対策を実施した。 

 

（３）障害者歯科診療所 

  患者の障害特性によって、大声を上げる、大きく動いてしまうなど、診療ス 

  タッフの感染リスクが高まることのほか、直接口腔内に接触する治療行為の 

 特性上、スタッフを介して患者から患者へと感染するなどの感染拡大リスク 

 が課題であった。 

  対応としては、診療スタッフのＰＰＥの適切な装着徹底、患者入替え時の消 

 毒・清掃の徹底を図った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

（１）家族面会 

  嵐山郷（県立障害者支援施設）では、基礎疾患がある入所者が多いため、感

染予防の観点から家族面会を令和４年１月から中止していたが、令和４年４

月から新たにオンラインによる家族面会を開始した。 

  

（２）検温用非接触型ＡＩタブレット 

  県立施設（嵐山郷、上里学園、おお里、いわつき）では、施設入口に検温用 

 非接触型ＡＩタブレットを導入した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  施設でクラスターが発生した場合は、ホームページで感染者数や感染対策 

 のほか、クラスター発生後の経過についても継続的に公表し、施設の状況につ 

 いて周知に努めてきた。 
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６ 自己評価 

  県立施設のうち障害者支援施設には多くの重度障害者や強度行動障害者が

入所しており、児童養護施設には多くの被虐待児童や処遇困難児童が生活し

ている。そのような中で、嵐山郷センター長の医師やＣＯＶＭＡＴ及びｅＭＡ

Ｔなど感染症専門家の指導により、積極的に感染症対策に取り組んできた。 

特に、ＣＯＶＭＡＴやｅＭＡＴの指導により最新の知見を取り入れてより効

果的な感染症対策となるよう随時見直しを行ってきた。 

  多くの利用者が生活する施設において、可能な限り徹底した感染症対策を

実施したことは、ＣＯＶＭＡＴ派遣の際にも専門家である医師や看護師から

高く評価されており、県立施設として十分な対策を実行できたと評価できる。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  感染者の待機期間や濃厚接触者の検査実施など、高齢者、障害者、児童など 

 感染や重症化リスクが差異に応じて、異なる取扱いをすべきではないかと考 

 える。例えば児童は感染しても症状が非常に軽いケースが多いが、症状が全快 

 しても待機期間中は学校に通学できないなど本人にはデメリットが大きい。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  厚生労働省令和４年１０月１４日付け事務連絡 

  「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染

症に対応する外来医療体制等の整備について」 

 

９ 事業費・財源 

  感染症対策の個人防護服（ＰＰＥ）、アルコール消毒液、検査キットなど 

   事業費 令和２年度 １１，４８０千円 

       令和３年度 １７，２６３千円 

       令和４年度 １６，２２７千円 

       

  新型コロナウイルス感染症対応に係る防疫業務手当 

   人件費 令和２年度    ２２８千円 

       令和３年度  ５，５９２千円 

       令和４年度 １５，２０２千円 

 

  財 源 県立児童福祉施設管理費（県立児童養護施設３か所の指定管理料） 

      県立社会福祉施設管理費（県立社会福祉施設４か所の指定管理料） 
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10 ５類移行に伴う対応 

  引き続き職員の感染防止対策（マスク・消毒・検温等）を実施するとともに、 

 利用者や職員に発熱等の症状があった場合は速やかな検査とゾーニング等の 

 感染拡大防止策を講じている。家族の面会や各種行事については、感染防止対

策を講じつつ、ほぼ平常どおりに実施している。 

 

※参考資料 

・令和３年度 県立指定管理施設の新型コロナウイルス感染状況 

・令和４年度 県立指定管理施設の新型コロナウイルス感染状況 

（令和２年度は感染者なし） 

 

 

令和３年度　埼玉県社会福祉事業団の各施設におけるコロナ感染状況

施設名
（所在地）

種別 運営
令和３年度
陽性者数

備考

利 用 者 111 3

職 員 59 1

利 用 者 91 27

職 員 53 7

利 用 者 82 5

職 員 48 4

利 用 者 388 51

職 員 358 29

利 用 者 0

職 員 32 1

利 用 者 66 0

職 員 52 1

利 用 者 95 0

職 員 54 7

利 用 者 70 0

職 員 34 3

利 用 者 903 86

職 員 690 53
合計

そうか光生園
（草加市）

入所50、通所45

あさか向陽園
（朝霞市）

入所36、通所34

県指定管理
（※歯科のみ）

県指定管理
（※歯科のみ）

障害者支援施設

障害者支援施設

児童養護施設

障害者支援施設

障害者交流センター
（さいたま市）

皆光園
（深谷市）

入所47、通所19

県指定管理

県指定管理
（※歯科のみ）

身体障害者
福祉センター

障害者支援施設

いわつき
（さいたま市）

嵐山郷
（嵐山町）

児童12、医療５５、成人321

県指定管理

県指定管理

R3.4.1
利用者数
職員数

県指定管理児童養護施設

おお里
（熊谷市）

上里学園
（上里町）

県指定管理児童養護施設
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令和４年度　埼玉県社会福祉事業団の各施設におけるコロナ感染状況

施設名
（所在地）

種別 運営
令和4年度
陽性者数

備考

利 用 者 108 44

職 員 63 30

利 用 者 101 38

職 員 52 8

利 用 者 76 40

職 員 50 19

利 用 者 380 181

職 員 376 212

利 用 者 0

職 員 32 11

利 用 者 68 0

職 員 58 11

利 用 者 98 33

職 員 56 38

利 用 者 70 26

職 員 33 18

利 用 者 901 362

職 員 720 347

R4.4.1
利用者数
職員数

県指定管理児童養護施設

おお里
（熊谷市）

上里学園
（上里町）

県指定管理児童養護施設

児童養護施設

障害者支援施設

障害者交流センター
（さいたま市）

皆光園
（深谷市）

入所45、通所23

県指定管理

県指定管理
（※歯科のみ）

身体障害者
福祉センター

障害者支援施設

いわつき
（さいたま市）

入院１

嵐山郷
（嵐山町）

児童12、医療53、成人315
入院１

県指定管理

県指定管理

そうか光生園
（草加市）

入所50、通所48
入院１

あさか向陽園
（朝霞市）

入所37、通所33

県指定管理
（※歯科のみ）

県指定管理
（※歯科のみ）

障害者支援施設

障害者支援施設

合計



 

（２）その他 
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感染症り患ケアラー支援対策事業 

 

１ 概要 

  ケアラー（家族介護者等）が新型コロナウイルスに感染して入院等をした場

合に、濃厚接触者である要介護者（要支援者）が安心して生活できる場所を確

保するための受入れ施設を県内の特別養護老人ホーム等に開設し、ケアラー

が在宅復帰するまでの間、要介護者のケアを行う事業を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

  ケアラーが感染した際の介護継続支援策として、ケアラーが新型コロナウ 

 イルスに感染して入院等をした場合に、要介護者を一時的に受け入れる施設 

 の設置について、埼玉県議会自由民主党議員団を通じて関係団体等から要望 

 があった。 

  そこで、県では補助事業を設け、特別養護老人ホーム等の７施設で要介護者 

 を受け入れることとし、ケアを行う仮設施設を整備した。 

  完成した施設から順次運用を開始し、保健所及びケアマネジャーからの依 

 頼に基づいて要介護者の入所調整を県で行った。 

  本事業の実施に当たっては、埼玉県老人福祉施設協議会や県内施設の協力 

 により、延べ８３８人が応援職員として派遣された。 

  令和２年１０月から令和５年５月７日までの間にあわせて４３人（延べ 

 ３４３人日）の要介護者を受け入れた。 

    

（１）経緯 

  令和２年８月中旬～  工事着工 

  令和２年１０月    完成施設から順次受入開始 

 

（２）補助事業概要 

  対象経費 応急仮設施設の設置・維持・管理に係る経費 

       入所者のケアにあたる職員の確保に要する経費 

  補 助 率 １０／１０ 

 

（３）受入要件 

  ケアラーが新型コロナウイルスに感染して入院し介護が困難になった要介

護者で、ＰＣＲ検査を受けて陰性となった方 
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（４）実施事業者 

施設名 所在地 戸数 完成時期 終了時期 

社会福祉法人名栗園  

ケアセンター岩槻名栗園 
さいたま市 ４戸 R2. 9.25 R4.3.31 

社会福祉法人邑元会  

特別養護老人ホームかがやき 
深谷市 ５戸 R2. 9.30 R5.5.7 

社会福祉法人緑風会  

高齢者総合福祉施設しいの木の郷 
三郷市 ３戸 R2.10. 9 R5.5.7 

社会福祉法人隼人会  

特別養護老人ホームまきば園 
行田市 ４戸 R2.10.10 R5.5.7 

社会福祉法人至福の会  

特別養護老人ホームむさしの園わかば 
狭山市 ４戸 R2.10.22 R4.3.31 

社会福祉法人愛弘会 愛弘園 東松山市 
４戸 

（既存建物） 
R2.9.7 R3.3.31 

社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 

障害者支援施設 嵐山郷 
嵐山町 

４戸 

（既存建物） 
R2.10.9 R5.5.7 

 

（５）利用者数 

 第３波 第４波 第５波 第６波 第７波 第８波 計 

利用者数（人） １１  ５ １２  ９  ５ １  ４３ 

延利用数（人日） ９６ ４８ １１３ ５１ ３０ ５ ３４３ 

 

３ 実施上の課題と対応 

  感染拡大時期は介護施設職員及びその家族の感染による出勤停止や入所者

の感染対応等により、本事業の運営に携わる職員の確保が困難となることが

あった。 

  そのため、応援職員派遣へのさらなる協力について、互助ネットワーク参加

施設を中心に幅広く呼び掛けた。 

  なお、要介護者の状況によって、施設入所よりも自宅でのサービス提供の方

がより適切である事案（２件、計２人）があったため、その際は訪問介護事業

者に対応を依頼した。 

  また、障害の方は、当初、埼玉県発達障害福祉協会に職員派遣依頼を行った。 

  しかし、障害児者の特性（知的、肢体不自由、強度行動障害など）により、 

 求められる職員のスキルも異なり、実際に応援を受けることはなかった。 
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４ ＩＣＴの活用 

  関係施設長と定期的にオンライン会議を開催し、受入れ状況等の報告や課

題などについて意見交換を行った。 

  各部屋には見守りセンサー付きベッドを備え、効率的かつ安全な介護の実

施に努めた。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  記者発表（資料提供） 

  関係者（市町村、保健所、関係団体）あて利用手順等について周知 

 

６ 自己評価 

  本事業により要介護者が生活できる環境が確保され、ケアラー等にとって

も安心につながったと認識している。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・迅速に受入れ体制を確保するためにも、日頃から団体間で情報共有や応援 

    職員の派遣等ができる関係を構築しておくことが効果的である。 

 ・感染急拡大時に速やかに体制整備を図るためには国による財源措置が必要 

    である。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・介護保険法第５条第３項等 

 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱・交付要綱 

 ・埼玉県感染症り患ケアラー支援対策事業補助金交付要綱 

 ・埼玉県感染症り患ケアラー支援対策事業費（障害）補助金交付要綱 

 ・新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービ 

  ス提供体制確保事業補助金交付要綱（※訪問介護事業者による対応） 

 

９ 事業費・財源 

  事業費  令和２年度  １８３，８５９千円 

       令和３年度   ４１，４５１千円 

       令和４年度   １１，４１１千円 

       令和５年度   １３，７８６千円（見込） 

  財 源  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

       地域医療介護総合確保基金（※の財源） 
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10 ５類移行に伴う対応 

  第８波以降は感染者数に対して相談数、利用者数が大幅な減少傾向にあっ

たことから、５類に移行する令和５年５月７日をもって事業を終了。関係機

関に周知し、仮設施設を順次解体・撤去した。 



４ 教育分野 

（１）学校における感染防止対策 
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学校の休校・休業 

 

１ 概要 

  文部科学省からの全国一斉臨時休業の要請を受け、学校の一斉臨時休業を

実施した。一斉臨時休業時においては、必要に応じて登校（園）日を設け、学

習状況や健康状況など児童生徒の状況を把握した。また、園児、小学校低学年

及び特別支援学級の児童生徒等が自宅で過ごすことができない場合への対応

として、こうした児童生徒等に教室を開放して学校での受け入れを行う居場

所確保に向けた取組を実施した。 

  学校再開後は、分散登校・時差通学などを実施するとともに、保健所の積極

的疫学調査の結果及び助言を踏まえ、学校や地域の感染状況により臨時休業

を措置するなど初期対応を徹底し、学校における感染拡大防止に取り組んだ。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）令和元年度 

 ア 一斉臨時休業（一斉休校） 

  ・令和２年２月２７日、内閣総理大臣より３月２日から全国の学校で一斉

臨時休業をするよう要請する方針が示された。（報道）。 

  ・令和２年２月２８日、文部科学省から学校の全国一斉臨時休業の要請が

あった。 

  ・県立中学校・高等学校について、令和２年３月２日から学年末休業日前

日までを臨時休業とした。 

  ・県立特別支援学校は、教育活動を継続し、令和２年３月１９日を修了式

とし、翌３月２０日から学年末休業とした。 

    ※ スクールバスの運行、給食の食材の発注、放課後デイサービスとの

調整などから急な対応が難しいことに加え、家庭における対応が難

しい場合もあることから、教育活動を継続した。 

  ・市町村教育委員会へ市町村立小学校・中学校の臨時休業を要請した。 

 

（２）令和２年度 

 ア 一斉臨時休業（一斉休校） 

  ・県立中学校・高等学校について、令和２年４月１２日まで休業延長をし

た。 

  ・令和２年４月７日、埼玉県を含む７都府県で緊急事態宣言が発令され

た。 
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  ・県立中学校・高等学校について、令和２年５月６日まで臨時休業を延長

した（入学式のみ実施可）。 

  ・県立特別支援学校については、令和２年４月１０日まで教育活動を継続

し、４月１１日から５月６日までを臨時休業とした。 

  ・県立学校について、令和２年５月３１日まで臨時休業を延長した。 

  ・市町村教育委員会へ市町村立幼稚園・小学校・中学校の臨時休業を要請

した。 

 

 イ 登校（園）日の設定 

  ・市町村立小中学校等においては、新学年における新担任との顔合わせや

健康観察に加え、児童生徒の学習状況の確認、補習の実施、生徒指導を

適切に行う観点から、登校（園）日を設定し、必要最小限で実施した。 

  ・登校（園）は、学年や学級単位、あるいは地区単位とするなど、分散登

校（園）となるようにする。特に、幼児や低学年児童の安全確保を図っ

た。 

  ・教科書については、最初の登校日等に給与した。 

  ・県立特別支援学校では登校日を週１回設けた（～５月６日）。 

 

 ウ 居場所確保のための学校における子供の受け入れ 

  ・小学校低学年や特別支援学級の児童生徒等が自宅で過ごすことができな 

   い場合は、教室を開放して学校での受け入れを行った。その際、送迎に

ついては、保護者の責任とし、昼食についても各個人で持参させること

とした。 

  ・幼稚園は一人で家にいることができない年齢の幼児が利用していること 

   を踏まえ、感染拡大防止のための十分な対策を講じた上での預かり保育 

   の提供等を行った。 

  ・県立特別支援学校では、やむを得ない事情がある場合には、学校での受

け入れを行った。 

 

 エ 段階的な学校の再開 

  ・市町村立学校は以下について市町村教育委員会に要請した。 

   ①円滑な学校生活につなげるため、６月１日以降の学校再開に向けて、事 

    前に準備登校を行うこと。具体的な実施時期や期間は、各市町村教育委 

    員会が実情に応じて判断すること。 

   ②感染拡大を防止するとともに、児童生徒や保護者の不安を軽減するた 

    め、以下の段階に沿って学校を再開すること。 
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     第１段階 一定期間、分散登校により半日程度の教育活動を各児童

生徒に実施。 

          ただし、各市町村教育委員会が学校の運営状況や市町村

内の新規感染者数の状況、通常の教育活動の再開に係る

保護者の理解等を十分に参酌・評価しつつ、独自の判断を

することを妨げるものではない。 

     第２段階 通常の授業を再開。 

  ・県立学校は令和２年６月１日から学年等に分散した登校（分散登校）か

ら開始し、通常登校に向けて段階的に週あたりの登校日を増やした。 

    ⅰ ６月１日（月）から６月７日（日）まで、生徒１人につき週１回登

校 

    ⅱ 上記ⅰの状況を踏まえて、６月８日（月）から生徒１人につき週２ 

     ～５回登校・令和２年６月２２日から通常登校を開始した。 

 

 オ 保健所との連携による臨時休業 

  ・令和２年６月１６日、「新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業の考え

方について」を通知し、新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者の発生に

伴う、保健所との連絡による臨時休業の対応プロセスを示した。 
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（３）令和３年度 

 ア 緊急事態宣言（３回目）を踏まえた対応 

   県立高校は、夏季休業明けから分散登校・時差登校を実施した。 

 

 イ 県立学校の臨時休業の目安の策定 

  ・令和３年８月、保健所による積極的疫学調査の対象が陽性者本人や同居

家族等に重点化された。 

  ・令和３年８月３０日、学校を対象とした保健所による積極的疫学調査が

行われなくなったことから、学校設置者として「県立学校における当面

の臨時休業の目安」を策定し、「同一学級で複数の陽性者が発生した場

合」等に学級閉鎖を措置することとした。 

 

  ・令和３年１０月１日、緊急事態宣言（３回目）解除以降 

   陽性者発生時の初期対応（臨時休業）を徹底し、教育活動を実施した。 

 

（４）令和４年度 

 ア 感染状況を踏まえた県立学校の臨時休業の目安の改正 

  ・令和４年１０月１３日、感染状況を踏まえ、「県立学校における当面の臨

時休業の目安」を改正し、当該学級閉鎖の目安を「陽性者等が学級の 

１０％以上いる場合」等とした。 
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（５）令和５年度 

 ア ５類感染症移行に伴う県立学校の臨時休業の目安の改正 

  ・令和５年４月２８日、新型コロナウイルス感染症が５月８日から５類感

染症に移行されることに伴い、臨時休業の目安を改正し、学級閉鎖の目

安を「同一学級において、陽性者が発生し、かつ、体調不良者が合わせ

て１５～２０％以上いる場合」とした。 
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（６）年度別臨時休業措置件数 

 

 

３ 実施上の課題と対応 

  一斉臨時休業を実施するに当たっては、休業期間が長期間に渡ることも想

定し、保護者の状況を踏まえ、特に小中学校や特別支援学校の児童生徒の居場

所の確保を検討する必要があった。そのため、各学校においては登校日の設定

や、教室の開放による居場所として児童生徒の学校での受け入れを行った。 

 

 

 



309 

 

４ ＩＣＴの活用 

  ウェブ上で、日々、各家庭に児童生徒の体温などの健康状態や出欠席につい 

 て入力してもらうことで、学校における健康観察と合わせ、児童生徒の健康状 

 態を適切に把握し、陽性者発生等に伴う臨時休業措置等の初期対応を迅速に 

 行った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  県立学校及び市町村教育委員会に対し、通知により周知した。一斉臨時休業 

 実施にあたっては、子供の居場所の確保に向けて放課後児童クラブなどに市 

 町村教育委員会などから学校における取組を共有し、連携を図った。 

 

６ 自己評価 

  一斉臨時休業の際にも、登校日等の設定により児童生徒の学びの継続や居

場所の確保に一定の配慮ができたほか、特別支援学校を一定期間継続したこ

とにより保護者負担の軽減が図れた。 

  学校ごとの臨時休業については、本県として臨時休業の目安を定め、学級閉

鎖等の臨時休業を迅速かつ的確に措置でき、初期対応の徹底が図れた一方、近

隣都県との間で目安に差異が生じ、保護者への説明に苦慮した。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  一斉臨時休業は、保護者の在宅が必要となり、外出の自粛やテレワークの促 

 進などの社会経済活動の制限と整合する必要がある。また、学校生活から離れ 

 ることによる児童生徒の様々な影響を十分に考慮する必要がある。今後は、コ 

 ロナ禍において整備が進んだ１人１台パソコン環境の活用による学びの保障 

 を進めつつ、一斉臨時休業の実施はより一層慎重に判断すべきである。 

  各学校の臨時休業措置に関しては、国において感染症の特性等を踏まえた 

 目安を示すべきである。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号） 

 ・「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，高等学校及び

特別支援学校 等における一斉臨時休業について（通知）」（令和２年２月

２８日付け元文科初第 1585号） 

 ・「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び

特別支援学校等における臨時休業に伴う教育課程関係の参考情報について

（2月 28 日時点）」（令和２年２月２８日付け文部科学省事務連絡） 
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 ・「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した

放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について（依

頼）」（令和２年３月２日付け元文科初第 1598号） 

 ・「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～

「学校の新しい生活様式」～」(令和２年５月２２日 Ver.1。令和５年５月

８日最終改正 文部科学省事務連絡）」 

 ・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の改訂について」（令和

２年５月７日。以降随時改定。文部科学省事務連絡） 

 ・「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場

合の対応ガイドラインの送付について」（令和３年８月２７日。令和５年

５月８日最終改正 文部科学省事務連絡） 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）５類感染症移行に伴う県立学校の臨時休業の目安の改正 

  令和５年４月２８日、新型コロナウイルス感染症が５月８日から５類感染 

 症に移行されることに伴い、臨時休業の目安を改正し、学級閉鎖の目安を 

 「同一学級において、陽性者が発生し、かつ、体調不良者が合わせて１５～ 

 ２０％以上いる場合」とした。 

 

（２）５類移行後の臨時休業措置件数（令和５年５月８日～９月末日まで） 
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学校における感染防止対策 

 

１ 概要 

  学校における感染防止対策や感染症が発生した場合の対応等について、国

の通知等を学校に周知するとともに、県として感染防止対策ガイドライン等

を策定し、学校において適切な感染症対策を実施した。実施に当たっては、児

童生徒・保護者向けのリーフレットなどを作成し、学校と家庭の連携を図った。 

  各学校においては、メリハリのあるマスクの着用、エアロゾル対策としての

効果的な換気等を徹底し、感染防止対策に取り組んだ。また、ワクチン接種に

対する適切な情報提供を行うとともに、接種を希望する児童生徒が接種しや

すい環境を整えた。 

  各学校において感染が広がるおそれがある場合などは臨時休業措置などの

初期対応を迅速に行うことで感染拡大防止を図った。また、感染症対策の専門

家による学校訪問やｅＭＡＴ for schoolを行い、学校における感染拡大事例

の原因等に対する専門家の意見を得て、各学校に共有することで、学校での感

染防止対策に活かした。 

  加えて、国の学校保健特別対策事業費補助金等を活用し、学校に対して感染

症対策の強化に必要な保健衛生用品や換気関係機器等の予算を確保・執行す

ることで、学校における感染症対策を適切に実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）令和元年度 

  ・令和２年２月２７日、内閣総理大臣より３月２日から全国の学校で一斉

臨時休業をするよう要請する方針が示された。（報道）。 

  ・令和２年２月２８日、「新型コロナウイルス感染症の「指定感染症」へ

の指定を受けたことを踏まえ、学校における新型コロナウイルス感染症

発生時の報告について整理し、「『感染症及び食中毒の発生報告』の一部

変更について」により、学校において感染が確認された場合の報告手順

等について通知した。 

  ・令和２年３月２日、県立特別支援学校を除く県内の学校で一斉臨時休業

を実施した。 

  ・令和２年３月２４日、文部科学省通知「新型コロナウイルス感染症に対

応した学校再開ガイドライン」が発出され、同年３月１９日に出された

「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」を踏まえた学校の

感染症対策が示された。また、「新型コロナウイルス感染症に対応した
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臨時休業の実施に関するガイドライン」により、児童生徒等又は教職員

の感染が判明した場合の衛生主管部局との連携を含めた考え方等が示さ

れた。 

  ・令和２年３月２６日、県としてこれらの通知等を踏まえ、「学校の再開

に向けた準備方針」を策定し、基本的な感染症対策等について周知し

た。 

 

  ・学校の再開に向けた準備方針（抜粋） 

○ 基本的な感染症対策 

(1) 基本的感染対策の徹底 

・日常において、３つの条件（換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距離での

会話や発声）が同時に重なることを徹底的に避ける。 

・十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心がけるよう指導する。 

・手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底するよう指導する。 

・健康観察を徹底して行う。（生徒及び教職員の毎朝の検温） 

(2) 発熱等の風邪の症状がみられる場合の対応 

・自宅で休養させる。 

・登校していた場合は、別室に待機後、帰宅させる。 

(3) 適切な環境の保持 

・教室のこまめな換気を行う。 

・昇降口等に消毒設備（アルコール消毒液など）の設置や、定期的な消毒（ドアノ 

 ブなど、多数の者が触れる場所を中心に）行う。 

(4) 来校者には、氏名や来校時間、連絡先等を記入させる。 

 

○ 臨時休業の実施にかかる考え方について 

 児童生徒等又は教職員の感染が判明した場合には，都道府県等の衛生主管部局と当 

該感染者の症状の有無，学校内における活動の態様，接触者の多寡，地域における感 

染拡大の状況，感染経路の明否等を確認しつつ，これらの点を総合的に考慮し，臨時 

休業の必要性について都道府県等の衛生主管部局と十分相談の上，実施の有無，規模 

及び期間について判断すること。 

 

（１）令和２年度 

  ・令和２年５月２２日、「県立学校版 学校再開にむけたガイドライン

（Ver.1）」及び「市町村立小中学校・義務教育学校版 学校再開にむけ

たガイドライン（Ver.1）」を発出。県立中学校・高等学校について、令

和２年６月１日から県立学校について分散登校・時差通学を活用しなが
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ら段階的に学校を再開する旨を通知するとともに、「彩の国 新しい学校

生活 ５つの安心宣言」（資料１）を策定し、学校再開にあたっての感染

症対策の周知・徹底を図った。 

  ・令和２年５月２２日、文部科学省策定「学校における新型コロナウイル

ス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～

(2020.5.22 Ver.1)」を各学校あて通知。 

  ※ 以後、各種マニュアル・ガイドラインは順次改訂・更新。 

  ・令和２年６月１２日、「県立学校の通常登校の開始について」を通知

し、同年６月２２日より通常登校を再開する旨を通知した。 

  ・令和２年６月１６日、「新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業の考

え方について」を通知し、新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者の発

生に伴う臨時休業の実施時の対応プロセス等を示した。 

 
 

  ・令和２年８月２８日、感染症対策リーフレット「２学期を元気に過ごすた

めの４つの約束」（資料２）を作成し、児童生徒・保護者に配布。 

  ・令和２年１０月２１日、広域感染症疫学・感染制御学等の専門家による学

校における新型コロナウイルス感染症の疫学解析(現地調査）を実施。陽

性者の発症日や行動歴等を踏まえ、感染伝播の推察を行い、感染拡大事例
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に対する考察と教訓を各学校に共有。 

  ・令和２年１２月２日、感染症対策リーフレット「コロナの冬を元気に乗

り越えるための５つの徹底」（資料３）を作成し、児童生徒・保護者に

配布。 

  ・令和３年１月７・８日、「緊急事態宣言に伴う学校の対応について」を

通知。県立学校における学校運営の基本方針「感染防止対策を徹底しな

がら教育活動を継続する」と定め、感染予防の更なる徹底を図った。 

 

  ・令和３年３月５日、「緊急事態宣言の期間延長に伴う学校の対応につい

て」を通知。新型コロナウイルス感染症防止対策チェックシートを配

付・活用することで、基本的な感染症対策の更なる徹底を図った。 

  ・令和３年３月１９日、「緊急事態宣言解除後の学校の対応について」を

通知。引き続き、学校運営の基本方針に基づき、感染予防等の徹底を 

図った。 

 

（３）令和３年度 

  ・令和３年４月１９日、「まん延防止等重点措置の実施に関する教育関係

の対応について」を通知。引き続き、学校運営の基本方針に基づき、感

染予防や登下校時の３密の回避等の徹底を図った。 

  ・令和３年４月２０日、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策

ガイドライン～令和３年度～」を発出。 

  ・令和３年４月２０日、感染症対策リーフレット「ゴールデンウィークを

迎えるにあたり」（資料４）を作成し、児童生徒・保護者に配布。 
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  ・令和３年６月１１～１８日、感染症対策の専門家による学校訪問（県立

学校３校）を実施。主に部活動時における感染防止対策に着目して専門

家からのアドバイス等をもらう。訪問結果は各学校に通知するととも

に、県教育委員会ページに公開し、活用した。 

  ・令和３年６月２２日、文部科学省からの「抗原検査簡易キット配布」を

受け、希望する学校に簡易キットを配付（１回目）。 

   なお、用途が限定的（登校後に発熱等の風邪の症状がある場合で、直ち

には医療機関を受診できない場合等）であり、その利用は限定的であっ

た。 

  ・令和３年７月１２日、感染症対策リーフレット「夏休みを迎えるにあた

り」（資料５）を作成し、児童生徒・保護者に配布。 

  ・令和３年７月２９・３０日、「緊急事態宣言に伴う学校の対応につい

て」を通知し、改めて基本的な感染防止対策の徹底を図った。 

  ・令和３年８月３０日、「県立学校における当面の臨時休業等の目安につ

いて」を発出。保健所による積極的疫学調査等が実施されない場合の臨

時休業の目安を周知した。 

 
 

  ・令和３年９月８日、文部科学省からの「抗原検査簡易キット配布」を受

け、希望する学校に簡易キットを配付（２回目）。 

  ・令和３年９月８日、「ｅＭＡＴ for school」による県立学校への支援開

始。 

  ・令和３年９月２７日、埼玉県ワクチン接種センターの対象年齢拡大を受
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け、児童生徒・保護者に対してチラシ（資料６）を作成・配付し、学校

における新型コロナワクチン接種に対する正しい理解の促進を図った。 

  ・令和３年１０月１日、感染症対策の専門家によるオンライン相談「ｅＭ

ＡＴ for school」の活用開始。 

   

  ・令和３年１２月１５日、「変異株に備えた学校における集団感染防止対

策について」を通知。また、感染症対策リーフレット「コロナに負け

ず、冬休みを元気に過ごそう！」（資料７）及び「感染予防の『かきく

けこ』」（資料８）を作成し、児童生徒・保護者に配布。 

  ・令和４年１月２０日、「まん延防止等重点措置に伴う学校の対応につい

て」を通知。オミクロン株を由来とする感染が学校において急拡大して

いることを踏まえ、感染防止対策等の周知・徹底を図った。（同年１月

２５日一部強化） 

 

 

  ・令和４年３月７日、新年度を迎えるに当たり、感染症対策リーフレット

「コロナに負けるな『さしすせそ』」（資料９）を作成し、児童生徒・保

護者に配布。 

  ・令和４年３月１７日、埼玉県養護教諭会とともに、 

  「学校における新型コロナウイルス感染防止対策 

   且つ動実践事例集～養護教諭の取組を中心として 

～」を作成・配布。 
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（４）令和４年度 

  ・令和４年４月２７日、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策

ガイドライン～令和４年度～」を発出。また、高等学校の部活動におけ

る感染拡大事例を踏まえ、感染症対策リーフレット「改めて…自分事と

捉え行動しよう！」（資料 10）を作成し、高等学校の生徒・保護者に配

布。 

  ・令和４年５月２６日、文部科学省通知を受け、「学校生活における児童

生徒等のマスクの着用について」を通知。 

  ・令和４年６月１０日、文部科学省通知を受け、「夏季における児童生徒

のマスクの着用等について」を通知。また、熱中症のリスクが高まる夏

季を迎えるにあたり、マスクに関するリーフレット「マスクの着脱、メ

リハリつけて！」（資料 11）を作成し、児童生徒・保護者に配布。 

  ・令和４年７月１４日、文部科学省通知を受け、「夏季休業に向けた新型

コロナウイルス感染症対策等について」を通知。感染症対策リーフレッ

ト「暑さとコロナに負けない夏休みの心得」（資料 12）を作成し、児童

生徒・保護者に配布。 

  ・令和４年７月１９日、「「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方

針」の変更等について」を通知。令和４年７月１４日開催の新型コロナ

ウイルス感染症対策分科会資料「感染拡大防止のための効果的な換気に

ついて」を踏まえ、二酸化炭素濃度測定器（ＣＯ２センサー）、サーキ

ュレータやＨＥＰＡフィルタ付き空気清浄機の活用等を周知。 
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  ・令和４年７月２８日、「夏季休業明け前における教職員への検査の実施に

ついて」を通知。夏季休業明けの感染拡大防止を目的として教職員を対象

とした抗原定性検査キットによる検査を実施。 

  ・令和４年９月５日、「新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための          

換気の徹底及びその効果的な実施について」を通知。 

  ・令和４年１０月３日、「感染防止取組推進キャンペーン」を開催。感染防

止対策に関するディスカッションの実施や公式キャッチフレーズの募集

を通じ、児童生徒の感染防止意識の向上を図ることで、一人一人が自主的

に考え、行動することを推進。 

  ・令和４年１０月１３日、「県立学校における当面の臨時休業等の目安につ

いて」を一部改正し、学級閉鎖の目安を「陽性者が発生し、かつ、体調不

良者と合わせて１０％以上いる場合」とした。 

 

  ・令和４年１１月９日、「冬季における新型コロナウイルス感染症及び季節

性インフルエンザの同時流行に備えた感染防止対策の徹底について」を

通知。同時流行を見据えた学校の感染防止対応等について周知。 
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  ・令和４年１１月２１日、保健医療部と連携し、高校３年生に対するワク

チン接種支援策としてワクチンバスによる出張接種実施を決定（県立学

校４校）。 

   ・和光国際高校（和光市）  ・秩父農工科学高校（秩父市） 

   ・松山高校（東松山市）   ・春日部高校（春日部市） 

  ・令和４年１２月２日、「マスクの着脱に係る児童生徒等への適切な対応

について」を通知。マスク啓発リーフレット「マスクをつけている人も 

マスクをつけていない人も」（資料 13）を作成し、児童生徒・保護者へ

配布。改めて感染症対策としてのメリハリのあるマスクの着脱等を周

知。 

  ・令和４年１２月２日、「『感染防止取組推進キャンペーン』に係る公式 

キャッチフレーズについて」を通知。公式キャッチフレーズは「守ろう 

よ みんなの笑顔 コロナから」に決定。 

 

  ・令和４年１２月１９日、「冬季休業期間における新型コロナウイルス等感

染症対策について」を通知。感染症対策リーフレット「感染防止の『まみ

むめも』」（資料 14）を作成し、児童生徒・保護者へ配布。 

  ・令和５年２月１３日、「卒業式における対応の変更等について」を通知。

文部科学省通知「卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え

方について」を踏まえ、」児童生徒及び教職員については式典全体を通じ

てマスクを外すことを基本とすること」等を周知。 

  ・令和５年３月１７日、「新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の

見直し等について」を通知。文部科学省通知を受け、令和５年４月１日以

降は「児童生徒及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスク

の着用を求めないことを基本とすること」等を周知。また、引き続きの効
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果的な換気の実施について周知。 

  ・令和５年３月２３日、「学年末・春季休業期間及び新学期における新型コ

ロナウイルス等感染症対策について」を通知。マスク啓発リーフレット

「学校生活もマスク不要が基本となりました」（資料 15）を作成し、児童

生徒・保護者へ配布。新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見

直し等について」を通知。文部科学省通知を受け、令和５年４月１日以降

は「児童生徒及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスクの

着用を求めないことを基本とすること」等を周知。また、引き続き、効果

的な換気を実施するよう周知。 

  ・令和５年３月３１日、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策

ガイドライン～令和５年度～」を発出。 

 

（５）令和５年度 

  ・令和５年４月２８日、「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令

の施行について」を通知。学校保健安全法施行規則の一部改正により、

感染した児童生徒の出席停止期間の基準が「発症した後５日が経過し、

かつ、症状が軽快した後１日が経過するまで」と規定されること等を周

知。 

  ・令和５年４月２８日、「５類感染症への移行後の学校における新型コロ

ナウイルス感染症対策について」を通知。文部科学省通知で示された

「感染が落ち着いている平時においては、児童生徒の健康状況の把握、

適切な換気、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導以外の特段の感

染症対策を講じる必要がないこと」等を通知。 
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併せて、臨時休業の目安を改正し、学級閉鎖の目安を「同一学級におい

て、陽性者が発生し、かつ、体調不良者が合わせて１５～２０％以上い

る場合」とした。 

 

  ・令和５年５月８日、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガ

イドライン～令和５年度～」（令和５年５月８日改定）を発出。今後の

感染症対策等を周知。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  学校において適切な感染症対策を実施するためには、教職員で情報交換を 

行い、共通理解を図るとともに、学校医や学校薬剤師と連携して取り組む必要

がある。また、学校における感染拡大防止を図るには、児童生徒一人一人が自

主的に考え、行動できるよう指導することと合わせ、児童生徒の健康状況の把

握や登校可否の判断等における家庭の協力が不可欠である。 

  そのため、体調不良者の登校自粛、メリハリのあるマスクの着用、換気の実 

 施などの学校における感染症対策の考え方や具体的な取組、出席停止や臨時 

 休業等の制度などについて、特に児童生徒・保護者に対してはわかりやすく 

 取組等を伝え、理解・協力を得ることが重要であることから、県独自に感染 

 症対策リーフレット等を作成・配布した。また、作成したリーフレット等は県 

 教育委員会ホームページに掲載し、広く周知を図った。 

 また、県立学校から県教育委員会へは、学校保健安全法に基づく、臨時休

業措置の報告（措置前日）、出席停止の人数報告（月例）以外に、陽性者発生

時に個人毎に発症日・陽性判明日・感染経路等の詳細な情報の報告（随時）を

求めており、学校における聞き取り等の負担が増加した。この報告は市町村

教育委員会にも県教育委員会への提出を依頼した。 

   

４ ＩＣＴの活用 

  県のホームページを活用した情報提供を行った。また、効果的な換気の実施 

 に向けた教職員向けの動画を作成し、各学校で研修を実施した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  県立学校及び市町村教育委員会に対し、通知により周知した。また、実施に 

 当たって、児童生徒・保護者向けのリーフレットなどを作成し、各学校で配布 

 するとともに、県及び各学校のホームページに掲載し情報提供を行った。 
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６ 自己評価 

  学校と家庭が連携した感染症対策は一定程度図れたが、マスク着用につい 

 て、感染防止対策となり得る科学的根拠が不足したことから、メリハリのある 

 着脱に関して十分な理解を得ることが難しかった。 

  児童生徒を含む若年層のワクチン接種率は比較的低い推移であったととも 

 に、感染者の絶対数が多い時期には医療機関での迅速な検査が受けられない 

 状況もあった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  感染症の特性等の知見が得られた際には、速やかに情報提供するとともに、 

 マスクの着用については、熱中症を含めた児童生徒への様々な健康影響につ 

 いて、エビデンスに基づき、必要な対応方針を速やかに示すべきである。 

  国においてワクチン接種に関する正しい情報を積極的に広報するとともに、 

 感染症流行初期段階で、国の責任において県立学校に一定の検査キットを配 

 備すべきである。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号） 

 ・学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令（令和５年文部科学省令第  

  22号。）（令和５年４月２８日公布。令和５月８日施行） 

 ・「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～ 

  「学校の新しい生活様式」～」(令和２年５月２２日付け文部科学省事務

連絡（最終改正 令和５年５月８日））」 

 ・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の改訂について」（令和

２年５月７日付け文部科学省事務連絡（以降随時改定）） 

 ・「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた

小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対

応に関する留意事項について（通知）」（令和３年１月８日付け２文科初第

１４６２号（以降随時改定）） 

 ・「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイド

ラインの改訂について（通知）」（令和３年２月１９日付け２文科初第 

１７６９号（以降随時改定）） 

 ・「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場

合の対応ガイドラインの送付について」（令和３年８月２７日付け文部科

学省事務連絡） 

 ・「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等の終了を
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踏まえた小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染

症への対応に関する留意事項について」（令和３年９月２８日付け文部科

学省事務連絡） 

 ・「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場

合の対応ガイドラインのオミクロン株に対応した運用に当たっての留意事

項について」（令和４年２月２日付け文部科学省事務連絡） 

 ・「オミクロン株が主流である間の当該株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特

定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施に伴う学校に関する対応につ

いて」（令和４年３月１７日付け文部科学省事務連絡（以降随時改定）） 

 ・「学校生活における児童生徒等のマスクの着用について」（令和４年５月２

４日付け文部科学省事務連絡） 

 ・「夏季における児童生徒のマスクの着用について」（令和４年６月１０日付

け文部科学省事務連絡） 

 ・「卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方について（通

知）」（令和５年２月１０日付け４文科初第２１５３号） 

 ・「新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について（通

知）」（令和５年３月１７付け４文科初第２５０７号） 

 

９ 事業費 

（１）令和２年度 

  事業名 「学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業」  

  予算額 令和２年度６月補正 ６２８，６６３千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 

 

  事業名 「感染症対策等の学校教育活動継続支援事業」 

  予算額 令和２年度２月補正 ４２４，４０４千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 

 

（２）令和３年度 

  事業名 「感染症対策等の学校教育活動継続支援事業」 

  予算額 令和３年度当初 １９８，９６３千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 
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  事業名 「学校等における感染症対策等支援事業」 

  予算額 令和３年度２月補正 ４８７，８００千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 

 

（３）令和４年度 

  事業名 「感染症流行下における学校教育活動体制整備事業」 

  予算額 令和４年度２月補正 ４２４，４０４千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 発生対応支援（感染症対策用物品の補充等）、換気対策 

 

10 ５類移行に伴う対応 

 ・令和５年４月２８日、「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の 

施行について」を通知。学校保健安全法施行規則の一部改正により、感染

した児童生徒の出席停止期間の基準が「発症した後５日が経過し、かつ、

症状が軽快した後１日が経過するまで」と規定されること等を周知。 

 ・令和５年４月２８日、「５類感染症への移行後の学校における新型コロナ 

ウイルス感染症対策について」を通知。文部科学省通知で示された「感染

が 落ち着いている平時においては、児童生徒の健康状況の把握、適切な

換気、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導以外の特段の感染症対策

を講じる必要がないこと」等を通知。 

 

  併せて、臨時休業の目安を改正し、学級閉鎖の目安を「同一学級におい

て、陽性者が発生し、かつ、体調不良者が合わせて１５～２０％以上いる

場合」とした。 
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 ・令和５年５月８日、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガイド

ライン～令和５年度～」（令和５年５月８日改定）を発出。国の省令改正や

衛生管理マニュアル改定を踏まえ、ガイドラインを改定し、通知した。 

 ・令和５年６月、以下の事項について国に要望した。 

  ①新たな変異株等の発生時は、当該感染症の特性等の知見の収集及び情報   

提供を行うとともに、特性等を踏まえた臨時休業の目安、児童生徒の出席   

停止の考え方及び学校教育活動に対する制限等、必要な対応方針をエビ   

デンスに基づき速やかに示すこと。 

  ②特別支援学校のスクールバスにおける感染リスクの低減を図るため、運   

行台数の増便等を行うための財政措置を継続的に行うこと。 

 ・令和５年６月８日、全国的に学校行事における新型コロナウイルス感染症

やインフルエンザの感染拡大事例が頻繁に発生したことを踏まえ、「学校

行事実施時の基本的な感染防止対策の徹底について（通知）」を発出。各

学校に注意喚起を行うとともに、文化祭等の学校行事実施時に留意すべき

事項を具体的に通知した。 

 ・令和５年６月１４日、県立高校において文化祭後に大規模な感染拡大事例

が発生し、県立高校２校に対する学校閉鎖措置を余儀なくされたことか

ら、「学校行事等における感染拡大の防止について（通知）」を発出。学校

閉鎖を措置した学校の行事実施状況等を踏まえ、改めて留意すべき事項を

示し、基本的な感染防止対策を徹底するよう通知した。 

 ・令和５年６月１６日、「新型コロナウイルス感染症に係る感染流行時の学校

の対応について（通知）」を発出。新たな変異株の発生など今後の感染拡大

に備え、国の通知等の「地域や学校において感染が流行している場合」につ

いて、県立学校における感染流行時への移行に係る考え方を予め示すとと

もに、感染が流行している場合に学校において活動場面に応じて一時的に

講じることが考えられる対策の検討・実施について通知した。 

 ・令和５年７月１８日、「学校行事実施における感染防止の工夫及び対策の徹

底について（通知）」を発出。夏季休業明けに多くの県立学校で文化祭、体

育祭などの学校行事が実施されることを踏まえ、行事の準備段階から各学

校の実情に合わせた効果的な感染防止対策が実施されるよう、検討できる

具体的な工夫・対策を例示した。 

 ・令和５年７月２６日、「新型コロナウイルス感染症に係る感染流行時の対応

への移行について（通知）」を発出。県全体の感染状況から、予め示した考

え方に基づき、感染流行時の対応に移行し、学校に対して注意喚起を行うと

ともに、「感染流行時」の対策について各学校の実情に応じて検討・実施を

行うよう通知した。 
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 ・令和５年８月２３日、「夏季休業明けの県立学校の感染拡大防止について 

（通知）」を発出。県全体の感染が増加傾向にあることから、夏季休業終

了後の学校再開に当たり、児童生徒及び教職員の安全を確保しながら、教

育活動を継続できるよう、感染防止対策の徹底を通知した。 

 ・令和５年９月８日、「学校行事等における感染拡大の防止について（通

知）」を発出。９月第１週に文化祭を実施した学校において感染拡大事例

が頻出したことから、学校において感染が拡大したケースを大きく３つの

ケースに分け、特に注意がすべき場面と対策例を示した。また、保健医療

部と連携し、「イベントでの感染対策のお願い」の報道発表を行い、県民

に対して、学校行事を含むイベントに来場する際の基本的な感染防止対策

への協力を呼び掛けた。 

 ・令和５年９月１５日、９月２０日から新型コロナワクチンの「秋開始接

種」が開始されるに当たり、県立学校及び市町村教育委員会に対して周知

を行った。 
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資料１（令和２年５月２２日） 
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資料２（令和２年８月２８日） 

 

資料３（令和２年１２月２日） 
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資料４（令和３年４月２０日） 

 

 

 

資料５（令和３年７月１２日） 
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資料６（令和３年９月２７日） 

 

資料７（令和３年１２月１５日） 
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資料８（令和３年１２月１５日） 

 

資料９（令和４年３月７日） 
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資料 10（令和４年４月２７日） 

 

資料 11（令和４年６月１０日） 
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資料 12（令和４年７月１４日） 

 

資料 13（令和４年１２月２日） 
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資料 14（令和４年１２月１９日） 

 
資料 15（令和５年３月２３日） 
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学校教育活動の制限 

 

１ 概要 

  学校における感染防止と教育活動の両立を図るため、学校行事や感染リス

クの高い教育活動など具体的な活動場面ごとに、感染状況等に応じて活動を

制限するなどの対策を講じた。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）学習活動について 

  ア 令和２年度 

 ・緊急事態宣言（１回目）（令和２年４月７日～５月３１日） 

  ・一斉休校のため、家庭学習を提供するよう指示。 

  ・全ての教科・科目において、指導計画等を踏まえ、教科書及びそれと併

用できる教材等に基づく家庭学習を課すこと。 

  ・生徒の学習状況を随時把握すること。 

  ・ＩＣＴを最大限に活用すること。

・緊急事態宣言（１回目）解除（令和２年６月１日）後～令和２年９月２７日  

   歌唱・調理実習等、感染リスクの高い学習活動は当面の間、中止。 

 ・感染リスクの高い学習活動の中止の解除（令和２年９月２８日～） 

   「接触」「密集」の回避（身体的距離の確保）、マスク着用、換気の徹底を

前提に、感染リスクの高い学習活動の中止を解除。 

 ・緊急事態宣言（２回目）（令和３年１月８日～３月２１日） 

   歌唱・調理実習等、感染リスクの高い学習活動を中止。 

 ・緊急事態宣言（２回目）解除（令和３年３月２２日～） 

   感染リスクの高い学習活動を含め授業は感染症対策を徹底した上で実施。 

   

  イ 令和３年度 

 ・緊急事態宣言（３回目）延長（令和３年９月１日～９月３０日） 

   ２学期を迎えるにあたり、歌唱・調理実習等、感染リスクの高い学習活動

を中止。 

 ・緊急事態宣言（３回目）解除（令和３年１０月１日～） 

   感染リスクの高い学習活動を含め授業は感染症対策を徹底した上で実施。 

 ・まん延防止等重点措置（令和４年１月２１日～２月１０日（１月２６日から

一部強化）） 

  ・感染症対策を徹底した上で実施。 
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  ・１月２６日からは、歌唱・調理実習等、感染リスクの高い学習活動を中止。 

 ・まん延防止等重点措置解除以降（令和４年３月２２日～） 

   感染リスクの高い学習活動を含め授業は感染症対策を徹底した上で実施。 

 

（２）学校行事等について 

 ア 入学式及び卒業式、文化祭等の学校行事について 

 （ア）令和２年度 

  ・緊急事態宣言（１回目）（令和２年４月７日～５月３１日） 

    入学式は新入生・教職員のみとした。 

  ・緊急事態宣言解除（１回目）（令和２年６月１日）後～令和３年１月７日 

    授業時間の確保及び感染状況から、文化祭や体育祭等の学校行事につ

いては、延期又は中止を検討するよう指示した。 

  ・緊急事態宣言（２回目）（令和３年１月８日～３月２１日） 

   ・学年を超えて一堂に集まる行事は中止とした。 

   ・卒業式は、卒業生・教職員・保護者 1名までとした。 

  ・緊急事態宣言（２回目）解除（令和３年３月２２日～） 

   ・学年を超えて一堂に集まる行事は中止とした。 

   ・入学式は、新入生・教職員・保護者 1名までとした。 

 

 （イ）令和３年度 

  ・まん延防止等重点措置（令和３年４月２０日～８月１日） 

    文化祭は、一般公開を禁止とし、保護者の参加は学校判断とした。 

  ・緊急事態宣言（３回目）（令和３年８月２日～８月３１日（夏季休業

中）） 

    文化祭は、一般公開を禁止とし、保護者の参加は学校判断とした。 

  ・緊急事態宣言（３回目）延長（令和３年９月１日～） 

   ・始業式は、校内放送等で実施した。 

   ・文化祭は、在校生及び教職員のみの「校内公開」とし、保護者の参加

も不可とした。 

   ・開会行事・企画内容の工夫、感染防止の徹底を行った。 

  ・まん延防止等重点措置（令和４年１月２１日～２月１０日（１月２６日

から一部強化）） 

    卒業式は、卒業生・教職員・保護者 1名までとした。 

  ・まん延防止等重点措置延長（２月１０日～３月６日） 

   ・卒業式は、卒業生・教職員・保護者 1名までとした。 

   ・全校生徒が一堂に集まる行事は中止又は延期とした。 
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  ・まん延防止等重点措置再延長（令和４年３月７日～３月２１日） 

    卒業式は、卒業生・教職員・保護者１名までとした。 

  ・まん延防止等重点措置解除以降（３月２２日～） 

    卒業式及び令和４年度入学式は、卒業生（入学生）・教職員・保護者

１名までとした。 

 

 （ウ）令和４年度 

  ・令和４年度の対応（５月２５日～） 

    文化祭や体育祭等の学校行事の一般公開については、来場者の健康観

察の実施や必要に応じた人数制限を行うなど感染防止を徹底した上で、

実施可能とした。 

 

 イ 修学旅行等泊を伴う校外行事について 

 （ア）令和２年度 

  ・緊急事態宣言１回目（令和２年４月７日～５月３１日） 

    一斉休校のため実施なし。 

  ・緊急事態宣言解除（令和２年６月１日）後～令和３年１月７日 

    授業時間の確保及び感染状況から、延期・中止を検討するよう指示した。 

  ・緊急事態宣言２回目（令和３年１月８日～） 

    中止又は延期を含め、校長判断とした。 

 

 （イ）令和３年度 

  ・緊急事態宣言（３回目）延長（９月１日～９月３０日） 

    本県又は目的地が緊急事態宣言期間の場合は、中止又は延期とした。 

  ・緊急事態宣言（３回目）解除（１０月１日～）以降 

    目的地の状況等を踏まえ、校長判断とした。 

 

 ウ 遠足等泊を伴わない校外行事について 

 （ア）令和２年度 

  ・緊急事態宣言（１回目）（令和２年４月７日～５月３１日） 

    一斉休校のため実施なし。 

  ・緊急事態宣言（１回目）解除（令和２年６月１日）後～令和３年１月７日 

    授業時間の確保及び感染状況から、延期・中止を検討するよう指示した。 

  ・緊急事態宣言（２回目）（令和３年１月８日～） 

    中止又は延期を含め、校長判断とした。 
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 （イ）令和３年度 

  ・緊急事態宣言（３回目）延長（９月１日～９月３０日） 

    本県又は目的地が緊急事態宣言期間の場合、県境を越える行事は中止

又は延期とした。 

  ・緊急事態宣言（３回目）解除（１０月１日～） 

    目的地の状況等を踏まえ、校長判断とした。 

  ・まん延防止等重点措置（令和４年１月２１日～２月１０日（１月２６日

から一部強化）） 

   ・目的地の状況等を踏まえ、校長判断とした。 

   ・特に、県境を越える行事については、中止又は延期を含め、実施の可

否を判断するよう指示した。 

  ・まん延防止等重点措置延長（２月１０日～３月６日） 

    中止又は延期とした。 

  ・まん延防止等重点措置再延長（３月７日～３月２１日） 

    目的地の状況等を踏まえ、中止又は延期を含め、実施の可否を慎重に

判断するよう指示した。 

  ・まん延防止等重点措置解除後の段階的な対応（３月２２日～）以降 

    目的地の状況等を踏まえ、実施の可否を判断するよう指示した。 

 

 エ 部活動について 

 （ア）令和２年度 

  ・緊急事態宣言（１回目）（令和２年４月７日～５月３１日） 

    禁止とした。（関東大会・全国総合体育大会等も中止であった） 

  ・緊急事態宣言解除後移行期間（６月１日～６月２１日） 

    禁止とした。 

  ・通常登校再開（６月２２日～） 

   ・段階的に活動を再開した。 

   ・泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を

除き、校内外ともに行わない。 

    ①６月２２日～７月５日 

     平日３日各６０分程度。 

    ②７月６日～７月１９日 

     平日３日各６０分程度、且つ週休日１日９０分程度。 

    ③７月２０日～７月３１日 

     平日３日各９０分程度、且つ週休日１日１２０分程度。 

    ④８月１日～８月２４日（夏季休業中） 
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     平日４日各１８０分程度、且つ週休日１日１８０分程度。 

    ⑤８月２５日～ 

     『埼玉県の部活動に関する方針』に基づく部活動を実施。 

  ・緊急事態宣言（２回目）（令和３年１月８日～３月２１日） 

   ・１～２月は、原則中止とした。 

   ・３月８日～２１日の期間は、平日３日以内、１回９０分以内。 

   ・泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を

除き、校内外ともに行わない。 

  ・緊急事態宣言（２回目）解除（３月２２日～） 

   ・段階的に活動した。 

   ・泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を

除き、校内外ともに行わない。 

    ①３月２２日～３月２８日 

     平日４日以内、１回１２０分以内。 

    ②３月２９日～ 

     『埼玉県の部活動に関する方針』に基づく部活動を実施。 

 

 （イ）令和３年度 

  ・まん延防止等重点措置（４月２０日～８月１日まで） 

   ・泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を

除き、校内外ともに行わない。 

   ・４月２８日～５月１１日の期間は、７日以内、１回１２０分程度に制

限。 

  ・緊急事態宣言（３回目）（８月２日～８月３１日（夏季休業中）） 

    泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を除

き、校内外ともに行わない。 

   ①８月２日～８月１５日 

    週４日以内、練習試合は２校のみとした。 

    練習試合などの校外活動は県内のみ可とした。 

   ②８月１６日～８月３１日 

    週２日以内、練習試合は２校のみとした。 

    練習試合等の校外活動は禁止とした。 

  ・緊急事態宣言（３回目）延長（９月１日～９月３０日） 

   ・平日のみ２日、９０分以内とした。 

   ・練習試合等の校外活動は禁止とした。 

   ・泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を
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除き、校内外ともに行わない。 

  ・緊急事態宣言（３回目）解除（１０月１日～） 

    段階的に活動した。 

   ①１０月１日～１０月１５日 

    平日４日のみ、１２０分以内とした。 

    練習試合等の校外活動は禁止とした。 

    泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を除

き、校内外ともに行わない。 

   ②１０月１６日～ 

    『埼玉県の部活動に関する方針』に基づく部活動を実施。 

    練習試合等の校外活動は可とした。 

    泊を伴う活動については、実施の可否を校長が慎重に判断するよう指 

示した。 

  ・まん延防止等重点措置（令和４年１月２１日～２月１０日（１月２６日

から一部強化）） 

   ・平日４日のみ、１２０分以内とした。 

   ・１月２６日からは、平日２日のみ、９０分以内とした。 

   ・練習試合等の校外活動は禁止とした。 

   ・泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を

除き、校内外ともに行わない。 

   ・全国大会等の出場時は、ＰＣＲ検査を推奨した。 

   ・陽性者が確認された場合は、原則１週間の活動自粛とした。 

  ・まん延防止等重点措置延長（２月１０日～３月６日） 

   ・平日２日、９０分以内とした。 

   ・全国大会等の出場時は、ＰＣＲ検査を推奨した。 

   ・練習試合等の校外活動は禁止とした。 

   ・泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を

除き、校内外ともに行わない。 

   ・陽性者が確認された場合は、原則１週間の活動自粛とした。 

  ・まん延防止等重点措置再延長（３月７日～３月２１日） 

   ・陽性者が確認された場合は、原則１週間の活動自粛とした。 

   ・３月７日～２１日の期間は、平日４日、１２０分以内とした。 

   ・練習試合等の校外活動は禁止とした。 

   ・泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を

除き、校内外ともに行わない。 
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  ・まん延防止等重点措置解除後の段階的な対応（３月２２日～） 

   ・『埼玉県の部活動に関する方針』に基づく部活動を実施。 

   ・練習試合等の校外活動、県外での活動等は、慎重に判断するよう指示

した。 

   ・春季休業期間中は、合宿等禁止とした。 

 

 （ウ）令和４年度 

   『埼玉県の部活動に関する方針』に基づく部活動を実施。 

 

 オ 無料ＰＣＲ検査等の受検について 

   部活動において県外の大会やコンクール等に出場する際には、原則とし

て無料のＰＣＲ検査等を受検し、自己の感染状況を確認した上で参加する

よう通知した。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  文部科学省から示された考え方に基づき、学校教育活動の内容（授業、学校 

 行事、部活動など）ごとに適切に対応できるよう整理する必要があった。その 

 ため、県として、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライ 

 ン」を策定し、活動ごとの対策等を具体的に整理した。 

  また、感染防止と教育活動の両立の観点から、緊急事態宣言等の発令・解除 

 など感染状況に応じた対応（対策の厳格・緩和）が必要であったことから、新 

型感染症専門家会議の意見等を踏まえ、県として対策レベルの変更を行った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  感染防止の観点から、オンライン授業をはじめ教育活動におけるＩＣＴの 

 活用がより一層推進された。また、県立総合教育センターＨＰに「ＩＣＴ教育 

 ガイドライン」を掲載し、ＩＣＴ活用の考え方、学校教育活動を継続するため 

 のＩＣＴの活用、ＩＣＴを活用した新たな学びの創造について各学校等へ示 

 した。各学校においては、学校教育活動に制限が課される中、１人１台端末な 

 どを活用し、オンラインでの学習を組み合わせたハイブリッドな学習等を積 

 極的に取り入れ、児童生徒の学びの継続に取り組んだ。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  県立学校及び市町村教育委員会に対し、通知により周知した。 
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６ 自己評価 

  感染拡大時において、こうした学校教育活動の制限等の初期対応を徹底し 

 たことにより、さらなる感染拡大の防止に一定の効果があった。一方、長期間 

 に渡る学校行事や部活動への制限は、児童生徒の学校生活の充実に少なから 

 ず影響を与えた。 

  部活動については、近隣都県と比較して厳しい制限を実施したため、県外大 

 会等における公平性が担保されないなどの課題があった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  感染症の特性等の知見が得られた際には、速やかな情報提供を行うととも 

 に、感染防止対策としての学校教育活動の制限について、児童生徒への影響を 

 十分に考慮した上で、エビデンスに基づき、必要な対応方針を速やかに示すべ 

 きである。 

  部活動について、関東大会や全国大会といった都道府県を越えて広域から 

 の参加により実施される大会があることを踏まえ、当該大会の実施や参加に 

 係る制限や条件、さらには感染拡大時の学校における通常の活動の可否や制 

 限等について、全国的な視点から国が目安を示すべきである。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～ 

  「学校の新しい生活様式」～」（令和２年５月２２日付け文部科学省事務連 

  絡（最終改正令和５年５月８日）） 

 

９ 事業費・財源 

（１）令和２年度 

  事業名 「学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業」  

  予算額 令和２年度６月補正 ６２８，６６３千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 

 

  事業名 「感染症対策等の学校教育活動継続支援事業」 

  予算額 令和２年度２月補正 ４２４，４０４千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 
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  事業名 「修学旅行のキャンセルに伴う保護者負担軽減事業」 

       令和２年度 県立中・高等学校  ８１，９６５千円 

       令和３年度 県立中・高等学校 １２４，１２０千円 

             県立特別支援学校     ７８９千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 修学旅行キャンセルに伴う保護者負担軽減 

 

（２）令和３年度 

  事業名 「感染症対策等の学校教育活動継続支援事業」 

  予算額 令和３年度当初 １９８，９６３千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 

 

  事業名 「学校等における感染症対策等支援事業」 

  予算額 令和３年度２月補正 ４８７，８００千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など）   

 

  事業名 「修学旅行のキャンセルに伴う保護者負担軽減事業」 

  予算額 令和３年度 県立中・高等学校 １２４，１２０千円 

            県立特別支援学校     ７８９千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 修学旅行キャンセルに伴う保護者負担軽減 

 

10 ５類移行に伴う対応 

 ・令和５年４月２８日、「５類感染症への移行後の学校における新型コロナウ

イルス感染症対策について」を通知。文部科学省通知で示された「感染が落

ち着いている平時においては、児童生徒の健康状況の把握、適切な換気、手

洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導以外の特段の感染症対策を講じる

必要がないこと」等を通知。 
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 ・令和５年５月１日、「新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行後の

学校教育活動について」を発出。国から、今後の学校教育活動については「単

にコロナ禍以前の姿に戻るのではなく、これまで制限されてきた学校教育

活動のうち真に必要なものを回復させるとともに、ＧＩＧＡスクール構想

の下で生み出されてきた多様な教育実践の工夫を取り入れることにより、

いわば新しい学びの在り方へと進化を図っていくことが重要」という考え

方が示され、今後は当該趣旨を踏まえ、５類移行後の学校教育活動に対応す

るよう通知した。 

 ・令和５年５月８日、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガイド

ライン～令和５年度～」（令和５年５月８日改定）を発出。国の省令改正や

衛生管理マニュアル改定を踏まえ、ガイドラインを改定し、通知した。 
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学びの保障・継続 

 

１ 概要 

  一斉臨時休業中の児童生徒の学びを保障するため、各学校においては学習 

 課題を配布するなど家庭学習の工夫を行うとともに、指導や状況把握を行っ 

 た。その後、順次学校が再開されると、教育課程の見直し、長期休業期間の短 

 縮、学習活動の重点化等により、学習の遅れを取り戻し、学びを保障・継続す 

 るための取組を行った。 

また、学びを保障するツールとして、令和２年度に国のＧＩＧＡスクール構

想の後押しもあり、学校にはインターネット回線や児童生徒１人１台パソコン

の整備などのオンライン学習環境が整備された。 

オンライン学習環境の整備後は、学校ごとの臨時休業措置や濃厚接触者に特

定されたこと等により登校できない児童生徒に対するオンラインによる同時

双方向通信授業などの実施や、対話などが制限されていた中、授業などにおけ

るＩＣＴを活用した新たな学習の実施が可能となり、家庭学習の充実と合わせ、

感染状況や一人一人の児童生徒の状況に対応した学びの保障・継続を行うこと

が可能となった。 

 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）一斉臨時休業への対応 

  一斉臨時休業中における家庭学習については、各教科等において、指導計画

を踏まえながら、教科書とそれを基にした学習プリント等による家庭学習を

実施した。児童生徒１人１台のパソコン端末等の整備が過渡期であったため、

学校によっては、学習プリントの郵送、教員による可能な範囲での家庭訪問等

を実施した。一斉休校再開後は、家庭学習（予習や復習）と学校で実施する授

業との関係を整理し、家庭学習の目的を児童生徒に理解させた上で、授業計画

を見直すなど、学習効果が一層上がるように工夫を行った。 

  また、休業中における登校日の設定、学校行事の見直し及び夏休みなどの 

長期休業期間の短縮等により授業時数を確保し、学びの保障・継続を図った。 

 

（２）１人１台パソコン等の学習環境を踏まえたＩＣＴを活用した学びの創造 

  家庭学習や感染防止を踏まえた授業等を実施するに当たり、教職員向け  

に家庭学習用の学習プリント集の掲載、児童生徒視聴用の学習動画の掲載  

を行うなど家庭科学習の充実を図った。また、「ＩＣＴ教育ガイドライン」を
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掲載し、ＩＣＴ活用の考え方、学校教育活動を継続するためのＩＣＴの活用、

ＩＣＴを活用した新たな学びの創造について各学校等へ示した。各学校にお

いては、児童生徒１人１台パソコン整備等の状況に合わせ、学級閉鎖や濃厚接

触者に特定されたこと等により登校できない児童生徒に対するオンラインに

よる同時双方向通信の授業を実施した。また、対話によるグループ学習の禁止

など感染防止対策として教育活動への制限が課される中、教室においてもＩ

ＣＴを活用してオンラインを併用した新しい学習を積極的に実施した。 

 

（３）学習評価について 

  国の通知により、学校に登校できない児童生徒に対し、指導計画等を踏まえ

ながら家庭学習を課し、教師がその学習状況や成果を確認し、学習評価に反映

することができるとされた。そのため、臨時休業等により授業ができない場合

は、家庭学習や小テストを実施し、それらの取組姿勢なども踏まえて総合的な

学習評価を行った  

 

３ 実施上の課題と対応 

  一斉臨時時休業中やその後の学校再開当初は、家庭学習について、学習課題 

 に対するきめ細やかな指導や状況把握を行うことに課題があった。また、必要 

 な感染対策を行ながらの学習活動においては、対話によるグループ学習が制 

 限されるなどの課題もあった。１人１台端末が配備されたことで、ＩＣＴを活 

 用し、学習状況の把握やグループでの学習も工夫しながら実施することがで 

 きた。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  県のＨＰ・県立総合教育センターＨＰを活用した情報提供等を行った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

 ・県のＨＰにおいて「新型コロナウイルス感染防止に関するガイドライン」 

  や通知等の周知（随時更新）。 

 ・県立総合教育センターＨＰを活用した学習支援に係る情報提供（随時更

新）。 

 

６ 自己評価 

  県として児童生徒向けの学習動画を充実させるととともに、学校向けに教 

 育活動を継続するためのＩＣＴの活用やＩＣＴを活用した新たな学びの創造  

 を学校に示すことで、児童生徒の保障・継続が図れた。 
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  また、臨時休業や出席停止により登校できない児童生徒の学びの保障・継続 

 に対して、パソコン等が未整備の段階では、プリントの郵送等の手段しか取り 

 得なかったが、その後の整備等の進捗により、校内一斉のオンライン授業な  

 ＩＣＴを活用した学習を実施することが可能となり、学びの保障・継続に繋が 

 った。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題・国へ提言すべき事項 

  ＩＣＴを活用した授業の実施は、児童生徒の学びの保障・継続に有効であり、 

 今後も、端末更新やネットワーク環境の整備に係る財政支援が必要である。ま 

 た、通常時におけるオンライン授業の実施範囲（受信側の生徒数の人数等）や 

 単位認定の扱いなどについて、児童生徒のみならず教員にも感染が拡大する 

 場合に備えて、予め十分検討の上、再構築すべきである。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた学校教育活動等の実施にお 

  ける「学びの保障」の方向性等について（通知）」（令和２年５月１５日付け

２文科初第２６５号文部科学省初等中等教育局長通知） 

 ・文部科学省令和２年６月５日公表資料 

  「新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童生徒の「学びの保障」総合対策 

  パッケージ」 

 ・文部科学省作成 

  「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイド 

  ライン（令和４年４月１日時点）」 

 

９ 事業費・財源 

（１）令和２年度 

  事業名 「学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業」  

  予算額 令和２年度６月補正 ６２８，６６３千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 

 

  事業名 「感染症対策等の学校教育活動継続支援事業」 

  予算額 令和２年度２月補正 ４２４，４０４千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 
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（２）令和３年度 

  事業名 「感染症対策等の学校教育活動継続支援事業」 

  予算額 令和３年度当初 １９８，９６３千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 

 

  事業名 「学校等における感染症対策等支援事業」 

  予算額 令和３年度２月補正 ４８７，８００千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 

 

10 ５類移行に伴う対応 

 ・令和５年５月８日、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガイド

ライン～令和５年度～」（令和５年５月８日改定）を発出。国の省令改正や

衛生管理マニュアル改定を踏まえ、ガイドラインを改定し、通知した。ガイ

ドラインには、「やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対するＩＣＴ活

用等による学習指導について」を引き続き明記し、感染不安や臨時休業等に

よりやむを得ず登校できない児童生徒に対するＩＣＴを活用した積極的な

オンライン学習の実施等を行うこととしている。 

 ・令和５年６月、以下の事項について国に要望した。 

  ①臨時休業や出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒が 

   オンラインによる学習した場合の出欠の取扱いについて、特例として出 

   席の扱いとすること 

  ②児童生徒が自宅でオンライン学習をする際の通信費への財政措置 
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私立学校における感染防止対策 

 

１ 概要 

  私立学校における感染防止対策は学校法人が主体的に行うことから、各私

立学校に対して学校における感染予防対策や感染症が発生した場合の対応等

について速やかに情報提供を行うとともに、各学校の感染状況や臨時休業の

実施状況、臨時休業中の児童生徒への支援などについて把握に努めた。 

  また、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を活用し、

私立学校に対して、感染症対策の強化に必要な保健衛生用品等の購入経費へ

の補助や、コロナ禍における物価高騰等の状況を踏まえた光熱費や給食費の

価格高騰分の補助等を実施した。 

  

２ 経緯・取組内容   

（１）情報提供 

  令和２年２月２７日に小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校における

全国一斉の臨時休業を要請する方針が内閣総理大臣から示された。これを受

けて、本県所管の私立学校に対して文部科学省の通知を速やかに周知すると

ともに、感染拡大防止の趣旨を踏まえ、臨時休業の実施を依頼した。 

  その後、県立学校の再開に合わせて、私立学校に対しても、感染予防や保健

指導の徹底を図りつつ学校の再開を進めるよう依頼した。その際、私立学校は

通学エリアが広く、公共交通機関を利用している児童、生徒が多いことから、

授業の開始時間の変更など、通学時の感染予防についても留意するよう依頼

した。 

  令和３年１月７日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた緊急

事態宣言が本県を含む１都３県に発出された際には、私立学校においても感

染者の報告が急増しており、同一クラス内、同一部活内での感染も確認されて

いたため、県立学校と同様、部活動の原則中止等の措置を依頼した。令和３年

３月２１日の緊急事態宣言の解除に当たっても、引き続き県立学校と同様の

措置を取るよう依頼した。 

  その後の令和３年４月１６日のまん延防止等重点措置の適用、令和３年７

月３０日の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた緊急事態宣言の

発出及び令和４年１月１９日のまん延防止等重点措置の適用の際にも、私立

学校に対して文部科学省や県教育委員会の通知を速やかに情報提供するとと

もに、県立学校と同様の対応を依頼した。 
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（２）感染状況等の把握 

  私立学校における感染状況を把握するため、生徒等及び教職員に陽性者が

発生した場合や臨時休業を実施した場合は、私立学校法第６条の規定に基づ

き速やかに県に報告するよう依頼した。また、陽性者発生に伴いオンライン授

業の実施や部活動の停止等の措置を行った場合も、併せて報告するよう依頼

した。 

  各私立学校からの報告により把握した感染状況については、知事をはじめ

とする県幹部に随時報告するとともに、毎週の朝のコロナミーティングにお

いても１週間の状況を取りまとめて報告した。 

 

（３）支援の取組 

  私立高等学校等に対しては、私立学校運営費補助の一部で、学校の再開に当

たって補習等を行うための人件費の補助、教職員を対象とした抗原検査キッ

トの配布、コロナ禍における物価高騰等の状況を踏まえた光熱費の価格高騰

分の補助等を実施した。また、学校給食費等保護者負担軽減事業費において、

給食費の価格高騰分の補助を実施した。 

  私立幼稚園に対しては、幼児教育の質の向上のための緊急環境整備補助に

おいて、幼稚園による保健衛生用品の購入や新型コロナウイルス感染症対策

実施のためのかかり増し経費に対する補助を行った。 

  保護者に対する支援として、新型コロナウイルス感染症の影響等により家

計が急変した世帯等に対する授業料等に対する支援を行った。 

  なお、国補助事業である学校保健特別対策事業費補助金、私立学校施設整備

費補助金及び私立学校情報機器整備費補助について、私立学校からの申請の

取りまとめ等を行った。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  教育局において公立学校に対する方針が決定された後、私立学校に対する

方針を検討した上で通知するというプロセスを経たため、公立学校と比較す

ると通知に若干のタイムラグが発生することがあった。 

  そのため、私立学校の特性（建学の精神に基づく教育を実施していること、

通学エリアが広く公共交通機関を利用している児童・生徒が多いこと等）をあ

らかじめ課内で見える化し、共有することにより、私立学校に対する方針を速

やかに決定できる体制を整えた。 

  国に対しては、学校等における感染症対策等支援事業等の継続や学習者用

端末の維持費及び更新費への財政支援等に関して以下の緊急要望を行った。 

  令和４年 ６月 ２日 緊急要望 



351 

 

  令和４年１１月１７日 緊急要望 

 

４ ＩＣＴの活用 

  県のホームページを活用した情報提供を行った。また、各私立学校に対する

支援の実施に当たっては、電子メールや電子申請システムを活用し、速やかな

補助の実施に努めた。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  県ホームページにおいて、「新型コロナウイルス感染症に係る私立学校宛て

通知」を掲載した。各私立学校の他、埼玉県私立学校総連合会などの私学団体

とも情報共有を積極的に行った。 

 

６ 自己評価 

  国や教育局の動向を注視し、各私立学校等へ速やかに情報提供を行うとと

もに、各学校の感染状況を把握し、必要な支援の実施を行うことができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題・国へ提言すべき事項 

  私立学校における感染防止対策は学校法人が主体的に行うことから、各私

立学校へ必要な情報を速やかに伝達する必要があったが、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大時においては、教育活動におけるマスク着脱のエビデン

スに基づく基準が示されないなど、統一的に示されるべき国の方針が明確で

なかった。 

  したがって、新興感染症の感染拡大時においては、学校の教育活動の継続や

実効性のある感染症対策について、国は明確な方針を速やかに示すこと。また、

県において実効性のある感染症対策を行うための財源についても国は速やか

に措置すること。 

  一部の私立学校において、全校児童・生徒が参加する双方向通信によるオン

ライン授業（完全オンライン授業）を実施したが、感染症流行による臨時休校

時のオンライン授業の運用について、学校保健安全法や学習指導要領に明確

な規定がなかったため、学校が出欠席や単位認定の対応に苦慮する事例があ

った。 

  したがって、国は完全オンライン授業の実施のための財源を措置するとと

もに、法令上の位置づけや運用について明確にすること。 

   

８ 根拠法令・事務連絡等 

  私立学校法 
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  学校保健安全法 

  私立学校振興助成法 

   

９ 事業費・財源 

  事業名 幼児教育の質の向上のための緊急環境整備補助（一部） 

  事業費 令和元年度  ２２，８４７千円 

      令和２年度 ２９３，３７５千円 

      令和３年度 １２４，１３０千円 

      令和４年度 １０２，８５５千円 

  財  源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  内 容 新型コロナ感染症対策に伴う保健衛生用品等購入費やかかり増し

経費の補助。 

 

  事業名 私立学校運営費補助（一部） 

  事業費 令和２年度 １３３，５３６千円 

      令和３年度 １００，３１６千円 

      令和４年度 ３１１，９４２千円 

  財  源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、 

      一般財源 

  内 容 臨時休業していた私立学校の再開に当たり補習等を行うための人

件費の補助、教職員を対象とした抗原検査キット配布事業、光熱費等

高騰対策支援補助等。 

 

  事業名 埼玉県私立高等学校奨学のための給付金事業（一部） 

  事業費 令和２年度 １１６，９２９千円 

  財  源 国庫補助金 

  内 容 低所得世帯の家庭学習を支えるための通信費相当分の補助、支給

単価の増額による追加支援。 

         

    事業名 私立学校父母負担軽減事業補助（一部） 

  事業費 令和２年度 ７，１９０千円 

  財  源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  内 容 専門学校生を対象とした新型コロナの影響による家計急変世帯へ

の支援。 
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  事業名 学校給食費等保護者負担軽減事業費 

  事業費 令和４年度 ３，９８５千円 

  財  源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  内 容 私立学校に対する給食費の価格高騰分の補助。 

 

※以下の国補助事業について、県で取りまとめ等を行った 

  事業名 学校保健特別対策事業費補助金 

  事業費 令和２年度 １９８，０１０千円 

      令和３年度  ７０，０２７千円 

      令和４年度  ３６，５０４千円 

  内 容 修学旅行のキャンセル料等支援事業、学校等における感染症対策

への支援事業等 

 

  事業名 私立学校施設整備費補助金 

  事業費 令和２年度 ６８，４７１千円 

      令和３年度 ５９，６０４千円 

      令和４年度 ７０，９５６千円 

  内 容 感染症対策のためのトイレの乾式化の改修支援等 

 

  事業名 私立学校情報機器整備費補助金 

  事業費 令和２年度  １５，４０６千円 

      令和３年度  ２６，７７３千円 

      令和４年度   ３，３５８千円 

  内 容 臨時休業時の遠隔学習のために学校が使用するカメラやマイクへ

の支援事業等 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）情報提供等 

  新型コロナウイルス感染症が令和５年５月８日に感染症法上の５類感染症

に移行されることに伴い、文部科学省において学校保健安全法施行規則の改

正や衛生管理マニュアルの改定が行われた。また、教育局においても「新型

コロナウイルス感染防止対策ガイドライン」の改定が行われた。 

  私立学校に対しては、こうした情報を速やかに周知するとともに、５類移行

後においても引き続き基本的な感染対策に努めるよう依頼した。 

  その後、文化祭等の学校行事による学校での感染拡大が疑われる事例が発

生したことから、学校行事実施における感染防止対策の徹底とともに、来校
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する児童生徒・保護者・教職員等への注意喚起を改めて依頼した。夏季休業

終了後の学校再開に当たっては、児童生徒及び教職員の安全を確保しながら、

教育活動を継続できるよう、感染防止対策の徹底を通知した。 

  令和５年９月８日に保健医療部及び教育局が「イベントでの感染対策のお

願い」の報道発表を行った際には、私立学校に対してリーフレット等を周知

し、学校行事を含むイベントに来場する際の基本的な感染防止対策への協力

を呼び掛けた。 

  令和５年９月２０日から新型コロナワクチンの「秋開始接種」が開始される

に当たり、私立学校に対して周知を行った。 

 

（２）国への要望 

  令和５年６月、以下の事項について国に要望した。 

  ①児童生徒が自宅でオンライン学習をする際の通信費については、国の責

任において児童生徒全員を対象とした財政措置を行うこと。 

  ②新たな変異株等の発生時は、当該感染症の特性等の知見の収集及び情報   

提供を行うとともに、特性等を踏まえた臨時休業の目安、児童生徒の出席   

停止の考え方及び学校教育活動に対する制限等、必要な対応方針をエビ   

デンスに基づき速やかに示すこと。 



５－１ 社会経済活動との両立（県民・事業者への協力要請） 

（１）県民への協力要請 
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外出・移動制限 

 

１ 概要 

 本県では、県民に対して、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法（以下、「特措法」という。）に基づく協力要請

や特措法に基づかない「お願い」を行ってきた。 

 その内容は多岐に渡るが、「外出・移動制限に関すること」、「飲食店等の利

用に関すること」、「感染防止対策に関すること」、「その他」に大別し、本項で

は「外出・移動制限」について記載する。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 １月２７日以降、本県では新型コロナウイルス対策会議や特措法に基づかな

い任意の対策本部の会議において、発生動向の共有や対応策の検討を実施して

きた。 

 その中で、国が３月２６日に特措法に基づく政府対策本部を設置したことを

受け、本県においても同日、特措法に基づく埼玉県新型コロナウイルス対策本

部を設置するとともに、第８回新型コロナウイルス対策本部会議（以下、「新

型コロナウイルス対策本部会議」を「県対策本部会議」という。）を開催し、

知事訓示において、県民や事業者に対し外出自粛等のお願いを行った。 

 ３月２９日の知事記者会見では、県民に対し、時差出勤や在宅勤務などの工

夫を進めること、３密になる集まりや夜間の外出の回避、歓楽街をはじめ不要

不急の用件で都内に赴くことの回避をお願いした。 

 ４月２日には第９回県対策本部会議を開催し、引き続き４月１９日まで週末

は不要不急の外出を自粛すること、歓楽街をはじめ不要不急の用件で都内に赴

かないこと、数名以上の会食や夜間外出の回避をお願いした。 

 ４月７日には政府が本県を含む７都府県に緊急事態宣言を発出したことに

伴い、第１０回県対策本部会議を開催し、県民に対して特措法第４５条第１項

に基づき、生活の維持に必要な場合を除き、不要不急の外出を自粛するよう要

請した。 

 ４月１６日には第１１回県対策本部会議を開催し、生活必需品の買い物をす

る場合でも少人数でソーシャルディスタンスを確保するよう、県民に対するお

願いを行った。 

 ４月２０日には内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から４月 
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１６日付け閣副第４５４号通知が発出され、大型連休期間においては、特措法

４５条第１項の規定に基づき、都道府県をまたいだ不要不急の移動を自粛する

よう住民に協力を要請するとされたことを受け、第１２回県対策本部会議を開

催し、県民に対して特措法第４５条第１項に基づき、大型連休期間においても

都道府県をまたいだ移動はもとより、不要不急の外出を自粛するよう要請した。 

 ４月２８日には第１３回県対策本部会議後の知事記者会見において、「ゴー

ルデンウイークにおける県民の皆様へのお願い」として、①不要不急の外出の

回避。県内外への旅行や帰省も自粛。②お買い物も、必要最低限にとどめ、混

雑時を避け、なるべく一人で出かけることをお願いした。 

 ５月１日の第１４回県対策本部会議後の知事記者会見では、１都３県の共同

キャンペーン「いのちを守る STAY HOME 週間」として、県民に対し、①これ

まで以上に外出の自粛を！ ②必要な買い物はなるべくお１人で！ ③レジ

ャー・旅行・帰省は控えよう！とのお願いを行った。 

 ５月４日には政府による緊急事態宣言の５月３１日までの延長決定を受け、

第１５回県対策本部会議を開催し、５月７日以降の緊急事態措置として、県民

に対し特措法第４５条第１項に基づき、医療機関への通院、食料・医療品・生

活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外への運動や散歩など生活の維持のた

めに必要な場合を除き、不要不急の外出の自粛を要請した。また、特に遊興施

設など、いわゆる「３つの密」がそろう場への外出や集まりへの参加について

自粛を要請した。 

 ５月２５日には政府により、本県を含む１都３県の緊急事態宣言が解除され

たことに伴い、第１８回県対策本部会議を開催し、特措法第４５条第１項に基

づく外出自粛要請を解除した一方、特措法第２４条第９項に基づき、県外への

不要不急な移動を控えること、夜の繁華街への外出の自粛などについての協力

を要請した。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 ６月１６日に新規陽性者数が比較的落ち着いた状況を受け、第２１回県対策

本部会議を開催し、６月１９日以降の県境をまたぐ外出について、自粛あるい

は協力は求めないが、東京の夜の繁華街への外出は控えることと、店舗内で３

密を回避することをお願いした。 

 ７月に入り、都内では連日１００人を超える新規陽性者が確認されたことな

どを受け、７月６日に第２２回県対策本部会議を開催し、県内や東京の夜の繁

華街への外出を避けること、特に感染症対策が十分ではない店舗の利用回避、

大人数での会食回避を県民にお願いした。 
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 ７月８日には第２３回県対策本部会議を開催し、これまでのお願いに加えて、

高齢者や基礎疾患がある方の都内への不要不急の外出自粛をお願いした。 

 ７月１１日には第２４回県対策本部会議を開催し、これまでのお願いに加え、

もう一段強い協力要請として、特措法第２４条第９項に基づき、発熱の症状が

あるなど体調の悪い人の外出自粛（医療機関への受診等を除く）を要請した。 

 ８月６日には第２６回県対策本部会議を開催し、お盆中の帰省におけるお願

いとして、発熱等の症状がある方はくれぐれも帰省を控えることをお願いした。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 令和２年１１月１８日に新規陽性者数が過去最多を記録するなど、感染状況

が極めて憂慮すべき状況となったことや、年末年始に向けて感染リスクが高ま

る恐れがあること等を踏まえ、翌日の１１月１９日に第３１回県対策本部会議

を開催し、年末年始の行事等における感染防止の呼びかけとして、外出は人混

みを避け、発熱等の症状がある方は控えること、旅行に行く場合は時期を分散

し、大晦日や正月は自宅で過ごすことなどをお願いした。 

 その後、１２月１１日に過去最多の新規陽性者数を記録した状況等を踏まえ、

１２月１５日に第３４回県対策本部会議を開催し、県民に対して特措法第２４

条第９項に基づき、東京都との往来はできるだけ控えること（仕事、授業、受

診を除く）を要請した。 

 １２月２３日には第３５回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第９項

に基づき、高齢者や基礎疾患のある方の不要不急の外出自粛（仕事、授業等を

除く）、高齢の親族に会うのはできるだけ自粛、買い物はできるだけ１人で、

等の要請を行った。 

 さらに１２月２８日の第３７回県対策本部会議では、再度、年末年始の過ご

し方として、大晦日や正月は自宅で過ごすことを強くお願いしたほか、特措法

第２４条第９項に基づき要請している内容についても、改めて強く要請した。 

 年明けには緊急事態宣言の発令が見込まれる中、先んじて首都圏における人

の流れを抑え、人と人との接触の機会を減少させるため、一歩踏み込んだ感染

症防止対策を行うこととし、令和３年１月４日に第３８回県対策本部会議を開

催し、特措法第２４条第９項に基づき、令和３年１月８日から同３１日までの

間、午後８時以降の不要不急の夜間外出自粛を要請した。 

 １月７日には、国が本県を含む１都３県に対し緊急事態宣言を発令したこと

を受け、同日に第３９回県対策本部会議を開催し、１月８日から２月７日まで

の緊急事態措置として、特措法第４５条第１項に基づく外出自粛の要請（不要

不急の外出や県境をまたぐ移動の自粛、午後８時以降の不要不急の夜間外出の

自粛）を行った。 
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 １月２２日には第４０回県対策本部会議後の知事記者会見において「１都３

県共同メッセージ」として、外出自粛のお願いを行った。 

 ２月２日には、国が緊急事態宣言を同年３月７日まで延長することを決定し

たことから、２月４日に第４２回県対策本部会議を開催し、２月８日から３月

７日までの緊急事態措置として、従前と同じ内容で特措法第４５条第１項に基

づく外出自粛の要請を行った。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

 ３月５日に１都３県の緊急事態宣言が更に３月２１日まで延長されること

が決定されたことから、同日、第４４回県対策本部会議を開催し、３月８日か

ら３月２１日までの緊急事態措置として、従前と同じ内容で特措法第４５条第

１項に基づく外出自粛の要請を行った。また、その他の要請として特措法第 

２４条第９項に基づき、買い物はできる限り１人で行くことなどを要請した。 

 ３月１８日には国が３月２１日で緊急事態宣言の解除を決定したことを受

け、３月１９日に第４５回県対策本部会議を開催し、３月２２日以降の段階的

緩和措置を決定した。ここでは県民に対し、特措法第２４条第９項に基づき、

不要不急の外出自粛や県境をまたぐ移動の自粛を引き続き要請するとともに、

買い物はできる限り１人で行くことなどをお願いした。 

 ３月２４日には第４６回県対策本部会議を開催し、要請等の期限を４月２１

日までとした。また、４月１日以降の段階的緩和措置として、特措法第２４条

第９項に基づき、不要不急の外出自粛、県境をまたぐ移動の自粛を要請すると

ともに、買い物はできる限り１人で行くことなどをお願いした。 

 その後、変異株による感染拡大を踏まえ、４月１５日に第４７回県対策本部

会議を開催し、まん延防止等重点措置の公示を行うよう国に要請した。 

 国は４月１６日に本県に対する「まん延防止等重点措置」の公示を行ったこ

とから、同日、第４８回県対策本部会議を開催し、４月２０日から５月１１日

までのまん延防止等重点措置等を決定した。ここでの、県民に対する外出・移

動制限に関する要請等は次のとおり。 

措置区域（さいたま市・川口市） 措置区域外 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

・ 県境をまたぐ移動の自粛（特に、従来株より感染しやすい可能性がある

変異株により感染が拡大している大都市圏等との往来自粛。加えて、大型

連休等、人の移動が活発化する時期に際して、感染が拡大している地域と

の往来を強く自粛すること。） 

・ 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛（医療機関への通院、食料・
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医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運

動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除く） 

・ 混雑している場所や時間を避けて行動すること 

その他のお願い 

・ 買い物は、できる限り一人で行くこと 

 ４月２３日に東京、大阪、京都、兵庫の４都府県に緊急事態宣言が発令され

たことや、ゴールデンウイークに際し人流を抑制する必要があることなどを受

け、４月２４日に第４９回県対策本部会議を開催し、県内の重点措置区域を拡

大した。また、外出・移動制限に関して以下のとおり、ゴールデンウイーク期

間等における感染拡大防止への協力のお願いを行った。 

措置区域（＊） 措置区域外 

その他のお願い 

・ 感染が拡大していることに鑑み、ゴールデンウイーク期間中の『日中を

含む、不要不急の外出や移動』は控えてください。 

・  帰省・旅行については、延期又は自粛をお願いします。どうしても帰省

する必要がある場合は、帰省までの間、感染リスクの高い場所に行くこと

を控えるなど、高齢者への感染につながらないように。 

・  不特定多数が集まる場（イベント・集客施設等）に行くことは、避けて

ください。 

・  買い物も一人で。 

 

＊ さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 

 この飲食店等の利用制限に関する協力要請等は、２回のまん延防止等重点措

置の延長を受け、６月２０日まで継続された。 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

 ６月１７日には本県のまん延防止等重点措置を７月１１日まで延長する旨

の公示を受け、第５６回県対策本部会議を開催し、現在の外出・移動制限に関

する協力要請を７月１１日まで延長することを決定した。 

 ７月８日には本県のまん延防止等重点措置が８月２２日まで延長される旨

の公示を受けたことから、同日に第５９回県対策本部会議を開催し、現在の外

出・移動制限に関する協力要請に以下の内容を加え、８月２２日まで延長する

ことを決定した。 
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措置区域（さいたま市・川口市） 措置区域外 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

・ 特に、緊急事態措置区域との往来は、極力控えること。 

その他のお願い 

・ 外出・移動の際には、可能な限りの感染防止対策を講じた上、目的とす

る場所以外に立ち寄ることなく直行・直帰を徹底すること 

 その後、新規陽性者数の急速な拡大を受け、７月２９日には緊急事態措置区

域への指定を国に要請し、翌３０日には本県が緊急事態措置を実施すべき区域

に追加されたことから、同日に第６２回県対策本部会議を開催した。ここでは、

特措法第４５条第１項に基づき、不要不急の帰省や旅行など県境をまたぐ移動

は、極力控えること、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛、特に午後８

時以降の外出を自粛すること、外出する必要がある場合にも、極力家族や普段

行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動

することなどを要請するとともに、その他のお願いとして、外出・移動の際に

は、可能な限りの感染防止対策を講じた上、目的とする場所以外に立ち寄るこ

となく直行・直帰を徹底すること、買い物はできる限り一人で行くことなどを

呼び掛けた。 

 この要請等は２回の緊急事態宣言の延長により９月３０日まで継続された。 

 ９月２８日に国が９月３０日での緊急事態宣言の解除を決定したことを受

け、同日に第６８回県対策本部会議を開催し、段階的緩和措置として、１０月

２４日まで、特措法第２４条第９項に基づき、外出については混雑している場

所や時間を避けて少人数で行動すること、特に午後９時以降の外出を自粛する

ことなどを要請した。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

   ※文中の日付で特別に記載のないものはすべて令和４年 

 令和３年１０月２４日に段階的緩和措置が終了した後は外出・移動制限に関

する協力要請等は行っていなかったが、年末から年明けにかけて、極めて感染

力の強いオミクロン株による市中感染が疑われる事例が確認され、新規陽性者

数も急速な増加傾向が続いていたことから、１月１２日に第７４回県対策本部

会議を開催し、特措法第２４条第９項に基づき、県境をまたぐ移動の際は目的

地以外に立ち寄らないよう徹底することを要請するとともに、その他のお願い

として、発熱等の症状がある場合は外出を控えるよう呼び掛けた。 

 その後、１月１７日には国に対し、まん延防止等重点措置の適用を要請し、

１月１９日にはまん延防止等重点措置の公示を受けたことから、同日に第７５

回県対策本部会議を開催し、県内全域を措置区域とした上で、特措法第２４条
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第９項に基づき、２月１３日まで、不要不急の県境をまたぐ移動を極力控える

こと、外出・移動の際は目的地以外に立ち寄らないこと、混雑している場所や

時間を避けて行動することなどを要請するとともに、その他のお願いとして、

買い物はできる限り１人で行くことなどを呼び掛けた。 

 なお、要請等については、２回のまん延防止等重点措置の延長により、３月

２１日まで継続された。 

 ３月１７日には、政府による３月２１日でのまん延防止等重点措置の終了決

定を受け、第８０回県対策本部会議を開催し、３月２２日以降のお願いとして、

体調がすぐれない場合の外出自粛などを呼び掛けた。 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ３月２２日以降、本県において緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講じ

ることはなかったが、オミクロン株ＢＡ.５系統を中心とする感染拡大を受け、

７月下旬に政府が新たに「ＢＡ.５対策強化宣言」を導入したことから、８月

３日に第８１回県対策本部会議を開催し、本県においても同宣言を実施するこ

とを決定した上で、県民に対し、特措法第２４条第９項に基づき、体調がすぐ

れない場合は外出（飲食店の利用やイベントへの参加等）を控えること、外出

する場合には極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑して

いる場所や時間を避けて行動することを要請した。 

 この「ＢＡ.５対策強化宣言」の期間は当初８月３１日までの予定であった

が、感染状況を踏まえ、８月２６日に第８２回県対策本部会議を開催し、現在

の外出・移動制限に関する協力要請を９月３０日まで延長することを決定した。 

 ９月２６日には第８４回県対策本部会議を開催し、９月３０日で「ＢＡ.５

対策強化宣言」を終了することを決定し、１０月１日以降のお願いとして、体

調がすぐれない場合は外出（飲食店の利用やイベントへの参加等）を控えるこ

と、外出する場合には極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、

混雑している場所や時間を避けて行動すること、特に買い物は必要最小限の人

数で行くことを呼び掛けた。 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 令和４年１０月１日以降のお願いを継続していたが、国が令和５年４月２７

日に感染症法第４４条の２第３項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症

について、同年５月７日をもって同法の「新型インフルエンザ等感染症」と認

められなくなる旨を公表し、５月８日に同法の「５類感染症」に位置づけるこ

ととしたことから、５月１日に第８８回県対策本部会議を開催し、継続してい

た協力要請等を５月７日までとすることを決定した。
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３ 実施上の課題と対応 

県民に対する外出・移動制限に関する要請等については、特措法に基づいて

実施したものも多かったが、罰則を伴わないため、実効性に欠けるものも少な

くなかった。この点については、令和３年９月１３日に、知事自らが街頭に立

ち、呼びかけを行う「街頭キャンペーン」を実施することで、実効性の確保を

図った。 

また、１都３県の枠組みにおいても、メッセージの発出や呼びかけを行うこ

とで、本県と生活圏等の面で強い繋がりのあるエリア全体に対する注意喚起

が図れたものと考える。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  広報媒体としてＳＮＳ（Ｔｗｉｔｔｅｒ）を活用して周知を図った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

・知事記者会見による周知 

・市町村や特措法に定める指定公共機関及び指定地方公共機関等へのメール 

による周知 

・ホームページでの周知 

 

６ 自己評価 

感染状況や国の方針が細かく変動する中で、状況に応じた要請やお願いを

することができた点は評価に値すると考えられる。 

一方で、外出・移動制限に関する要請等は罰則等の強制力を伴わないもので

あったことから、その実効性については疑念が残った。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 国において、各都道府県が行った一連の要請等の実績を精査し、外出・移動

制限に関する要請として真に効果的なものを洗い出しておくこと。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

・「新型コロナウイルス感染症対策に関する新型インフルエンザ等緊急事態措 

置の実施等について」（令和２年４月１６日付け閣副第４５４号内閣官房新 

型コロナウイルス感染症対策室長通知） 
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９ 事業費・財源 

 なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年５月８日を以て、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが

５類感染症に変更され、特措法に基づく基本的対処方針が廃止されたことに

伴い、これまでに同方針に基づき実施していた協力要請等の措置を終了した。 
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飲食店等の利用制限 

 

１ 概要 

 本県では、県民に対して、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法（以下、「特措法」という。）に基づく協力要請

や特措法に基づかない「お願い」を行ってきた。 

その内容は多岐に渡るが、「外出・移動制限に関すること」、「飲食店等の利

用に関すること」、「感染防止対策に関すること」、「その他」に大別し、本項で

は「飲食店等の利用制限」について記載する。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

  ※文中の日付はすべて令和２年 

 １月２７日以降、本県では新型コロナウイルス対策会議や特措法に基づかな

い任意の対策本部の会議において、発生動向の共有や対応策の検討を実施して

きたが、３月２６日には政府対策本部の設置に伴い、本県においても特措法に

基づく埼玉県新型コロナウイルス対策本部を設置するとともに、第８回新型コ

ロナウイルス対策本部会議（以下、「新型コロナウイルス対策本部会議」を「県

対策本部会議」という。）を開催した。 

 ３月２９日の知事記者会見では、県民に対し、数名以上での会食を避けるよ

うお願いした。 

 ４月２日には第９回県対策本部会議を開催し、引き続き、数名以上での会食

を避けるようお願いした。 

 ４月７日には政府が本県を含む７都府県に緊急事態宣言を発出したことに

伴い、第１０回県対策本部会議を開催し、緊急事態措置としての外出自粛要請

等を行ったが、飲食店等の利用制限に関わる要請等は行わなかった。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 ５月２５日以降、感染状況は落ち着いていたが、感染の拡大防止と社会経済

機能の協調のバランスを取る必要があることから、６月１６日に第２１回県対

策本部会議を開催し、感染防止対策に取り組んでいる店舗を利用することなど

を県民にお願いした。 

 ７月に入り、都内では連日１００人を超える新規陽性者が確認されたことな

どを受け、７月６日に第２２回県対策本部会議を開催し、県民に対して、特に
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感染症対策が十分にとられていない店舗の利用や大人数での会食を避けるよ

うお願いした。 

 ７月８日には第２３回県対策本部会議を開催し、県民に対して、特措法第 

２４条第９項に基づき、夜の繁華街において感染症対策が十分にとられていな

い店の利用回避を要請するとともに、その他のお願いとして、大人数での会食

の自粛を呼び掛けた。 

 ７月１１日には第２４回県対策本部会議を開催し、県民に対して、特措法第

２４条第９項に基づき、夜の繁華街に限らず感染症対策が十分にとられていな

い施設の利用回避を要請するとともに、その他のお願いとして、大人数での会

食の自粛を呼び掛けた。 

 ８月６日には第２６回県対策本部会議を開催し、会議後の知事記者会見にお

いて、お盆中の帰省に際するお願いとして、大人数での会食や飲み会は自粛す

ることを呼び掛けた。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 １０月１９日には、１０日に１日あたりの新規陽性者数が過去最大の１００

人を記録したこと等を受け、第３０回県対策本部会議を開催した。会議後の知

事記者会見において、会食・飲み会でのお願いとして、感染症対策が十分にと

られていない施設の利用回避、国の接触確認アプリやＬＩＮＥコロナお知らせ

システムの活用、大人数での会食・飲み会は自粛、対面を避けた配席や一定間

隔の確保、回し飲みは避けること、発熱等の症状がある方は参加を控えること

を呼び掛けた。 

 １１月１９日の第３１回県対策本部会議においては、年末年始の呼び掛けと

して、忘年会・新年会等での感染症対策が十分にとられていない施設の利用回

避等や、帰省・旅行時の大人数での会食や飲み会の自粛を呼び掛けた。 

 その後、新規陽性者数が高い水準で推移する状況を踏まえ、１２月１日には

第３３回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第９項に基づき、４日から

１７日まで、午前５時から午後１０時までの営業時間の短縮を要請しているさ

いたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラ

オケ店」の午後１０時以降の利用回避を要請した。 

 １２月１５日の第３４回県対策本部会議では、この要請を２７日まで延長す

るとともに、会食・飲み会は４人以下（家族の場合や介助者を除く）で行い、

長時間にならないようにすること、感染症対策が十分にとられていない施設の

利用は回避することを要請した。 

 さらに、１２月２３日の第３５回県対策本部会議では、この要請を令和３年

１月１１日まで延長することを決定した上で、飲食を伴う忘年会や新年会、成
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人式後の会食・飲み会はできる限り自粛することを要請した。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

 令和３年１月７日に発令された緊急事態宣言が継続されている中、３月５

日には第４４回県対策本部会議を開催し、県民に対して特措法第２４条第９

項に基づき、営業時間の短縮を要請している県内の飲食店等の午後８時以降

の利用回避、会食・飲み会は、４人以下（家族の場合や介助者を除く）で行い、

長時間にならないようにすること、感染症対策が十分にとられていない施設

の利用は回避することなどを要請した。また、卒業旅行、謝恩会、飲食を伴う

花見、歓送迎会などは控えること、会食はできるだけ、同居家族以外ではいつ

も近くにいる人で行うことを働きかけた。 

 ３月１８日に同２１日での緊急事態宣言の解除が決定されたことを受け、

３月１９日には第４５回県対策本部会議を開催し、同月２２日以降の段階的

緩和措置を決定した。ここでは県民に対し、特措法第２４条第９項に基づき、

営業時間の短縮を要請している県内の飲食店等の午後９時以降の利用回避、

感染症対策が十分にとられていない施設の利用回避などの要請と、卒業旅行、

謝恩会、飲食を伴う花見、歓送迎会などは控えること、「昼飲み」「昼カラ」も

長時間を避け、夜と同じ感染防止対策をとること、会食・飲み会はできるだけ、

同居家族以外ではいつも近くにいる４人まで、長時間にならないように行う

ことのお願いを行った。 

 その後、変異株による感染拡大を踏まえ、４月１５日に第４７回県対策本部

会議を開催し、まん延防止等重点措置の公示を行うよう国に要請した。 

 国は４月１６日に本県に対する「まん延防止等重点措置」の公示を行ったこ

とから、同日、第４８回県対策本部会議を開催し、まん延防止等重点措置等を

決定した。ここでの、県民に対する飲食店等の利用制限に関する要請等は次の

とおりで、期間は４月２０日から５月１１日までとした。 

措置区域（さいたま市・川口市） 措置区域外 

特措法第３１条の６第２項に基づく要請 

・ 営業時間の短縮を要請した時間

以降、飲食店に不要に出入りしな

いこと 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

・ 営業時間の短縮を要請した時間

以降、飲食店に不要に出入りしな

いこと 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

・ 感染対策が徹底されていない飲食店の利用自粛 

その他のお願い 

・ 飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供

している場合、当該カラオケ設備の利用自粛 
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・ 会食・飲み会は、できるだけ、同居家族以外ではいつも近くにいる４人

まで（家族の場合や介助者を除く）、長時間にならないようにすること 

 ４月２３日に東京、大阪、京都、兵庫の４都府県に緊急事態宣言が発令され

たことや、ゴールデンウイークに際し人流を抑制する必要があることなどを受

け、４月２４日に第４９回県対策本部会議を開催し、県内の重点措置区域を拡

大した。ここでは、飲食店等の利用制限に関する一部の要請内容を次の下線部

のとおり変更した。 

措置区域（＊） 措置区域外 

特措法第３１条の６第２項に基づく要請 

・ 営業時間の短縮を要請した時間

以降、飲食店を利用しない 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

・ 営業時間の短縮を要請した時間

以降、飲食店を利用しない 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

・ 感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応

じていない飲食店等の利用自粛 

＊ さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 

 また、飲食店等の利用制限に関して以下のとおり、ゴールデンウイーク期間

等における感染拡大防止への協力のお願いを行った。 

措置区域（同上） 措置区域外 

その他のお願い 

・ 外食は一人か同居家族（介助者を除く）だけで。 

 この飲食店等の利用制限に関する協力要請等は、２回のまん延防止等重点措

置の延長を受け、６月２０日まで継続された。 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 ６月１７日には本県のまん延防止等重点措置を７月１１日まで延長する旨

の公示を受け、第５６回県対策本部会議を開催し、現在の飲食店等の利用制限

に関する協力要請を次の下線部のとおり変更し、７月１１日まで延長するこ

とを決定した。 

措置区域（さいたま市・川口市） 措置区域外 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

・ 感染対策が徹底されていない飲食店や営業時間短縮の要請に応じていな

い飲食店等の利用自粛 

（飲食・飲酒については、お客様の命を守る取組に参加する「彩の国『新し

い生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」認証店の利用を推奨） 
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その他のお願い 

・ 飲食の際は９０分を限度とする 

 この協力要請については、７月８日に本県のまん延防止等重点措置が８月 

２２日まで延長される旨の公示を受けたことから、同日の第５９回県対策本部

会議において、８月２２日まで延長することとした。 

 その後、新規陽性者数の急速な拡大を受け、７月２９日には緊急事態措置区

域への指定を国に要請し、翌３０日には本県が緊急事態措置を実施すべき区域

に追加されたことから、同日に第６２回県対策本部会議を開催した。ここでは、

特措法第４５条第１項に基づき、感染対策が徹底されていない飲食店等や、休

業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控える

こと、飲食等については、お客様の命を守る取組に参加する「彩の国『新しい

生活様式』安心宣言飲食店＋(プラス)」認証店（以下「認証店」）を利用いた

だきたいことを要請したほか、その他のお願いとして、飲食の際は９０分を限

度とすること、会食はできるだけ同居家族以外はいつも近くにいる４人まで

（家族や介助者を除く）とすることを呼び掛けた。 

 なお、期間は８月２日から８月３１日までとしたが、その後の緊急事態宣言

の延長に伴い、９月３０日まで継続された。 

 ９月２８日には国が９月３０日での緊急事態宣言の解除を決定したことを

受け、同日に第６８回県対策本部会議を開催し、１０月１日から１０月２４日

までの段階的緩和措置として、感染対策が徹底されていない飲食店等や、休業

要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えるこ

と、飲食等については、認証店を利用いただきたいこと、飲食を主として業と

している店舗及び結婚式場において、カラオケを行う設備を提供している場合、

当該カラオケ設備の利用を自粛すること、飲食の際は１２０分を限度とするこ

と、会食はできるだけ、いつも近くにいる４人以内（同居家族及び介助者を除

く。）とすることをお願いした。 

 その後、１０月２０日の第７０回県対策本部会議では、１０月２５日以降の

お願いとして、飲食等については認証店を利用することを呼び掛けた。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

   ※文中の日付で特別に記載のないものはすべて令和４年 

 年末から年明けにかけて、極めて感染力の強いオミクロン株による市中感

染が疑われる事例が確認され、新規陽性者数も急速な増加傾向が続き、１月 

１９日には本県に対し、まん延防止等重点措置の公示がなされたことから、同

日に第７５回県対策本部会議を開催した。ここでは、県内全域を措置区域とし、

特措法第３１条の６第２項に基づき、営業時間の短縮を要請した時間以降、飲
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食店を利用しないことを要請するとともに、特措法第２４条第９項に基づき、

感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じてい

ない飲食店の利用自粛、ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける認証店

を除き、同一グループ、同一テーブルで５人以上の会食を控えることを要請し

た。 

 これらの要請については、その後のまん延防止等重点措置の延長に伴い、３

月２１日まで継続された。 

 ３月１７日には、政府による３月２１日でのまん延防止等重点措置の終了

決定を受け、第８０回県対策本部会議を開催し、３月２２日以降のお願いとし

て、飲食等については、認証店を利用することを呼び掛けた。 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

   ※文中の日付はすべて令和４年 

 ３月２２日以降、本県において緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講

じることはなかったが、オミクロン株ＢＡ.５系統を中心とする感染拡大を受

け、７月下旬に政府が新たに「ＢＡ.５対策強化宣言」を導入したことから、

８月３日に第８０回県対策本部会議を開催し、本県においても同宣言を実施

することを決定した上で、県民に対し、特措法第２４条第９項に基づき、飲食

等については、認証店を利用することを要請した。 

 この「ＢＡ.５対策強化宣言」の期間は、当初８月３１日までの予定であっ

たが、感染状況を踏まえ、８月２６日に第８２回県対策本部会議を開催し、現

在の協力要請を９月３０日まで延長することを決定した。 

 ９月２６日には第８４回県対策本部会議を開催し、９月３０日で「ＢＡ.５

対策強化宣言」を終了することを決定し、１０月１日以降のお願いとして、当

面の間、飲食等については認証店利用することを呼び掛けた。 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 令和４年１０月１日以降のお願いを継続していたが、国が令和５年４月 

２７日に感染症法第４４条の２第３項の規定に基づき、新型コロナウイルス

感染症について、同年５月７日をもって同法の「新型インフルエンザ等感染症」

と認められなくなる旨を公表し、５月８日に同法の「５類感染症」に位置づけ

ることとしたことから、５月１日に第８８回県対策本部会議を開催し、継続し

ていた協力要請等を５月７日までとすることを決定した。 
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３ 実施上の課題と対応 

特に、営業時間短縮や酒類提供制限の要請に応じていない飲食店等の利用

自粛に関しては、当該要請に応じず営業を継続する店舗が存在する以上、県民

に対してもこれを徹底させることが困難であった。 

 この点に対しては、委託業者による飲食店の見回りやその結果に基づく罰

則の適用を伴う対応を講じ、店舗に対する要請の実効性を確保することで対

応できたものと考える。 

 

４ ＩＣＴの活用 

広報媒体としてＳＮＳ（Ｔｗｉｔｔｅｒ）を活用して周知を図った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

・知事記者会見による周知 

・市町村や特措法に定める指定公共機関及び指定地方公共機関等へのメール 

による周知 

・ホームページでの周知 

 

６ 自己評価 

 感染状況や国の方針が細かく変動する中で、状況に応じた要請やお願いを

することができた点は評価に値すると考えられる。 

 一方で、飲食店等の利用制限に係る要請等は罰則等の強制力を伴わないも

のであったことから、その実効性については疑念が残った。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 国において、各都道府県が行った一連の要請等の実績を精査し、飲食店等の

利用制限に関する要請として真に効果的なものを洗い出しておくこと。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年５月８日を以て、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが
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５類感染症に変更され、特措法に基づく基本的対処方針が廃止されたことに

伴い、これまでに同方針に基づき実施していた協力要請等の措置を終了した。 
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感染防止対策 

 

１ 概要 

 本県では、県民に対して、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法（以下、「特措法」という。）に基づく協力要請

や特措法に基づかない「お願い」を行ってきた。 

 その内容は多岐に渡るが、「外出・移動制限に関すること」、「飲食店等の利

用に関すること」、「感染防止対策に関すること」、「その他」に大別し、本項で

は「感染防止対策」について記載する。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 １月２７日以降、本県では新型コロナウイルス対策会議や特措法に基づか

ない任意の対策本部の会議において、発生動向の共有や対応策の検討を実施

してきた。 

 その中で、国が３月２６日に特措法に基づく政府対策本部を設置したこと

を受け、本県においても同日、特措法に基づく埼玉県新型コロナウイルス対策

本部を設置するとともに、帰宅後の手洗いや咳エチケットを徹底することを

お願いした。 

 その後、３月２９日の知事記者会見及び４月２日の第９回新型コロナウイ

ルス対策本部会議（以下、「新型コロナウイルス対策本部会議」を「県対策本

部会議」という。）においても同様のお願いを行ったが、４月７日には政府が

本県を含む７都府県に緊急事態宣言を発出した。 

 また、４月２８日、第１３回県対策本部会議後の知事記者会見では、「ゴー

ルデンウイークにおける県民の皆様へのお願い」として、公園利用時の密の回

避、散歩や運動時のソーシャルディスタンスの確保、自宅での手洗い・咳エチ

ケット・換気の徹底をお願いした。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 ５月２５日に緊急事態宣言が解除されて以降、新規陽性者数は比較的落ち

着いた状況であったが、感染拡大防止と社会経済機能の協調のバランスをと

る必要があることから、６月１６日に第２１回県対策本部会議を開催し、夏に

向けて県民に対して熱中症にならないように屋外では適宜マスクを外すこと、
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お中元セールなどではお店内で密閉・密集・密接の「３つの密」（以下、「３密」）

を回避することをお願いした。 

 その後、新規陽性者数の増加を受け、７月８日の第２３回県対策本部会議で

は、改めて３密の回避をお願いした。 

 ８月６日の第２６回新型コロナウイルス対策本部会議後の知事記者会見で

は、お盆中の帰省に際するお願いとして、帰省の際や高齢者に会う際には、３

密の回避・手指消毒・マスクの着用・十分な換気などを徹底し、いつも以上の

感染症対策を行うようお願いした。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 １１月になり、１日当たりの新規陽性者数が過去最多を記録したことや年

末年始に向けて感染リスクが高まる恐れがあること等を踏まえ、同月１９日

には第３１回県対策本部会議を開催し、年末年始の行事等における感染防止

の呼びかけとして、３密の回避、マスクの着用、手洗い・手指消毒、換気と湿

度の確保をお願いした。 

 その後、首都圏全体で感染が拡大していることを受け、１２月２３日に第 

３５回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第９項に基づき、家庭内での

マスクの着用の励行を要請した。 

 令和３年に入ると新規陽性者数が急拡大し、１月７日には本県を含む１都

３県に対し緊急事態宣言が発令された。 

 １月２９日の第４１回県対策本部会議後の知事記者会見では、食事の際に

気を付けてほしい新たな合言葉として「静美食（せいびしょく）」（＊）を紹介

した。 

（＊）書道家の宮田天風（てんぷう）氏から提案いただいたもので、日本は古

くから礼儀を重んじる国であり、食事をする時は静かに作ってくれた人

や食材に感謝するという慣習があることから、その気持ちを改めて思い

起こし、静かに食材の味を楽しみ礼儀良く美味しく食べることを「静美

食」という言葉で言い表している。これにより、飲食をする際の感染リス

クを下げる効果が期待できるというもの。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

  ※文中の日付はすべて令和３年 

 １月７日に発令された１都３県の緊急事態宣言は２月２日に延長決定がな

され、更に３月５日には３月２１日まで延長されることが決定された。これに

伴い、同日に第４４回県対策本部会議を開催し、県民に対し、マスクの着用、

手洗い・手指消毒、換気、３密の回避や飲食の際の「マスク飲食」「黙食」「個
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食」「静美食」「ランチの時もマスク」の徹底、ソーシャルディスタンスの確保

をお願いした。 

 ３月１８日には国が２１日での緊急事態宣言の解除を決定したことから、

３月１９日に第４５回県対策本部会議を開催し、３月２２日以降の段階的緩

和措置として引き続き、マスクの着用、手洗い・手指消毒、換気、３密の回避

や飲食の際の「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」

の徹底、ソーシャルディスタンスの確保をお願いした。 

 その後、変異株による感染拡大を踏まえ、４月１５日に第４７回県対策本部

会議を開催し、まん延防止等重点措置の公示を行うよう国に要請した。 

 国は４月１６日に本県に対する「まん延防止等重点措置」の公示を行ったこ

とから、同日、第４８回県対策本部会議を開催し、まん延防止等重点措置等と

して、次のとおり県民に対する感染防止対策に関するお願いを行った。 

 なお、このお願いは、まん延防止等重点措置の延長に伴い、同措置が緊急事

態措置に切り替わる８月１日まで継続された。 

措置区域 措置区域外 

その他のお願い 

・ ソーシャルディスタンスを確保し、マスクなしでの会話を避けること。

特に平日・休日ともに混雑した場所での食事は控えること 

・ 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラン

チの時もマスク」を徹底すること 

・ マスク・手洗い・アルコール消毒・換気、３密回避を徹底すること 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

  その後、新規陽性者数の急速な拡大を受け、７月２９日には緊急事態措置区

域への指定を国に要請し、翌３０日には本県が緊急事態措置を実施すべき区

域に追加されたことから、同日に第６２回県対策本部会議を開催した。ここ

では、従前と同様に、ソーシャルディスタンスを確保しマスクなしでの会話

を避けること、特に平日・休日ともに混雑した場所での食事は控えること、飲

食の際は昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時も

マスク」を徹底すること、マスク・手洗い・アルコール消毒・換気、３密回避

を徹底することをお願いした。 

 このお願いは８月３１日までとしていたが、緊急事態宣言の延長に伴い、

９月３０日まで延長された。 

 ９月２８日に国が９月３０日での緊急事態宣言の解除を決定したことを受

け、同日に第６８回県対策本部会議を開催し、段階的緩和措置として、１０月
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２４日まで、特措法第２４条第９項に基づき、帰省や旅行・出張など都道府県

間の移動に際しては、基本的な感染防止対策を徹底するよう要請するととも

に、その他のお願いとして、３密回避・ソーシャルディスタンスの確保・マス

クの着用・手洗い手指衛生など基本的感染防止対策を徹底すること、飲食の

際は昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマス

ク」を徹底することを呼び掛けた。 

 １０月２０日には、前述の段階的緩和措置が同月２４日で終了することを

受け、第７０回県対策本部会議を開催し、１０月２５日以降のお願いとして、

３密回避・ソーシャルディスタンスの確保・マスクの着用・手洗いなどの手指

衛生等の基本的感染防止対策を徹底すること、帰省や旅行・出張など都道府

県間の移動に際しては、基本的な感染防止対策を徹底し特に大人数での会食

を控えることをお願いした。 

 その後、１１月２２日の第７２回県対策本部会議では、帰省や旅行・出張な

ど都道府県間の移動に際しては、「３つの密」の回避を含め、基本的な感染防

止対策（人と人との距離の確保・マスクの着用・手洗いなどの手指衛生）を徹

底するようお願いした。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 年末から年明けにかけて、極めて感染力の強いオミクロン株による市中感

染が疑われる事例が確認され、新規陽性者数も急速な増加傾向が続いていた

ことから、令和４年１月１７日、国に対し、まん延防止等重点措置の適用を要

請し、１月１９日に公示がなされたことから、同日に第７５回県対策本部会議

を開催し、１月２１日から２月１３日まで、県民に対するその他のお願いとし

て、同居家族以外とのホームパーティを控えることを呼び掛けた。 

 ２月１０日にはまん延防止等重点措置の延長が決定されたことから、同日

に第７７回県対策本部会議を開催し、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防

止対策として、飲食はなるべく少人数で黙食を基本とすること、会話をする際

にはマスクの着用を基本とすること、感染リスクの高い場面・場所への外出は

避けること、家庭内においても室内を定期的に換気するとともにこまめに手

洗いを行うこと、子どもの感染防止対策を徹底すること、高齢者や基礎疾患の

ある者はいつも会う人と少人数で会うことのお願いを追加した。 

 ３月１７日には、政府が３月２１日でのまん延防止等重点措置の終了決定

をしたことから、同日に第８０回県対策本部会議を開催し、３月２２日以降の

お願いとして引き続き、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策や移動

先での感染リスクの高い行動を控えることを呼び掛けた。 
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（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

   ※文中の日付はすべて令和４年  

 ３月２２日以降、本県において緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講

じることはなかったが、オミクロン株ＢＡ.５系統を中心とする感染拡大を受

け、７月下旬に政府が新たに「ＢＡ.５対策強化宣言」を導入したことから、

８月３日に第８１回県対策本部会議を開催し、本県においても同宣言を実施

することを決定した上で、県民に対し、特措法第２４条第９項に基づき、帰省

や旅行・出張など都道府県間の移動に際して「３つの密」の回避を含め、基本

的な感染防止対策（人と人との距離の確保・マスクの着用・手洗いなどの手指

衛生）を徹底しながら移動先での感染リスクの高い行動を控えることや、オミ

クロン株の特徴を踏まえた感染防止対策を要請した。 

 この「ＢＡ.５対策強化宣言」の期間は、当初８月３１日までの予定であっ

たが、感染状況を踏まえ、８月２６日に第８２回県対策本部会議を開催し、現

在の外出・移動制限に関する協力要請を９月３０日まで延長することを決定

した。 

 ９月２６日には第８４回県対策本部会議を開催し、９月３０日で「ＢＡ.５

対策強化宣言」を終了することを決定し、１０月１日以降のお願いとして、当

面の間、従前の特措法第２４条第９項に基づく要請の内容に協力するよう呼

び掛けた。 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 令和５年２月１６日には、国がマスク着用の考えを見直したことを受け、第

８６回県対策本部会議を開催し、以下のとおりマスク着用の考え方を見直した。 

「マスクの着用」の考え方について 

 

 「マスクの着用」の考え方については、令和５年２月１０日に国の新型コロナウイルス

感染症対策本部決定「マスク着用の考え方の見直し等について」及び基本的対処方針の変

更により方針が示されました。 

 本県においても、マスク着用の考え方の見直しの適用日（令和５年３月１３日）から以

下のとおりとします。 

 

○ マスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねる

ことを基本とします。なお、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又

は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。 

○ 高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な次の場

面では、マスクの着用を推奨します。 
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・医療機関受診時  

・高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への

訪問時 

・通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス（＊）に乗車する時（当面の取扱い） 

＊概ね全員の着席が可能であるもの（新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等）を除く。 

○ 新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い者が混雑した場所に行く

時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。 

○ 症状がある者、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の者、同居家族に陽性者がいる

者は、周囲の者に感染を広げないため、外出を控えてください。通院等やむを得ず外出

をする時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。 

○ 高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従

事者については、勤務中のマスクの着用を推奨します。 

○ 感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を

広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ますが、そのような場合

においても、子どものマスク着用については、健康面等への影響も懸念されており、引

き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意してください。 

 その後も令和４年１０月１日以降のお願いを継続していたが、国が令和５年

４月２７日に感染症法第４４条の２第３項の規定に基づき、新型コロナウイル

ス感染症について、同年５月７日をもって同法の「新型インフルエンザ等感染

症」と認められなくなる旨を公表し、５月８日に同法の「５類感染症」に位置

づけることとしたことから、５月１日に第８８回県対策本部会議を開催し、継

続していた協力要請等を５月７日までとすることを決定した。 

 

３ 実施上の課題と対応 

 特に、感染防止対策に関する内容については、広く正確にわかりやすく周知

を行うことが必要であったことから、１都３県や９都県市の枠組みにおいて

共同メッセージを発出することで、本県と地理的、経済的に繋がりの深い県外

の地域を含め、広範囲に効果的な周知を行った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

広報媒体としてＳＮＳ（Ｔｗｉｔｔｅｒ）を活用して周知を図った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

・知事記者会見による周知 

・市町村や特措法に定める指定公共機関及び指定地方公共機関等へのメール 

による周知 
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・ホームページでの周知 

 

６ 自己評価 

 感染状況や国の方針が細かく変動する中で、状況に応じた要請やお願いを

することができた点は評価に値すると考えられる。 

 一方で、感染防止対策に関する要請等は罰則等の強制力を伴わないもので

あったことから、その実効性については疑念が残った。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 国において、各都道府県が行った一連の要請等の実績を精査し、感染防止対

策に関する要請として真に効果的なものを洗い出しておくこと。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年５月８日を以て、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが

５類感染症に変更され、特措法に基づく基本的対処方針が廃止されたことに

伴い、これまでに同方針に基づき実施していた協力要請等の措置を終了した。 



 

379 

 

その他の要請等 

 

１ 概要 

 本県では、県民に対して、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法（以下、「特措法」という。）に基づく協力要請

や特措法に基づかない「お願い」を行ってきた。 

 その内容は多岐に渡るが、「外出・移動制限に関すること」、「飲食店等の利

用に関すること」、「感染防止対策に関すること」、「その他」に大別し、本項で

は「その他」について記載する。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 ３月２６日の知事記者会見において、県民に対して、冷静な判断で商品の買

い占めなどを控えるようお願いした。 

３月２９日の知事記者会見では、葬儀において感染が広がった例が報告さ

れたことから、県民に対し、冠婚葬祭の開催には工夫をするようお願いした。 

４月７日には政府が本県を含む７都府県に緊急事態宣言を発出したことに

伴い、第１０回新型コロナウイルス対策本部会議（以下、「新型コロナウイル

ス対策本部会議」を「県対策本部会議」という。）を開催し、県民に対して、

生活必需品などの物資の確保に冷静な対応をとるようにお願いした。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 ５月２５日の緊急事態宣言解除後、６月１６日の第２１回県対策本部会議

では、県民に対して医療関係者やその家族へのいわれなき差別をやめるよう

にお願いをした。 

 ７月に入り、都内では連日１００人を超えるなど新規陽性者数が増加する

状況の中、７月１１日に第２４回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第

９項に基づき、国の接触確認アプリ及び県のＬＩＮＥコロナお知らせシステ

ムの活用を要請した。 

 ８月６日には第２６回県対策本部会議を開催し、会議後の知事記者会見に

おいて、お盆中の帰省におけるお願いとして、新しい旅のエチケットに留意し、

オンライン帰省も検討することをお願いした。 
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（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 令和２年１１月１８日に新規陽性者数が過去最多を記録するなど、感染状

況が極めて憂慮すべき状況となったことや、年末年始に向けて感染リスクが

高まる恐れがあること等を踏まえ、翌１９日に第３１回県対策本部会議を開

催し、年末年始の行事等における感染防止の呼びかけとして、室内の換気と一

定湿度の確保や、国の接触確認アプリ及び県のＬＩＮＥコロナお知らせシス

テムの活用をお願いした。 

 また、忘年会や新年会（大人数・長時間での開催自粛等）、帰省・旅行（「新

しい旅のエチケット」に留意する等）、初詣・除夜の鐘（正月三が日にこだわ

らない分散参拝等）、成人式（会場や周辺では密を回避する等）、マラソン大会

などのスポーツ大会（着替え場所等での３密回避等）、初売り（必要に応じて

入場制限実施等）、賀詞交歓会（なるべく短時間で開催等）における感染防止

対策についてもお願いした。 

 １２月２８日には第３７回県対策本部会議後の知事記者会見において、年

末年始の過ごし方として、初詣は正月三が日にこだわらず、混雑する日を避け

た分散参拝をするようお願いした。 

 令和３年に入り感染状況の爆発的拡大に伴って、１月７日には本県を含む

１都３県に対し緊急事態宣言が発令され、特措法第４５条第１項に基づく外

出自粛等が要請されることとなったが、本項に記載すべき要請等は行われな

かった。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

 ３月２１日には緊急事態宣言が解除されたが、その後の変異株による感染

拡大を踏まえ、国が４月１６日に「まん延防止等重点措置」の公示を行ったこ

とから、同日、第４８回県対策本部会議を開催し、４月２０日から５月１１日

までのまん延防止等重点措置等を決定した。 

 その後、４月２３日に東京、大阪、京都、兵庫の４都府県に緊急事態宣言が

発令されたことや、ゴールデンウイークに際し人流を抑制する必要があるこ

となどを受け、４月２４日に第４９回県対策本部会議を開催し、路上・公園な

どにおける飲酒を控えることをお願いしたほか、ゴールデンウイーク期間等

における感染拡大防止への協力のお願いとして、同居家族以外との宅飲みの

自粛をお願いした。 
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（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

 政府が６月１７日にまん延防止等重点措置を７月１１日まで延長する公示

を行ったことから、同日に第５６回県対策本部会議を開催し、ホームパーティ

の自粛をお願いした。 

 その後、新規陽性者数の急速な拡大を受け、７月２９日には緊急事態措置区

域への指定を国に要請し、翌３０日には本県が緊急事態措置を実施すべき区

域に追加されたことから、同日に第６２回県対策本部会議を開催した。ここで

は、８月２日から８月３１日まで緊急事態措置として、特措法第４５条第１項

に基づき、路上・公園等における集団での飲酒など感染リスクが高い行動の自

粛を要請するとともに、その他のお願いとして、引き続きホームパーティの自

粛を呼び掛けた。 

 この要請等については、緊急事態宣言の延長に伴い、９月３０日まで延長さ

れることとなった。 

 ９月２８日に国が９月３０日での緊急事態宣言の解除を決定したことを受

け、同日に第６８回県対策本部会議を開催し、１０月１日から１０月２４日ま

での段階的緩和措置として、特措法第２４条第９項に基づき、路上・公園等に

おける集団での飲酒など感染リスクが高い行動の自粛をすること、テレワー

クなど柔軟な働き方を行うことを要請した。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

   ※文中の日付で特別に記載のないものはすべて令和４年 

 令和３年１１月１９日改訂の基本的対処方針では、特措法第２４条第９項

に基づき、感染不安を感じている人に対してＰＣＲ検査又は抗原検査の受検

を要請できることとされ、本県では、同年１２月２７日の第７３回県対策本部

会議において、オミクロン株に関する更なる知見が得られるまでの間として

同要請を行った。 

 年末から年明けにかけて、極めて感染力の強いオミクロン株による市中感

染が疑われる事例が確認され、新規陽性者数も急速な増加傾向が続いていた

ことから、１月１７日に国に対し、まん延防止等重点措置の適用を要請し、１

月１９日にはまん延防止等重点措置の公示を受け、同日に第７５回県対策本

部会議を開催した。ここでは、感染不安を感じる無症状者に対し検査を受ける

ことを特措法第２４条第９項に基づき要請するとともに、その他のお願いと

して同居家族以外とのホームパーティを控えるよう呼び掛けた。 

 なお、この要請等についてはまん延防止等重点措置の延長に合わせて３月 

２１日まで継続された。 
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３月１７日に、政府が３月２１日でのまん延防止等重点措置の終了を決定

したことを受け、同日に第８０回県対策本部会議を開催し、３月２２日以降の

協力要請等として、引き続き、感染不安を感じる無症状者に対しＰＣＲ検査又

は抗原検査を受けることを特措法第２４条第９項に基づき要請した。 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

  ※文中の日付はすべて令和４年  

 ３月２２日以降、本県において緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講

じることはなかったが、オミクロン株ＢＡ.５系統を中心とする感染拡大を受

け、７月下旬に政府が新たに「ＢＡ.５対策強化宣言」を導入したことから、

８月３日に第８１回県対策本部会議を開催し、本県においても８月４日から

８月３１日まで同宣言を実施することを決定した。ここでは引き続き、感染不

安を感じる無症状者に対して検査を受けることを特措法第２４条第９項に基

づき要請するとともに、その他のお願いとして重症化リスクの低い方の抗原

定性検査キット送付事業や自己検査後のオンライン診断など積極的な活用、

医療従事者に対する心ない言動を控えることなどを呼び掛けた。 

 この宣言については、８月２６日に開催した第８２回県対策本部会議にお

いて、９月３０日まで延長された。 

 ９月２６日には第８４回県対策本部会議を開催し、９月３０日で「ＢＡ.５

対策強化宣言」を終了することを決定するとともに、１０月１日以降について

も、従前の特措法第２４条第９項に基づく要請とその他のお願いを当面の間

継続することとした。 

また、感染症法第４４条の３第２項に基づく協力要請として、陽性者自身に

よる陽性者登録及び健康観察をお願いしたほか、療養期間後の感染予防行動

の徹底を呼び掛けた。 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 令和５年３月３日には第８７回県対策本部会議を開催し、継続していた感

染不安を感じる無症状者に対する検査受検の要請について、その期間を令和

５年３月３１日までとすることを決定した。 

 国は令和５年４月２７日、感染症法第４４条の２第３項の規定に基づき、新

型コロナウイルス感染症について、同年５月７日をもって同法の「新型インフ

ルエンザ等感染症」と認められなくなる旨を公表し、令和５年５月８日に同法

の「５類感染症」に位置づけることとしたことから、５月１日に第８８回県対

策本部会議を開催し、継続していた協力要請等を同年５月７日までとするこ

とを決定した。 
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３ 実施上の課題と対応 

 大型連休やお盆、年末年始等の期間は人流の活発化に伴い、感染拡大に繋が

る可能性があったことから、通常の要請等とは別に、季節毎のイベントや行事

等を特定した上で県民に対する具体的な呼び掛けを行った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

広報媒体としてＳＮＳ（Ｔｗｉｔｔｅｒ）を活用して周知を図った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

・知事記者会見による周知 

・市町村や特措法に定める指定公共機関及び指定地方公共機関等へのメール 

による周知 

・ホームページでの周知 

 

６ 自己評価 

 感染状況や国の方針が細かく変動する中で、状況に応じた要請やお願いを

することができた点は評価に値すると考えられる。 

 また、国が言及していない項目や領域に関して、本県の対策本部長や知事と

して、臨機応変に県民に対する呼び掛けができたものと考える。 

 一方で、いずれの要請等についても罰則等の強制力を伴わないものであっ

たことから、その実効性を担保することが難しかった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 国において、各都道府県が行った一連の要請等の実績を精査し、外出・移動

制限、飲食店等の利用制限、感染防止対策のいずれにも該当しない項目に関す

る要請の中から、特に効果的なものを洗い出しておくこと。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 

９ 事業費・財源 

なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年５月８日を以て、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが
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５類感染症に変更され、特措法に基づく基本的対処方針が廃止されたことに

伴い、これまでに同方針に基づき実施していた協力要請等の措置を終了した。 



 

（２）事業者への協力要請 
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事業者への協力要請（総論） 

 

１ 概要 

 本県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等

対策特別措置法（以下、「特措法」）に基づく要請や特措法に基づかない「お願

い」により、事業者に対して協力要請を行ってきた。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 １月２７日以降、本県では新型コロナウイルス対策会議や特措法に基づか

ない任意の対策本部の会議において、発生動向の共有や対応策の検討を実施

してきた。 

 その中で、国が３月２６日に特措法に基づく政府対策本部を設置したこと

を受け、本県においても同日、特措法に基づく埼玉県新型コロナウイルス対策

本部（以下、「県対策本部」）を設置した。 

 ３月２９日の知事記者会見では、事業者に対して、時差出勤や在宅勤務を進

めるようお願いした。４月７日には政府が本県を含む７都府県に緊急事態宣

言を発出したことに伴い、第１０回県対策本部会議を開催し、事業者に対して

特措法第２４条第９項に基づき、５０名以上のイベントや集会又は５０名未

満であっても感染防止対策が徹底できない集会や事業を控えるように要請し

た。併せて、その他のお願いとして、生活必需品などの物資の確保について県

民が安心して購入できる環境を整えるよう呼びかけた。 

 ４月１０日に、同日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長

事務連絡において、特措法施行令第１１条第１項に掲げる施設に限り、同法第

２４条第９項に基づく施設使用停止等の協力要請が可能との考えが示された

ことから、本県においても、以下の施設を管理する事業者又は当該施設を使用

するイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくはイベントの開催停止の

協力を要請した。 

【特措法施行令第１１条第１項に掲げる施設】 

 第１号 学校（第３号に掲げるものを除く。） 

 第３号 大学、専修学校、各種学校その他これらに類する教育施設 

（１０００㎡超に限る。） 

第４号 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

第５号 集会場又は公会堂 
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第６号 展示場 

第８号 ホテル又は旅館（１０００㎡超、集会の用に供する部分に限る。） 

第９号 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又 

は遊技場 

第１０号 博物館、美術館又は図書館（１０００㎡超に限る。） 

第１１号 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他遊興施設 

第１３号 自動車教習所、学習塾その他学習支援業を営む施設（１０００ 

㎡超に限る。） 

 また、同様に特措法第２４条第９項に基づき、同法施行令第１１条第１項第

２号に掲げる保育所・介護老人保健施設等に対し、適切な感染症防止対策を講

じた上で事業の継続を縮小しつつ、必要な保育等を確保するよう要請した。 

 ４月１６日の第１１回県対策本部会議では知事発言において、酒類提供時

間の制限を要請している東京都からの人の流入を防止するため、飲食店に対

して４月１７日から酒類提供を午後７時までとすること、保育所、放課後児童

クラブに対し、感染拡大傾向にある市町村では可能な場合は休園・休所も含め、

保育等の提供の更なる縮小の検討すること、事業者に対し、出勤している人の

７割削減に向けてテレワークを拡大することをお願いした。 

 ５月１日に開催した第１４回県対策本部会議後の知事記者会見では、１都

３県の共同キャンペーン「いのちを守るＳＴＡＹ ＨＯＭＥ週間」として、事

業者に対し、連続休暇やテレワークの推進による通勤抑制をお願いした。 

 ５月４日に政府対策本部は緊急事態宣言の延長を決定したことを受け、同

日に第１５回県対策本部会議を開催し、各事業者に対する特措法第２４条第

９項に基づく要請を継続するとともに、その他のお願いであった飲食店等で

の酒類提供時間を午後７時までとすることについて、特措法第２４条第９項

に基づく要請とした。  

 ５月２５日に、政府対策本部により緊急事態宣言が解除されたことに伴い、

同日に第１８回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第９項に基づく施

設の使用停止要請について、以下の施設は対象外とすることとした。 

 第１号 学校等：自動車学校、学習塾その他これらに類する学習支援業を

営む施設 等 

 第４号 劇場等：劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示

場 等 

 第９号 遊技場等：マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊

技場 等 

 第１０号 展示施設等：図書館（予約貸出を除く） 等 

 第１１号 遊興施設等：ネットカフェ★、漫画喫茶★、カラオケボックス★、
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射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 

※ 下線は延べ床面積の合計が１０００平方メートルを超えるものに限

る。 

★ 個室をオフィス用としてテレワークに活用する場合に限る。 

 また、飲食店等での酒類提供時間の制限については、午後１０時までとする

こととした。 

 ５月２８日には第１９回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第９項

に基づく施設の使用停止要請を更に一部解除することとした。一方、以下の施

設については、引き続き、使用停止要請を継続することとした。 

 第９号 運動施設等：スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオなど 

 第１１号 遊興施設等：カラオケボックス★など、接待を伴う飲食業、 

            性風俗店、デリヘル、ライブハウスなど 

★ 個室をオフィス用としてテレワークに活用しない場合 

 その後、６月４日に第２０回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第９

項に基づく施設の使用停止要請を更に一部解除することとし、以下の施設に

ついては、引き続き、使用停止要請を継続することとした。 

 第１１号 遊興施設等：接待を伴う飲食業、性風俗店、デリヘル、ライブ

ハウスなど 

  

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

 ６月１６日には陽性者数が比較的落ち着いた状況を受け、第２１回県対策

本部会議を開催し、施設の使用停止要請及び酒類提供時間の制限に関する協

力要請の解除を決定した。 

 ７月に入り、都内では連日１００人を超える新規陽性者が確認されたこと

などを受け、７月６日に第２２回県対策本部会議を開催し、事業者に対し、「彩

の国『新しい生活様式』評議会」（５月に設置）において策定した彩の国「新

しい生活様式」安心宣言及び業界のガイドラインを活用し、感染症対策を徹底

するようお願いした。更に、その後の感染状況悪化に伴い、７月８日の第２３

回県対策本部会議において、彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業界のガ

イドラインを活用した感染症対策の徹底について、特措法第２４条第９項に

基づく要請を行った。 

 さらに、７月１１日の第２４回県対策本部会議において、以下のとおり一段

強い協力要請を行った。 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

 ・彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業界のガイドラインを活用し、感
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染症対策を徹底 

 ・テレワーク、時差出勤のさらなる推進 

 ・キャバクラ店やホストクラブなど接待を伴う飲食店のうち、業界ガイド 

ラインに従った感染症対策が徹底されていない施設の使用停止（７月 

１３日午前０時から） 

 ・国及び県の接触確認アプリの導入促進 

その他のお願い 

 ・彩の国「新しい生活様式」安心宣言の早期策定 

 ・クラスター発生時における施設の従業員、利用者のＰＣＲ検査受検 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 令和２年１１月１８日に新規陽性者数が過去最多を記録するなど、感染状況

が極めて憂慮すべき状況となったことや、年末年始に向けて感染リスクが高ま

る恐れがあること等を踏まえ、翌１９日に第３１回県対策本部会議を開催し、

年末年始の行事等における感染防止の呼びかけとして、各企業に対し従業員の

休暇分散取得への協力、初売りでの必要に応じた入場制限やネット販売利用、

賀詞交歓会などで会場が密にならないように等の感染防止対策をお願いした。 

 １１月２４日には第３２回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第９項

に基づき、１１月２６日から業界ガイドラインに従った感染症対策が徹底され

ていない飲食店について施設の使用停止を要請した。 

 その後、県内の新規陽性者数は高い水準で推移したことから、１２月１日に

第３３回県対策本部会議を開催し、特措法第２４条第９項に基づき、以下の協

力要請を行った。 

【内容】営業時間の短縮 

【期間】１２月４日（金）午前０時から１７日（木）午後１２時まで 

【対象】さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲食店」

及び「カラオケ店」  

【営業時間】午前５時から午後１０時まで 

 

 １２月１１日に過去最多の新規陽性者数を記録した状況等を踏まえ、１２

月１５日に第３４回県対策本部会議を開催し、営業時間短縮の要請期間を 

１２月２７日まで延長するとともに、特措法第２４条第９項に基づき、以下に

ついて改めて強く要請した。 

・彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業界のガイドラインを活用し、

感染症対策を徹底すること 

・業界ガイドラインに従った感染症対策が徹底されていない飲食店につい
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て施設の使用を停止すること 

・テレワーク、時差出勤のさらなる推進を図ること 

・国及び県の接触確認アプリの活用・導入を促進すること 

 

 １２月２３日には第３５回県対策本部会議を開催し、営業時間短縮の要請

期間を令和３年１月１１日まで延長するとともに、特措法第２４条第９項に

基づき、以下の項目を要請した。 

・事業者によるテレワーク、時差出勤、休日分散の推進 

・店舗が混雑しないよう入場制限の徹底 

・観客が発声するイベントの中止 

 

 さらに１２月２８日には第３７回県対策本部会議を開催し、年末年始の感

染防止対策として、事業者に対して特措法第２４条第９項に基づき、店舗が混

雑しないよう入場制限を徹底すること及び観客が発声するイベントの中止を

要請した。 

 年明けには緊急事態宣言の発令が見込まれる中、先んじて首都圏における

人の流れを抑え、人と人との接触の機会を減少させるため、一歩踏み込んだ感

染症防止対策を行うこととし、令和３年１月４日に第３８回県対策本部会議

を開催し、特措法第２４条第９項に基づき、以下の要請を行った。 

○ 営業時間の短縮等 

・令和３年１月８日から１月１１日まで 

【対象】さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲食

店」及び「カラオケ店」 

【内容】営業時間：  午前５時から午後８時まで 

    酒類提供時間：午前５時から午後７時まで 

・令和３年１月１２日から１月３１日まで 

【対象】県内の飲食店（カラオケ店、バー等を含む） 

【内容】営業時間：  午前５時から午後８時まで 

    酒類提供時間：午前５時から午後７時まで 

○ その他の要請 

・令和３年１月８日から１月３１日まで 

【内容】・テレワークの徹底（目標値：県内企業の５０％） 

・在宅勤務・時差出勤の徹底 

・職場・寮における感染防止策の徹底 

・従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ  

・全てのイルミネーションの早めの消灯 
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 その後１月７日に、国が本県を含む１都３県に対し緊急事態宣言を発令し

たことを受け、同日に第３９回県対策本部会議を開催し、以下のとおり要請等

を行った。 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 施設の使用停止等の要請 

（１）飲食店の営業時間の短縮要請等 

・令和３年１月８日から１月１１日まで 

【対象】さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲

食店」及び「カラオケ店」 

【内容】営業時間：  午前５時から午後８時まで 

   酒類提供時間：午前１１時から午後７時まで 

     ※宅配・テイクアウトサービスを除く 

・令和３年１月１２日から２月７日まで 

【対象】飲 食 店：飲食店（居酒屋を含む。）、喫茶店等 

         ※宅配・テイクアウトサービスを除く 

    遊興施設等：バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店

営業許可を受けている店舗 

        ※ネットカフェ、漫画喫茶を除く（感染防止対策の

徹底を要請） 

【内容】営業時間：  午前５時から午後８時まで 

    酒類提供時間：午前１１時から午後７時まで 

（２）その他の事業者への要請 

・テレワークの徹底（目標値：出勤者数を７割削減） 

・在宅勤務・時差出勤の徹底 

・職場・寮における感染防止策の徹底 

・従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ 

・全てのイルミネーションの早めの消灯 

その他のお願い 

○ 施設の営業時間短縮等の働きかけ（その他のお願い） 

 遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第２４

条第９項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）、劇場、観覧場、映画

館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、物品販売業を営む店舗 

（１，０００㎡超）、ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）、

運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館、サービス業を営む店

舗（１，０００㎡超）には、できる限り営業時間を午後８時まで、酒類の
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提供を午後７時までとしていただくようお願いする。（令和３年１月 

１２日から） 

 

 令和３年２月２日に、国が緊急事態宣言を同年３月７日まで延長すること

を決定したことを受け、２月４日に第４２回県対策本部会議を開催し、緊急事

態措置等に基づく要請等を継続するとともに、特措法第２４条第９項に基づ

き、彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業種別ガイドラインを使用・遵守

し、感染症対策を徹底することと、事業の継続や時差出勤に必要な場合を除き、

午後８時以降の勤務を抑制することを要請し、施設の営業時間短縮等につい

て、以下のとおりその他のお願いで呼び掛けた。 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等  

 劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテ

ル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）、運動施設又は遊技場及び

博物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後８時まで、

酒類の提供を午前１１時から午後７時までとするとともに、人数上限  

５，０００人、かつ、収容率要件５０％以下としていただくようお願い

する。  

○ 営業時間の短縮  

 遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第 

２４条第９項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）、物品販売業を

営む店舗（１，０００㎡超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、

再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として

厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。）、サービス業を営む店舗 

（１，０００㎡超。生活必需サービスを除く。）にはできる限り営業時間

を午後８時まで、酒類の提供を午前１１時から午後７時までとしていた

だくようお願いする。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

 ３月７日までとなっていた緊急事態宣言については、国が３月５日に同 

２１日まで延長することを決定したことを受け、同日に第４４回県対策本部

会議を開催し、緊急事態措置等について同様に延長することとした（全てのイ

ルミネーションの早めの消灯を除く）。 

 ３月１８日には国が３月２１日で緊急事態宣言の解除を決定したことを受

け、翌１９日に第４５回県対策本部会議を開催し、３月２２日から３月３１日

までの段階的緩和措置として、以下のとおり要請等を行った。 
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 なお、この要請等は３月２４日の第４６回県対策本部会議において、４月 

２１日まで延長をした。 

特措法第２４条第９項による要請 

○ 飲食店の営業時間の短縮等 

【期間】３月２２日から３月３１日まで 

【対象】飲 食 店：飲食店（居酒屋を含む。）、喫茶店等 

         ※宅配・テイクアウトサービスを除く 

    遊興施設等：バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営

業許可を受けている店舗 

         ※ネットカフェ、漫画喫茶を除く（感染防止対策の徹

底を要請） 

【内容】営業時間：  午後９時まで 

    酒類提供時間：午前１１時から午後８時まで 

          ※宅配・テイクアウトサービスを除く 

○ 感染症対策の徹底 

 彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業種別ガイドラインを使用・遵

守し、感染症対策を徹底 

その他のお願い 

○ 職場等における対策 

・テレワークの徹底（目標値：出勤者数を７割削減） 

・在宅勤務・時差出勤の徹底 

・職場・寮における感染防止策の徹底 

・従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ 

○ 飲食店等における対策 

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラ

ンチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等 

・劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル

又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）、運動施設又は遊技場及び博

物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後９時まで、酒

類の提供を午前１１時から午後８時までとするとともに、人数上限と収

容率は国が示す目安を上限とする。 

・遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第２４

条第９項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）、物品販売業を営む

店舗（１，０００㎡超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生

医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生
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労働大臣が定めるものの売場を除く。）、サービス業を営む店舗 

（１，０００㎡超。生活必需サービスを除く。）にはできる限り営業時間

を午後９時まで、酒類の提供を午前１１時から午後８時までとする。 

 

 緊急事態宣言の解除後、新規陽性者数が徐々に増加していく中、国が４月 

１６日に本県に対しても「まん延防止等重点措置」の公示を行ったことから、

同日、第４８回県対策本部会議を開催し、４月２０日から５月１１日までのま

ん延防止等重点措置等を決定し、以下のとおり、事業者に対する要請等を行っ

た。 

措置区域（さいたま市・川口市） 

特措法第３１条の６第１項に基づく要請 

○ 施設の使用制限等 

（１）飲食店の営業時間の短縮等 

【期間】４月２０日から５月１１日まで 

【対象】飲 食 店：飲食店（居酒屋を含む。）、喫茶店等（宅配・テイクア

ウトサービスを除く。） 

    遊興施設等：バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けてい

る店舗 

    ※ネットカフェ、漫画喫茶を除く（感染防止対策の徹底を要請） 

【内容】営業時間   午前 ５時から午後８時まで 

    酒類提供時間 午前１１時から午後７時まで 

【その他の要請事項】 

・特措法施行令第５条の５各号に規定される措置（従業員への検査勧

奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症状者の入場禁

止、手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等

の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止（す

でに入場している者の退場も含む）など） 

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の

設置又は座席の間隔の確保、換気の徹底など 

・手指消毒の呼びかけ 

措置区域以外 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 施設の使用制限等 

（１）飲食店の営業時間の短縮等 

【期間】４月２０日から５月１９日まで 

【対象】飲 食 店：飲食店（居酒屋を含む。）、喫茶店等（宅配・テイク
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アウトサービスを除く。） 

    遊興施設等：バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けてい

る店舗 

    ※ネットカフェ、漫画喫茶を除く（感染防止対策の徹底を要請） 

【内容】営業時間   午前 ５時から午後９時まで 

    酒類提供時間 午前１１時から午後８時まで 

その他のお願い 

・従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有

症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、入場者へマ

スクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入

場禁止（すでに入場している者の退場も含む）など 

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置

又は座席の間隔の確保、換気の徹底など） 

・手指消毒の呼びかけ 

措置区域・措置区域外共通 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 感染症対策の徹底 

・彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業種別ガイドラインの使用・遵守 

※ガイドライン遵守の是非について、飲食店に対して実地で確認を行い、

個別に要請を行うこともある。 

・飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供

している場合、当該カラオケ設備の利用自粛 

その他のお願い 

○ 飲食店等における対策 

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラ

ンチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 

○ 職場等における対策 

・テレワークの徹底（目標値：出勤者数を７割削減） 

・在宅勤務・時差出勤の徹底、自転車通勤の推奨 

・出勤が必要となる職場におけるローテーション勤務等の徹底 

・職場・寮における感染防止策の徹底 

・従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ 

措置区域（さいたま市・川口市） 

その他のお願い 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等 

・劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル
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又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）、運動施設又は遊技場及び博

物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後８時まで、酒

類の提供を午前１１時から午後７時までとするとともに、人数要件及び

収容率等を催物（イベント等）の開催制限と同じとする。 

・遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第３１

条の６第１項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）、物品販売業を

営む店舗（１，０００㎡超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、

再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚

生労働大臣が定めるものの売場を除く。）、サービス業を営む店舗 

（１，０００㎡超。生活必需サービスを除く。）にはできる限り営業時間

を午後８時まで、酒類の提供を午前１１時から午後７時までとする。 

・業種ごとのガイドライン及び施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様

式』安心宣言」の厳守、入場整理を徹底すること。 

措置区域以外 

その他のお願い 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等 

・劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル

又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）、運動施設又は遊技場及び博

物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後９時まで、酒

類の提供を午前１１時から午後８時までとするとともに、人数要件及び

収容率等を催物（イベント等）の開催制限と同じとする。 

・遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第２４

条第９項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）、物品販売業を営む

店舗（１，０００㎡超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生

医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労

働大臣が定めるものの売場を除く。）、サービス業を営む店舗 

（１，０００㎡超。生活必需サービスを除く。）にはできる限り営業時間

を午後９時まで、酒類の提供を午前１１時から午後８時までとする。 

・業種ごとのガイドライン及び施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様

式』安心宣言」の厳守、入場整理を徹底すること。 

 

 その後、４月２３日に東京、大阪、京都、兵庫の４都府県に緊急事態宣言が

発令されたことや、ゴールデンウイークに際し人流を抑制する必要があるこ

となどを受け、４月２４日に第４９回県対策本部会議を開催し、県内の措置区

域を拡大するとともに、以下のとおり一部の要請等について変更を行った。 
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ア 飲食店に対して 

措置区域（＊） 

特措法第３１条の６第１項に基づく要請 

○ 施設の使用制限等 

・飲食店の営業時間の短縮等 

【期間】４月２８日から５月１１日まで 

【内容】酒類提供時間 終日、提供を自粛 

○ 飲食を主として業としている店舗においてカラオケを行う設備を提供し

ている場合、当該カラオケ設備の使用自粛 

＊措置区域は、さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、

戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、及び三芳町 

措置区域以外 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 施設の使用制限等 

（１）飲食店の営業時間の短縮等 

・４月２８日から５月１１日まで 

【内容】酒類提供時間 終日、提供を自粛 

 ※ただし、一人飲み、同居家族（介助者を除く）だけのグループを除く 

・５月１２日から５月１９日（水）まで 

【内容】営業時間   午前５時から午後９時まで 

    酒類提供時間 午前１１時から午後８時まで 

イ 事業者に対して 

措置区域・措置区域外共通 

その他のお願い 

○ 人流抑制 

 ・屋外照明（防犯対策上、必要なもの等を除く）の夜間消灯等の推奨 

ウ 劇場等、遊興施設等（飲食店以外の特措法施行令第１１条第１項に規定す

る施設等）に対して 

措置区域（＊） 

その他のお願い 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等 

・劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又

は旅館（集会の用に供する部分に限る。）、運動施設又は遊技場及び博物館、

美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後８時まで、酒類の提供
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を終日、自粛するとともに、人数要件及び収容率等を催物（イベント等）

の開催制限と同じとする。 

・遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第３１条

の６第１項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）、物品販売業を営む

店舗（１，０００㎡超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医

療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大

臣が定めるものの売場を除く。）、サービス業を営む店舗（１，０００㎡超。

生活必需サービスを除く。）にはできる限り営業時間を午後８時まで、酒類

の提供を終日、自粛する。 

措置区域以外 

その他のお願い 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等 

・劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又

は旅館（集会の用に供する部分に限る。）、運動施設又は遊技場及び博物館、

美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後９時まで、酒類の提供

を終日（ただし、５／１２以降は午後８時まで）、自粛するとともに、人数

要件及び収容率等を催物（イベント等）の開催制限と同じとする。 

・遊興施設（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第２４条

第９項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）、物品販売業を営む店舗

（１，０００㎡超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等

製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣

が定めるものの売場を除く。）、サービス業を営む店舗（１，０００㎡超。

生活必需サービスを除く。）にはできる限り営業時間を午後９時まで、酒類

の提供を終日（ただし、５／１２以降は午後８時まで）自粛する。 

エ 交通事業者に対して 

措置区域 

その他の要請 

・５月１１日までの間において、平日の終電の繰り上げ、週末休日におけ

る減便等や主要ターミナルにおける検温等、必要な感染防止対策を要請 

オ ゴールデンウイーク期間等における感染拡大防止への協力のお願い 

 ＜移動・往来、帰省＞ 

措置区域・措置区域外共通 

その他のお願い 

・テレワークの推進、学校でのオンライン授業の活用準備を促進 
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 ＜大規模小売店、商業施設＞ 

措置区域・措置区域外共通 

その他のお願い 

・催物・バーゲンセール等の延期・自粛 

・入場整理（規制入退場、動線管理、雑踏警備等）を強化し、密集回避・感

染防止対策の徹底 

 また、営業時間の短縮等や業種別ガイドラインの遵守を徹底するための対策

として、５月４日から５月１２日の９日間については、まん延防止等重点措置区

域内の飲食店等のうち、協力金の申請を行っていない店舗を対象として、業者委

託による見回り調査を実施し、延べ８，２２８店舗を確認した。 

 政府は５月７日に、まん延防止等重点措置を５月３１日まで延長する公示を

行ったので、翌８日に第５１回県対策本部会議を開催し、これまで実施してきた

事業者への要請等の一部を以下のとおり変更した。 

 

ア 劇場等、遊興施設等（飲食店以外の特措法施行令第１１条第１項に規定す

る施設等）に対して 

措置区域（措置地域は前回から変更なし） 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等（床面積１，０００㎡超） 

（１）劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号）・集会場又は公会堂等（第

５号）・展示場等（第６号）・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分

に限る）（第８号）・運動施設又は遊技場等（第９号）・博物館又は美術

館等（第１０号） 

【内容】・営業時間を午後８時まで（イベント開催の場合は午後９時まで） 

    ・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

    ・人数要件及び収容率等を「催物（イベント等）」の開催制限と同じ 

とする。 

（２）物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再

生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚

生労働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号） 

【内容】・営業時間を午後８時まで 

    ・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

    ・入場整理を徹底すること（繁忙期の１／２程度の人数を目安とす 

ること） 

（３）遊興施設等（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第 

３１条の６第１項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）（第９号又

は第１１号）・サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第
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１２号） 

【内容】・営業時間を午後８時まで 

    ・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

○ 感染防止対策の徹底、利用者への周知 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた彩の国「新しい生活様式」安心宣

言の使用・遵守の徹底、入場整理を徹底すること 

・入場整理についてホームぺージ等を通じて広く周知すること 

その他のお願い 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等（床面積１，０００㎡以下） 

（１）劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号）・集会場又は公会堂等（第

５号）・展示場等（第６号）・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分

に限る）（第８号）・運動施設又は遊技場等（第９号）・博物館又は美術

館等（第１０号） 

【内容】・営業時間を午後８時まで（イベント開催の場合は午後９時まで） 

    ・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

   ・人数要件及び収容率等を（５）催物（イベント等）の開催制限と 

同じとする。 

（２）物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再

生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚

生労働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号）・遊興施設等（食品

衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第３１条の６第１項

で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）（第９号又は第１１号）・ 

サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第１２号） 

【内容】・営業時間を午後８時まで 

    ・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

○ カラオケ設備の使用自粛 

 ・カラオケを行う設備を提供している場合、当該カラオケ設備の使用自粛 

措置区域外 

その他のお願い 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等（床面積１，０００㎡超） 

（１）劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号）・集会場又は公会堂等（第

５号）・展示場等（第６号）・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分

に限る）（第８号）・運動施設又は遊技場等（第９号）・博物館又は美術

館等（第１０号） 

【内容】・営業時間を午後９時まで 

    ・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

    ・人数要件及び収容率等を（５）催物（イベント等）の開催制限と

同じとする。 
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（２）物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、

再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として

厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号） 

【内容】・営業時間を午後９時まで 

・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

・入場整理を徹底すること（繁忙期の１／２程度の人数を目安とす

ること） 

（３）遊興施設等（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第

３１条の６第１項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。）（第９号又

は第１１号）・サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第

１２号） 

【内容】・営業時間を午後９時まで 

    ・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

○ 感染防止対策の徹底、利用者への周知 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた彩の国「新しい生活様式」安心宣

言の使用・遵守の徹底、入場整理を徹底すること 

・入場整理についてホームぺージ等を通じて広く周知すること 

○ 営業時間の短縮及び人数上限等（床面積１，０００㎡以下） 

（１）劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号）・集会場又は公会堂等（第

５号）・展示場等（第６号）・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分

に限る）（第８号）・運動施設又は遊技場等（第９号）・博物館又は美術

館等（第１０号） 

【内容】・営業時間を午後９時まで 

・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

・人数要件及び収容率等を「催物（イベント等）」の開催制限と同じ

とする 

（２）物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再

生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚

生労働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号・遊興施設等（食品衛

生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第３１条の６第１項で

営業時間の短縮を要請する施設を除く。）（第９号又は第１１号）・サー

ビス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第１２号） 

【内容】・営業時間を午後９時まで 

・酒類の提供を終日、自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

○ カラオケ設備の使用自粛 

・カラオケを行う設備を提供している場合、当該カラオケ設備の使用自粛 
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イ 事業者に対して 

措置区域・措置区域外共通 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ クラスターの発生が複数確認されている業界への取組要請 

・業務遂行上や業務に関連して密になる場面や、多くの人が出入りし接触

するような場面で感染拡大が懸念される作業所や事務所、寮などに対

し、感染防止対策の徹底を図ること。 

・サークル活動など集団活動を通じて学生や外国人コミュニティにおける

クラスターが発生していることに鑑み、それらの者を従業員やアルバイ

ト等として雇用している業界においては、特に留意すること 

ウ 交通事業者に対して 

措置区域 

その他の要請 

・終電の繰上げや主要ターミナルにおける検温の実施等、必要な感染防止

対策を依頼 

 

 その後、政府が５月２８日にまん延防止等重点措置を６月２０日まで延長

する公示を行ったため、同日に第５４回県対策本部会議を開催し、協力要請を

６月２０日まで延長を決定した。ただし、事業者への要請等については、映画

館の営業時間の短縮要請を午後８時までから午後９時までに緩和した。 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

 政府は６月１７日にまん延防止等重点措置を７月１１日まで延長する公示

を行ったことから、同日に第５６回県対策本部会議を開催し、これまで実施し

てきた事業者への要請等の一部について、以下のとおり変更した。 

 なお、措置区域はさいたま市及び川口市のみに変更した。 

 

 ア 飲食店に対して 

  酒類提供に関する規制を緩和し、県の認証を受けることで、所定の時間ま 

で酒類提供を可能とする内容に変更した。 

措置区域（さいたま市、川口市） 

特措法第３１条の６第１項に基づく要請 

○ 飲食店の営業時間の短縮等 

【酒類の提供】午前１１時から午後７時まで 

       ただし、次の条件を遵守すること 

・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の認証 
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 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」について、県

の認証を受けること（特に、基本４項目、①アクリル板等の設置又は座席

間隔の確保、②手指消毒の徹底、③マスク着用の推奨、④換気の徹底 を

遵守） 

・酒類提供の人数上限 

 １人、又は同居家族（介助者を含む）のみのグループに限る。 

措置区域以外 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 飲食店の営業時間の短縮等 

【酒類の提供】午前１１時から午後８時まで 

       ただし、次の条件を遵守すること 

・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の認証 

 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」について、県

の認証を受けること（特に、基本４項目、①アクリル板等の設置又は座席

間隔の確保、②手指消毒の徹底、③マスク着用の推奨、④換気の徹底 を

遵守） 

・酒類提供の人数上限 

 ４人以下、又は同居家族（介助者を含む）のみのグループに限る。 

措置区域・措置区域外共通 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 長時間の会食自粛 

・長時間（９０分超）の会食を避け、４人以下又は同居家族（介助者を含

む）のみのグループに限るよう要請すること 

イ 劇場等、遊興施設等（飲食店以外の特措法施行令第１１条第１項に規定す

る施設等）に対して 

措置区域（さいたま市、川口市） 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

【酒類の提供】 午後７時まで 

 ただし、業種別ガイドライン・基本４項目など、業態に応じ

た感染防止対策を遵守することを条件とする 

措置区域以外 

その他のお願い 

【酒類の提供】 午後８時まで 

 ただし、業種別ガイドライン・基本４項目など、業態に応じ

た感染防止対策を遵守することを条件とする 
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  政府は７月８日、まん延防止等重点措置を８月２２日まで延長する公示を

行ったことから、同日に第５９回県対策本部会議を開催し、これまで実施して

きた事業者への要請等の一部について、以下のとおり変更を行った。 

 

ア 飲食店に対して 

 酒類提供の制限に関する要請を変更した。具体的には、酒類提供は原則と

して終日自粛とした上で、次の条件を満たす場合には提供可としたもの。 

措置区域（さいたま市、川口市） 

特措法第３１条の６第１項に基づく要請 

○ 飲食店の営業時間の短縮等 

【酒類の提供】 終日、提供を自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

 ただし、次の条件を満たす場合は、午前１１時から午後７時

まで提供可 

・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の認証  

措置区域以外 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 飲食店の営業時間の短縮等 

【酒類の提供】 終日、提供を自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

 ただし、次の条件を満たす場合は、午前１１時から午後８時

まで提供可 

・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の認証  

イ 劇場等、遊興施設等（飲食店以外の特措法施行令第１１条第１項に規定す

る施設等）に対して 

  飲食店等に対する要請と同様に酒類提供に関する規制を変更した。 

措置区域（さいたま市、川口市） 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

【酒類の提供】 終日、提供を自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

 ただし、業種別ガイドライン・基本４項目など、業態に応じ

た感染防止対策を遵守する場合は、午後７時まで提供可 

措置区域以外 

その他のお願い 

【酒類の提供】 終日、提供を自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

 ただし、業種別ガイドライン・基本４項目など、業態に応じ

た感染防止対策を遵守する場合は、午後８時まで提供可 
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ウ 事業者に対して 

  新たに以下のお願いを呼び掛けた。 

その他のお願い 

 ・可能な限り、県境を越えて業務を行わせないこと 

 

 ７月１６日には、本県の感染状況を踏まえ第６０回県対策本部会議を開催し、

措置区域に川越市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞

市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、鶴ヶ島市、ふじみ

野市、伊奈町、三芳町を追加した。 

 その後、新規陽性者数の急速な拡大を受け、７月２９日には緊急事態措置区

域への指定を国に要請し、翌３０日には本県が緊急事態措置を実施すべき区域

に追加されたことから、同日に第６２回県対策本部会議を開催し、以下のとお

り、事業者等に対する要請等を行った。 

 

ア 飲食店に対して 

特措法第４５条第２項に基づく要請 

○ 対象施設（括弧内は特措法施行令（以下「令」）第１１条第１項該当号。

以下同じ） 

・飲食店（第１４号）：飲食店（居酒屋を含む。）、喫茶店等（宅配・テイク

アウトサービスを除く。） 

・遊興施設等（第１１号）：バー等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けて 

いる店舗、カラオケ店 

※ネットカフェ、漫画喫茶等、夜間の長期滞在を目的

とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。 

○ 内容 

・令第１２条に規定される措置 

 （従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等

有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置（併せて、手指消毒の呼

びかけ）、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの

着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止（既に入場している者

の退場も含む）など） 

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置又

酒類提供・カラオケ設備の使用の有無 要請内容 

酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり 休業を要請 

酒類提供及びカラオケ設備の使用 なし 

（飲酒の機会を提供しないこと） 

営業時間短縮を要請 

（午前５時から午後８時まで） 
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は座席の間隔の確保、換気の徹底 など） 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 感染防止対策の徹底 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」の使用・遵守の徹底 

※ガイドライン遵守の是非について、飲食店に対して実地で確認を行い、個

別に要請を行うこともある。 

○ 長時間の会食自粛 

・長時間（９０分超）の会食を避け、４人以下又は同居家族（介助者を含む）

のみのグループに限るよう利用者に働きかけ 

その他のお願い 

○ 飲食の際における働きかけ 

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラ

ンチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 

イ 結婚式場に対して 

特措法第４５条第２項に基づく要請 

○ 対象施設 集会所等（第５号）：食品衛生法の飲食店営業許可を受けてい

る結婚式場 

○ 内容 

・令第１２条に規定される措置 

  （従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱

等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置（併せて、手指消毒

の呼びかけ）、事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マス

クの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止（既に入場して

いる者の退場も含む）など） 

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置

又は座席の間隔の確保、換気の徹底 など） 

酒類提供・カラオケ設備の使用の有無 要請内容 

酒類提供又はカラオケ設備の使用 あり 休業を要請 

酒類提供及びカラオケ設備の使用 なし 

（飲酒の機会を提供しないこと） 

営業時間短縮を要請 

（午前５時から午後８時まで） 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 感染防止対策の徹底 

 ・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」の使用・遵守の徹底 



406 

 

その他のお願い 

○ 開催時間及び人数上限 

【開催時間】できるだけ９０分以内で開催 

【人数上限】５０人、又は収容定員の５０％のいずれか小さい方で開催 

○ 飲食に際における働きかけ 

 ・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラ

ンチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 

ウ 劇場等に対して 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 対象施設（床面積１，０００㎡超） 

 ・劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号）       

  ・集会場又は公会堂等（第５号）  

 ・展示場等（第６号） 

 ・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分に限る）（第８号） 

 ・運動施設又は遊技場等（第９号） 

 ・博物館又は美術館等（第１０号） 

○ 内容 

【営業時間】         

 午後８時まで 

 （映画館での上映又はイベント等開催の場合は午後９時まで） 

【酒類提供・カラオケ設備】  

 酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと 

 （飲酒の機会を提供しないこと） 

【人数上限及び収容率等】 

 人数上限５，０００人かつ収容率５０％以内 

【入場整理】 

 入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること 

【その他の要請】 

 ・従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症

状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置（併せて、手指消毒の呼びかけ）、

事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な

理由なく応じない者の入場禁止（既に入場している者の退場も含む）など 

 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置又

は座席の間隔の確保、換気の徹底 など） 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心 

宣言」の使用・遵守の徹底 
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その他のお願い 

○ 飲食の際における働きかけ 

 ・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラン

チの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 

○ ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る）で結婚式を行う場合 

 ・開催時間及び人数上限は、結婚式場と同様の条件とする。 

その他のお願い 

○ 対象施設（床面積１，０００㎡以下） 

 ・劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号）        

 ・集会場又は公会堂等（第５号）  

 ・展示場等（第６号） 

 ・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分に限る）（第８号） 

 ・運動施設又は遊技場等（第９号） 

 ・博物館又は美術館等（第１０号） 

○ 内容 

【営業時間】         

 午後８時まで 

 （映画館での上映又はイベント等開催の場合は午後９時まで） 

【酒類提供・カラオケ設備】  

 酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと 

 （飲酒の機会を提供しないこと） 

【人数上限及び収容率等】   

 人数上限５，０００人かつ収容率５０％以内   

【入場整理】         

 入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること 

【その他のお願い】 

 ・従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症

状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置（併せて、手指消毒の呼びかけ）、

事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な

理由なく応じない者の入場禁止（既に入場している者の退場も含む）など 

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置又

は座席の間隔の確保、換気の徹底 など） 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」の使用・遵守の徹底 

 ・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラン

チの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 
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エ 商業施設等に対して 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 対象施設（床面積１，０００㎡超） 

・物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生

医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労

働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号） 

※ 物品販売業を営む店舗等の例：大規模小売店、ショッピングセンタ

ー、百貨店、家電量販店 など 

・遊興施設等（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第４５

条第２項に基づき要請する施設を除く。）（第９号又は第１１号） 

・サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第１２号） 

○ 内容 

【営業時間】         

 午後８時まで 

【酒類提供・カラオケ設備】  

 酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと 

 （飲酒の機会を提供しないこと） 

【入場整理】         

 ・繁忙期の１／２程度の人数を目安とすること（ただし、第７号施設に限る） 

 ・入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること 

【その他の要請】 

 ・従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症

状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置（併せて、手指消毒の呼びかけ）、

事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な

理由なく応じない者の入場禁止（既に入場している者の退場も含む）など 

 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置又

は座席の間隔の確保、換気の徹底 など） 

 ・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」の使用・遵守の徹底 

その他のお願い 

○ 飲食の際における働きかけ 

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラン

チの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 

その他のお願い 

○ 対象施設（床面積１，０００㎡以下） 

・物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生
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医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労

働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号） 

・遊興施設等（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第４５

条第２項に基づき要請する施設を除く。）（第９号又は第１１号） 

・サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第１２号） 

○ 内容 

【営業時間】 

 午後８時まで 

【酒類提供・カラオケ設備】  

酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと 

（飲酒の機会を提供しないこと） 

【入場整理】         

 入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること 

【その他のお願い】 

 ・従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症

状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置（併せて、手指消毒の呼びかけ）、

事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な

理由なく応じない者の入場禁止（既に入場している者の退場も含む）など 

 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置又

は座席の間隔の確保、換気の徹底 など） 

 ・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」の使用・遵守の徹底 

 ・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラン

チの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 

オ その他令第１１条第１項該当施設に対するお願い 

その他のお願い 

○ 幼稚園、小学校、中学校、高校、保育所、介護老人保健施設、大学など 

 （第１号～第３号） 

【内容】         

 感染リスクの高い活動等の制限、 

 大学等における遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施 

○ 葬祭場（第５号） 

【内容】         

 酒類提供自粛（飲酒の機会を提供しないこと） 

○ スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド など（第７号） 
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【内容】         

 感染防止対策の徹底 

○ 図書館（第１０号）、ネットカフェ、マンガ喫茶など（第１１号）・銭湯、

理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店など生活必需サービス（第

１２号） 

【内容】         

 酒類提供及びカラオケ設備使用自粛（飲酒の機会を提供しないこと） 

 入場整理の徹底 

○ 自動車教習所、学習塾など（第１３号） 

【内容】         

 オンラインの活用等 

○ その他共通の依頼 

・感染防止対策の徹底 

・従業員への検査勧奨、入場者が密にならないような整理誘導、発熱等有症

状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置（併せて、手指消毒の呼びかけ）、

事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、マスクの着用等に正当な

理由なく応じない者の入場禁止（既に入場している者の退場も含む）など 

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置又

は座席の間隔の確保、換気の徹底 など） 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」の使用・遵守の徹底 

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラン

チの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ 

 

カ 事業者に対して 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ クラスターの発生が複数確認されている業界への取組要請 

・業務遂行上や業務に関連して密になる場面や、多くの人が出入りし接触

するような場面で感染拡大が懸念される作業所や事務所、寮などに対

し、感染防止対策の徹底を図ること 

・サークル活動など集団活動を通じて学生や外国人コミュニティにおける

クラスターが発生していることに鑑み、それらの者を従業員やアルバイ

ト等として雇用している業界においては、特に留意すること 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安

心宣言」の使用・遵守の徹底 

※ 関係団体に対して、クラスター対策をはじめ従業員等への感染防止

対策の徹底などを個別に要請 
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その他のお願い 

○ 職場等における対策 

・職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレ

ワーク）の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目指

すこと 

  ※経済団体に対し、テレワークの活用等による出勤者数の７割削減の

実施状況を各事業者が自ら積極的に公表するよう依頼 

・午後８時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業継続

に必要な場合を除き、午後８時以降の勤務を抑制すること 

・職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減

する取組を強力に推進すること 

・可能な限り、県境を越えて業務を行わせないこと 

・職場・寮における感染防止対策の徹底 

・従業員等への基本的な感染防止対策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ 

○ 人流抑制 

 ・看板・ネオンサイン等（防犯対策上、必要なもの等を除く）の夜間消灯

等の推奨 

  

８月１３日には第６３回県対策本部会議を開催し、商業施設に対して以下の

とおり入場整理等に関する要請を行った。 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 対象施設（床面積１，０００㎡超） 

 ・物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生

医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労

働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号） 

※ 物品販売業を営む店舗等の例：大規模小売店、ショッピングセンター、

百貨店、家電量販店など 

・遊興施設等（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び特措法第

４５条第２項に基づき要請する施設を除く。）（第９号又は第１１号） 

・サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第１２号） 

○ 内容 

【入場整理】 

 同一階（フロア）ごとに、繁忙期の１／２程度の人数を目安とすること（第

７号施設に限る） 

その他のお願い 

○ 駐車場の整理 

 ・駐車場の利用は繁忙期の１／２程度の台数を目安とすること（ただし、 

第７号施設に限る） 
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入場管理・入場整理の例 

 ＊ 施設全体での入場整理 

   ・ 出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人

数管理を行う 

   ・ 出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人

数制限を行う 

 ＊ 売場別での入場整理 

   ・ 入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の

配布、買い物かごの稼働数把握、事前の Web登録等により人数管理を行う 

   ・ 一定以上の入場ができないよう人数制限を行う 

   ・ アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する 

その他のお願い 

○ 対象施設 

前述の施設のうち、床面積１，０００㎡以下のもの。 

○ 内容 

【駐車場の整理】駐車場の整理を徹底すること 

 

 ８月１８日には、政府が緊急事態宣言の期間延長を決定したため、第６４回

県対策本部会議を開催し、期間延長と以下のとおり大型商業施設等に対する要

請の一部変更を行った。 

ア 商業施設に対する要請 

特措法第４５条第２項に基づく要請 

○ 対象施設（床面積１，０００㎡超） 

 ・物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生

医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労

働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号） 

※ 物品販売業を営む店舗等の例：大規模小売店、ショッピングセンター、

百貨店、家電量販店など 

○ 内容 

【入場整理】 

入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置及び施設の入場者の人数

管理・人数制限等の措置を行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特措法施行令第１２条に規定される措置】 

・従業員への検査勧奨、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置

（併せて、手指消毒の呼びかけ）、事業所の消毒、入場者へマスクの着用

等の徹底、マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止（既に

入場している者の退場も含む） 
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・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置又

は座席の間隔の確保、換気の徹底 など） 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 内容 

【食品売場等での入場整理】 

 百貨店の地下の食品売場等において、入場者の整理等を行うこと 

イ 事業者に対する要請 

その他のお願い 

○ 休憩・休息、食堂などで飲食する際の対策 

 ・休憩・休息や食堂などで飲食する際、混雑する時間をずらすとともに、顔

の正面からできる限り２ｍを目安に距離を確保すること 

 

 ９月２８日に国が９月３０日での緊急事態宣言の解除を決定したことを受

け、同日に第６８回県対策本部会議を開催し、１０月１日から１０月２４日ま

での段階的緩和措置を決定し、以下のとおり要請等を行った。 

ア 飲食店及び結婚式場等に対する要請等 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 対象施設 

 ・飲食店（第１４号）：飲食店（居酒屋を含む。）、喫茶店等 

         ※宅配・テイクアウトサービスを除く 

・遊興施設等（第１１号）：バー等で食品衛生法の飲食店営業許可を 

          受けている店舗 

・集会場等（第５号）：食品衛生法の飲食店営業許可を受けている 

        結婚式場 

         ※ネットカフェ、漫画喫茶等、夜間の長期滞在を目的と 

した利用が相当程度見込まれる施設を除く。 

○ 営業時間の短縮等 

 ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の認証店 

【営業時間】午前５時から午後９時まで 

【酒類の提供】午前１１時から午後８時まで 

【人数上限】 

 飲食店及び遊興施設等：４人以内又は同居家族（介助者を含む）のみ 

のグループに限る 

結婚式場：同一テーブルで４人以内 

・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の非認証店 



414 

 

 【営業時間】午前５時から午後８時まで 

【酒類の提供】終日、提供を自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

【人数上限】認証店と同じ 

○ カラオケ設備の使用自粛 

 ・飲食を主として業としている店舗及び結婚式場においてカラオケを行

う設備を提供している場合、当該カラオケ設備の使用を自粛すること 

 ・飲食を主として業としていない店舗において同設備の提供を行う場合、

利用者の密を避ける、換気の確保等、感染防止対策を徹底すること 

○ 業種別ガイドライン等の遵守 

 ・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安

心宣言」の使用・遵守を徹底すること 

その他のお願い 

○ 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」非認証店 

 ・認証を取得していない店舗は、速やかに取得するよう勧奨 

○ 長時間の会食自粛 

 ・長時間（１２０分超）の会食を避け、４人以内又は同居家族（介助者を

含む）のみのグループに限るよう利用者に働きかけること 

○ 飲食の際における働きかけ 

 ・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「静美食」「ランチの時もマス

ク」を徹底して利用者に働きかけること 

 

イ 劇場等、商業施設、遊興施設等に対するお願い 

その他のお願い 

○ 対象施設 

＜劇場等＞ 

 ・劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号） 

 ・集会場又は公会堂等（結婚式場を除く。）（第５号） 

 ・展示場等（第６号） 

 ・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分に限る）（第８号） 

 ・運動施設又は遊技場等（第９号） 

 ・博物館又は美術館等（第１０号） 

＜商業施設＞ 

 ・物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、

再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として

厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号） 
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＜遊興施設等＞ 

 ・遊興施設等（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く。） 

（第９号又は第１１号） 

 ・サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第１２号） 

○ 営業時間の短縮等 

【営業時間】午後９時まで 

【酒類の提供】終日、提供を自粛（飲酒の機会を設けないこと） 

【入場整理】入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること 

【人数要件等】イベント等の開催制限と同じ（ただし、劇場等に限る） 

○ カラオケ設備の提供時における感染防止対策の徹底 

・カラオケ専業の施設を除き、当該カラオケ設備の使用を自粛すること 

○ 業種別ガイドライン等の遵守 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安

心宣言」の使用・遵守を徹底すること 

○ 飲食の際における働きかけ 

 ・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「静美食」「ランチの時もマス

ク」を徹底して利用者に働きかけること 

 

ウ その他令第１１条第１項該当施設に対するお願い 

その他のお願い 

○ 対象施設 

・幼稚園、小学校、中学校、高校、保育所、介護老人保健施設、大学など（第

１号～第３号） 

・葬祭場（第５号） 

・スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド など（第７号） 

・図書館（第１０号） 

・ネットカフェ、マンガ喫茶 など（第１１号） 

・銭湯、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店 など生活必需

サービス（第１２号） 

・自動車教習所、学習塾 など（第１３号） 

○ 業種別ガイドライン等の遵守 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」の使用・遵守を徹底すること 

○ 飲食の際における働きかけ 

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ラン

チの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけること 
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エ 事業者に対して 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ クラスターの発生が複数確認されている業界への取組要請 

 ・業務遂行上や業務に関連して密になる場面や、多くの人が出入りし接触

するような場面で感染拡大が懸念される作業所や事務所、寮などに対

し、感染防止対策の徹底を図ること 

 ・サークル活動など集団活動を通じて学生や外国人コミュニティにおける

クラスターが発生していることに鑑み、それらの者を従業員やアルバイ

ト等として雇用している業界においては、特に留意すること 

その他のお願い 

○ 職場等における対策 

 ・職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレ

ワーク）の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減を目指すこ

と 

 ・出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通

勤等の人との接触を低減する取組を協力に推進すること 

○ 休憩・休息、食堂などで飲食する際の対策 

 ・休憩・休息や食堂などで飲食する際、混雑する時間をずらすとともに、顔

の正面からできる限り２ｍを目安に距離を確保すること 

○ 業種別ガイドライン等の遵守 

 ・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」の使用・遵守を徹底すること 

 

 １０月１３日には第６９回県対策本部会議を開催し、一部の段階的緩和措置

を変更した。具体的には、飲食店及び遊興施設等（認証店に限る）に対する人

数制限について、上限を「４人以内」から「同一テーブルで４人以内又は同居

家族（介助者を含む）のみのグループ。ただし、テーブル間の移動を行わない

こと。」へ緩和した。また、認証の有無を問わず、長時間（１２０分超）の会

食自粛に関するお願いを廃止した。 

 １０月２０日には、前述の段階的緩和措置が同月２４日で終了することに伴

い、第７０回県対策本部会議を開催し、事業者に対し以下のとおりお願いを行

った。 

 

ア 事業者（施設管理者等を含む。）へのお願い 

・ ・これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設 

・  については、徹底した感染防止対策を講じること 

・ ・職場への出勤について、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、 

・  人との接触を低減する取組の推進 
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・ ・職場での「居場所の切り替わり」に注意し、休憩室、更衣室、喫煙室等での 

・  感染防止対策を徹底 

・ ・人と人との間隔をできるだけ１ｍ以上空けるなど業種別ガイドラインを遵守 

・  するとともに、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底 

 

イ 飲食店等へのお願い 

・ ・人と人との間隔をできるだけ１ｍ以上空けるなど業種別ガイドラインを遵守 

・  するとともに、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底 

・ ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の認証を取得して 

・  い・ない飲食店等は、速やかに取得するようにお願い 

 

 １１月２２日には第７２回県対策本部会議を開催し、事業者に対して新たに

要請等を行った。具体的には、特措法第２４条第９項に基づき、業種別ガイド

ラインの遵守を要請するとともに、その他お願いとして、高齢者や基礎疾患を

有する者等重症化リスクのある労働者、妊娠している労働者及び同居家族にそ

うした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務（テレワ

ーク）や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うことを呼び掛けた。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

   ※文中の日付で特別に記載のないものはすべて令和４年 

 １１月２２日以降は事業者に対する新たな要請等を行わなかったが、令和４

年１月から急速に新規陽性者が増加した。 

 １月１９日には本県に対するまん延防止等重点措置の公示を受け、第７５回

県対策本部会議を開催し、事業者等に対して以下のとおり要請等を行った。 

 

ア 事業者全般（施設管理者を含む）に対して 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

・業種や施設の種別ごとに、自主的な感染予防のために取組等を定めた業種別

ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底

すること 

その他のお願い 

・これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」を避けるこ

とが難しい施設については、徹底した感染防止対策を講じること 
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イ 飲食店に対して 

特措法第３１条の６第１項に基づく要請 

○ 飲食店の営業時間の短縮等 

【期間】令和４年１月２１日から令和４年２月１３日まで 

【対象】 

 ・飲食店（第１４号）：飲食店（居酒屋を含む） 

          ※ 宅配・テイクアウトを除く 

 ・遊興施設等（第１１号）：飲食業の許可を受けている店舗及び飲食を 

          主として業としていないカラオケ店等 

 ・結婚式場等（第５号）：飲食業の許可を受けている結婚式場等 

○ 営業時間、酒類提供及び人数上限に関する要請 

○ 特措法施行令第５条の５に規定される措置の遵守 

 ・従業員への検査勧奨 

 ・入場者が密にならないような整理誘導 

 ・発熱等有症状者の入場禁止 

 ・手指の消毒設備の設置 

 ・事業所の消毒 

 ・入場者へマスクの着用等の徹底 

 ・マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止（既に入場して

いる者への退場を含む。） 

 ・換気の徹底 

 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置

 認証店 非認証店 

ワクチン・検査パッケージ制度の登録店 未登録店 

適用店 非適用店 

同一グループの利用者全員の 

ワクチン接種歴（２回以上） 

又は検査結果の陰性の確認の可否 

確認できた場合 確認できない場合 

営業時間 午前５時から午後９時まで 午前５時から午後８時まで 

酒類の提供 
午前１１時から 

午後８時３０分まで 

終日、提供を自粛 

（飲酒の機会を設けないこと） 

人数上限 人数上限なし 
同一グループ、同一テーブルで４人以内 

（ただし、披露宴等については１テーブルで４人以内） 
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又は座席の間隔の確保） 

ウ 政令第１１条第１項に規定される施設（ただし、「２ 飲食店」で掲げる

施設を除く）に対して 

特措法第３１条の６第１項に基づく要請 

○ 対象（床面積１，０００㎡超） 

・劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号） 

・集会場又は公会堂等（飲食業の許可を受けている結婚式場等を除く。） 

（第５号） 

・展示場等（第６号） 

・物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再 

生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生 

労働大臣が定めるものの売場を除く。）（第７号） 

※ 物品販売業を営む店舗等の例：大規模小売店、百貨店、ショッ

ピングセンター、家電量販店 など 

・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分に限る。）（第８号） 

・運動施設又は遊技場等（第９号） 

・博物館又は美術館等（第１０号） 

・遊興施設等（飲食業の許可を受けている店舗及び飲食を主として業とし 

ていないカラオケ店等を除く。）（第９号又は第１１号） 

・サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第１２号） 

○ 入場整理の徹底 

 ・入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置及び施設の入場者の人

数管理・人数制限等の措置を行うこと。 

○ 令第５条の５に規定される措置の遵守 

・従業員への検査勧奨 

・入場者が密にならないような整理誘導 

・発熱等有症状者の入場禁止 

・手指の消毒設備の設置 

・事業所の消毒 

・入場者へマスクの着用等の徹底 

・マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止（既に入場して 

いる者への退場を含む。） 

・換気の徹底 

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置（アクリル板等の設置又

は座席の間隔の確保） 
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その他のお願い 

○ 対象（床面積１，０００㎡以下） 

・床面積１，０００㎡超の施設に対する特措法第３１条の６第１項に基づ 

く要請と同内容 

その他のお願い 

○ 対象（床面積１，０００㎡超・１，０００㎡以下共通） 

・ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分に限る。）において、披露宴等 

を行う場合の取扱い 

 「飲食店に対して」に掲げる結婚式場等で披露宴等を行う場合と同様の

条件で行うこと。 

・遊園地やテーマパーク等の取扱い 

遊園地やテーマパーク等は「イベントの開催制限について」に掲げる 

「イベント」に含まれることに留意 

エ 職場に対して 

その他のお願い 

○ 出勤者数の削減の取組 

 ・職場への出勤については、在宅勤務（テレワーク）の活用や休暇取得の促

進により、出勤者数の削減の取組を推進すること。 

 

 ２月１０日には本県に対するまん延防止等重点措置の延長に伴い、第７７回

県対策本部会議を開催し、新たに事業者全般（施設管理者を含む）に対して、

オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策として、在宅勤務（テレワーク）

の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定することをお願いした。 

 また、保育所等に対して以下のとおりお願いした。 

その他のお願い 

○ 市町村及び保育所等における地域の保育機能の維持及び感染防止対策の

徹底 

 ・社会機能の維持の観点から、休園した場合は代替保育サービスを確保す

るなど、地域の保育機能を維持すること 

 ・保護者が参加する行事の延期等を含めて大人数での行事の自粛や、規模

縮小、時間短縮、分散開催などの実施方法の工夫を行うこと 

 ・保護者の送り迎え等の際には、三密を回避しながら、マスクの着用や消

毒等を徹底すること 

 ・感染・伝播性の高いオミクロン株が子どもにまん延している現状を踏ま

え、発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と判断される児童につ
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いては、可能な範囲で、一時的に、マスク着用を奨めること（２歳未満

児のマスクの着用は進めず、低年齢児については特に慎重に対応するこ

と。一律に着用を求めたり、児童や保護者の意図に反して実質的に無理

強いしないなど、留意すること。） 

 

 ３月１７日には、政府による３月２１日でのまん延防止等重点措置の終了決

定を受け、第８０回県対策本部会議を開催し、３月２２日以降の事業者に対す

る要請等について、以下のとおり決定した。 

ア すべての事業者に対して 

その他のお願い 

 不当な差別にならないよう留意しつつ、県民の安心・安全を高めるととも

に、社会経済活動を回復・継続する取組として、ワクチン接種歴や検査結果

の確認を行うこと 

イ 施設管理者等へのお願い 

その他のお願い 

 これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」を避ける

ことが難しい施設については、徹底した感染防止対策を講じること 

ウ 飲食店等へのお願い  

その他のお願い 

 従前の営業時間、酒類提供及び人数上限に関する制限を廃止し、「彩の国

『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること、「彩の国『新し

い生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の認証を取得していない飲食店等

は、速やかに取得すること 

 なお、認証を取得していない飲食店等に対しては、引き続き営業時間を午

前５時から午後８時までとし、酒類提供の自粛すること 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

   ※文中の日付はすべて令和４年    

  ３月２２日以降、本県において緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講

じることはなかったが、オミクロン株ＢＡ．５系統を中心とする感染拡大を受

け、７月下旬に政府が新たに「ＢＡ．５対策強化宣言」を導入したことから、

８月３日に第８０回県対策本部会議を開催し、本県においても同宣言を８月

４日から８月３１日まで実施することを決定した。 

  同宣言では、これまで事業者に対してお願いしてきた「すべての事業者への
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要請等」、「施設管理者へのお願い」及び「職場でのお願い」について、特措法

第２４条第９項に基づく要請に切り替えた。 

  また、特措法第２４条第９項に基づき、施設管理者等に対して、換気扇の常

時稼働や窓開けを頻繁に行うなどエアロゾル感染に対応した屋内の効果的な

換気等を要請したほか、その他のお願いとして、商業施設等に対して以下の呼

びかけを追加した。 

その他のお願い 

 特措法施行令第１１条第１項に規定する施設（＊）では以下の感染対策を

実施してください。 

・入場者が密集しないよう整理・誘導 

・入場者へマスクの着用徹底等の呼びかけ 

（＊）◇劇場、観覧場、映画館又は演芸場等（第４号） 

◇集会場又は公会堂等（第５号） 

◇展示場等（第６号） 

◇物品販売業を営む店舗等（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、

再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品とし

て厚生労働大臣が定めるものの売場を除く）（第７号） 

 ※物品販売業を営む店舗等の例：大規模小売店、ショッピングセンタ

ー、百貨店、家電量販店など 

◇ホテル又は旅館等（集会の用に供する部分に限る）（第８号） 

◇運動施設又は遊技場（第９号） 

◇博物館又は美術館等（第１０号） 

◇遊興施設等（食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く。）

（第１１号） 

◇サービス業を営む店舗等（生活必需サービスを除く。）（第１２号） 

 

 「ＢＡ．５対策強化宣言」については、感染状況を踏まえ、８月２６日の第

８２回県対策本部会議において、９月３０日まで延長した。 

 ９月２６日には第８４回県対策本部会議を開催し、予定通り９月３０日で

「ＢＡ．５対策強化宣言」を終了することを決定し、宣言時に特措法第２４条

第９項に基づく要請に切り替えた項目について、その他のお願いとして引き続

き呼び掛けることとした。 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 令和５年４月２７日には、国が感染症法第４４条の２第３項の規定に基づ

き、新型コロナウイルス感染症について、５月７日をもって同法の「新型イン
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フルエンザ等感染症」と認められなくなる旨を公表したことから、５月１日に

第８８回県対策本部会議を開催し、事業者に対する要請等の期間について、５

月７日までとすることを決定した。 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）緊急事態措置及びまん延防止等重点措置としての飲食店への規制に関し

て、基本的対処方針では、たとえ認証店であっても「要請を行うものとす

る」とされている一方、同方針の上位に位置する特措法では、知事が「要請

することができる」とされている。 

このことについて、飲食店経由での感染が極めて少ない状況では、飲食店

に対する一律の制限は必ずしも好ましくないため、知事の権限で機動的な

対策を講じる必要があると考えられたことから、飲食店への制限を知事の

権限でできるよう基本的対処方針を見直しすることについて、国へ要望を

行った。 

 

（２）２回目の緊急事態宣言（令和３年１月８日～）の発出に際し、政府は飲食

店とは別に遊興施設に対し、協力金の支給対象外としつつ、罰則を伴う営業

規制を課す方向で調整を行っていた。 

  加えて、当該制限は公表の翌日から適用されるとしており、事業者や利用

者の混乱が明らかであった。 

  これについては、知事が内閣府を訪ね、直接意見を申し入れるとともに、

１都３県知事でも連携したことで、飲食店以外への罰則を伴う規制を撤回さ

せることができた。 

 

４ ＩＣＴの活用 

広報媒体としてＳＮＳ（Ｔｗｉｔｔｅｒ）を活用して周知を図った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

・知事記者会見による周知 

・市町村や特措法に定める指定公共機関及び指定地方公共機関等へのメール 

による周知 

・ホームページでの周知 

 

６ 自己評価 

 感染状況や国の方針が細かく変動する中で、状況に応じた要請やお願いを

することができた点は評価に値すると考えられる。 
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 一方で、事業者に対する要請等の中には社会的、経済的な影響が大きいもの

がある中で、時間的猶予もなく要請等を行うこともあり、混乱を招いたことは

今後の課題である。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 令和２年４月１０日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長

事務連絡において、「特措法施行令第１１条各号に掲げる施設に対しては特措

法第２４条第９項に基づく施設の使用制限・停止に係る要請が可能」との考え

が示されたが、これは本来、特措法第４５条第２項に適用されるものであり、

法の規定を事務連絡が上書きする形となっていた。この点について、本来ある

べき姿ではないことから、今後同様の事案が発生した場合は是正すること。 

 また、国において、各都道府県が行った一連の要請等の実績を精査し、事業

者に対する要請として真に効果的なものを洗い出しておくこと。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

・内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡 

  「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る 

   留意事項等について」 等 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和３年度  ４２，６８０千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年５月８日を以て、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが

５類感染症に変更され、特措法に基づく基本的対処方針が廃止されたことに

伴い、これまでに同方針に基づき実施していた協力要請等の措置を終了した。 
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営業時間短縮をしていない店舗への協力要請・命令過料 

 

１ 概要 

 本県では、緊急事態措置やまん延防止等重点措置として、新型コロナウイル

スの感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、「特

措法」という。）に基づき、飲食店や遊興施設等の管理者に対して、営業時間

の短縮や酒類提供の自粛等の要請を行った。 

 また、前述の要請に応じない管理者に対しては、架電や書面による要請を経

て特措法に基づく命令を行い、なおも応じない場合は地方裁判所に過料事件

の通知を行うことで、適法に対応を行った。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）緊急事態措置（１回目）令和２年４月７日～令和２年５月２５日 

ア 概要 

パチンコ店（４６６店）に対して施設の使用停止（休業）を要請した。 

要請後、電話や現地調査を実施し、休業を確認できないパチンコ店に対し 

て、施設の使用停止（休業）に係る協力を依頼した。 

５月１９日に、現地調査により営業を確認した１２３店について、特措法 

に基づく要請（第４５条第２項）及び公表（同条第４項）を実施した。 

 

イ 主な経緯、取組内容 

４月２２日  知事から埼玉県遊技業協同組合に緊急事態措置（使用停 

止）の協力依頼 

４月２４日～ 県内パチンコ店に対して個別に電話連絡・現地調査の実 

       施 

５月 ８日  埼玉県遊技業協同組合に対し、営業自粛への協力を文書 

で要請 

５月 ８日～ 営業中のパチンコ業者へ電話確認・休業要請 

５月１３日  現地調査（１５３店） 

５月１４日  休業要請（特措法第４５条第２項）の事前通知（１４５店） 

５月１８日  現地調査（１４５店） 

５月１９日  休業要請（特措法第４５条第２項）（１２３店） 

県ＨＰ等で施設名の公表（特措法第４５条第４項） 

（１２３店） 

５月２５日  緊急事態宣言解除により、休業要請の終了を通知 
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（２）緊急事態措置（２回目）令和３年１月８日～令和３年３月２１日 

ア 概要 

飲食店等に対して、特措法に基づく営業時間短縮等を要請した。 

要請に応じていない店舗の情報が得られた場合、全ての店舗に対して電 

話で協力依頼を行い、協力を得られなかった店舗には、協力要請の文書を送 

付した。 

それでも協力を得られなかった１０店舗に対して、特措法第４５条第２ 

項に基づく要請を行った。 

※なお、措置期間中の２月１３日に改正特措法が施行 

 

イ 主な経緯、取組内容は別紙のとおり 

    

（３）まん延防止等重点措置（１回目）令和３年４月２０日～令和３年８月１日 

ア 概要 

 飲食店等に対して、特措法に基づく営業時間短縮等を要請した。 

要請に応じていない店舗の情報が得られた場合、全ての店舗に対して電 

話で協力依頼し、協力を得られなかった店舗には協力要請の文書を送付し 

た。 

なお、これらの対応の実績は次のとおり。 

架電   ３６５件 

文書送付 ２５６件 

それでも協力を得られなかった店舗に対して、現地調査で要請に応じて 

いないことを確認した上で、以下のとおり命令過料を実施した。 

個別要請（第３１条の６第１項） ３０店舗 

命令  （第３１条の６第３項） １５店舗 

過料事件通知（第８０条第１号） １０店舗 

過料決定の確認         １０店舗 

※各手続きは、現地調査により要請に応じていないことを確認した上 

で実施。（次項（４）及び（５）においても同様） 

※通知に基づく過料決定の権限は裁判所にあり、県はその結果を当然 

に知ることができないため、非訟事件手続法第３２条に基づく裁判 

所への過料決定書の謄本交付申請等により確認。（次項（４）及び（５） 

においても同様） 

 

イ 主な経緯、取組内容は別紙のとおり 
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（４）緊急事態措置（３回目）令和３年８月２日～令和３年９月３０日 

ア 概要 

飲食店等に対して休業（酒類提供又はカラオケ設備の使用がある店舗）及 

び営業時間短縮（酒類提供又はカラオケ設備の使用がない店舗）を要請した。 

要請に応じていない店舗の情報が得られた場合、全ての店舗に対して電 

話で協力依頼し、協力を得られえなかった場合は協力要請の文書を送付し 

た。 

なお、これらの対応の実績は次のとおり。 

架電   ４６６件 

文書送付 ６８９件 

それでも協力を得られなかった店舗に対して、現地調査で要請に応じて 

いないことを確認した上で、以下のとおり命令過料を実施した。 

個別要請（第４５条第２項） ３６店舗 

命令  （第４５条第３項）  ６店舗 

過料事件通知（第７９条）   ６店舗 

過料決定の確認        ６店舗 

 

イ 主な経緯、取組内容は別紙のとおり 

    

（５）まん延防止等重点措置（２回目）令和４年１月２１日～令和４年３月２１日 

ア 概要 

飲食店等に対して、特措法に基づく営業時間短縮等（同日から、ワクチン・ 

検査パッケージ制度も開始）を要請した。 

要請に応じていない店舗の情報が得られた場合、全ての店舗に対して電 

話で協力依頼し、協力を得られなかった店舗には協力要請の文書を送付し 

た。 

なお、これらの対応の実績は次のとおり。 

架電   ４７５件 

文書送付 ４６０件 

それでも協力を得られなかった店舗に対して、現地調査で要請に応じて 

いないことを確認した上で、以下のとおり命令過料を実施した。 

個別要請（第３１条の６第１項） ３５店舗 

命令  （第３１条の６第３項） １６店舗 

過料事件通知（第８０条第１号） １６店舗 

過料決定の確認         １６店舗 
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イ 主な経緯、取組内容は別紙のとおり 

 

＜参考資料＞ 

参考資料１ 改正特措法に基づく手続きフロー 

参考資料２ 法手続き前に施設管理者に送付した協力依頼文書（参考資料１

中「要請①」関係） 

 

３ 実施上の課題と対応 

 緊急事態措置やまん延防止等重点措置は感染状況により度々延長され、当

該措置に伴う職員の事務や対応も長期的に必要となったため、通常業務との

競合が生じた。 

 一方、本項で記載した手続き等の事務は、不利益処分や罰則の適用等を含

み、特に慎重な対応が求められるため、短期間での入れ替わりが想定される

応援職員を配置することは妥当でないと考えられた。 

 以上を踏まえ、特措法に基づく手続きや、その前提となる判断等に関する業

務は担当職員を固定し、対象店舗への架電や文書送付、現地確認等の業務に

ついては他課に応援を依頼することで、通常業務への影響を最小限に抑える

ことができた。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  なし 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  なし 

 

６ 自己評価 

 要請に応じていない店舗の情報が得られた場合、まずは電話で協力を依頼

し、不通や応じない旨の応答があった場合には、要請の内容や協力金制度の案

内を同封した「お知らせ」を送付するなどの対応をおこなった。手間や時間は

要したが、不利益処分や罰則の適用に至る前に要請に応じた店舗も多数あり、

結果としては、飲食店等の施設管理者に対して丁寧な対応ができたものと考

える。 

 命令を発出した店舗については、過料手続きが確実に行えるよう毎日現地

調査を行うなど、限られた人員のなかで最大限の対応ができた。 
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７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 令和５年４月２８日に公布された「新型インフルエンザ等対策特別措置法

及び内閣法の一部を改正する法律」では、事業者に対する命令について、「特

に必要があると認めるとき」に当たるかを判断するため勘案すべき事項を政

令に委任する規定が設けられるとされた。しかし、令和５年８月１４日に公布

された当該政令を確認したところ、その内容は実行性が低いと思慮されるこ

とから、改めて見直しが必要であると考える。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

・第２４条第９項（都道府県災害対策本部長・要請） 

・第３１条の６第１項（まん延防止等重点措置／都道府県知事・要請） 

・第３１条の６第３項（まん延防止等重点措置／都道府県知事・命令） 

・第４５条第２項（緊急事態／都道府県知事・要請） 

・第４５条第３項（緊急事態／都道府県知事・命令） 

・第７９条（罰則／法第４５条第３項） 

・第８０条（罰則／法第３１条の６第３項） 

・「「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」及び「新 

型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う 

関係政令の整備に関する政令」の公布について」（令和３年２月１２日付け 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡） 

・「要請・命令に際しての適切な判断の在り方について」（令和３年４月９日付 

け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡） 

・非訟事件手続法 

・第３２条（記録の閲覧等） 

・第１２０条（過料についての裁判等） 

・第１２２条（略式手続） 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  特になし 



電話・文書によるお願い

特措法に基づく要請
事前通知

専門家からの意見聴取

所管の地方裁判所へ
過料事件通知

要

請

過

料

命

令

営業時間短縮をしていない飲食店等に対する協力要請・命令過料

主な手続きフロ－

１１１店舗

要請 合計

３７店舗

命令 合計

３２店舗

過料 合計

緊急事態措置

Ｒ３．１．８～Ｒ３．３．２１

１０店舗

個別要請
法第45条第2項

まん延防止等重点措置

Ｒ３．４．２０～Ｒ３．８．１

３０店舗

１５店舗

１０店舗

個別要請
法第31条の6第1項

命令
法第31条の6第3項

過料事件通知
法第80条第1号

緊急事態措置

Ｒ３．８．２～Ｒ３．９．３０

３６店舗

６店舗

６店舗

個別要請
法第45条第2項

命令
法第45条第3項

過料事件通知
法第79条

まん延防止等重点措置

Ｒ４．１．２１～Ｒ４．３．２１

３５店舗

１６店舗

１６店舗

個別要請
法第31条の6第1項

命令
法第31条の6第3項

過料事件通知
法第80条第1号

過料決定

６店舗
過料決定

１６店舗
過料決定

１０店舗

※緊急事態宣言の解除により、
個別要請までの実施となった。

特措法に基づく命令
正式通知

特措法に基づく要請
正式通知

立入調査
命令の予告

弁明の機会の付与通知

【別紙】

※まん延防止等重点措置の解除により、
命令まで進まなかった店舗もある。

※緊急事態宣言の解除により、
命令まで進まなかった店舗もある。

※まん延防止等重点措置の解除により、
命令まで進まなかった店舗もある。

430



431

[参考資料１]



432



433



R3.. .

45 2 12

24 9

90 4

434



0570-000-678 9:00 21:00 9:00 18:00

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/anshinsengen-insyokutenplus.ht

LINE

LINE
_

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/linesaitamakenjigyousha.html

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin.html
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イベント開催制限 

 

１ 概要 

  感染拡大を防ぐため、本県では、国の新型コロナウイルス感染症対策本部の

基本的対処方針等に基づき、イベント主催者等に対する開催自粛や参加人数

制限等についての協力要請、イベント主催者等が作成する「感染防止安全計画」

の確認などを行ってきた。 

  また、本県独自の取組として、必要に応じた独自のガイドライン（『年末年

始における立食パーティー開催に当たっての留意事項について』、『埼玉県に

おけるイベント等開催時の「大声あり・なし」エリア区分ガイドライン』）を

定めて公表する等の措置を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

  国が全国的なスポーツ、文化イベント等について「中止、延期又は規模縮小」

の対応を求めたことを受け、本県では、２月２７日に、県主催の大規模イベン

ト等の原則「中止又は延期」を決定した。この原則「中止又は延期」の方針は、

当初、３月１５日までの予定であったが、感染拡大に伴う緊急事態措置を経て、

５月２８日まで継続した。 

  ４月７日に発出された緊急事態宣言では、改めて本県から民間事業者等に

対して、基本的対処方針等に基づくイベント等の開催自粛を要請した（５月 

２８日まで）。 

  さらに、４月１０日には劇場、体育館等のイベント開催施設に対する使用停

止等の協力を要請した。この施設使用停止等の協力要請については、順次、対

象を縮小した。 

  一方、イベント等の開催自粛要請については、緊急事態宣言終了後の５月 

２８日から段階的な緩和を実施し、最大人数２００人までのイベントを開催可

能とした。（表【第１波及び第２波の人数制限】参照） 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

   ※文中の日付はすべて令和２年 

  第１波から継続していたイベント等に関する施設の使用停止要請について

は、６月１７日０時以降のライブハウス等への要請を解除することにより、終

了した。 
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  開催制限については、引き続き段階的な緩和を進め、人数上限５，０００人

までのイベントが開催可能となった。（表【第１波及び第２波の人数制限】参

照） 

 

【第１波及び第２波の開催制限】 （注）収容人数と人数上限でどちらか小さい方を限度 

日付 区分 収容率 人数上限 特記事項 

5/28～ 

屋内 50%以内 100人 
プロスポーツイベント等の全国的な移動を伴うものは無観客

とする。 

全国的又は広域的な人の移動が見込まれるお祭り・野外フ

ェスティバル等には自粛の協力を要請する。 

なお、地域の行事としてのお祭り・野外フェスティバル等は、6

月１日以降、人数制限を解除する。 

屋外 十分な間隔 200人 

6/19～ 

屋内 50%以内 1000人 プロスポーツイベント等の全国的な移動を伴うものは無観客

とする。 

全国的又は広域的な人の移動が見込まれるお祭り・野外フ

ェスティバル等は自粛の協力を要請する。 屋外 十分な間隔 1000人 

7/10～ 
屋内 50%以内 5000人 

全国的又は広域的な人の移動が見込まれるお祭り・野外フ

ェスティバル等は自粛の協力を要請する。 

地域の行事としてのお祭り・野外フェスティバル等は人数制

限を解除する。 
屋外 十分な間隔 5000人 

8/1～ 

屋内 50%以内 5000人 
プロスポーツイベント等の全国的な移動を伴うものについて

は以下のことを求める。 

・入退場時の状況や観客輸送なども含め感染防止対策につ 

いて検証しながら、段階的に参加人数を引き上げること 

・参加人数及び感染防止対策を対外的に宣言し、開催結果 

を検証の上、改善や見直しの内容等を発表すること 

屋外 十分な間隔 5000人 

9/1～ 

屋内 50%以内 5000人 

全てのイベントについて、国及び県の接触確認アプリを必ず

導入することを求める。 

また、プロスポーツイベント等の全国的な移動を伴うものに

ついては以下のことを求める。 

・入退場時の状況や観客輸送なども含め感染防止対策につ 

いて検証しながら、段階的に参加人数を引き上げること 

・参加人数及び感染防止対策を対外的に宣言し、開催結果 

を検証の上、改善や見直しの内容等を発表すること 

屋外 十分な間隔 5000人 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

  第２波から引き続き開催制限の緩和を行い、令和２年９月１９日以降は、必

要な感染対策を実施する「大声なし」のイベントについて、一定の条件を満た

す場合に、収容率１００％での開催も可能とした。 

  令和２年１２月１日からは人数上限を撤廃したが、その後、年末にかけて感

染が拡大していったことから、年末年始（令和２年１２月２６日から令和３年

１月１１日）については、収容人数１０，０００人超のイベントの人数上限を
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一律５，０００人にする一時的な厳格化を行い、１２月２３日には１２月２４

日以降の観客が発声するイベントの中止を要請した。 

  その後、令和３年１月７日に緊急事態宣言が発出され、同年１月１２日以降

は収容人数１０,０００人を超える施設でのイベントの参加人数は５,０００

人を上限、収容人数１０,０００人以下の施設でのイベントの参加人数は収容

率５０％を上限とした。 

  さらに、令和３年２月８日からはイベントに係る営業時間についても午後

８時までとした。（表【第３波の人数制限】参照） 

  なお、令和３年１月８日からは、県主催イベントの原則「中止又は延期」、

屋内県有施設の原則休館を決定した。 

 

【第３波の開催制限】 （注）収容人数と人数上限でどちらか小さい方を限度 

日付 区分 収容率 人数上限 特記事項 

9/19～ 

大声
なし 

100%以内 収容人数 
10000人超 
⇒収容人数の

50% 
 

収容人数 
10000人以下 
⇒5000人 

プロスポーツイベント等の全国的な移動を伴うものについては

以下のことを求める。 

・入退場時の状況や観客輸送なども含め感染防止対策につい 

て検証しながら、段階的に参加人数を引き上げること  

・感染防止措置に万全を確保できる参加人数及び感染防止対 

策を対外的に宣言するとともに、開催結果を検証の上、改善 

や見直しの内容等を発表すること  

・国及び県の接触確認アプリを必ず導入すること 

その他のイベントのうち大規模イベント（参加者１,０００人超）で

は、以下のことを求める。  

・感染防止措置に万全を確保できる参加人数及び感染防止対 

策を対外的に宣言すること  

・国及び県の接触確認アプリを必ず導入すること  

大声
あり 

50%以内 

12/1～ 

大声
なし 

100%以内 

－ 

プロスポーツイベント等の全国的な移動を伴うものについては

以下のことを求める。 

・入退場時の状況や観客輸送なども含め感染防止対策につい 

て検証しながら、段階的に参加人数を引き上げること  

・感染防止措置に万全を確保できる参加人数及び感染防止対 

策を対外的に宣言するとともに、開催結果を検証の上、改善 

や見直しの内容等を発表すること  

・国及び県の接触確認アプリを必ず導入すること 

その他のイベントのうち大規模イベント（参加者１,０００人超）で

は、以下のことを求める。  

・感染防止措置に万全を確保できる参加人数及び感染防止対 

策を対外的に宣言すること  

・国及び県の接触確認アプリを必ず導入すること  

大声
あり 

50%以内 
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12/26～ 

大声
なし 

100%以内 

収容人数 
10000人超 
⇒5000人 

プロスポーツイベント等の全国的な移動を伴うものについては

以下のことを求める。 

・入退場時の状況や観客輸送なども含め感染防止対策につい 

て検証しながら、段階的に参加人数を引き上げること  

・感染防止措置に万全を確保できる参加人数及び感染防止対 

策を対外的に宣言するとともに、開催結果を検証の上、改善 

や見直しの内容等を発表すること  

・国及び県の接触確認アプリを必ず導入すること 

その他のイベントのうち大規模イベント（参加者１,０００人超）で

は、以下のことを求める。  

・感染防止措置に万全を確保できる参加人数及び感染防止対 

策を対外的に宣言すること  

・国及び県の接触確認アプリを必ず導入すること  

大声
あり 

50%以内 

1/12～ 

収容
定員
10000
人超 

－ 5000人 

  収容
定員
10000
人以
内 

50%以内 － 

2/8～ 

収容
定員
10000
人超 

－ 5000人 

営業時間を午後 8時までに短縮することを求める。 収容
定員
10000
人以
内 

50%以内 － 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

  第３波から引き続き制限の厳格化を継続していたが、３月２１日をもって

緊急事態宣言が終了した後は、制限の緩和を行った。 

  その後、本県がまん延防止等重点措置の対象区域となったことを受け、４月

２０日からは、再度、人数上限を一律５，０００人とするとともに営業時間、

酒類の提供についての制限を設けた。 

  なお、県主催イベントの原則「中止又は延期」については継続としたが、屋

内県有施設については、３月２２日以降、感染対策の徹底等の準備が整った施

設から開館することとした。（表【第４波の人数制限】参照） 
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【第４波の開催制限】 （注）収容人数と人数上限でどちらか小さい方を限度 

日付 区分 収容率 人数上限 特記事項 

3/22～ 

大声
なし 

100%以内 5000人以下又は収容定員

50％以内（≦10000人）の

いずれか大きいほう 

営業時間を午後 9時までに短縮することを求め

る。 大声
あり 

50%以内 

4/20～ 

大声
なし 

100%以内 

5000人 

【重点措置を講じるべき区域＊】 

営業時間を午後 8時まで（酒類の提供は午後 7

時まで)に短縮することを求める。 

【重点措置を講じるべき区域以外】 

営業時間を午後 9時まで（酒類の提供は午後 8

時まで)に短縮することを求める。 

＊対象市町村については以下のとおり。 

  4月 20日時点：さいたま市、川口市 

4月 24日追加：川越市、所沢市、草加市、越谷 

市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、 

新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 

 

業種ごとのガイドライン及び施設ごとに定めた「彩

の国『新しい生活様式』安心宣言」の厳守、入場整

理を徹底すること。 

大声
あり 

50%以内 

5/12～ 

大声
なし 

100%以内 

5000人 

【重点措置を講じるべき区域＊】 

営業時間を午後 9時まで（酒類の提供は終日、自

粛)に短縮することを求める。 

【重点措置を講じるべき区域以外】 

営業時間を午後 9時まで（酒類の提供は終日、自

粛)に短縮することを求める。 

＊対象市町村については以下のとおり。 

  さいたま市、川越市、川口市、所沢市、草加市、 

越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光 

市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 

 

業種ごとのガイドライン及び施設ごとに定めた「彩

の国『新しい生活様式』安心宣言」の厳守、入場整

理を徹底すること。 

大声

あり 
50%以内 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

   ※文中の日付はすべて令和３年 

  開催制限については、第４波から引き続き、まん延防止等重点措置に合わせ

て継続した。 

  一方、県主催イベントについては、６月２１日以降、徹底した感染防止対策

を講じることを条件に再開することとした。 

  ６月２８日からは、従来まで口頭で受けていたイベント主催者からの事前
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相談について、特に、「全国的な移動を伴うイベント」又は「イベント参加者

が１，０００人を超えるようなイベント」を開催する場合には書面の提出を求

め、県が適切な収容率等を確認する「事前相談」制度を開始した（１１月２４

日まで）。 

  ８月２日には、本県に３度目の緊急事態宣言が発令されたことを受け、「収

容定員１０，０００人以下の施設では収容定員の半分、収容定員１０，０００

人超の施設は５，０００人」を上限とする開催制限の厳格化を行った。 

  また、酒類の提供を含む「飲酒の機会を設けること」とカラオケ設備の使用

についての自粛協力を、イベント主催者に求めた。 

  緊急事態宣言が終了した１０月１日以降は、開催制限を緩和するとともに、

カラオケ設備使用自粛の協力要請を取りやめたが、営業時間制限と酒類の提

供を含む「飲酒の機会を設けること」の自粛協力要請については、１０月３０

日まで継続とした。 

  １１月２５日からは「感染防止安全計画」制度を開始した。これは、従前ま

で実施していた「事前相談」制度の後継となるもので、「参加予定人数 

５，０００人超」かつ「収容率５０％超」の「大声なし」イベントについて、

主催者が「感染防止安全計画」を策定して県の確認を受けた場合、人数上限を

「『収容定員』かつ収容率上限『１００％』」に緩和できるものである。 

  なお、上記以外のイベントについては、主催者はチェックリストを作成し、

ホームページ等に掲示することとした。 

  この「感染防止安全計画」制度による人数制限のスキームは、第８波の最後

まで継続することとなった。（表【第５波の人数制限】参照） 
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【第５波の開催制限】 （注）収容人数と人数上限でどちらか小さい方を限度 

日付 区分 収容率 人数上限 特記事項 

6/21～ 

大声なし 100%以内 

5000人 

【重点措置を講じるべき区域＊】 

 営業時間を午後 9時まで（酒類の提供は午後 7

時まで＊＊)に短縮することを求める。 

【重点措置を講じるべき区域以外】 

 営業時間を午後 9時まで（酒類の提供は午後 8

時まで＊＊)に短縮することを求める。 

 

＊制限対象となった市町村については以下のとお

り。 

  6月 21日時点：さいたま市、川口市 

  7月 20日追加：川越市、所沢市、春日部市、草加 

市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和 

光市、 

  新座市、八潮市、富士見市、三郷市、鶴ヶ島市、 

ふじみ野市、伊奈町、三芳町 

 

＊＊酒類提供は原則自粛だが、業種別ガイドライ 

ン・基本４項目など、業態に応じた感染防止対策 

を遵守する場合は可とする。 

 

業種ごとのガイドライン及び施設ごとに定めた「彩の

国『新しい生活様式』安心宣言」の厳守、入場整理を

徹底すること。 

大声あり 50%以内 

8/2～ － 

収容定員 10000人

以下の施設→収容

定員の半分 

 

収容定員 10000人

超の施設→5000人 

・無観客である場合を除き、営業時間を午後 9時ま 

でとすること 

・酒類提供及びカラオケ設備の使用をしないこと（飲 

酒の機会を設けない） 

・入場整理を徹底すること 

 

・主催者は、参加者等の直行・直帰を確保するた 

め、必要な周知・呼びかけを徹底すること 

・従業員への検査勧奨、入場者が密にならないよう 

な整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の 

消毒設備の設置（併せて、手指消毒の呼びかけ）、 

事業所の消毒、入場者へマスクの着用等の徹底、 

マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入 

場禁止（既に入場している者の退場も含む）など 

・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措 

置（アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保、 

換気の徹底など） 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国 

『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底 

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」 

「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して 

利用者に働きかけ  
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10/1～ 

大声なし 100%以内 
「5000人」 

又は 

「収容定員の 50％ 

（かつ 10000人以下

であること）」 

のいずれか大きい

方 

・無観客である場合を除き、営業時間を午後 9時ま 

でとすること 

・酒類を提供しない（飲酒の機会を設けない）こと。 

・入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周 

知すること 

・収容定員が設定されていない場合は、十分な人と 

の距離（１ｍ以上）を確保すること 

 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国 

『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底 

すること 

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」 

「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して 

利用者に働きかけること 

大声あり 50%以内 

10/31～ 

大声なし 100%以内 「5000人」 

又は 

「収容定員の 50％」 

のいずれか大きい

方 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス 

など収容定員が設定されていない場合は、十分な 

人との距離（１ｍ以上）を確保すること 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国 

『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底 

すること 

大声あり 50%以内 

11/25～ 

安全計画 
策定対象 

100%以内 
（大声なし 
前提） 

収容定員 

「感染防止安全計画」制度の開始 

※安全計画に記載すべき事項 

① 飛沫の抑制（マスク着用や大声を出さないこと）

の徹底、② 手洗、手指・施設消毒の徹底、③ 換気

の徹底、 ④ 来場者間の密集回避、 ⑤ 飲食の制

限、⑥ 出演者等の感染対策、 ⑦ 参加者の把握

等 

 

【安全計画策定対象のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス 

など収容定員が設定されていない場合は、十分な 

人との距離（１ｍ以上）を確保すること 

【安全計画策定対象外のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス 

など収容定員が設定されていない場合は、十分な 

人との距離（１ｍ以上）を確保すること 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国 

『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底 

すること。 

安全計画 
策定 
対象外 

【大声なし】 
100% 

【大声あり】 
50% 

「5,000人」 

又は 

「収容定員の 50％」 

のいずれか大きい

方 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

   ※文中の日付はすべて令和４年 

  １月２１日から本県がまん延防止等重点措置の対象区域となったことを受

け、「感染防止安全計画」を作成したイベントであっても２０，０００人の人

数上限を設ける等の厳格化を行った。 

  この人数上限の厳格化については、措置が終了した３月２１日をもって撤

廃した。 
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  なお、まん延防止等重点措置の対象区域となった都道府県が導入を選択で

きる、イベントへの「ワクチン・検査パッケージ制度」（＊）適用については、

飲食店と異なり集客規模が大きいことや、公共交通機関の混雑が起こること

への懸念が残るため、本県では導入しなかった。（表【第６波の開催制限】参

照） 

 

 ＊ ワクチン・検査パッケージ制度 

  利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを事業者が確認

することにより、行動制限の緩和を受けることができる制度。イベントにお

いては人数制限を収容定員まで緩和することが可能。令和３年１１月に新

設された。 

 

【第６波の開催制限】 （注）収容人数と人数上限でどちらか小さい方を限度 

日付 区分 収容率 人数上限 特記事項 

1/21～ 

安全計画
策定対象 

100%以内 
（大声なし 
前提） 

20000人 

※安全計画に記載すべき事項 

① 飛沫の抑制（マスク着用や大声を出さないこと）の

徹底、② 手洗、手指・施設消毒の徹底、③ 換気の徹

底、 ④ 来場者間の密集回避、 ⑤ 飲食の制限、⑥ 

出演者等の感染対策、 ⑦ 参加者の把握等 

 

【安全計画策定対象のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合は、十分な人と 

の距離（１ｍ以上）を確保すること 

【安全計画策定対象外のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合 

大声なし：人と人とが触れ合わない程度の間隔（１ｍ 

程度）を確保 

大声あり：十分な人と人との間隔（できるだけ２ｍ、最 

低１ｍ以上）を確保 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新し 

い生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること 

安全計画
策定対象
外 

【大声なし】 
100% 

【大声あり】 
50% 

「5,000人」 
又は 

「収容定員
の 50％」 
のいずれか
小さい方 
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3/22～ 

安全計画
策定対象 

100%以内 
（大声なし 
前提） 

収容定員 

※安全計画に記載すべき事項 

① 飛沫の抑制（マスク着用や大声を出さないこと）の

徹底、② 手洗、手指・施設消毒の徹底、③ 換気の徹

底、 ④ 来場者間の密集回避、 ⑤ 飲食の制限、⑥ 

出演者等の感染対策、 ⑦ 参加者の把握等 

 

【安全計画策定対象のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合は、十分な人と 

の距離（１ｍ以上）を確保すること 

【安全計画策定対象外のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合 

大声なし：人と人とが触れ合わない程度の間隔（１ｍ 

程度）を確保 

大声あり：十分な人と人との間隔（できるだけ２ｍ、最 

低１ｍ以上）を確保 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新し 

い生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること 

【共通】 

イベントの前後の活動における基本的な感染防止対策

の徹底や直行直帰の呼びかけ等を行うこと 

安全計画
策定 
対象外 

【大声なし】 
100% 

【大声あり】 
50% 

「5,000人」 
又は 

「収容定員
の 50％」 
のいずれか
大きい方 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

   ※文中の日付はすべて令和４年 

  ９月８日の政府対策本部の基本的対処方針等の見直しにより、同一イベン

トにおいて、「大声あり」（収容率の上限:５０％）と「大声なし」(収容率の上

限:１００％)のエリアを明確に分けて開催可能となり、本県では９月９日か

らこれを適用した。 

  これについて本県は、独自の『埼玉県におけるイベント等開催時の「大声あ

り・なし」エリア区分ガイドライン』を策定し、９月１５日に公表した。同ガ

イドラインは、サッカー場、野球場、体育館、コンサートホールの４つの類型

における、明確なエリア分けについて例示し、推奨するものである。 

  なお、安全計画に記載すべき事項についても、「大声あり」「大声無し」のエ

リア分け導入等に伴い、一部内容を整理した。（表【第７波の開催制限】参照） 
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【第７波の人数制限】 （注）収容人数と人数上限でどちらか小さい方を限度 

日付 区分 収容率 人数上限 特記事項 

8/4～ 

安全計画
策定対象 

100%以内 
（大声なし 
前提） 

収容定員 

※安全計画に記載すべき事項 

① 飛沫の抑制（マスク着用や大声を出さないこと）の

徹底、② 手洗、手指・施設消毒の徹底、③ 換気の徹

底、 ④ 来場者間の密集回避、 ⑤ 飲食の制限、⑥ 

出演者等の感染対策、 ⑦ 参加者の把握等 

 

【安全計画策定対象のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合は、十分な人と 

の距離（１ｍ以上）を確保すること 

【安全計画策定対象外のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合 

大声なし：人と人とが触れ合わない程度の間隔（１ｍ 

程度）を確保 

大声あり：十分な人と人との間隔（できるだけ２ｍ、最 

低１ｍ以上）を確保 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新し 

い生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること 

【共通】 

イベントの前後の活動における基本的な感染防止対策

の徹底を行うこと 

安全計画
策定 
対象外 

【大声なし】 
100% 

【大声あり】 
50% 

「5,000人」 
又は 

「収容定員
の 50％」 
のいずれか
大きい方 

9/9～ 

安全計画
策定対象 

100%以内 
※「大声なし」
（100%以内）と
「大声あり」
（50%以内）の
エリア分けが

可能 

収容定員 

※安全計画に記載すべき事項 

① 飛沫感染対策、② エアロゾル感染対策、③ 接触

感染対策、④ 飲食時の感染対策、⑤ イベント前の感

染対策、⑥ 感染拡大対策、⑦ 出演者やスタッフの感

染対策 

 

【安全計画策定対象のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合は、十分な人と 

の距離（１ｍ以上）を確保すること 

【安全計画策定対象外のイベント】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合 

大声なし：人と人とが触れ合わない程度の間隔（１ｍ 

程度）を確保 

大声あり：前後左右の座席との身体的距離（座席間は 

１席（座席がない場合は最低１ｍ）空ける）を 

確保 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新し 

い生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること 

【共通】 

イベントの前後の活動における基本的な感染防止対策

の徹底を行うこと 

安全計画
策定 
対象外 

【大声なし】 
100% 

【大声あり】 
50% 

「5,000人」 
又は 

「収容定員
の 50％」 
のいずれか
大きい方 
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（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

  新型コロナの感染拡大に伴う行動制限がない年末年始を迎えた場合を想定

し、本県独自の「年末年始における立食パーティー開催に当たっての留意事項

について」を令和４年１０月３１日に公表した。忘年会や新年会で普段会わな

い人と接する機会が増えることで、感染拡大につながる可能性があるため、感

染拡大を防ぐ会場レイアウトを例示したものである。 

  また、令和５年１月２７日の政府対策本部の基本的対処方針等の見直しに

より、イベントにおける「大声あり」「大声なし」の区分がなくなったことを

受け、本県では、同日から収容率の制限を一律「１００％以内」に緩和した。

安全計画に記載すべき事項についても、国の新型コロナウイルス接触アプリ

「ＣＯＣＯＡ」の廃止等に伴い、整理した。 

  その後も、令和５年３月１２日には、安全計画に記載すべき事項の記載例か

らマスクの着用を外す等の修正を行った。（表【第８波の開催制限】参照） 

  令和５年４月２７日、国が新型コロナウイルス感染症について同年５月７

日をもって「５類感染症」に位置づけることとしたことから、本県では５月１

日の県対策本部会議において、継続していた協力要請等を５月７日までとす

ることを決定した。 

 

【第８波の開催制限】 （注）収容人数と人数上限でどちらか小さい方を限度 

日付 区分 収容率 人数上限 特記事項 

1/27～ 

安全計画
策定対象 

100%以内 収容定員 

※安全計画に記載すべき事項 

①飛沫感染対策、② エアロゾル感染対策、③ 接触感

染対策、④ 飲食時の感染対策、⑤ イベント前の感染

対策、⑥ 出演者やスタッフの感染対策 

 

【安全計画策定対象外のイベント】 

・業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新し 

い生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること 

【共通】 

・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスな 

ど収容定員が設定されていない場合は、十分な人と 

の距離（１ｍ以上）を確保すること 

・イベントの前後の活動における基本的な感染防止対 

策の徹底を行うこと 

安全計画
策定 
対象外 

100%以内 

「5,000人」 
又は 

「収容定員
の 50％」 
のいずれか
大きい方 

 

３ 実施上の課題と対応 

 事前相談制度、感染防止安全計画等の導入 

  「事前相談」制度や「感染防止安全計画」制度においては、イベント主催者

が提出した多数の資料の確認が必要になるが、年度途中での突然の開始とい

うこともあり、イベントを所管する危機管理防災部単独で実施するのは、人員
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的に難しい状況であった。 

  そこで、大型集客施設を所管する部やイベントを多数実施する部局等を含

めた、全庁的な相談確認体制を構築することにより対応した。この体制は第８

波終了時まで継続した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  第５波で実施した「事前相談」制度においては、収容率１００％で開催しよ

うとする主催者が実績疎明資料（過去の大声なしイベントの実績映像等）を提

出する必要があった。その際の事業者等の負担を軽減するため、ＤＶＤ等の代

わりにファイルアップローダを使った電子データでの提出も可能とした。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

（１）知事記者会見による周知 

（２）市町村等へのメールによる周知 

（３）ホームページでの周知 

（４）市町村、イベント施設等へのチラシ電子データの配布 

 

６ 自己評価 

  感染状況の変動を受けての基本的対処方針等の度重なる変更に対し、全庁

の応援体制を機動的に構築することにより、遅滞なく対応できたことは評価

できる。 

  その一方で、イベント主催者等への協力要請に強制力がないことから、制度

の遵守が必ずしも徹底していたとは言えない状況であった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・今回の実績に基づく、イベント実施に係る真に必要な感染防止措置の検証 

  

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

 ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 ・内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡 

  「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る 

   留意事項等について」 

  「イベント開催等における感染防止安全計画等について」  等 
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９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年５月８日を以て、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが

５類感染症に変更され、特措法に基づく基本的対処方針が廃止されたことに

伴い、これまでに同方針に基づき実施していた協力要請等の措置を終了した。 
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飲食店の現地店舗調査 

 

１ 概要 

  新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及びまん延防

止等重点措置により、県内の飲食店等に対し営業時間の短縮等の要請を行っ

たが、国から飲食店の営業時間短縮要請への協力状況等を調査して報告する

ように依頼を受けたことから、本県では現地店舗調査を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日）～ 

   第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

  飲食店への要請 

  感染拡大を防止するため、酒類の提供について、令和２年４月１７日か

ら同年５月２５日までは午後７時、令和２年５月２６日から同年６月１６

日までは午後１０時までとする要請を行ったが、協力状況の現地調査は行

わなかった。 

 

（２）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日）～ 

   第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

  飲食店への要請 

  新規感染者数の増加に伴い、令和２年１２月４日から酒類提供を行う飲

食店への営業時間の短縮要請を開始した。その後、緊急事態宣言、段階的

緩和措置、まん延防止等重点措置を実施する中で、飲食店等への営業時間

の短縮要請等を下記のとおり行った。 

 

期 間 内 容 区 域 

感染拡大期（R2.12.4～R3.1.7） 

R2.12.4～ 
酒類提供を行う飲食店への時短要請 

営業時間：午後１０時まで、酒類提供：午後１０時まで 

さいたま市大宮区、

川口市、越谷市 

緊急事態宣言（R3.1.8～R3.3.21） 

R3.1.8～ 
酒類提供を行う飲食店への時短要請 

営業時間：午後８時まで、酒類提供：午後７時まで 

さいたま市大宮区、

川口市、越谷市 

R3.1.12～ 
飲食店への時短要請 

営業時間：午後８時まで、酒類提供：午後７時まで 
全県 

段階的緩和措置（R3.3.22～R3.4.19） 

R3.3.22～ 
飲食店への時短要請 

営業時間：午後８時まで、酒類提供：午後７時まで  
全県 
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まん延防止等重点措置（R3.4.20～R3.8.1） 

R3.4.20～ 
措置区域内 営業時間：午後８時まで 酒類提供：午後７時まで さいたま市、川口市 

措置区域外 営業時間：午後９時まで 酒類提供：午後８時まで その他の市町村 

R3.4.28～ 

措置区域内 営業時間：午後８時まで 酒類提供：終日自粛 １５市町（＊１） 

措置区域外 

営業時間：午後９時まで 

酒類提供：終日自粛。１人又は同居家族グループ

の場合、午後８時まで提供可 

その他の市町村 

R3.6.21～ 

措置区域内 

営業時間：午後８時まで 

酒類提供：認証店では１人又は同居家族グループ

に対して、午後７時まで提供可。 

さいたま市、川口市 

措置区域外 

営業時間：午後９時まで 

酒類提供：認証店では４人以下又は同居家族グル

ープに対して、午後８時まで提供可。 

その他の市町村 

R3.7.20～ 

措置区域内 

営業時間：午後８時まで 

酒類提供：認証店では１人又は同居家族グループ

に対して、午後７時まで提供可。 

２０市町（＊２） 

措置区域外 

営業時間：午後９時まで 

酒類提供：認証店では４人以下又は同居家族グル

ープに対して、午後８時まで提供可 

その他の市町村 

緊急事態宣言（R3.8.2～R3.9.30） 

R3.8.2～ 営業時間：午後８時まで 酒類提供：終日自粛 全県 

段階的緩和措置（R3.10.1～R3.10.24） 

R3.10.1～ 

【認証店】営業時間：午後９時まで 

     酒類提供：４人以下又は同居家族グループに対して、

午後８時まで提供可。 

【非認証店】営業時間：午後８時まで 酒類提供：終日自粛 

全県 

まん延防止等重点措置（R4.1.21～R4.3.21） 

R4.1.21～ 措置区域内 

【非認証店、ワクチン検査パッケージ非適用店】 

営業時間：午後８時まで 酒類提供：終日自粛 

人数上限：同一グループ・テーブルで４人以内 

【ワクチン検査パッケージ適用店】 

営業時間：午後９時まで 酒類提供：午後８時３０分まで

人数上限：上限なし（接種歴等の確認ができた場合） 

全県 

＊１ さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光

市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 

＊２ さいたま市、川口市、川越市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木

市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町 

 

 イ 飲食店等の現地調査実施 

  国は感染拡大を防止するため、飲食店への営業時間短縮要請を行うとと

もに、要請の実効性を担保するため、繁華街での見回りや呼びかけを行うこ

とを各都道府県に求めた（令和２年１２月１８日付け事務連絡、令和３年１

月７日付け事務連絡、令和３年１月１３日付け事務連絡）。 

  さらに国は令和３年１月１５日付け事務連絡「営業時間短縮要請に対す

る協力状況等に関する調査の依頼等について」及び令和３年２月２日付け事

務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における『協力
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要請推進枠』の運用拡大について」を発出し、飲食店の営業時間短縮要請の

協力状況等を調査して報告すること、営業時間短縮に係る協力金の交付手続

きの際に調査の予定等を記載した実施計画を作成することを都道府県に求

めた。 

  これらを受け、県では令和３年１月１６日から県職員による店舗調査を

開始し、同年１月２７日からは業務委託に切り替え、調査を実施した。 

  調査方法は外観目視とし、対象は飲食店（居酒屋を含む）、喫茶店等（宅

配・テイクアウトサービスを除く）、バー等で食品衛生法の飲食店営業許可

を受けている店舗とし、件数は１日当たり約１，０００件とした。 

  本調査は、令和３年１０月２４日の段階的緩和措置の終了とともに飲食

店への時短要請が終了したため、同日をもって一旦調査を終了した。 

  その後、令和４年１月２１日に再度、まん延防止等重点措置による飲食店

等への時短要請が行われたため、前回同様の方法により調査を再開した。 

  この調査は、令和４年３月２１日の措置期間終了をもって時短要請が終

了したことに伴い、同日をもって調査を完了した。 

  令和３年１月１６日から令和４年３月２１日の間に調査した店舗は、延

べ４２４，０６８店舗となり、その内、営業時間短縮の協力が得られた店舗

の割合は下記のとおりであった。 

 

期 間 区域 協力率 

緊急事態宣言（R3.1.16～3.21） 県全域 ９８．９％ 

段階的緩和（R3.3.22～4.19） 県全域 ９５．０％ 

まん延防止等重点措置（R3.4.20～8.1） 
措置区域 ９７．２％ 

その他 ９６．０％ 

緊急事態宣言（R3.8.2～9.30） 県全域 ９６．５％ 

段階的緩和（R3.10.1～10.24） 県全域 ９３．２％ 

まん延防止等重点措置（R4.1.21～3.21） 県全域 ９４．８％ 

 

 ウ 調査結果の活用 

  当調査で判明した営業店舗のデータについては、埼玉県緊急事態措置相

談センターなど県民から寄せられた情報と共有管理し、電話や文書による

協力要請の働きかけに活用した。 

  また、毎日の調査結果（調査店舗数、営業店舗数、協力率）を県ホームペ

ージで公表するとともに、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室

あて報告を行った。 
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３ 実施上の課題と対応 

（１）調査方法について 

 令和３年１月１６日から県職員による現地店舗調査を開始したが、人員の

手配をはじめ、現地調査、調書の集計やチェック等に膨大な時間を要したこと

から、人材派遣業者や市場調査業者に業務を委託することとした。 

 

（２）委託事業者との契約 

 飲食店への営業時間短縮要請を行っている都道府県については、現地調査

を実施することを国が求めた。このため、委託候補となる事業者から他の都道

府県の事業を行うことを理由に見積提出を断られる例があるなど、委託事業

者の確保に困難が生じることもあった。 

 事業の委託については、飲食店への要請の期間ごとの契約を基本としたた

め、合計１７回の契約事務を行うこととなった。 

 

（３）調査エリアについて 

 調査を開始した当初は、県内の主要な繁華街を中心に調査を行っていたが、

まん延防止等重点措置区域の拡大や、調査が長期間にわたり継続したこと等

を背景として、調査エリアを段階的に広げ、県内全域を網羅的に調査すること

とした。 

 食品衛生法に基づく飲食店許可件数や駅の乗降客数等を総合的に判断し、

最終的に全県で１４６エリア（１３４駅、１２地域）において調査を実施した。 

 

（４）調査内容について 

 当初は外観目視により営業状況のみの確認を行っていたが、酒類の提供及

び、彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プラス）認証登録の有無に

ついても、その後の店舗への働きかけのポイントとなることから、これらにつ

いても調査を行うこととなった。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  特になし 

 

５ 広報・関係機関への周知 

 調査結果（調査店舗数、営業店舗数、協力率）について、前日の状況を県ホ

ームページに公表した。 

 併せて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室あて報告を行った。 
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６ 自己評価 

 現地調査を実施することで営業時間短縮要請に従っていない店舗を把握す

ることができ、その後の個別の働きかけにつなげることができた。 

 また、協力状況の結果を公表することは、多くの飲食店が命を守る取組に協

力をいただけることを県民に周知することにつながり、飲食店支援の裾野を

広げることができた。 

 飲食店の時短営業要請とその調査を行うことは、人出を抑えることにつな

がることから、感染拡大防止に一定程度の効果があったと言える。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法 

 ・「営業時間短縮要請に対する協力状況等に関する調査の依頼等について」

（令和３年１月１５日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進

室長事務連絡） 等 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度  ２０，５８１千円 

      令和３年度  ５５，１９３千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  特になし 
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協力要請に関する相談体制 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症の拡大及び緊急事態宣言を踏まえ、外出の自粛、

施設の使用停止等の協力要請等に対する県民や事業者の疑問・不安に対応す

るため、電話相談を受け付ける緊急事態措置相談センターを設置した。 

 

２ 経緯・取組内容 

  令和２年４月７日付けで発令された緊急事態宣言を踏まえ同月１１日に緊

急事態措置相談センターを設置し、電話相談受付を開始した。 

 

 

  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

R2.4.11 R2.7.11 R2.10.11 R3.1.11 R3.4.11 R3.7.11 R3.10.11 R4.1.11 R4.4.11 R4.7.11 R4.10.11 R5.1.11 R5.4.11

全相談件数（R2.4.11～）相談件数 新規陽性者数

（人）

←相談件数 ←新規陽性者数 



 

467 

 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

 

 ※文中の日付はすべて令和２年 

 ４月７日に政府が本県を含む７都府県に緊急事態宣言を発出したことに伴

い、第１０回県対策本部会議を開催し、新型インフルエンザ等対策特別措置

法に基づき実施する協力要請等についての問い合わせが増加した。 

 ４月１０日に民間事業者等に対する追加の協力要請を行うことで更なる増

加が予想されたことから、これらの相談を専門に受け付ける電話窓口「緊急

事態措置相談センター」を４月１１日から設置した。 

 設置当日は２３７件、４月１３日は４４５件の相談を受け付けた。当初の

相談は、施設等の使用停止協力要請に関するものが中心であった。 

 なお、４月１１日及び１２日は危機管理防災部職員のみで対応を行ったが、

４月１３日以降は他部局の応援を受けながら対応した。 

 ４月１１日から６月９日までの電話受付の延べ件数は８，０２３件、１開

設日あたりでは１３４件であった。 
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（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 

 ※文中の日付はすべて令和２年 

 受付件数は減少傾向で推移し、６月後半には１日あたり概ね４０件以内に

落ち着いていたので、７月１日以降は他部局からの応援を終了した。 

 相談内容については、第２波を通じて、「彩の国『新しい生活様式』安心宣

言」に関するものが多く、所管の窓口に転送する機会が増えた。また、営業制

限、外出自粛に関する相談も多数あり、特に第２波の前半については、飲食店

等の酒類の提供制限に関するものが目立った。第２波の後半には感染再拡大

を受けて緊急事態宣言の発令を望む声や、感染症対策が不十分な事業者、飲

食店に関する情報提供も増えた。 

 第２波の相談件数は延べ１，６８０件、１開設日あたり１８件であった。 
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（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 

 第２波から引き続き相談件数は減少傾向で、１日あたりの受付件数が１０

件を下回ることが常態化したことから、令和２年１１月３日以降は閉庁日の

運営を取りやめた。 

 しかしながら、東京都が飲食店の営業制限をかけたこと等により、１１月

下旬以降は再び相談が増加した。１２月２日には９０件近い相談があったが、

これは、前日の県対策本部会議で飲食店への営業制限が決定されたこと、そ

れに伴い飲食店等に対する感染防止対策協力金制度が創設されたことによる

ものであった。 

 このような状況を受け、１２月２６日から閉庁日の運営を再開したところ、

年明けの令和３年１月７日には緊急事態宣言が発令され、翌８日には４５０

件の相談があった。これは緊急事態措置相談センター設置の全期間を通して

最大の相談件数となった。 

 相談内容は、引き続き、営業制限、感染防止対策協力金制度に関するものが

多数を占め、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」や生活困窮、感染不安の

ほか、個別の飲食店の営業やイベント開催が県の要請に反するのではないか、

という相談も目立った。 

 その後、協力要請内容の浸透により相談件数が減少していき、緊急事態宣

言の延長決定で一時的に増加することはあっても、１日概ね５０件以内で推

移した。 
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 第３波の相談件数は延べ４，０９８件で、１開設日あたり２８件であった。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

 

 ※文中の日付はすべて令和３年 

  緊急事態宣言の終期である３月２１日が近づくと、その延長の有無に係る

相談が増加した。３月１８日に国が予定通りの緊急事態宣言終了を決定した

翌日１９日には、宣言終了後の措置内容についての相談が１２７件に増加し

た。同日のうちに措置内容を決定し公表したため、３月２３日以降は１日 

５０件以内に戻り、相談内容も従前と同じ傾向に戻ったが、４月上旬からは

まん延防止等重点措置区域の適用の可能性についての相談が多くなった。 

  ４月１５日に本県に対するまん延防止等重点措置に係る公示について国に

要請を行ったことから、翌１６日の相談件数は１８４件となった。同日に国

のまん延防止等重点措置に係る公示を受け、県対策本部会議がまん延防止等

重点措置の内容と重点措置を講じるべき区域（以下「措置区域」）の２市（さ

いたま市、川口市）を決定したところ、３月１９日には相談件数が２６８件ま

で増加した。 

  増加の主な要因は、まん延防止等重点措置が令和３年から新設された制度

で、要請内容が同一県内で措置区域と措置区域外に分かれていたので分かり

にくい部分があることや、感染症防止対策協力金が売上高に応じたものとな

り、措置区域での支給については「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」飲食
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店＋（プラス）認証が必須となったことが挙げられる。 

  なお、４月２４日に措置区域を１５市町に拡大したこと及び飲食店等の酒

類提供の制限を強化したことを受け、４月２６日には第４波最大となる 

３１５件の相談があった。 

  また第４波の終盤には、協力要請等を守らない飲食店等の通報が目立った。 

  第４波の相談件数は延べ５，９４０件で、１開設日あたり５５件であった。 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 

 ※文中の日付はすべて令和３年 

 まん延防止重点措置区域措置の終了前や延長後には期限延長や要請内容変

更の有無に関する相談が増えたほか、緊急事態宣言の決定前後には宣言発令

の有無や要請内容変更に関する相談が増えたが、第５波の前半は概ね１日 

１００件以内の相談で推移した。 

 相談内容は、引き続き営業制限、感染防止対策協力金制度に対する問い合

わせ、感染対策不徹底な飲食店等の通報が多数を占め、生活困窮、感染不安、

陽性者や濃厚接触者のすべき行動についての相談も目立った。 

 営業制限については、飲食店等の酒類の提供条件、グループ会食の例外で

ある「同居家族」の考え方、会食の時間制限、カラオケについての相談が多か

った。 

 緊急事態宣言の解除決定の翌日９月２９日には、４１０件の相談があった
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が、詳細の決定が遅れていた感染症防止対策協力金に関するものが多く、詳

細の決定、公表後は収束した。 

 緊急事態宣言解除後は、各種の制限が段階的に緩和された結果、相談件数

は減少し、１０月３０日から閉庁日の運営を停止することとした。 

 １１月以降、相談件数は概ね２０件以内で推移し、相談内容は営業制限、感

染防止対策協力金制度、イベント開催の事前相談（感染防止安全計画、チェッ

クリストの策定等）についてのものが多かった。 

 第５波の相談件数は延べ７,７８８件で、１開設日あたり４６件であった。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 

 令和３年末には新たに実施が決定したＰＣＲ検査等の無料化についての相

談と、感染拡大に伴う緊急事態宣言等の発令見込みについての相談が増加し

たことを受け、令和４年１月８日にセンターの閉庁日運営を再開した。 

 その後、１月１９日にまん延防止等重点措置の協力要請内容が決定された

ことから、１月２０日には４２５件、翌２１日にも３３６件の相談があった。 

 両日の相談内容は、新たに飲食店等に適用されたワクチン・検査パッケー

ジ制度、具体的な協力要請の内容、感染防止対策協力金に対するものが大半

を占めた。 

 それ以降の相談件数は、まん延防止等重点措置の終了が決定した３月１７

日まで、概ね６０件以内で推移したが、ワクチン・検査パッケージ制度につ
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第６波（R3.12.15～R4.6.5）相談件数相談件数
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（人）
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いて多数の意見が寄せられた。なお、この期間中も従来同様、飲食店等の営

業制限、感染症防止対策協力金、イベント等についての相談が多かった。 

 まん延防止等重点措置の終了以降は、飲食店等の営業制限が大幅に緩和さ

れ、感染症防止対策協力金制度も終了したことから、相談件数は概ね２０件

以内で推移し、４月９日からはセンターの閉庁日運営を停止した。 

 第６波の相談件数は３，２８９件で、１開設日あたり２３件であった。 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 

 ※文中の日付はすべて令和４年 

 相談件数は１日あたり概ね２０件以内で推移した。８月３日のＢＡ．５対

策強化宣言実施の決定と８月２６日の延長決定の前後には、これに関する相

談がやや増加したが、宣言前後の協力要請等の内容に大きな違いがなかった

ことから、緊急事態宣言等の時のように急増することはなかった。 

 相談の多くはイベント開催に関するものであり、本人及び家族の感染疑い、

検査、受診の相談等に関するもの等については対応窓口を案内した。 

 第７波の相談件数は７４６件で、１開設日あたり９件であった。 

  

BA5対策

強化宣言8/3

BA5対策

強化8/4

強化宣言
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強化宣言終了9/30
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（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 

 電話の受付件数は１日あたり概ね１０件以内で推移した。 

 相談の多くはイベント開催に関するものであり、本人及び家族の感染疑い、

検査、受診の相談等に関するもの等については対応窓口を案内した。なお、令

和５年１月２７日に、国が「特段の事情が生じない限り、５月８日から新型コ

ロナウイルス感染症について、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に

該当しないものとし、５類感染症に位置づける」決定を公表してからは、５月

８日以降の措置内容についての相談が増加した。 

 第８波の相談件数は５３１件で、１開設日あたり４件であった。 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）弾力的な体制の構築 

  その時々の感染状況や県民・事業者への措置要請の内容などにより、相談件

数に大幅な増減が発生する中で、どのような状況下においても円滑に運営で

きる体制を整備しなければならない。 

  そのため、相談件数の増加が見込まれる場合は、他部局職員の応援を受け、

また閉庁日にも緊急事態措置相談センターを開設するなどの対応を行う一方、

減少傾向にある時は、閉庁日の開設を取りやめ、職員の負担軽減を図るなど

柔軟な対応を行った。 
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（２）通話録音機能を有する機械の導入  

  長時間にわたる拘束や理不尽な態度を取る電話相談者も、一定数存在する

ことから、その対応により心身の不調を訴える職員が発生した。 

  そのため、令和３年９月１日から通話録音を告知する機械を設置し、通話を

録音するよう対処したところ、そのような電話は減少し、状況が改善された。 

 

４ ＩＣＴの活用  

 問い合わせ内容を記録する簡易なデータベースを作成、関係者間で共有す

ることにより、問い合わせ対応を円滑に行えるようにするとともに、随時問い

合わせ状況を確認した監督者等が増員等を行えるような体制を整えた。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  ホームページや広報紙による周知 

 

６ 自己評価 

 ・緊急事態措置相談センターには、専従職員を配置せず、職員のローテーシ

ョンで対応していたが、コロナ対応の長期化、その時々の感染状況や措置

内容の変化などにより、相談内容が非常に多岐に渡ることになったため、

職員の負担が増した。 

  このような中でも、円滑な相談対応を行うため、これまでの問い合わせ対

応を記録してデータにまとめ、共有することで、比較的経験の浅い職員で

も、相談者からの問い合わせに対して、適切に対処でき、負担を減らすよ

う配慮を行った。 

 ・県民が不安に感じるような（県民・事業者に負担を求める施策、学術的根

拠等が不十分なもの）情報が国や県から発信された場合、相談件数は増加

傾向となることが判明してきたため、あらかじめ発信する情報の内容に応

じて、より早いタイミングで体制を整備できれば良かった。 

   

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題・国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事務費・財源 

  なし 
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10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年４月２７日、国が予定どおりの５類感染症位置づけを決定したこ

とを受け、本県の緊急事態措置相談センターも業務終了を決定した。 

  令和４年４月９日以降、閉庁日はセンターを開設しなくなったため、５類へ

の移行直前の開庁日にあたる令和５年５月２日をもって業務を終了した。 
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彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プラス） 

 

１ 概要 

  県内の飲食店の利用促進を図り、感染拡大防止と社会経済活動の両立につ

なげるため、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」を創設

した。県内の飲食店を個別訪問し、県が推奨する感染防止対策に取り組む店舗

を認証した上で、認証ステッカーを交付し、県内の飲食店による安心して利用

できる店舗であることのＰＲを促した。また、認証店舗に対し、取組の遵守状

況の現地調査を実施することで、県内の飲食店による感染防止対策の継続を

促進した。 

 

   【認証ステッカー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）彩の国「新しい生活様式」安心宣言 

  県内の幅広い事業者による自主的な感染防止対策を推進するため、令和２

年５月に、県医師会等の医療専門家に加え、行政、県内の経済・労働団体、消

費者団体、マスメディアの代表者などで構成される「彩の国『新しい生活様式』

評議会」を設置した。 

  評議会の設立とともに、「新しい生活様式」の定着と、県民がより安心でき

る環境を提供し、感染拡大防止と社会経済活動の両立につなげるための「彩の

国『新しい生活様式』安心宣言」の制度を創設した。 

  本制度は、３密の徹底的な回避や手洗い・手指消毒の徹底、マスクの着用な

どが記載された安心宣言を事業所や店舗の入口等に掲示することで、感染防

止対策を自主的に実践してもらおうとするものであった。 

  業種別団体が作成した業種別の安心宣言は、評議会において、有識者による



478 

 

内容確認を行った後、認定証を交付した。認定団体は、学習塾や小売業、理容

業、飲食業などの７３団体だった。 

 

  【掲示物の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プラス） 

  令和３年４月に評議会において有識者から意見をいただき「彩の国『新しい

生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の制度を創設し、令和３年４月２６

日に店舗への訪問をスタートした。 

  国は、内閣官房令和３年４月３０日付け事務連絡「飲食店における感染防止

対策を徹底するための第三者認証制度の導入について」により制度を導入し

た。本県の制度は、国の制度導入に先んじて実施され、その後、国の制度に基

づくものとなった。 

  本制度は、県内の飲食店を個別訪問し、マスク着用や手指消毒の呼び掛け、

アクリル板の設置又は座席間隔の確保、換気の徹底といった感染防止対策を

確認した上で、認証ステッカーを交付し、県内の飲食店による安心して利用で

きる店舗であることのＰＲを促すものである。それにより、県内の飲食店の利

用促進を図り、感染拡大防止と社会経済活動の両立につなげることを目的と
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479 

している。 

  令和３年４月２６日に、まん延防止等重点措置区域のさいたま市及び川口

市の飲食店を対象に制度をスタートさせ、令和３年４月２８日には、措置区域

の拡大に合わせ、川越市、越谷市、所沢市などを加えて１５市町に対象を拡大

した。 

  令和３年５月１８日から申請受付を行った感染防止対策協力金（第９期）か

らは、協力金の支給要件の一部になった。 

  その後、感染拡大防止への効果が期待されたため、令和３年５月２８日には

対象を全県に拡大した。 

  令和５年５月７日の制度廃止時までに２８，２２９店舗を認証した。 
 

【認証に当たってのチェックの視点】 
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（３）モニタリング調査 

  令和３年７月から、県内の飲食店における感染防止対策の継続を促進する

ため、本制度の認証を受けている店舗に対し、取組の遵守状況を確認するモニ

タリング調査を実施した。 

  感染防止対策の取組の再確認ができた事業者には、モニタリング実施済ス

テッカーを交付した。 

  令和３年７月５日にモニタリング調査をスタートし、令和５年５月７日の

制度廃止時までに累計２９，９８１店舗に対し実施した。 

 

  【モニタリング実施済 

   ステッカー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）未認証店への働き掛け 

  感染防止対策を行う飲食店を拡大するため、令和３年度に県内１７保健所

と連携し、商工会議所・商工会等の協力も得ながら未認証店や新規開業店への

制度案内を行った。 

  令和４年度は体制を整理し、現地確認等の業務を委託した民間企業の現地

確認員により未認証店への働き掛け訪問及びその場での現地確認・認証を行

うこととした。 

  令和４年６月１日に働き掛け訪問等をスタートし、令和５年５月７日の制

度廃止時までに累計４，７６２店舗に対し実施した。 
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【実施件数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）安心宣言飲食店＋の実施体制及び実施エリア等 

  令和３年４月２６日の制度スタート時の実施体制について、１日最大で、県

職員は業務を所管する産業労働部内外の１６０人、市町村職員・商工団体職員

１６０人が従事し、２人を１チームとして１６０チームで対応した。 

  令和３年５月１９日から業務委託を行ったが、令和３年５月２８日から７

月１１日の感染拡大時には、県職員、市町村及び商工団体職員も対応した。 

  その後、令和３年７月１２日から令和３年度末までは、１日最大で、委託事

業者の現地確認員１６人、商工団体職員１６人による１６チームで対応した。 

  令和４年度は、委託事業者の現地確認員１６人による８チームで対応した。 

  訪問に当たっては、県内を幅広く巡回する必要があったため、５つのエリア

に区分けし、日ごとで実施エリアを決め、現地確認、モニタリング調査及び未

認証店への働き掛けを実施した。 

 

 

 

 

 

 

R3.4.26～
　　 R3.5月

R3.6月～
　　 R3.9月

R3.10月～
     R4.3月

R4.4月～
      R4.9月

R4.10月～
　　 R5.3月

R5.4月～
　　 R5.5.7

期間計 12,557 12,191 1,646 710 1,123 2

累計（末日時点） 12,557 24,748 26,394 27,104 28,227 28,229

期間計 - 2,949 11,346 6,779 8,907 0

累計（末日時点） - 2,949 14,295 21,074 29,981 29,981

期間計 - - - 1,459 3,303 0

累計（末日時点） - - - 1,459 4,762 4,762

働き掛け
店舗数

（R3.6.1～）

認証店舗数
(R3.4.26～）

モニタリング
調査店舗数
（R3.7.5～）



482 

 

 【実施エリア】 

  ・エリア１ 

上尾市・伊奈町・入間市・春日部市・狭山市・蓮田市・松伏町・三郷市・

八潮市・吉川市 

  ・エリア２ 

桶川市・加須市・北本市・行田市・久喜市・鴻巣市・幸手市・白岡市・ 

杉戸町・羽生市・宮代町 

  ・エリア３ 

小川町・越生町・川島町・坂戸市・鶴ヶ島市・ときがわ町・滑川町・鳩山町・

飯能市・東秩父村・東松山市・日高市・毛呂山町・吉見町・嵐山町 

  ・エリア４ 

小鹿野町・神川町・上里町・熊谷市・秩父市・長瀞町・深谷市・本庄市・

美里町・皆野町・横瀬町・寄居町 

  ・エリア５ 

朝霞市・川口市・川越市・越谷市・さいたま市・志木市・草加市・所沢市・

戸田市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町・和光市・蕨市 

 

（６）制度の廃止 

  本制度は、内閣官房令和３年４月３０日付け事務連絡「飲食店における感染

防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について」に基づくものと

なっていたが、国は、令和４年１２月にパーティション等の設置（座席の間隔

の確保）の基準を緩和し、令和５年３月にマスク着用の推奨の基準を削除する

など、段階的な基準緩和を行った。それに伴い、本県の制度の基準についても、

国に合わせた緩和を行った。 

  さらに、国は、特段の事情が生じない限り、令和５年５月８日から新型コロ

ナウイルス感染症を５類感染症に位置付け、「新型コロナウイルス感染症対策

の基本的対処方針」を廃止することとし、これに伴い、基本的対処方針に基づ

く第三者認証制度も廃止することとした。 

  こうした国の方針を踏まえ、本県においても、令和５年５月７日をもって、

彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び飲食店プラスの制度を廃止することと

した。令和５年３月には、県ホームページで廃止について案内するとともに、

経済団体、業界団体及び市町村等にメールでお知らせした。令和５年４月には、

飲食店プラスの認証店に廃止に当たっての案内を郵送した。 
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【制度廃止の案内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）飲食店等における「ワクチン・検査パッケージ制度」 

  感染対策と日常生活の回復の両立に向けて、感染再拡大時におけるまん延

防止等重点措置等の状況下においても、行動制限を緩和するため、飲食店等に

おけるワクチン・検査パッケージ制度を実施した。 

  ワクチン・検査パッケージ制度は、利用者のワクチン接種歴又は検査結果の

陰性を確認することにより、一部制限が緩和されるものであった。登録には飲

食店プラスの認証が必要であり、登録し制度を適用する場合、行動制限時の営

業時間や酒類提供、人数上限の制限が緩和された。 

  感染防止対策協力金（第１６期～第１８期）の要件の一部にもなり、令和４

年１月２１日から令和４年３月２１日の飲食店等に対する営業時間の短縮等

の要請期間に適用された。 

  彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び飲食店プラスの制度とともに、令和

５年５月７日をもって制度を廃止することとした。 

  制度廃止時までに１５，８１６店舗を登録した。 
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  【登録店ステッカー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実施上の課題と対応 

 ・現地確認等の訪問について、数多くの対象店舗が県内に幅広く点在してい

たため、制度創設当初、業務を所管する産業労働部や他部局、市町村、商

工団体に応援職員の派遣を依頼して対応した。その後、民間企業に業務委

託し、安定した実施体制を整備した。 

 ・本制度は県内の飲食店に多くの協力と負担を求めるものであり、県として

特に丁寧に対応する必要があった。県、市町村及び商工団体の職員につい

ては、その点について、常に念頭に置きながら業務に従事するよう呼び掛

け、徹底するよう努めた。委託事業者のスタッフについては、研修を充実

（採用時研修及び中間研修）するとともに、日々の業務開始時に注意喚起

し、業務中や終了時のコミュニケーションを十分にとるなど、対応の質の

維持・向上に努めた。 

 ・数多くの対象店舗を効率的に訪問するためのルート作成は非常に困難であ

り、最寄駅から大きく離れている店舗や、各店舗の休業日なども考慮しな

ければならなかった。委託事業者のスタッフがルート作成を専任で担当す

ることでノウハウを蓄積し、可能な限り効率的に訪問するよう努め、遠方

の店舗は自動車を活用して訪問するなどで対応した。 

 ・未認証店への働き掛けに係る対象店舗の絞り込みについて、県内保健所が

公表する飲食店営業許可店舗一覧からテイクアウト専門店などの対象外店

舗を除く作業を行う必要があった。一覧に掲載された店舗のホームページ

を１件１件確認するなど相当の業務量であったが、職員の地道な作業によ

り対応した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  飲食店が行う現地確認の訪問予約について、原則、ホームページから申請す

るものとした。 
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５ 広報・関係機関への周知 

 ・県のホームページでの制度案内のほか、感染防止対策協力金の申請があっ

た事業者には個別に郵送でお知らせするなどプッシュ型の周知を行った。 

 ・未認証店や新規開業店については、県内１７保健所と連携し、飲食店営業

許可の申請者に案内するとともに、商工会議所・商工会等の協力も得なが

ら、個別に訪問して働き掛けた。 

 ・令和３年１０月及び令和４年３月の制限解除の際には、感染のリバウンド

を防ぐために、各認証店、各県有施設、市町村、商工会議所・商工会など

の経済団体及び鉄道会社等にポスター掲示の協力を依頼し、飲食店への認

証取得と県民等への認証店の利用を呼び掛けた。 

 

   【案内チラシ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 自己評価 

  制度の対象となる想定店舗数３４，０００に対し、認証店舗数２８，２２９

（８３．０％）となり、多くの県内の飲食店に感染防止対策に取り組んでいた

だいた。 

  飲食店由来の感染は大幅に減少し、感染拡大防止に果たした役割は大きか

ったと考えている。 
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７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・現地確認に伴う事業費は非常に多額となり、今回は国費が措置された。今

後、新興感染症の感染防止対策を行う際には、国に対し、必要な経費が全

額国費措置されるよう、改めて要望する必要がある。 

 ・この度の新型コロナウイルス感染症対策では、飲食店に焦点を当てた要請

及び第三者認証制度が実施された。各飲食店に与える影響は非常に大き

く、今後の新興感染症への対応では、今回の対応も参考にして、要請の対

象等を判断していくことが重要である。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 ・「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入に

ついて」（令和３年４月３０日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対

策推進室長、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官、農林水産省

食料産業局長事務連絡） 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和３年度  ４６８，８２１千円 

      令和４年度  ２１３，８８０千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  国において、令和５年５月８日から新型コロナウイルス感染症が５類感染

症に位置づけられ、業種別ガイドラインも廃止されることとなった。こうし

た方針を踏まえ、本県においても、５月７日をもって「彩の国『新しい生活様

式』安心宣言」、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」及

び「飲食店等における『ワクチン・検査パッケージ制度』」の各制度を廃止し

た。 

 国は、５類移行後における事業者等の自主的な感染症対策の取組を支援す

るため、業種別ガイドライン廃止に際しての留意事項や５類移行後の基本的

な感染対策の考え方等をホームページに取りまとめた。 

 本県においても、この考え方等について、各団体・事業者が自主的な感染

対策に取り組む際の参考になるよう、ホームページやＳＮＳで案内した。 

 

 



５－２ 社会経済活動との両立（県民・事業者への支援） 

（１）事業者への支援 

487 

 

埼玉県感染防止対策協力金 

 

１ 概要 

  本県による営業時間の短縮等の要請に協力した飲食店等を運営する事業者

に対して、感染防止対策協力金を支給することにより、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大を防止するとともに、経営上の影響を受けている事業者を支

援した。 

 

２ 経緯・取組内容 

  本県による飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請は、令和２年１２月

から令和４年３月にかけ、１８期にわたり行われた。 

 

（１）第１期～第３期の支給要件等 

  令和２年１２月４日から令和３年１月１１日にかけ、３期に分けて、飲食店

等に対する営業時間の短縮等の要請が行われた。 

  対象は、さいたま市大宮区、川口市及び越谷市で飲食店等を運営する事業者

だった（大企業を除く）。 

  なお、令和３年１月８日から県内全域を対象に緊急事態措置（２回目）が実

施されたが、飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請については、令和３年

１月１１日までは、さいたま市大宮区、川口市及び越谷市が対象区域だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 要請期間 対象区域 主な支給要件
1店舗あたり

1日支給額

第１期
・要請期間：12/4～12/17 （14日間）

・申請期間：12/18～2/1（46日間）

2万円(12/4～12/15)

4万円(12/16～12/17)

第２期
・要請期間：12/18～12/27（10日間）

・申請期間：12/28～2/12（47日間）
4万円

第３期
・要請期間：12/28～1/11（15日間）

・申請期間：1/12～2/26（46日間）

4万円

(1/8～1/11のみ

　　2万円上乗せ）

さいたま市大宮区、川口市、越谷市

①営業時間（カラオケ店・酒類提供有の飲食店）

　 午前5時から午後10時まで

　 ※1/8から1/11までの全ての期間において、午前5時

　　　から午後8時までの更なる時短営業を行った場合は

　　　協力金を上乗せ支給

②彩の国「新しい生活様式」安心宣言

③埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム
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（２）第４期～第６期の支給要件等 

  令和３年１月１２日から令和３年３月２１日にかけ、３期に分けて、飲食店

等に対する営業時間の短縮等の要請が行われた。 

  対象は、県内全域の事業者で、第４期から大企業も含まれた。 

  なお、令和３年１月８日から実施された緊急事態措置（２回目）の期間は、

当初、令和３年２月７日までだったが、令和３年３月７日まで延長され、その

後、令和３年３月２１日までさらに延長された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）第７期及び第８期の支給要件等 

  令和３年３月２２日から令和３年４月１９日にかけ、２期に分けて、飲食店

等に対する営業時間の短縮等の要請が行われた。 

  対象は、県内全域の事業者だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 要請期間 対象区域 主な支給要件
1店舗あたり

1日支給額

第４期

・要請期間：1/12～2/7（27日間）

・申請期間：2/8～3/26（47日間）

※大企業を協力金の支給対象に変更

第５期
・要請期間：2/8～3/7（28日間）

・申請期間：3/8～4/23（47日間）

第６期
・要請期間：3/8～3/21（14日間）

・申請期間：3/22～5/13（53日間）

県内全域 6万円

①営業時間：午前5時から午後8時まで

②酒類提供：午前11時から午後7時まで

③彩の国「新しい生活様式」安心宣言

④埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム

期 要請期間 対象区域 主な支給要件
1店舗あたり

1日支給額

第７期
・要請期間：3/22～3/31（10日間）

・申請期間：4/1～5/21（51日間）

第８期
・要請期間：4/1～4/19（19日間）

・申請期間：4/20～6/10（52日間）

県内全域 4万円

①営業時間：午前5時から午後9時まで

②酒類提供：午前11時から午後8時まで

③彩の国「新しい生活様式」安心宣言

④埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム
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（４）第９期～第１２期の支給要件等 

  令和３年４月２０日から令和３年７月１１日にかけ、４期に分けて、飲食店

等に対する営業時間の短縮等の要請が行われた。 

  この期間、まん延防止等重点措置が実施・延長され、措置区域が当初の２市

（さいたま市及び川口市）から１５市町まで拡大された。これに合わせて、飲

食店等に対する要請の対象区域が設定された。 

  第９期から、売上高又は売上高の減少額に応じて支給額を決定する規模別

協力金が導入された。 

  
期 要請期間 対象区域 主な支給要件

1店舗あたり

1日支給額

【措置区域】

さいたま市、川口市

【措置区域外】

上記以外の市町村

【措置区域】

さいたま市、川口市、川越市、所沢

市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、

朝霞市、志木市、和光市、新座市、

富士見市、ふじみ野市、三芳町

（１５市町）

【措置区域外】

上記以外の市町村

【措置区域】

さいたま市、川口市、川越市、所沢

市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、

朝霞市、志木市、和光市、新座市、

富士見市、ふじみ野市、三芳町

（１５市町）

【措置区域外】

上記以外の市町村

第９期
・要請期間：4/20～5/11（22日間）

・申請期間：5/12～7/12（62日間）

4/20～

【措置区域】

①営業時間：午前5時から午後8時まで

②酒類提供：午前11時から午後7時まで

【措置区域外】

①営業時間：午前5時から午後9時まで

②酒類提供：午前11時から午後8時まで

4/28～

【措置区域】

①営業時間：午前5時から午後8時まで

②酒類提供：終日、自粛

【措置区域外】

①営業時間：午前5時から午後9時まで

②酒類提供：終日、自粛（１人又は同居家族のグ

ループには午前11時から午後8時まで提供可。）

 

③彩の国「新しい生活様式」安心宣言

④埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム

⑤彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋

　（措置区域内の飲食店に限る。）

売上高に応じて変動

【措置区域】

(4万円～10万円）

※国の経過措置により

下限額が４万円

【措置区域外】

（2.5万円～7.5万円）

【～4/27　措置区域外】

【4/28～　措置区域】

川越市、所沢市、草加市、越谷市、

蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和

光市、新座市、富士見市、ふじみ野

市、三芳町（１３市町）

第１０期
・要請期間：5/12～5/31（20日間）

・申請期間：6/1～7/26（56日間）

【措置区域】

①営業時間：午前5時から午後8時まで

②酒類提供：終日、自粛

【措置区域外】

①営業時間：午前5時から午後9時まで

②酒類提供：終日、自粛（１人又は同居家族のグ

ループには午前11時から午後8時まで提供可。）

③彩の国「新しい生活様式」安心宣言

④埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム

⑤彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋

　（措置区域内の飲食店に限る。）

売上高に応じて変動

【措置区域】

(4万円～10万円）

※10期のみ下限３万円を

４万円に増額（県独自）

【措置区域外】

（2.5万円～7.5万円）

第１１期
・要請期間：6/1～6/20（20日間）

・申請期間：6/21～8/16（57日間）

売上高に応じて変動

【措置区域】

(3万円～10万円）

【措置区域外】

（2.5万円～7.5万円）
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（５）第１３期～第１５期の支給要件等 

  令和３年７月１２日から令和３年１０月２４日にかけ、３期に分けて、飲食

店等に対する営業時間の短縮等の要請が行われた。 

  この期間、まん延防止等重点措置の延長及び緊急事態措置（３回目）の実施・

延長があり、措置区域の拡大等があった。これに合わせて、飲食店等に対する

要請の対象区域が設定された。 

  

期 要請期間 対象区域 主な支給要件
1店舗あたり

1日支給額

【措置区域】

さいたま市、川口市

【措置区域外】

上記以外の市町村

第１２期
・要請期間：6/21～7/11（21日間）

・申請期間：7/12～9/6（57日間）

【措置区域】

①営業時間：午前5時から午後8時まで

②酒類提供：彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食

店＋を受けている又は申請中の店舗は午前11時から午

後7時までの間、1人又は同居家族のみのグループに限り

提供可。

【措置区域外】

①営業時間：午前5時から午後9時まで

②酒類提供：彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食

店＋を受けている又は申請中の店舗は午前11時から午

後8時までの間、４人以下又は同居家族のみのグループ

に限り提供可。

③彩の国「新しい生活様式」安心宣言

④埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム

⑤彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋

　（県内全域で協力金の支給要件に変更）

売上高に応じて変動

【措置区域】

(3万円～10万円）

【措置区域外】

（2.5万円～7.5万円）
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期 要請期間 対象区域 主な支給要件
1店舗あたり

1日支給額

【～8/1　措置区域】

【8/2～　緊急事態措置区域】

さいたま市、川口市

【～8/1　措置区域外】

【8/2～　緊急事態措置区域】

上記以外の市町村

第１４期
・要請期間：9/1～9/30（30日間）

・申請期間：10/1～11/30（61日間）

【緊急事態措置区域】

県内全域

①営業時間：午前5時から午後8時まで

②酒類提供：終日、自粛

③彩の国「新しい生活様式」安心宣言

④埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム

⑤彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋

　（県内全域）

売上高に応じて変動

【緊急事態措置区域】

（4万円～10万円）

第１５期
・要請期間：10/1～10/24（24日間）

・申請期間：10/25～12/24（62日間）

【段階的緩和措置】

県内全域

・彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋

　認証店

①営業時間：午前5時から午後9時まで

②酒類提供：午前11時から午後８時まで

・彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋

　非認証店

①営業時間：午前5時から午後8時まで

②酒類提供：終日、自粛

③彩の国「新しい生活様式」安心宣言

④埼玉県LINEコロナお知らせシステム

売上高に応じて変動

【段階的緩和措置】

（2.5万円～7.5万円）

第１３期

・要請期間：7/12～8/31（42日間）

・申請期間：9/1～10/29（59日間）

※第13期より早期給付の制度を創設

【措置区域】

①営業時間：午前5時から午後8時まで

②酒類提供：終日、自粛。ただし、彩の国「新しい生活

様式」安心宣言飲食店＋を受けた店舗は午前11時から

午後7時までの間、1人又は同居家族のみのグループに限

り提供可。

【措置区域外】

①営業時間：午前5時から午後9時まで

②酒類提供：終日、自粛。ただし、彩の国「新しい生活

様式」安心宣言飲食店＋を受けた店舗は午前11時から

午後8時までの間、４人以下又は同居家族のみのグルー

プに限り提供可。

【緊急事態措置区域】

①営業時間：午前5時から午後8時まで

②酒類提供：終日、自粛

③彩の国「新しい生活様式」安心宣言

④埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム

⑤彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋

　（県内全域）

売上高に応じて変動

【緊急事態措置区域】

（4万円～10万円）

【措置区域】

(3万円～10万円）

【措置区域外】

（2.5万円～7.5万円）

【～7/19　措置区域外】

【7/20～　措置区域】

【8/2～　緊急事態措置区域】

川越市、所沢市、春日部市、草加

市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、

志木市、和光市、新座市、八潮市、

富士見市、三郷市、鶴ヶ島市、ふじみ

野市、伊奈町、三芳町(18市町）
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（６）第１６期～第１８期の支給要件等 

  令和４年１月２１日から令和４年３月２１日にかけ、３期に分けて、飲食店

等に対する営業時間の短縮等の要請が行われた。 

  この期間、まん延防止等重点措置（２回目）の実施・延長があり、措置区域

は県内全域であった。これに合わせて、飲食店等に対する要請の対象区域も県

内全域に設定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）追加申請の受付 

  申請期限内に感染防止対策協力金の申請ができなかった事業者のため、追

加申請の受付を２回行った。 

 ア 第２期～第１３期要請分 

   追加申請受付期間 令和３年１１月２２日～令和３年１２月２８日 

 イ 第１４期～第１８期要請分 

   追加申請受付期間 令和４年６月６日～令和４年７月３１日 

  

期 要請期間 対象区域 主な支給要件
1店舗あたり

1日支給額

第１６期
・要請期間：1/21～2/13（24日間）

・申請期間：2/14～4/15（61日間）

第１７期
・要請期間：2/14～3/6（21日間）

・申請期間：3/7～5/6（61日間）

第１８期
・要請期間：3/7～3/21（15日間）

・申請期間：3/22～5/20（60日間）

【措置区域】

県内全域

・ワクチン・検査パッケージ適用店

①営業時間：午前5時から午後9時まで

②酒類提供：午前11時から午後８時半まで

③人数上限：人数上限なし

・ワクチン・検査パッケージ非適用店、未登録店

①営業時間：午前5時から午後8時まで

②酒類提供：終日、自粛

③人数上限：同一グループ、同一テーブル４人以内

④彩の国「新しい生活様式」安心宣言

⑤埼玉県LINEコロナお知らせシステム

売上高に応じて変動

【措置区域】

適用店

（2.5万円～7.5万円）

その他

（3万円～10万円）
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【参考】感染防止対策協力金（第１期～第１８期）の支給状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１期 R2.12.4～R2.12.17 2,494 2,429 97.4% 831,040,000

第２期 R2.12.18～R2.12.27 2,591 2,538 98.0% 1,096,400,000

第３期 R2.12.28～R3.1.11 2,762 2,675 96.9% 1,980,520,000

第４期 R3.1.12～R3.2.7 19,736 19,513 98.9% 40,253,700,000

第５期 R3.2.8～R3.3.7 19,669 19,537 99.3% 42,079,140,000

第６期 R3.3.8～R3.3.21 19,508 19,413 99.5% 20,943,780,000

第７期 R3.3.22～R3.3.31 16,880 16,630 98.5% 8,511,960,000

第８期 R3.4.1～R3.4.19 16,904 16,704 98.8% 16,184,520,000

第９期 R3.4.20～R3.5.11 17,944 17,849 99.5% 19,229,025,000

第１０期 R3.5.12～R3.5.31 17,711 17,615 99.5% 18,557,082,000

第１１期 R3.6.1～R3.6.20 17,757 17,665 99.5% 16,737,783,000

第１２期 R3.6.21～R3.7.11 17,358 17,190 99.0% 15,746,801,000

第１３期 R3.7.12～R3.8.31 20,113 20,046 99.7% 52,947,900,000

第１４期 R3.9.1～R3.9.30 19,440 19,375 99.7% 35,270,635,000

第１５期 R3.10.1～R3.10.24 16,931 16,733 98.8% 15,629,940,000

第１６期 R4.1.21～R4.2.13 19,250 19,081 99.1% 21,394,693,000

第１７期 R4.2.14～R4.3.6 19,201 19,037 99.1% 18,978,347,000

第１８期 R4.3.7～R4.3.21 19,044 18,927 99.4% 13,486,382,000

計 285,293 282,957 99.2% 359,859,648,000

支給額（円）支給件数期 申請数 支給率要請期間
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３ 実施上の課題と対応 

 ・感染防止対策協力金については、支給総額が多額になるだけでなく、申請

受付から審査及び支給までの事務量も膨大になった。申請受付及び審査等

に係る事務を民間企業に業務委託するとともに、産業労働部内外から応援

職員を依頼し、業務を適正・円滑に実施するよう努めた。 

 ・感染防止対策協力金は事業費が非常に多額となった。国からは、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、協力金のためとして協

力要請推進枠や即時対応特定経費交付金の措置はあったものの、協力金全

額が対象とはなっておらず、対象外部分に他の中小企業の感染症対策や経

済の回復に向けた支援策にも活用できる地方創生臨時交付金の地方単独事

業分を充当せざるを得なかった。そのため、令和３年６月に国に対し、協

力金の財源の全額措置を確実に行うよう要望した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  感染防止対策協力金の申請について、計２回の追加申請を除き、第１期から

第１８期までの全ての期において、原則、電子申請による受付を行った。 

  申請システムはクラウド型サービス「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」で構築し、委

託事業者を含む担当者間で申請件数や審査事務の進捗状況等をシステム上で

把握できるようにした。紙書類による申請も受け付けたが、委託事業者が受け

付けた後「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」に入力処理も行い、全ての申請データがシ

ステム上で確認できる状態とした。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

 ・県のホームページやＦａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＬＩＮＥ、メー

ルマガジンなど、様々な広報媒体を活用して制度の周知を行った。 

 ・事業者あてのチラシを作成し、県のホームページに掲載するとともに、市

町村、商工団体、事業組合等の各種関係団体に対し周知を依頼した。 

 ・過去の期に電子申請している事業者には、メールによるプッシュ型通知を

行い、郵送申請している事業者には、郵送によるプッシュ型通知を行っ

た。 

 

６ 自己評価 

  支給率は９９．２％に達し、申請に対して概ね感染防止対策協力金を支給す

ることができた。これにより、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止と

経営上の影響を受けている事業者の支援につながった。 
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７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・事業者への要請に伴う協力金は事業費が非常に多額であり、新興感染症の

感染拡大防止対策を行う際には、国に対し、事業費全てに対する財源措置

を確実に行うよう、改めて要望する必要がある。 

 ・この度の新型コロナウイルス感染症対策では、飲食店等に対し営業時間の

短縮等を要請し、感染防止対策協力金を支給した。各事業者に与える影響

が非常に大きいことや事業費全体が非常に多額であることから、今後の新

興感染症への対応では、今回の対応も参考にして、要請の対象等を判断し

ていくことが重要である。 

 ・今回の感染防止対策協力金では、第８期までは事業者の売上高に関わらず

一律の支給額であったが、第９期以降は経営への影響の度合いに応じた必

要な支援となるよう国が制度を見直した。しかし、その後も固定費の高い

飲食店からは協力金が足りないという声がある一方で、営業実態に比して

協力金が多額となっている飲食店もあるとの報道もあった。今後、新興感

染症の感染拡大防止対策を行う際には、国に対し、創設当初から今回の対

応を踏まえ影響の度合いに応じたより適切な支援制度とするよう、要望す

る必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱 

 ・「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における『協力要請推 

  進枠』の創設について」（令和２年１１月１７日付け内閣府地方創生推進室、 

  内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡） 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度  ４９，８０７，６１５千円 

      令和３年度 ２７７，４６９，２４８千円 

      令和４年度  ３７，４３５，２２６千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  感染防止対策協力金については、事業者を支援する観点から、できるだけ早

期の支給ができるよう従前、提出した申請書類については、一部省略を可能

にするなどの効率化・簡素化に取り組むとともに、審査は原則、電子書面の

確認により行った。そうした取組により、一方では過誤申請が発生するなど、
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事業者に対して返還を求めざるを得ない事案も生じた。経営上の理由等によ

り、直ちに返還することが困難な事業者もおり、適正な債権管理に努めてい

るところである。 
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強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症と共存できる強い埼玉県経済を構築するため、

国・県・経済団体等の各主体がそれぞれの役割を明確にしながら、埼玉県全体

としてビジョンを共有し、社会実装できる施策・事業を展開するものである。 

  令和２年５月に設置され、現在、県を含む１３団体で構成されている。 

 

２ 経緯・取組内容 

  戦略会議の設置経緯としては、第１波において、県内経済３団体から「官民

連携のプラットフォームを設置してもらいたい」旨の御意見があり、国会議員

連絡会議においても「埼玉県、関東経済産業局及び埼玉労働局が連携・協力し

たトライアングル体制を作ってはどうか」との御提言を頂いた。 

  これを踏まえ、令和２年５月２８日に、「新型コロナウイルス感染症と共存

できる強い埼玉県経済を構築」するため国・県・経済団体等からなる「強い経

済の構築に向けた埼玉県戦略会議」を設置した。 

  令和５年５月７日時点で、令和２年度に４回、令和３年度に２回、令和４年

度に４回、令和５年度に１回（継続して実施予定）の計１１回開催している。 

  委員については、当初、国・県・経済団体の６名（埼玉県、関東経済産業局、

埼玉労働局、（一社）埼玉県商工会議所連合会、（一社）埼玉県経営者協会、埼

玉経済同友会）からスタートした。 

  その後、小規模事業者の声や足元の経済・金融情勢を踏まえた議論を行う必

要があることから、令和２年度第４回戦略会議（令和２年１１月４日開催）か

ら新たに４名（関東財務局、埼玉県商工会連合会、埼玉県中小企業団体中央会、

（一社）埼玉中小企業家同友会）の委員に御参画いただくこととなった。 

  さらに、令和３年度からは、産・官・学・金・労のオール埼玉で社会実装で

きる施策・事業を打ち出すべく、令和３年度第１回戦略会議（令和３年８月６

日開催）から更に３名の委員（日本労働組合総連合会埼玉県連合会、埼玉大学、

（一社）埼玉県銀行協会）に御参画いただき、様々な視点からの議論を行って

きた。 
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 【参考：委員一覧（令和５年５月７日時点）】 

参画時期 団 体 役 職 氏 名 

R2.第 1回 埼玉県 知 事 大野 元裕 

R2.第 4回 財務省関東財務局 局 長 成田 耕二 

R2.第 1回 経済産業省関東経済産業局 局 長 太田 雄彦 

R2.第 1回 厚生労働省埼玉労働局 局 長 久知良 俊二 

R2.第 1回 （一社）埼玉県商工会議所連合会 会 長 池田 一義 

R2.第 4回 埼玉県商工会連合会 会 長 三村 喜宏 

R2.第 4回 埼玉県中小企業団体中央会 会 長 小谷野 和博 

R2.第 1回 （一社）埼玉県経営者協会 会 長 原 敏成 

R2.第 1回 埼玉経済同友会 代表幹事 吉野 寛治 

R2.第 4回 （一社）埼玉中小企業家同友会 代表理事 小松 君恵 

R3.第 1回 日本労働組合総連合会 埼玉県連合会 会 長 近藤 嘉 

R3.第 1回 国立大学法人埼玉大学 学 長 坂井 貴文 

R3.第 1回 （一社）埼玉県銀行協会 会 長 福岡 聡 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）検討テーマについて 

  戦略会議では、議論を深めるべきテーマや課題の共有を行うとともに、様々

な知見を有する産・官・学・金・労の委員から新型コロナウイルス感染症と共

存する強い経済をつくるための提言を取りまとめ、各主体それぞれが社会実

装してきた。 

  また、構造的な課題がある３テーマについては国と県がしっかりと連携し

た取組を行う必要があることから、令和４年度に部会を設置し、課題の深掘り

を行ってきた（令和４年度は部会を４回開催）。 

 

              価格転嫁の円滑化 

 ※構造的な課題３テーマ  雇用の流動性確保（社会的な適材適所） 

              中小企業の業態転換 

 

（２）議事録の公表について 

  戦略会議は、委員の率直な意見を聴取するため、会議は非公開としており、

議事録の公開は行っていない。 

  一方、県民の関心も高いことから、会議後は知事が出席委員と共に当日の議
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論について取材対応を行うとともに、後日、会議概要、会議資料を県のホーム

ページで公開している。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  会議の開催に当たって、オンライン会議ツールやペーパーレス会議ツール

を使用している。 

  このため、委員の事情により遠方からの出席となる場合や、会議資料が複数

ある場合についても、スムーズな会議進行ができている。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  会議開催時の報道機関への周知や、会議後の取材対応（ぶら下がり会見）、 

会議後の会議資料・会議概要のホームページでの公表によって周知を図った。 

 

６ 自己評価 

  感染防止対策と社会経済活動の両立に、戦略会議のプラットフォームが効

果的に機能し、国や経済団体など様々な立場からの意見・提言を受け、施策に

効果的に反映することができた。 

  また、関係団体との連携強化につながっており、こうした連携を基に、エネ

ルギー・原材料価格高騰に対応すべく締結した「価格転嫁の円滑化に関する協

定」が可能となったと考える。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  新興感染症の感染拡大時には、本会議において議論を深め、新興感染症と共

存できる強い経済を構築するための提言をとりまとめ、産・官・学・金・労の

各主体が社会実装していく必要がある。 

   

８ 根拠法令・事務連絡等 

  強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議設置要綱 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度  ８３千円 

      令和３年度  ８３千円 

      令和４年度 １８０千円 

  財 源 一般財源 
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10 ５類移行に伴う対応 

  会議の目的を、新型コロナウイルス感染症と共存できる強い埼玉県経済の

構築を議論するものから、緊急的・中長期的・構造的な経済課題を議論してい

ただくものとした。 

  

  令和５年９月７日 令和５年度第２回強い経済の構築に向けた埼玉県戦略 

           会議開催 
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観光関連事業者への支援 

 

 コロナ禍における外出自粛要請等により大きな影響を受けた県内観光関連事

業者を支援するため、本県への旅行者に対する割引支援やクーポン券配布を行

う観光応援キャンペーンを実施した。また、観光バスの利用や県産品の販売促進

による支援や、宿泊事業者が行う感染防止対策に対する支援等を実施した。 

 

（観光関連事業者への支援） 

 ・取組１ 観光応援キャンペーン 

 ・取組２ 安心・安全なバスを利用した観光需要喚起促進事業 

 ・取組３ 多彩な埼玉！県内バスツアー応援事業 

 ・取組４ 宿泊事業者感染拡大防止策等支援事業 

 ・取組５ 県公式観光サイトを活用した県産品販売支援事業 
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取組１ 観光応援キャンペーン 

 

１ 概要 

  埼玉県で実施した観光応援キャンペーンには、国の補助制度を活用して実

施したものと、本県が独自に実施したものの２種類がある。 

  全国一律の「ブロック割」「全国旅行支援」は、旅行、宿泊に対する割引と、

飲食店や土産物店等で利用できるクーポン券の配布がセットになった制度。   

  他方、本県が独自に実施した事業「とくとく埼玉！」は、県内宿泊施設への

宿泊者を対象として、飲食店や土産物店等で利用できるクーポン券を配布し

たものである。なお、「とくとく埼玉！」は全国一律の観光応援キャンペーン

との相乗効果を高めるため併用を可能とした。 

 

【キャンペーンロゴ（2023全国版旅して！埼玉割観光応援キャンペーン）】 

        

 

２ 経緯・取組内容 

（１）「ＧｏＴｏトラベル」から「ブロック割」、「全国旅行支援」まで 

  令和２年７月２２日、国による「ＧｏＴｏトラベル」事業が開始されたが、

令和２年１２月２８日に感染拡大を受け、同事業は一時停止した。 

  令和３年４月１日には、国補助に基づく都道府県事業として、居住地の都道

府県内を旅行する際に、割引支援とクーポン券の配布を受けられる「県民割」

制度がスタートした。ただし、事業実施は、感染状況がステージⅡ相当以下の

都道府県に限られていたため、本県では同事業は実施されていない。 

  令和３年１１月１９日には、旅行目的地を居住地に隣接する都道府県にま

で拡大した「隣県割」制度が創設。本県においても令和４年１月からの事業開

始を予定していたが、オミクロン株の感染拡大により、事業は実施されなかっ

た。 

  令和４年３月２５日には、「隣県割」を居住地の運輸局管内（埼玉県の場合

は、関東運輸局管内の、東京、千葉、神奈川、山梨、群馬、栃木、茨城の１都

７県。ただし東京都は事業参加せず。）にまで拡大した「ブロック割」制度が
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創設。本県も令和４年４月２日から令和４年１０月１０日まで（ＧＷの４月 

 ２９日～５月８日は除外））「旅して！埼玉割観光応援キャンペーン」として実

施した。 

  さらに、令和４年１０月１１日からは、対象旅行の目的地を全国に拡大した

「全国旅行支援」制度が開始され、本県も令和４年１２月２７日までの期間で

「全国版旅して！埼玉割観光応援キャンペーン」として実施した。 

  令和５年１月１０日からは割引率を４０％から２０％に引き下げる等の制

度の内容が変更され、本県も令和５年１１月３０日までの期間で「2023 全国

版旅して！埼玉割観光応援キャンペーン」として実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「旅して！埼玉割」観光応援キャンペーン 「全国版　旅して！埼玉割」観光応援キャンペーン 「2023 全国版 旅して！埼玉割」観光応援キャンペーン

【国庫10/10（観光庁）】 【国庫10/10（観光庁）】 【国庫10/10（観光庁）】

ブロック割 全国旅行支援 全国旅行支援（新制度）

宿泊・日帰り旅行に支援 宿泊・日帰り旅行に支援 宿泊・日帰り旅行に支援

（１）代金割引：50％（上限：5千円） （１）代金割引：４０％ （１）代金割引：２０％

（２）地域観光クーポン：2千円 　　（上限：交通付旅行商品：8千円、その他：5千円） 　　（上限：交通付旅行商品：５千円、その他：３千円）

（２）地域観光クーポン（平日：３千円、休日：１千円） （２）地域観光クーポン（平日：２千円、休日：１千円）

県民及び隣接県民等 県民及び全国からの旅行者 県民及び全国からの旅行者

※東京都民は対象外 ※ワクチン・検査パッケージ適用 ※ワクチン・検査パッケージ適用（５月８日以降廃止）

※ワクチン・検査パッケージ適用

事業 令和４年4月2日～令和４年１０月１０日 令和４年１０月１１日～令和４年１２月２７日 令和５年１月10日～令和５年11月３０日

期間 ※クーポン利用期限：令和４年10月１１日 ※クーポン利用期限：令和４年１２月２８日 ※クーポン利用期限：令和５年12月１日

※ＧＷ（令和４年4月29日～令和４年5月8日）は対象外 ※ＧＷ（令和５年4月29日～令和５年5月７日）は対象外

事業費 ２３億5,261万２千円 ３５億9,085万２千円（一部新制度含む） ６億5,490万４千円（４月１９日時点）

クーポン配布枚数 クーポン配布枚数 クーポン配布枚数（9月14日現在）

687,404枚／860,000枚（配布率 約79.９％） 1,215,263枚／1,335,825枚（配布率 約91.0％） 956,063枚／約1,030,596枚（配布率 約92.8％）

クーポン利用枚数 クーポン利用枚数 クーポン利用金額（8月26日現在）※電子クーポンのため

661,518枚／687,404枚（利用率 約96.2％） 1,070,270枚／1,215,263枚（利用率 約88.1％） 867,457,767円／942,531,000円

（利用率 約92.0％）

対象 割引対象・クーポン配布施設 割引対象・クーポン配布施設 割引対象・クーポン配布施設

施設 １９３施設 255施設 145施設

クーポン利用可能施設 クーポン利用可能施設 クーポン利用可能施設

3,003施設 6,3３１施設 5,801施設

※9月19日現在

国の補助制度を活用した観光応援キャンペーン

項目

制度

対象

実績
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（２）本県独自の観光応援キャンペーン（とくとく埼玉！） 

  本県では「ＧｏＴｏトラベル」、「ブロック割」「全国旅行支援」に上乗せす

る形で、県内宿泊施設への宿泊者を対象として、飲食店や土産物店等で利用で

きるクーポン券を配布する「とくとく埼玉！」観光応援キャンペーンを実施し

た。 

  令和２年１１月７日、「ＧｏＴｏトラベル」への上乗せとして、クーポン券

を３千円分配布する同制度の第１弾を開始した。当事業は「ＧｏＴｏトラベル」

に合わせ、令和２年１２月２８日に事業を一時停止した。令和３年１１月１日

には、感染状況が落ち着いたことから事業を再開したが、オミクロン株の感染

拡大により令和４年１月１４日から事業を停止した。 

  令和４年１月には、「隣県割」の上乗せとして、同事業（２回目）の開始を

予定していたが、オミクロン株の感染拡大により、事業は実施されなかった。 

  令和４年４月２日には、「ブロック割」の上乗せとして、クーポン券の配布

額を最大３千円分として令和４年５月３１日まで同事業（２回目）を実施した。 

  令和４年１２月９日には、秋冬にかけて落ち込む観光需要の喚起を図るた

め、「全国旅行支援」の上乗せとして、クーポン券の配布額を最大１千円分と

して、令和４年１２月２７日まで同事業（３回目）を実施した。 

  令和５年１月１０日には、クーポン券の配布額を最大２千円分として、令和

５年３月２４日まで実施した。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とくとく埼玉！観光応援キャンペーン（１回目） とくとく埼玉！観光応援キャンペーン（２回目） とくとく埼玉！観光応援キャンペーン（３回目）

【国庫（臨時交付金）】 【国庫（臨時交付金）】 【国庫（臨時交付金）】

制度 宿泊旅行に対し3千円分の観光クーポンを配布 宿泊旅行に対し最大3千円分の観光クーポンを配布 宿泊旅行に対し最大２千円分の観光クーポンを配布

県民及び全国からの旅行者 県民及び全国からの旅行者

※ワクチン・検査パッケージ適用 ※ワクチン・検査パッケージ適用

事業 令和２年１１月７日～令和４年１月１４日 令和４年4月2日～令和４年５月３１日 令和４年１２月９日～令和４年１２月２７日

期間 ※クーポン利用期限：令和４年３月１１日 ※クーポン利用期限：令和４年10月１１日 最大１千円分配布

※令和２年１２月２８日～令和３年１０月３１日は対象外 ※ＧＷ（令和４年4月29日～令和４年5月8日）は対象外 令和５年１月10日～令和５年３月２４日

最大２千円分配布

※クーポン利用期限：令和５年３月２５日

事業費 ３億6,099万円 ３億2,734万３千円 4億8,902万3千円

クーポン配布枚数 クーポン配布枚数 クーポン配布枚数

277,770枚／300,000枚（配布率 約92.6％） 270,934枚／300,000枚（配布率 約90.3％） 428,300枚／480,000枚（配布率 約89.2％）

クーポン利用枚数 クーポン利用枚数 クーポン利用枚数

247,267枚／277,770枚（利用率 約89.0％） 248,536枚／270,934枚（利用率 約91.7％） 402,099枚／428,300枚（利用率 約93.9％）

対象 クーポン配布施設 クーポン配布施設 クーポン配布施設

施設 １５６施設 166施設 222施設

クーポン利用可能施設 クーポン利用可能施設 クーポン利用可能施設

2,481施設 3,030施設 5,853施設

項目

対象 県民

実績

本県独自の観光応援キャンペーン
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３ 実施上の課題と対応 

 ・「ＧｏＴｏトラベル」、「ブロック割」「全国旅行支援」は全国的に実施され

た。そこで、本県独自の「とくとく埼玉！」を上乗せすることで、埼玉県

が旅行先として選択されるためのインセンティブとした。なお、事業は、

観光客による消費が宿泊施設以外の幅広い観光関連事業者にも及ぶよう

に、飲食店や土産物店で利用できるクーポン券の配布とした。 

 ・「ブロック割」「全国旅行支援」は、平日と休日でクーポン券の配布枚数が

異なるなど内容が複雑な上、１か月ごとの期間延長を繰り返すなど制度変

更が頻繁であった。また、「とくとく埼玉！」との併用により制度が更に

複雑となった側面があった。そのため、観光課職員はもとより受託事業者

のスタッフにも制度の深い理解を促すとともに、具体的な事例の共有を図

ることで、旅行者や参加事業者からの問い合わせに丁寧に対応できる体制

を整えた。また、制度変更時には、参加事業者に対して、メール送付に加

え電話による説明を行うなど、きめ細やかな対応を行った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

 ・「2023全国版旅して！埼玉割観光応援キャンペーン」では電子クーポン券

を配布した。 

 ・事業者が観光応援キャンペーンに参画する際には、原則、ホームページか

ら申請するものとした。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

 ・関東近都県を中心とした県外への広報としては、新聞広告、ラジオ広告、

ウェブ広告、キャンペーン独自ホームページの運営などを行った。 

 ・県民向けの広報としては、県ホームページや県公式アプリ「まいたま」な

どでのＰＲを行った。 

 ・制度の開始・変更の際には参加事業者に加え、埼玉県旅行業協会、埼玉み

どころ旬感協議会（市町村及び市町村観光協会が会員）に周知を行った。 

 ・「全国旅行支援」と「とくとく埼玉！（３回目）」では、彩の国「新しい生

活様式」安心宣言飲食店＋（プラス）参加店舗に郵送で参加を呼び掛け

た。 

 

６ 自己評価 

 ・帝国データバンクの景気動向調査の「旅館・ホテル」のＤＩ（全国）を、

「全国旅行支援」の開始前後で比較すると、開始前の令和４年９月はサー

ビス業の平均（４６．３）を下回る３７．４であったが、事業開始後の令
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和４年１０月はサービス業の平均（４７．１）を上回る５３．５であり、

１５．９ポイントも上昇している。このことから観光キャンペーンには観

光需要を喚起する効果があると考えられる。また、「とくとく埼玉」につ

いても、宿泊事業者から、旅行者の利用や問い合わせが増えたとの声が多

くあったことから、県独自の観光需要喚起策として効果があったものと考

えられる。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・新興感染症発生による観光需要の落ち込みがあった場合、今回と同様の観

光応援キャンペーンの実施により観光需要の喚起を図ることが効果的と考

えるが、多額な事業費が必要となることから、国に対し財源の全額措置を

要望する必要がある。 

 ・「ブロック割」「全国旅行支援」は、都道府県が事業の始期・終期やクーポ

ンの利用期間等の詳細を決めることが可能であったが、都道府県ごとにル

ールが異なるため、利用者や全国の旅行業者からは制度が分かりづらい、

利用しづらいとの声もあった。他方、都道府県は、国の方針の範囲内でし

か制度設計ができないため地域の実情を反映できないケースがあった。ま

た、国の方針の決定が遅れた際には、利用者と参加事業者への周知が変更

日直前となるなどの問題も生じた。新興感染症発生に備え、国には、今回

の都道府県補助形式の総括を行うよう要望する必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱 

 

９ 事業費・財源 

（１）国の補助制度を活用した観光応援キャンペーン 

 ア 「旅して！埼玉割」観光応援キャンペーン 

   事業費 令和３年度 ２,３５２,６１２千円 

   財 源 訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

 

 イ 「全国版 旅して！埼玉割」観光応援キャンペーン 

   事業費 令和３年度 ３,５９０,８５２千円 

   財 源 訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

   ※一部「2023 全国版 旅して！埼玉割」観光応援キャンペーン含む 
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 ウ 「2023全国版 旅して！埼玉割」観光応援キャンペーン 

   事業費 令和４年度 ６５４,９０４千円 ※令和５年４月１９日現在 

   財 源 訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

 

（２）本県独自の観光応援キャンペーン 

 ア 「とくとく埼玉！」観光応援キャンペーン（１回目） 

   事業費 令和２年度 ３６０,９９０千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

 イ 「とくとく埼玉！」観光応援キャンペーン（２回目） 

   事業費 令和３年度 ３２７,３４３千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

 ウ 「とくとく埼玉！」観光応援キャンペーン（３回目） 

   事業費 令和４年度 ４８９，０２３千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  「2023 全国版旅して！埼玉割観光応援キャンペーン」は７月２１日まで期

間を延長して実施したが、需要の回復が不十分であることを考慮し、キャン

ペーン対象のうち、団体バスツアーのみ１１月３０日まで延長して実施して

いる。 
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取組２ 安心・安全なバスを利用した観光需要喚起促進事業 

 

１ 概要 

（１）観光バス事業者支援事業 

  県民限定の募集型企画旅行（パッケージツアー）や教育旅行等を企画・実施

する旅行業者を通して県内バス事業者を支援した。 

 

（２）バス車内換気能力ＰＲ事業 

  観光バスの車内換気能力についてのデモンストレーションを県内３地区で

実施した。また、バスを利用したツアーのチラシを作成し、デモンストレーシ

ョンの会場で配布した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）観光バス事業者支援事業 

  令和２年１１月１日に申請受付を開始したが、感染状況の悪化及びＧｏＴ

ｏトラベル事業の停止に伴い令和２年１２月２８日以降申請受付及び交付を

停止した。 

  令和３年１１月１日には、感染状況が落ち着いたことから事業を再開した

が、申請数が補助金の残高を大きく上回ったため、令和３年１１月８日に受付

を一時停止。その後、審査の結果、補助金額に余裕が出たため再開に向けて調

整するもオミクロン株の急拡大に伴い再開は見送りとなった。 

  なお、制度の詳細は以下のとおりである。 

 

  ＜対象となる旅行＞ 

   〇募集型企画旅行（パッケージツアー） 

   〇受注型企画旅行 

    小・中・高・特別支援学校の社会科見学等  

    大学・専門学校・短期大学等の研修旅行等 

    企業や組織団体（自治会や老人会、子供会等）の旅行 

 

  ＜交付に係る条件＞ 

   〇県内バス事業者を必ず使うこと 

   〇県内観光スポットを３か所以上巡ること 

   〇新しい生活様式及び業界ガイドラインに則したツアー企画内容である

こと 
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  ＜補助金額＞ 

   ○バス１台 日帰:６万円、宿泊:１０万円 

 

  令和２年度実績 

   支援金 １６，０００，０００円（日帰り２５０台・宿泊１０台） 

  令和３年度実績 

   支援金   ７，２００，６７０円（日帰り１１２台・宿泊６台） 

 

  ＜申請受付期間等について＞ 

申請受付期間 対象となる旅行期間 備考 

令和 2年 11月 1日 

～令和 3年 2月 20日 

令和 2年 11月 1日 

～令和 3年 2月 28日 

ＧｏＴｏトラベル停止

及び緊急事態宣言発令

により、令和 2年 12月

28日以降申請受付及び

交付を停止。 

＊１ ～令和 3年 5月 31日  

＊２ ～令和 3年 8月 31日  

令和 3年 11月 1日 

～令和 4年 2月 14日 

＊３ 

令和 3年 11月 1日 

～令和 4年 2月 28日 

 

  ＊１ 令和２年度末時点では、令和３年４月からＧｏＴｏトラベル再開が

見込まれており、ＧｏＴｏトラベル事業の延長が６月３０日までと国

会で認められていたため、委託先である事務局との契約を６月まで延

長し、対象となる旅行期間を定めたが、まん延防止等重点措置の指定が

４月以降継続しており、本事業の再開はできなかった。 

  ＊２ まん延防止等重点措置及び緊急事態宣言の発令により事業の再開は

できなかった。 

  ＊３ 申請数が補助金の残高を大きく上回ったため、令和３年１１月８日

に受付を一時停止。審査の結果補助金額に余裕が出たため再開に向け

て調整するもオミクロン株の急拡大に伴い再開は見送りとなった。 

 

（２）バス車内換気能力ＰＲ事業 

 ア 感染予防対策ＰＲ 

   運行後に手すりやシートベルトなどを除菌消毒したり、乗車時には客に

手指消毒を求めたりするなど、感染予防に努めていることを紹介。 

   バス車内ではバスの感染対策ガイドラインを席に配置し参加者に安全性
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を紹介した。 

 

 イ 感染予防対策啓発チラシやグッズの配布 

   啓発チラシ・感染対策グッズ・バス会社ノベルティ等を配布し、安全性の

ＰＲを実施した。 

  令和２年度実績 

   １１月２１日（土） 道の駅花園 参加者数：４５名 

   １１月２８日（土） 航空公園 参加者数：１９２名 

   １２月 ６日（日） イオンモール北戸田 参加者数：１６０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実施上の課題と対応 

 ・観光バス事業者支援事業については、令和２年１２月２８日のＧｏＴｏト

ラベル事業の停止に伴い事業を一時停止（令和２年１２月２８日以降Ｇｏ

Ｔｏトラベルを利用した事業は停止、それ以外は令和３年１月８日以降、

緊急事態宣言の発令に伴い停止）の対応となった。 

 ・停止時点では、令和３年４月からＧｏＴｏトラベル再開が見込まれていた

が、その後まん延防止等重点措置の指定が４月以降継続し、令和３年１１

月まで再開が延期となった経緯がある。 

 ・また、再開後の１１月には申請が殺到し、１週間で予算残額に到達し、受

付を停止せざるを得ない状況となった。 

 ・一方で、１月以降オミクロン株の発生により再びツアーの中止が相次ぎ、

結果的に予算を残したまま事業は終了となった。 

 ・上記より、バスツアーの実施状況は感染状況に大きく左右されやすいこと

が課題として挙げられる。 
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４ ＩＣＴの活用 

  専用Ｗｅｂサイトを開設し、事業者に案内を実施。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  新聞広告、県及びちょこたび埼玉ホームページ、日本旅行業協会、全国旅行

業協会や埼玉県バス協会ホームページなど様々な媒体を活用して制度の周知

を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 自己評価 

  新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影響を受けている県内バス事

業者に対する支援につながった。 

  不特定多数の方と長時間同席するバスツアーは、特に大きな影響を受けた

ため、緊急性の高い支援であったと考えられる。 

  一方、新型コロナの感染拡大期においては本事業による支援を行うことが

できず、先を見越して造成されるツアーの性質と本事業の仕組みがうまくか

み合わない点があった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 
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９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度 ２４，５１８千円 

      令和３年度 １３，８９２千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和３年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 
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取組３ 多彩な埼玉！県内バスツアー応援事業 

 

１ 概要 

  県内旅行事業者が行うバスツアー造成に対しての補助及び県内貸切バス事

業者に対する燃料費高騰に伴うコスト増に対しての補助を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

  全国のバスの運行状況は、令和４年４月時点で、前年同月比４０％減であり、

厳しい状況が続いていた。観光応援キャンペーンにより旅行需要は回復しつ

つあったが、観光バスツアーの実績は低迷しており、貸切バス事業者の苦しい

状況は続いていた。 

  令和４年５月から６月にかけて旅行事業者や埼玉県バス協会等にバスの運

行状況や燃料価格高騰による影響についてヒアリングを実施。バスツアーが

低迷していることにより動かせない車両の維持管理費が大きな負担となって

いたことに加えて、燃料価格高騰により経営が圧迫されているとの話があっ

た。こうした状況を踏まえて、旅行事業者に対するバスツアーの造成支援や燃

料価格の高騰の負担軽減などの面から貸切バス事業者を支援することとした。 

  令和４年７月２５日に申請受付開始。バス事業者については文書及び埼玉

県バス協会から周知を行い、旅行事業者についてはＪＡＴＡ及びＡＮＴＡに

より周知を行った。 

  令和４年９月２０日に埼玉県公式観光サイト「ちょこたび埼玉」でバスの換

気能力及び県内観光地のＰＲページを公開。 

  令和４年１１月から順次旅行事業者店舗、観光協会等でバスの安全性や県

内の見所をＰＲするためのリーフレットの配布を開始。旅行者に対する旅行

意欲の喚起を促す取組を行った。 

  各取組の概要及び実績は以下のとおりである。 

 

（１）旅行商品造成支援 

 ○ 補助金額（１旅行商品あたり） 

   日帰り５万円、宿泊（県内）１０万円、宿泊（県外）５万円 
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 ○ 補助実績 

  申請ツアー数 交付決定額 予算額 執行率 

県内日帰り 86件 4,300千円 5,000千円 86% 

県内宿泊 7件 700千円 2,500千円 28% 

県外宿泊 8件 400千円 1,250千円 32% 

合計 101件 5,400千円 8,750千円 49% 

 

（２）貸切バス事業者支援 

 ○ 補助金額（バス１台あたり） 

   １５万円 

 

 ○ 補助実績 

 実績 対象数 

事業者数 173事業者（92％） 189事業者 

交付台数 1,683台（96％） 1,748台 

交付金額 252,450 千円（96％） 262,200 千円 

 ※予算上は台数 1,816 台、272,400 千円であるため、予算に対する執行率は 93%。 

 

３ 実施上の課題と対応 

 ・アンケート結果によると、補助制度がツアー造成の促進につながったとの

回答は、受注型は７割を超えていたが、募集型は４割に留まった。 

 ・観光応援キャンペーンの効果もあり個人旅行は回復傾向にあったが、団体

旅行は感染への不安から敬遠される傾向が根強く、募集型旅行については

補助の申請がされてもツアーの催行がされず、取り消しとなった申請が多

かった。 

 ・バスツアーの造成を促進するため、今後もバスの安全性のＰＲなどを継続

的に行っていく必要がある。 

 

４ ＩＣＴの活用 

 ・貸切バス事業者支援については、埼玉県バス協会会員を除き、原則県の電

子申請システムを用いたＷｅｂ申請方式とした。 

 ・効果検証のためのアンケートも電子申請システムを用いて実施した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

 ・県及びちょこたび埼玉ホームページ、日本旅行業協会、全国旅行業協会メ

ールマガジンや、埼玉県バス協会ホームページなど様々な媒体を活用して
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制度の周知を行った。 

    

 

６ 自己評価 

 ・電子申請システムを用いたＷｅｂ申請及び埼玉県バス協会の協力により、

貸切バス事業者支援は申請から支払いまで迅速に対応ができた。 

 ・貸切バス事業者のアンケートでも、有用な支援であったとの評価であっ

た。 

 ・一方、旅行商品造成支援については、バスツアーが感染状況の影響を受け

やすいこともあり、思うように支援が進まなかった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和４年度 ２６３，１６９千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和４年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 
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取組４ 宿泊事業者感染拡大防止策等支援事業 

 

１ 概要 

  宿泊事業者が感染拡大防止策の強化等に取り組む際の費用の一部について

補助を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

  宿泊事業者が、感染拡大予防ガイドライン等に対応するために実施する感

染拡大防止策に係る設備の導入や施設改修、物品の購入経費等に要する経費

の一部について補助を支給した。 

  令和３年８月１８日から申請を開始し、遡及分については、令和３年９月 

３０日まで、遡及分以外については令和４年１月１４日まで申請を受け付け

た。 

  制度の詳細及び実績は以下のとおりである。 

  ○申請期間 

   遡及分   令和３年８月１８日～令和３年９月３０日 

   遡及分以外 令和３年８月１８日～令和４年１月１４日 

  ○補助対象期間 

   遡及分   令和２年５月１４日～令和３年８月１７日 

   遡及分以外 令和３年８月１８日～令和３年１２月３１日   

  ○補助対象者 

   埼玉県内に所在する宿泊施設を有する宿泊事業者（旅館業法（昭和２３年

法律第１３８号）第３条第 1項に規定する許可を受けた者をいう。） 

  ○補助率 

   各施設における事業費の２分の１ 

  ○補助額 

   総客室数 ５０室～   上限額５，０００千円／１施設 

        ３０～４９室 上限額３，０００千円／１施設 

        １０～２９室 上限額１，０００千円／１施設 

           ～ ９室 上限額    ５００千円／１施設 

  ○補助金予算額 

   ８７４，８００千円 
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  ○実績 

   ２９３件 

   内訳 件数 

遡及分 １４１件 

遡及分以外 １５２件 

不交付 ０件 

交付決定後中止 １件 

辞退 １３件 

 

３ 実施上の課題と対応 

 ・マスクや消毒液など、消耗品も補助対象となっていたことから、確認作業

に多大な時間を要した。また、申請者も個別の請求書や領収書の提出に時

間がかかるため、申請を見送る事業者もあった。 

 ・キャッシュレス決済の普及に伴い、ＰａｙＰａｙ払いやクレジットカード

支払いなど、支払日の確認が難しい場合も多く、通帳の控えの提出を求め

るなど、証拠書類の収集に時間を要した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  Ｗｅｂ申請を原則とし、総申請数の約６割は完全電子の申請であった。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  全対象施設あて申請資料等を郵送したほか、県ホームページ、ＬＩＮＥ公式

アカウントでの広報、埼玉県ホテル旅館生活衛生同業組合への周知依頼など

様々な手法で制度の周知を行った。また、電話で直接宿泊施設への制度周知

を行った。 

 

６ 自己評価 

 ・一次審査を委託事業者、二次審査を県で実施したが、審査書類が多いた

め、確認作業に多大な時間を要した。そのため、他課から応援職員の派遣

を受けることで迅速な支払いが可能となった。 

 ・申請手続きは国の要綱に基づいたものであるが、宿泊事業者からは手続き

が煩雑かつ確認にも時間がかかったという意見があった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  マスクや消毒液などの消耗品を対象とする場合は、客室数に応じた定額支

給にするなど、申請者側にも確認を行う自治体側にも負担が少なくなる形の
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支給方法を検討すべきと考える。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和３年度  ２０５，６３５千円 

  財 源 訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 

     （感染症拡大防止策等支援） 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和３年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 
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取組５ 県公式観光サイトを活用した県産品販売支援事業 

 

１ 概要 

  対面販売を行う県産品販売事業者が、県公式観光サイト「ちょこたび埼玉」

を活用して県産品を販売する際の商品割引分と送料分の経費補助を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）制度概要 

  令和３年７月２６日には暫定オープンとして県産品の送料無料販売を実施

した。令和３年９月１日から本格オープンし、県公式観光サイト「ちょこたび

埼玉」において、送料無料販売及び商品割引（最大２割引）を、令和４年１月

３１日まで実施した。 

  制度の詳細及び実績は以下のとおりである。 

 

 暫定オープン期間 本オープン期間 

期間 
令和3年7月26日～ 

令和3年8月31日 

令和3年9月1日～ 

令和4年1月31日 

サイト 来てみて彩々.com ちょこたび埼玉オンラインストア 

送料 無料 

割引 なし 

・1割以内で事業者が選択可能 

 （0％、5％、10％） 

※キャンペーン時は最大2割引 

キャン

ペーン 
なし 

・毎月テーマを定めピックアップ

商品を選定し最大2割引 

・11月からは全商品最大２割引 

（埼玉150周年記念） 

 

（２）実績 

 ア 暫定オープン期間 

  ・掲載品目数 ３１社１０４品目 

  ・販売実績  売上：４８８,９３９円(税込) 

         件数：１０９件／個数：１６０個        

 イ 本オープン期間 

  ・掲載品目数 １７４社８７８品目 

  ・販売実績  売上：３２,８８７,８７７円(税込)※定価ベース 

         件数：８,３２６件／個数：１２,５３８個 
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３ 実施上の課題と対応 

 ・コロナ禍により土産店や物産展での販売が落ち込んでおり、対面販売を行

う県産品販売事業者を支援する必要があった。そこで、県産品をまとめて

購入することができるＥＣサイトを立ち上げるとともに、商品の割引販

売、送料無料分の補助を県が行うことで、事業者の支援を行うことした。 

 ・サイトの売上げを増加させるためには、事業やサイトの認知度の向上を図

る必要があったため、著名人やＶＴｕｂｅｒを活用した広報を実施した。

また、掲載商品を増やし、サイトそのものの魅力を向上させるため、農林

部と連携し農産品の取扱も増加させた。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  ＥＣサイトの活用 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  下記のとおり様々な媒体を活用してＰＲ等を行った。 

 ・ホームページ、各種ＳＮＳ、彩の国だより、まいたまなど県広報媒体を

活用したＰＲ 

 ・ウェブ、新聞、ラジオでの広報や埼玉高速鉄道での動画放映の実施。イ

ベント出展やチラシ配布などでの広報 

 ・ＶＴｕｂｅｒやＹｏｕＴｕｂｅｒを活用した動画配信、アニ玉祭コラボ

商品開発によるＰＲ 

 ・包括連携企業、県関係団体、旅行業者等を通じたＰＲ 

 ・農林部と連携した農業関係者への事業参加の促進 

 

６ 自己評価 

 ・ＥＣサイトでの販売であったことから利用者の約半数は県外在住者であっ

た。また、ＶＴｕｂｅｒを活用したＰＲにより若年者の購買にもつながっ

たため、参加事業者は新たな顧客を獲得することができた。 

 ・農林部と連携し農業関係者に事業参加を促したことで、農産物を含む幅広

い商品をサイトで販売することが可能となった。 

 ・サイトの本格稼働は９月１日であったが、売上額が伸びたのは１１月以降

の事業後半になり、事業とサイトが認知されるまでに一定の時間がかかっ

た。なお、彩の国だよりやＶＴｕｂｅｒによる生放送での商品ＰＲを行っ

た際には、大きく売上額が上がっており、売上額増加のためには効果的な

広報を行うことが重要である。 
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７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  ＥＣサイトを活用した県産品の販売は、感染拡大に左右されない販売手法

として、引き続き取り組んでいく必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和３年度 ４３，２０７千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和３年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 
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中小企業相談窓口 

 
 
 １回目の緊急事態措置が発令された令和２年４月以降、新型コロナウイルス
感染症に関連する資金繰り支援や各種支援金などに関する質問が急増したため、
同年５月、ワンストップで対応できるコールセンターを設置し、県内中小企業や
個人事業主からの問い合わせに迅速的確に対応した。 
 また、商工会や商工会議所に対しても、新型コロナウイルス関係の問い合わせ

や相談が増加したことから、令和２年度に各商工団体の相談機能の強化を図る
ため、必要経費に係る補助を実施した。 
 
（中小企業相談窓口） 
 ・取組１ 中小企業等支援相談窓口（コールセンター）の設置・運営 
 ・取組２ 商工団体の相談機能強化 
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取組１ 中小企業等支援相談窓口（コールセンター）の設置・運営 

 
１ 概要 
  新型コロナウイルス感染症に関連する資金繰り支援や各種支援金など県の
施策に関する様々な質問にワンストップで対応できるコールセンターを設置
し、県内中小企業や個人事業主からの問い合わせに迅速的確に対応した。 

 
２ 経緯・取組内容 

令和２年４月以降、資金繰り支援など事業者からの問い合わせが急増した。 
当初は産業労働部内で職員のシフトを組み対応したが、４月下旬の受電件数
は１日当たり平均４００件を超え、各種支援の制度設計やシステム構築を行
う業務を圧迫する状況となった。 
このため、令和２年４月３０日の臨時会で予算を措置し、５月１日に民間委

託によるコールセンターを設置した。これ以降、令和５年３月末までコールセ
ンターを運営し、土日祝日も含め事業者からの相談に対応した。 

 
【実績】 
 ・令和２年度（５月～３月） 
  受付時間  ：９時～１８時 

         ただし、令和３年１月１５日～３月３１日までのうち、平日のみ 
         ９時～２１時（感染防止対策協力金に係る問合せ対応のため） 
  期間入電件数：データなし 
  期間応答件数：１２６，１６６件 
 
 ・令和３年度 
  受付時間  ：平日は９時～２１時、土日祝は９時～１８時 
  年間入電件数：１５０，９５４件 
  年間応答件数：１１９，５７１件 
  年間応答率 ：７９．２％ 

 
 ・令和４年度 
  受付時間  ：平日は９時～２１時、土日祝は９時～１８時 
  年間入電件数：５，３２９件 
  年間応答件数：５，１８８件 
  年間応答率 ：９７．４％ 

 

３ 実施上の課題と対応 

 コールセンター開設当初は、電話が殺到し一時的に電話がつながりにくい
状況が生じたことから、順次、回線数を増加し、３０回線まで増強することと
した。 

 また、当初は県庁内（危機管理防災センター）にコールセンターを設置し、
速やかな開設につなげるとともに、委託事業者と職員とが連携することで
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刻々と変化する状況に対して、的確な相談対応を行えるようにした。 
コールセンターの窓口は「埼玉県中小企業等支援相談窓口」に一元化し、事

業者からの資金繰りや支援金の申請方法など多様な相談にワンストップで対
応することにより、県内事業者へのサービス向上につなげた。 
さらに、ナビダイヤルを活用することで、相談者は市内通話と同程度の安価

な料金で相談でき、相談対応のオペレーターは全国の複数拠点にまたがって
対応できるようにした。これにより、令和２年夏以降はコールセンターを複数
拠点とし、１つの拠点でクラスターが発生した場合でも、継続して事業者から
の相談に対応できる体制とした。 

   

４ ＩＣＴの活用 

 コールセンターでは電話に限らず、有人対応型チャットを活用した相談を
可能とし、県内事業者の利便性向上とオペレーターの業務効率化を図った。 
 また、コールセンターの委託事業者が中小企業・個人事業主支援金や感染
防止対策協力金等の支給事務の受託事業者と同じであったため、コールセン
ターにも専用端末を設置し、支援金等の審査状況や書類の補正事項に関する
個別の問い合わせにも対応できるようにした。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  問い合わせ先については、県ホームページやＳＮＳ、支援金等のチラシなど 

 に分かりやすく記載し周知を図った。 

 

６ 自己評価 

多くの問い合わせが見込まれる時期を事前に予測し、その時々の状況に応じ

た最適な回線数を確保できるよう委託事業者と十分に連携して対応した。長時

間、回線がパンクすることがないよう十分に注意した。 

また、コールセンターの対応時間も、感染防止対策協力金を支給した際には

飲食店事業者からの問い合わせに対応できるよう２１時までとするなど、事業

者に配慮するよう努めた。 

さらに、日本語に不安を感じる事業者への支援として、埼玉県国際交流協会

と連携し、３者通話の手法により中国語や韓国語など複数言語に対応した。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

緊急事態が生じている場合には、他の自治体や企業もコールセンターを設

置するケースが多いことから、ノウハウのある優良事業者を確保するために

は早めの対応が必要である。 

また、コールセンターの設置が必要となるタイミングは職員による対応に

限界を生じた場合が想定されるが、コールセンター開設に当たっては回線等

が整備されたオフィススペースの確保や、オペレーターの人員確保・教育に
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相当の期間を要することに留意しておく必要がある。 

なお、コールセンターへの問い合わせ内容はある程度、類型化できること

から、事業者が疑問に感じていることについて、ホームページでＱ＆Ａや判

断基準などの情報を分かりやすく、速やかに発信することで、電話相談をし

ないで済むようにすることが重要である。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度 ２７８，９８２千円 

      令和３年度 ２４４，９６６千円 

      令和４年度 １２３，８１１千円 

  財 源 令和２年度 新型コロナウイルス感染症対策推進基金 

      令和３年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

      令和４年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和４年度で事業を終了しており、その後の対応はない。 
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取組２ 商工団体の相談機能強化 

 

１ 概要 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い商工会や商工会議所において

制度融資や国、県の支援策などに関する問合せや相談が増加したことから、

事業者の身近な相談窓口の機能強化を図るため、各商工団体に対して、臨時

職員の雇用、相談窓口の感染症対策、事業者支援体制強化に係る経費への補

助を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

  

  第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日）において実施。 

 

  令和２年２～３月における新型コロナウイルス感染症に関する商工会・商

工会議所への相談件数が急増した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  そこで、令和２年６月、各商工団体において経営指導員が相談指導業務に専

念できるよう事業者支援体制の強化等に係る経費への補助を実施した（既存補

助金に補助メニューを追加）。 

  県内５３商工会及び１６商工会議所に対して、一律５００千円／団体を補 

 助し、各商工団体において、感染症対策や、業務増加に対応するための臨時 

 職員の雇用、遠隔操作による指導体制の整備、感染症の影響を受ける小規模 

 事業者支援の強化などの取組を実施した。 

 【主な補助対象事業内容】 

 ①商工会・商工会議所の感染症対策 

  ・飛沫感染防止のためのパーテーション設置 

  ・マスクや消毒液、空気清浄機などの購入 

 ②臨時職員の雇用 

  ・経営指導員の業務増加に対応し、事務のサポートを行う臨時職員を雇用 
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 ③リモートワーク体制、遠隔操作による指導体制の実施 

  ・ノートパソコンやタブレット、Ｗｅｂカメラの購入、Ｗｉ－Ｆｉ環境の

整備 

 ④感染症の影響を受ける小規模事業者支援の強化 

  ・雇用調整助成金等に関する個別相談会の開催 

  ・感染終息後の事業再生計画策定支援のための専門家派遣 

  ・助成金の電子申請をサポートするための環境整備、パソコン購入 

  ・国や県の支援策をまとめたチラシの作成・郵送 

   

３ 実施上の課題と対応 

  商工団体にとっては、急増する相談に対応できる体制の強化が急務だった

ことから、金額を一律に概算払いで速やかに交付した。 

  また、各商工団体が望む「相談機能強化」の形態が異なるため、感染症対策

に係る備品・消耗品等や業務増加・指導体制の整備にとどまらず、感染症の影

響を受ける小規模事業者への事業面の支援強化についても補助対象とした。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  関係書類は電子化したもので行った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  特定団体への補助のため行っていない。 

 

６ 自己評価 

  幅広い事業内容を対象とし、迅速に交付したことで、各商工団体がそれぞれ

に合った最適な形で円滑に「相談機能強化」を図ることができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  各商工団体に一律の金額を補助するのではなく、商工団体の規模に応じて

補助金額を定めることも検討する必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  埼玉県小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度 ３４，５００千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対策推進基金 
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10 ５類移行に伴う対応 

  令和２年度で事業を終了しており、その後の対応はない。 
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商店街・飲食店支援 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のため外出の制限や自粛要請

を強化したことにより来店者が減少した商店街や飲食店等に対して支援を行っ

た。 

 

（商店街・飲食店支援） 

 ・取組１ 飲食事業者の販路拡大応援事業 

 ・取組２ 商店街再起支援事業 

 ・取組３ 飲食店の感染拡大防止取組支援① 

  ・取組４ 飲食店の感染拡大防止取組支援② 

 ・取組５ 商店街安心・安全促進事業 

 ・取組６ Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔ 
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取組１ 飲食事業者の販路拡大応援事業 

 

１ 概要 

  デリバリーやテイクアウト等の方法で商品を提供している飲食事業者の販

路拡大活動を支援するために、商工団体に対して、補助金を交付した。 

 

２ 経緯・取組内容 

  第１波～第３波（令和２年２月１日～令和３年２月２２日）において実施。 

  「新しい生活様式」への移行が求められる中、消費者が安心して商品購入が

できる環境整備の必要があったため、令和２年度補正予算（第３号）により創

設した。 

  デリバリーやテイクアウト等の方法で商品を提供している飲食事業者の販

路拡大を支援するもので、商工団体に対し補助金を交付した。 

 ・補助対象者：商工団体（商工会議所及び商工会） 

 ・補助率    ：２／３（上限３００千円） 

 ・補助対象 ：デリバリーやテイクアウト等を実施する飲食事業者の販路拡 

        大に繋がる取組に係る経費（大口消費先の訪問・チラシのポス 

        ティング、折り込みに要する経費 等） 

 ・募集期間 ：第１回 令和２年５月１日～５月２０日 

        第２回 令和２年６月４日～令和３年１月２９日 

        ※令和２年６月２９日までだったものを延長 

 ・補助対象事業完了期限：令和３年２月２８日 

             ※令和２年８月３１日までだったものを延長 

 ・交付実績 ：４１件・９，４０４千円  

  

３ 実施上の課題と対応 

  コロナ対策として様々な支援措置が一斉に行われたことにより、本事業の

対象である商工団体が事業者支援に忙殺され、補助事業活用の第一段階であ

る企画の立案にも至らないといった声が多く寄せられた。 

  そのため、事業の説明及び相談対応を丁寧に行うなど、企画立案段階からサ

ポートを行うとともに、感染症の状況に合わせて募集期限の延長を図り、幅広

い活用を促した。 
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４ ＩＣＴの活用 

  特になし 

   

５ 広報・関係機関への周知 

 関係機関（市町村、地域振興センター、商工団体、商工会議所連合会、商工

会連合会）への通知を送付 

 

６ 自己評価 

  本事業を活用した商工団体から飲食店の販路拡大につながった等の声が複

数寄せられたことから、目的に沿った成果を上げたと考えられる。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  事業者支援に忙殺され、申請事務に手が回らない商工団体もおり、企画立案

に対するサポートも含めた支援や申請期間に余裕を持たせるなど制度設計に

留意する必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・飲食事業者の販路拡大応援事業補助金交付要綱 

・飲食事業者の販路拡大応援事業補助金交付要領 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 ９，４０４千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応推進基金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和２年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 
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取組２ 商店街再起支援事業 

 

１ 概要 

  新しい生活様式への移行が求められる中、県内商店街の事業継続及び消費

者が安心して商店街で商品購入できる仕組みを構築するために、商店街等に

対し、補助金を交付した。 

 

２ 経緯・取組内容 

  第２波～第３波（令和２年６月１０日～令和３年２月２２日）において実 

施。 

 ５月４日に厚生労働省が示した「新しい生活様式」への対応が求められる

中、商店街の事業継続及び消費者が安心して商品購入ができる環境整備の必

要があった。このため、令和２年度６月補正予算で制度を創設し、消毒液の

設置やマスクの整備など商店街が行う感染症対策の取組に対する支援を行っ

た。 

  ・補助対象者：商店街、商業者グループ、商工団体（商工会及び商工会議所） 

 ・補助率  ：３／４（上限３００～６００千円※加盟店舗数による） 

 ・補助対象 ：新しい生活様式に沿って接触機会の低減など感染症に配慮 

        しつつ、販売に繋がる取組（消毒液設置、マスク・手袋の装 

        備、予約配送・予約システムなどの導入、キャッシュレス決 

        済、クラウドファンディングの手数料（事業目的に合致する 

        もの）に要する経費 等） 

 ・募集期間 ：第１回 令和２年７月１５日～８月７日 

         第２回 令和２年１２月１日～令和３年２月１２日 

            ※令和３年１月２９日だったものを延長 

 ・補助対象事業完了期限：令和３年２月２８日 

 ・交付実績 ：１１１件・３２，６９９千円 

  

３ 実施上の課題と対応 

  コロナ対策として事業者が新たに遵守すべきルールが制定されたほか、補

助金等を含む様々な支援措置が一斉に行われたことにより、本事業対象であ

る商店街等の補助対象者が対応に追われ、補助事業活用の第一段階である企

画の立案にも至らないといった声が多く寄せられた。そこで、事業の説明及び

相談対応を丁寧に行うなど、企画立案段階からサポートを行った。 

 また、申請事務を支援する中で、メールの活用に不慣れ、またはメールシス
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テムの未導入など商店街のＩＣＴ化が進んでいないことが課題となった。その

ため、電話や郵送で事業の説明や相談対応を行うなど、様々な手段で申請事務

を支援した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  メールによる補助申請も可とした。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  関係機関（市町村、地域振興センター、黒おび商店街、商工団体、商工会議

所連合会、商工会連合会）への通知、県民へのホームページでの公表 

 

６ 自己評価 

  補助対象事業に参加した各個店が実施した来客アンケートや来客数・売上

調査の結果から、新しい生活様式に対応しつつ、商店街が事業を継続し、消費

者が安心して買い物ができる仕組みを構築するという目的に沿った成果を上

げたと考えられる。 

  一方で、申請事務に手が回らない事業者などもおり、特にシステム構築など

準備に時間を要する補助に対しては、企画立案に対するサポートも含めた支

援を制度設計する必要がある。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  申請事務に手が回らない事業者などもおり、特にシステム構築など準備に

時間を要する補助に対しては、企画立案に対するサポートも含めた支援を制

度設計する必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

・商店街再起支援事業補助金交付要綱  

・商店街再起支援事業補助金交付要領 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 ３２，７１２千円  

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

      地域企業再起支援事業費補助金 

      新型コロナウイルス感染症対策推進基金 
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10 ５類移行に伴う対応 

  令和２年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 
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取組３ 飲食店の感染拡大防止取組支援① 

 

１ 概要 

  感染症のリスクを減少させる効果のある換気対策製品を購入・設置するた

めの補助金を整備し、感染対策を取りつつ営業を行おうとする飲食店を支援

した。 

 

２ 経緯・取組内容 

  第４波～第５波（令和３年２月２３日～令和３年１２月１４日）において実 

 施。 

  飲食店が営業再開時に必要となる感染対策を取ることができるよう、令和

３年度当初予算で創設した。 

  新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解に基づいて厚生労働省か

ら示された感染リスクを低下させる機能を持った換気設備や空気清浄機等を

対象とし、導入費用や取り付け工事費用の一部を補助することとした。 

  ５月１３日に募集を開始した当初、申請期限は６月３０日であったが８月

３１日まで延長し、更に１０月１５日まで再度延長したものの９月２７日に

申請金額が予算額に達したため受付を終了した。 

 ・補助対象者：新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等 

 ・補助率：２／３（上限５０万円、換気設備工事を行う場合は１００万円） 

 ・補助対象 ：換気設備工事費 

        空気清浄機購入費 

        二酸化炭素濃度測定器購入費 

 ・募集期間 ：令和３年５月１３日～１０月１５日（予算額に達したため９

月２７日に受付終了） 

 ・交付実績 ：９８５件・３６３，１２３千円 

 

３ 実施上の課題と対応 

 ・当初は、冷房使用時における感染対策に必要な換気設備等の導入を支援す

るため、申請期間を５月１３日から６月３０日までとしていた。しかし、

経費見積などの導入検討や、賃貸物件のオーナーとの調整に日数を要する

という意見が協力機関から寄せられたため、申請期間を８月３１日まで延

長した。 

並行して第５波の感染拡大の動きがあり、感染者数が高止まりしている状

況下で飲食店における感染対策を更に後押しする必要があるという観点か
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ら、申請期間を１０月１５日まで再度延長した。 

期間再延長にあたっては、県からの委託により申請書類の受付及び一次審

査等を行っていた各商工会、商工会議所を通じて、予算残額に比して申請

額は余裕があることを確認していたが、再延長前の提出期限である８月３

１日前後に想定を上回る申請が提出された。  

結果として、申請期限よりも早く予算上限に達してしまい、９月２７日に 

受付を終了することとなった。 

このことに関しては、申請を予定していた飲食店関係者や受注予定だった 

工事事業者から９件の苦情を受けた。 

 ・補助件数は４００件程度を見込んだものの、１件当たりの補助額が想定よ

り低かったため、申請受付数は１，０８５件となった。 

申請書類の二次審査及び支出処理については、当初課員２名で実施してい

たが、最終的に課員１０名程度が通常業務に加え本業務に従事することと

なった。 

また、補助対象となる製品の審査にあたって、基準を満たす性能を有した 

機器であるか、給気口の位置や換気扇の配置計画は問題ないかを審査する

際、専門知識を有した川口高等技術専門校の職員１名の知見に頼ることと

なった。審査会をウェブ会議で実施するなど可能な限り負担軽減に努めた

ものの当該職員に負担をかけることとなった。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  埼玉県飲食店等換気対策補助金審査会の副会長の任に就いた職員が川口高

等技術専門校勤務であったが、２５回全ての審査会をオンライン（Ｚｏｏｍ）

で実施し、職員の負担軽減を図りながら審査を行った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

（１）申請要領・申請書様式・チラシ等の配布 

  ・各地域振興センター（１１か所） 

  ・６３市町村（商工関係課） 

  ・商工会議所（１６か所＋県連合会）・商工会（５３か所＋県連合会） 

  ・経済団体（埼玉県経営者協会、埼玉経済同友会、埼玉中小企業家同友会、

埼玉県中小企業団体中央会） 

  ・その他団体（埼玉県行政書士会、埼玉県中小企業診断協会、関東信越税理

士会（埼玉県支部連合会） 

（２）チラシのみ配布 

・埼玉県産業振興公社 
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・６３市町村（広報関係課） 

・金融機関（埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫） 

・その他団体（埼玉県空調衛生設備協会、埼玉県生活衛生営業指導センター、 

各種生活衛生同業組合（鮨商・麺類業・社交飲料業・料飲業・喫茶飲食）） 

（３）県広報紙等 

・県ホームページ 

・彩の国だより 

 

６ 自己評価 

  換気対策補助に関しては、令和４年１月２６日から同年２月４日にかけて、

実施したアンケートにより、「従業員が安心して働けるようになった 

 （５０．９％）」、「設備導入前に使っていなかった席を使えるようになった 

 （２５．５％）」「設備導入により顧客満足度が高まった（９２．６％）」とい

う回答を得た。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  感染対策について効果があるとされる製品かどうか等の審査を、国の感染

対策基準を基に県が行う必要があった。高等技術専門校の技術職員に協力を

得て審査を行うことができたが、感染対策に必要な換気量や換気方法、機器の

性能等の基準を、国が明確に提示すべきだったと考える。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・埼玉県飲食店等換気対策補助金交付要綱  

  ・埼玉県飲食店等換気対策補助金交付要領 

 ・補助対象製品選定にあたり参考にした資料 

  「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について」（厚 

  生労働省） 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 ３８３，００６千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和３年度に事業を終了しており、その後の対応はない。  
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取組４ 飲食店の感染拡大防止取組支援② 

 
１ 概要 

  小規模な飲食店における感染防止対策の取組を支援するため、国の補助制

度である小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞（以下、

「小規模事業者持続化補助金」という。）における感染防止対策費への上乗せ

補助を創設するとともに、アクリル板の調達や小規模事業者持続化補助金の

申請等を支援する商工団体に対し補助を行った。 

 

２ 経緯・取組内容 

  第４波～第６波（令和３年２月２３日～令和４年６月５日）において実施し

た。 

  県は、令和３年２月８日、緊急事態措置（２回目）を３月７日まで延長する

とともに、事業者に対し「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」及び業種別ガ

イドラインを使用・遵守し、感染防止対策の徹底を求めるようになった。 

  「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」及び業種別ガイドラインでは、アク

リル板等の設置による感染防止対策の徹底を求めており、事業者への負担が

懸念された。 

  感染拡大を防止するには、特に、飲食店で徹底した感染防止対策を取ってい

ただくことが重要であることから、商工団体の協力の下、小規模な飲食店の感

染防止対策を支援することとした。 

  令和３年４月臨時会補正予算（第２号）により、「埼玉県新型コロナウイル

ス感染防止対策支援事業費補助金」を創設するとともに、「小規模事業者持続

化補助金申請支援強化事業」及び「飲食店感染防止取組支援事業」を実施し

た。 

 

（１）埼玉県新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費補助金 

   国の補助制度である小規模事業者持続化補助金において補助対象とされ

ている感染防止対策費（＊）の事業者負担分について県が上乗せ補助を実施

することにより、事業者負担を軽減し感染防止対策を推進するものである。 

   ＊感染防止対策費…申請者の業種・業態において該当する業種別ガイド

ラインに照らして実施する必要最小限の新型コロナ

ウイルス感染症感染防止対策を行うために支払う費

用。マスク、消毒液、アクリル板、換気扇の購入費等

が充てられる。 
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  ・補助対象者：埼玉県内で飲食店（カラオケ店、バー等を含む）を運営する

小規模事業者等 

  ・補助率  ：１０／１０（上限１６．６万円） 

    ・募集期間 ：令和３年８月２日～令和４年１月３１日 

  ・交付実績 ：なし 

 

（２）小規模事業者持続化補助金申請支援強化事業 

   小規模な飲食店等による小規模事業者持続化補助金の申請を支援する商

工団体に対し補助金を交付した。 

  ・補助対象者：県内商工会・商工会議所（６９団体） 

  ・補助単価 ：採択１件につき２万円（支援件数１，０００件） 

  ・実施方法 ：既存の補助金交付要綱を令和３年６月１日付けで改正し、 

         補助メニューを追加 

  ・補助対象事業期間：令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

  ・交付実績 ：４６件・９２０千円 

 

（３）飲食店感染防止取組支援事業 

   小規模な飲食店が徹底した感染防止対策を行うことができるよう、アク

リル板等の調達から補助金申請までトータル支援を行う商工団体を支援す

るため、補助金を交付した。 

  ・補助対象者：県内商工会・商工会議所（６９団体） 

  ・補助率  ：１０／１０（上限１００万円） 

  ・補助対象 ：アクリル板の共同購入に伴う負担金 

         相談体制強化（臨時職員賃金 等） 

         補助金申請のための支援（専門家派遣等） 等 

  ・実施方法 ：既存の補助金交付要綱を令和３年６月１日付けで 

         改正し、補助メニューを追加 

  ・補助対象事業期間：令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

  ・交付実績 ：６８団体・３４，９１６千円 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）埼玉県新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費補助金 

   市町村や関係団体など他の事業と同水準の広報を行ったが、申請が無か

った。そのため、小規模事業者持続化補助金に採択された飲食店事業者に

対し郵送や電話で周知を実施したが、申請は無かった。 
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（２）小規模事業者持続化補助金申請支援強化事業 

   商工会・会議所から県に対して補助対象経費や申請方法等に関する質問

が多数寄せられ、速やかな回答が課題となったため、ＦＡＱを作成し、商

工会・商工会議所に周知した。 

 

（３）飲食店感染防止取組支援事業 

   商工会・会議所から県に対してアクリル板配布・貸出方法や事業内容に関

する質問が多数寄せられ、速やかな回答が課題となったため、ＦＡＱを作成

し商工会・商工会議所に周知した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

（１）埼玉県新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費補助金 

   事業者向けＬＩＮＥ公式アカウント「埼玉県_事業者支援情報」により登

録事業者へ制度を周知した。 

 

（２）小規模事業者持続化補助金申請支援強化事業 

   埼玉県商工会連合会や埼玉県商工会議所連合会を対象とした事業説明等

の実施に当たっては、オンライン会議ツールを利用した。 

 

（３）飲食店感染防止取組支援事業 

   （２）小規模事業者持続化補助金申請支援強化事業と同じ。    

 

５ 広報・関係機関への周知 

（１）埼玉県新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費補助金 

  ・県ホームページに詳しいＱ＆Ａなどを掲載 

  ・市町村、関係団体(商工団体、経済４団体、商店街等、飲食関係衛生同業

組合）、金融機関本（母）店、一般社団法人埼玉県食品衛生協会会長、各

地域振興センター所長、各保健所長あてチラシを送付し、事業者への周知

を依頼 

  ・市町村、商工団体（商工会連合会、商工会議所連合会、商工会、商工会議

所）、地域振興センター、県管轄保健所に申請書類を送付し、事業者への

周知を依頼 

  ・事業者向けＬＩＮＥ公式アカウント「埼玉県_事業者支援情報」により登

録事業者へ制度を周知【再掲】 

  ・小規模事業者持続化補助金に採択された飲食店事業者に対する郵送や電

話でのプッシュ型による周知を実施 
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（２）小規模事業者持続化補助金申請支援強化事業 

   関係機関への通知、県ホームページでの公表 

 

（３）飲食店感染防止取組支援事業 

   小規模事業者持続化補助金申請支援強化事業と同じ 

 

６ 自己評価 

（１）埼玉県新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費補助金 

   事業者への周知は十分に行ったが、申請が無かった。小規模事業者持続化

補助金のうち感染防止対策費の採択を要件にしたこと（※感染防止対策費を

申請しない事業者もいる。）、感染防止対策費の事業者負担部分のみを補助対

象とし、補助上限額が１６．６万円と比較的低額であったことなどが要因と

して考えられる。 

 

（２）小規模事業者持続化補助金申請支援強化事業 

   特になし 

 

（３）飲食店感染防止取組支援事業 

   補助金を概算払いにすることで、飲食店の感染防止の取組を迅速に支援

することができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

（１）埼玉県新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費補助金 

   事業者が利用しやすい制度設計を行う必要がある。 

 

（２）小規模事業者持続化補助金申請支援強化事業 

   特になし 

 

（３）飲食店感染防止取組支援事業 

   特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

（１）埼玉県新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費補助金 

   埼玉県新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費補助金交付要綱 
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（２）小規模事業者持続化補助金申請支援強化事業 

   埼玉県小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱（令和３年度） 

 

（３）飲食店感染防止取組支援事業 

   埼玉県小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱（令和３年度） 

 

９ 事業費・財源 

（１）埼玉県新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費補助金 

   事業費 ０千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

（２）小規模事業者持続化補助金申請支援強化事業 

   事業費 ９２０千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

（３）飲食店感染防止取組支援事業 

   事業費 ３４，９１６千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和３年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 
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取組５ 商店街安心・安全促進事業 

 

１ 概要 

  自主的な感染症対策に取り組む商店街等組織を対象に、感染症対策を徹底

しつつ販売促進につながる取組に要する経費に対して、補助金を交付した。 

 

２ 経緯・取組内容 

 第４波～第５波（令和３年２月２３日～令和３年１２月１４日）において

実施。 

 感染症対策を徹底しつつ販売促進につながる取組を行う商店街を支援する

ため、令和３年度当初予算により創設した。 

 商店街による自主的な取組を促すため、感染症対策が徹底されていること

（セルフチェックシートの提出・評価）を申請要件とした。 

 ・補助対象者：商店街  

※県が行う「商店街感染症対策セミナー」を受講（動画視聴）

後、セルフチェックを行い、専門家による評価を受けて、自

主的な感染症対策を実施している商店街 

 ・補助率  ：３／４（上限３００千円） 

 ・補助対象 ： 感染症対策を徹底しつつ、販売促進に繋がる取組（イベント

等の開催、販売方法の構築、広報活動に要する経費 等） 

 ・募集期間 ：第１回 令和３年６月１日～７月９日 

        第２回 令和３年８月２３日～１１月３０日 

 ・補助対象事業完了期限：令和４年２月２８日 

 ・交付実績 ：２８件・７，５７１千円 

  

３ 実施上の課題と対応 

  感染症対策セミナーの受講及び感染症対策セルフチェックの実施を申請要

件としているが、この要件が負担になったと考えられ、申請件数が伸び悩んだ。 

  少しでも申請に対するハードルを下げるため、負担軽減を目的に、具体的な

活用事業を複数盛り込んだ専用の広報媒体を作成して周知を行い、事業者の

企画立案をサポートすることで、申請を支援した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  セミナー動画をＹｏｕｔｕｂｅにより配信 
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５ 広報・関係機関への周知 

  関係機関への通知（市町村、地域振興センター、黒おび商店街、商工団体、

商工会議所連合会、商工会連合会）、県民へのホームページでの公表 

 

６ 自己評価 

  補助事業を実施した商店街に対して、感染症対策についてセルフチェック

と専門家派遣による評価により、感染症対策を徹底しつつ、販売促進につなが

る事業を支援するという目的に沿った成果を上げたと考えられる。 

  一方で、このような緊急的な補助事業の実施に当たっては、事業者の負担を

抑えつつ、事業目的を担保できるよう制度設計を工夫する必要がある。 

   

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・商店街安心・安全促進事業補助金交付要綱 

 ・商店街安心・安全促進事業補助金交付要領 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 ９，０８１千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和３年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 

 

  



545 

 

取組６ Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔ 

 

１ 概要 

  感染症予防対策に取り組む飲食店及び食材を提供する農林漁業者等を支援

するため、国（農林水産省）が実施したキャンペーン。 

  ①都道府県内の飲食店で使えるプレミアム付食事券の発行 

  ②大手オンライン飲食予約サイトを通じたポイントを付与 

 があり、本県では①プレミアム付食事券の発行が実施された。 

  県は飲食店の参加条件の設定、事業の広報等について協力を行った。 

 

  【埼玉県プレミアム付食事券概要】 

   ・販売価格：１万円 

   ・プレミアム率：第１次：２５％、第２次：２０％ 

   ・販売期間：第１次 

第１期販売 令和２年１０月１２日～１０月２５日  

第２期販売 令和３年１１月 ４日～１１月１０日  

第３期販売 令和３年１１月２４日～１１月３０日  

第４期販売 令和３年１２月 ８日～１２月１４日 

         第２次  

        第１期販売 令和４年 １月 ５日～ １月１２日  

        第２期販売 令和４年 ４月 ５日～ ４月１７日  

        第３期販売 令和４年 ４月１８日～ ４月３０日 

   ・利用期限：令和４年５月３１日 

   ・販売額：第１次  ９９憶２，８７６万２，５００円 

        第２次  ２０億２，０９６万８，０００円 

        合 計 １１９億４，９７３万  ５００円 

   ・加盟店：約９，２００店舗 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）埼玉県における実施までの経緯 

  令和２年８月２７日、大野知事が「ＧｏＴｏＥａｔキャンペーンに係る知事

と農林水産大臣との意見交換会」に参加。早期実施と参加店舗の感染症対策の

徹底等を要望した。 

  参加飲食店に係る都道府県が設定する独自条件として、 

  ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を実施し、店頭に掲示すること 
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  ・「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」のＱＲコードの発行を受け、

店頭に提示すること 

を設定した。 

 

（２）第１次販売 

  先行申込を１０月１２日、一般販売を１０月２３日から開始した。 

  県では、知事記者会見、彩の国だより、ホームページ、ＬＩＮＥ、ＳＮＳ、

新聞広告等で広報に協力した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ オンライン飲食予約は９月１５日から加盟店を募集開始し、１０月 

  １日からポイント付与が開始された。 

 

  国の方針を受け、１１月２１日から食事券・ポイントの利用については原則

として「４人以下（こどもは数えない）の単位」による飲食に制限することと

した。 

  その後、国から食事券の新規発行の一時停止や食事券・ポイント利用を控え

ることについて検討するよう要請されたことを受け、１２月１日からの第２

期分の予約を一時停止した。 

 

（３）利用期間延長についての要望書の提出（１１月３０日） 

  １１月２１日の「新型コロナウイルス感染症対策本部」で菅首相による「Ｇ

ｏＴｏＥａｔ事業については、食事券の新規発行の一時停止やポイント利用

を控える」との発言を受けた国からの検討要請に基づき、１２月１日から予定

していたプレミアム付食事券の第２期分の発行の一時停止や既に発行された

食事券の利用等を当面の間、控えていただくことを決定した。 

  この決定により利用者に不利益が生じないよう、利用期限を延長する等の
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措置について、農林水産大臣、経済再生担当大臣あて要望書を提出した。 

 

（４）利用期間延長についての要望書の提出（令和３年１０月３０日） 

イベント等の開催に係る要請等を除き、令和３年１０月２４日をもって段階

的緩和措置等を終了したことを踏まえ、利用期限を延長する等の措置について、

農林水産大臣、経済再生担当大臣あて要望書を提出した。 

 

（５）第２次販売 

令和４年１月５日から第２次の販売を開始したが、感染拡大の状況を踏まえ、

１月１３日から一時停止した。 

  ４月５日から４月３０日まで販売を再開。５月３１日の利用期限をもって

事業が終了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実施上の課題と対応 

 ・国が委託する事務局が設置したコールセンターにホームページが閲覧でき

ない、受付専用電話がつながらない等の問い合わせが約５００件あったと

の報告を受けている。 

 ・ローソンで申込をした県民からチケットの斡旋等のメールが届くようにな

ったが個人情報保護はどのようになっているのかとの問い合わせがあり、

事務局を御案内した。 

 ・全国的なキャンペーンの延長や追加実施の有無、感染状況に応じた販売停

止や再開等の情報について、国、委託事業者から提供される機会が少な

く、随時最新の状況を把握することに苦慮した。 
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４ ＩＣＴの活用 

  ホームページ、ＳＮＳ、ＬＩＮＥを活用して広報に協力した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  知事記者会見、彩の国だより、ホームページ、ＳＮＳ、ＬＩＮＥ、新聞広告

等で広報に協力した。 

 

６ 自己評価 

  実施主体である農林水産省や事務局と連携しながら、広報に協力した。新聞

広告その他広報の効果もあり、第１次販売は３日で予定販売数に達する等取

組の成果が見られた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  国は、コールセンター等、県民からの問い合わせ対応や、広報事業を充実さ

せるとともに、事業に協力する都道府県に対しては、随時最新の情報を提供

できる体制を構築する必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和４年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 
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資金繰り支援 

 

１ 概要 

 本県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内中小企業に対する

資金繰り支援として、新型コロナウイルス感染症対応資金を創設するなど、手

元資金に不足が生じないよう制度融資の充実に取り組んだ。 

 特に、令和２年度の融資額は１兆１，８１５億円と過去最高の融資実績とな

るなど、企業の資金需要に対応した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

  県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内中小企業に対して、

まずは事業を継続するための資金繰りが重要と考え、早い時期の令和２年２

月１９日から「経営あんしん資金」の融資対象者要件を緩和した。 

  その後、４月からは、「経営安定資金」「経営あんしん資金」の融資利率の引

下げ、融資限度額の拡大など、事業者の返済負担の軽減や更なる要件緩和を図

るとともに、既存借入金の返済負担軽減を目的とした「緊急借換資金」を創設

した。 

  ５月からは、国の緊急経済対策と連動した当初３年間無利子、保証料ゼロの

「新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設し、県内中小企業の資金繰り支

援を強化した。 

 ア 令和２年２月１９日制度改正 

 〇「経営あんしん資金」の要件緩和 

  ３か月の売上減少（見込） → １か月の売上減少 

 イ 令和２年４月１日制度改正 

  〇「経営安定資金」「経営あんしん資金」の拡充【新型コロナウイルス特例】 

 経営安定資金 
経営あんしん資金 

災害復旧関連 特定業種関連 

対象者 県内１年以上の事業歴要件を緩和  

融資利率 

（年 以内） 
１．０％ → ０．５％ １．１％ → ０．６％ １．３％ → ０．８％ 

融資限度額 
      ５，０００万円 

→１億６，０００万円 
５，０００万円 → １億円 

融資期間 運転 １年超７年以内 → １年超１０年以内 

据置期間 ２年以内 → ３年以内 １年以内 → ３年以内 
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  〇「緊急借換資金」の創設 

対象者 
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近３か月の売上高等が過去

３年の同期のいずれかと比較して減少している など 

資金使途 信用保証付き融資の借換えに要する資金（追加の運転資金も可） 

融資利率 金融機関所定利率 

保証料率 年０．４５～１．６４％以内 

融資限度額 １億５，０００万円 

融資期間等 １年超１０年以内（据置１年以内） 

 ウ 令和２年５月１日制度改正 

  〇「新型コロナウイルス感染症対応資金」（ゼロゼロ融資）の創設 

対象者 
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、セーフティネット保証４

号、５号、危機関連保証の認定を取得している 

資金使途 
経営の安定に必要な設備資金、運転資金 

（信用保証付き融資の借換えも可。） 

売上減少率 
前年同期比で▲１５％以上の場合 

（小規模・個人の場合は▲５％以上） 
左以外の場合 

融資利率 
当初３年間無利子、 

４年目以降年１．４～１．５％以内 
年１．５％以内 

保証料率 ０％ 年０．４２５％ 

融資限度額 ３，０００万円（６月１５日～ ４，０００万円に拡大） 

融資期間等 １０年以内（据置５年以内） 

  〇「経営安定資金」「経営あんしん資金」の据置期間の延長 

    ３年以内 → ５年以内 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

   ６月補正予算で制度融資の融資枠を８，０００億円から１兆２，０００億

円まで拡充した。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 ア 令和２年１２月１６日制度改正 

  〇「新型コロナウイルス感染症対応資金」の取扱期間の延長 

   令和２年１２月３１日保証申込分かつ令和３年１月３１日融資実行分まで 

   → 令和３年３月３１日保証申込分かつ令和３年５月３１日融資実行分まで 

 

 イ 令和３年１月２２日制度改正 

  〇「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資限度額の拡大 

   ４，０００万円 → ６,０００万円 
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 ウ 令和３年１月２７制度改正 

  ○「産業創造資金（働き方改革企業優遇貸付）」に「テレワーク実践企

業」の対象者要件を追加 

   

 

 

 エ 令和３年２月１８日制度改正 

  〇「新型コロナウイルス感染症対応資金」の借換えに関する制限の緩和 

   本資金の融資残高を本資金で借り換えることはできない 

   → 他の金融機関扱いの本資金の融資残高を本資金で借り換えることは

できない 

  

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

   令和３年度においては、セーフティネット系資金である「経営安定資金」

の利子補給率の引上げ、「経営安定資金」「経営あんしん資金」への融資期

間別金利の導入などにより、事業者の返済負担の軽減を図ることとした。 

 

 ア 令和３年４月１日制度改正 

  〇「経営安定資金」「経営あんしん資金」の拡充 

 経営安定資金 
経営あんしん資金 

災害復旧関連 特定業種関連 

融資利率 

（年 以内） 

１．０％ → 

 ０．７～０．９％ 

１．１％ →  

０．８～１．０％ 

１．３％ →  

１．１～１．３％ 

融資限度額 ５，０００万円 → ８，０００万円 

融資期間 運転 １年超７年以内 → １年超１０年以内 

据置期間 ２年以内 → ３年以内 １年以内  

   

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

   第４波の取組を継続 

  （「新型コロナウイルス感染症対応資金」の取扱期間が令和３年５月３１日

融資実行分までであり、令和２年度を含めて非常に多くの事業者から利用

されたことから、事業者の資金需要は比較的落ち着いている状況であった。）   

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

   原油・原材料価格の高騰に対応するため、１２月補正予算において、経

営安定資金（知事指定業種）に本県独自の新たな緊急融資枠を設けること

で、影響を受けている事業者の資金繰りを支援することとした。 

 通常  テレワーク実践企業 

融資利率 
（年 以内） 

１．０～１．２％  ０．６～０．８％ 
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 ア 令和３年１２月２３日制度改正 

   〇「経営安定資金（知事指定業種）【原油・原材料高特例】の創設」 

対象者 

原油・原材料価格の高騰の影響を受けて、最近１か月の売上総

利益率又は営業利益率が過去２年のうちいずれかの同月に比べ

て５%以上減少している事業者 

資金使途 経営の安定に必要な運転資金 

融資利率＊ 年０．６～０．８％以内 

保証料率 年０．４５～１．５９％以内 

融資限度額 ８，０００万円 

融資期間等 １年超１０年以内（据置３年以内） 

      ＊融資利率については、令和４年１０月１日以降の融資実行分から０．１％引上げ、令

和５年４月１日以降の融資実行分からさらに０．２％引上げ 

  

 イ 令和４年４月１日制度改正 

  ○「伴走支援型経営改善資金」の創設 

要件＊ 融資利率＊ 利子補給率 

売上高▲２０％ ０．８％～１．０％ ０．４％ 

売上高▲１５％ ０．９％～１．１％ ０．４％ 

   ＊融資利率については、令和４年１０月１日以降の融資実行分から０．１％引上げ 

   ＊要件については、創設当時のものであり、令和５年１月１０日に改正 

  ○「経営安定資金（知事指定業種）【原油・原材料高特例】」の延長 

    取扱期間 令和４年３月３１日融資実行分 → 令和４年６月３０日融資実行 

  

 ウ 令和４年５月２４日制度改正 

  〇「経営安定資金（知事指定業種）【エネルギー・原材料価格高騰特例】」の延長及び名称変更 

   取扱期間 令和４年６月３０日融資実行分 → 令和４年９月３０日融資実行分 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

   令和４年８月３０日制度改正 

  〇「経営安定資金（知事指定業種）【エネルギー・原材料価格高騰特例】」の延長 

   取扱期間 令和４年９月３０日融資実行分 → 令和４年１２月３１日融資実行分 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 ア 令和４年１０月１日制度改正 

  〇「伴走支援型経営改善資金」の融資限度額の引上げ 

     ６，０００万円 → １億円 

 イ 令和４年１１月２９日制度改正 

  〇「経営安定資金（知事指定業種）【エネルギー・原材料価格高騰特例】」の延長 

   取扱期間 令和４年１２月３１日融資実行分 → 令和５年３月３１日融資実行分 
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 ウ 令和４年１２月補正予算 

  ○「伴走支援型経営改善資金」の融資枠の拡大 

   ゼロゼロ融資の無利子期間終了を見据えた借換え需要の増加等に対応す

るため、「伴走支援型経営改善資金」の融資枠を２００億円から４００億

円に拡大した。 

  

 エ 令和５年１月１０日制度改正 

  〇「伴走支援型経営改善資金」の融資要件の緩和 

     売上高減少率１５％以上 → 売上高又は利益率減少率５％以上 

 

 オ 令和５年４月１日制度改正 

  ○「伴走支援型経営改善資金」の融資枠拡大及び利子補給率引上げ 

    ゼロゼロ融資の無利子期間終了等に伴う借換需要に対応するため、「伴

走支援型経営改善資金」の融資枠を令和４年度当初予算の２００億円

から１，０００億円に拡大するとともに、利子補給率を０．４％から 

０．６％に引き上げた。 

  ○「経営安定資金（知事指定業種）【エネルギー・原材料価格高騰特例】」の延長 

    取扱期間 令和５年３月３１日融資実行分 → 令和５年６月３０日融資実行分 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）効率的かつ迅速な実施 

  新型コロナウイルス感染症の影響が拡大している状況下においては申込み

が殺到したことから、金融機関に対し、提出書類の簡素化、融資審査の迅速化

に向けた要請の通知を繰り返し発出した。 

  特に、新型コロナウイルス感染症対応資金については、金融機関ワンストッ

プ手続きとして、金融機関が必要書類の事前確認や、市町村へのセーフティネ

ット保証の認定に係る代理申請を行うなど、より効率的かつ迅速な手続きを

推奨した。 

  また、埼玉県信用保証協会（以下「保証協会」という。）に対しても、審査

の迅速化に向けた取組を依頼しており、保証協会では審査部門への人員のシ

フトや、土日勤務対応などの勤務体制の見直しを行い、審査期間の短縮化を図

った。 

 

（２）ゼロゼロ融資の利用企業に対する対応 

  ゼロゼロ融資の借入時には想定しえなかったコロナ禍の長期化やエネルギ

ー・原材料価格高騰などの影響により、資金の返済計画を見直さざるを得ない

利用企業がいることから、返済負担の緩和につながる返済猶予や融資期間の
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延長などの相談に対し、丁寧で弾力的な対応をしてもらうよう、金融機関及び

保証協会に対し、繰り返し要請した。 

  県としても、金融機関の継続的な伴走支援により経営改善を図りながら借

換えや追加融資が利用できるよう国の「伴走支援型特別保証制度」を活用した

新たな低利の制度融資（伴走支援型経営改善資金）を創設した。 

 

（３）財務状況が悪化した中小企業への対応 

  新型コロナウイルス感染症の影響で財務状況が悪化した中小企業の資金繰

り支援のため、資本性劣後ローンの活用が促進されるよう、国に対して、地

域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）が債権を買い取る仕組みや資本性劣後

ローンに対応する信用保証制度の創設などについて要望を行ったが実現しな

かった。 

 

（４）国への要望 

  中小企業からの返済猶予や借換えなどの要請に柔軟に対応するよう、国か

ら各金融機関に対し適切に指導を行うことや、セーフティネット保証及び危

機関連保証について市町村が認定事務を円滑に行えるよう適切な支援を行う

とともに、金融機関から中小企業への資金供給に支障が生じないよう指定期

間の延長等に柔軟に対応することなどについて、以下の要望を行った。 

  令和２年 ３月１６日       緊急要望 

    

  令和２年度においては、ゼロゼロ融資の取扱期間延長や融資限度額の引上

げ、県制度融資に係る信用保証に基づく代位弁済額の県負担分に対し財政措

置を行うことなどについて、以下の要望を行った。 

  令和２年１１月１０日       全国知事会要望 

 

  令和３年度においては、県制度融資に係る信用保証に基づく代位弁済額の

県負担分に対し財政措置を行うことについて、以下の要望を行った。 

  令和３年 ６月１７日       コロナ別冊 

  令和３年 ５月 ～ 令和４年３月 全国知事会要望（計１２回） 

 

  令和４年度においては、ゼロゼロ融資に係る返済猶予等の条件変更に柔軟

に応じるよう金融機関に引き続き要請するとともに、事業者の返済負担の一

層の軽減策を講じることや、令和５年３月末までとなっている伴走支援型特

別保証制度（ゼロゼロ融資の後継制度）の取扱期間を延長することについて、

以下の要望を行った。 
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  令和４年 ６月１３日、６月１６日 コロナ別冊 

  令和４年 ４月２６日、８月 ３日 全国知事会要望 

  令和４年１１月２８日       知事による大臣要望（対面要望） 

  令和４年１２月 ２日       知事による大臣要望 

 

  また、資本性劣後ローンの活用が促進されるよう、地域経済活性化支援機構

（ＲＥＶＩＣ）が債権を買い取る仕組みや資本性劣後ローンに対応する信用保

証制度の創設などについて、以下の要望を行った。 

  令和２年 ５月１９日       知事による大臣要望（電話） 

  令和２年１１月１０日       全国知事会要望 

  令和３年 ５月 ～ 令和４年３月 全国知事会要望（計１２回） 

  令和４年 ４月２６日、８月 ３日 全国知事会要望  

  

４ ＩＣＴの活用 

  書類の押印を廃止したことにより、利子補給金の請求などの一部の手続き

はメールで行うことが可能となった。 

  また、国においてセーフティネット保証認定に係る電子申請システムの運

用を令和５年４月から開始したことから、セーフティネット保証の認定主体

である市区町村が当該システムの利用を認める場合にのみ電子申請が可能と

なった。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

（１）令和２年度の実績 

ア 広報物 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者向けのパンフレット 

  （７月、 ２４，０００部、商工団体、金融機関等を通じて配布） 

 
イ 説明会・研修会 
①武蔵野銀行オンラインセミナー（５月・７月、主催:産業支援課） 
②商工会議所・商工会連合会主催研修への講師派遣（８月）  

 

ウ ホームページ 

 ①「新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者への金融支援について」 

  （昨年度２月～随時更新） 

 ②「中小企業制度融資のご案内（パンフレット）（令和２年度）」（４月） 

 ③「県制度融資の令和元年度実績について」（６月） 

 ④「いのちを大切にする『テレワーク実践企業』の登録を受けた中小企業者
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等に対する金融支援について」（１月） 

 

エ メディア 

 ①テレ玉「いまドキ！さいたま」インフォメーションコーナー放送（４月） 

 

オ 広報誌 

 ①商工団体・金融機関・支援機関が発行する広報誌への掲載（４月～） 

 ②彩の国だよりに掲載（５月号・６月号・７月号・８月号・２月号） 

 ③埼経協ニュースに記事掲載（６・７月号、１０・１１月号） 

 

カ その他 

 ①政策担当課、商工団体主催セミナー等でのチラシ配布、ＰＲ（４月～） 

 ②政策所管課作成パンフレットへの掲載（４月～） 

 
（２）令和３年度の実績 
ア 説明会・研修会 
 ①商工会議所・商工会連合会主催研修への講師派遣（４月、７月） 

 
イ ホームページ 
 ①「新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者への金融支援について」 
  （Ｒ２年２月～随時更新） 
 ②「中小企業制度融資のご案内（パンフレット）（令和３年度）」（４月） 
 ③「県制度融資の令和２年度実績について」（５月） 
 ④「原油・原材料価格高騰の影響を受けている中小企業への資金繰り支援に

ついて」（１２月） 
 ⑤「『起業家育成資金（新事業創出貸付）』『設備投資促進資金』『経営革新計画

促進融資』の制度改正」（１月） 
 

ウ 広報誌 
 ①商工団体・金融機関・支援機関が発行する広報誌への掲載（４月～） 
 ②彩の国だよりに掲載（５月号、６月号、１１月号） 
 ③埼経協ニュースに記事掲載（６・７月号、１０・１１月号） 
 
エ その他 
 ①日刊工業新聞（新型コロナ支援策のページ）への掲載（毎日） 
 ②商工団体作成パンフレットへの掲載（４月～） 
 ③ＬＩＮＥによる事業者支援情報（８月、１２月） 
 

（３）令和４年度の実績 

ア 説明会・研修会 
 ①商工会議所・商工会連合会主催研修への講師派遣（４月、５月、６月、９月） 



557 

 

イ ホームページ 
 ①「新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者への金融支援について」 
  （令和２年２月～随時更新） 
 ②「原油価格・物価高騰等に関連する支援制度及び相談窓口について」 
  （５月～） 
 ③「埼玉県カーボンニュートラルポータルサイト」（５月～） 
 ④「中小企業制度融資のご案内（パンフレット）（令和４年度）」（４月、

１０月） 
 ⑤「県制度融資の令和３年度実績について」（６月） 

 ⑥「自然災害等の影響を受けた中小企業への資金繰り支援について」（７月） 
 ⑦「産業創造資金（社会貢献企業等優遇貸付）における「パートナーシップ

構築宣言」要件の新設について」（９月） 
 ⑧「伴走支援型経営改善資金の限度額引上げ」（１０月） 
 ⑨「伴走支援型経営改善資金の融資要件緩和」（１月） 
 
ウ 広報誌 
 ①商工団体・金融機関・支援機関が発行する広報誌への掲載（４月～） 
 ②彩の国だよりに掲載（４月号、１２月号） 
 ③埼経協ニュースに記事掲載（４・５月号、６・７月号、１０・１１月号、

２・３月号） 

 
エ その他 
 ①日刊工業新聞（新型コロナ支援策のページ）への掲載（Ｒ３．４月～Ｒ４．

９月） 
 ②商工団体作成パンフレットへの掲載（４月～） 
 ③ＬＩＮＥによる事業者支援情報（４月、５月、７月、９月、１０月、１１

月 計９回） 

 

６ 自己評価 

  新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内中小企業に対し、手元資金

に不足が生じないよう新型コロナウイルス感染症対応資金を創設するなど、

制度融資の充実に取り組んだ結果、令和２年度の融資額は１兆１，８１５億円

と過去最高の融資実績となり、企業の資金需要に十分対応し倒産企業数を抑

制することができた。 

  その一方で、新型コロナウイルス感染症対応資金は当初３年間無利子・保証

料ゼロで金融機関や保証協会にリスクがなかったため、今後も同様の対応を

行った場合にはモラルハザードを来たす恐れがある。 

  また、令和３年度後半から代位弁済が徐々に増加しており、ポストコロナに

おいて経営改善が図られないと、今後、県の損失補償費が増加する可能性が高

い。 
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７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  中小企業からの返済猶予や借換えなどの要請に柔軟に対応するよう、国か

ら各金融機関に対し適切に指導を行うとともに、新たな制度を設ける場合に

は国の負担により事業者の返済負担の軽減策を講じること。 

  また、国においてセーフティネット保証認定に係る電子申請システムの運

用を令和５年４月から開始したところであるが、費用対効果などの関係で利

用が進んでいないことから、国は市町村の費用負担を含め適切な支援を行う

こと。 

 制度融資申込みの電子化についても国で検討をしているところであるが、

金融機関においても費用対効果やセキュリティなどの関係で利用が進まない

可能性が高いことから、金融機関の費用負担等を含め適切な支援を行うこと。 

     

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・埼玉県中小企業制度融資要綱 

 ・埼玉県中小企業制度融資利子補給金交付要綱 

 ・埼玉県新型コロナウイルス感染症対応資金要綱 

 ・埼玉県新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給金交付要綱 

 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱 

 ・「令和２年度第２次補正予算の成立を踏まえた新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金の取扱について」（令和２年６月２４日付け内閣府地

方創生推進室事務連絡） 

 ・「令和３年度における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の

取扱について」（令和３年４月１日付け内閣府地方創生推進室事務連絡） 

 ・「令和４年度における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の

取扱について」（令和４年４月１日付け内閣府地方創生推進室事務連絡） 

 ・中小企業再生支援利子補給補助金のうち都道府県等に対して中小基盤整備

機構が行う助成金の交付に係る実施細則    

 

９ 事業費・財源 

（１）令和２年度（新規分） 

 ア 令和２年度「経営安定資金」「経営あんしん資金」【新型コロナウイルス 

  特例】 

   事業費 利子補給費     ８６６，２５９千円 

       基金への積立  ４，６６２，７１３千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 
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 イ 令和２年度「新型コロナウイルス感染症対応資金」 

   事業費 利子補給費   ４，０２２，２０８千円 

       事務経費分         ８２６千円 

   財 源 中小企業再生支援利子補給助成金（事務経費分のみ２分の１） 

 

（２）令和３年度（新規分） 

 ア 令和３年度「経営安定資金」（知事指定業種【原油・原材料高特例】を 

  含む） 

   事業費 利子補給費      ２３，８２５千円 

       基金への積立    ２４６，２４０千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

（３）令和３年度（継続分） 

 ア 令和２年度「経営安定資金」「経営あんしん資金」【新型コロナウイルス 

  特例】 

   事業費 利子補給費   １，１０７，１１８千円 

   財 源 埼玉県新型コロナウイルス感染症対策推進基金の取崩し  

 イ 令和２年度「新型コロナウイルス感染症対応資金」（令和３年度実行分を

含む） 

   事業費 利子補給費  １２，１４４，４６７千円 

       事務経費分       ２，７６５千円 

   財 源 中小企業再生支援利子補給助成金 

  

（４）令和４年度（新規分） 

 ア 令和４年度「経営安定資金」（知事指定業種【原油・原材料高特例】を 

  含む）、「伴走支援型経営改善資金」、「設備投資促進資金」【エネルギー対策 

  特例】 

   事業費 利子補給費     １０４，３０３千円 

       基金への積立    ４８８，１３８千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

（５）令和４年度（継続分） 

 ア 令和２年度「経営安定資金」「経営あんしん資金」【新型コロナウイルス 

  特例】、令和３年度「経営安定資金」（知事指定業種【原油・原材料高特例】 

  を含む） 

   事業費 利子補給費   １，０４７，９６８千円 
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   財 源 埼玉県新型コロナウイルス感染症対策推進基金の取崩し  

 イ 令和２年度「新型コロナウイルス感染症対応資金」（令和３年度実行分を

含む） 

   事業費 利子補給費  １１，５８３，９９９千円 

       事務経費分       ２，９０５千円 

   財 源 中小企業再生支援利子補給助成金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  金融機関及び保証協会に対しては、エネルギー価格・物価高騰の長期化やゼ

ロゼロ融資の返済の本格化など、中小企業者の経営環境はいまだ厳しい状況

が続いていることから、返済負担の緩和につながる返済猶予や融資期間の延

長などの相談に対し丁寧で弾力的な対応をしてもらうよう、要請等を行った。 

  令和５年６月 ８日 金融機関等と県との意見交換会 

  令和５年６月１６日 金融円滑化の要請 

 

  国に対しては、ゼロゼロ融資に係る返済猶予等の条件変更に柔軟に応じる

よう金融機関に引き続き要請するとともに、事業者の返済負担の一層の軽減

策を講じることや、令和６年３月末までとなっている伴走支援型特別保証制

度（ゼロゼロ融資の後継制度）の取扱期間を延長することについて要望を行

った。 

  令和５年６月２２日 政府要望（ポストコロナ・物価高騰別冊） 

  

  また、資本性劣後ローンの活用が促進されるよう、資本性劣後ローンに対応

する信用保証制度の創設などについても、全国知事会を通じた要望を行った。 

  令和５年８月 ８日 全国知事会要望 
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雇用対策 

 

１ 概要 

 コロナ禍で悪化した雇用情勢への対応のため、本県では、様々な対策を講じ

てきた。 

 まず、令和２年３月から、県内企業を対象に、国の雇用調整助成金（＊１）

の説明や申請に関する相談に応じる「雇用調整助成金等に係る緊急相談会」を

開催した。 

 次に、令和２年９月からは、コロナ禍でも業務を拡大している地元企業と地

元の求職者を結びつける「緊急地元就職面接会」を市町村及びハローワークと

連携して開催した。 

 また、外出せず利用できるサービスとして、「埼玉しごとセンター」におい

てオンラインによる就業支援を、高等技術専門校においてオンライン訓練を実

施するなど、感染リスクを避けながらサービスを提供する体制を構築した。 

  令和４年度には、「女性キャリアセンター」において、潜在的な女性求職者

（＊２）を対象に、市町村と連携したセミナーと企業面接会を県内５か所で開

催した。さらに、アフターコロナ等を見据えて、就職活動に必要なオンライン

ミーティングの操作方法や面接マナー等を習得し、実践力を身につけるセミ

ナー等を実施した。 

  「セカンドキャリアセンター」では、シニアの厳しい雇用情勢に対応するた

め、シニア求人開拓専門の担当者を配置し、ローラー営業によりシニア求人の

新規企業を開拓し、合同企業面接会を開催した。 

   

＊１ 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が従業員の雇用維持のために、

休業手当を支払った場合の助成金。令和２年４月１日から令和４年１１月

３０日までを新型コロナウイルス感染症にかかる緊急対応期間として特

例措置が実施された（経過措置期間として令和５年３月３１日まで対象期

間が延長された。）。 

 

＊２ コロナ禍で勤務先の都合や家庭の事情等で離職せざるを得なかった女

性で、コロナが落ち着きつつある中においても再就職をためらう方など 
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２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

 ア 雇用調整助成金等に係る緊急相談会 

   令和２年３月から、「雇用調整助成金等に係る緊急相談会」を埼玉労働局

と埼玉県社会保険労務士会や各商工団体等の協力を得て県内各地で開催し、

社会保険労務士やハローワークのアドバイザーが制度の説明や申請に関す

る相談に応じた。 

 

 イ 就職相談の一部オンライン化等（埼玉しごとセンター） 

   埼玉しごとセンターでは、令和２年２月２８日から感染防止のため、来所

型で実施していた企業面接会と求職者向けの就職支援セミナー（以下、「セ

ミナー」という。）の実施を中止する一方、就職相談は感染防止対策を講じ

て実施した。令和２年５月からは、就職相談の一部（１２ブース中３ブース）

でＺｏｏｍを使ったオンライン対応を開始した。また、中止しているセミナ

ーの代替として、就活に役立つｅラーニング動画をしごとセンターのホー

ムページに掲載した。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 ア 雇用調整助成金等に係る緊急相談会 

   「雇用調整助成金等に係る緊急相談会」を引き続き、開催した。 

 

 イ 来所型による企業面接会とセミナーの再開（埼玉しごとセンター） 

   埼玉しごとセンターでは、令和２年６月１５日からは、中止していた企業

面接会とセミナーを従前どおりの来所型で再開した。企業面接会は、参加企

業を最大２社とし、アクリル板を設置するなど感染防止対策を図った。また、

セミナーは、マスクの着用や座席間隔を２ｍ以上確保するなど感染防止対

策を徹底するとともに収容率を５０％以内とした。 

 

 ウ 緊急地元就職面接会 

   令和２年９月からは、感染リスクの少ない職住接近の就労を進めるた

め、市町村及びハローワークと連携して、地元企業６社程度の「緊急地元

就職面接会」の開催を開始した。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 ア 雇用調整助成金等に係る緊急相談会、緊急地元就職面接会 

   引き続き、「雇用調整助成金等に係る緊急相談会」及び「緊急地元就職面
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接会」を開催した。 

 

 イ 企業面接会とセミナーのオンライン化開始、就職相談のオンライン化拡大

（埼玉しごとセンター） 

埼玉しごとセンターでは、令和３年１月からはＺｏｏｍを使ったオンライ

ンによる企業面接会とセミナーを開始するとともに、就職相談の全ブースで

のオンライン対応を開始し、オンラインと来所の両方でのサービスの提供体

制が整った。 

 

（４）第４波以降（令和３年２月２３日～） 

 ア 雇用調整助成金等に係る緊急相談会 

「雇用調整助成金等に係る緊急相談会」は令和３年３月で終了となった。 

 

  イ 緊急地元就職面接会 

「緊急地元就職面接会」は令和３年度からは「地域合同就職相談会」とし

て実施し、現在に至っている。 

 

 ウ 高等技術専門校におけるオンライン訓練 

高等技術専門校の求職者向け訓練において、令和３年３月から訓練生が

陽性の場合等に、訓練科又は個人単位でおおむね１～３日間のオンライン

訓練を開始した。令和４年５月からは一部訓練科目で試行的に継続的なオ

ンライン訓練を実施した。在職者向け訓練においても、令和４年度からオン

ライン講習を開始した。 

 

 エ 潜在的求職者チャレンジ応援事業、ウィズコロナ・アフターコロナ時代の

就業支援プログラム（女性キャリアセンター） 

   女性キャリアセンターでは、令和４年７月から潜在的な女性求職者を対

象に、希望にあった仕事の確保や時間・場所の制約のない働き方を提案する

など、個々の女性のニーズに寄り添った支援を目的とした、セミナーと企業

面接会を市町村と連携して県内５か所で開催した（「潜在的求職者チャレン

ジ応援事業」）。また、オンラインミーティングの操作方法や面接マナー等の

習得など、スキルアップを図ることを目的としたセミナーと面接相談をオ

ンラインと対面のハイブリッド形式で開催した（「ウィズコロナ・アフター

コロナ時代の就業支援プログラム」）。 
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 オ シニア求人のローラー開拓事業 

セカンドキャリアセンターでは、シニアの厳しい雇用情勢に対応するた

め、令和４年４月から、センター内にシニア求人開拓専門の担当者を配置し、

ローラー営業によりシニア求人の新規企業を開拓し、その新規開拓企業が

参加する合同企業面接会を開催した（「シニア求人のローラー開拓事業」）。 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）雇用調整助成金等に係る緊急相談会 

・第１波の頃は、開催に際して必要な消毒液等の備品が手に入りづらいと

いう問題があったが、部の地域機関等からの供出を受けて対応した。 

・開催回数が多く、県内各地での開催だったため、相談員の配置に苦慮した

が、社会保険労務士会から社労士を相談員として紹介してもらい、対応し

た。 

 

（２）緊急地元就職面接会 

  ・工場新設や新規開店などコロナ禍でも業務を拡大し人材を募集する企業

と地元求職者との就職面接会の開催に当たっては、誘致企業の情報を持

つ県企業立地課や地元市町村、ハローワークなどとの連携が求められ

た。 

   そこで、地元市町村及びハローワークなどと連絡・調整を行い、企業立

地課や市町村からの推薦企業の求人などをハローワークに当面接会の専

用求人として作成してもらった。また、当日の面接会の運営も３者で協

力して行うなど、県、市町村及びハローワークが一体となって面接会を

開催した。 

・面接会の開催に当たっては参加者が安心して参加できるよう、「３つの密

を避ける」など、感染防止対策を徹底した。 

 

（３）就業支援緊急オンライン化 

・Ｚｏｏｍライセンス費用や配線工事費、ヘルプデスク人件費などの経費

が必要となり、補正予算を計上した。 

・オンラインに不慣れな方への対応のため、ホームページに操作方法等を

掲載するとともに、会場参加型のオンライン対策セミナーを開催し、オ

ンラインで使用するソフトの使い方やセミナー・企業面接会の利用方法

などの講義も行った。 

・オンライン対応に必要な環境が整備されていない方に対しては、対面で

の就業支援サービスが提供できる体制を維持した。 
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（４）高等技術専門校におけるオンライン訓練の推進 

・リアルの訓練に比べて理解度の確認が難しい。 

・機械設備機器や工具を使うような実技訓練に対応できない。 

・複数の訓練科が同時双方向通信できる設備機器及び、通信状態の安定し

た回線契約が必要である。 

 

 （５）潜在的求職者チャレンジ応援事業 

   女性の興味や関心のあるテーマに通じた講師等による講演会を同時開催す

ることで、再就職をためらう女性でも気軽に参加できるよう工夫した。 

 

 （６）ウィズコロナ・アフターコロナ時代の就業支援プログラム 

   オンラインと対面のハイブリッド開催とし、内容もオンラインを活用した

就職活動に特化した。 

 

 （７）シニア求人のローラー開拓事業 

   ・求人開拓では、通常、企業訪問をして採用担当者にセンターの特徴や就

職決定実績等を説明するが、コロナ禍ではそれができなかったため、資

料の送付後、電話で説明をするなどの対応を行った。 

   ・コロナ感染の懸念から、就職活動を中断したシニアもいたため、合同企

業面接会の参加者集めに苦慮した。広報の強化で対応したほか、コロナ

感染防止対策を徹底した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

 ・セミナー等の申込はＷｅｂから行えるようにしたほか、企業面接会やセミ

ナーの開催、就職相談、職業訓練にＺｏｏｍを活用した。 

 ・就職支援に関する広報に当たり、ツイッター、フェイスブックを活用し

た。 

   

５ 広報・関係機関への周知 

 ・就職支援については、広報紙、ホームページ、ＳＮＳ、チラシの配布など

を行い、関係機関とも連携し、広報に努めた。 

 ・市町村やハローワーク等と連携した取組については、それぞれの広報紙、

ホームページ、チラシ等により、広報に努めた。 

 ・また、部内の企業向けメールマガジンも活用した。 
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６ 自己評価 

（１）雇用調整助成金等に係る緊急相談会 

  ・県内事業者に対し雇用調整助成金に関する情報提供を行うことができた。 

  ・令和３年３月末まで、計２８回開催し、累計４３０社の企業からの相談

に対応した。 

 

（２）緊急地元就職面接会（地域合同就職相談会） 

・地元市町村及びハローワークと連携することによって、多方面から求職

者への情報発信ができた。 

・地元志向の企業及び求職者に限定したため、マッチングがうまくいき、

これまで県で実施してきた面接会の就職率（約１０％）より高い就職率

（約１３．５％）となった。 

・国、県、市町村が一体となった面接会運営体制が確立できた。 

・令和２年度は４市町、令和３年度１２市町、令和４年度１４市町で開催 

し、累計の参加企業１９４社、参加求職者１，２０８名で、１６３名が

就職に結びついた。 

 

（３）就業支援緊急オンライン化 

・就業支援サービス利用方法にオンラインが加わったことで、利用者の利

用方法の選択肢が広がった。 

・オンライン化により、遠方の方などが自宅でセミナーや相談を受けられ

るようになり、また、セミナーの定員が拡大（最大６９人→１２０人）

できたため、オンラインの本格稼働後は、利用者の増加につながった。 

  

令和元年度 令和２年度 令和３年度  

オンライン就職相談  －  478人   2,428人 

オンラインセミナー －  606人  14,896人 

総利用者数 

（オンライン＋来所） 

51,165人 40,238人  52,969人 

 

（４）高等技術専門校におけるオンライン訓練の推進 

   高等技術専門校の実技訓練は、設備機器や工具を用いたスキルの体得が

目的であり、全てオンライン訓練で対応することは難しいが、学科部分を

中心にＺｏｏｍ機能を用いた訓練が実施できた。 
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（５）潜在的求職者チャレンジ応援事業 

  ・ハローワークや地元市と連携し、対象者を掘り起こして再就職の支援を

することができた。 

  ・延べ４８５名の参加者があり、就職確認者数は１４３名となった。 

 

（６）ウィズコロナ・アフターコロナ時代の就業支援プログラム 

  ・採用においてオンライン面接が定番となりつつあった状況に合わせて、

オンライン対策に特化したプログラムを提供することができた。 

  ・延べ４３名の参加者があり、就職確認者数は５名となった。 

 

（７）シニア求人のローラー開拓事業 

  事業実績は事業目標を達成した。また、本事業で求人企業を新規開拓できた

ことにより、新規企業から継続的に求人を獲得できる足掛かりができた。 

 

 事業目標 事業実績 

求人企業の新規開拓   ５００社  ７５１社（目標達成） 

合同企業面接会開催   １０回   １０回（目標達成） 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は、失業率の

抑制に一定の効果があったものと評価しているが、成長分野への労働移動の

阻害要因となっているとの声もあった。 

    そのため、新興感染症の拡大時には、速やかな失業抑制施策を講じるととも

に、感染状況に応じ、適切に終期設定をするほか、収束時には労働移動を促す

支援策に切り替えるなど柔軟な対応が求められる。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・ウィズコロナ・アフターコロナ時代の就業支援プログラム、潜在的求職者

チャレンジ応援事業…女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

ほか 

 ・シニア求人のローラー開拓事業…労働施策総合推進法第５条 

 ・他の事業は特になし 

 

９ 事業費・財源 

（１）雇用調整助成金等に係る緊急相談会 

  事業費 令和元年度 ３１０千円 
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      令和２年度 ８７６千円 

  財 源 テレワーク導入支援補助金 

 

（２）緊急地元就職面接会（地域合同就職相談会） 

  事業費 令和２年度 既存事業の中で実施 

      令和３年度 ２，１２１千円 

      令和４年度 ４，８２８千円 

  財 源 令和２年度 一般財源 

      令和３年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

      令和４年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

（３）就業支援緊急オンライン化 

  事業費 令和２年度 ２０，７６０千円  

      令和３年度 ２０，６７１千円 

  財 源 令和２年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

      令和３年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

（４）高等技術専門校におけるオンライン訓練の推進 

 事業費 令和２年度 ７，２６０千円 

 財 源 国庫支出金 職業訓練校施設費補助金 

      一般財源 

 

（５）潜在的求職者チャレンジ応援事業 

  事業費 令和４年度 ３５，３９３千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

（６）ウィズコロナ・アフターコロナ時代の就業支援プログラム 

  事業費 令和４年度 既存事業の中で実施 

  財 源 一般財源 

 

（７）シニア求人のローラー開拓事業 

  事業費 令和４年度 ３８，６６３千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 
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10 ５類移行に伴う対応 

（１）雇用調整助成金等に係る緊急相談会 

   令和２年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 

 

（２）緊急地元就職面接会（地域合同就職相談会） 

  「緊急地元就職面接会」は令和３年度からは「地域合同就職相談会」とし

て実施している。 

 

（３）就業支援緊急オンライン化 

埼玉しごとセンターでは、就職相談、セミナー、企業面接会をオンライン

と来所の両方で実施している。 

 

（４）高等技術専門校におけるオンライン訓練の推進 

   高等技術専門校の求職者向け訓練では、一部の教科でオンラインを用い

た訓練を継続している。また、在職者向け訓練でもオンライン講習を実施し

ている。 

 

（５）潜在的求職者チャレンジ応援事業 

（６）ウィズコロナ・アフターコロナ時代の就業支援プログラム 

（７）シニア求人のローラー開拓事業 

   いずれも令和４年度に事業を終了している。 

   なお、女性キャリアセンターでは、セミナーや面談相談など、対面型の就

業支援におけるオンライン対応の併用を継続し、どなたも安心して利用し

ていただけるよう取り組んでいる。 

   また、セカンドキャリアセンターにおいては、シニアを中心とした利用者

への対応のため、カウンセラー等のマスク着用や面談相談におけるパーテ

ィション設置などを継続している。 
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新しい働き方の推進 

 

１ 概要 

  本県では、新型コロナウイルス感染症対策として有効なテレワークについ

て、県内企業の導入・定着を推進するため、導入に当たっての支援補助金の交

付やセミナーの開催など、様々な施策を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

  新型コロナウイルス感染症対策として有効なテレワークについて、県内企

業の導入・定着を推進するため、以下の事業を実施した 

（１）令和２年度（令和２年５月～令和３年３月） 

 ア テレワーク緊急相談会 

   新型コロナウイルス感染症の影響に伴うテレワークや時差出勤制度の導

入に係る個別相談を実施した。 

 

 イ テレワーク緊急導入奨励金 

   新型コロナウイルス感染症対策として、テレワーク導入・拡充に係る取組

目標を達成した企業等に奨励金を支給した。 

 

 ウ テレワークＷＥＢセミナー 

   テレワークの導入についてのＷＥＢセミナーを開催した。 

 

 エ テレワーク導入支援補助金 

   新型コロナウイルス感染症の拡大等に備え、テレワーク導入に係る環境

を整備する中小企業事業主等に対し、補助金を交付した。 

 

 オ 業種別テレワーク導入支援セミナー 

   業務内容からテレワークの導入が難しいとされている業種を取り上げ、

業界特有の課題の解決方法や先進事例を紹介した。 

 

 カ いのちを大切にする「テレワーク実践企業」登録制度 

   テレワーク等により出勤者数の削減への協力を宣言した企業・団体等を

「いのちを大切にする『テレワーク実践企業』」として登録・紹介した。 
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 キ 埼玉県テレワークポータルサイト 

   助成金、セミナーなどの支援情報やテレワークスペースの紹介などテレ

ワーク導入に役立つ情報をまとめたポータルサイトを開設した。 

 

（２）令和３年度（令和３年４月～令和４年３月） 

 ア テレワークセミナー 

   テレワークの普及・定着を図るためセミナーを開催した。 

 

 イ 埼玉県市町村テレワーク・サテライトオフィス情報交換会 

   県内テレワーク及びサテライトオフィスの推進を図るため、自治体や民

間事業者の取組事例の紹介、相互の情報共有や連携促進を図った。 

 

 ウ 埼玉県テレワークポータルサイト 

   助成金、セミナーなどの支援情報やテレワークスペースの紹介などテレ

ワーク導入に役立つ情報をまとめたポータルサイトを運営した。 

 

（３）令和４年度（令和４年４月～令和５年３月） 

 ア テレワーク業種別ガイドライン 

   企業の経営課題等の解決を目的とした「戦略的なテレワーク」への再構築

を支援する業種別のガイドラインを作成した。 

 

 イ 埼玉県テレワークポータルサイト 

   助成金、セミナーなどの支援情報やテレワークスペースの紹介などテレ

ワーク導入に役立つ情報をまとめたポータルサイトを運営した。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  特になし 

 

４ ＩＣＴの活用 

  セミナーをＷＥＢ開催としたことにより、新型コロナウイルス感染症の拡

大防止に寄与した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  知事記者会見や経済・労働団体を通じ、いのちを大切にする「テレワーク実  

践企業」登録制度を周知 
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６ 自己評価 

  県内企業におけるテレワーク導入・定着を推進することにより、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大防止に寄与した。 

  一方、感染状況が落ち着きを見せてくると、取組を止め、旧来の勤務形態に

戻る企業も出てきた。 

  本来、テレワークは従業員のワークライフバランスの向上など、企業の経営

課題を解決する有効な手段であるが、こうした利点についての理解が企業に

十分に浸透していないものと考えている。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  テレワークは、従業員間の接触機会を減少させることから、感染防止の面で

有効な手段と言える。新型コロナウイルス感染症のような大規模な感染症の

拡大が再び発生した場合に備えるためにも、導入・定着の推進は重要な意義が

あると考えている。 

  今後は、従業員のワークライフバランスの向上や生産性の向上、人材確保な

ど、テレワーク本来の利点を十分に周知することで、その導入・定着を引き続

き推進していく必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

（１）令和２年度 

 ア テレワーク緊急相談会、テレワーク緊急導入奨励金、テレワークＷＥＢセ

ミナー、テレワーク導入支援補助金、業種別テレワーク導入支援セミナー 

   事業費 １２２，９６９千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

 イ 埼玉県テレワークポータルサイト 

   事業費 ８９４千円 

   財 源 一般財源 

 

（２）令和３年度 

   テレワークセミナー、埼玉県市町村テレワーク・サテライトオフィス情報

交換会 

   事業費 ３，４８０千円 
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   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

（３）令和４年度 

 ア テレワーク業種別ガイドライン 

   事業費 ３３，８８９千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

 イ 埼玉県テレワークポータルサイト 

   事業費 ９９０千円 

   財 源 一般財源 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  テレワークは新型コロナウイルスへの感染対策として大幅に導入が進んだ

が、本来、テレワークは従業員のワークライフバランスの向上や生産性の向

上、人材確保など、企業の経営課題を解決する有効な手段であることから、

５類移行後も引き続き以下のとおり取組を実施している。 

 

 ・テレワークをテーマとしたセミナーの開催 

 ・テレワークなど働き方改革に取り組む企業へのアドバイザー派遣 

 ・テレワークポータルサイトによる情報発信 
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その他の事業者支援～支援金・協力金 

 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大の初期において、緊急事態宣言の発

令に伴い、経営上の影響を受けている県内中小企業・個人事業主を迅速に支援

するため、支援金を支給した。 

  また、緊急事態措置やまん延防止等重点措置に伴い、県民へ外出自粛を要請

するとともに、事業者に営業時間短縮要請等に御協力いただいた。影響を受け

ている事業者の経営を支援するため、各種支援金、協力金を支給した。 

 

 

 （支援金・協力金） 

  ・取組１ 埼玉県中小企業・個人事業主支援金 

  ・取組２ 埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金 

  ・取組３ 埼玉県大規模施設等協力金 

  ・取組４ 埼玉県酒類販売事業者等協力支援金 

  ・取組５ 埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金 
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取組１ 埼玉県中小企業・個人事業主支援金 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大の初期において、緊急事態宣言の発

令に伴い、経営上の影響を受けている県内中小企業・個人事業主を迅速に支援

するため、支援金を支給した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波～第２波（令和２年２月１日～令和２年９月１３日） 

 ア 埼玉県中小企業・個人事業主支援金 

   新型コロナウイルス感染症の感染が急速に拡大したため、令和２年３月

２８日から始まった外出自粛要請により、飲食店などサービス業を中心に

影響が広範囲に及ぶことになった。さらに、４月７日の緊急事態宣言の発令

に伴う外出自粛要請や、４月１０日の施設使用停止等の協力要請の発表が

続くなか、４月８日、１５日に経済団体と意見交換を行い、一刻も早く、幅

広い支援をという事業者の切実な声を頂いた。 

   また、４月１１日に知事と西村経済再生担当大臣とのテレビ会議があり、

大臣から国として休業補償する考えがないこと、県の状況に応じた対応を

してほしいとの話があった。 

   そこで、県では、できるだけ多くの中小企業・個人事業主に迅速に支援を

届けられるよう、業種や自粛要請の有無、売上げの多寡も問わない埼玉県中

小企業・個人事業主支援金を支給することとした。 

 

  【埼玉県中小企業・個人事業主支援金の概要】 

   ・緊急事態措置等の実施期間：令和２年４月７日～５月６日 

   ・申請期間：令和２年５月７日～６月１５日 

   ・主な支給要件： 

    ①埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主 

    ②令和２年４月８日から５月６日までの間に２０日以上（休業要請期

間の７割以上）、埼玉県内の事業所を休業していること。 

   ・支給額：２０万円／者（複数の事業所を休業している場合は３０万

円） 

   ・実績：申請件数 ５８，４７０件 

       交付件数 ５７，４４４件 
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 イ 埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金 

   緊急事態措置が５月３１日まで延長となったことから、埼玉県中小企業・

個人事業主追加支援金を支給することとした。前回の支援金や国の持続化

給付金、融資など各種支援が手元に届き始めていたことから、追加支援金の

額を前回よりも減額した。また、小規模な副業のような事業ではなく、主た

る事業を営んでいる事業者を支援するため、一定の売上げがあることを支

給要件に加えた。 

 

  【埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金の概要】 

   ・緊急事態措置等の実施期間：令和２年５月６日～５月３１日 

   ・申請期間：令和２年６月１日～７月１７日 

   ・主な支給要件： 

    ①埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主 

    ②令和２年５月１２日から令和２年５月３１日までの間に１６日以上

（制度公表以降８割以上）、埼玉県内の事業所を休業していること。 

    ③原則として２０１９年（法人の場合は前事業年度）の月平均売上げが 

     １５万円以上あること。 

   ・支給額：１０万円／者 

   ・実績：申請件数 ３３，７９９件 

       交付件数 ３２，７１２件 

   ※前回支援金からの変更点 

    ・小規模な副業のような事業ではなく、主たる事業を営んでいる事業

者を支援するため、一定の売上げがあることを支給要件に追加 

    ・前回の支援金や国の持続化給付金、融資など各種支援が手元に届き

始めていたことから、追加支援金の額を減額 

    ・前回支援金では、休業要件について「４月８日～５月６日の７割 

（２０日）以上休業」とし、制度公表前（４月８日～４月１６日）の

休業も含めていたが、分かりづらいという意見が多かったため、制度

公表以降（５月１２日～５月３１日）の８割（１６日）以上休業とい

う要件に変更（※休業要請期間でみると７割弱となっており、前回支

援金とほぼ同水準） 

 

３ 実施上の課題と対応 

 ・感染拡大防止を図りながら支援金を迅速に支給する必要があったため、電

子申請を原則とするとともに、申請に係る相談等に対応するためのコール

センター業務や審査事務を外部委託により実施した。 
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 ・追加支援金では、前回の支援金で登録した申請者ＩＤはそのまま使用でき

るようにするとともに、前回の支援金で受給決定まで至った事業者につい

ては、提出書類の一部省略を可能にすることで、支給の迅速化を図った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  申請システムをクラウド型サービス「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」で構築し、委

託事業者を含む担当者間で申請件数や審査事務の進捗状況等をシステム上で

把握できるようにした。紙書類による申請も受け付けたが、委託事業者が受け

付けた後「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」に入力処理も行い、全ての申請データがシ

ステム上で確認できる状態とした。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

（１）埼玉県中小企業・個人事業主支援金 

  ・県ホームページに詳しいＱ＆Ａなどを掲載するとともに、県公式ＳＮＳ

等で情報を発信。 

  ・地域振興センター及び県税事務所において申請書及び申請要領を配布。 

  ・国の持続化給付金の説明会場（県内１５会場）にチラシを発送し、配布

を依頼。 

  ・県内市町村に制度の周知と広報紙等への掲載を依頼。また申請書類を送

付し、来庁者への配布を依頼。 

  ・経済６団体及び商工会・商工会議所へ制度の周知を実施。また、埼玉県

産業振興公社、埼玉県商工会連合会のホームページ及び埼玉県産業振興

公社の広報誌において制度を周知。 

 

（２）埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金 

   前回の支援金に準じた対応に加え、彩の国だより（令和２年７月号）によ

り周知。 

 

６ 自己評価 

  感染拡大初期において、今まで経験したことのない状況かつ先行きが不透

明な中、業種や自粛要請の有無、売上げの多寡も問わない制度設計とすること

で、経営に影響を受けている事業者への迅速な支援につなげることができた。

追加支援金においては、小規模な副業のような事業ではなく、主たる事業を営

んでいる事業者を支援するため、一定の売上げがあることを支給要件に追加

し、修正を図った。   

  ＩＣＴの活用や外部委託、追加支援金における確認書類の省略等により審
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査及び支給の迅速化につなげることができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

（１）埼玉県中小企業・個人事業主支援金 

   埼玉県中小企業・個人事業主支援金交付要綱 

   埼玉県中小企業・個人事業主支援金申請要領 

 

（２）埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金 

   埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金交付要綱 

   埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金申請要領 

 

９ 事業費・財源 

（１）埼玉県中小企業・個人事業主支援金 

   事業費 １１，８９８，６１１千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

（２）埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金 

   事業費 ３，５１６，７９４千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

       新型コロナウイルス感染症対策推進基金繰入金 

 ※コールセンター除く。 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和２年度で事業を終了しており、その後の対応はない。 
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取組２ 埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金 

 

１ 概要 

  店舗物件の大家に対する家賃未払いや、家賃負担を要因とした倒産等を防

ぐため、国の補助金に上乗せして支援する補助金を整備し、営業自粛等により

収入が激減することへの緩和策を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

  国の支援策（家賃支援給付金）を受け、県内のオーナー事業者及びテナント

事業者に対し、家賃減額分の補助または国の支援に対する上乗せ補助を行う

「埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金（以下、「県家賃支援金」という。）」

を実施することとし、令和２年７月３日に県議会で６月補正予算が成立した。 

  令和２年７月１４日に国が家賃支援給付金を開始し、県家賃支援金は令和

２年７月１７日にオーナー（賃貸人）支援の申請受付を開始した。 

 テナント（賃借人）支援は令和２年８月７日から申請受付を開始した。 

 

（２）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

  国の家賃支援給付金は、当初令和３年１月１５日が申請期限であったが、感

染拡大を踏まえ、令和３年２月１５日まで申請期限が延長された。 

  オーナー（賃貸人）支援は当初令和２年１０月１６日を申請期限としていた

が、一度期限延長を行い、令和２年１１月１６日まで申請を受付けた。 

  テナント（賃借人）支援は、当初令和３年２月１５日を期限としていたが、

令和３年３月３１日まで延長。その後、２度目の延長を行い令和３年４月９日

まで申請を受付けた。 

 

【県家賃支援金の概要】 

 ○賃貸人 

 ・補助対象者：令和２年４月から６月において、売り上げが減少した店 

舗の家賃を減免した不動産の賃貸を行っている中小企業 

・個人事業主等 

 ・補助率    ：令和２年４月から６月において、店舗の家賃を２０％以

上減免した月について、減免額の１／５（上限２００千

円） 

 ・補助対象 ：中小企業又は個人事業主等が経営する埼玉県内の店舗
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（来店する一般消費者に対し、経常的に物品販売又はサ

ービスの提供を行うもの）に係る賃料 

 ・募集期間 ：賃貸人 令和２年７月１７日～１１月１６日 

            ※令和２年１０月１６日までだったものを延長 

  

 ○賃借人 

 ・補助対象者：令和２年３月３１日以前から埼玉県内において建物、土

地・駐車場を賃借し、事業活動を行っている中小企業・

個人事業主等 

 ・補助率  ：１／１５の６か月分（上限２００千円、建物に係る賃貸

借契約書を複数件取り交わしている場合は上限３００千

円） 

 ・補助対象 ：自らの事業に使用・収益する埼玉県内の建物、土地・駐

車場に係る賃料 

 ・募集期間 ：賃借人 令和２年８月７日～令和３年４月９日 

            ※令和３年２月１５日・３月３１日までだったも

のを延長 

 

３ 実施上の課題と対応 

  手続き面では、申請書類を国の支援金のものに概ね揃えるなど簡素化し、迅

速な支給に努めた。 

  さらに、埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金の申請者のうち、個人情報

の利用に同意した者について必要な個人情報を引継ぎ、申請書の入力や添付

書類等の提出を省略できることとし、支給の迅速化を図った。 

  先行して設置されていた中小企業等支援相談窓口（コールセンター）で申請

に係る相談対応を行うこととなり、オペレーターを２０名程度増員するとと

もに電話回線も２０回線程度増設した。 

  また、申請内容の審査確認等については職員のリソースが不足していたた

め、会計年度任用職員を１４名採用した。 

 【実績】 

  ・オーナー（賃貸人）支援 

   申請件数５７７件 

   交付実績５０９件、４３，０８４千円 

  ・テナント（賃借人）支援 

   申請件数２０，５４０件 

   交付実績２０，３２３件、１，７１５，００９千円 
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４ ＩＣＴの活用 

  申請システムをクラウド型サービス「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」で構築し、委

託事業者を含む担当者間で申請件数や審査事務の進捗状況等をシステム上で

把握できるようにした。紙書類による申請も受け付けたが、委託事業者が受け

付けた後「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」に入力処理も行い、全ての申請データがシ

ステム上で確認できる状態とした。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

（１）申請要領・申請書様式・チラシ等の配布 

・中小企業支援関連団体（市町村、商工会議所、商工会、経済６団体、産

業振興公社、税理士会、行政書士会、生活衛生同業組合） 

・金融機関（埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、飯能信用金

庫、川口信用金庫、青木信用金庫） 

・不動産関係業界（埼玉県宅建協会、全日本不動産） 

・大規模商業施設内のテナント（県内大規模商業施設１２５か所） 

・国支援金申請サポート会場にチラシ・申請書を配置（大宮、川越、川口、

秩父、越谷の県内５会場） 

 

（２）ラジオスポットＣＭ 

・ＮＡＣＫ５ 

・ＴＢＳ 

 

（３）市町村広報誌 

・３８市町村広報誌へ掲載 

 

（４）県広報紙等 

・県ホームページ 

・彩の国だより 

 

（５）電話 

   不動産業者３００社を対象に直接電話で支援策を説明（オーナー支援） 

 

６ 自己評価 

  支援の対象となる事業者が問い合わせる窓口を一元化し、電話番号を統一

することで問い合わせ者の混乱を極力少なくするよう努めた。 
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７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金（賃貸人）交付要綱 

  埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金（賃貸人）申請要領 

  埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金（賃借人）交付要綱 

  埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金（賃借人）申請要領 

 

９ 事業費・財源 

 事業費 令和２年度 １，９９１，９１５千円 

令和３年度    １１０，５３８千円 

財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  ※コールセンターを除く。 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和２年度で事業を終了しており、その後の対応はない。 
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取組３ 埼玉県大規模施設等協力金 

 

１ 概要 

  基本的対処方針に則り、令和３年５月１２日から令和３年９月３０日にか

け、緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域内において、大規模施設

を運営する事業者に営業時間短縮等の要請を行った。これに伴い、協力した事

業者に対し「大規模施設等協力金」を支給した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第４波～第５波（令和３年２月２３日～令和３年１２月１４日） 

 ア 埼玉県大規模施設等協力金（第１期・第２期） 

   ５月７日、政府対策本部は、本県を重点措置区域とする期限を５月３１日

まで延長する旨の公示を行った。併せて、基本的対処方針を変更し、まん延

防止等重点措置区域において、新たに、特に大規模な集客施設（床面積  

１，０００㎡超。以下「特定大規模施設」という。）に対し、午後８時まで

の営業時間短縮を要請することとした。 

   また、同日、これまで緊急事態措置区域の特定大規模施設が対象となって

いた協力金がまん延防止等重点措置区域にも適用されることとなった。 

   これを受け、県では、５月１１日までとしていた１５市町に対するまん延

防止等重点措置の期限を５月３１日まで延長し、特定大規模施設に対して

営業時間の短縮を要請するとともに、埼玉県大規模施設等協力金（以下「大

規模施設等協力金」という。）を制度化することとした。 

   予算措置は令和３年４月臨時会補正予算（第４号）により行ったが、申請

方法の検討等に時間を要したため、申請システムの改修に時間がかかり、他

の協力金のように要請期限の翌日から申請受付をすることができていなか

った。 

   一方、５月２８日に、まん延防止措置等重点措置が６月２０日まで延長さ

れることとなったため、５月臨時会補正予算（第５号）により第２期大規模

施設等協力金の予算措置を行った。 

   第１期（要請期間：５月１２日～５月３１日）と第２期（６月１日～６月

２０日）の大規模施設等協力金は対象区域、時短営業等の要請内容、支給額

等が同じであったため、同時に申請を受け、支給を行うこととした。 
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  【大規模施設等協力金の概要（第１期・第２期）】 

   ＜施設運営事業者＞ 

   ・時短等要請期間：（第１期）令和３年５月１２日～５月３１日 

             （第２期）令和３年６月 １日～６月２０日 

   ・対象区域：１５市町（さいたま市・川口市・川越市・所沢市・草加市・

越谷市・蕨市・戸田市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・

富士見市・ふじみ野市・三芳町） 

   ・申請期間：令和３年６月２１日～８月５日 

     ・主な支給要件： 

       ①要請期間すべてにおいて営業時間を午後８時（映画館は午後

９時）までに短縮（休業を含む。） 

       ②要請期間すべてにおいて酒類提供を終日自粛 

       ③「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、施設内に 

        掲示 

       ④「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」ＱＲコードを施 

        設内に掲示 

       ⑤繁忙期の２分の１程度の人数を目安とし、入場整理を徹底 

       ※⑤は映画館除く 

   ・支給額： 

      （百貨店、映画館以外） 

       ①自己利用部分面積に係る協力金 

        １日当たりの支給額（床面積１，０００㎡毎に２０万円×期

間中の時短率）×営業時間短縮等実施日数 

       ②テナント事業者等把握管理に係る追加支給分（テナント店舗

が１０店舗以上の場合、店舗数に応じて支給） 

        １日当たりの支給額（店舗数×２千円×期間中の時短率）×

営業時間短縮等実施日数 

      （百貨店） 

       ①自己利用部分面積に係る協力金 

        １日当たりの支給額（床面積１，０００㎡毎に２０万円×期

間中の時短率）×営業時間短縮等実施日数 

       ②テナント事業者等把握管理に係る追加支給分（テナント店舗

が１０店舗以上の場合、店舗数に応じて支給） 

        １日当たりの支給額（店舗数×２千円×期間中の時短率）×

営業時間短縮等実施日数 

       ③特定百貨店店舗（＊）協力金 
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        １日当たりの支給額（特定百貨店店舗数×２万円×期間中の

時短率）×営業時間短縮等実施率 

        ＊当該店舗の売上が百貨店等にいったん計上され、その後分

配される店舗 

      （映画館） 

       ①自己利用部分面積に係る協力金【映画館運営事業者のみ】 

        １日当たりの支給額（床面積１，０００㎡毎に２０万円×期

間中の時短率）×営業時間短縮等実施日数 

       ②常設のスクリーン数に応じた追加支給分【映画館運営事業者

及び映画配給会社】 

        １日当たりの支給額（常設のスクリーン数×２万円×期間中

の上映率）×営業時間短縮等実施日数 

    ・実績：申請１２０件、支給１１７件 

 

   ＜テナント事業者＞ 

   ・時短等要請期間：施設運営事業者と同じ 

   ・対象区域：施設運営事業者と同じ 

   ・申請期間：令和３年６月２１日～８月１９日 

     ・主な支給要件： 

       ①要請期間すべてにおいて営業時間を午後８時までに短縮（休

業を含む。） 

       ②要請期間すべてにおいて酒類提供を終日自粛 

       ③「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、施設内に 

        掲示 

       ④「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」ＱＲコードを施

設内に掲示 

   ・支給額：自己利用部分面積に係る協力金 

        １日当たりの支給額（床面積１００㎡毎に２万円×期間中の時

短率）×営業時間短縮等実施日数 

   ・実績：申請１,８６９件、支給１,８０９件 

        

 イ 埼玉県大規模施設等協力金（第３期） 

   ６月１７日、政府対策本部の公示に基づき、埼玉県におけるまん延防止等

重点措置の期間が７月１１日まで延長された。一方、酒類の提供が「終日自

粛」から「午後７時以降自粛」に緩和されるとともに、対象区域も１５市町

から２市に縮小された。 
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   県では６月補正予算により予算措置を行い、第３期大規模施設等協力金

を支給した。 

 

  【大規模施設等協力金の概要（第３期）】 

   ＜施設運営事業者＞ 

   ・時短等要請期間：令和３年６月２１日～７月１１日 

   ・対象区域：２市（さいたま市・川口市） 

   ・申請期間：令和３年７月１２日～８月２６日 

     ・主な支給要件： 

       ①要請期間のすべてにおいて営業時間を午後８時（映画館は午

後９時）までに短縮（休業を含む） 

       ②要請期間のすべてにおいて午後７時以降の酒類提供を自粛、

かつ業態に応じた感染防止対策を遵守 

       ③「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、施設内に 

        掲示 

       ④「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」ＱＲコードを施

設内に掲示 

       ⑤繁忙期の２分の１程度の人数を目安とし、入場整理を徹底 

       ※⑤は映画館除く 

   ・支給額： 

      （百貨店、映画館以外） 

       第１期・第２期と同じ。 

      （百貨店） 

       第 1期・第２期と同じ。 

      （映画館） 

       第 1期・第２期と同じ。 

   ・実績：申請６０件、支給５７件 

 

   ＜テナント事業者＞ 

   ・時短等要請期間：施設運営事業者の同じ 

   ・対象区域：施設運営事業者と同じ 

   ・申請期間：令和３年７月１２日～９月９日 

     ・主な支給要件： 

       ①要請期間すべてにおいて営業時間を午後８時までに短縮（休

業を含む） 

       ②要請期間すべてにおいて午後７時以降の酒類提供を自粛、か
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つ業態に応じた感染防止対策を遵守 

       ③『彩の国「新しい生活様式」安心宣言を遵守し、施設内に掲 

        示 

       ④埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」ＱＲコードを施設

内に掲示 

   ・支給額：第１期・第２期と同じ 

   ・実績：申請８１８件、支給７９６件 

 

ウ 埼玉県大規模施設等協力金（第４期） 

  ７月８日以降、感染拡大傾向に合わせ、以下のとおり、まん延防止等重点措

置の期間の延長、緊急事態措置の実施、対象区域の拡大、要請内容の変更（厳

格化）が行われた。 

 

  ・７月８日、政府対策本部の公示に基づき、埼玉県におけるまん延防止等

重点措置の期間を８月２２日まで延長。 

  ・７月１６日、まん延防止等重点措置の対象区域を７月２０日から２０市

町に拡大することを決定。 

  ・７月３０日、政府対策本部が緊急事態措置を実施すべき区域に本県を追

加（８月２日～８月３１日）。県では、政府対策本部が決定した基本的

対処方針に基づき、酒類の提供について「午後７時以降の提供自粛」か

ら「終日酒類の提供及びカラオケ設備の使用を自粛」に変更するなど要

請内容を一部厳格化するとともに、対象区域を全市町村に拡大。 

  ・８月１３日、大規模施設の入場整理について、「繁忙期の２分の１程度

の人数を目安とし、入場整理を徹底」から「同一階（フロア）ごとに、

繁忙期の２分の１程度の人数を目安とし、入場整理を徹底」に変更する

など一部要請内容を厳格化。 

  ・８月１７日、政府対策本部は、本県において緊急事態措置を実施すべき期

間を９月１２日まで延長。 

  ・８月１８日、大規模施設の入場整理について、８月２０日から９月１２日

まで、「入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置及び施設の入場

者の人数管理・人数制限等の措置を行うこと」とするなど、要請内容の一

部厳格化を決定。 

 

  県では７月臨時会補正予算及び８月臨時会補正予算により予算を確保し、

上記要請内容に対応した第４期大規模施設等協力金を支給した。 
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  【大規模施設等協力金の概要（第４期）】 

   ＜施設運営事業者＞ 

   ・時短等要請期間：令和３年７月１２日～８月３１日 

   ・対象区域：７月１２日～８月３１日…２市（さいたま市・川口市） 

         ７月２０日～８月３１日…１８市町（川越市、所沢市、春日

部市、草加市、越谷市、蕨市、戸

田市、朝霞市、志木市、和光市、

新座市、八潮市、富士見市、三郷

市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、伊奈

町、三芳町） 

         ８月 ２日～８月３１日…その他の県内全市町村 

   ・申請期間：令和３年９月１日～１０月１５日 

     ・主な支給要件： 

       ①要請期間すべてにおいて営業時間を午後８時（映画館は午後

９時）までに短縮（休業を含む） 

       ②７月１２日～８月１日：午後７時以降の酒類提供を自粛、か

つ業態に応じた感染防止対策を遵守 

        ８月２日～８月３１日：終日酒類の提供及びカラオケ設備の

使用を自粛 

       ③「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、施設内に 

        掲示 

       ④「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」ＱＲコードを施

設内に掲示 

       ⑤７月１２日～８月１２日：繁忙期の２分の１程度の人数を目

安とし、入場整理を徹底 

        ８月１３日～８月１９日：同一階（フロア）ごとに、繁忙期の

１／２程度の人数を目安に入場者

の整理等を実施  

        ８月２０日～８月３１日：入場者が密集しないよう整理・誘導

する等の措置及び施設の入場者の

人数管理・人数制限等の措置を実施 

       ※⑤は映画館除く 

   ・支給額： 

      （百貨店、映画館以外）第１期～第３期と同じ 

      （百貨店）第１期～第３期と同じ 

      （映画館）第１期～第３期と同じ 
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   ・実績：申請２６３件、支給２５１件 

 

 ＜テナント事業者等＞ 

  ○テナント事業者 

   ・時短等要請期間：施設運営事業者と同じ 

   ・対象区域：施設運営事業者と同じ 

   ・申請期間：令和３年９月１日～１１月５日 

     ・主な支給要件： 

       ①要請期間すべてにおいて営業時間を午後８時までに短縮（休

業を含む） 

       ②７月１２日～８月１日：午後７時以降の酒類提供を自粛、か

つ業態に応じた感染防止対策を遵守 

        ８月２日～８月３１日：終日酒類の提供及びカラオケ設備の

使用を自粛 

       ③「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、施設内に

掲示 

       ④「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」ＱＲコードを施

設内に掲示 

   ・支給額：第１期～第３期と同じ 

    

  ○非飲食業カラオケ店 

   ・時短等要請期間：令和３年８月２日～８月３１日 

   ・対象区域：全市町村 

   ・申請期間：令和３年９月１日～１０月１５日 

     ・主な支給要件： 

       ①要請期間のすべてにおいて休業 

       ②「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、施設内に掲 

        示 

       ③「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」ＱＲコードを施設

内に掲示         

   ・支給額：１日当たりの支給額（２万円）×休業等実施日数 

   

  ○実績（テナント事業者及び非飲食業カラオケ事業者）： 

       申請２,４７５件、支給２,４２７件 
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エ 埼玉県大規模施設等協力金（第５期） 

  ９月９日、政府対策本部が、本県が緊急事態措置を実施すべき期間を９月 

 ３０日まで延長したことを受け、県は緊急事態措置期間を９月３０日までに

延長した。 

  新たな予算措置は行わず、未執行の予算により第５期大規模施設等協力金

の支給を行った。 

  ９月３０日をもって緊急事態措置は解除となり、第５期をもって大規模施

設等協力金の施行は終了した。 

 

  【大規模施設等協力金の概要（第５期）】 

   ＜施設運営事業者＞ 

   ・時短等要請期間：令和３年９月１日～９月３０日 

   ・対象区域：全市町村 

   ・申請期間：令和３年１０月１日～１１月１５日 

     ・主な支給要件： 

       ①要請期間すべてにおいて営業時間を午後８時（映画館は午後

９時）までに短縮（休業を含む） 

       ②終日酒類の提供及びカラオケ設備の使用を自粛 

       ③「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、施設内に掲

示 

       ④「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」ＱＲコードを施設

内に掲示 

       ⑤県からの要請に応じて、入場者が密集しないよう整理・誘導す

る等の措置及び施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置を

実施 

       ※⑤は映画館除く 

   ・支給額： 

      （百貨店、映画館以外）第１期～第４期と同じ 

      （百貨店）第１期～第４期と同じ 

      （映画館）第１期～第４期と同じ 

   ・実績：申請２５１件、支給２４４件 

 

 ＜テナント事業者等＞ 

  ○テナント事業者 

   ・時短等要請期間：施設運営事業者と同じ 

   ・対象区域：施設運営事業者と同じ 
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   ・申請期間：令和３年１０月１日～１２月６日 

     ・主な支給要件： 

       ①要請期間すべてにおいて営業時間を午後８時までに短縮（休

業を含む） 

       ②終日酒類の提供及びカラオケ設備の使用を自粛 

       ③「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、施設内に

掲示 

       ④「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」ＱＲコードを施

設内に掲示 

   ・支給額：第１期～第４期と同じ 

 

  ○非飲食業カラオケ店 

   ・時短等要請期間：施設運営事業者と同じ 

   ・対象区域：全市町村 

   ・申請期間：令和３年１０月１日～１１月１５日 

     ・主な支給要件： 

       ①要請期間のすべてにおいて休業 

       ②「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、施設内に掲 

        示 

       ③「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」ＱＲコードを施設

内に掲示         

   ・支給額：第４期と同じ 

 

  ○実績（テナント事業者及び非飲食業カラオケ事業者）： 

       申請２,４７９件、支給２,４５８件 

 

３ 実施上の課題と対応 

  テナントが協力金を申請するためには、入居している大規模施設の床面積

が１０００㎡超であることを証明する書面等を入手する必要があったが、大規

模施設の協力を得てそれを行うことは容易ではなかった。そのため、大規模施

設運営事業者からの申請の処理に優先的に着手し、①大規模施設の要件の確認、

②その他の支給要件の確認という２段階の処理を行い、①の確認が済んだ時点

で、当該大規模施設に入居しているテナント事業者からの申請を処理するとい

う方針を取った（テナント事業者には①の確認が取れてから申請するよう促し

た。）。このやり方をうまく回していくためには大規模施設に率先して申請して

もらう必要があるため、大規模施設への働き掛けも行った。また、テナント事
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業者の申請・審査が遅れることになるため、テナント事業者の申請期間を大規

模施設運営事業者よりも２週間長く設定した。さらに、大規模施設がテナント

分の代理申請を行うことも可能とした。以上のような工夫を行い、テナント事

業者の速やかな申請及び支給の迅速化につなげることができた。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  申請システムをクラウド型サービス「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」で構築し、委

託事業者を含む担当者間で申請件数や審査事務の進捗状況等をシステム上で

把握できるようにした。紙書類による申請も受け付けたが、委託事業者が受け

付けた後「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」に入力処理も行い、全ての申請データがシ

ステム上で確認できる状態とした。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

 ・県ホームページに詳しいＱ＆Ａなどを掲載 

 ・大規模施設運営事業者（１０２社）あてチラシ・申請書類を送付 

 ・業界団体（１２団体）あて制度の周知依頼 

 ・大規模施設運営業者の本社等（１８社）を個別に訪問し制度を周知 

 

６ 自己評価 

  ホームページ等による周知だけでなく、大規模施設の本社等を実際に訪問

し、時短要請への協力のお願いと協力金の周知をしっかり行ったことは評価

できる。 

  大規模施設からの申請を優先処理することで、テナント事業者が特定大規

模施設に入居していることを証明する必要を無くすようにしたことや、大規

模施設とテナントがそれぞれ申請する方法に加え、大規模施設がテナント分

もまとめて申請する方法等、申請方法を複数用意したことで、申請者の負担を

減らすことができたことは評価できる。 

  一方、申請要領の記載内容と申請書の様式については、よりシンプルで分か

りやすいものにすべきであった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  協力金を迅速に支給できるよう、支給要件等を分かりやすいものとすると

ともに、審査に必要な基準を明確に示すこと。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 



593 

 

 ・「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「協力要請推

進枠」の取扱いについて（大規模施設等に対する協力金の実施要領）」（令和

３年５月１２日付け内閣府地方創生推進室・内閣官房新型コロナウイルス

感染症対策推進室事務連絡） 等 

 ・埼玉県大規模施設等協力金事務取扱要綱 

 ・埼玉県大規模施設等協力金申請要領 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 ４，８２９，１６５千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  

10 ５類移行に伴う対応 

  令和３年度で事業を終了しており、その後の対応はない。 
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取組４ 埼玉県酒類販売事業者等協力支援金 

 

１ 概要 

  令和３年４月～１０月に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措

置等に伴い、酒類の提供自粛等を伴う飲食店等の休業・時短営業の影響を受け

た酒類販売事業者等を支援するため、埼玉県酒類販売事業者等協力支援金を

給付した。 

 

２ 経緯・取組内容 

  第４波～第５波中の令和３年４～１０月に実施。 

  緊急事態措置又はまん延防止等重点措置等に伴い、酒類の提供自粛を伴う

飲食店の休業・時短営業の影響を受けた酒類販売事業者等に対して協力支援

金を給付。 

〇給付金額 

 対象月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額（算定は単月ごと） 

 

※（参考）国の「月次支援金」 

・2021 年４月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の

休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響を受けて、売上が５０％以上減少した中小法

人・個人事業者等の事業継続及び立て直しを支援するもの。 

・給付額：2019年又は 2020年の基準月（対象月と同じ月）の売上－2021年の対象月の売上 

・給付上限額：中小法人等 上限２０万円/月、個人事業者等 上限１０万円/月 

 

（１）令和３年４月～６月分 

  ・申請期間 

   令和３年８月１９日～１１月１５日まで 

  ・給付上限額 
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（２）令和３年７月分 

  ・申請期間 

   ７月分：令和３年８月３０日～令和３年１２月１５日まで 

   ８月分：令和３年９月６日～令和３年１２月２４日まで 

   ９月分：令和３年１０月１日～令和４年１月２８日まで 

  ・給付上限額 
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（３）令和３年１０月分 

  ・申請期間 

   令和３年１１月１日～令和４年２月１５日まで 

  ・給付上限額 

 

  

 

 〇申請・交付件数 

  申請件数 交付件数 交付額 

R3.4～6月分 408件 408件(給付率 100％) 170,072千円 

R3.7月分 318件 318件（給付率 100％） 51,380千円 

R3.8月分 438件 436件（給付率 99％、不給付 1％） 87,566千円 

R3.9月分 426件 422件（給付率 99％、不給付 1％） 91,581千円 

R3.10月分 293件 291件(給付率 99％、不給付 1％) 47,116千円 

計 1,883件 1,875件（給付率99％、不給付1％） 447,715千円 
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３ 実施上の課題と対応 

（１）周知について 

  本協力支援金は酒類販売免許保有者を対象としたものであることから、免

許者情報から対象となりうる事業者に対してチラシ等を郵送し周知を図った。 

 一方で、高齢の事業者も多く、インターネット等に慣れないなどの理由によ

り、申請書類の入手や手続きに至らない例もあると見受けられた。業界団体や

市町村とのより一層の連携や周知の働き掛けも必要である。 

 

（２）感染症拡大による事業者の経営状況の把握 

  事業者が感染症拡大によりどの程度影響を受けているかを把握するのに苦

心した。国税庁など他機関も把握しきれていなかった。最終的に酒販組合を通

じてアンケートを行ったが、迅速性を優先したためにやや精度を欠いた。より

正確なデータを得るにはさらに多くの時間や手間をかける必要がある。 

 

（３）審査の迅速化について 

  申請添付書類が多い、要件が複雑であるなどの理由により、申請書類の誤り

が多い、審査に時間がかかるなどの問題点が生じた。そのため、委託先審査担

当者と職員が密に連絡を取り合い、申請手引きの充実化や、効率的な審査が進

むよう審査ポイントなどの整理を行った。また、委託先担当者と職員によるチ

ェックを徹底した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  民間事業者に委託を行い、電子申請システムにより申請を受け付けること

で、業務の効率化・給付の迅速化を図った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  市町村、商工団体、金融機関、各種業界団体等を通じた周知や、県ホームペ

ージ、チラシのほか、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅ

ｒ）などによる周知を行った。 

 

６ 自己評価 

  本協力支援金は、感染症拡大による影響を大きく受けた事業者にとって、当

座をしのぐ効果があったものと考えている。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  新興感染症の感染拡大時には、その影響を踏まえ、必要に応じて、対象や実
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施の必要性等を十分検討した上で迅速かつ適切に行っていく必要がある。 

  また、事業者は行政界を超えて広域で取引を行っていることが多いため、全

国に感染症が拡大している中で、その状況を見極めた上で国がまとめて支援

金を交付する体制を整えるべきである。各県であまり差異のない支援金を個

別に交付することは、非効率、混乱を生じるなどのデメリットが大きい。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  埼玉県酒類販売事業者等協力支援金事務取扱要綱 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和３年度 ５２０，７３７千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和３年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 
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取組５ 埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金 

 

１ 概要 

  令和３年４月～１０月に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措

置等に伴い、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けた事業者を支

援するため、埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金を給付した。 

 

２ 経緯・取組内容 

  第４波～第５波中の令和３年４～１０月に実施。 

  緊急事態措置又はまん延防止等重点措置等に伴う飲食店の休業・時短営業

又は外出自粛等の影響を受けて、売上が５０％以上減少し、国の月次支援金を

受給している事業者に対し、協力支援金を給付。 

 ・給付金額：対象月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額（算定は単

月ごと） 

 ・給付上限額：中小法人等 上限５万円/月、個人事業者等 上限２万５千円/月 

       ※１０月分は給付の迅速化等の観点から定額化（中小法人等 

５万円、個人事業者等 ２万５千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※（参考）国の「月次支援金」 

   ・2021 年４月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置

に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響を受けて、

売上が５０％以上減少した中小法人・個人事業者等の事業継続及び立

て直しを支援するもの。 

   ・給付額：2019 年又は 2020 年の基準月（対象月と同じ月）の売上－2021  

年の対象月の売上 

   ・給付上限額：中小法人等 上限２０万円/月、個人事業者等 上限１０万 

円/月 
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①「令和３年４月～６月分」：令和３年６月議会において補正予算成立後、令和

３年７月２６日～１１月１５日まで申請受付を実施 

②「令和３年７月～９月分」：令和３年８月臨時会において補正予算成立後、令

和３年９月２１日～令和４年１月２８日まで申請受付を実施 

③「令和３年１０月分」：令和３年１１月１日～令和４年２月１５日まで申請受

付を実施 

   申請件数   交付件数   交付額 

 R3.4～6月分  16,279件 

 15,755件 

(給付率 97％、不給

付等 3％) 

1,071,630千円 

 R3.7～9月分  17,274件 

 17,108件 

（給付率 99％、不給

付等 1％） 

1,209,059千円 

 R3.10月分   9,355件 

  9,284件 

（給付率 99％、不給

付等 1％） 

 324,275千円 

   計  42,908件 

 42,147件 

（給付率 98％、不給

付等 2％） 

2,604,964千円 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）周知について 

  本協力支援金は対象事業者が広く、まず知っていただくことが重要である

ため、周知に力を入れた。市町村、商工団体、金融機関、各種業界団体等を通

じた周知や、県ホームページ、チラシのほか、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、Ｆａｃｅｂ

ｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ）などによる周知を行うとともに、国の月次支援金の

受給を要件としていることから、月次支援金の受給事業者に個別にチラシを

郵送し周知を図った。 

  また、申請状況を鑑み、今まであまり関わりがなかった業界団体等（タクシ

ー関係、美容・理容関係、鍼灸マッサージ関係、クリーニング関係等）にも幅

広く周知を行った。 

 

（２）審査の迅速化について 

  支払いの審査においては、不備コールにて複数回架電してもつながらない

場合や、不備解消の連絡をしても正しく修正していただけていない場合など

があり、支払いまでに時間がかかってしまった事例もあった。 
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  そのため、電話やメールで連絡がつかない方には郵送等異なる連絡方法で

修正期限等を示した上でお知らせをしたり、分かりにくい修正についてはよ

り丁寧に説明し再修正が生じないようにするなど、審査の迅速化のための改

善を図った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  申請システムをクラウド型サービス「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」で構築し、委

託事業者を含む担当者間で申請件数や審査事務の進捗状況等をシステム上で

把握できるようにした。紙書類による申請も受け付けたが、委託事業者が受け

付けた後「Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ」に入力処理も行い、全ての申請データがシ

ステム上で確認できる状態とした。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  市町村、商工団体、金融機関、各種業界団体等を通じた周知や、県ホームペ

ージ、チラシのほか、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅ

ｒ）などによる周知を行った。さらに、国の月次支援金の受給を要件として

いることから、月次支援金の受給事業者に個別にチラシを郵送し周知を図っ

た。 

 

６ 自己評価 

  本協力支援金は、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けた事業

者に対する支援となっているが、給付状況を見ると、幅広い業種（卸売業・小

売業、サービス業、建設業、製造業など）への支援につながるなど、効果があ

ったものと考えている。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  新興感染症の感染拡大時には、その影響を踏まえ、必要に応じて、対象や実

施の必要性等を十分検討した上で迅速かつ適切に行っていく必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金事務取扱要綱 

 ・埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金（令和３年７～９月分）事務取扱

要綱 

 ・埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金（令和３年１０月分）事務取扱要

綱 
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９ 事業費・財源 

  事業費 令和３年度 ３，１８３，８５９千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和３年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 
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その他の事業者支援 ～デジタル活用・ＤＸ支援 

 

新型コロナウイルス感染症と共存できる強い埼玉県経済を作っていくため、

令和２年度に設置された「強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議」において、

国、県、及び経済・産業界が連携し、早急に取り組むべき事項（社会実装する

取組）がとりまとめられた。 

同取組の中には「販路の拡大」及び「デジタル化推進」が掲げられており、

県に対し、「オンラインを活用したビジネス展示会・商談会の開催」や「生産

性向上のための中小・小規模事業者のデジタル化推進」が求められたことから、

以下の施策を実施した。 

 

 

 （デジタル活用・ＤＸ支援） 

  ・取組１ 彩の国ビジネスアリーナのオンライン開催 

       及び常設マッチングサイトの構築 

  ・取組２ オンライン営業の支援① 

  ・取組３ オンライン営業の支援② 

  ・取組４ 埼玉県ＤＸ推進支援ネットワークによる支援 

  ・取組５ Ｗｉｔｈコロナの創業支援 

  ・取組６ 中小企業海外販路開拓支援事業 

  ・取組７ 海外オンライン展示会等出展支援事業 
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   取組１ 彩の国ビジネスアリーナのオンライン開催 
       及び常設マッチングサイトの構築 
 

１ 概要 

  県内中小企業の販路拡大を目的に実施している展示商談会「彩の国ビジネ

スアリーナ」をコロナ禍において実施するため、令和２年度から令和４年度

はオンラインで開催した（令和４年度はリアル展示とオンライン展示のハイ

ブリッド開催）。 

  また、新たな生活様式に対応するため、常設の「彩の国ビジネスマッチング

サイト」を令和４年度に構築し、オンラインでのビジネスマッチング機会を創

出・提供している。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）彩の国ビジネスアリーナのオンライン開催 

 

（２）オンライン彩の国ビジネスアリーナの広報及びコンテンツの充実 

  令和２年度は、初めてのオンライン開催であることから、参加企業数の確保

及びビジネスマッチングの効果的な実施を目的として、令和２年度９月補正

予算により以下の事業を実施した。 

 

 ア 受注企業振興助成事業（実施主体：産業振興公社） 

   オンライン化に伴い広報の充実を図るとともに、リモートワークやオン

ライン会議などビジネスに役立つ情報などを学べるセミナー等を配信した。 

【実績】 

・特別講演 配信３件 視聴回数：６０６回 

 
令和２年度 

（オンライン展示） 

令和３年度 

（オンライン展示） 

令和４年度 

（リアル展示） 

令和４年度 

（オンライン展示） 

名 称 

オンライン彩の

国ビジネスアリ

ーナ 

オンライン彩の

国ビジネスアリ

ーナ２０２２ 

彩の国ビジネス

アリーナ 

２０２３ 

彩の国ビジネス

アリーナ 

２０２３ 

開催期間 

約１か月間（2021

年1月8日～2月8

日） 

３週間（2022年1

月 25日～ 2月 14

日） 

２日間（2023年2

月8日・9日） 

２週間（2023年2

月1日～2月15日） 

場 所 
インターネット

上 

インターネット

上 

さいたまスーパ

ーアリーナ 

インターネット

上 

出 展 数 ４２８企業･団体 ３０２企業･団体 ４４３企業･団体 ４７８企業･団体 

来場者数 ２８，１１２人 １６，８１９人 １２，６８５人 １４，４８７人 
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（「渋沢栄一の思想から学ぶコロナの先のサステナブルな経済社会」 

 「Ｗｉｔｈコロナにおけるリモートワークを円滑に進めるためのコツ」） 

・オンラインセミナー 配信４件 視聴回数：８２６回 

（「基本操作をしっかり学ぶ！会議や商談で活かせるＺｏｏｍ活用」「ゼ

ロからのスマートフォン動画講座①②」） 

 

 イ ビジネスマッチング応援事業 

   新型コロナウイルスの感染拡大によりリスク対策として注目が高まって 

  いたＢＣＰのワークショップを実施したほか、ウィズコロナ時代の経営に 

  役立つセミナーを開催した。 

【実績】 

・ＢＣＰオンラインワークショップ ２回 参加者：１４名 

・彩の国「新しい生活様式」安心宣言活用セミナー 視聴回数：１３３回 

 

（３）オンライン彩の国ビジネスアリーナへの機能追加 

  令和３年度に、オンライン彩の国ビジネスアリーナ２０２２の出展サイト

において、出展者と来場者の交流が活発になるよう新たにビデオ通話やチャ

ットを活用したオンライン商談機能を新設するとともに、出展者からブース

訪問者にコンタクトできるよう来場者登録システムを導入した。 

 

（４）彩の国ビジネスマッチングサイト事業（令和４年度） 

  令和５年２月にサイトを開設した。サイトの登録企業数は以下のとおり（令

和５年３月３１日現在） 

・受注企業 ２３０企業 

・発注企業   ２０企業 

・受発注企業  １２企業 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）彩の国ビジネスアリーナのオンライン開催 

 令和２年度はオンライン展示会を１人でも多くの方に体験いただくため、

登録などの手続きなしで気軽に入場できるようにしたところ、約２万８千人

が来場し、オンライン展示会の認知度を高めることができた。一方、出展者は

誰がブースに来たのか把握できず、出展者から来場者にアプローチする方法

がなかったことが課題として残った。 

  そこで令和３年度は名前や連絡先を登録した人のみ来場できる入場登録制

を導入したところ、匿名で閲覧したい人や入力を煩わしく感じる人は来場せず、
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来場者数は減少したが、出展者からは「来場者情報が取れるのはとても良かっ

た」「今後の営業に生かせる」との声が寄せられた。 

  来場しやすさと情報のとり方の両立は難しいが、今後も最適のバランスを研

究する必要がある。 

 

（２）オンライン彩の国ビジネスアリーナの広報及びコンテンツの充実 

  特別講演やセミナーについては、多くの方に視聴いただくことができたが、

ＢＣＰワークショップについては、参加者が定員の半数に満たなかった。理由

として広報が不十分であったほか、Ｚｏｏｍの操作に不慣れな方が参加しな

かったためと考えられる。広報の強化に加え、Ｚｏｏｍ等の操作に慣れていな

い方に対する十分なフォローが必要であった。 

 

（３）オンライン彩の国ビジネスアリーナへの機能追加 

  令和２年度の経験を踏まえ、令和３年度は、チャットやＺｏｏｍなどオンラ

インでの商談機能を新設するとともに、出展者からブース訪問者にコンタク

トできるよう来場者登録システムを導入した。その結果、来場者一人当たりの

閲覧ページ数が１．４倍に増え、出展者の満足度も高かった一方で来場者数は

前年度から大幅に減少した。理由としては、来場者登録システムを導入したこ

とにより、匿名で閲覧したい人や入力を煩わしく感じる人が来場しなかった

ためと思われる。来場しやすさと情報のとり方の両立は難しいが、今後も最適

のバランスを研究していく。 

 

（４）彩の国ビジネスマッチングサイト事業 

 令和５年２月にサイトを開設し、登録企業数は２６２社（令和５年３月３１

日現在）となった。５類に移行しリアルでの営業が復活しつつある中、今後、

登録企業数をどれだけ増加させることができるかが課題である。登録企業数

の増加のため、サイトの周知はもとより、サイトの利用によって販路拡大につ

ながるメリットをＰＲしていく必要がある。 

 

４ ＩＣＴの活用 

（１）オンライン彩の国ビジネスアリーナへの機能追加 

  出展者が自社製品・加工品を動画又は画像を活用して展示し、自らの技術  

力を積極的にアピールするとともに、オンラインツール（名刺交換機能、資  

料ダウンロード機能、商談申込機能）を活用して、来場者との商談や出展者  

間における情報交換・商談等を行った。 
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（２）彩の国ビジネスマッチングサイトへの商談機能の実装 

 会員限定チャットや商談・問い合わせボタンから受発注企業同士でコンタ

クトを取り合うことができる機能を実装した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

（１）彩の国ビジネスアリーナのオンライン開催 

 記者発表、チラシを作成し、主催者・関係機関等へ配布、主催者（県、公社、

金融機関等）による広報を実施した。令和３年度のビジネスアリーナではオン

ライン展示会本番までの気運を高めるため、本番３月前からプレイベントサ

イトを開催。「成果を出せるオンライン展示」セミナーなど、ビジネスに役立

つ様々な情報を発信し、７,７６１人が来場した。 

 

（２）彩の国ビジネスマッチングサイト事業 

 記者発表（彩の国ビジネスアリーナと合同発表）、サイト開設のチラシを作

成し関係機関等へ配布、主催者（県、公社、金融機関等）による広報等を実施

した。 

 

６ 自己評価 

（１）彩の国ビジネスアリーナのオンライン開催 

 令和２年度及び３年度におけるオンライン彩の国ビジネスアリーナでの来

場者について、例年のリアル展示会では、埼玉県からの来場が半数以上、関東

（１都６県）で９割を超えていたが、オンライン化で場所の制約が解消された

ことで、埼玉県からのアクセスは４割強にとどまり、大阪府や愛知県などの主

要都市からのアクセスが増加した。さらに、海外からはアメリカ、ベトナム、

台湾、シンガポールなどからアクセスがあり、来場者だけでなく海外からの出

展者もあった。 

 令和４年度のハイブリッド開催においては、リアル展示会の来場者について、

９６．８％が関東地方からの来場であった（埼玉県５７．７％、東京都 

２８．１％）。一方、オンライン展示については、関東地方以外からのアクセ

スが２１．５％を占めた。海外からはアメリカ、中国、韓国、台湾、シンガポ

ールなどからアクセスがあり、オンラインの特性を活かし、幅広い地域にアピ

ールすることができた。 

 

（２）オンライン彩の国ビジネスアリーナの広報及びコンテンツの充実 

  初めて開催したオンラインでの展示商談会であったが、オンラインを介し

て取引先を開拓する企業等の目に触れやすく、オンライン彩の国ビジネスア
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リーナへの来訪につながるような広報を実施したことやウィズコロナ時代の

経営に役立つオンラインセミナーを開催することで多くの来場者を集めるこ

とができた。 

 

（３）オンライン彩の国ビジネスアリーナへの機能追加 

  令和２年度オンライン彩の国ビジネスアリーナの経験を活かし、出展者や

来場者が交流しやすくなるようオンライン商談機能を追加したことで、出展

者から高い評価を受けた。 

 

（４）彩の国ビジネスマッチングサイト事業 

 彩の国ビジネスアリーナ開催時のみ開設していたビジネスマッチングサイ

トを常設で構築し、県内中小製造業、情報通信業などのオンラインによる受注

拡大、販路開拓について、年間を通じて支援していくことが可能となった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

（１）彩の国ビジネスアリーナのオンライン開催 

なし（産業振興公社自主財源） 

（２）オンライン彩の国ビジネスアリーナの広報及びコンテンツの充実 

   事業名 中小企業販路開拓支援事業 

 事業費 令和２年度 ２，４５１千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

（３）オンライン彩の国ビジネスアリーナへの機能追加 

   事業名 オンライン販路開拓応援事業 

 事業費 令和３年度 ５，０００千円 

 財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

（４）彩の国ビジネスマッチングサイト事業 

事業費 令和４年度 １０，１２０千円 

財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 
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10 ５類移行に伴う対応 

（１）彩の国ビジネスアリーナのオンライン開催 

新型コロナウイルス感染症をきっかけにオンライン（令和４年度はリア

ル展示とオンライン展示のハイブリッド開催）で開催したが、彩の国ビジ

ネスアリーナのＰＲ及び出展者の取引機会の拡大のため、５類移行後も引

き続き、ハイブリッド開催を継続する予定である。 

「彩の国ビジネスアリーナ２０２４（予定）」 

・リアル展示：令和６年１月２４（水）、２５日（木） 

・オンライン展示：令和６年１月１７日（水）～３１日（水） 

（２）オンライン彩の国ビジネスアリーナの広報及びコンテンツの充実 

令和２年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 

（３）オンライン彩の国ビジネスアリーナへの機能追加 

令和３年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 

（４）彩の国ビジネスマッチングサイト事業 

新型コロナウイルス感染症をきっかけに常設のビジネスマッチングサイ

トを構築したが、オンラインでのビジネスマッチング機会を創出・提供する

ため、５類移行後も引き続き、同サイトを運用している。 

サイトの登録企業数は以下のとおり（令和５年９月３０日現在） 

・受注企業 ３１５企業 

・発注企業   ４６企業 

・受発注企業  １９企業 
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取組２ オンライン営業の支援① 

 

１ 概要 

従来の対面営業では、サンプルの提示など現物を提示し手に取ってもらいな

がらの営業が可能であったが、オンライン営業ではそれに代わるＰＲ動画やデ

ジタル技術を活用した三次元的な映像などが必要になるため、その作成費用等

を支援した。 

 

２ 経緯・取組内容  

（１）コンテンツ等作成支援事業（営業用資料作成（ＰＲ動画も含む）） 

  ネットによる営業活動等において提示する魅力的なコンテンツや営業資料

作成のための費用、及び専門家の助言を受けるための費用に対して補助を行

った。 

  補助率１／２（上限２５０千円）、申請枠５０社 

 【実績】 

  補助事業者数：４８社・交付額１０,２６０千円 

 

（２）展示商談会用動画作成支援事業（ＰＲ動画作成） 

  オンラインでの展示商談会において、他社との差別化を図るためのＰＲ動

画を作成する費用に対して補助を行った。 

  補助率１／２（上限１５０千円）、申請枠５０社 

  ※オンライン彩の国ビジネスアリーナに出展する場合は、補助率２／３（上 

限２００千円) 

【実績】 

 補助事業者数：３８社・交付額６，６９２千円 

 

３ 実施上の課題と対応 

  本事業はビジネスアリーナなど、オンライン営業への緊急対応のため令和

２年度９月補正予算で措置されたものであり、周知の迅速化や申請にあたっ

ての企業負担軽減に配慮したが、申請数が見込みを下回った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  申請者の負担を軽減し、短期間での申請が可能となるよう、メール送信での

申請も可とした。 
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５ 広報・関係機関への周知 

ホームページや文書による広報と併せて、経営革新計画承認企業等を対象

とするメールマガジンでの広報を実施した。 

 

６ 自己評価 

新しい生活様式の定着に伴い非対面による営業・販売が一般化することが

想定される中、オンライン展示商談会などで活用する効果的なＰＲ動画等作

成への支援を実施することができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

  事業名 新しい生活様式に対応した中小製造業の販路開拓支援事業 

事業費 令和２年度 １７,２５２千円 

財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和２年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 
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取組３ オンライン営業の支援② 

 

１ 概要 

オンライン営業に係る経費の補助やセミナー等を通じて、オンラインによる

営業手法の導入を図るとともに、大手メーカーとの商談機会を創出することに

より県内中小企業の販路開拓を支援した。 

 

２ 経緯・取組内容  

（１）オンライン営業のスキルアップ支援（実施主体：産業振興公社） 

  オンライン営業に知見を有する専門家が、セミナーや出張相談によりＰＲ

動画の作成方法や動画によるわかりやすいＰＲ方法、課題解決型の提案スキ

ル等を紹介した。 

【実績】 

・出張相談：３０社 

・オンライン営業スキルアップセミナー 配信３件 視聴回数：８１２回 

 

（２）オンライン販路開拓経費の補助（実施主体：県） 

  補助率を２分の１、補助上限を２５０千円として、ＰＲ動画作成や自社 

 ホームページリニューアルに係る経費等を補助した。 

【実績】 

 補助事業者数：５４社・交付額１０,８６２千円 

 

（３）大手メーカーとのオンラインマッチングの実施（実施主体：産業振興公社） 

 産業振興公社に配置した大手メーカーとつながりを持つ発注開拓員（３人）

が、積極的に大手メーカーに営業（訪問、ヒアリング等）を行い、大手メーカ

ーの発注ニーズを掘り起こすとともに、中小企業とのオンライン商談の場を設

けた。 

【実績】 

   発注企業３２社に対し、受注企業１５８社をあっせん紹介した。 

このうち、発注企業５社・受注企業６社に対し、オンライン商談による 

マッチングを実施した。 

 

３ 実施上の課題と対応 

オンライン販路開拓補助金について、複数の採択企業から新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響により、補助対象期間内に事業を終了できないとの問
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い合わせがあった。そのため、補助金交付要領の「やむを得ないと認めた場合

は、補助事業の期間を延長することができる」との規定を根拠に事業対象期間

の延長を認めることとした。感染症拡大等により、事業の継続が困難となる場

合を想定し、事前に対応策を検討しておくことが必要である。 

 

４ ＩＣＴの活用 

オンライン営業スキルアップセミナーの開催、オンライン商談によるマッ

チングを実施した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

（１）オンライン営業スキルアップ支援 

  オンライン営業スキルアップセミナーについては、オンライン彩の国ビジ

ネスアリーナ２０２２の出展者募集サイトにおいて周知し、出張相談につい

ては、各商工会・会議所を通じて周知を図った。 

 

（２）オンライン販路開拓経費の補助 

  県内中小企業に補助事業を積極的に活用してもらえるよう経済団体等に案

内チラシを送付し、会員企業への制度周知を依頼した。 

 

（３）大手メーカーとのオンラインマッチング機会の創出 

  発注登録企業へはＤＭ、未登録企業へは発注開拓員が直接連絡（訪問）し周

知するとともに、公社ホームページでも広く参加を呼び掛けた。 

 

６ 自己評価 

コロナ禍により従来型の営業（訪問営業、展示商談会出展等）ができず、販

路開拓に苦慮している県内中小企業に対し、オンライン営業に係る経費の補

助やオンライン営業スキルアップセミナー等を通じて多くの県内中小企業の

販路開拓を支援することができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

なし 
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９ 事業費・財源 

  事業名 オンライン営業販路開拓支援事業 

事業費 令和３年度 １４，１６８千円 

財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和３年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 
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取組４ 埼玉県ＤＸ推進支援ネットワークによる支援 

 

１ 概要 

県内中小企業のＤＸを推進するため、行政、経済団体、金融機関等２７団体

による「埼玉県ＤＸ推進支援ネットワーク」を立ち上げ、支援を行っている。 

 

２ 経緯・取組内容 

令和２年１１月４日の「強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議」で、関東

経済産業局から提案いただき、関係機関との調整を経て、令和３年１０月に

「埼玉県ＤＸ推進支援ネットワーク」を立ち上げ、１１月３０日に第１回会議

を開催した。 

令和４年度からは本格的に事業を実施しており、ＤＸ推進支援パートナー

事業では、全国からＩＴ企業等を「埼玉ＤＸパートナー」として募集し、県内

中小企業のデジタル化ニーズ等とマッチングを行っている。また、専任の担当

者「ＤＸコンシェルジュ」を配置し、県内中小企業からの相談に応じている。 

さらに、ＤＸの推進には企業内の推進役が不可欠であることから、県内中小

企業の経営層などを対象としたＤＸ推進人材育成講座に補助を行った。 

 

【構成団体】 

行
政 

関東総合通信局 

経
済
団
体 

埼玉県商工会議所連合会 

関東財務局 埼玉県商工会連合会 

関東経済産業局 埼玉県中小企業団体中央会 

埼玉県 埼玉県経営者協会 

さいたま市 埼玉経済同友会 

川越市 埼玉中小企業家同友会 

川口市   

越谷市   

支
援
機
関 

中小企業基盤整備機構 

金
融
機
関 

埼玉りそな銀行 

埼玉県中小企業診断協会 武蔵野銀行 

情報処理推進機構 埼玉縣信用金庫 

埼玉県情報サービス産業協会 川口信用金庫 

埼玉 IT コーディネータ 青木信用金庫 

さいたま市産業創造財団 飯能信用金庫 

埼玉県産業振興公社   
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３ 実施上の課題と対応 

新型コロナウイルスの感染拡大により、在宅勤務やＷｅｂ会議など、事業者

のＤＸへの関心が高まったものの、ＤＸへの取組割合は２１．９％（令和５年

６月１日時点）にとどまっており、今後も一層の支援が必要である。 

 

 【事業者のＤＸへの取組割合】 

 計画前 Ｒ３年度末 Ｒ４年度末 Ｒ５年度末 

目 標 － 20% 35% 50% 

実 績 11.3% 19.1% 21.9%  

埼玉県四半期経営動向調査（４～６月期）で実施 

 

４ ＩＣＴの活用 

ネットワークの支援事業に関する申込や問合せは、原則としてウェブサイ

トを利用したものとし、広報についても、ＳＮＳの活用を図った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

埼玉県ＤＸ推進支援ネットワーク及び各事業の周知を図るため、チラシを

作成し、構成団体や関係機関などにチラシのＰＤＦデータを送付した。 

 

６ 自己評価 

支援機関が一体となり「埼玉県ＤＸ推進支援ネットワーク」を立ち上げるこ

とで、県内企業に対するワンストップでの支援が可能となった。 

その一方で、デジタル化やＤＸが進まない中小企業も多いことから、支援事

業の一層の周知と支援を図っていく必要がある。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

なし 

 

９ 事業費・財源 

事業名 県内企業デジタルトランスフォーメーション推進費 

事業費 令和３年度  ９，１７１千円 

    令和４年度 １７，８００千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 
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10 ５類移行に伴う対応 

新型コロナウイルス感染症をきっかけに始めた事業であるが、５類移行後

も県内中小企業の生産性向上のためＤＸを推進する必要があることから、「埼

玉ＤＸ推進支援ネットワーク」を軸とした支援を継続して実施している。 
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取組５ Ｗｉｔｈコロナの創業支援 

 

１ 概要 

創業・ベンチャー支援センター埼玉におけるオンライン上での創業支援を

充実させるため、ホームページの改修や相談データベースのクラウド化など

新システムを構築するともに、オンラインセミナーが実施できるよう所要の

整備を行った。 

 

２ 経緯・取組内容 波に直接関係なく実施 

令和３年度にオンラインでの創業支援の充実を図るため、ホームページ改

修を行い相談・セミナー等へのオンライン申込フォームを立ち上げたほか、相

談者情報をオンライン上で一元管理できるよう、相談者データベースのリニ

ューアルなどを行った。 

現在は、相談・セミナーともに、コロナの感染拡大状況や利用者ニーズにあ

わせて、対面・オンラインを使い分けている。 

  【参考：リモート相談（電話・メール・Ｚｏｏｍ）の割合】 

形態 
相談件数 

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 

対面相談 2,673 1,865 1,673 2,078 

リモート相談 
（うちZoom相談） 

396 1,704 

（441） 

2,143 

(1,355) 

1,600 

(1,213) 

リモート率 12.9％ 47.7％ 56.2％ 43.5% 

 

３ 実施上の課題と対応 

相談・セミナーともにオンラインで気軽に申込や利用ができるようになっ

た分、無断や直前でのキャンセルが増加してしまった。現在は同時予約可能枠

を設けるなど、ルールを明確化することにより、対応を図っている。 

 

４ ＩＣＴの活用 

オンライン相談・セミナーの実施に加えて、ホームページ改修によるオンラ

イン申込フォームの設置や相談者データベースのクラウド化などを実施した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

創業・ベンチャー支援センター埼玉のチラシ・ホームページ・メルマガ等で

周知を行った。特にＺｏｏｍ相談については、新たにＺｏｏｍ相談専用のチラ

シを作成し、重点的に周知をした。 
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６ 自己評価 

今回のオンライン環境整備により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止が図られたほか、遠方でも相談・セミナーを受けやすくなる、２４時間相

談予約ができるなど、利便性の向上につながった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

なし 

 

９ 事業費・財源 

  事業名 Withコロナの創業支援 

事業費 令和３年度 ５,２４７千円 

財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  新型コロナウイルス感染症をきっかけに始めた事業であるが、利用者の利

便性向上のため５類移行後も引き続き、オンラインによる相談やセミナーを

実施している。 
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取組６ 中小企業海外販路開拓支援事業 

 

１ 概要 

コロナ禍で海外渡航が制限されていたが、企業の海外展開ニーズは高かった。

ＢｔｏＣ向けの越境ｅコマースの活用支援は、コロナ禍での海外販路開拓手法

の１つである。県内企業の越境ＥＣ活用を支援するとともに、海外市場に向け

て県内企業の商品をＰＲすることにより、海外に出向かなくても販路拡大に取

り組めるよう支援した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）令和３年度実績 

 ア ｅコマース活用に向けたセミナーの実施 

   ジェトロ埼玉と連携し、ＥＣの仕組等についてセミナーを通じて    

周知した（５回、３３６人参加（閲覧数含む））。 

 

 イ ｅコマース活用事業 

 （ア）海外ＥＣ活用支援事業補助金（産業振興公社） 

   ・補助率 ： １／２（上限５０万円） 

   ・対象：新たに越境ＥＣに取り組む県内に本社を置く中小企業・小規模 

   事業者 

   ・補助対象経費 ： 商品改良等に係るコンサルタント料、ＨＰ作成費、 

             海外ＥＣサイト出店料等 

   ・申請期間 ： 令和３年４月１５日～５月２１日 

   ・申請社数 ：２３社  ・採択社数：２０社  ・交付件数：１５社 

 

 （イ）埼玉県特設ショップ（産業振興公社） 

    海外ＥＣサイトに埼玉県特設ショップを開設し、ＰＲを実施 

   ・対象国  ： シンガポール 

   ・応募期間 ： 令和３年５月２１日～７月２１日 

   ・申込社数 ： ３３社    ・決定社数 ： ２０社 

   ・開設期間 ： 令和３年１１月５日～令和４年３月１５日  

 

（２）令和４年度実績 

 ア ｅコマース活用に向けたセミナーの実施  

   ジェトロ埼玉と連携し、ＥＣの仕組等についてセミナーを通じて    

周知した（５回、１１４人参加）。 
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 イ ｅコマース活用事業 

 （ア）海外ＥＣ活用支援事業補助金（産業振興公社） 

   ・補助率 ： １／２（上限５０万円） 

   ・対象：新たに越境ＥＣに取り組む県内に本社を置く中小企業・小規模 

   事業者 

   ・補助対象経費 ： 商品改良等に係るコンサルタント料、ＨＰ作成費、 

            海外ＥＣサイト出店料等 

   ・申請期間 ： 令和４年４月２６日～６月３日 

   ・申請社数 ：２４社  ・採択社数：１１社  ・交付件数：１１社 

 

 （イ） 海外ＥＣ活用支援事業補助金（県）（９月補正分） 

   ・補助率 ： １／２（上限５０万円） 

   ・対象：新たに越境ＥＣに取り組む県内に本社を置く中小企業・小規模 

   事業者 

   ・補助対象経費 ： 商品改良等に係るコンサルタント料、ＨＰ作成費、 

         海外ＥＣサイト出店料等 

   ・申請期間 ： 令和４年１０月２７日～令和５年３月１０日 

   ・申請社数 ：２５社  ・採択社数：１８社  ・交付件数：１５社 

 

 （ウ）埼玉県特設ショップ（産業振興公社） 

    海外ＥＣサイトに埼玉県特設ショップを開設し、ＰＲを実施 

   ・対象国  ：シンガポール、台湾 

 ・応募期間 ：令和４年６月１日～６月３０日 

 ・申込者数 ：延べ８９社（シンガポール 46社、台湾 43社）実数５０社 

 ・決定者数 ：延べ４０社（シンガポール 20社、台湾 20社）実数２７社 

 ・開設期間 ：令和４年１０月１日～令和５年２月２８日 

 

３ 実施上の課題と対応 

  今回の出品者には越境ＥＣ初心者が多く、ノウハウの構築やテストマーケ

ティングを主目的としている。 

  そのため、商品ページへのアクセス傾向を分析して出品企業に提供するほ

か、海外からの反応をフィードバックすることで、より訴求力を高めた紹介文

や商品改良に繋がる役割があると考えている。 

  また、サイトに掲載することにより、ＢｔｏＢの取引に繋がりやすくなる効

果もあり、実際、出品企業と現地バイヤーとの商談が実現した事例もある。 

  越境ＥＣの取組にあたっては、出店先の市場の特徴や、配送・決済、プロモ

ーションなど幅広な知識が必要であり、県内企業の学びの機会の確保も重要

である。 

  引き続き、企業が自立して越境ＥＣに取り組めるよう、支援していく。 
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４ ＩＣＴの活用 

メールでの補助金申請も可とした。ｅコマース活用に向けたセミナーをリ

アルだけでなくオンラインでも開催した。海外ＥＣサイトに埼玉県特設ショ

ップを開設し、県内企業の商品をＰＲすることにより、海外に出向かなくても

販路拡大に取り組めるよう支援した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

報道発表、県内各市町村、関係経済団体、県内銀行・信用金庫へのメール、

関係団体メールマガジン、県・産労部・企業立地課ＳＮＳを通じて、周知した。 

 

６ 自己評価 

海外に出向かなくても販路拡大に取り組む企業の裾野を広げ、ノウハウの

構築やテストマーケティングを行うことができた。 

セミナーの充実を図るなど、引き続き県内企業に学びの機会の提供を検討

していく。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

なし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

なし 

 

９ 事業費・財源 

事業費 令和３年度  ９，４１９千円 

令和４年度 １８，９３６千円 

財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  ５類移行後も世界的に海外ビジネスのデジタル化は拡大していることから、

県内企業の「越境ｅコマース」の取組を後押しするため、ｅコマース活用に向

けたセミナーやｅコマース活用に係る経費に対する補助、海外ＥＣサイトへ

の埼玉県特設ショップの開設等の事業を実施している。 
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取組７ 海外オンライン展示会等出展支援事業 

 

１ 概要 

コロナ禍で海外渡航が制限されていたが、企業の海外展開ニーズは高かっ

た。ＢｔｏＢ向けのオンライン展示会・商談会は、コロナ禍での海外販路開拓

手法の１つである。ジェトロの支援を最大限活用しつつ、ジェトロ埼玉と連携

し、県内企業の海外オンライン展示会・商談会への出展を支援した。 

 

２ 経緯・取組内容 波に直接関係なく実施 

  海外オンライン展示会等出展支援補助金 

  中小企業における海外販路開拓を目的としたオンライン展示会・商談会へ 

 の出展に向けたプロモーション動画等の環境整備に係る経費を支援した。 

   ・補助率等：１／２（上限３０万円） 

・交付件数：２３社 

・対象：新たにオンライン展示会・商談会用の動画や多言語ＨＰを作成 

   する県内に本社を置く中小企業・小規模事業者 

   ・補助対象経費：外国向けプロモーション動画作成、ＨＰ多言語化、 

           デジタルパンフレット作成 

 

３ 実施上の課題と対応 

特になし 

 

４ ＩＣＴの活用 

メールでの補助金申請も可とした。県内企業の海外オンライン展示会等の

出展を支援することにより、海外に出向かなくても販路拡大に取り組めるよ

う支援した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

報道発表、県内各市町村、関係経済団体、県内銀行・信用金庫へのメール、

関係団体メールマガジン、県・産労部・企業立地課ＳＮＳを通じて周知した。 

 

６ 自己評価 

海外に出向かなくても販路拡大に取り組む企業の裾野を広げ、外国語のホ

ームページ・動画等のＩＣＴを活用し、海外に向けて自社商品や技術のＰＲを

支援できた。 
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７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

なし 

 

９ 事業費・財源 

事業費 令和３年度 ６，２９０千円 

財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和３年度に事業を終了しており、その後の対応はない。 
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その他の事業者支援～経営支援 

 

 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、デジタル化の進展や新しい

生活様式の浸透など、県内企業を取り巻く環境は大きく変化した。コロナ禍に

おいても事業者が事業継続できるよう、各種経営支援を実施した。 

 

 

 （経営支援） 

  ・取組１ 埼玉県業種別組合等応援補助金 

  ・取組２ ＢＣＰ策定支援事業 

  ・取組３ Ｗｉｔｈコロナ時代に対応した地場産業のチャレンジ支援事業 

  ・取組４ 中小企業事業再構築支援事業 

  ・取組５ 学習塾における感染防止対策及び葬儀場における適切な対応 
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取組１ 埼玉県業種別組合等応援補助金 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症による経営上の影響を緩和するため、業種別組

合等が実施する感染防止対策、事業継続や顧客減少による売上対策等の取組

に要する経費について補助を行った。 

 

２ 経緯・取組内容 

  第１波～第４波（令和２年２月１日～令和３年６月１０日） 

  経済団体からの意見や要望に対応するため、厳しい経営状況に置かれてい 

る県内中小企業や感染防止等を行う中小企業組合等を支援することを目的に

令和２年５月に補助申請受付を開始。 

  補助対象となる事業期間は、令和２年４月１日～令和３年２月末日。 

 

（１）補助対象者 

  県内に主たる事務所を有する次のいずれかに該当するもの。 

  ①事業協同組合、信用協同組合、協同組合連合会企業組合、協業組合、商工 

   組合、商工組合連合会 

  ②商店街振興組合、商店街振興組合連合会 

  ③生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合 

  ④一般社団法人、公益社団法人 

  （構成員の概ね１／２以上が中小企業者であるものに限る） 

 

（２）事業目的・対象経費 

  新型コロナウイルス感染症の影響を緩和するために組合等が実施する感染

防止、事業継続や売上向上等に係る適切な取組を支援する。 

  ・対象期間：令和２年４月から３年２月末までの取組  

  ・対象事業例：キャッシュレスへの対応、デリバリーの導入、感染防

止のための店舗等の環境改善等の取組 

   ・対象経費：人件費、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料・ 

賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費、負担金 

 

（３）補助金額・負担割合 

  上限額５００万円（申請下限額１００万円）県１０／１０補助 
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（４）審査方法 

  補助対象事業の決定にあたっては、応募のあった提案（計画書）を審査・選

考の上、選定。 

 

（５）補助事業のスケジュール 

  ①応募受付期間       令和２年５月１３日～５月２６日 

  ②審査結果通知             ６月１２日 

  ③申請書提出           ６月中旬～ 

  ④交付決定・補助金概算払     ６月下旬～７月下旬 

  ⑤補助事業完了      令和３年２月末 

  ⑥確定通知            ３月上旬 

 

 【参考】 

  応募のあった主な取組 

  ・感染防止対策の衛生用品購入経費（マスク・消毒液・アクリル板） 

  ・事業、商品に係るホームページやチラシ等広告経費 

  ・Ｗｅｂ会議や研修に係るパソコン等機器、ネットワーク構築経費 

  ・イベント経費（商店街） 

  ・キャッシュレス決裁導入 

  ・テイクアウト、デリバリー導入経費 

  ・その他（サーモグラフィー、換気扇設置など） 

 

３ 実施上の課題と対応 

  通常の補助事業とは異なり、極めて迅速な支援が求められたことから募集

期間を２週間とした。 

  また、申請手続・添付資料の簡素化、審査の迅速化を図るとともに、応募締

切から１８日目に交付決定を行い、補助金を一括概算払いとする仕組みとし、

組合等がすぐに補助対象事業を着手できるようにした。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  メールでの補助金申請も可とした。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

 ・知事の定例会見による報道機関への周知 

 ・県ホームページでの周知 

 ・埼玉県中小企業団体中央会や庁内各課等を通じた組合や業種別団体に対 
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  する周知 

 

６ 自己評価 

  短期間の募集ではあったが、対象事業を遡って４月から翌年２月までの取

組とし、また当初の計画から感染症拡大による状況の変化（必要となる物資や

イベントの開催方法などの変更）にも柔軟に対応できるよう、執行に際して適

時相談に応じるなど、組合等が真に必要とする取組が可能となるように支援

することができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  固定費や流動費の補填など、補助の目的・趣旨から外れた内容の申請が想定

されるため、周知する際には「補助対象外」を明確に記載するなど留意する。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  埼玉県業種別組合等応援補助金交付要綱 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度 １８８，７８６千円 

  財源  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

令和２年度で事業を終了しており、その後の対応はない。 
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取組２ ＢＣＰ策定支援事業 

 

１ 概要 

  経営基盤が脆弱な中小企業は、大規模災害や感染症の流行によって、経営に

大きな影響を受けやすい。そこで、防災・減災の事前対策に関する計画である

「事業継続力強化計画」の認定取得を支援することで、県内中小企業の事業継

続のための取組を推進した。 

  なお、令和２年度の「強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議」における議

論を踏まえ、取組を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容・実績 

（１）ＢＣＰに対する必要性の認識付与（令和２年９月～令和３年３月） 

  ＢＣＰの必要性を経営トップに認識してもらうための普及啓発セミナーを

開催した。 

 【実績】 

  ＢＣＰセミナー：４回 ＢＣＰワークショップ：１回 

 

（２）簡易版ＢＣＰによる備えの着手支援（令和２年９月～令和３年３月） 

  「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を作成した業種別団体の構成企業が

スムーズにＢＣＰへ移行できるよう、「安心宣言」を活用した業種別の簡易な

ＢＣＰ様式及び記載例を用意し、県ホームページ等で普及を図った。 

   

（３）埼玉県産業振興公社によるセミナー、事業継続力強化計画の策定支援 

 （令和２年９月～令和３年３月） 

  ＢＣＰ策定の必要性を周知するための埼玉県産業振興公社によるセミナー

を開催し、計画の策定に取り組む事業者の掘り起こしを行った。また、スキル・

ノウハウ不足や人手不足が原因で計画を策定できない事業者に対し、無料で

専門家を派遣し、計画の策定を支援した。  

 【実績】 

  公社によるセミナー：２回 

  計画策定支援実績：（５）にまとめて記載 

 

（４）事業継続力強化計画の策定支援（令和３年度） 

埼玉県産業振興公社に防災・減災の事前対策に関する専門家を配置し、県内

中小企業の「事業継続力強化計画」の策定支援を行うとともに、業種別のモデ
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ル事例集を作成し、計画の横展開を図った。 

 【実績】 

  事例集作成：１回 

  計画策定支援実績：（５）にまとめて掲載 

 

  なお、上記の他に０予算事業として、損害保険会社等と連携し、県による事

業者向けＢＣＰ普及セミナーを３回実施した。 

 

（５）事業継続力強化計画の策定支援（特に連携型を支援）（令和４年度） 

  埼玉県産業振興公社に防災・減災の事前対策に関する専門家を配置し、特に

複数企業同士を連携させた「連携型事業継続力強化計画」の策定支援を行っ

た。支援事例は、商工団体の部会、中小企業組合等へ共有し、「連携型事業継

続力強化計画」の普及・促進を図った。 

 

【事業継続力強化計画策定支援実績】※令和２年度からの累計 

 

 なお、上記の他に０予算事業として、損害保険会社等と連携し、県による事業

者向けＢＣＰ普及セミナーを５回、支援機関向けセミナーを１回実施した。 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）県内企業のＢＣＰ策定率の向上について 

  県内企業におけるＢＣＰの認知度は高まっているが、未だ全国と比較して

も策定率は低い。 

  【参考】（株）帝国データバンクの調査によると、企業によるＢＣＰ策定

状況は全国で１７．７％。一方、埼玉県では１２．５％と全国を

下回っている。 

  従来の中小企業へのＢＣＰ策定支援には、数の限界があるため、業界団体

等と連携することで、より多くの事業者に効率的にＢＣＰの必要性を周知・

啓発（アプローチ数を拡大）する。 

  また、従業員数５０人以上の中小企業に対象を絞り、ＢＣＰの策定状況を

調査し把握した上で、公社専門家がプッシュ型で周知・啓発を行い、策定率

の向上を目指す。  

内容 R2 R3 R4 累計 

事業継続力強化計画 28 57 102 187 

（内 連携型事業継続力強化計画） 0 (2G 7 社) (4G 39 社) (6G 46 社) 
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４ ＩＣＴの活用 

  埼玉県産業振興公社では、ＢＣＰ策定支援に係る相談等はオンラインでも

受け付けた。また、各種セミナーもオンラインとの併用で実施した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

   ＢＣＰの策定支援については、県や埼玉県産業振興公社のホームページに

掲載するとともに、経営革新計画承認企業向けのメールマガジンを利用して

周知を行った。また、公社による策定事例集を発行し、関係各所に配布した

他、公社ホームページでもＰＤＦにて公開した。 

  

６ 自己評価 

  各種セミナーの実施により、県内中小企業へのＢＣＰ普及に寄与した。また、

ＢＣＰの策定支援を行ったことにより、県内企業における感染症や自然災害

等の影響を受けづらい経営体質への転換支援につながった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  国の「事業継続力強化計画」の認定を受けると税制措置や金融支援、補助金

の加点措置などの優遇措置があるが、その制度を普及させ、事業者のＢＣＰ

への挑戦意欲を向上させるためには、国による更なるインセンティブについ

て、他県等とも連携し引き続き提言していくことが考えられる。 

 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・中小企業等経営強化法 

 ・埼玉県産業振興公社事業費補助金交付要綱 

 ・埼玉県産業振興公社事業費補助金実施要領 

 ・埼玉県産業振興公社事業費補助金交付要綱の運用 

  

９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度 ２，３８２千円 

      令和３年度 ７，２９７千円 

      令和４年度 ５，８３７千円    

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  感染症への対応はもとより自然災害やサイバー攻撃などへの対応のため、
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５類移行後も引き続き、県内中小企業の事業継続力強化計画の策定支援やＢ

ＣＰ普及セミナー等を実施している。 
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      取組３ Ｗｉｔｈコロナ時代に対応した 
    地場産業のチャレンジ支援事業 

 

１ 概要 

  地場産品を製造する産地組合等が実施する、ウィズコロナ時代に対応する

ための新たな取組や販路開拓のための広域的な展示会の開催・出展に対して

補助を行った。 

  県内の数多くの地場産地組合を支援している「埼玉県中小企業団体中央会」

を通じて補助金を交付することによって、その知見を活かした効果的な補助

事業を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）コロナ対応チャレンジ事業（令和３年４月～） 

  県内の地場産業は、地域の雇用を支え、本県の経済発展をけん引してきたが、

海外製品との競合や消費者の生活スタイルの変化等により、長期的に販路が

縮小傾向にある。 

  加えて、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、百貨店や専門店の催

事中止に伴う売上の減少、展示商談会の中止・縮小による受注の減少など新た

な危機的状況が生じている。 

  当該事業は、新型コロナウイルス感染拡大による影響を受け新たな課題を

抱えながらも、自ら活路を見出すため、新たな取組にチャレンジする産地組合

等を支援するものである。 

  補助額：上限１５０万円 補助率２／３  

 

（２）展示求評会出展事業（令和３年４月～） 

  地場産業企業にとって、製造する製品の品質や、その製造技術を直接伝えら

れる展示会は、ウィズコロナ時代においても、引き続き有効な販路開拓手段で

あり、リアルの展示会が開催されれば出展したいというニーズがあった。 

  当該事業は、産地組合等の販路開拓のための広域的な展示会の開催・出展に

対して補助するものである。 

  補助額：上限１５万円 補助率：１／２ 
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【参考１】令和３年度実績 

 

 

【参考２】令和４年度実績 
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３ 実施上の課題と対応 

（１）産地組合等への周知について 

  事業実施団体である埼玉県中小企業団体中央会の会員ではない産地組合に

ついても補助対象となるため、県及び中央会ホームページによる広報のみで

は、支援情報の周知が行き届かない実態があった。 

  そのため、対象となる産地組合に対して、架電、訪問等を実施するとともに、

チラシを作成し郵送することで、周知を図った。 

 

（２）産地組合における申請までの過程について 

  コロナ禍で危機的な状況ではあるが、どんな取組が問題解決に資するか検

討中の組合も多く存在した。また複数の企業からなる組合は、企業単体よりも

意思決定に時間を要する実態があった。 

  そのため、事業による効果をあげた産地組合が他の組合の模範となるよう

な事業スキームとした。 

  また、コロナの影響を受け、売上減少に陥っている産地組合に対して、訪問

等を実施し、新たな取組を検討してもらう機会を設けた。 

    

４ ＩＣＴの活用 

  業務の効率化・申請の迅速化を図るため、電子メールで申請を受け付けた。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  県及び埼玉県中小企業団体中央会のホームページに掲載するとともに、チ

ラシを作成し、商工会議所、商工会等に対し周知を行った。 

  

６ 自己評価 

  ネット・ＥＣサイト等での販売強化、新しい生活様式に対応した新商品の開

発など、産地組合等の新たな取組を支援することで、ウィズコロナ時代に対応

した持続可能な経営体制の構築を促すことにつながった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  埼玉県地場産業活性化再生支援事業補助金交付要綱   
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９ 事業費・財源  

  事業費 令和３年度 ６，５３４千円  

      令和４年度 ６，３７６千円  

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  ５類移行後も産地組合等が実施する新型コロナウイルスに対応するための

新たな取組や展示会への出展などに対する支援が当面の間必要なため、事業

を継続している。 
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取組４ 中小企業事業再構築支援事業 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症の影響による経済社会の変化に対し、自ら柔軟

に新分野展開や業態転換などの事業再構築に取り組むことが重要である。そ

こで、中小企業等の事業再構築を促進するため、埼玉県商工会議所連合会内に

「埼玉県事業再構築支援センター」を開設・運営し、専門家等による相談・計

画策定支援により、国の事業再構築補助金の申請を支援した。 

  また、国の事業再構築補助金の対象とならない中小企業のデジタル技術を

活用した新たな挑戦等を支援した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）事業再構築支援センターによる事業再構築計画策定支援（令和３年１０月

～） 

  埼玉県商工会議所連合会内に、「埼玉県事業再構築支援センター」を設置 

 し、支援員による相談、必要に応じた専門家派遣など、国の事業再構築補助 

 金申請のための計画作成の支援を実施した。 

  また、事業者向けに、県内各地でセミナーを開催し、計画策定のポイント解

説や個別相談会を実施した。 

 

（２）事業再構築計画策定費用補助（令和４年１月～令和５年３月） 

  国の事業再構築補助金を申請する際に事業者が策定する事業再構築計画に

ついて、その策定支援をコンサルタント等に依頼する際に必要な費用を補助

した。 

  補助額：上限２５万円 補助率：１／２ 

 

（３）経営革新デジタル活用支援事業補助（令和４年１月～） 

  国の事業再構築補助金の対象とならない小規模な計画等について、経営革

新計画に基づき、デジタル技術を活用した新サービス、新製品の開発やコ  

スト削減を行う際に必要な費用を補助した。 

 補助額：５０万円～１５０万円 補助率：１／２ 

 

（４）経営革新グリーン分野進出支援事業補助（令和４年１１月～） 

  国の事業再構築補助金「グリーン成長枠」の対象とならない小規模な計画 

 等について、経営革新計画に基づき、国のグリーン成長戦略「実行計画」１４
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分野へ進出する際に必要な費用を補助した。 

   補助額：５０万円～５００万円 補助率：１／２ 

 

 【参考】令和３年度、４年度事業実績 

 
 

３ 実施上の課題と対応 

（１）国の事業再構築補助金の採択件数の向上について（「事業再構築支援セン

ターによる事業再構築計画策定支援」における課題） 

  本県は全国５位の事業所数があるにもかかわらず、国の事業再構築補助金

の採択件数は全国１０位程度となっていた。 

  そのため、事業再構築支援センターにおいて、不採択になった理由を企業か

ら収集・分析し、採択されやすい事業計画の策定に向けた具体的な助言を実施

するとともに、セミナー開催時に、個別相談会を設け、より手厚い支援を行っ

た。 

 

（２）補助金の周知について（「経営革新デジタル活用支援事業補助」及び「経

営革新グリーン分野進出支援事業補助」における課題） 

  「経営革新デジタル活用支援事業補助」及び「経営革新グリーン分野進出支

援事業補助」については、新しい補助金であり、開始当初は申請件数がなかな

か伸びない状況があった。 

  そのため、具体的な想定事例や採択事例をチラシやホームページで周知す

るとともに、商工団体を通じた周知を行い、補助事業の内容を浸透させること

で、申請件数の増加につながった。 

 

Ｒ３ Ｒ４（Ｒ５．３月末時点） 計（Ｒ５．３月末時点）

開催回数：２回
参加人数：３０８人
　　（内訳）県内認定支援機関２１４人
　　　　　　 県内事業所９４人

開催回数：８回
参加人数：１０１人
※県内４地域で講演後、
   個別相談会を実施

開催回数：１０回
参加人数：４０９人

３０１件 ４０１件 ７０２件

１３件（支援企業数９社） １０４件（支援企業数７２社） １１７件（支援企業数８１社）

事業再構築
計画策定費用

補助金
交付決定３５件／申請３８件 交付決定７９件／申請８４件 交付決定１１４件／申請１２２件

経営革新デジタル
活用支援事業

補助金
交付決定３件／申請７件 交付決定１４３件／申請１５２件 交付決定１４６件／申請１５９件

経営革新グリーン
分野進出支援事業

補助金
－ 交付決定１２件／申請１３件 交付決定１２件／申請１３件

（Ｒ５．３月末時点）

（Ｒ５．３月末時点）

（Ｒ５．３月末時点）

セミナー

相談

専門家派遣

中小企業事業再構築支援事業　実績

事業再構築
支援センター
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４ ＩＣＴの活用 

  コロナ禍のため、事業再構築支援センターの相談対応について電子メール

でも対応した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

   県のホームページに掲載するとともに、事業者宛てのパンフレットを作成

し、商工団体、事業組合等の各種関係団体に対し周知を依頼した。 

  

６ 自己評価 

  新型コロナウイルス感染症により、経営上の影響を受けている事業者が、業

態転換や新製品の開発を通じ、社会環境変化の影響を受けづらい経営体質に

転換し、経営力向上推進の支援につながった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

   特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・埼玉県中小企業事業再構築支援事業補助金交付要綱 

 ・埼玉県事業再構築計画策定費用補助金交付要綱 

 ・埼玉県経営革新デジタル活用支援事業補助金交付要綱 

 ・埼玉県経営革新グリーン分野進出支援事業補助金交付要綱 

   

９ 事業費・財源 

  事業費 令和３年度  １１，０４３千円 

      令和４年度 １５０，１０６千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  新型コロナウイルス感染症を踏まえて始めた事業であるが、ポストコロナ

や物価高騰等に対応した中小企業等の事業再構築支援を実施していく必要が

あるため、５類移行後も引き続き、事業再構築支援センターや、経営革新計

画に基づくデジタル技術の活用・グリーン分野進出に係る取組への補助によ

り支援を実施している。 

 

  



 

640 

 

取組５ 学習塾における感染防止対策及び葬儀場における適切な対応 

 

１ 概要 

  デルタ株の感染拡大に伴い、令和３年の夏以降、全国の学習塾において感染

の広がりやクラスターの発生がみられた。このため、県内の学習塾に対し、感

染拡大防止対策の徹底を依頼するととともに、学習塾に勤務する方の早期ワ

クチン接種等に取り組んだ。 

  また、埼玉県新型感染症専門家会議委員から新型コロナウイルス感染症で

亡くなられた方の尊厳と遺族の気持ちに配慮した対応とケアが課題であると

の指摘を受け、県内の葬儀社に対し、故人の尊厳及び遺族の感情に配慮した適

切な対応について依頼した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）学習塾における感染防止対策の徹底 

 ア 学習塾に対する感染防止対策徹底の依頼 

   デルタ株の拡大に伴い、令和３年の夏以降、全国の学習塾で感染が広がり、

クラスターの発生もみられた。 

   国は、「学習塾をはじめ、これまで大規模な感染が確認されなかった場所

で多くのクラスターが発生している」として、８月末に業種別ガイドライン

の見直しを指示した。 

   しかし、学習塾は開業に当たって営業許可等の許認可が不要であり、ガイ

ドラインを作成している公益財団法人全国学習塾協会への加入も任意であ

るなど、ガイドラインの周知が行き渡りにくいという課題が浮き彫りにな

った。 

   そこで、県内の学習塾への依頼文と児童生徒・保護者に向けたチラシを作

成し、９月２日に県内学習塾事業者にプッシュ型で感染防止対策の徹底を

呼び掛けた。 

   さらに、専門家の監修の下、学習塾における感染防止対策に関する動画を

作成し、対策の手順をわかりやすく周知した。 

 

 イ 学習塾に勤務する方への積極的な早期ワクチン接種の呼び掛け 

   学習塾における感染拡大を防ぐためには、児童・生徒と接する機会の多い

従業員や講師の方に早期にワクチン接種を受けていただくことが重要であ

った。このため、保健医療部と連携し、埼玉県ワクチン接種センター（川越

市、熊谷市）において、学習塾に勤務している方に対するモデルナ社製ワク
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チンの優先接種枠（９月３０日～１０月３日、１日当たり合計１，８００人

分）を設け、９月１０日に県内の学習塾に通知し、積極的な早期ワクチン接

種を呼び掛けた。 

 

 ウ ワクチン接種対象者拡大の周知 

   ワクチン接種対象者が１２歳以上の全県民に拡大され、９月２４日から

予約受付を開始したことについて、県内の学習塾に通知し、通塾している児

童・生徒やその保護者への周知を依頼した。 

 

（２）葬儀場における故人の尊厳及び遺族の感情に配慮した適切な対応につい

て 

  埼玉県新型感染症専門家会議において、委員から、新型コロナウイルス感染

症で亡くなられた方の尊厳と遺族の気持ちに配慮した対応とケアが課題であ

るとの指摘があった。 

  国の対応を確認したところ、医療機関に向けた診療の手引きや葬儀社、火葬

場に向けたガイドラインにおいて具体的な対応を示し、国ホームページや業

界団体等を通じて周知していることがわかった。 

しかし、葬儀社は事業実施に当たっての許認可もなく、葬儀社の業界団体加

入は任意であるため、ガイドラインの周知が行き渡りにくいという課題が浮き

彫りになった。 

このため、産業労働部では、葬儀社に対して、直接通知を送り、ガイドライ

ンの周知を行うとともに、適切な対応について改めて依頼した。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  特になし 

 

４ ＩＣＴの活用 

  学習塾における感染防止対策に関する動画について、ＹｏｕＴｕｂｅで公

開するとともに、県公式ＳＮＳ等により周知を図った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

（１）学習塾における感染防止対策の徹底 

 ア 通知 

   学習塾における感染防止対策の徹底、学習塾に勤務する方々への早期ワ

クチン接種の呼び掛け、ワクチン接種対象者が１２歳以上の全県民に拡大

されたことについて、学習塾事業者２１３社に通知 
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 イ 学習塾における感染防災対策に関する動画の広報 

  ・ＹｏｕＴｕｂｅに掲載するとともに、県のホームページのトップ画面の

注目情報に「【動画公開中】学習塾における感染防止対策のポイント」

を掲載 

  ・公益財団法人全国学習塾協会及び全国私塾情報センターのホームページ

のトップ画面にリンクを掲載 

  ・県公式Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、県公式アプリ「まいたま」

に掲載 

  ・県内学習塾事業者へ通知 

  ・記者発表（資料提供） 

  ・動画ショート版（３０秒）を作成し、県内３か所（大宮駅西口アル 

   シェ、さいたま新都心駅前、川口駅前）の大型ビジョンで配信 

 

（２）葬儀場における適切な対応 

   葬儀社２３７社に通知  

 

６ 自己評価 

  学習塾における感染防止対策について、専門家監修の動画によりわかりや

すく周知したことは評価できる。また、学習塾に直接通知したことで多くの事

業者に御覧いただくこくことができた（※配信を開始した９月２１日から９

月２９日までの約１週間の閲覧数は、学習塾事業者向けが約８６０回、児童生

徒・保護者向けが約７５０回であった。）。 

  葬儀場における適切な対応については、葬儀社に直接通知を行うことで、あ

らためてガイドラインの遵守が認識され、適切な対応を図ることができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特定の業界における感染拡大が明らかになった場合は、その業界に向けて

あらためて感染防止対策の徹底や適切な対応を働きかける必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 ２９１千円 

  財源  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

      一般財源 



 

643 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和３年度で事業を終了しており、その後の対応はない。 

 



 

（２）その他 
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生活福祉資金 

 

１ 概要 

  従来は生活困窮世帯、高齢者世帯、障害者世帯のみに対象が限られていた 

 生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金について、新型コロ

ナウイルス感染症の影響による失業や休業等に伴い収入減少があった世帯の

資金需要に対応するため、これらの世帯を対象とした特例措置が国により創

設され、令和２年３月２５日から実施された。 

  特例貸付創設時は受付期間を令和２年７月末までとしていたが、社会情勢

を踏まえ受付期間等の延長が繰り返され、最終的に令和４年９月末で申請受

付終了となった。 

  県では、貸付の実施主体である埼玉県社会福祉協議会に対して、国庫補助金

を財源として、貸付原資、事務費、債権管理費に要する経費を全額補助すると

ともに、貸付の円滑な実施に向けた協力や助言指導を実施した。 

 

 【特例貸付の内容】 

  ・「緊急小口資金」：緊急かつ一時的な生計維持のための貸付 
  ・「総合支援資金」：失業等により日常生活の維持が困難な世帯に 
           対する貸付 
 
 緊急小口資金 総合支援資金 

従来 特例措置 従来 特例措置 

貸付上限 10 万円以内 20 万円以内 

 (2 人以上） 

   月 20 万円以内 

 (単身) 

  月 15 万円以内 

貸付期間：原則 3 月以内(＊1) 

同左 

据置期間 2 月以内 
1 年以内 

(＊2) 
6 月以内 

1 年以内 

(＊2) 

償還期間 12 月以内 2 年以内 10 年以内 同左 

貸付利子 無利子 同左 
保証人あり：無利子 

保証人なし：年 1.5% 
無利子 

  ＊1 総合支援資金の貸付期間（延長、再貸付） 
   ・令和３年３月末までに初回の申請をした世帯 
        →更に延長３月及び再貸付３月の貸付が可能（最大９月） 
   
     ・令和３年４月以降に初回の申請をした世帯 
       →１１月末までに緊急小口及び総合支援が終了した世帯は、 

更に３月の再貸付が可能（最大６月） 
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  ＊2 据置期間の延長 

    ・緊急小口資金・総合支援資金（初回） 

    令和４年１２月末以前に償還時期が到来する場合は令和４年１２月末まで 

延長 

    ・総合支援資金（延長） 

    令和５年１２月末以前に償還時期が到来する場合は令和５年１２月末まで 

延長 

   ・総合支援資金（再貸付） 

    令和６年１２月末以前に償還時期が到来する場合は令和６年１２月末まで 

延長 
 

 【特例貸付の貸付実績】 

           （貸付決定件数） （貸付決定額） 

  緊急小口資金      86,588件 16,377,842千円 

  総合支援資金（初回分） 68,839件 35,924,413千円 

  総合支援資金（延長分） 26,050件 13,676,166千円 ※R3. 6月末終了 

  総合支援資金（再貸付） 44,016件 23,125,999千円 ※R3.12月末終了 

       計      225,493件 89,104,420千円 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

 ・令和２年３月１１日付けで、国が厚生労働省社会・援護局長通知「生活福

祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」を発

出したことを受け、２月定例会に特例貸付の財源として令和元年度補正予

算を上程し、実施主体となる県社会福祉協議会に補助金を交付した。 

 ・令和２年３月２５日から県社会福祉協議会で貸付の受付を開始（窓口は市

町村社会福祉協議会）。 

 ・特例措置の実施にあたり、令和２年３月１８日付けで、国から、特に急を

要する場合には申込日の翌々日までに送金が行われるよう事務処理の迅速

化について協力を求める通知が発出された。 

 ・このことを受け、県社会福祉協議会を通じて、受付窓口となる市町村社会

福祉協議会に周知。合わせて、市町村や福祉事務所など連携が必要となる

機関に情報を提供した。 

 ・令和２年４月７日の緊急事態宣言以降、緊急小口資金の申請が急増し、５

月は申請件数が９，０００件を超えた。 

 ・総合支援資金（初回）の申請件数も５月以降急増し、６月、７月は 

  ５，０００件を超えた。 

 ・県社会福祉協議会は、急増する申請に対応するため、特例貸付専門チーム 
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２２名体制（フルタイムの応援職員・派遣職員）とスポットの応援職員・派

遣職員を合わせ約７０人の体制を整え対応した。 

 ・さらに、県では、４月２３日から５月８日の間の平日（延べ８日）に、 

１日当たり福祉部職員３人を、また、ゴールデンウィークの祝日（延べ３日）

は各１人の福祉部職員を派遣し、申請書類の審査業務、システム入力業務等

の応援業務を行った。 

 ・４月臨時会に特例貸付の財源として令和２年度補正予算を上程し、県社会

福祉協議会に対し、補助金を交付した。 

 ・期間中の貸付状況 

資金の種類 貸付申請件数 貸付金額 

緊急小口資金 16,079件 2,898,202千円 

総合支援資金（初回） 1,288件 686,345千円 

 ・期間中の特例貸付に係る県の予算措置 

年度 予算額 上程した議会 

令和元年度予算（２月補正） 1,154,000千円 令和２年２月定例会 

令和２年度予算（４月補正） 2,544,772千円 令和２年４月臨時会 

 ・期間中の特例貸付に係る県社協への補助 

年度 交付額 備 考 

令和元年度 1,154,000千円 R2.3.30交付決定 

令和２年度 1,408,000千円 R2.5.29交付決定 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 ・令和２年６月、国が、特例貸付の受付を令和２年９月末まで延長すること

を決定した（１回目の延長）。 

 ・県は、６月１５日から毎週月曜日に社会福祉課から職員１名を県社会福祉

協議会に派遣し、申請書類の審査業務、システム入力業務等の応援業務を

行った。 

 ・県社会福祉協議会は、特例貸付専門チーム２２名体制（フルタイムの応援

職員・派遣職員）とスポットの応援職員・派遣職員を合わせ６月は７３人

の体制で対応した。 

 ・令和２年７月、国が、総合支援資金延長貸付の実施通知を発出。総合支援

資金(当初)を借りた方の貸付期間の延長手続きが６月末から始まることを

受け、社会福祉課からの応援体制を７月まで継続した。 

 ・県社会福祉協議会では、７月から対応者を８６人に増員して対応に当たっ

た。 
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 ・期間中の貸付状況 

資金の種類 貸付申請件数 貸付金額 

緊急小口資金 20,443件 3,867,437千円 

総合支援資金（初回） 15,896件 8,429,125千円 

総合支援資金（延長） 5,058件 2,697,296千円 

 ・期間中の特例貸し付けにかかる県の予算措置 

年度 予算額 上程した議会 

令和２年度予算（６月補正） 13,667,941千円 令和２年６月定例会 

 ・期間中の特例貸付に係る県社協への補助 

年度 交付額 備 考 

令和２年度 2,544,772千円 R2.6.30変更交付 

令和２年度 8,116,000千円 R2.7.22変更交付 

令和２年度 12,161,000千円 R2.8.7変更交付 

令和２年度 16,212,713千円 R2.9.10変更交付 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 ・令和２年９月、国が、特例貸付の受付を令和２年１２月末まで延長するこ

とを決定（２回目の延長）。１２月には令和３年３月末まで更に延長する

ことを決定（３回目の延長）。 

 ・緊急事態宣言の延長に伴い、国が、緊急小口資金及び総合支援資金を終了

した世帯を対象に、総合支援資金の再貸付の実施を決定したことを受け

て、令和３年２月１９日から総合支援資金再貸付の受付開始。 

 ・２度目の緊急事態宣言が出された後、申請件数が再び増加し、１１月から

１２月は１か月当たり各２，０００件程度で推移していた緊急小口資金、

総合支援資金の申請は３月にはそれぞれ５，６００件、５，９００件を超

える件数となった。 

 ・期間中の貸付状況 

資金の種類 貸付申請件数 貸付金額 

緊急小口資金 13,504件 2,588,856千円 

総合支援資金（初回） 14,623件 7,562,359千円 

総合支援資金（延長） 11,891件 7,085,520千円 

・期間中の特例貸付に係る県の予算措置 

年度 予算額 上程した議会 

令和２年度予算（９月補正） 27,449,519千円   

（7,102,427千円)

令和２年９月定例会 
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（20,347,092千円) 

 ・期間中の特例貸付に係る県社協への補助 

年度 交付額 備 考 

令和２年度 30,736,000千円 R2.10.23変更交付 

令和２年度 31,736,000千円 R3.1.12変更交付 

令和２年度 39,036,000千円 R3.2.16変更交付 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

 ・令和３年３月、国が、特例貸付の受付を令和３年６月末までに再延長する

ことを決定（４回目の延長）。また、５月には、令和３年８月末まで更に

延長することを決定（５回目の延長）。 

 ・県社会福祉協議会の体制は、令和３年２月下旬まで５２人体制（県社協職

員２０人、派遣職員１１人、委託業者２１人）であったが、令和３年３月

から派遣職員４０人を追加し、９２人体制とし、令和３年４月以降は９６

人体制とした。増大する申請件数に対応するため漸次担当者を増員し、迅

速な貸付処理を行った。 

 ・令和３年４月、県社会福祉協議会に債権管理センターを立ち上げ、最長 

  １０年にわたる債権管理と相談支援を適切かつ円滑に実施する体制を整え 

  た（職員１２名）。 

 ・期間中の貸付状況 

資金の種類 貸付申請件数 貸付金額 

緊急小口資金 13,864件 2,660,387千円 

総合支援資金（初回） 14,267件 7,431,974千円 

総合支援資金（延長） 7,515件 3,948,740千円 

総合支援資金（再貸付） 21,164件 11,137,409千円 

 ・期間中の特例貸付に係る県の予算措置 

年度 予算額 上程した議会 

令和２年度予算（２月補正） 13,423,768千円 令和３年２月定例会 

令和３年度予算（２月補正） 15,128,346千円 令和３年２月定例会 

・期間中の特例貸付に係る県社協への補助 

年度 交付額 備 考 

令和２年度 43,662,232千円 R3.3.12変更交付 

令和２年度 57,086,000千円 R3.3.31変更交付 

令和３年度 7,940,000千円 R3.5.13交付決定 
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（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 ・令和３年６月、総合支援資金延長貸付の受付終了。 

 ・令和３年８月、国が、令和３年１１月末まで特例貸付の受付を延長するこ

とを決定（６回目の延長）。また、１１月には、令和４年３月末まで更に

延長することを決定（７回目の延長）。 

 ・期間中の貸付状況 

資金の種類 貸付申請件数 貸付金額 

緊急小口資金 12,805件 2,439,432千円 

総合支援資金（初回） 13,051件 6,781,745千円 

総合支援資金（延長） 1,560件 823,490千円 

総合支援資金（再貸付） 21,348件 11,194,310千円 

 ・期間中の特例貸付に係る県の予算措置 

年度 予算額 上程した議会 

令和３年度予算（６月補正） 9,931,485千円 令和３年６月定例会 

令和３年度予算（８月補正） 11,059,763千円 令和３年８月臨時会 

 ・期間中の特例貸付に係る県社協への補助 

年度 交付額 備 考 

令和３年度 22,279,387千円 R3.7.16変更交付 

令和３年度 24,718,471千円 R3.10.18変更交付 

令和３年度 29,853,922千円 R3.12.3変更交付 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 ・令和３年１２月、総合支援資金再貸付の受付終了 

 ・令和４年２月、国が、令和４年６月末まで特例貸付の受付を延長すること

を決定（８回目の延長）。４月には令和４年８月末まで更に延長すること

を決定、（９回目の延長）。 

 ・令和４年３月から、県社会福祉協議会がコールセンターを設置し、借受者

に対する相談支援を実施。債権管理センターの職員１２名と委託業者で償

還免除に係る審査等も行っている。 

 ・４月中旬以降に免除案内を発送してから多数の問い合わせがあり、特に５

月の連休中はつながりにくい状態となったため、県社会福祉協議会のホー

ムページで比較的つながりやすい昼間の時間への案内を掲載した。 

 ・期間中の貸付状況 

資金の種類 貸付申請件数 貸付金額 

緊急小口資金 5,997件 1,151,452千円 

総合支援資金（初回） 5,480件 2,698,590千円 
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総合支援資金（再貸付） 1,486件 767,030千円 

 ・期間中の特例貸付に係る県の予算措置 

年度 予算額 上程した議会 

令和３年度予算（12月補正） 5,334,846千円 令和３年 12月定例会 

令和３年度予算（２月補正） 8,259,547千円 令和４年２月定例会 

 ・期間中の特例貸付に係る県社協への補助 

年度 交付額 備 考 

令和３年度 34,671,249千円 R4.1.7変更交付 

令和３年度 49,713,987千円 R4.3.22変更交付 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ・令和４年８月、国が、令和４年９月末まで特例貸付の受付を延長すること

を決定（１０回目の延長）。 

 ・令和４年９月末、緊急小口資金、総合支援資金初回の受付終了。 

 ・期間中の貸付状況 

資金の種類 貸付申請件数 貸付金額 

緊急小口資金 4,089件 1,189,430千円 

総合支援資金（初回） 4,132件 2,127,935千円 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 ・令和４年１１月、県社会福祉協議会が特例資金の借受人への相談体制を拡

充するために必要な費用を助成するため、生活福祉資金債権管理事務費と

して、令和４年度生活福祉資金貸付事業費補助金（特例貸付分） 

１，３５０，９９１千円を交付。 

 ・令和４年１０月に国から償還を猶予できるケースが具体的に示されたこと

を踏まえ、１１月に、特例貸付の借受世帯に対するフォローアップにあた

る県社協と自立相談支援機関との連絡会議を開催した。 

 ・令和５年１月から緊急小口資金及び総合支援資金（初回）の償還が開始さ

れ、県社会福祉協議会の債権管理センターで対応に当たっている。 

 ・期間中の特例貸付に係る県の予算措置 

年度 予算額 上程した議会 

令和４年度予算（９月補正） 1,350,991千円 令和４年９月定例会 

 ・期間中の特例貸付に係る県社協への補助 

年度 交付額 備 考 

令和４年度 1,350,991千円 R4.11.14交付決定 
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３ 実施上の課題と対応 

（１）貸付事務 

 ・申請者は正に生活に困っている状態であるから、いかに早く貸付決定する

かが課題 

 ・一方で現金の取扱いであり、限られた県社会福祉協議会の人員で迅速に確

実に対応できるかが課題 

 ・令和３年当初の申請爆発には処理が間に合わず、対応が後手後手となっ

た。 

 ・一方で申請数には波があるため、人員数はフレキシブルにする必要があ

り、対応として、委託スタッフ、嘱託スタッフの大幅増など状況に応じて

フレキシブルに増減できるようにした。 

 

（２）債権管理 

 ・件数も多く、据置期間も特例があり、償還期間も長期にわたるため、適正

な債権管理が課題 

 ・対応として、専従による債権管理センターを県社会福祉協議会に設置。長

期にわたる適正な債権管理ができる体制を確保した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

 ・生活福祉資金貸付事務については、県社会福祉協議会が専用システムを使

用し、実施している。 

 ・特例貸付の債権管理センターでは、クラウド型コールセンターシステムを

導入して、集中状況に応じ、フレキシブルに回線を増減できる体制を整備

している。 

 ・また、クラウド型コールセンターシステムの活用により、外国語での問合

せに対し、オペレーターと通訳者、借受人の３者通話による多言語対応を

している。 対応言語は、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、トルコ

語、ベトナム語、ネパール語、タガログ語の８言語である。 

 ・特例貸付制度の周知にあたって、ホームページや若い世代がなじみやすい 

ＦａｃｅｂｏｏｋなどのＳＮＳを活用した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

 ・ホームページやＦａｃｅｂｏｏｋなどの県公式ＳＮＳ 

 ・彩の国だより、県政広報ラジオ番組 

 ・チラシの配布（地域振興センター、就労支援の窓口、県内の大学・専門学

校） 
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 ・埼玉県独自の周知用ポスターの作成及び６１駅への掲出 

 ・埼玉県独自の周知用チラシ作成及び配布（行政機関、民間団体、商業施設

等） 

 ・新聞７紙への新聞広告の掲出 

 ・「チラッシュ」というサービスを活用したチラシの折り込み 

 

６ 自己評価 

  受付開始当初は、急増した申請数に対応が後手後手となる状況もあったが、 

 急ピッチで体制を整え、申請数が増大しているときには、委託スタッフ、嘱託 

 スタッフを大量に増員し、迅速で的確な貸付決定を行うことができた。 

  また、申請数や相談数には波があるため、委託スタッフ、嘱託スタッフを申

請状況に応じてフレキシブルに増減できるようにし、効率的な体制で対応し

た。 

   結果として、２２５，４９３件、８９，１０４，４２０千円の特例貸付の

決定を行い、新型コロナウイルス感染症の影響で生活が困難となっていた世

帯への迅速な経済的支援につながった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  今回の特例貸付の実施に当たっては、度々、受付期間や償還猶予期間が場当 

 たり的に延長され、その方針が直前まで国から示されなかったため、県民への 

 十分な周知が難しく、県が予算措置をする場合においても、時間が短く対応に 

 苦慮した。 

  また、本来、制度開始時に示されるべき償還猶予・償還免除の基準について 

 も貸付の受付終了後に通知されるなど混乱した。 

  こうした特例貸付を行う場合には、国があらかじめ全体の方針を示すとと 

 もに早急に都道府県に通知されるよう要望したい。   

 

８ 根拠法令・事務連絡等  

 「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」  

 （令和２年３月１１日付け社援発０３１１第８号厚生労働省社会・援護局長通

知） ※最新の改正通知： 社援発１０２８第１１号令和４年１０月２８日 

 

９ 事業費・財源 

事業費         １０９，３０４，９７８千円 

 （内訳） 貸付原資     ９７，６４４，１１３千円 

      県社協事務費      ８６２，８２７千円 



 

 

653 

 

         市町村社協事務費  １，１８７，５００千円 

      債権管理事務費   ９，６１０，５３８千円 

 

財 源 国庫１０/１０（生活福祉資金貸付事業推進費補助金） 

 

事業費の推移 

   令和元年度２月補正  1,154,000千円（うち貸付原資 1,080,000千円） 

   令和２年４月補正   2,544,772千円（うち貸付原資 2,400,000千円） 

   令和２年６月補正  13,667,941千円（うち貸付原資 13,516,713千円）   

   令和２年９月補正  27,449,519千円（うち貸付原資 26,757,000千円） 

   令和３年２月補正   13,423,768千円（うち貸付原資 13,320,000千円） 

    令和２年度計      57,086,000千円 (うち貸付原資 55,993,713千円） 

      令和３年４月補正   15,128,346千円 (うち貸付原資 14,862,000千円） 

   令和３年６月補正    9,931,485千円 (うち貸付原資 9,785,000千円） 

      令和３年９月補正   11,059,763千円 (うち貸付原資 10,846,600千円） 

   令和３年１２月補正  5,334,846千円 (うち貸付原資 5,076,800千円) 

   令和４年２月補正  8,259,547千円（債権管理事務費）      

   令和３年度計    49,713,987千円 (うち貸付原資 40,570,400千円) 

   令和４年９月補正  1,350,991千円（債権管理事務費）      

   令和４年度計    1,350,991千円 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年１月から償還が開始されているが、県社会福祉協議会の債権管理

センターのほか、市町村社会福祉協議会においても借受人からの償還に関す

る相談に対応する体制を整え、個別に丁寧に対応している。 

  借受人の状況に応じて、償還免除あるいは償還猶予を適切に運用するとと

もに、生活困窮者自立相談支援機関など関係機関と連携して借受人の生活再

建を支援している。 

・特例貸付の償還免除、償還猶予実績 

項目 
対象債権

数（Ａ） 
申請件数 

決定件数

（Ｂ） 
（Ｂ）/（Ａ） 

償還免除 

178,955件 

71,566件 56,389件 31.5％ 

うち、5月～8月 14,595件 9,601件 ‐ 

償還猶予 18,860件 17,182件 9.6％ 

うち、5月～8月 1,289件 1,091件 ‐ 
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※償還免除、償還猶予対象債権は令和５年１月から償還開始となる緊急

小口資金、総合支援資金（初回）及び令和６年１月から償還開始とな

る緊急小口資金、総合支援資金（初回）、（延長）。 
 

・債権管理センターコールセンターについて 

コールセンターの体制（令和５年８月末） 

管理職員数 2 人 

電話対応スタッフ数 15 人 

 

コールセンターの問合せ件数 

累計（令和４年７月～） 48,022 件 

うち、5月～8月 13,119 件 

※問合せ内容は、償還免除、償還、償還困難、異動（住所、死亡等）など 
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外国人への支援（情報提供など） 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症にかかる県民向けの情報を、外国人住民向けに

多言語で提供する。 

 

２ 経緯・取組内容 

  第１波～第８波まで全てにおいて実施。 

  感染拡大の初期である令和２年１月下旬から、保健医療部と連携して、外国

人住民及び海外からの渡航者向けの注意喚起情報等について多言語に翻訳

し、県ホームページにおいて発信した。 

  緊急事態宣言時やまん延防止等重点措置移行時など、県として県民に

対し感染防止対策に係る協力要請や注意喚起を行う際は、文書等を翻訳

し、市町村や多文化共生キーパーソン（＊）、県国際交流協会、監理団

体を通じて外国人住民向けの周知を行った。 

  また、外国人の感染者増加やクラスター発生に際して、令和４年１月

１２日の第７４回県対策本部会議を受け、決定した要請内容を翻訳し、

県から各国大使館に協力を求め外国人住民への注意喚起を行った。以降

も必要に応じ、本部会議での決定事項について各国大使館等を通じて周

知した。 

  特にワクチンの接種については、外国人住民へも積極的に推奨するた

め、「新型コロナワクチン接種について」のチラシを９言語（やさしい

日本語、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、韓国・朝鮮語、タ

ガログ語、タイ語、ベトナム語）で作成した。チラシは、県ホームペー

ジに掲載するとともに、市町村や多文化共生キーパーソン、県国際交流

協会、監理団体などに加え、外国人住民に身近な存在であるボランティ

アや日本語教室を通じて周知した。 

  なお、外国人総合相談センター埼玉においても、ワクチン関係や出入国・

在留手続き関係など外国人住民からの相談に応じて、必要な情報を提供した。 
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   （R2.5 県ホームページでの情報提供状況）   （ワクチン接種チラシの県ホームページ掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊多文化共生キーパーソン 

   自治体からの情報や日本の生活習慣などを外国人住民に伝えるなど、外

国人住民と行政等との間に立って橋渡しをする役割を有している。市町村か

らの推薦をもとに県が委嘱している。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  感染拡大を防止するためには、外国人住民においても感染防止対策を実施

いただくことが重要である。そのために、新型コロナウイルス感染症に関して

必要な情報をより多くの外国人住民に伝えることができるよう、市町村だけ

でなく、大使館や監理団体、ボランティアなどの地域住民を通じて、情報提供

を行った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  特になし 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  上記２と同様 

 

６ 自己評価 

  県民向けの情報を速やかに多言語で提供することで、日本語でのコミュニ

ケーションに不安を持つ外国人住民をサポートすることが出来た。 
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７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  新型コロナウイルス感染症の流行により、外国人住民が必要な情報を得る

ことの重要性が浮き彫りになった。今後起こりうる災禍においても、市町村だ

けでなく、大使館や監理団体、ボランティアなどの関係団体や地域住民を通じ

て、より多くの外国人住民に適切に情報を届ける必要がある。 

  また、国において各国大使館と連携し、在留外国人に対して早期かつ有効な

情報発信を行う必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  特になし 

 



 

658 

 

ＤＶ相談 

 

１ 概要 

  コロナ下で増加したＤＶ被害者からの相談に対応するため、県内の各窓口

において相談支援を行った。 

 

２ 経緯・取組内容 

   本県では、いわゆるＤＶ防止法に基づく配偶者暴力相談支援センター（以

下、配暴センターという。）が、県の婦人相談センターや男女共同参画推進セ

ンターをはじめ、２０の市（令和２年４月１日現在。）に設置され、被害者か

らの相談対応や自立支援に取り組んだ。 

   コロナ感染拡大におけるＤＶ相談の影響であるが、令和元年度と令和２年

度の県内配暴センターの相談件数において、対前年度比で１９．９％と急増し

た。（図１）。 

   この傾向は、全国的なものでもあり、コロナ下の生活不安やストレス、外出

自粛による在宅時間の増加等によりＤＶの相談件数が増加している（「令和３

年版男女共同参画白書」内閣府男女共同参画局）。 

   本県の現場のＤＶ相談員からも「加害者と一緒にいる時間が長くなり、これ

までに遭っていたＤＶ被害に関する気づきが増え、相談件数の増加につなが

ったのではないか。」との声があった。 

   そこで、本県では、こうした状況を受けて、様々な媒体により相談窓口の周

知を図った。 

   具体的には、彩の国だより、県ホームページやＳＮＳ、ラジオや動画配信の

ほか、コロナ対策による県民への支援策の一環として新聞各紙でも広報を行

った。直接県民の方に手に取ってもらえるよう、ＤＶ相談窓口を掲載したカー

ドやリーフレットを作成し、市町村や大型商業施設、駅の女性トイレに設置す

るとともに、成人式でカードを配布するなど一層の周知を行った。 

   内閣府ではコロナ緊急対策として令和２年４月に１０の外国語に対応した

２４時間電話相談及びＳＮＳ・メール相談窓口の「ＤＶ相談プラス」を設置し

ており、その利用も併せて呼びかけた。 

   国において、特別定額給付金支給に対し、住民票を移さないで避難している

ＤＶ被害者に対する配慮を行うに当たり、本県においても他都道府県、県内市

町村と連携し、ＤＶ避難者が現在の居住地市町村において給付を受けられる

よう円滑な事務の遂行を図った。ＤＶ相談ではこうした必要な情報提供にも

尽力した。 
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   さらには、内閣府の事務連絡に基づき、やむを得ない事情で住民票所在地

以外に長期間滞在しているＤＶ被害者については、住民票所在地以外の市町

村でワクチン接種ができることについて県ホームページなどで周知を行った。  

   なお、本県では令和４年８月にウェブチャットによる相談窓口である「Ｄ

Ｖお悩みチャット＠埼玉」を開設し、従来の電話や面接中心の相談に加え、あ

らゆる世代が相談しやすい体制の整備を図っている。 

 

 

 

３ 実施上の課題と対応 

  本県の「令和２年度男女共同参画に関する意識・実態調査」によれば、ＤＶ

被害経験者のうち相談した人は約３割に過ぎないことから、潜在的な被害者

が数多く存在すると考えられる。感染拡大期はもとより、平常時からＤＶ防止

に関する啓発や相談窓口の利用の呼びかけを行うことが必要である。 

  感染拡大時といった非常時においては、平常時における固定的性別役割分

担意識を反映して、潜在的にあったものの、表面化してこなかったＤＶ等の問

題が表に出やすいことが明らかになった。 

  今後もこうしたリスクに備え、平常時から県内市町村や関係機関等とＤＶ

防止に向けた取組に尽力していく必要がある。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  なし 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  相談窓口利用の呼びかけとして以下媒体での広報を実施した。 

  ・彩の国だより 

  ・県ホームページやＳＮＳ、ラジオや動画配信 

  ・新聞各紙 
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  ・カードやリーフレットを作成し、市町村や大型商業施設、駅の女性トイ

レに設置するとともに、成人式でカードを配布 

 

６ 自己評価 

  コロナ下におけるＤＶ相談件数の増加に対し、日頃からＤＶ防止に向け国、

市町村、関係機関と連携を密にしていたことから、円滑に対応できたと考えて

いる。令和３年度に策定したＤＶ防止計画にも、この経験を踏まえ、「災害時

や感染症拡大時等によるＤＶの深刻化への対応」という実施施策を新たに設

け、相談窓口の啓発や啓発活動の充実を図ることとしている。今後とも平常

時・非常時を問わずＤＶについて相談しやすい環境整備に尽力してまいりた

い。 

 

  

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  特になし 

 

6,473 

7,759 

R1年度

R2年度

図１ 県内配偶者暴力相談支援センター相談件数
(県２+市２０（当時）)

19.9%増

単位：件
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外国人相談 

 

１ 概要 

  外国人住民の不安解消と感染拡大防止のため、新型コロナウイルス感染症

に特化した「外国人向け新型コロナウイルス相談ホットライン」を設置する。 

 

２ 経緯・取組内容 

  第１波～第８波まで全てにおいて実施。 

  国内感染者が確認された令和２年１月下旬から、外国人総合相談センター

埼玉において外国人住民からの健康相談等があった場合に備えて、保健医療

部や厚生労働省から発表されている情報を同センターに提供した。外国人総

合相談センター埼玉において新型コロナウイルス感染症関連の相談が増加し

たことから、令和２年５月９日に「外国人向け新型コロナウイルス相談ホット

ライン」を設置した。 

  日本語の理解が十分でない外国人住民が、いつでも新型コロナウイルス感

染症の相談をできるよう、ホットラインでは、埼玉県新型コロナウイルス感染

症県民サポートセンターや埼玉県受診・相談センター等につなぐ電話通訳を

行った。 

  対応時間や対応言語等は次のとおりである。 

 （１）対応時間 

    ２４時間（土日祝含む） 

 （２）相談方法 

    電話（専用回線を開設） 

 （３）対応言語 

    ２２言語（やさしい日本語、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、

韓国・朝鮮語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ネパ

ール語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、マレー語、ミャ

ンマー語、クメール語、モンゴル語、シンハラ語、ベンガル語、ヒンディ

ー語） 

 （４）運営 

    （公財)埼玉県国際交流協会への委託事業として実施 

 

【参考：相談件数】 

 （１）外国人向け新型コロナウイルス相談ホットライン 

    令和２年度 １，０５６件（５月９日～） 
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    令和３年度 ３，０３２件 

    令和４年度 ２，７５５件 

 

 （２）外国人総合相談センター埼玉（コロナ関連） 

    令和２年度 １，３２９件 

    令和３年度 ７８２件 

    令和４年度 ４３９件 

 

３ 実施上の課題と対応 

  地域における感染拡大防止のみならず、日本語の理解が十分でない外

国人住民の不安解消も、重要な課題であった。 

  相談においては、外国人住民の利便性向上のため、埼玉県新型コロナ

ウイルス感染症県民サポートセンター及び埼玉県受診・相談センターだ

けでなく、県で設置している各相談窓口と連携を図った。 

  各相談窓口には、外国人住民から相談があった場合に、ホットライン

を活用して通訳を利用した相談ができることを伝えるとともに、日本語

の理解が十分でないことから相談をためらう外国人住民に対しては、ホ

ットラインにより２４時間いつでも通訳を利用して相談できることを、

チラシやホームページに掲載して周知を図った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  特になし 

 

５ 広報・関係機関への周知 

（１）県及び県国際交流協会のホームページ・メールマガジンへの掲載 

（２）ホットライン設置時の報道機関への周知 

（３）１１言語によるチラシの作成、県内６３市町村・ＮＧＯ団体・日本語教室・

県内大学等への郵送・配布 

（４）大使館、県内各社会福祉協議会や公民館、多文化共生キーパーソン等のボ

ランティア関係者への情報提供 

 

６ 自己評価 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い速やかに相談体制を構築し、

日本語でのコミュニケーションに不安を持つ外国人住民をサポートすること

が出来た。 
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７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  今後起こりうる災禍において、日本語の理解が十分でないことで外国人住

民が不安を抱え孤立することのないよう、迅速に相談体制を構築することが重

要である。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

事業費 令和２年度 ２２，８８３千円 

      令和３年度 ２５，６２６千円 

      令和４年度 ２５，６７３千円 

      ※いずれもホットラインと外国人総合相談センター埼玉の

合計額 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（令和２年度） 

       外国人受入環境整備交付金及び一般財源（令和３年度） 

       新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（令和４年度） 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  特になし 
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消費生活相談、生活必需品の価格動向調査・監視・指導 

 

１ 概要 

  令和２年４月の緊急事態宣言を受け、埼玉県民の消費生活の安定及び向上

に関する条例に基づき生活必需品の価格動向の調査を実施するともに、適正

な販売に向けて事業者の監視及び指導を行った。 

  生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第２

条による物資の指定が行われた場合、県は買占めや売惜しみを行う事業者に

対して、当該法律により調査、指示・命令・立ち入り検査を行うが、同法によ

る物資の指定は実施されなかった。 

  国民生活安定緊急措置法第２６条に定める生活関連物資等に関して、同法

施行令第１条において指定された物品は、同法施行令第２条において転売が

禁止される。令和２年３月１５日に衛生マスク、同年５月１６日にアルコール

消毒液が国により転売が禁止される物品に指定されたが、標準価格設定は行

われず、同年８月２９日に指定はすべて解除された。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

  令和２年４月７日、県ホームページに情報提供窓口を設置し、物品の買占

めや価格上昇に関して県民にメールでの情報提供を呼びかけた。 

  同年４月８日に市町村に対し、物品の買占めや価格上昇に関し県民から寄

せられた情報の提供を依頼した。同様に包括的連携協定締結企業である小売

事業者５社に対しても情報提供を依頼した。 

  寄せられた情報２５件に対しては、条例に基づき調査権限のある県職員が

販売事業者に対して立入調査を行い、報告書の提出を求めた。衛生マスク及

びアルコール消毒液について禁止される転売でないことを確認するほか、県

民感情に配慮した適正な価格の設定を行い販売するよう１４件に対し行政指

導を行った。 

  同時に、県としても価格動向調査を実施し監視を行った。令和２年１月末

から県職員が県内の５市（さいたま、川口、熊谷、川越、春日部）のドラッ

クストア２店舗ずつに対し、週２日（月、金曜日）、衛生マスク及びアルコ

ール消毒液の価格動向調査を実施した。 

  同年４月７日の緊急事態宣言を受け、同年４月１０日からは衛生マスクな

どに食料品５品目（米、食パン、牛乳、鶏むね肉、インスタントラーメン）

を加えた生活必需品７品目の価格動向調査を実施した。 
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  同年５月８日からは、それまで県職員が行ってきた価格動向調査を、委嘱

した生活必需品監視員が７品目の陳列状況、価格動向、購入制限や入荷予定

を調査、監視する方法に変更した。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

  令和２年５月８日から、生活必需品監視員（県内の消費生活相談員や消費者

団体活動を行う者で、市の推薦を受けた２２名に委嘱）が県内の小売店舗にお

いて、７品目の陳列状況、価格動向、購入制限や入荷予定について、週３回、

１１市の２２店舗に対し調査し、監視を行った。調査報告は県の電子申請シス

テムを活用して集計を行った。 

  県職員による立入調査に当たっては、他課の職員の応援（のべ３人）を受け、

情報提供のあった事業者への指導を徹底した。 

  調査の結果、同年６月中旬の時点において食品５品目及び衛生用品２品目

いずれも概ね安定した販売状況に至ったことが確認できたため、価格動向調

査は令和２年７月３日（金）をもって一時休止した。 

  その後は週３日、さいたま市の小売店舗２店において、県職員による調査を

継続した。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

  県職員による週３日の調査を継続した。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

  令和２年度は年間を通して、さいたま市の小売店舗２店において週３日、県

職員による調査を継続して行ったが、当面、販売状況に支障は生じないと判断

したことから、令和２年度３月末をもって調査を休止した。 

 

（５）第５波～第８波（令和３年６月１１日～） 

  生活必需品の供給や販売状況に支障が生じた場合には価格動向調査等を再

開する予定であるが、現在のところそのような兆候が見られない。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律や国

民生活安定緊急措置法に基づく対応ではなく、県条例に基づく立入調査や指

導であったため、悪質な事案が発覚した場合であっても法に基づく罰則の適

用等が不可能であった。 
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４ ＩＣＴの活用 

  令和２年４月の緊急事態宣言を受け、県民から物品の買占めや価格上昇に

関する情報提供を求めた際に、電子メールによる情報提供を呼び掛けた。 

  また、同年５月以降の生活必需品監視員による調査の集計の際には、県の電

子申請システムを活用した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  緊急事態宣言を受けて、速やかに各市町村や連携協定を結ぶ事業者に対し、

物品の買占めや価格上昇に関する情報提供を依頼するとともに、県としても

調査を実施し、結果を速やかに周知する体制を整えることができた。 

 

６ 自己評価 

  県内の生活必需物資の価格動向等について自主調査により把握を行い、県

民等から情報提供のあった事業者に対しても立入調査や指導を行うなど、県

の権限において可能な部分については速やかに対処することができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律及び

国民生活安定緊急措置法による対応が十分になされなかったことから、国に

は今後の新興感染症の感染拡大時に、これらの法律により迅速に買占め、売惜

しみ、転売等に対応できるよう関係規定等について整備を行うことを求めた

い。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例 

 ・生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 

 ・国民生活安定緊急措置法 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度 ４６２千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  特になし 



６ 県庁内・県有施設の対応 

（１）県庁における感染防止対策 
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県庁における感染防止対策 

１ 概要 

  県庁においては、職員への感染拡大による公務への影響を最小限に抑えて

業務執行体制を確保するとともに、来庁者の感染リスクを低減させるため、新

型コロナウイルス感染症対策本部等の方針を踏まえ、健康管理にかかる職員

への注意喚起や庁舎における感染対策を行ってきた。  

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

  新型コロナウイルスに関連した肺炎の海外での感染拡大を受け、令和２年

１月２８日に職員に対してインフルエンザの感染予防対策を基本とした感染

対策を周知し、健康状況の把握とその報告を求めることとした。 

  その後は随時、具体的な感染予防対策や風邪症状等がある場合の対応など

を職員に対して徹底した。あわせて、出勤が制限される場合や出勤自粛を求め

られた際の服務上の取扱いを定めるとともに、感染拡大防止のための時差出

勤やテレワークを導入し、会議や研修の開催方法の見直し等を行った。テレワ

ークの導入については、令和２年２月から遠隔操作システムやＷｅｂ会議な

どのＩＣＴツールの拡充を行い、令和２年３月には約１，０００アカウント、

同４月には約２，０００アカウント、同５月には約４，０００アカウントの遠

隔操作システムアカウントを用意した。 

  また、新型コロナウイルス対策本部会議で示された方針等を踏まえ、不要不

急の外出自粛や分散勤務などによる接触機会の低減、職場で感染が発生した

場合に備えた危機管理体制の検討などを行った。 

  緊急事態宣言解除後の令和２年５月２６日には、「彩の国『新しい生活様式』

安心宣言」を踏まえた感染機会の低減対策を推進するとともに、職員に対して

県外への不要不急の移動を控えることなど、県民に協力を要請している事項

について率先して実行するよう指示した。 

  なお、庁舎内における感染防止対策としては、当初から庁舎入口に消毒用ア

ルコールボトルを設置し、エレベータボタン等のアルコールによる日常清拭

消毒の実施やサーマルカメラの設置、職員への備蓄マスクの配布（２，５８２

箱、１２９，１００枚）などの感染防止対策を順次、講じていった。特に、「職

員等の新型コロナウイルス罹患時における本庁舎等消毒対応要領（３月１９

日管財課長決裁）」及び「職員の新型コロナウイルス感染等に伴う本庁舎等消

毒実施マニュアル（５月１５日管財課長決裁）」を策定し、感染が疑われる職

員が発生した場合の消毒方法を明確にした。 
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  さらに、３つの密の防止として、冷暖房運転時以外の換気設備の運転、会議

室の利用人数の縮小、パーテーション設置にかかる情報提供等を行った。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

  令和２年６月２６日に再度の感染拡大を見据えた対策として、「新しい生活

様式」の徹底に取り組むことなどを職員に指示し、その後もテレワークの推進

やフレックスタイム制の活用などによって感染拡大のための対応を徹底する

こととした。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

  令和２年１１月５日には冬季におけるインフルエンザと新型コロナウイル

スとの同時流行に備え、職員に感染対策と健康管理の徹底を指示した。 

  令和３年１月６日には、新たな緊急事態宣言の発出を見据え、庁内会議にお

けるＷｅｂ会議利用の原則化やコミュニケーションツールを活用することな

どを徹底した。 

  令和３年２月３日には、緊急事態宣言の延長を受けて、これまでの取組を徹

底するよう職員に指示した。 

  また、より多くの職員がテレワークをできるよう、令和３年２月、３月の遠

隔操作システムのアカウント数を倍増させ、８，０００アカウントとした。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

  さらなる緊急事態宣言の延長を受け、令和３年３月５日にあらためて「新型

コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を活用した

感染防止対策の徹底を職員に指示した。 

  令和３年４月１６日には、まん延防止等重点措置の適用を受けて、県民サー

ビスの維持と職場における感染リスクの低減との両立が図られるよう、職員

に対して引き続き感染対策を徹底することなどを指示した。 

  その後、ゴールデンウイーク前やまん延防止等重点措置の延長等に際し、職

員に対して基本的な感染対策や「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋

（プラス）」の認証を受けた飲食店の利用など感染拡大防止の取組について、

模範となるよう率先して実行することを求めた。 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

  まん延防止等重点措置の延長や３度目の緊急事態宣言、再度のまん延防止

等重点措置に際しては、職場内での感染拡大を防ぐための取組の再度の徹底

や、職員に対してシーンに応じた留意事項を示し、感染対策を率先して実行し、
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家族を含め地域のインフルエンサーとして積極的に役割を果たすことを求め

た。 

  また、テレワークをさらに拡充できるよう、感染状況の落ち着きに伴って令

和３年４月、５月に４，０００アカウントとしていた遠隔操作システムのアカ

ウント数を、令和３年６月以降再び増加させ、５，５００アカウントとしたほ

か、令和３年１２月以降は職員パソコンの切り替えに合わせて、県庁ＬＡＮに

接続可能な閉域ＳＩＭを内蔵したパソコンを導入し、遠隔操作システムから

段階的にシフトすることとした。 

  Ｗｅｂ会議ツールとして平成２９年１０月から導入していたＺｏｏｍにつ

いても、令和３年１１月から全庁職員に有償版ライセンスを付与し、コロナ禍

における接触機会の低減やテレワークの推進のため、利用を拡大した。 

  さらに、ワクチン接種の職域接種会場を設置し、令和３年９月から１０月に

かけ、計１４日、延２，８１３件の接種を実施した。令和４年２月からは、社

会機能維持に必要な事業に従事する職員が濃厚接触者となった際に、待機期

間短縮のため、抗原検査キットの配布を実施した。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

  第５波の取組を継続して実施した。 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

  引き続き、率先して感染拡大防止対策を講じるとともに、会食を行う際には、

危機管理や業務執行体制の確保に留意することなどを徹底した。 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

  国の方針を踏まえた基本的感染予防対策を継続した。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  未曽有の感染症に対して、混乱が生じないよう速やかに職員に感染対策を

徹底、浸透させることが求められた。そのため、常に最新の情報を収集するこ

とに努め、関係機関との情報共有を密にした。 

  埼玉県庁はさいたま市内の事業所であり、初期においては政令市であるさ

いたま市保健所の指示に基づく疫学調査や濃厚接触者の認定が行われていた。

さいたま市による速やかな対応が困難であった感染拡大期等には、疫学調査

や濃厚接触者の情報収集に協力し、連携して迅速な対応に努めた。 

  職員の通勤時や勤務時における感染リスクを低減させる必要があったため、

テレワークの導入等を行い、遠隔操作システムやＷｅｂ会議などのＩＣＴツ
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ールも導入したが、対面でのやり取りや紙の資料を参照しながら行う仕事の

やり方が中心となっており、ただちにＩＣＴツールの導入による効果を発揮

することが難しかった。 

  しかし、令和元年度以降、県庁内部での説明を積極的にオンライン、ペーパ

ーレスに切り替えたことをはじめとして、ペーパーレスや電子決裁の徹底を

進めていったことで、テレワークやオンライン会議が定着した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  感染拡大防止のため、遠隔操作システムやＷｅｂ会議などのＩＣＴツール

を活用してテレワークができる環境を整備し、人との接触機会の低減を図っ

た。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  服務上の取扱いや県庁における感染対策について、随時、関係団体に周知し

た。また、令和２年以降は、施設関係者や工事関係者の感染防止を図るため、

現場における感染防止対策の徹底を受注業者等に周知した。 

 

６ 自己評価 

  早期から感染対策に取り組み、感染状況などの情報を、時機を捉えて発信す

ることで対策の徹底を図った。これに加え、テレワークの推進等による感染リ

スクの低減にも積極的に取り組んだ結果、感染拡大による公務への影響を抑

え、業務執行体制を確保することができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・特に感染初期においては、速やかに具体的な感染対策を例示すること。  

 ・職員に対する感染対策のための財政措置を確実に講ずること。 

 ・さらなるテレワークの浸透と定着のため、マイナンバー利用事務系につい 

  てもテレワーク環境を実現できるよう必要な措置を講ずること。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

（１）ペーパーレス化等による働き方改革推進事業（テレワーク関係） 

  事業費 令和２年度 ４９，５８５，０００円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 
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（２）公共的空間安全・安心確保事業 

  事業費 令和２年度 ４，５４６，５３０円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

（３）新型コロナワクチン職域接種 

  事業費 令和３年度 １５，９６７，７９５円 

  財 源 地方職員共済組合埼玉県支部予算 

 

（４）社会機能維持者抗原定性検査事業 

  事業費 令和３年度  ３，２３５，０００円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

（５）ＤＸ推進事業（テレワーク関係） 

  事業費 令和３年度 ５４，１５９，６００円 

      令和４年度 ３９，１９６，０８０円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

（６）ＤＸ推進事業（Ｚｏｏｍ関係） 

  事業費 令和３年度 ７２，７９５，４００円 

      令和４年度 ７３，５４４，０００円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  国からの５類移行後の基本的感染対策等に関する通知を踏まえて、５月１

日には、５類移行後の職員の感染対策について周知を行った。 

  また、職員への感染拡大による公務への影響を抑えるため、職員が感染した

場合は、引き続き全数を所属から報告することとし、感染拡大が疑われる場合

は職場の感染対策について助言を行っている。さらに、職員の感染状況をモニ

タリングすることにより、感染拡大の予兆の段階から、全庁職員に向けて、職

員の感染状況を発信し、感染防止対策について注意喚起している。 

 



 

（２）県有施設における感染防止対策 
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さいたまスーパーアリーナ管理・運営 

 

１ 概要 

  さいたまスーパーアリーナは、コンサートやスポーツ、展示会などの多様な

イベントが数多く開催される最大席数３７，０００席（アリーナモード 

 ２２，５００席）を擁する県所有の大規模集客施設である。 

  施設内には、メインアリーナやコミュニティアリーナといった大空間のイ

ベントスペースのほか、会議室等としての利用が可能なＴＯＩＲＯ等があり、

複数の民間企業がテナントとして利用している。 

  新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、関係法令をはじめ国の基

本的対処方針や事務連絡、県新型コロナウイルス対策本部会議の決定を踏ま

え、指定管理者と協力、連携し必要な対策を講じながら施設の管理、運営を行

った。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

   ２月２１日 指定管理者に対し、さいたまスーパーアリーナ及びけやき 

ひろばでの主催事業等の実施について検討し、実施する場合 

は感染症拡大防止に向けた対応について依頼 

         社員等の感染症拡大防止に向けた対応として、マスク着用

の奨励、手洗いの徹底及び発熱等の症状のある社員等の出勤

自粛などの対応に配慮するよう促した。 

   ２月２７日 指定管理者に対し、指定管理者主催の大規模イベント等に 

ついては、県主催イベントの取扱い（原則、中止または延期） 

に準じた対応を検討するよう依頼 

         それ以外のイベントについて実施する場合は、感染防止対

策の徹底を指示するよう依頼 

   ３月１７日 ３月下旬に開催予定であった１万人規模のイベントについ

て、感染拡大のリスクが懸念されるため、指定管理者に中止に

向けた協力を依頼。３月１８日に指定管理者が主催者を訪問

し協力を依頼したが、法的強制力（緊急事態宣言で可能な新型

インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請）がなく、補償

もないなかで中止することはできないという主催者の意向が

変わらなかった。 

         このため、感染対策を徹底することや観客全員の住所、氏名、
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連絡先を把握するよう指定管理者を通じて主催者に求めた。 

   ４月 １日 指定管理者に対し指定管理者主催のイベント以外について 

も県主催イベント等の取扱い（人が密集する場合や感染が発 

生した場合、参加者への確実な連絡と調査への協力が確保で 

きない場合などには、原則、中止又は延期）を理解し協力する 

よう依頼 

   ４月 ７日 国が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事

態宣言（１回目）を発令（５月２５日まで延長） 

         緊急事態措置として、屋内県有施設（メインアリーナ、コ 

ミュニティアリーナ、展示ホール、ＴＯＩＲＯ）を休館 

   ６月 １日 「新しい生活様式」の定着や徹底した感染防止対策（入退場

時の制限や誘導、待合場所等における密集の回避、手指の消毒、

マスクの着用、室内の換気等）が実施されていること等を前提

にイベントの開催制限を段階的に緩和 

        【コンサート等、展示会等】 

         ６月 １日 参加人数を１００人以下、かつ収容定員の 

５０％以下 

         ６月１９日 参加人数を１，０００人以下、かつ収容定員の

５０％以下 

         ７月１０日 参加人数を５，０００人以下、かつ収容定員の

５０％以下 

   

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

   ６月１３日 指定管理者が無観客有料配信の利用を開始 

   ７月１０日 「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」の運用開始 

         さいたまスーパーアリーナ、けやきひろばで実施されるイ 

ベントで必要に応じ導入するとともに、指定管理者からテナ 

ントに対してシステムの登録を働きかけた。 

   ８月 １日 指定管理者が、来場者数の制限に対応して通常よりも安価 

となる臨時料金を設定し、イベント主催者が利用しやすい環 

境をつくった。          

   ８月１８日 指定管理者が、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」に基 

づき、コンサートやスポーツ等の興行催事を実施する主催者 

向けに具体的な感染防止対策を示した感染防止対応ガイドラ 

インを作成    
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（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

   ９月１８日 指定管理者に対して、参加人数及び収容率は、国が示す目安 

を上限とし、徹底した感染防止対策を講じた上で実施するよ 

う依頼  

  １２月２５日 県では、事業者に対して感染状況及び専門家等の意見を踏 

まえ、観客が発声するイベントの中止などを要請することと 

なったため、指定管理者に対し、イベント等において観客が発 

声することのないよう、主催者とも協力し、十分な対策を取る 

よう依頼 

   １月 ７日 １月７日に国が緊急事態宣言（２回目）を発令したため、県 

では、国が定めた基本的対処方針に基づき１月８日から２月 

７日まで緊急事態措置等を実施（３月２１日まで延長） 

         指定管理者においても既に施設利用の予約が行われている 

場合などを除き、休館するよう要請 

         イベントを開催する場合には、主催者などに対して感染対 

策を厳格に行うよう強く要請 

    

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

   ３月１９日 ３月２１日をもって緊急事態宣言が解除。県では、国が定め 

た基本的対処方針等を踏まえ、段階的緩和措置等を実施する 

こととした。 

         屋内県有施設については、飲食・飲酒や大声等を禁止すると 

ともに感染対策を徹底することを厳守した上で再開  

   ４月１６日 ４月２０日から５月１１日まで、県がまん延防止等重点措 

置等を実施することとしたため、指定管理者に対しまん延防 

止等重点措置等に係る県の協力要請への対応を依頼（８月１ 

        日まで） 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

   ８月 ２日 ７月３０日に国が緊急事態宣言（３回目）を発令したため、 

県では、国が定めた基本的対処方針に基づき緊急事態措置等 

を実施 

         さいたまスーパーアリーナを含め屋内県有施設については、 

営業時間の短縮及び人数上限等の要請を受けている施設と同 

様の要請を遵守し、徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹 

底させることを条件として開館 
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   ９月２８日 ９月３０日に緊急事態宣言が解除され、１０月１日から段 

階的緩和措置として感染対策を実施することになったため、 

指定管理者に対し、引き続き、イベント等の人数上限及び収容 

率の制限を要請するとともに、感染防止対策の徹底を依頼 

  １０月２９日 感染状況が落ち着いていることから、１０月３１日以降の 

イベント等の開催を一部緩和することになり、人数上限 

１０，０００人以下が削除（収容定員の５０％） 

指定管理者に対し、引き続き、感染防止対策の対応を依頼 

  １１月２５日 国が定める基本的対処方針が変更され、「大声なし」の場合 

で、主催者が感染防止安全計画を策定し、県による確認を受け 

た場合、人数上限等を緩和することになった。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

   １月１９日 １月２１日から国が定めた基本的対処方針に基づき、まん 

延防止等重点措置等を実施。感染防止安全計画策定対象（参加 

予定人数５，０００人超かつ｢大声なし｣）のイベントについて 

の人数上限は、従前の「収容定員まで」から２０，０００人ま 

でに縮小 

   ３月２２日 ３月２１日をもってまん延防止等重点措置が終了し、感染 

防止安全計画策定対象（参加予定人数５，０００人超かつ収容 

率５０％（大声なし））のイベントの人数上限を収容定員まで  

緩和 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

   ８月 ３日 県のＢＡ．５対策強化宣言の協力要請を踏まえ、感染防止対 

策と社会経済活動の両立を図るため、指定管理者に対し宣言 

に係る対応の協力を依頼 

   ９月 ９日 イベント開催時に「大声なしエリア」、「大声ありエリア」を 

明確化した場合の収容人数の制限が緩和 

引き続き、指定管理者に対しＢＡ．５対策強化宣言に係る対

応の協力を依頼 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

   １月２７日 収容人数の制限緩和の要件であったイベント開催における 

「大声なしエリア」、「大声ありエリア」の区分設定が廃止 
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３ 実施上の課題と対応 

  感染防止対策が確立していない中、国の新型コロナウイルス感染症対策の

基本的対処方針等や県新型コロナウイルス対策本部会議の決定を踏まえ、感

染対策を実施した。 

４ ＩＣＴの活用 

 ・感染防止対策に体温センサー、ＣＯ２濃度計測機器を活用した。 

 ・さいたまスーパーアリーナの大型ビジョンやけやきひろばのデジタルサイ 

ネージを活用し、感染防止対策の注意喚起等を行った。 

 ・指定管理者が無観客でのオンライン配信によるイベント利用を開始した。 

 ・指定管理者がイベント主催者に対し、電子チケットの導入を推奨した。 

 ・ホームページを活用し感染防止対策等を周知した。 

５ 広報・関係機関への周知 

 ・国や県の通知等については、指定管理者に速やかに周知し徹底を図るよう 

依頼した。 

 ・県民に対して、さいたまスーパーアリーナの大型ビジョンやけやきひろば 

のデジタルサイネージ等を活用し感染防止対策を周知した。 

６ 自己評価 

  指定管理者と密に調整を行い、連携して取り組んだことで、さいたまスーパ

ーアリーナのイベント等でのクラスター発生事例はなく、適切に感染防止対

策を講じることができた。 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  今後の感染動向等を踏まえつつ、感染症対策と社会経済活動の両立を図り

ながら、指定管理者と協力、連携し施設の管理・運営を行う必要がある。 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針等 

 ・県民・事業者の皆様への協力要請 

 ・彩の国「新しい生活様式」安心宣言 等 

９ 事業費・財源 

  施設休止等に伴う指定管理料の増額 

  事業費 令和２年度 ５５９，５２９千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 
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10 ５類移行に伴う対応 

   ５月 ８日 ５類移行に伴い、彩の国「新しい生活様式」安心宣言制度が

終了し、通常運営に移行 

        （イベント等主催者からの感染防止安全計画の提出も不要に） 

         指定管理者が作成した感染防止対応ガイドラインを廃止 

 

  ５類移行後も引き続き、指定管理者が職員や館内スタッフ等の感染防止対

策として手指消毒液を設置等している。また、ホームページに内閣府のバナー

を設置し、感染防止対策について情報提供している。 
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埼玉スタジアム２○○２管理・運営 

 

１ 概要 

  埼玉スタジアム２○○２は、Ｊリーグ浦和レッズの本拠地であり、日本代表

戦も開催される、収容人数６３，７００人の日本最大規模のサッカー専用スタ

ジアムである。管理については、指定管理者制度を導入している。 

  新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、関係法令をはじめ国の基

本的対処方針や県新型コロナウイルス対策本部会議の決定を踏まえ、指定管

理者や興行主と協力、連携し必要な対策を講じながら施設の管理、運営を行っ

た。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

  ２月２０日 第１回新型コロナウイルス対策本部会議において、県主催       

イベントの中止又は延期を判断する（指定管理者に対して県       

の考え方を伝え、事業実施の参考としていただく）方針が示さ

れたことを受け、１６日の試合を最後に、２月下旬よりＪリー

グ等大規模試合を延期・中止（１４試合が影響） 

  ４月 ７日 国が新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣 

言（１回目）を発令（５月２５日まで） 

  ６月 １日 国の方針に沿って「新しい生活様式」の定着等を前提にイベ

ント開催制限の段階的緩和 

       【屋外プロスポーツ等】 

        ７月 ９日まで 無観客 

        ７月３１日まで 屋外イベントは参加人数５，０００人（人

と人との距離を十分に確保（できるだけ２

ｍ）すること） 

               （９月３０日まで延長） 

  ６月 ４日 緊急事態宣言の解除を受け、浦和レッズが彩の国「新しい生

活様式」安心宣言を策定 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

  ７月 ４日 Ｊリーグ浦和レッズ戦が無観客で再開 

  ７月１２日 Ｊリーグ浦和レッズ戦が有観客で開催 

        （参加者数の上限５，０００人） 
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        Ｊリーグ浦和レッズ戦のチケットはオフィシャル販売サイ

トにおいて販売することにより、販売時に氏名、連絡先等の情

報を把握することとした。また、７月１０日から「埼玉県ＬＩ

ＮＥコロナお知らせシステム」の運用が開始され、参加者への

登録を呼びかけた。 

  

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

   ９月１７日 イベントの参加人数・収容率は国が示す目安を上限とする 

こととし、９月１９日から当面１１月末まで、イベント参加人 

数を収容人数の５０％に拡大 

    

   １月 ８日 令和３年１月７日に国が緊急事態宣言（２回目）を発令した 

ため、県では、国が定めた基本的対処方針に基づき１月８日か 

ら２月７日まで緊急事態措置等を実施（３月２１日まで延長） 

し、イベント参加人数の上限を５，０００人に縮小 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

   ３月１９日 ３月２１日をもって緊急事態宣言が解除。県では、国が定め 

        た基本的対処方針等を踏まえ、３月２２日から段階的緩和措 

置等を実施することとした。イベント参加者数の上限を 

１０，０００人に拡大 

   ４月１６日 ４月２０日から５月１１日まで、県がまん延防止等重点措 

置等を実施することとしたため、イベント参加者数の上限を 

５，０００人に縮小（８月２２日まで延長） 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

   ８月 ２日 ７月３０日に国が緊急事態宣言（３回目）を発令したため、

県では、国が定めた基本的対処方針に基づき緊急事態措置等

を実施。イベント参加者の上限５，０００人 

  １０月 １日 ９月３０日に緊急事態宣言が解除され、１０月１日から 

 １０月２５日まで、段階的緩和措置として感染対策を実施  

することとなった。参加者数の上限を１０，０００人に拡大 

  １０月３１日 感染状況が落ち着いていることから、イベント等の開催を 

一部緩和することになり、「大声なし」の場合、参加人数上限 

１０，０００人が削除（収容定員の５０％） 

  １１月２５日 国が定める基本的対処方針が変更され、「大声なし」の場合 
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で、主催者が感染防止安全計画を策定し、県による確認を受 

けた場合、参加人数上限を緩和（収容定員の１００％）すると 

されたことを受け、１２月１２日、サッカー天皇杯準決勝２試 

合が新型コロナウイルスの感染拡大後、国内主要プロスポー 

ツで初めて観客数制限なしで開催 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

   １月１９日 １月２１日から、国が定めた基本的対処方針に基づき、まん 

延防止等重点措置等を実施。感染防止安全計画策定対象（参加 

予定人数５，０００人超かつ｢大声なし｣）のイベントの人数上 

限を２０，０００人に縮小 

   ３月２２日 ３月２１日をもってまん延防止等重点措置が終了し、感染 

防止安全計画策定対象（参加予定人数５，０００人超かつ｢大 

声なし｣）のイベントの人数上限を収容定員まで緩和 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

      ８月１０日 Ｊリーグ浦和レッズ戦が声出し応援の段階的導入運営検証 

対象試合となり、Ｊリーグの「声出し応援に関するガイドライ 

ン」の遵守を条件として一部の席において声出し応援が可能 

となる。 

   ９月 ９日 「大声なしエリア」「大声ありエリア」を明確化した場合の         

参加者数の制限を緩和（大声なしエリア１００％、大声ありエ 

リア５０％）を受け、９月以降のＪリーグ浦和レッズ戦、１１ 

月１６日の浦和レッズ vsアイントラハト・フランクフルトを 

声出し応援適用試合として開催 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

   １月２７日 国が参加者数の制限緩和の要件であったイベント開催にお 

ける「大声なしエリア」、「大声ありエリア」の区分設定を廃止 

したことを受け、Ｊリーグは１月３０日、試合運営のガイドラ 

インを改定し、収容人数の１００％、すべての観客席で声出し 

応援を可能とした。 

   ４月１５日 Ｊリーグ浦和レッズ戦を参加者数制限なし、声出し可能で 

開催 
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３ 実施上の課題と対応 

  令和４年５月２１日、７月２日開催の浦和レッズの試合において、当時禁止

されていた声出し応援が浦和レッズサポーターによって行われたため、県か

ら浦和レッズに対し、新型コロナウイルス感染症対策に関する県の要請事項

やＪリーグのガイドラインを確実に順守するよう、依頼文書を発出するなど

対応を行った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  埼玉スタジアムの大型ビジョンを活用し、感染防止対策の注意喚起等を行

った。 

  感染防止対策に体温センサー、ＣＯ２濃度計測機器を活用した。 

  感染防止対策や施設休止や利用時間短縮の周知にホームページ等を活用し

た。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  国や県の通知等については、指定管理者に速やかに周知し徹底を図るよう 

依頼した。 

  埼玉スタジアムの大型ビジョンや館内放送、ホームページにより基本的感

染対策について周知した。また入場制限等を実施した場合は、ホームページ

等で周知した。 

 

６ 自己評価 

  声出し応援禁止などの感染防止対策について、興行主と随時綿密に調整を

行い、徹底を図った。これにより、クラスター発生事例等はなく、また利用者

が園内で感染したという保健所等からの連絡もなかったため、感染防止対策

は徹底できた。 

  また、埼玉スタジアムのビューレストランではテレワークが行えるプラン

を導入するなど、コロナ禍を機に、創意工夫を凝らした取組を行ったことは、

社会状況の変化にも対応可能な管理運営につながる経験となったと考える。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  感染拡大時においては、声出し応援の制限等、有効な感染防止対策について、

興行主等を通じた働きかけ等により徹底を図っていくことが必要となる。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 
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 ・県民・事業者の皆様への協力要請 

 ・彩の国「新しい生活様式」安心宣言 等 

 

９ 事業費・財源 

施設休止等に伴う指定管理料の増額 

  事業費 令和２年度 ６０，３９９千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

   ５月 ８日 ５類移行に伴い、彩の国「新しい生活様式」安心宣言制度が

５月７日をもって終了し、通常運営に移行 

        （イベント等主催者からの感染防止安全計画の提出も不要に） 

         Ｊリーグが定める「新型コロナウイルス感染症対応ガイドラ

イン」についても、５月７日をもって運用が終了 

 

  ５類移行後の感染防止のための対応については、各公園の指定管理者に通

知を行い、国などが作成した新型コロナウイルス感染防止に関する最新のチ

ラシについて、園内での掲示やホームページへの掲載により周知に協力する

よう要請している。 

  これ以外の個別の対策については、国が定めた「新型コロナウイルス感染症

の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について」を参考

に検討することとし、一律の対策は求めないこととしている。 
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県営公園管理・運営 

 

１ 概要 

  県営公園には、休息、散策、遊戯、運動等の屋外レクリエーションの場とし

て利用されるもののほか、大規模なレジャープールなど特色のある公園、こど

も動物自然公園、所沢航空発祥記念館、さいたま水族館等の集客施設、パナソ

ニックワイルドナイツの本拠地として試合が開催される熊谷スポーツ文化公

園など、３１公園がある。このうち、都市整備部が管理しているのが２８公園

あり、別項目に記載する埼玉スタジアム２○○２を除く２７公園を対象とす

る。なお、大宮公園の一部を除き、指定管理者制度を導入している。 

  新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、関係法令をはじめ国の基

本的対処方針や事務連絡、県新型コロナウイルス対策本部会議の決定を踏ま

え、指定管理者と協力、連携し必要な対策を講じながら施設の管理、運営を行

った。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

   ２月２７日 第１回新型コロナウイルス対策本部会議において、県主催       

イベントの中止又は延期を判断する（指定管理者に対して県       

の考え方を伝え、事業実施の参考としていただく）方針が示さ       

れたことを受け、県主催・指定管理者主催イベント（＊）等の

中止・延期 

   ３月 ２日 こども動物自然公園、所沢航空発祥記念館、さいたま水族館

等の集客施設を休止 

   ４月 ７日 国が新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣

言（１回目）を発令したことを受け、テニスコートや野球場等

の屋外有料施設の利用を休止 

   ４月２５日 駐車場や大型遊具の利用を休止 

   ４月２７日 ブランコや滑り台等の小型遊具の利用を休止 

   ５月 ８日 夏季プールの中止を決定 

   ５月１６日 小型遊具の利用を再開 

   ６月 １日 緊急事態宣言の解除を受けて、屋外有料施設や駐車場を順

次再開したほか、各公園において彩の国「新しい生活様式」

安心宣言を策定 

  ＊ジャパンラグビートップリーグ（現在のリーグワン）のパナソニックワイ

ルドナイツ戦など興行主によるイベントは含まない。 
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（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

   ６月１０日 大型遊具の利用を再開 

   ６月２２日 こども動物自然公園、さいたま水族館等の集客施設を再開 

  

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

  １２月２４日 感染拡大により、所沢航空発祥記念館、さいたま水族館、熊

谷ドーム等の屋内施設を休止 

   １月 ８日 １月７日に国が緊急事態宣言（２回目）を発令したため、県

では、国が定めた基本的対処方針に基づき１月８日から緊急事

態措置等を実施することとなった。屋内施設の休止期間を延長

したほか、屋外有料施設の午後８時以降の利用を休止。イベン

トについても原則中止又は延期。こども動物自然公園の入場を

事前登録制とし、同時入場を制限した。         

施設 上限数（人） 

こども動物自然公園 １０，０００ 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

   ３月 ５日 お花見宴会自粛の対応について、県から指定管理者に通知 

   ３月２２日 ３月２１日をもって緊急事態宣言が解除。県では、国が定め

た基本的対処方針等を踏まえ、段階的緩和措置等を実施する

こととし、屋内施設については、飲食・飲酒や大声等を禁止す

るとともに感染対策を徹底することを厳守した上で再開。屋

外有料施設については午後９時までの利用に緩和、イベント

の原則中止又は延期については継続。 

         こども動物自然公園の事前登録制及び同時入場制限を継続

し、土日は予約制とした。さいたま水族館、所沢航空発祥記念

館、秩父ミューズパーク音楽堂で同時入場を制限 

施設 上限数（人） 

こども動物自然公園 １０，０００ 

さいたま水族館 ４００ 

所沢航空発祥記念館 ３００ 

秩父ミューズパーク音楽堂 ３００ 

 

   ４月２０日 まん延防止等重点措置の適用に伴い、適用地域での屋外有

料施設の利用時間を午後８時までに短縮（８月１日まで） 
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         こども動物自然公園の事前登録制及び同時入場制限を継続

し、ゴールデンウイーク中及び土日は予約制とした。         

さいたま水族館、所沢航空発祥記念館、秩父ミューズパーク音

楽堂での同時入場制限を継続 

施設 上限数（人） 

こども動物自然公園 １０，０００ 

さいたま水族館 ４００ 

所沢航空発祥記念館 ３００ 

秩父ミューズパーク音楽堂 ３００ 

 

   ４月２５日 東京都における緊急事態措置等の発出により都立公園の駐

車場が閉鎖となったため、隣接するみさと公園及び和光樹林

公園の駐車場を閉鎖 

   ５月１２日 すべての県営公園の駐車場を閉鎖（６月２０日まで） 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

   ６月２１日 駐車場の利用再開 

   ７月２９日 ７月３１日から予定していた夏季プールの開園を中止 

   ８月 ２日 ７月３０日に国が緊急事態宣言（３回目）を発令したため、

県では、国が定めた基本的対処方針に基づき緊急事態措置等

を実施。屋外有料施設の利用時間を午後８時までに短縮 

         こども動物自然公園の事前登録制及び同時入場制限を継続

し、土日の予約制は終了。さいたま水族館、所沢航空発祥記念

館、秩父ミューズパーク音楽堂での同時入場制限を継続 

施設 上限数（人） 

こども動物自然公園 １０，０００ 

さいたま水族館 ４００ 

所沢航空発祥記念館 ３００ 

秩父ミューズパーク音楽堂 ３００ 

 

  １０月 １日 ９月３０日に緊急事態宣言が解除され、１０月１日から段

階的緩和措置として感染対策を実施することになったため、

屋外有料施設の利用時間を午後９時までに緩和 

         こども動物自然公園の事前登録制及び同時入場制限を継続。

さいたま水族館、所沢航空発祥記念館、秩父ミューズパーク音

楽堂で同時入場を制限 
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施設 上限数（人） 

こども動物自然公園 １０，０００ 

さいたま水族館 ４００ 

所沢航空発祥記念館 ３００ 

秩父ミューズパーク音楽堂 ３００ 

 

  １０月２５日 段階的緩和措置の終了により、感染対策を徹底した上で原

則通常運営（さいたま水族館、所沢航空発祥記念館、秩父ミュ

ーズパーク音楽堂での同時入場の制限を解除） 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

   １月２１日 国が定めた基本的対処方針に基づき、まん延防止等重点措

置等を実施。こども動物自然公園、さいたま水族館、所沢航空

発祥記念館で同時入場を制限 

施設 上限数（人） 

こども動物自然公園 
園内 １０，０００ 

こどもの城 １５０ 

さいたま水族館 ４００ 

所沢航空発祥記念館 ３００ 

 

   ３月２２日 ３月２１日をもってまん延防止等重点措置が終了したため、

感染対策を徹底した上で原則通常運営 

         こども動物自然公園の園内の入場制限は解除し、こども動

物自然公園内のこどもの城、さいたま水族館、所沢航空発祥記

念館、については、同時入場制限を継続 

施設 上限数（人） 

こども動物自然公園こどもの城 １５０ 

さいたま水族館 ４００ 

所沢航空発祥記念館 ３００ 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

   ７月１６日 来場者数を収容人数の５０％（しらこばと ５，０００人、

川越４，０００人、加須２，０００人）以下とし、夏季プール

を再開。開園時間に集中する混雑（三密）が予想されたため、

午前中については１時間単位で一定数のチケット販売を行い、

入園者数をコントロールした。 
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（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

   ３月１４日 所沢航空発祥記念館の同時入場制限を３００人から６００

人に変更 

施設 上限数（人） 

こども動物自然公園こどもの城 １５０ 

さいたま水族館 ４００ 

所沢航空発祥記念館 ６００ 

 

   ４月 １日 こども動物自然公園こどもの城の同時入場制限を１５０人

から２５０人に、さいたま水族館の制限を４００人から 

５００人に変更 

       施設 上限数（人） 

こども動物自然公園こどもの城 ２５０ 

さいたま水族館 ５００ 

所沢航空発祥記念館 ６００ 

 

 

３ 実施上の課題と対応 

  感染防止対策が確立していない中、国の新型コロナウイルス感染症対策の

基本的対処方針や県新型コロナウイルス対策本部会議の決定を踏まえ、感染

対策を実施した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  感染防止対策に体温センサー、ＣＯ２濃度計測機器を活用した。 

  感染防止対策や施設休止や利用時間短縮の周知にホームページ等を活用し

た。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  国や県の通知等については、指定管理者に速やかに周知し徹底を図るよう 

 依頼した。 

  各公園において、掲示板、ホームページや園内放送により基本的感染対策に

ついて周知した。入場制限等を実施した場合には、ホームページ等で周知した。  

  また、水上公園プールの運営については、さいたま市と情報共有を行うとと

もに、公園施設以外の大規模集客施設（さいたまスーパーアリーナ）とも情報

共有を行った。 
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６ 自己評価 

  園内でのクラスター発生事例はなく、また利用者が園内で感染したという

保健所等からの連絡もなかったため、感染防止対策は徹底できたと評価でき

る。特に、県営プールの入園者数のコントロールは、入園者に一定の制限を加

えるものであるが、混雑対策としては効果があったと評価できる。 

  感染対策だけでなく、コロナ対策として、各公園でコロナ渦においても楽し

んでいただける取組や収益を上げられる取組を行った。例えば、さいたま水族

館ではネット上でのバーチャル水族館の配信開始など新たな利用者サービス

の提供に取り組んだ。こども動物自然公園では、ユーチューブでの有料広告の

配信や園内の売店で販売するグッズのオンラインショッピングに取り組んだ。 

  このように、感染対策だけでなく、コロナ渦を機に、創意工夫を凝らした取

組を行ったことは、社会状況の変化にも対応可能な管理運営につながる経験

となったと考える。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  内閣府 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

  県   県民・事業者の皆様への協力要請等 

 

９ 事業費・財源 

（１）施設休止等に伴う指定管理料の増額（埼玉スタジアム２００２を除く） 

   事業費 令和２年度 １３１，１４４千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

（２）AIサーマルカメラの購入 

   事業費 令和３年度   １，１１１千円 

   財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

   ５月 ８日 ５類移行に伴い、彩の国「新しい生活様式」安心宣言制度が

５月７日をもって終了し、通常運営に移行 

        （イベント等主催者からの感染防止安全計画の提出も不要に） 

 

  ５類移行後の感染防止のための対応については、各公園の指定管理者に通

知を行い、国などが作成した新型コロナウイルス感染防止に関する最新のチ
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ラシについて、園内での掲示やホームページへの掲載により周知に協力する

よう要請している。 

  これ以外の個別の対策については、国が定めた「新型コロナウイルス感染症

の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について」を参考

に検討することとし、一律の対策は求めないこととしている。 



 

その他の県有施設における感染防止対策 
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平和資料館、埼玉会館、彩の国さいたま芸術劇場、 

県民活動総合センター、男女共同参画推進センター、 

生活科学センター、武道館、スポーツ総合センター 
 

１ 概要 

  各施設において、県の方針に従い適切に対応した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

  緊急事態宣言・宣言延長を受け、原則休館（５月３１日まで。男女共同参画

推進センターについては相談事業のみ実施） 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

  宣言の解除を受け、感染防止対策を徹底し順次再開 

  定員の５０％以内（大声での歓声等なしで１００％）、稽古場・練習室・会

議室等については通常定員の５０％とするなど、利用条件を設定して運営 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

  同上 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

  感染防止対策を徹底し条件付きで開館 

  ・利用人数制限（例：定員の５０％以内、大声での歓声制限 等） 

  ・開館時間の短縮（例：午後８時まで） 

  ・団体利用の新規受付停止、個人利用中止 

  ・退場時のブロック誘導の導入  など 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

  感染防止対策を徹底し条件付きで開館 

  ・利用人数制限（例：定員の５０％以内、無観客での実施 等） 

  ・開館時間の短縮（例：午後９時まで、第４波時より延長） 

  ・宿泊施設は新規予約停止（予約済も団体利用は全てキャンセル依頼） 

   シャワー（トレーニングルーム）は利用停止 

  ・新規予約停止 

  ・退場時のブロック誘導の徹底 

  ・体験教室等の中止  など    ※１０月後半から段階的に制限緩和 
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（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

  感染防止対策を徹底し条件付きで開館 

  ・利用条件（例：大声での歓声等なしで定員１００％、声出し・稽古場・練

習場等は定員の５０％など） 

  ・団体利用：新規受付可、人数上限なし（１１月１日～）（大声ありの場合

は収容定員５０％）など 

  ・個人利用：利用可、人数上限なし（１１月１日～）（大声ありの場合は収

容定員５０％）など 

  ・主催事業：事業実施、人数上限なし（１１月１日～）（大声ありの場合は

収容定員５０％）など 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ア 再度、感染対策を徹底して実施 

  ・密にならない、大きな声で会話しない、部屋の定期的な換気を行うなど

の注意喚起を再徹底 

  ・利用状況を踏まえ、密の回避が必要な場合は人数制限を検討 など 

 

 イ 接触機会を低減させる等の措置の実施 

  ・デジタルサイネージにより感染防止対策の周知徹底 

  ・会場内アナウンス等で注意喚起を徹底 

  ・退場時におけるブロック誘導を実施 

  ・利用時間を設定し分散化 

  ・セレモニー等の省略や簡素化により、入館時間の分散、滞在時間の短縮

を図る  など 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

  大声を出すことが想定される施設においては、エリア分けを実施 

  ・大声なし→収容定員の１００％ 

  ・大声あり→収容定員の５０％ 

 

  ※令和５年１月、大声ありなしのエリア区分は廃止 

 

３ 実施上の課題と対応 

 ・アルコール消毒により施設設備の問題が発生する事例あり（木製部分等）。 

 ・入館時検温、マスク着用、こまめな手指消毒、換気徹底・３密回避への協

力依頼の徹底 
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 ・休館や利用定員の制限によりキャンセルが発生し、施設利用料の還付手続

きが激増した。また利用料金に関する苦情も増え、対応に時間を要した。 

 ・感染防止の徹底のため、通常清掃業務に加えて、机、椅子、ドアノブ及び

機材等の消毒を行う必要があり、消毒業務に時間を要した。 

 ・構造上、窓がない部屋などの換気に課題があった。 

 

４ ＩＣＴの活用 

 ・休館情報等をホームページ、地域情報サイト等で周知 

 ・展示資料の閲覧では、映像資料閲覧システムを新たに導入 

 ・セミナー等は録画動画をＹｏｕＴｕｂｅでの配信等にて代替 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  イベント等運営側へはガイドラインに基づく運営を、運営側・利用者側双方

に各遵守事項の徹底をホームページやＳＮＳ、館内掲示物、デジタルサイネ

ージなどで周知 

 

６ 自己評価 

 ・施設の休館や一部機能の中止など、状況に応じ適切な対応を取ることがで

きた。 

 ・窓のない構造の施設では、大声を発する合唱等の制限や、ＣＯ２濃度計を

設置するなど、施設ごとに速やかな感染対策をとったことにより、利用者

のクラスター発生などを防ぐことができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第１版） 

 ・彩の国「新しい生活様式」安心宣言 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

 彩の国「新しい生活様式」安心宣言の終了に伴う、埼玉県からのお願い等に

準拠した対応を実施 
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（１）廃止等とした対応 

 ・利用者に検温、マスク着用を求めること 

・パーティションの設置 

・更衣室、共同浴室、シアター等の利用制限・入場制限   など 

 

（２）継続した対応 

 ・空調設備の定期的な点検を行い適切な換気を図ること 

 ・施設内での咳エチケットや手洗い励行の案内（マスクの着用は、利用者の

判断に委ねる） 

 ・消毒液や検温器の設置、総合案内カウンター等の飛沫防止パネルの設置 

 ・セミナー室等の施設内の消毒（ボタン、取っ手、手摺り等の細部について

は消毒を廃止した施設あり） 

 ・総合案内業務等、従業員が利用者と対面で接する場面では原則マスク着用

(従業員本人の意思に反してマスクの着脱を強いることはしない)  など 

 

（３）新たな対応 

 ・一部の施設で非接触入場が可能な電子チケットを導入 

 

 

 



 

その他の県有施設における感染防止対策 
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埼玉県障害者交流センター 

 

１ 概要 

  埼玉県障害者交流センターは、様々な障害のある方が利用する施設である

ことから、内部疾患等で重症化リスクの高い利用者への配慮を重視して対応

した。 

  また、屋内プールやシャワー、運動施設などマスク着用が困難な施設を有  

することから、いわゆる三密回避については一定期間の休館や、来館者の人  

数制限などの対応を行った。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）経緯 

  ・令和２年 ３月 ２日～ 令和２年５月３１日 臨時休館 

  ・令和２年 ６月 ２日～ 屋外スポーツ施設、会議室等の一部施設の 

利用（貸出）再開 

  ・令和２年 ６月１７日～ 屋内スポーツ施設（プール、体育館）障害者               

の個人利用を予約制にして再開、文化施設

（ホール、音楽室、和室）を、定員制限を設

け利用（貸出）を再開。障害の無い方（一般

の方）の利用制限 

  ・令和２年１２月２８日～令和３年３月２２日 臨時休館  

  ・令和３年 ３月２３日～ 利用再開。ただし、まん延防止重点措置に基 

               づき、一部施設を利用制限（プール休止、食堂 

休止、館内での食事禁止、カラオケなどのコー 

ラス禁止） 

  ・令和４年 １月 ４日～令和４年３月２１日 夜間帯の屋内スポーツ 

施設休止 

  ・令和４年 ７月 ７日～ 文化施設（ホール、会議室、研修室）に限り、 

障害の無い方（一般の方）の利用受入再開 

 

（２）取組内容 

 ア 飛沫感染リスクへの対応 

  ・来館者のマスク着用（屋外スポーツ施設での運動時を除く） 

  ・受付など対面対応の場所は、アクリル板などで遮断 
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 イ 密接・密集を避けるための対応 

  ・十分な間隔をあけて利用することを依頼。（館内掲示、必要に応じて誘

導や巡回） 

  ・利用可能の施設や上限人数を設定（当初は段階的な開館として、スポー

ツ施設は屋外施設のみ、館内で換気や密接が回避できない施設は利用不

可（ホール、音楽室、和室、おもちゃ図書館など）、会議室・研修室な

どは利用定員の１/２を上限人数とするなど） 

  ・入口受付前にテーピングなどによりフィジカルディスタンシングを設定

（前後約１ｍ） 

 

 ウ 入館時の対応 

  ・咳・熱の有無について口頭で確認 

  ・非接触型体温計などにより熱の測定（３７．５度以上ＮＧ ） 

  ・入館者名簿（団体利用の場合のみ）、健康確認票（スポーツ施設利用の場

合）等への記入依頼 

 

 エ 接触感染リスクへの対応 

  ・入館時の手洗いや手指消毒の徹底 

  ・複数の人が触れる場所の消毒（界面活性剤含有洗剤や漂白剤での清掃。

始業前後） 

  ・ラウンジ等へのアクリル板の設置 

  ・共用施設・物品を最低限化 

  ・トイレのハンドドライヤーの使用を中止 

  ・トイレのふたを閉めて汚物を流すよう表示（ふたのあるトイレの場合） 

  ・鼻水・唾液がついたごみは、蓋つきのごみ箱を設置し廃棄してもらう 

  ・ゴミ回収者はマスク・手袋を着用 

  ・マスク・手袋を脱いだ後、手洗いを実施 

  ・貸出用筆記具の消毒（別箱等に入れて適宜ふき取り消毒） 

 

 オ 密閉空間を避けるための対応 

  ・施設の換気を徹底 

  ・窓やドアがある場合は適宜開放、空調による外気の適宜取入れ 

 

 カ 職員の衛生対策 

  ・受付職員の常時手指消毒の徹底 

  ・職員のマスクの着用を徹底 
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  ・執務室アクリル版の設置 

  ・休憩人数を分散。対面での食事・会話の禁止 

  ・ユニフォームや衣服の適切な洗濯の徹底 

  ・休憩スペースの常時換気 

  ・出勤前の検温 

 

 キ 利用者への周知 

  ・ホームページ、ＳＮＳ、館内掲示 

 

３ 実施上の課題と対応 

 ・休館対応の延長が重なり利用者への周知に苦慮した。 

 ・内部疾患で感染による重篤化を心配される方からの懸念があり、より慎重 

  に感染対策を行った。 

 ・制限を実施する際判断に迷うことが多く、国や埼玉県、スポーツ庁などの 

指針を確認するとともに、他の県立施設や他県の同様施設（身体障害者福 

祉センターＡ型）と連絡を行うなどして対応した。対応に時間を要すること

があるため、もう少し早く情報が欲しかった。 

 ・館内で営業する「むすび食堂」（ワーカーズコープ社）と、休館時の売り上

げ減少やコロナ禍での営業再開等について協議等を行った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

 ・Ｗｉ－Ｆｉ設備の増設（利用者貸出用の会議室など） 

 ・インターネットによる予約受付の開始 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  ホームページやメールマガジンにより休館等について周知したが、情報が

行き届かないことが見込まれるため、既に利用予約を行っている利用希望者

に対しては、電話での周知を行った。 

 

６ 自己評価 

 ・県の担当課と密に情報交換を行うことにより、万全の感染防止対策をする 

  ことができた。 

 ・期間中に利用者から感染者は発生していない。 

 ・施設利用者の混乱を最小限に抑えるために、臨時休館や施設の利用制限の 

  判断を速やかに行う必要がある。 
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７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題・国への提言すべき事項 

  感染症の影響による臨時休館や施設利用制限の決定の迅速化、早い段階で 

 の情報提供。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン 

 ・スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン（等各スポー

ツ協会が示すガイドライン） 

 ・公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン 

 ・劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン 

 ・彩の国「新しい生活様式」安心宣言 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）５類移行を見据えて５月８日までに実施した取組 

   次の点について館内掲示やホームページ等により利用者に周知した。 

  ・５類移行後であっても、利用者に安心して利用していただくための感染

対策は継続して行うこと 

  ・スポーツ施設において障害のない方の利用を再開すること 

 

（２）５類移行後に実施した取組  

   感染対策の緩和を行いつつ、感染リスクの高い方が利用する施設として 

  次の必要な感染対策を実施した。 

  ・正面玄関入口等の手指消毒、検温装置の設置（希望する利用者への対

応） 

  ・会議室等文化施設利用者への消毒液等の貸し出し（希望する利用者への

対応） 

  ・スポーツ用具の職員による消毒 

 

（３）５類移行に伴い終了となった取組 

  ・マスク着用は各自の判断とした 

  ・全ての利用者への入館時の手指消毒、検温実施のお願い 

  ・「利用確認票」（体温やのどの痛み等の有無を記入していただく用紙）の

提出 
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  ・展示コーナー、タッチパネル受付、ドライタオル、ラウンジのテレビ、

新聞の配架などの休止 

  ・ロビーのテーブル、椅子等の間引き 

  ・会議室等文化施設の全ての利用者への消毒液等の貸し出し 

  ・スポーツ施設における障害のない方の利用停止 

  ・スポーツ用具の利用者による消毒 

  ・清掃業務委託業者による施設内の消毒 

 

 



 

その他の県有施設における感染防止対策 
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埼玉県伊豆潮風館 

 

１ 概要 

  埼玉県伊豆潮風館では、「埼玉県伊豆潮風館の感染予防対策」を策定し、施

設内における感染拡大防止に努め、利用者に対しても「伊豆潮風館ご利用のお

客様へ新型コロナウイルス感染拡大防止についてのお願い」作成し事前及び

当日に協力を依頼した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）経緯 

  ・令和２年 ４月 ４日～令和２年 ６月１８日 臨時休館 

  ・令和３年 ４月２８日～令和３年１０月２４日 臨時休館 

 

（２）取組内容 

 ア 飛沫感染リスクへの対応 

  ・来館者に対してマスク着用を依頼 

 ・館内を移動する際もマスク着用を依頼 

  ・フロント、売店レジなど対面対応の場所は、ビニールカーテンを設置 

  ・舞台カラオケ、移動式カラオケにビニールカーテン設置。デュエットで 

   歌えるよう間にフロアースタンドで仕切りビニールカーテンを設置 

 ・送迎バス（福祉バス）内でのカラオケを当面の間、使用禁止 

  ・食事は対面ではなく、横並び（団体客で１宴会場が難しくなる場合は、 

   隣の人と一つ飛ばしで座って頂き距離を確保する） 

   ※対面の場合は、アクリル板の設置 

  ・食事処での従業員は、手袋・マスク・フェイスガードを着用のうえ接客 

 

 イ 密接を避けるための対応 

 ・フロント、売店レジなど対面対応の場所は、間隔マークを設置 

  ・エレベータ内での密集を防ぐため、混みあっている時は一本遅らせるよ 

   う表示。感染リスクが高い浴室内での会話を慎んで頂くよう表示。 

 

 ウ 接触感染リスクへの対応 

 ・入館時の手洗いや手指消毒の徹底 

  ・複数の人が触れる場所の消毒（界面活性剤含有洗剤や漂白剤での清掃。 

   始業前後） 
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  ・従業員が常時消毒できない場所（共用トイレ、客室ドアノブ等）の対策

として、部屋ナンバーシールを貼った携帯用消毒スプレーボトル（持ち

運べるくらいのサイズ）を各室に１個貸し出し（チェックイン時に手渡

し、チェックアウト時に返却） 

  ・共用施設・物品の最低限化（客室も含む） 

  ・ゴミ回収者はマスク・手袋を着用、ゴミを捨てた後は手洗い実施 

  ・マスク・手袋を脱いだ後、手洗いを実施 

  ・トイレのふたを閉めて汚物を流すよう表示（共有トイレ） 

  ・フロントカウンター、売店レジカウンターは適宜ふき取り消毒の実施 

  ・送迎用マイクロバス使用後の消毒実施 

  ・感染リスクの高い（サウナ室・スナック営業）は、当面の間、中止 

  ・物から人への感染リスクを極力減らすため、利用客室への入室を最小限

化。このため、布団敷きは、原則利用者に依頼。但し、障害があり手足

等が不自由で敷く事が困難な方を除く。 

  ・客室洗面の共有タオルを止め、ペーパータオルに変更。 

  ・歌を１曲終える度に、マイク専用消毒スプレー噴射を依頼 

  ・食事テーブル上の物品等の最低限化 

 

 エ 密閉空間を避けるための対応 

  ・施設の換気を徹底（客室の換気を利用者に依頼） 

  ・窓やドアがある場合は適宜開放、空調による外気の適宜取入れ 

 

 オ 入館時の対応 

  ・咳・熱の有無について口頭で確認 

  ・非接触型体温計などによる熱の測定（マイクロバス利用者は乗車時） 

  ・宿泊カードの記入依頼（旅館業法に基づき、宿泊者全員の住所・氏名・ 

   職業・国籍・旅券番号（外国人）を記入） 

  ・フロントでの受付時間を短縮するため、利用者の住所へ宿泊カードを郵 

   送し、予め自宅で記入した書類を宿泊当日に提出 

  ・１名利用者は宿泊カードに必ず緊急連絡先を記入。 

 

 カ 職員の衛生対策 

  ・受付職員の常時手指消毒の徹底。 

  ・職員のマスクの着用の徹底 

  ・休憩人数の分散。対面での食事・会話の禁止 

  ・ユニフォームや衣服の適切な洗濯の徹底。 
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  ・休憩スペースの常時換気。 

 

 キ 県民へ事前周知 

・ホームページ・館内掲示等で明示するとともに、予約者あて文書を郵送 

 

 ク その他 

  ・全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会・日本旅館協会・全日本シティ 

   ホテル連盟による「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドラ 

   イン」を参考にする。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  予約が完了している利用者に対して、コロナによる臨時休館を事前に周知

しなければならなかったが、埼玉県の臨時休館決定が臨時休館日間際になっ

たため、利用者から「連絡が遅すぎる」「電車の切符を手配してしまった。」「水

族館のチケットを購入してしまった。」等のクレームとなってしまった。最終

的に利用者に納得いただき解決している。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  特になし 

 

５ 広報・関係機関への周知 

 ・施設のホームページにて「伊豆潮風館ご利用のお客様へ新型コロナウイル 

  ス感染拡大防止についてのお願い」を掲載し利用希望者に周知した。 

 ・予約が完了した利用者には、予約受付カードと一緒にＡ４用紙サイズの 

  「伊豆潮風館ご利用のお客様へ新型コロナウイルス感染拡大防止について 

  のお願い」を同封し、周知した。 

 

６ 自己評価 

 ・埼玉県だけでなく、施設が所在する静岡県の「ふじのくに安全・安心認証 

  （宿泊施設）制度」の認証を自主的に取得し、感染症対策に万全を期すこと 

  ができた。 

 ・期間中に利用者から感染者は発生していない。 

 ・臨時休館決定の遅れにより、切符やチケット等を事前購入していた宿泊予 

  約者に負担をお願いする結果となった。 
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７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題・国への提言すべき事項 

  感染症の影響による臨時休館の決定の迅速化、早い段階での情報提供。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本旅館協会、全日本シティホ

テル連盟：宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第１

版） 

 ・埼玉県：彩の国「新しい生活様式」安心宣言 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度 ３，２６０千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）５類移行を見据えて５月８日までに実施した取組 

   「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類に移行され 

  る事にともなう新型コロナウイルス感染拡大防止について」を作成し、職員 

  に周知した。 

 

（２）５類移行後に対応した取組 

   利用者に対して不快・不安な思い等をさせない事を前提に、感染予防に対 

  し出来る限りの取組を継続した 

  ・各箇所に設置してある消毒の使用 

  ・従業員各自の出社時の検温 

  ・清掃員による消毒の実施 

  ・マージャン卓の使用を１台から２台に変更 

  ・５類移行前の「新型コロナウイルス感染拡大防止についてのお願い」を

廃止した旨をホームページ上に掲載し利用者に周知 

 

（３）５類移行に伴い終了となった取組 

  ・マスク着用は各自の判断とした 

  ・利用者の検温 

  ・チェックイン時の手指消毒の貸出 

  ・各客室への「新型コロナウイルス感染拡大防止についてのお願い」の掲

示 

  ・各箇所のアクリル板の設置 



 

 

703 

 

  ・大浴場の感染防止に関する各掲示 

  ・大浴場脱衣所の定時消毒 



 

その他の県有施設における感染防止対策 
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ソニックシティ 

 

１ 概要 

  ソニックシティでは、新型コロナウイルス感染症の発生状況や緊急事態宣

言、まん延防止等重点措置に基づく要請事項等を踏まえて、一部施設の休館、

施設の利用人数の制限、主催イベントの中止など、新型コロナウイルス感染の

波ごとに様々な施策を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

 ア 令和２年４月７日に緊急事態宣言が発令されたことを受け、令和２年４

月８日から５月３１日までホール棟（指定管理施設）及びビル棟（会議室及

び展示場）を休館とした。 

 

 イ 利用者、来場者等の安全を確保するため、国の基本的対処方針等に基づき

様々な感染防止対策を講じた。 

  ・マスク着用の徹底及び手指消毒の励行、検温の実施 

  ・飛沫防止アクリル板の設置 

  ・ソーシャルディスタンスの確保のための利用定員、座席配置の見直し 

  ・空調の外気取入れ量の増加による室内換気の増強 

  ・施設、貸出備品等の利用前後の消毒作業 

  ・利用者から感染防止対策確認シートを徴収 

  ・スタッフの感染防止対策の徹底 など 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 ア 国の基本的対処方針に基づき、ソーシャルディスタンスの確保のために、

利用定員を抑えつつ、施設（ホール棟及びビル棟）の利用を再開した。 

 

 イ その他継続の取組事項 

  ・基本的対処方針等に基づく感染防止対策の継続【再掲】 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 ア 令和３年１月７日に２回目の緊急事態宣言の発令等により、屋内の県有

施設は原則休館とされたが、チケット販売や事前予約などが行われている

施設は、県民活動への影響が考慮され対象外となった。 
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   このため、ホール棟については、緊急事態措置の実施期間中は新規予約の

受付を行わず、感染対策を厳格に実施した上で、予約済みのイベント等の催

行に対応した。 

 

 イ その他継続の取組事項 

  ・ソーシャルディスタンス確保のため、利用定員を抑えつつ施設の利用を

継続（ホール棟及びビル棟）【再掲】 

  ・基本的対処方針等に基づく感染防止対策の継続【再掲】 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

   及び第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

   及び第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

  継続の取組事項 

  ・ソーシャルディスタンス確保のため、利用定員を抑えつつ施設の利用を

継続（ホール棟及びビル棟）【再掲】 

   ※ ホール棟は、施設の大規模改修のため、令和３年７月３日～令和５年

２月３日まで休館 

  ・基本的対処方針等に基づく感染防止対策の継続【再掲】 

 

（５）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ア ビル棟については、令和４年７月１日から通常定員での利用を再開した。 

※ ホール棟は、施設の大規模改修のため、令和３年７月３日～令和５

年２月３日まで休館 

 

 イ 継続の取組事項 

  ・基本的対処方針等に基づく感染防止対策の継続【再掲】 

 

（６）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 ア ホール棟については、施設の大規模改修が終わり、令和５年２月４日から

リニューアルオープンした。また、令和５年３月１３日以降、通常定員での

利用を再開した。 

 

 イ 国の業種別ガイドライン改定を受け、令和５年３月１３日以降は、マスク

の着用を個人の判断に委ねることとした。 
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 ウ 継続の取組事項 

  ・基本的対処方針等に基づく感染防止対策の継続【再掲】 

   ※令和５年３月１３日以降のマスクの着用を除く。 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）施設（大ホール）利用後の消毒作業 

  大ホールについて、イベント等が連日に渡って実施される場合などは、消

毒作業を夜間に実施し、感染防止対策に万全を期して対応した。 

 

（２）施設の定員制限に係る対応 

  国や県の方針を踏まえて施設の定員制限等に対応したが、方針発表から開

始日までの期間が短い（約１週間前）場合が多く、利用者への対応などに苦

慮した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  施設利用者との打ち合わせをオンラインで実施するなど、ＩＣＴを活用し

て感染防止対策に努めた。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  ソニックシティホームページで感染防止対策や施設利用上の注意について

周知を行った。 

 

６ 自己評価 

  緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に基づく要請事項等を踏まえて、施設

の休館、利用人数の制限、感染防止対策の徹底を図るなど、状況に応じた対策

を行うことができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  施設利用率の低下に伴う収入の大幅な減少により、施設運営に重大な支障

が生じる場合には、施設の設置主体として適切に対応する必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型コロナウイルス感染症対策 業種別ガイドライン 

 ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 
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９ 事業費・財源 

  事業名 産業文化センター等管理運営事業の一部（＊） 

  事業費 令和２年度 ２４８，１３７千円 

      令和３年度 １２４，０２４千円 

      令和４年度  ３４，８８０千円 

  財 源 一般財源 

  ＊ コロナの影響に伴う指定管理料の増額分 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  国の基本的対処方針等の廃止に伴い、同方針等に基づく感染防止対策は終

了したが、検温器やアルコール消毒液の設置の取組は継続して行っている。 

 



 

その他の県有施設における感染防止対策 
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ＳＫＩＰシティ彩の国ビジュアルプラザ 
 

１ 概要 

  ＳＫＩＰシティ彩の国ビジュアルプラザでは、新型コロナウイルス感染症

の発生状況及び緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に基づく要請事項等を

踏まえて、一部施設の休館、映像ホール収容人数の制限、県主催イベントを中

止にするなど、新型コロナウイルス感染の波ごとに様々な施策を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

２－１ 各施設の感染防止対策 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

   及び第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 ア 令和２年３月１日から５月３１日まで映像ミュージアム及び公開ライブ

ラリーを休館とし、令和２年４月８日から５月３１日まで映像ホールを休

館とした。 

 

 イ ビジュアルプラザの他施設（ＨＤスタジオ、映像制作支援室）は、マスク

の着用、定期的な換気、利用者間の距離をとる、少人数での利用、施設の消

毒などを徹底した上で、利用を継続した。 

 

 ウ 令和２年６月２日からすべての施設を再開した。入館者に検温、マスク着

用、利用者カードの記入、手指消毒をお願いするとともに、スタッフの感染

防止策や入場制限を伴うソーシャルディスタンスの確保なども実施した。 

 

（２）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

   及び第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

   及び第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 

 ア 緊急事態宣言の発令等により、令和２年１２月２４日から令和３年３月

２１日まで、映像ホール、映像ミュージアム及び映像公開ライブラリーを休

館した。 

 

 イ まん延防止等重点措置に基づく要請事項を踏まえて、令和３年３月２２

日から９月３０日まで、下記の施設にて利用制限を実施した。 

・県主催イベントの中止      （3/22～6/20)  

・映像ホールの収容人数５０％制限（3/22～9/30)  
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・団体への食事場所提供の中止  （4/20～6/20） 

・県外団体の受入中止   （4/20～9/30) 

 

（３）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

   及び第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ア まん延防止等重点措置に基づく要請事項を踏まえて、令和４年１月２１

日から３月２１日まで、下記の施設利用の制限を実施した。 

・県主催イベント利用で映像ホールの収容人数 ５０％制限（1/21～3/21) 

・団体への食事場所提供の中止     （1/21～3/21） 

・県外団体の受入中止      （1/21～3/21) 

 

 イ 令和４年３月２２日以降は、施設利用の制限を解除したものの、感染対策

（マスク着用、手指消毒、検温、入館者カードによる連絡先の把握）を引き

続き実施した。 

 

（４）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 ア 国の業種別ガイドライン改定を受けて、令和４年１２月１０日付けで入

館者カードの取扱いを終了した。なお、入館者カード以外の感染対策（マス

ク着用、手指消毒、検温）は引き続き実施した。 

 

 イ 国の業種別ガイドライン改定を受けて、令和５年３月１２日付けで入場

者へのマスク着用徹底等の呼びかけを終了した。 

   なお、他の感染対策（手指消毒・検温）は継続実施している。 
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２－２ ＳＫＩＰシティ国際Ｄシネマ映画祭の対応 

 新型コロナウイルス感染症の発生状況を鑑みて、令和２年度の映画祭からオ

ンライン配信を実施した。令和４年度の映画祭はスクリーン上映とオンライン

配信のハイブリットにて開催した。 

 第１７回(2020) 第１８回(2021) 第１９回(2022) 

開催期間 
令和２年９月２６日（土） 

    ～１０月４日(日) 

     ９日間 

令和３年９月２５日（土） 

    ～１０月３日(日) 

     ９日間 

スクリーン上映：令和４年７月１６

日(土)～２４日(日) ９日間 

オンライン配信：令和４年７月２１

日(木)～２７日(水) ７日間 

開催方法 オンライン配信 

（授賞式・上映会はＳＫＩＰシテ

ィ） 

オンライン配信 

（授賞式は Zoom 配信、上映会

なし） 

ＳＫＩＰシティ・オンライン配信 

応募数 ○応募作品数 １，１６９本 

 長編   883 本 

 （106 カ国・地域） 

 短編   286 本（日本のみ） 

 （公募：R2.1.23～3,31/69 日

間） 

○応募作品数 １，０８４本 

 長編   889 本 

 （104 カ国・地域） 

 短編   195 本（日本のみ） 

 （公募：R3.2.15～4.5/50 日間） 

○応募作品数   ９３５本 

 長編   775 本（99 カ国・地域） 

 短編   160 本（日本のみ） 

 （公募：R4.2.1～3.1/29 日間） 

来場者数 
※オンライン配信視聴数 

８，１４２ 

※オンライン配信視聴数 

８，４６５ 

合計：８，５４１ 

スクリーン：４，２２７人 

オンライン：４，３１４回  

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）各施設における感染防止対策の実施 

  新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を踏まえて、彩の国ビジ

ュアルプラザの各施設では検温装置の設置や、手指を消毒するための消毒液

の配備、利用者の連絡先を記入する利用者カードの配備、利用者と会話する

受付にアクリル板を設置するなど、感染症防止対策のための設備を設置した。 

  また、利用者の入館時には、検温、手指の消毒、マスクの着用、利用者カ

ードを記入していただくこととした。 

  初めてのことでなおかつ至急の対応が必要であり、試行錯誤で準備等を進

めた面が多かったが、新型コロナ感染防止対策に万全を期した。 

 

（２）各施設の利用者数の減少 

  団体（小中学校等）からの予約がキャンセルになるなど、令和２年度及び

令和３年度の入場者数が減少した。 
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  このため、施設の売り上げ減少が続く中、委託業者やパート従業員などの

雇用をどのように維持していくのか苦慮することが多かった。 

  そのような中、映像ミュージアムでは、アニメ化３０周年記念企画「ちび

まる子ちゃん展」や「ウルトラ空想特撮ワールド ～ウルトラマンと夢見る

未来～」などの企画展を開催し、令和４年度には入場者数が増加した。 

 

表 3.映像ミュージアムの入場者数（無料含む） 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

入場者数 56,998人 23,773人 49,934人 67,940人 

 

（３）ＳＫＩＰシティ国際Ｄシネマ映画祭の感染防止対応 

 新型コロナウイルス感染症の発生状況から、スクリーン上映で実施していた

映画祭の開催方法を変更することとした。 

 令和２年度は映画祭をオンライン配信にて開催し、授賞式のみＳＫＩＰシテ

ィで開催した。授賞式は人数制限（１００名以下に制限）、来場者の把握、入

場時の体温計測と手指消毒、マスクの着用を義務付けするなど、新型コロナ感

染防止対策に万全を期した。 

 令和３年度は映画祭をオンライン配信した。授賞式もオンラインで実施し、

リアルでの開催は行わなかった。 

 令和４年度は、スクリーン上映とオンライン配信のハイブリットにて開催し

た。スクリーン上映では、来場者の把握、入場時の体温計測と手指消毒、マス

ク着用など、新型コロナ感染防止対策を万全に実施した。 

 また、オンライン配信の視聴に不安のある方向けに、実際の配信サイトを見

ながら、会員登録や決済手段などを説明して視聴方法をレクチャーするワー

クショップを開催した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  令和２年度のＳＫＩＰシティ国際Ｄシネマ映画祭からオンライン配信を実

施した。また、令和３年度のＳＫＩＰシティ国際Ｄシネマ映画祭授賞式はＺｏ

ｏｍによる配信を実施した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

 ・ＳＫＩＰシティ彩の国ビジュアルプラザのホームページにて感染症対策 

  を掲載 

 ・ＳＫＩＰシティ国際Ｄシネマ映画祭のポスターやホームページ等にて 

  開催方法（オンライン配信など）及び開催日程を案内 
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６ 自己評価 

  緊急事態宣言の発令やまん延防止等重点措置に基づく要請事項を踏まえて、 

 一部利用の制限や、感染対策（マスク着用、手指消毒、検温、入館者カードに

よる連絡先の把握）を行うなど、状況に応じた対策を行うことが出来た。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  施設稼働率の低下に伴う収入の大幅な減少により、施設運営に重大な支障

が生じる場合には、施設の設置主体として適切に対応する必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策 業種別ガイドライン 

 ・内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 

９ 事業費・財源 

  事業名   映像関連産業振興費 

  単位事業名 彩の国ビジュアルプラザ管理運営費 

  事業費   令和２年度 ６１９，６１３千円 

        令和３年度 ６２２，０８９千円 

        令和４年度 ６１０，５８０千円 

  財 源   使用料・手数料、財産収入、諸収入、一般財源 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  国の基本的対処方針等の廃止に伴い、同方針等に基づく感染防止対策は終

了したが、アルコール消毒液の設置は継続して行っている。 

 



 

その他の県有施設における感染防止対策 
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東部地域振興ふれあい拠点施設 
 

１ 概要 

  東部地域振興ふれあい拠点施設では、新型コロナウイルス感染症の拡大状

況を踏まえながら緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に基づく要請事項等

を踏まえて、一部施設の休館、貸館の利用制限、自主事業の一部中止など、新

型コロナウイルス感染の波ごとに様々な施策を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

   第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 

   新型コロナウイルス感染症の国内感染拡大が報じられた令和２年２月か

ら館内におけるマスク着用、手指消毒、換気、人との距離など基本的な感染

対策を利用者に周知、声掛けに努めた。休館措置等具体的な対応は下記のと

おり。 

 

 ア 令和２年４月７日に発令された緊急事態宣言に伴い、４月８日から５月

６日まで多目的ホールの貸出を終日休止とした。 

 

 イ 緊急事態宣言が５月３１日まで延長されたことに伴い、多目的ホールの

貸出の終日休止を延長した。 

 

 ウ 令和２年６月１日から多目的ホールの貸出を再開した。利用者に、マスク

着用、手指消毒、食事利用の禁止等をお願いするとともに、スタッフの感染

防止策や入場制限を伴うソーシャルディスタンスの確保なども実施した。 

 

 エ 主催事業、共催事業は密が想定されることから中止とした。 

 

（２）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

   第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

   第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 

 ア 新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、令和２年１２月２４日か

ら令和３年１月１７日まで、多目的ホールの新規予約貸出を休止した。予約

済みの利用者に関しては感染防止対策を徹底したうえでご利用いただくよ
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うお願いし、貸し出しを継続した。 

 

 イ 令和３年１月７日に発令された緊急事態宣言を受け、令和３年２月７日

まで、多目的ホールの新規予約貸出休止を延長した。また緊急事態宣言が延

長されたことを受け、３月７日まで、多目的ホールの新規予約貸出休止を再

延長した。その後、緊急事態宣言が再延長されたことから３月２１日まで新

規予約貸出休止を再延長した。 

 

 ウ 令和３年３月２２日から新規利用の貸出を再開したが、感染防止策の徹

底と午後９時までに催事を終了して頂くよう利用者に要請した。引き続き

飲食等の利用、大きな声を出す活動等は禁止とした。 

 

 エ 令和３年６月２１日より、黙食、マスク飲食、酒類提供無しに限り利用中

の飲食を可とした。 

 

 オ 主催事業、共催事業は密が想定されることから中止とした。 

 

（３）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

   第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 

 ア まん延防止等重点措置に基づく要請事項を踏まえて、令和４年１月２１

日から３月２１日まで、多目的ホール利用に以下の制限を実施した。 

・大声を出す活動（カラオケ、コーラスなど） 

・身体的な接触を伴う活動 

・酒類の提供 

 

 イ 令和４年３月２２日以降は、施設利用の制限を解除したものの、感染対策

（マスク着用、手指消毒、距離の確保等）を引き続き実施した。 

 

（４）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 ア 感染拡大の傾向はあるが、施設利用のルールを順守して頂くようお願い

すると共に対策（マスク着用、手指消毒、距離の確保等）は引き続き実施し

た。 

 

 イ 国の業種別ガイドライン改定を受けて、令和５年３月１３日付けで入館

者へのマスク着用徹底等の呼びかけを終了した。 
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   なお、他の感染対策（手指消毒・検温）は継続実施している。 

 

３ 実施上の課題と対応 

（１）感染防止対策実施上の課題 

  新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を踏まえて、マスク着用、

手指消毒のための消毒液の配備、人と人の距離の確保など基本的な感染防止

策を利用者にお願いし、施設受付、事務室受付のアクリル板設置など、感染

症防止対策のための設備を設置したが、利用自粛や予約キャンセルが発生す

るなど、利用者側の不安を払しょくするまでには至らなかった。 

  利用者と施設関係者の安全確保のため、新型コロナウイルス感染防止対策

を徹底した一方で、経費の増加が課題となった。 

 

（２）施設の利用減少と売上の低迷 

  新型コロナウイルス感染拡大当初から貸出を中止したり予約がキャンセル

になるなど、令和２年度から令和４年度まで利用と売上が減少した。 

  これに伴い、新型コロナウイルス感染症の影響下においても適切に指定管

理施設を維持し、運営管理していくために必要な指定管理料の増額を令和２

年度に行った。（１０，０９４千円） 

 

  【参考 施設の利用状況】 

区分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

多目的 

ホール 

利用日数 249日 119日 165日 227日 

利用人数 99,737人 14,160人 24,275人 42,174人 

利 用 率 75.5％ 40.9％ 51.1％ 71.2％ 

 

４ ＩＣＴの活用 

  利用者向けのオンライン環境整備がないため、利用者による専用回線設置

やＷｉ－Ｆｉ持ち込み等による実施しか、出来ない状況であった。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  東部地域振興ふれあい拠点施設ふれあいキューブのホームページにて感染

防止対策を掲載、逐次情報発信を行った。 

  主催事業をはじめとしてポスターやチラシに利用上の注意事項を記載し、

来館者への事前告知と感染防止対策への協力をお願いした。 
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６ 自己評価 

  緊急事態宣言の発令やまん延防止等重点措置に基づく政府や埼玉県の要請

事項を遵守し、ふれあいキューブを運営させてきた。 

  一部利用の制限や、感染対策（マスク着用、手指消毒、距離の確保）を行う

など、状況に応じた対策を行い、利用者にはご不便をおかけしたが特段のご意

見をいただくことはなかった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  施設稼働率の低下に伴う収入の大幅な減少により、施設運営に重大な支障

が生じる場合には、施設の設置主体として適切に対応する必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策 業種別ガイドライン 

 ・内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 

９ 事業費・財源 

  事業名 東部地域振興ふれあい拠点施設管理費 

  事業費 令和２年度 １３２，７３８千円 

      令和３年度 １１８，０１８千円 

      令和４年度 １２２，７０９千円  

  財 源 使用料・手数料・諸収入・県債・一般財源 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  国の基本的対処方針等の廃止に伴い、同方針等に基づく感染防止対策は終

了したが、アルコール消毒液の設置や、検温器、パーティションの貸出とい

った取組は継続して行っている。 

 

 

 



 

その他の県有施設における感染防止対策 
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 西部地域振興ふれあい拠点施設 
 

１ 概要 

  西部地域振興ふれあい拠点施設では、新型コロナウイルス感染症の発生状

況及び緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に基づく要請事項等を踏まえて、

一部施設の休館、貸館の利用制限、自主事業の一部中止など、新型コロナウイ

ルス感染の波ごとに様々な施策を実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

   第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

   第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

 

 ア 令和２年４月７日に発令された緊急事態宣言に伴い、令和２年４月８日

から５月３１日まで、多目的ホール及び会議室を休館とした。 

 

 イ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況等を踏まえ、令和２年１２月２４

日から令和３年３月２１日まで、多目的ホール及び会議室の新規予約受付

を中止した。 

 

（２）第１波～第８波まで継続して実施。 

 ア 入館者に検温、マスク着用、手指消毒をお願いするとともに、スタッフの

感染防止対策やソーシャルディスタンスの確保を実施した。 

 

 イ 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、イベント開

催時における利用人数及び利用内容の制限を行った。 

 

 ウ 指定管理者による自主事業について、新型コロナウイルス感染症の発生

状況等を踏まえ、一部中止、または規模を縮小して開催するなどの対応をと

った。 

 

 エ 令和２年４月から令和４年９月末まで、新型コロナウイルス感染防止を

理由とした利用内容の変更やキャンセルの申出に対し、利用日の振替、また

は利用料の全額返還を行った。 
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（３）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

   国の業種別ガイドライン改定を受けて、令和５年３月１２日付けで利用者

へのマスク着用徹底等の呼びかけを終了した。 

   なお、他の感染対策（消毒・検温・換気等）は継続実施している。 

    

３ 実施上の課題と対応 

（１）施設における感染防止対策の実施 

  新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を踏まえて、検温装置や

消毒用アルコール、総合案内窓口におけるアクリル板設置など、感染症防止対

策のための設備を導入した。 

  また、利用者に対し、検温、手指の消毒、マスク着用、ソーシャルディスタ

ンスの確保を促すとともに、貸出後の備品やドアノブ等の消毒作業を行った。 

  利用者と施設関係者の安全確保のため、新型コロナウイルス感染防止対策

を徹底した一方で、経費の増加が課題となった。 

 

（２）稼働率に伴う利用料金収入の減少 

  新型コロナウイルス感染症を理由とした予約のキャンセルや新規申し込み

の減少により、令和２年度及び令和３年度の施設稼働率が大きく下がった。 

  これに伴い、新型コロナウイルス感染症の影響下においても適切に指定管

理施設を維持し、運営管理していくために必要な指定管理料の増額を令和２

年度及び令和３年度に行った。 

 （令和２年度：４６，４１０千円、令和３年度：９，５００千円） 

 

 【参考：施設の利用状況】 

区  分 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

多目的 

ホール 

利用日数 317日 196日 287日 328日 

利用人数 128,359人 26,428人 40,475人 89,375人 

利 用 率 89.5％ 66.2％ 82.0％ 92.1% 

 

４ ＩＣＴの活用 

  オンラインによる催事開催のニーズが高まったことから臨時専用回線を常

設化し、利便性の向上を図った。 

  また、予約システムの改修により窓口での対面手続き時間の短縮を図った。 
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５ 広報・関係機関への周知 

 ・ウェスタ川越のホームページにて、施設の利用制限及びイベントの取扱い 

  を掲載 

 ・感染防止対策に関するチラシを館内に掲示 

 

６ 自己評価 

  緊急事態宣言の発令やまん延防止等重点措置に基づく要請事項を踏まえて、 

 一部利用の制限や、感染対策（マスク着用、手指消毒、検温）を行うなど、状

況に応じた対策を行うことが出来た。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  施設稼働率の低下に伴う収入の大幅な減少により、施設運営に重大な支障

が生じる場合には、施設の設置主体として適切に対応する必要がある。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策 業種別ガイドライン 

 ・内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 

９ 事業費・財源 

  事業名 西部地域振興ふれあい拠点施設管理費 

  事業費 令和２年度 ９２，７７９千円 

      令和３年度 ６０，６７６千円 

      令和４年度 ６０，３５５千円 

 財 源 使用料・手数料、財産収入、諸収入、一般財源 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  国の基本的対処方針等の廃止に伴い、同方針等に基づく感染防止対策は終

了したが、アルコール消毒液の設置や、検温器、パーティションの貸出とい

った取組は継続して行っている。 

 

 



 

その他の県有施設における感染防止対策 
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県立図書館 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ観点から、２度にわたり臨時休館を

実施した。臨時休館時は来館サービスや各種イベントを中止し、予約資料のみ

貸出・返却する特別窓口を設置し、最小限のサービスを継続した。 

  また、開館時には基本的な感染防止対策を講じた上で、利用制限（短時間利

用、閲覧席・視聴ブースの撤去・間引き等）を設けながらサービスの提供を 

 行った。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

  令和２年２月２６日の国からの全国的なスポーツ・文化イベント等の中止、 

 延期、規模縮小等の要請を受け、感染防止の観点から、２月２９日から臨時休 

 館した。当初、国の要請期間が２週間であったことを踏まえ、３月１５日まで 

 は来館サービスや各種イベントをすべて中止し、ウェブサイト・電話・ＦＡＸ・ 

 郵送によるレファレンスのみを受け付けた。３月１６日からは熊谷・久喜の両 

 県立図書館のエントランスに特設窓口を設置し、予約資料の貸出と返却を実 

 施したが、４月７日に緊急事態宣言が発出されたことに伴い４月１４日から 

 特設窓口を閉鎖した。 

  ５月１５日、緊急事態宣言が５月３１日まで延長される中、県民の健康的な

生活を維持するため、県として、事前予約による図書の貸出しについては徹底

した感染防止策を講じることを前提に制限を緩和することを決定し、５月 

１９日から特設窓口における貸出等を再開した。 

  緊急事態宣言が５月２５日に解除されたことを受け、利用に制限（マスク着

用、短時間利用＝６０分以内、閲覧席の撤去・間引きなど）を設けるとともに、

感染拡大防止の館内環境（手指用消毒液の設置、ビニールカーテン・パーテー

ションの設置、定期的な換気など）を整備した上で、６月２日から開館（午前

９時～午後５時）し、サービスを提供した。また、来館者には館内感染に備え

て連絡カード記入をお願いした。一方、館内イベントは感染防止の観点から引

き続き中止した。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

  令和２年６月１２日からは、利用の制限の一部緩和（短時間利用＝２時間以

内、視聴ブース・対面朗読の利用再開）を行った。引き続き、感染拡大防止の
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館内環境（手指用消毒液の設置、ビニールカーテン・パーテーションの設置、

定期的な換気など）を整備した上で開館し、サービスを提供した。 

  ７月１日からは開館時間を通常の午後８時までとするとともに、利用時間

を３時間以内に緩和した。また、館内イベントは感染防止対策を講じて順次再

開した。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

  緊急事態宣言の発出に伴い令和２年１２月２４日から再び臨時休館し、 

１２月２３日までに予約された資料の貸出について特設窓口を設置し行った。

なお、郵送貸出サービス及びウェブサイト・電話・ＦＡＸ・郵送によるレファ

レンスサービスは継続した。館内イベントは中止した。 

  令和３年１月８日から所蔵資料の予約を再開し、特設窓口で貸出を行った。

また、イベントのうちＺｏｏｍによるセミナーを実施した。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

  緊急事態宣言が令和３年３月２１日に解除されたことを受け、３月２３日

から再び利用に制限（マスク着用、短時間利用＝３時間以内、閲覧席の間引き

など）を設けるとともに、感染拡大防止の館内環境（手指用消毒液の設置、ビ

ニールカーテン・パーテーションの設置、定期的な換気など）を整備した上で

開館（通常の午後７時まで）し、サービスを提供した。なお、映画会などのイ

ベントは４月２０日から一時再開したが４月２８日から再度中止した。 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

  映画会などのイベントを令和３年６月２１日から感染防止対策を講じ再開 

 した。引き続き、利用の制限を設けるとともに、感染拡大防止の館内環境を整 

 備した上で開館し、サービスを提供した。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

  引き続き、利用の制限を設けるとともに、感染拡大防止の館内環境を整備し

た上で開館し、サービスを提供した。 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

  引き続き、利用の制限を設けるとともに、感染拡大防止の館内環境を整備し

た上で開館し、サービスを提供した。なお、国の新型コロナウイルス感染症対

策の基本的対処方針の変更を踏まえ、令和４年９月３０日をもって連絡カー

ドを廃止した。また、イベントの参加人数制限を緩和した。 
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（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

  令和５年３月１日から利用制限のうち利用時間を４時間以内に緩和した。 

  また、マスクの着用に関する国の方針変更に伴い、令和５年３月１３日以降

はマスクの着用について利用者個人の判断に委ねるものとした。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  図書館で開催するイベントは、参加人数や対話の有無・程度、実施会場の広

さなどの違いがあったことから、実施の可否を含めた必要な対策の判断に苦

慮した。また、開館時には、感染防止対策を講じる上で、利用者の理解・協力

を得る必要があったことから、日本図書館協会における業種別ガイドライン

や「図書館 彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を参考に、ホームページへ

の掲載や館内の掲示、館内アナウンス等により感染防止対策への協力を依頼

した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  これまで対面で行っていた講座やイベントについてライブ配信や動画配信

など、インターネットを活用した新たな形での事業開催に取り組んだ。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  適宜県立図書館ホームページや館内掲示、館内放送により利用者へ周知し

た。 

 

６ 自己評価 

  感染流行初期等における一時的な休館はやむを得なかったが、日本図書館

協会における業種別ガイドラインや「図書館 彩の国『新しい生活様式』安心

宣言」を参考に、感染防止対策を実施し、図書館機能（貸出サービス、情報検

索サービスなど）を一定程度維持しつつ、感染拡大防止を図れた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  従来型の図書館は来館しなければ受けることができないサービスが中心で

あり、外出制限等の環境下においては十分に図書館サービスを提供できなか

った。感染流行時における図書館機能は、外出制限等の環境下にある県民の 

 健康的な生活の維持に重要な役割を果たすものと考えられることから、今後

は、電子書籍の導入やオンラインによるサービス提供など、非来館型のサービ

スを充実させる必要があり、環境整備のための国の支援が必要である。 
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８ 根拠法令・事務連絡等 

  図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン（令和２年 

 ５月１４日公表 日本図書館協会） 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年５月８日、５類移行に伴い、職員のマスクの着用・手洗いや手指の

消毒、手指用消毒液の設置などの感染防止対策を継続する一方で、開館にあた

って実施していた時間制限やイベントの人数制限を解除した。また、各カウン

ターに設置していた衝立やビニールカーテンの撤去を行った。併せて、ホーム

ページなどを通じて、利用者に対して、以下の事項への理解・協力を依頼した。 

  ・ 発熱などがある場合の利用自粛 

 ・ 咳エチケット、手洗い、手指の消毒 

  ・ 換気のための常時の窓開け（一部） 



 

その他の県有施設における感染防止対策 
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県立げんきプラザ 

 

１ 概要 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ観点から、２度にわたり臨時休所を

実施した。臨時休所時は宿泊イベント等のすべての事業を中止した。 

また、開所時には基本的な感染防止対策を講じた上で、利用制限（マスクの

着用、利用人数の制限等）を設けながらサービスの提供を行った。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

  令和２年２月２６日の国からの全国的なスポーツ・文化イベント等の中止、 

 延期、規模縮小等の要請を受け、感染防止の観点から、２月２９日からすべて

の事業を中止し、臨時休所とした。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

  体験活動を行う施設であるため、再開には十分な感染防止対策の検討と環

境整備が必要であったことから、緊急事態宣言解除後も、令和２年６月３０日

まで臨時休所を継続した。７月１日から利用の制限（日帰り利用のみ、マスク

着用、利用者人数の制限、など）を設けるとともに、感染防止のための施設内

環境（手指用消毒液の設置、アクリルパーテーションの設置、換気設備の設置

など）を整備した上で開所し、サービスを提供した。 

  また、９月１日からは利用の制限（マスク着用、利用者人数の制限など）を

設け、宿泊利用を段階的に再開した。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

  緊急事態宣言の発出に伴い１２月２４日から再び臨時休所した。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

  緊急事態宣言が令和３年３月２１日に解除されたことを受け、再び利用に

制限（マスク着用、利用人数の制限、など）を設けるとともに、感染防止のた

めの館内環境（手指用消毒液の設置、ビニールカーテン・パーテーションの設

置、換気設備の設置など）を整備した上で、開所し、サービスを提供した。 

  宿泊利用は、開所時点で予約済みのケースのみ利用可とし、新規利用を制限

した。 
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（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

  宿泊利用は、予約済みのケースのみ利用可とし、新規利用を制限した。 

  令和３年１０月１５日からは、一律に制限していた利用人数を活動内容に

よって判断することとし、利用制限を一部緩和するとともに、新規宿泊利用の

受付も再開した。 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日）・第７波（令和４年 

  ６月６日～令和４年１０月７日） 

  引き続き、利用に制限（マスク着用、活動内容によって利用人数を制限、な

ど）を設けるとともに、感染防止のための館内環境（手指用消毒液の設置、ビ

ニールカーテン・パーテーションの設置、換気設備の設置など）を整備した上

で開所し、サービスを提供した。 

 

（７）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

  マスクの着用に関する国の方針変更に伴い、令和５年３月１３日以降はマ

スクの着用について利用者個人の判断に委ねるものとした。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  げんきプラザは、主に体験活動を行う目的の施設であり、実施会場（屋内外・ 

 広さ）、参加人数や対話・身体的接触の有無・程度、などの違いがあったこと 

 から、各活動の実施の可否を含めた必要な対策の判断に苦慮した。 

  体験活動実施にあたり、感染防止を徹底するためには、利用者の理解・協力 

 を得ることが不可欠があったことから、国立青少年教育振興機構における感 

 染防止対策ガイドライン（令和２年５月１８日発表 国立青少年教育振興機 

 構）を参考に、ホームページへの掲載、施設内の掲示、体験活動前後でのアナ 

 ウンス等により感染防止対策への協力を依頼した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

ホームページを活用した情報発信を行った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

適宜げんきプラザホームページや館内掲示、館内放送により利用者へ周知

した。 

 

６ 自己評価 

感染流行初期等における一時的な休所はやむを得なかったが、「国立青少年
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教育振興機構における感染防止対策ガイドライン」などを参考に、感染防止対

策を実施し、体験活動を行う社会教育施設としての機能を一定程度維持しつ

つ、感染拡大防止を図れた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

げんきプラザは実際に宿泊や体験活動を行うことを目的とした施設であり、

人の行動が制限される環境下においては十分にサービスを提供できないこと

から、社会教育施設としての機能を維持していくため、国において、行動制限

下においても可能な活動や実施の条件などの一定の目安を速やかに示すべき

である。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  国立青少年教育振興機構における感染防止対策ガイドライン（令和２年５ 

 月１８日発表 国立青少年教育振興機構） 

 

９ 事業費・財源 

なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年５月８日、５類移行に伴い、職員のマスクの着用、手洗いや手指の

消毒及び検温スタンド・手指用消毒液の設置などの感染防止対策を継続する

一方で、各施設における利用制限（合唱禁止など）や宿泊受入制限の廃止及び

各所に設置していたパーティションの撤去を行った。また、一部施設を除き館

内での食事を可能とした。併せて、ホームページなどを通じて、利用者に対し

て、以下の事項への理解・協力を依頼した。 

  ・ 発熱などがある場合の利用自粛 

  ・ 咳エチケット、手洗い、手指の消毒 

  ・ 宿泊等利用時の換気 



 

その他の県有施設における感染防止対策 
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県立博物館、美術館、さいたま文学館、文書館 
 

１ 概要 

  県立博物館、美術館、さいたま文学館、文書館では、新型コロナウイルスの 

感染拡大を防ぐ観点から、２度にわたり臨時休館を実施した。この間、「＃お

うちでミュージアム」と題し、ＳＮＳを通じて各館の企画展や収蔵資料の解説

動画、画像などを公開した。 

  また、開館時には基本的な感染防止対策を講じながら展覧会等の事業を実

施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

  令和２年２月２６日に国が、全国的なスポーツ・文化イベント等の中止、延

期、規模縮小等を要請し、国立博物館・美術館にも休館を要請した。本県にお

いても新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ観点から、県立博物館、美術館、

さいたま文学館、文書館を２月２９日から臨時休館とした。 

  休館中は、外出自粛で自宅にいる方に向けて県立博物館・美術館等を紹介す

るため、「＃おうちでミュージアム」と題し、ＳＮＳを通じて各館の企画展や

収蔵資料の解説動画、画像などを公開した。 

  ５月１５日、緊急事態宣言が５月３１日まで延長される中、県民の健康的な

生活を維持するため、県として、事前予約による図書の貸出しについては徹底

した感染防止策を講じることを前提に制限を緩和することを決定し、５月１

９日から文書館における事前予約による資料閲覧を再開した。博物館等は引

き続き休館を継続した。 

  ５月２６日、緊急事態宣言解除（５月２５日）を受け、歴史と民俗の博物館、

川の博物館を先行して再開した。両館の実施状況を踏まえ、６月２日に、さき

たま史跡の博物館、嵐山史跡の博物館、自然の博物館、近代美術館、さいたま

文学館を再開した。 

  開館に当たっては、公益財団法人日本博物館協会による「博物館における新

型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を踏まえ、埼玉県博物館連絡協

議会で策定した「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」に沿った感染拡大防止

対策を行った。 

  具体的には、各施設とも、複数の人が手を触れる場所の消毒や、受付に飛沫

防止シートを設置するなどの感染防止対策を徹底した。また、入館者に対して

入口での検温、手指消毒を実施し、マスク着用や入館者カード（氏名・連絡先）

の記入をお願いした。さらに、座席を使用するイベント・行事は、前後左右の
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座席間隔を空ける等の配慮を行って実施した。その他、施設ごとに、滞在時間

や入館者数の制限など３密を生じさせないための対策を講じた。 

  

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

  ガイドライン等に基づく感染防止対策を徹底した上で開館した。 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

  緊急事態宣言の発出に伴い、令和２年１２月２４日から再び県立博物館、 

美術館、さいたま文学館、文書館を臨時休館とした。 

  休館中は、「＃おうちでミュージアム」により、ＳＮＳを通じて各館の企画

展や収蔵資料の解説動画、画像などを公開し、来場しなくても楽しむ・学ぶこ

とができるサービスを提供した。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

  令和３年３月２３日、緊急事態宣言解除（３月２１日）を受け、県立博物館・

美術館等について３月２３日（火）から（さいたま文学館は館内整備のため３

月２４日（水）から）再開した。 

  開館に当たっては、引き続きガイドライン等に基づく対策を徹底した。 

  また、新型コロナウイルス感染症への感染防止対策のため、令和４年４月以

降、博物館、美術館等において、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金等を活用して二酸化炭素濃度測定器、消毒液、空気清浄機等の整備

を行った。 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日）・第６波（令和３

年１２月１５日～令和４年６月５日） 

  ガイドライン等に基づく感染防止対策を徹底した上で開館した。 

 

（６）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

  令和４年９月８日、国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

の変更を踏まえた日本博物館協会による「博物館における新型コロナウイル

ス感染拡大予防ガイドライン」の改訂を受け、埼玉県博物館連絡協議会におい

て安心宣言の運用を一部変更し、入館者カードへの記入の要請をお願いしな

いこととした。その他の感染防止対策は引き続き実施した。 

 

（７）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

  マスクの着用については、国の方針変更に伴い、埼玉県博物館連絡協議会に
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おいて安心宣言の運用を一部変更し、令和５年３月１３日からマスク着用は

個人の判断に委ねることを基本とすることとした。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  臨時休館の実施に際しては、国の動向や感染症の拡大状況などを勘案して

迅速に決定し、公表する必要があった。他の県有施設の関係課とも緊密に連携

しながら対応した。 

  開館時には、感染防止対策を講じる上で、来館者の理解・協力を得る必要が

あったことから、公益財団法人日本博物館協会による「博物館における新型コ

ロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」等を参考に、ホームページへの掲載

や館内の掲示、館内アナウンス等により感染防止対策への協力を依頼した。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  外出自粛で自宅にいる方に向けて県立博物館・美術館等を紹介するため、

「＃おうちでミュージアム」と題し、ＳＮＳを通じて各館の企画展や収蔵資

料の解説動画、画像などを公開した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  各施設のＨＰや報道発表により施設の臨時休館等について周知した。 

 

６ 自己評価 

  感染流行初期等における一時的な休館はやむを得なかったが、臨時休館中

には、外出自粛で自宅にいる方に向けて県立博物館・美術館等を紹介するため、

「＃おうちでミュージアム」と題し、ＳＮＳを通じて各館の企画展や収蔵資料

の解説動画や画像などを公開することで、博物館等の教育的機能などを一定

程度維持しつつ、感染拡大防止を図れた。また、このことは、博物館等の新た

なサービス提供方法の創造につながった。 

  また、開館時は、基本的な感染防止対策を講じながら展覧会等の事業を実施

することで、クラスターの発生を防ぎながら文化芸術に触れる機会を提供す

ることができた。 

  

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題・国へ提言すべき事項 

  従来型の博物館等は来館しなければ受けることができないサービスが中心

であり、外出制限等の環境下においては十分なサービスを提供できなかった。 

感染流行時においても博物館等の教育的機能等を維持していくために、今後

とも、「＃おうちでミュージアム」のような非来館型のサービスを充実させる
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必要があり、そのための全国的なプラットフォームの整備や財政的支援など

の継続的な国の支援が必要である。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン（令和２年 

 ５月１４日公表 日本博物館協会） 

 

９ 事業費・財源 

国の交付金等を活用した感染防止対策用物品の整備費 

  事業費 令和４年度 ３，３８４千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（２分の１） 

      文化芸術振興費補助金（２分の１） 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  令和５年５月８日、５類移行に伴い、職員のマスクの着用・手洗いや手指の

消毒、手指用消毒液の設置などの感染防止対策を継続する一方で、開館にあた

って実施していた人数制限や時間制限を解除した。また、ホームページなどを

通じて、来館者に対して、以下の事項への理解・協力を依頼した。 

  ・ 発熱などがある場合の来館自粛 

  ・ 咳エチケット、手洗い、手指の消毒 

  ・ 展示ケースや台、壁等に触れないこと 

  なお、変更に当たっては、公益財団法人日本博物館協会による「新型コロナ

ウイルス感染症の５類感染症への移行に伴う博物館における感染予防の基本

的方針」を参考とした。 

  また、「＃おうちでミュージアム」における公開コンテンツの更新等を継続

し、引き続き、非来館型のサービスの充実を行っている。 



７ その他 

（１）他機関等との連携 
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医師会との連携 

 

１ 概要 

  埼玉県と埼玉県医師会とは、新型コロナウイルス感染症対応初期から連携

を図り、様々な取組を行ってきた。特に①発熱外来ＰＣＲセンターの設置、②

診療・検査医療機関の公表、③ワクチン接種、④後遺症（罹患後症状）対策に

ついては全国に先駆けた取組もあり、連携の象徴的な取組である。 

  また、県職員が県医師会内に設置された新型コロナウイルス感染症対策会

議に毎週出席し、感染動向・県施策の説明や意見交換、県医師会への協力依頼

を行うなど常にコミュニケーションを取りながら取組を行ってきた。 

  さらに、県が症例検討会を開催し、入院調整や自宅療養、地域連携などのテ

ーマごとに医療機関同士の情報共有や課題解決を図るなど、現場の医師等と

も連携を図った。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

 ①発熱外来ＰＣＲセンター 

   厚生労働省の令和２年４月１５日付け事務連絡「帰国者・接触者外来の増

加策及び対応能力向上策について」を受け、県は県医師会に対して発熱外来

ＰＣＲセンター（県の呼称。国の名称は「地域外来・検査センター」）の運

営を依頼した。 

   併せて、県医師会と連携し、郡市医師会に対して、丁寧な説明を行うこと

により、令和２年５月１日に全国で初めて県保健所管内に所在する全２３

郡市医師会と委託契約を締結し、県内のＰＣＲ検査機能の大幅な拡充を図

ることができた。 

   なお、保健所設置市（さいたま市、川越市、越谷市、川口市）に所在の７

郡市医師会においても地域外来・検査センターを設置したことから、本県で

は県内全ての３０郡市医師会において同センターを設置することができた。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

 ①発熱外来ＰＣＲセンター 

   発熱外来ＰＣＲセンターの運営【再掲】 
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（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

 ①発熱外来ＰＣＲセンター 

  ア 長期休暇期間中の診療・検査体制強化の実施 

   ・年末年始の６日間（令和２年１２月２９日～令和３年１月３日） 

     年末年始の期間は他の期間と比べて開院する医療機関が少なくなる

ため、県医師会および各郡市医師会と連携し、年末年始における郡市医

師会ごとの診療・検査体制を確保することにより、当該期間中も県民が

安心して医療機関を受診できるようにした。 

    ※県保健所管内に所在する全２３郡市医師会と契約締結 

 

  イ 発熱外来ＰＣＲセンターの運営【再掲】 

 

 ②診療・検査医療機関 

   診療・検査医療機関の公表に当たっては、風評被害や公表医療機関への検

査等の集中を危惧する意見もあったが、県医師会と連携して県内の医療機

関に対して丁寧な説明を行い、制度当初から指定した全医療機関の公表に

繋げた。制度開始当初から全ての診療・検査医療機関を公表したのは、高知

県と埼玉県のみであった。 

 

 ③ワクチン接種 

  ア ワクチン接種体制確立 

    令和２年１２月に国から具体的な接種スケジュールが示され、令和３

年２月から順次始まるワクチン接種までに急ピッチで接種体制を確立す

る必要があった。 

    準備にあたり喫緊の課題は、２か月という短期間で、接種会場となる病

院や診療所、市町村が設置する集団接種会場に協力する接種医療機関等

を確保することであった。 

    多くの医療機関の協力を得るため、県医師会及び郡市医師会の全面的

な協力をいただきながら、調整を進めた。具体的な調整内容についても県

医師会会長・副会長をはじめとする役員から細部にわたるアドバイスを

いただけたことで円滑に進めることができた。 

    このように県医師会の強いリーダーシップ及びきめ細かい協力を通じ、

短期間での郡市医師会、各医療機関との調整、体制確立が可能となった。 

 

  イ 医療従事者等優先接種 

    県医師会及び各郡市医師会と協力し、県内２９８病院を医療従事者等
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の優先接種を行う病院と高齢者をはじめ住民接種を行う病院等に振り分

け、いち早く医療従事者等の接種会場を決定した。 

    具体的には、令和３年１月に開催した県医師会理事会で、県及び県医師

会から各郡市医師会に対して、県及び市町村に対して配分される５１６

台のディープフリーザーのうち、２月末までに配送される７９台を設置

するＡグループ（医療従事者等の優先接種を行う）７９病院の候補案を提

示した上で、県内２９８病院についてＡグループ７９病院又はＢグルー

プ（高齢者をはじめ住民接種を行う）２１９病院への振り分けを依頼した。

また、市町村が設置する集団接種会場又は診療所２１８か所での住民接

種について、県及び県医師会から各郡市医師会へ協力依頼を行った。 

    さらに、１月に県と県医師会の共催で説明会を開催し、医療関係者 

   約３,０００人の参加があった。 

    各郡市医師会からは、県にＡグループ・Ｂグループ病院振り分け調整の

結果報告があり、各病院あて接種協力医療機関の決定通知を送付した。こ

れにより医療従事者等優先接種体制の速やかな構築が可能となった。 

 

  ウ 専門医療機関の指定 

    新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種後の副反応を疑う症

状に対する診療体制を構築する必要があった。 

    専門医療機関の指定に当たっては、県医師会に助言をいただき、神経難

病の知見を有する埼玉県難病診療連携拠点病院の４病院（自治医科大学

附属さいたま医療センター、埼玉医科大学総合医療センター、埼玉医科大

学病院、獨協医科大学埼玉医療センター）に協力依頼を行い、令和３年３

月１日に指定した。また、かかりつけ医等が、専門医療機関と円滑に相談

できるよう、県医師会から各郡市医師会を通じて会員医療機関に周知す

るなど、県内の医療機関に情報共有した。これによりワクチンの接種後の

副反応を疑う症状に対する診療体制の構築を実現できた。 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

 ①発熱外来ＰＣＲセンター 

  ア 長期休暇期間中の診療・検査体制強化の実施 

・ゴールデンウィークの７日間（令和３年４月２９日～令和３年５月５日） 

    ※県保健所管内に所在する全２３郡市医師会と契約締結 

 

  イ 発熱外来ＰＣＲセンターの運営【再掲】 
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 ③ワクチン接種 

  ア 集団接種会場 

    令和３年２月、医療従事者への接種が順次開始される中、高齢者接種に

向けた体制づくりが進められていた。さらに、引き続いて行われる１６歳

以上の全住民を対象とし、迅速にワクチン接種を進めるには、個別接種に

加え、集団接種会場の設営が不可欠であった。集団接種会場については、

安全かつ速やかに行う必要があったものの、ノウハウがないことから自

治体や関係医療機関から不安の声が聞かれた。そのため、県医師会、蕨戸

田市医師会、戸田市及び県の共催で集団接種訓練を実施し、会場レイアウ

ト、医療スタッフの配置、被接種者の導線、副反応時における救急搬送等、

細部にわたり検証を行った。訓練結果は、県内市町村及び各郡市医師会に

共有され、集団接種会場の安全な運営体制の構築及び被接種者の安心に

大きく寄与した。 

 

  イ 接種医療機関の掘り起こし 

    令和３年４月末、菅首相の記者会見を受け、急遽、国から都道府県あて

７月末までに高齢者向けワクチン接種を完了するよう要請が行われ、ワ

クチン接種のペースを上げる必要が生じた。接種体制強化には、既存の接

種医療機関に加え、更なる医療機関数の増強が必要であったが、この際に

おいても県医師会及び郡市医師会に大きく協力いただき、多くの接種医

療機関の掘り起こしが可能となった。これにより、６月の掘り起こし前ま

では３万人程度だった１日当たりの接種能力について、７月には８万人

程度に増強することができた。 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

 ①発熱外来ＰＣＲセンター 

   発熱外来ＰＣＲセンターの運営【再掲】 

 

 ④後遺症（罹患後症状）対策 

   感染者の増加に伴い、療養終了後も微熱や倦怠感などの症状が残ること

が分かったことから、後遺症外来を行う医療機関を増やし、地域の医療機関

が患者に寄り添い、診療できる体制を構築する必要が生じた。そこで、まず

は県医師会の協力の下、令和３年１０月から７医療機関９診療科において、

地域の医療機関からの紹介を受けて後遺症（罹患後症状）の診療を行う後遺

症外来を開始した。 
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（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 ①発熱外来ＰＣＲセンター 

  ア 長期休暇期間中の診療・検査体制強化の実施 

   ・年末年始の６日間（令和３年１２月２９日～令和４年１月３日） 

    ※県保健所管内に所在する全２３郡市医師会と契約締結 

   ・ゴールデンウィークの５日間（令和４年４月２９日、３０日、５月３

日～５日） 

   ※県保健所管内に所在する全２３郡市医師会と契約締結 

 

  イ 発熱外来ＰＣＲセンターの運営【再掲】 

 

 ③ワクチン接種 

  ア 小児接種体制の確立 

    令和３年１１月から国において小児へのワクチン接種の必要性につい

て議論が開始された。一方、保護者の中からは、小児という特殊性から効

果や安全性を不安視する声などもあがっていた。このような中、県医師会

からは、信頼関係のあるかかりつけ小児科医に接種いただくことが、保護

者の安心につながるとアドバイスをいただき、本県では小児科標ぼう医

療機関を中心に接種体制を構築していく方向性をいち早く決定した。こ

れにより、市町村と郡市医師会による個別接種中心の接種体制を円滑に

進め、混乱なく速やかに小児接種を開始することができた。 

 

 ④後遺症（罹患後症状）対策 

   これまで後遺症（罹患後症状）を診療していなかった医療機関の診療の指

針となるよう、後遺症外来を行う７医療機関から４２２症例を収集し、県医

師会と連携して設置した症例検討会において検討を行い、令和４年３月、全

国に先駆けて症例集を作成した。 

   この症例集を県内全ての医療機関に配付し、後遺症外来を実施していた

だける医療機関を募集した。併せて、県医師会との共催で講演会を開催し、

担当医師が症例集に掲載した症例を報告するとともに、各診療科における

具体的な対処法を説明した。 

   その結果、令和４年４月１日時点で１４７医療機関から手が挙がり、すべ

ての医療機関を診療科又は地域ごとのリストに整理し、県ホームページで

公開した。 

   また、令和４年５月にはオミクロン株中心の第６波における患者の症例

について、後遺症外来を行う医療機関にアンケートを実施し、その結果を反
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映した症例集第２版を作成した。 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

 ①発熱外来ＰＣＲセンター 

   第７波においては、それまでと比べて新規陽性者数が急増し、感染の急拡

大が進む中、早急に県内の診療・検査体制を強化する必要があった。 

   そこで、保健所設置市（さいたま市、川口市、川越市、越谷市）と協議し、

全県で臨時の診療・検査体制を実施した。従来の２３郡市医師会に加えて保

健所設置市に所在する７郡市医師会とも契約を締結することにより、全県

でのお盆期間や休日等の診療・検査体制の強化を図った。 

 

  ア 長期休暇期間中の診療・検査体制強化の実施 

   ・お盆期間の２日間（令和４年８月１１日、１４日） 

    ※全３０郡市医師会と契約締結（保健所設置市分も含む） 

 

  イ 休日等の診療・検査体制強化の実施 

   ７月から８月までの期間のうち１３日間 

   ・７月の２日間（３０日、３１日） 

   ・８月の１１日間（４日、６日、７日、１１日、１３日、１４日、 

２０日、２１日、２５日、２７日、２８日） 

   ※県内全３０郡市医師会と契約締結（保健所設置市分も含む） 

   ※対象日が本来休診日である医療機関が、臨時的に１日あたり６時間以

上、かつ、診療・検査の両方に対応する場合が対象 

   ※８月１１日及び１４日については、上記のお盆期間における体制強化

に参画した医療機関は対象外 

 

  ウ 発熱外来ＰＣＲセンターの運営【再掲】 

 

 ②診療・検査医療機関 

   感染急拡大に対応するため、令和４年７月に知事と県医師会長との連名

の書簡により、各医療機関に診療・検査医療機関への指定申請の依頼を行い、

診療・検査医療機関の拡充を図った。令和４年７月９日には検査件数が過去

最高の２３，３８１件となる中、約８０％にあたる１８，７７０件を診療・

検査医療機関で実施した。 
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（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

 ①発熱外来ＰＣＲセンター 

   第８波で実施した体制強化（以下のア、イ）についても、迅速に全県での

診療・検査体制を確保するため、保健所設置市に所在する７郡市医師会も含

めた県内全３０郡市医師会と契約を締結した。 

 

  ア 長期休暇期間中の診療・検査体制強化の実施 

   ・年末年始の６日間（令和４年１２月２９日～令和５年１月３日） 

   ※全３０郡市医師会と契約締結（保健所設置市分も含む） 

   ・ゴールデンウィークの４日間（令和５年４月２９日、令和５年５月３

日、４日、５日） 

   ※県内全３０郡市医師会と契約締結（保健所設置市分も含む） 

 

  イ 日曜日・祝日の診療・検査体制強化の実施 

   １２月から２月までの期間のうち１５日間 

   ・１２月の４日間（４日、１１日、１８日、２５日）、 

   ・１月の５日間（８日、９日、１５日、２２日、２９日）、 

   ・２月の６日間（５日、１１日、１２日、１９日、２３日、２６日） 

   ※全３０郡市医師会と契約締結（保健所設置市分も含む） 

 

  ウ 発熱外来ＰＣＲセンターの運営【再掲】 

 

 ②診療・検査医療機関 

   新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザとの同時流行や、５

類移行後に備え、診療・検査医療機関の更なる拡充を行う必要があったため、

令和４年１０～１１月と令和５年４月の２回に渡り、知事と県医師会長と

の連名の書簡により、県内医療機関に対し、診療・検査医療機関への指定に

ついて依頼を行った。 

 

 ③ワクチン接種 

  ア 接種体制の増強 

    令和４年９月から開始した「令和４年秋開始接種」（オミクロン株対応

ワクチンによる３～５回目接種）では、国の方針変更による接種期間短縮

により接種対象者が同時期に集中し、予約が殺到したことから、一部自治

体では予約が取れないという事態が発生した。 

    この際、県は、県医師会に協力いただき、市町村と郡市医師会それぞれ
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に集団接種会場や医療機関の予約枠の増強について協力依頼を行った。

これにより、予約枠不足が解消され、接種希望者の早期接種を実現できた。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  早期の体制整備が必要とされる取組が多く、綿密な連携を図るのが時間的

にも厳しい中、常にコミュニケーションを取りながら連携してきた。 

  また、県職員が県医師会内に設置された新型コロナウイルス感染症対策会

議に毎週のように出席し、感染動向・県施策の説明や意見交換、県医師会への

協力依頼を行うなど常にコミュニケーションを取りながら連携を図った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  特になし 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  特になし 

 

６ 自己評価 

  県医師会とは、新型コロナウイルス感染症対応初期から連携を図り、様々な

取組を行うことができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）県医師会主催の会議への参加 

県医師会が設置した「新型コロナウイルス感染症対策会議」は、５類移行後

も継続され、県職員も引き続き毎週出席し、県内の感染動向や県施策の説明な

どを行うとともに現場の医療機関の状況などの把握に取り組んだ。 
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（２）５類移行に係る検討会議の開催 

  県では、新型コロナウイルス感染症の５類移行後を見据え、「新型コロナウ

イルス感染症５類移行に係る検討会議」を設置した。令和５年３月１６日、 

２９日、そして、移行後の５月１５日に会議を開催し、本県の医療体制等の諸

課題について、県医師会をはじめ県内医療機関の医師など関係者との意見交換

を行った。 
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全国知事会や１都３県との連携 

 

１ 概要 

  全国知事会においては、速やかに各都道府県における新型コロナウイルス

への対応状況や対策に関するニーズ等の情報を把握するとともに、それを踏

まえて、国に対して必要な措置について要請を行ったほか、生活圏として一体

性のある東京都、千葉県、神奈川県とともに１都３県知事テレビ会議を随時開

催し、足並みを揃えて実施することでより効果の上がるものについて連携し

て取り組んだ。 

  また、関東地方知事会議や九都県市首脳会議においても国への要望や共同

メッセージの発出などを行った。 

 

２ 経緯・取組内容 

 第１波～第８波まで全てにおいて実施。 

（１）全国知事会 

 令和２年１月３０日に、全国知事会内に「新型コロナウイルス緊急対策会議」

が設置された。その後、令和２年２月２５日には全都道府県知事を構成員とす

る「新型コロナウイルス緊急対策本部」に移行して、令和４年度末まで、計 

４１回の会議が開催された。 

 これまで新型コロナ関連で６０本の提言を取りまとめ、国に申し入れを行っ

た。提言の取りまとめに当たっては、本県からも意見を提出し、本県の課題に

対する要望も多く反映させていて、実現化に結びついている。 

 

（２）関東地方知事会議 

 ア 令和２年度第一回（春）（令和２年６月１５日開催） 

   感染症対策の強化に向けた取組に対する技術的・財政的支援やワクチン

開発の支援などを国に求める要望を取りまとめた。 

 

 イ 令和２年度第二回（秋）（令和２年１０月２１日開催） 

   感染拡大対策の実効性を確保するための法的措置や確実な財政支援、医

療機関の経営悪化に対する支援などを国に求める要望を取りまとめた。ま

た、秋冬の観光シーズンの本格化に向けて、新型コロナウイルス感染症の拡

大を防ぎつつ、経済の回復を図るため、共同でメッセージを取りまとめ、ホ

ームページ等で発信した。 

 



741 

 

 ウ 令和３年度第一回（春）（令和３年５月２８日開催） 

   コロナ禍における地域公共交通サービスの確保に向けた支援や新型コロ

ナウイルスに感染した自宅療養者への医療提供に係る財政的支援などを国

に求める要望を取りまとめた。 

 

 エ 令和３年度第二回（秋）（令和３年１０月２０日開催） 

   感染症対策の強化に向けた取組に対する技術的・財政的支援やワクチン

開発の支援などを国に求める要望を取りまとめた。 

 

 オ 令和４年度第一回（春）（令和４年５月１８日開催） 

   新型コロナウイルス感染症に罹患した等の影響により医療関係職種国家

試験を受験できなかった者に対する救済措置、感染症対策の強化に向けた

取組に対する技術的・財政的支援や医療提供体制の充実・強化、ウィズコロ

ナ・アフターコロナの観光振興などを国に求める要望を取りまとめた。 

 

 カ 令和４年度第二回（秋）（令和４年１０月２６日開催） 

   感染症対策の強化に向けた取組に対する技術的・財政的支援や医療提供

体制の充実・強化などを国に求める要望を取りまとめた。 

 

（３）九都県市首脳会議  

  令和２年４月１日及び９日に、九都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県、川崎市、横浜市、千葉市、さいたま市、相模原市）の首脳が緊急テレビ会

議を開催し、各都県市の現状と対応状況を共有するとともに、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大を防止するため、共同で注意喚起のメッセージを発出した。

その後は、年２回開催される定例の会議において、国に求める要望の取りまと

めや共同メッセージを取りまとめた。 

 

 ア 第７８回首脳会議（令和２年１１月１１日開催） 

   「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の両立に向

けた共同宣言」と、感染防止策と医療体制の整備、交付金等の財政支援の充

実などを国に求める「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経

済活動の両立に向けた要望」を発出した。 

 

 イ 第７９回首脳会議（令和３年４月２１日開催） 

   大型連休中の感染防止対策の徹底を呼び掛けるため「新型コロナウイル

ス感染症対策に関する共同メッセージ」を発出するとともに、引き続き感染
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防止対策の強化を図るため「新型コロナウイルス感染症に関する要望」を取

りまとめた。 

 

 ウ 第８０回首脳会議（令和３年１０月２５日開催） 

   感染再拡大防止、感染症対策と社会経済活動の両立、新たな感染症にも迅

速かつ柔軟に対応できる社会づくりに取り組んでいく決意を共有するとと

もに、「「ウィズ・コロナ」「ポスト・コロナ」時代の取組に関する共同宣言」

を取りまとめた。 

 

 エ 第８１回首脳会議（令和４年４月２０日開催） 

   大型連休に向けて感染防止対策等を呼び掛けるため、九都県市として共

同メッセージを取りまとめるとともに、メッセージ動画により広く周知し

た。 

 

 オ 第８２回首脳会議（令和４年１０月３１日開催） 

   ワクチンの早期接種を呼び掛けるため、九都県市として共同メッセージ

を取りまとめるとともに、メッセージ動画等を活用し、広く周知した。また、

新型コロナウイルス感染症対策に係る財源について、計画的に地方自治体

に通知するとともに、その執行を柔軟に行えるよう国に対して要望した。 

 

 カ 第８３回首脳会議（令和５年４月２６日開催） 

   新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの「５類」移行後にお

いて、基本的な感染対策は引き続き有効であること及びマスクの着脱は個

人の判断を尊重することについて、住民や事業者に呼び掛けるため、九都県

市として共同メッセージを取りまとめた。 

 

（４）１都３県知事会議 

  首都圏は生活圏として一体性があることから、１都３県で連携し、感染拡大

防止に対処することは重要であるため、１都３県の知事によるテレビ会議を

開催し、各都県による取組の状況を共有し意見交換を行うとともに、国への要

望、県民・都民への共同メッセージの発出などについて、連携した取組を行っ

た。 

  令和２年３月２６日に第１回会議を開催してから、令和５年５月１日開催

の会議までに計２９回の会議が開催された。 

  また、令和２年の年末に感染者が急速に拡大した際には、首都圏全体の感染

拡大に歯止めをかけるため、１都３県の知事が、令和３年１月２日に西村康稔
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経済再生担当大臣を訪問し、緊急事態宣言の発出を速やかに検討するよう要

望した。その結果、令和３年１月７日に、令和３年１月８日から令和３年２月

７日までの間、１都３県を区域とする緊急事態宣言が発出された。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  会議の開催に当たっては、オンライン会議ツールを活用することで、支障な

く会議を開催することが出来た。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

（１）会議開催時の報道機関への周知 

（２）会議後の取材対応（ぶらさがり会見） 

（３）会議後の会議資料・会議概要のホームページでの公表 

 

６ 自己評価 

  庁内関係各課とも円滑に連携することで、要望内容等に適切に反映するこ

とが出来た。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  新興感染症の感染拡大時には、必要に応じ、これまでに培ったノウハウを活

かして速やかに対応をしていくことが必要である。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）全国知事会 

  「新型コロナウイルス緊急対策本部」は、令和５年７月２５日、２６日に開

催された全国知事会議において、以下の理由で、当面、本部体制を継続するこ

とを決定した。 

  ・専門家からは既に第９波が始まっている可能性があるとの指摘がなされ

るなど、この夏の全国的な感染拡大が懸念されること 

  ・５類移行に関する経過措置の取扱いを含め、幅広い医療機関での外来診

療 
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  ・入院対応やワクチン接種に課題があること 

  ただし、こうした課題の解決を前提として、今後、オミクロン株と病原性

が大きく異なる変異株が出現するなど、感染動向や重症化リスクに特段の変

更が生じない限り、令和５年度末をもって、新型コロナウイルス緊急対策本

部を廃止することになっている。 

  また、令和５年５月８日から９月３０日までの間には、会議が１回開催さ

れ、１本の提言を取りまとめ、国に申し入れを行った。 

 

（２）関東地方知事会議 

   令和５年度第二回（春）（令和５年５月２４日開催） 

    感染症対策の強化に向けた取組に対する技術的・財政的支援や医療提

供体制の充実・強化などを国に求める要望を取りまとめた。 
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市町村との連絡窓口 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症に県と市町村が一丸となって取り組むため、本

県から市町村への迅速かつ確実な情報提供を行うとともに、市町村との意見

交換を通じて本県への要望・相談等を把握するなど市町村との情報連絡体制

を強化した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波～第８波まで全てにおいて実施 

 ・市町村との情報連絡体制の強化 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためには、本県だけでなく、

市町村と一丸となってその対策に取り組むことが重要である。 

   他方、市町村における情報共有の状況によっては、市町村長への迅速かつ

確実な情報伝達が図られない可能性が想定された。 

   そこで、令和２年３月から、日頃から市町村とのつなぎ役・サポート役を

担う地域振興センターにおいて、国や本県の情報を市町村の企画担当部局

に提供することとした。特に重要な情報については、地域振興センター所長

が市町村長に直接連絡し、迅速かつ確実な情報提供を行った。 

また、同年６月、新型コロナウイルス感染症に関する市町村との連絡調整

を行うため、南部、春日部、狭山、熊谷の４の拠点保健所に副所長を新たに

配置した。各副所長は、拠点管内の複数の保健所副所長を兼務し、管内各市

町村の感染者に関する情報提供、新型コロナウイルス感染症に関する国や

県の施策の情報提供や市町村との連携協定締結に向けた調整など、市町村

と緊密な連携を図った。 

   さらに、より緊密なコミュニケーションを図るため、各地域振興センター

の副所長が同年６月から管内保健所の副所長を兼務し、市町村との意見交

換や要望・相談の受付等を行った。 

   このほか、自宅療養者に対する県と市町村の連携事業や駅頭での街頭キ

ャンペーン等の実施について、市町村長等に説明し協力を求めるなど、県と

市町村の連携した取組を推進した。 
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 ■参考①：情報提供のフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考②：要望・相談等のフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

 ・市役所及び町村役場でのクラスター発生時における職員応援体制の整備 

   令和４年２月に国の通知「オミクロン株等新型コロナウイルス感染症の

感染拡大に対応した地方公共団体の機能維持及び必要な業務継続について」

（令和４年２月３日付け閣副第１２２号・総行市第２２号・総行政第２６

号・総行公第１０号）により、オミクロン株の特性を踏まえて、都道府県に

おいては、市町村の発生時継続業務の実施が困難となる場合を想定して、地

域の実情に即した具体的な支援策を定めることとされた。 

   これを踏まえ、市長会及び町村会と連携した支援策を講ずることとし、令

和４年６月に全市町村が参加する「市役所又は町村役場でのクラスター発

生時における職員応援体制」を整えた。 
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市役所及び町村役場でのクラスター発生時における職員応援体制について 

 

１ 目的 

市役所及び町村役場において、新型コロナウイルス感染症によるクラスターが発生したことに

より、発生時継続業務の実施に必要な体制の確保が困難となった市町村を支援するため、職員の

相互応援体制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 応援事態 

この制度による応援は、新型コロナウイルス感染症によるクラスターの発生により、総職員数

の７割以上が出勤できない場合（以下「応援事態」という。）に行う。 

ただし、他に非常時の応援等の協定等がある場合は、当該協定等による応援を優先する。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 発生報告 

この制度に参加する市町村（以下「参加市町村」という。）は、応援事態となる恐れがあるとき

は、様式１（感染者の推移等）により市長会または町村会にクラスターの発生を報告する。なお、

文書に代えて、電話または電子メール本文により連絡することもできる。以下、４～７も同じ。 

 

４ 応援要請 

応援事態が生じた参加市町村（以下「要請市町村」という。）は、参加市町村の中から適当と認

める市町村に対し、様式２（応援人数、業務、期間等）により、要請市町村の発生時継続業務を

補助する職員（以下「応援職員」という。）の派遣を要請する。① 

応援職員の派遣に応じる参加市町村（以下「応援市町村」という。）は様式３により、応援が困

難と判断した参加市町村は様式４により要請市町村に回答する。② 

 

 

 

５ 応援調整（市長会・町村会） 

４による応援要請により応援職員を確保できない場合、要請市町村は、市長会または町村会に

対し、様式５により、応援市町村の調整（以下「応援調整」という。）を依頼する。③ 

応援調整を受理した市長会及び町村会は、協議して応援市町村を調整し④、様式６により応援

市町村に応援依頼を行うとともに⑤、応援市町村を調整したときは、様式７により応援調整を依

頼した要請市町村に回答する。 

回答を受理した要請市町村は、応援市町村に対し、様式２により応援要請を行う。⑥ 

・国の新型インフルエンザ業務継続計画（例）では、継続業務を担う出勤職員数を６０％として

いるが、濃厚接触者や職場から出勤自粛を求められている者は在宅勤務が可能なことや、県の

感染予防対策は出勤職員数を３割以下としていることから、７割以上の職員が出勤できない場

合を対象とします。 

・ＢＣＰにおいて、３割以下の出勤者数で発生時継続業務を実施できるとしている市町村は、市町

村の定める基準を下回った場合を応援事態とします。 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた機能維持及び必要な業務継続に関して、緊急点

検を実施し、継続が必要な業務及び必要な体制を確認いただいています。 

（令和４年１月１４日内閣官房・総務省通知、令和４年１月２４日内閣官房・総務省事務連絡） 

・発生時継続業務は、この点検により優先順位が高く感染症発生時に継続する業務と位置付けた

業務をいいます。 

・市役所または町村役場でのクラスター発生により出勤者数が減少し、発生時継続業務の実施に

必要な体制の確保が困難となった市町村を支援するものです。 

 

・事前に、近隣の参加市町村と情報共有いただき、事態に備えていただくようお願いします。 
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３ 実施上の課題と対応 

  市町村における新型コロナウイルス感染症対策の検討・実施のため、県から

の速やかな情報提供について、多くの市町村から強い要望があった。 

  そこで、国及び本県における取組や検討状況の情報を早期に入手し、地域振

・専門職員は絶対数が少なく、市町村間で相互応援体制を構築することが困難であることから、

対象外とします。 

・本体制は、市町村役場におけるクラスター発生に対する応急措置として構築するものであり、

長期間の応援は想定していないことから、応援は１か月以内の短期を原則とし、具体的な期間

は要請市町村の希望をもとに、応援団体と調整の上で決定するものとします。 

・応援職員は時間外、休日勤務は行わないものとします。 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措法）に基づく緊急事態措置の実施のために必要な

応援については、専門職員を含め別途、特措法に基づき個別に調整します。 

・応援職員の人件費及び要請市町村までの旅費は応援職員を派遣する団体の負担とし、その他の

費用は要請市町村の負担とします。 

・応援期間が長期（１か月以上）になる場合などは、要請市町村及び応援職員を派遣する団体で

協議し、別の取り扱いをすることができるものとします。 

・応援職員の応援業務中の公務災害補償に関する経費は応援職員を派遣する団体の負担とし、応

援職員が応援業務中に第三者に損害を与えた場合は要請市町村が賠償するものとします。 

 

６ 応援調整（県） 

 ５による応援調整が不調な場合、市長会または町村会は、県に対し様式８により応援調整を依

頼する。⑦ 

 県は、応援市町村を調整し、様式９により応援依頼を行う⑧とともに、調整した場合は様式 

１０により、調整できない場合は様式１１により市長会または町村会に回答する。 

 様式１０による回答を受理した市長会または町村会は、様式７により要請市町村に回答し、回

答を受理した要請市町村は、応援市町村に対し様式２により応援要請を行う。⑨ 

 

７ 県職員の応援 

応援調整により応援職員を確保できない場合、市長会または町村会は要請市町村の意向を踏ま

え、様式１２により県職員の応援を要請することができる。⑩ 

要請を受けた県は、市長会または町村会に対し、様式１３により応援の可否を回答し、回答を

受けた市長会または町村会は、様式１４により要請市町村に回答する。 

 

８ 応援職員 

  応援職員は事務職員に限り、専門職員（資格職等）は対象外とする。 

  応援職員は原則として、応援職員を派遣する団体が職務命令により派遣し、要請市町村からの

兼務発令は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

９ 費用負担 

応援に伴う人件費は、応援職員を派遣する団体が負担し、応援先で要する事務費は応援を受け

る市町村が負担する。 
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興センターを通じて情報提供を行った。また、地域振興センターが市町村を

訪問した際などに保健福祉部局等に立ち寄り、丁寧に相談・要望等を聞き取

り、県の担当部局に情報共有を行った。 

  職員応援体制の整備については、実際の運用はなされていないため、細部

についての調整が必要である。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  特になし 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  特になし 

 

６ 自己評価 

  日頃からの「市町村との顔の見える関係」を生かし、地域振興センターから

市町村へ迅速かつ丁寧な情報提供等を行うことができた。 

  職員応援体制の整備については、国の通知を踏まえ、市長会及び町村会と連

携して、全市町村が参加する体制とすることができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  新興感染症の感染拡大時には本県の危機管理防災部や保健医療部等の業務

がひっ迫することが予想されることから、引き続き、企画財政部（地域振興セ

ンター等）が市町村への情報提供等を担うことで、市町村との連携体制を強化

することが必要である。 

  職員応援体制の整備については、実際の運用はなされていないため、新興感

染症の感染拡大時に適用する場合には改めて調整が必要である。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法第３３条等 

 ・「オミクロン株等新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応した地方公共

団体の機能維持及び必要な業務継続について」（令和４年２月３日付け閣副

第 122号・総行市第 22号・総行政第 26号・総行公第 10 号内閣官房新型コ

ロナウイルス等感染症対策推進室長・総務省自治行政局長・総務省新型コロ

ナウイルス感染症対策等地方連携総括官・総務省自治行政局公務員部長通知） 

  

９ 事業費・財源 

  なし 
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10 ５類移行に伴う対応 

  ５類移行後、地域振興センターからは、新型コロナウイルス感染症に係る市

町村への情報提供等の実績はないが、引き続き、市町村との連絡体制を整え

ている。 
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予算編成 

 

１ 概要 

  本県では、国の補正予算などの対応策に迅速に対応し、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止対策や医療提供体制の整備、休業等を余儀なくされた

県内事業者への支援等を行うとともに、コロナ禍において長引く原油価格や

物価高騰の影響により厳しい状況に置かれている県民、県内事業者への支援

等を行うため、令和元年度８号補正予算を皮切りに、令和５年度当初予算まで

の間で、計４１回に及ぶ予算編成を行ってきた。 

  この予算編成における事業数は合計で８０１事業となり、また予算総額は

約１兆５，８３２億円となっている。 

  なお、その財源には国の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」

や「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用するとともに、

地域整備事業会計から借り入れた１００億円を原資に創設した「新型コロナ

ウイルス感染症対策推進基金」を活用するなど、必要な事業の迅速かつ円滑な

実施と県財政の健全性維持の両立に努めた。 

 

２ 経緯・取組内容（予算額の単位は百万円。時期は提案日又は専決処分日） 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

  No.１ 令和２年度１号補正予算（令和２年２月２８日） 

   新型コロナウイルス感染症への県民の不安解消や、更なる感染拡大を防

止するための体制強化に要する経費について、補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

1 453 ➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費（453） 

 

  No.２ 令和元年度８号補正予算（令和２年３月２３日） 

   国の緊急対応策に迅速に対応し、新型コロナウイルス感染症の更なる拡

大防止などを図るため、感染拡大防止対策や医療提供体制の整備などにつ

いて補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

10 2,256 

➣ 生活福祉資金貸付促進費（1,154） 

➣ 介護施設等における新型コロナウイルス感染症 

 対策事業費（396） 

➣ 埼玉県地域医療介護総合確保基金積立金（264） 
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  No.３ 令和２年度２号補正予算（令和２年３月２３日） 

   新型コロナウイルス感染症の更なる拡大防止などを図るため、感染拡大

防止対策や資金繰りの厳しい中小企業への支援に要する経費などについて

補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

4 666 

➣ 介護施設における多床室の個室化改修事業費 

 （436） 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費（133） 

➣ 中小企業制度融資利子補給費（60） 

 

  No.４ 令和２年度３号補正予算（令和２年４月３０日） 

   国の緊急経済対策に迅速に対応し、新型コロナウイルス感染症拡大の収

束などを図るため、感染拡大防止や医療提供体制の整備に要する経費に予

算措置を講じるとともに、県内事業者等への支援に要する経費について補

正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

35 51,108 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費（15,489） 

➣ 埼玉県中小企業・個人事業主等支援事業費 

 （12,100） 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策推進基金積立金 

 （10,030） 

➣ 中小企業制度融資利子補給費（5,270） 

➣ 生活福祉資金貸付促進費（2,545） 

 

  No.５ 令和２年度４号補正予算（令和２年５月１１日） 

   新型コロナウイルス感染症対策に係る緊急事態措置期間の延長に伴い、

厳しい経営状況にある県内事業者に対する支援を実施するため、「埼玉県中

小企業・個人事業主追加支援金」の支給に要する経費について補正予算を措

置した。 

事業数 予算額 主な事業 

1 5,302 
➣ 埼玉県中小企業・個人事業主等支援事業費 

 （5,302） 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

  No.６ 令和２年度５号補正予算（令和２年６月１５日） 

   新型コロナウイルス感染症対策として検査・医療提供体制の更なる強化
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を図るとともに、県内事業者への支援や児童生徒の学びの機会の確保等に

要する経費について補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

20 10,234 

➣ 中小企業制度融資利子補給費（5,627） 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費（2,960） 

➣ 畜産振興対策事業（642） 

 

  No.７ 令和２年度６号補正予算（令和２年６月１９日） 

   国の補正予算に迅速に対応し、新型コロナウイルス感染症の事態長期化・

第２波に備えるため 、 医療提供体制の強化や医療・介護従事者等を支援す

るとともに、中小企業・個人事業主等への家賃支援などに要する経費につい

て補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

42 148,444 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費（83,317） 

➣ 介護サービス感染症対応・再開支援事業費 

 （21,993） 

➣ 生活福祉資金貸付促進費（13,668） 

➣ 埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援事業費 

 （12,024） 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

  No.８ 令和２年度７号補正予算（令和２年９月２４日） 

   新型コロナウイルス感染症対策として医療提供体制の整備に要する経費

に予算措置を講じるとともに、県内経済活動の回復に向けた支援などに要

する経費について補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

53 85,797 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費（69,093） 

➣ 介護サービス感染症対応・再開支援事業費 

 （7,524） 

➣ 生活福祉資金貸付促進費（7,102） 

 

  No.９ 令和２年度８号補正予算（令和２年９月２４日） 

   新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備え、

高齢者等にインフルエンザワクチンの早期接種を促し、医療現場の負担軽

減などを図るため、高齢者等のワクチン接種費用の無償化に要する経費に

ついて、補正予算を編成した。 
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事業数 予算額 主な事業 

1 2,140 ➣ インフルエンザワクチン接種補助事業（2,140） 

 

  No.１０ 令和２年度９号補正予算（令和２年１０月６日） 

   国の「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」や、「令和２年度

一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用」の閣議決定を踏まえ、

検査・医療提供体制の強化などに要する経費について補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

2 41,471 
➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費（21,123） 

➣ 生活福祉資金貸付促進費（20,347） 

 

  No.１１ 令和２年度１１号補正予算（令和２年１２月２日） 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県内飲食店等の事業

者に対して営業時間の短縮を要請することに伴い、協力金を支給すること

に要する経費について補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

1 1,943 ➣ 埼玉県感染防止対策協力金支給事業（1,943） 

 

  No.１２ 令和２年度１２号補正予算（令和３年１月７日） 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県内飲食店等の事業

者に対して更なる営業時間短縮の要請を行うことに伴い、協力金を支給す

ることに要する経費について補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

1 58,200 ➣ 埼玉県感染防止対策協力金支給事業（58,200） 

 

  No.１３ 令和２年度１３号補正予算（令和３年２月５日） 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県内飲食店等の事業

者に対して更なる営業時間短縮の要請を行うことに伴い、協力金を支給す

ることに要する経費について補正予算を措置した。 

事業数 予算額 主な事業 

1 85,243 ➣ 埼玉県感染防止対策協力金支給事業（85,243） 

 

  No.１４ 令和２年度１４号補正予算（令和３年２月１９日） 

   国の総合経済対策に基づく補正予算に迅速に対応し補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

2 329 ➣ 埼玉県不妊治療費助成事業費（222） 
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➣ 埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業 

 （107） 

 

  No.１５ 令和３年度当初予算（令和３年２月１９日） 

   新型コロナウイルス感染症対策として、医療提供体制の整備に要する経

費や、県内経済活動の回復に向けた支援などに要する経費について当初予

算に計上した。 

事業数 予算額 主な事業 

77 128,904 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費（99,700） 

➣ 中小企業制度融資利子補給費（19,165） 

➣ 埼玉県不妊治療費助成事業費（2,532） 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

  No.１６ 令和２年度１５号補正予算（令和３年２月２６日） 

   国の総合経済対策に対応し、生活福祉資金における特例貸付に要する経

費の補助を行うほか、令和２年度における各種コロナ対策事業の執行見込

額と既定予算との調整について、補正予算に計上した。 

事業数 予算額 主な事業 

121 △35,824 

➣ 生活福祉資金貸付促進費（13,424） 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費 

 （△40,966） 

➣ 埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援事業費 

 （△9,099） 

➣ 障害福祉サービス等提供体制構築支援事業費 

 （△3,826） 

 

  No.１７ 令和３年度１号補正予算（令和３年３月２５日） 

   国の「非正規雇用労働者等に対する緊急支援策」等を踏まえ、生活福祉資

金の貸付原資等への補助に要する経費に予算措置を講じるとともに、県内

飲食店等の事業者に対する感染防止対策協力金の支給に要する経費などに

ついて補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

5 19,522 

➣ 生活福祉資金貸付促進費（15,128） 

➣ 介護施設等における新型コロナウイルス感染症 

 対策事業費（2,129） 

➣ 埼玉県感染防止対策協力金支給事業（1,667） 
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  No.１８ 令和３年度２号補正予算（令和３年４月１９日） 

   新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、まん延防止等重点措置

の適用を国へ要請したことに伴い、県内飲食店等の事業者に対する感染防

止対策協力金の支給に要する経費など、当面緊急に対応すべき事業につい

て、補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

6 38,553 

➣ 埼玉県感染防止対策協力金支給事業（36,629） 

➣ 介護施設等における新型コロナウイルス感染症 

 対策事業費（1,386） 

➣ 新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費 

 （267） 

 

  No.１９ 令和３年度３号補正予算（令和３年４月２７日） 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、新型インフルエンザ

等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置区域を追加し、同区域内

の飲食店等の事業者に対して更なる営業時間短縮等を要請することに伴い、

感染防止対策協力金等を措置するため補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

2 2,469 

➣ 埼玉県感染防止対策協力金支給事業（2,333） 

➣ 新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費 

 （136） 

 

  No.２０ 令和３年度４号補正予算（令和３年５月１１日） 

   新型コロナウイルス感染症対策として、飲食店及び大規模施設等に対す

る営業時間短縮等の要請に伴う協力金の支給に要する経費に予算措置を講

じるとともに、ワクチン接種体制の強化を図るための経費について補正予

算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

3 27,203 

➣ 埼玉県感染防止対策協力金支給事業（20,010） 

➣ 大規模施設等協力金支給事業（6,081） 

➣ 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業 

 費（1,113） 

 

  No.２１ 令和３年度５号補正予算（令和３年５月３１日） 

   まん延防止等重点措置期間が延長されることを踏まえ、飲食店等の事業

者に対する協力金の支給に要する経費に予算措置を講じるとともに、感染
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者の急増に備えた病床・宿泊療養施設の更なる確保に要する経費など、当面

緊急に対応すべき事業について補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

4 50,926 

➣ 埼玉県感染防止対策協力金支給事業（27,367） 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費（20,681） 

➣ 大規模施設等協力金支給事業（2,875） 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

  No.２２ 令和３年度６号補正予算（令和３年６月１４日） 

   新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置等に伴う外出自

粛や酒類の提供自粛等により影響を受けている県内事業者への支援に要す

る経費に予算措置を講じるとともに、感染拡大防止対策の実施に要する経

費などについて補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

11 11,764 

➣ 埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金事業 

 （5,227） 

➣ 介護施設等における新型コロナウイルス感染症 

 対策事業費（3,564） 

➣ 障害福祉サービス等提供体制構築支援事業費 

 （942） 

➣ 宿泊事業者感染拡大防止策等支援事業（910） 

 

  No.２３ 令和３年度７号補正予算（令和３年６月１８日） 

   まん延防止等重点措置期間が延長されたことに伴い、飲食店等の事業者

に対する協力金の支給に要する経費に予算措置を講じるとともに、ワクチ

ン接種体制の強化など当面緊急に対応すべき事業について補正予算を編成

した。 

事業数 予算額 主な事業 

7 48,881 

➣ 埼玉県感染防止対策協力金支給事業（26,936） 

➣ 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業 

 費（10,454） 

➣ 生活福祉資金貸付促進費（9,931） 

 

  No.２４ 令和３年度８号補正予算（令和３年７月９日） 

   まん延防止等重点措置期間が延長されることを踏まえ、飲食店等の事業

者に対する協力金の支給に要する経費に予算措置を講じるとともに、ワク
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チン接種体制の強化など当面緊急に対応すべき事業について補正予算を編

成した。 

事業数 予算額 主な事業 

7 68,368 

➣ 埼玉県感染防止対策協力金支給事業（53,595） 

➣ 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業 

 費（12,008） 

➣ 大規模施設等協力金支給事業（2,220） 

 

  No.２５ 令和３年度９号補正予算（令和３年８月２７日） 

   緊急事態措置期間の延長に伴い、飲食店等の事業者に対する協力金の支

給に要する経費に予算措置を講じるとともに、新型コロナウイルス感染症

患者の急増を踏まえ、医療提供体制の強化など当面緊急に対応すべき事業

について補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

11 56,120 

➣ 埼玉県感染防止対策協力金支給事業（35,575） 

➣ 生活福祉資金貸付促進費（11,060） 

➣ 埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金事業 

 （5,155） 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費（5,145） 

 

  No.２６ 令和３年度１０号補正予算（令和３年９月２４日） 

   新型コロナウイルス感染症の今後の感染状況の変化も踏まえた対策を講

じるため、年度末までの医療提供体制等の確保・強化に向けた一層の取組に

要する経費に予算措置を講じるとともに、県内経済活動の回復に向けた支

援など、当面緊急に対応すべき事業について補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

7 122,057 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費 

 （121,635） 

➣ 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業 

 費（278） 

 

  No.２７ 令和３年度１１号補正予算（令和３年９月３０日） 

   新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、段階的緩和措置として、

県内飲食店等の事業者に対して営業時間短縮等の要請を行うことに伴い、

感染防止対策協力金の支給に要する経費など、当面緊急に対応すべき事業

について補正予算を編成した。 
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事業数 予算額 主な事業 

2 24,466 
➣ 埼玉県感染防止対策協力金支給事業（24,459） 

➣ 飲食店等営業時間短縮要請調査費（7） 

 

  No.２８ 令和３年度１２号補正予算（令和３年１２月２日） 

   ポストコロナの新しい生活様式を見据え、社会経済活動を活性化させる

ための事業者への支援に要する経費など、当面緊急に対応すべき事業につ

いて補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

11 3,532 

➣ 埼玉県地域医療介護総合確保基金積立金 

 （1,295） 

➣ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス 

 継続支援事業（1,293） 

➣ とくとく埼玉！観光応援キャンペーン事業（351） 

 

  No.２９ 令和３年度１３号補正予算（令和３年１２月１４日） 

   国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づく補正予算の一

部に迅速に対応し、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、ＰＣＲ

検査等の無料化に要する経費など、当面緊急に対応すべき事業について補

正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

3 38,316 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費（29,841） 

➣ 生活福祉資金貸付促進費（5,335） 

➣ 「旅して！埼玉割」観光応援キャンペーン事業 

 （3,141） 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

  No.３０ 令和３年度１４号補正予算（令和４年２月１７日） 

   国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づく補正予算に迅

速に対応し、生活福祉資金の貸付原資等への補助に要する経費などについ

て補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

16 9,857 

➣ 生活福祉資金貸付促進費（8,260） 

➣ 障害児（者）福祉施設等施設整備費（768） 

➣ 県立高等学校管理運営費（341） 
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  No.３１ 令和４年度当初予算（令和４年２月１７日） 

   新型コロナウイルス感染症対策として、医療提供体制の整備に要する経

費や、県内経済活動の回復に向けた支援などに要する経費について当初予

算に計上した。 

事業数 予算額 主な事業 

112 203,505 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費 

 （170,516） 

➣ 中小企業制度融資利子補給費（12,979） 

➣ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 

 （9,970） 

 

  No.３２ 令和３年度１５号補正予算（令和４年２月２４日） 

   令和４年度の新型コロナウイルス感染症対策の財源として、新型コロナ

ウイルス感染症対策推進基金を積み増すとともに、国の補助金を活用し、観

光応援キャンペーンの規模拡大に係る経費を計上するほか、令和３年度に

おける各種コロナ対策事業の執行見込額と既定予算との調整について、補

正予算に計上した。 

事業数 予算額 主な事業 

59 △25,821 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策推進基金積立金 

 （15,350） 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策国庫補助金等返 

 還金（10,668） 

➣ 「旅して！埼玉割」観光応援キャンペーン事業 

 （4,418） 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費 

 （△41,878） 

➣ 埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金事業 

 （△6,758） 

➣ 中小企業制度融資利子補給費（△5,726） 

➣ 埼玉県酒類販売事業者等協力支援金事業 

 （△1,036） 

 

  No.３３ 令和３年度１６号補正予算（令和４年３月７日） 

   国への要請を踏まえ、まん延防止等重点措置期間が延長されることに伴

い、県内飲食店等の事業者に対する感染防止対策協力金など、当面緊急に対

応すべき事業について補正予算を編成した。 
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事業数 予算額 主な事業 

2 22,244 
➣ 埼玉県感染防止対策協力金支給事業（22,240） 

➣ 飲食店等営業時間短縮要請調査費（4） 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

  No.３４ 令和４年度１号補正予算（令和４年６月１７日 急施議決） 

  No.３５ 令和４年度２号補正予算（令和４年６月１７日 通常議決） 

   国の「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に迅速に対応し、ウクライナ

情勢等に伴う原油価格や物価の高騰による県民生活及び県経済活動への影

響を最小限に留めるため、当面緊急に対応すべき事業に予算措置を講じる

とともに、脱炭素社会に向けた設備投資の促進に要する経費などについて

補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

17 2,548 

➣ 省エネ型施設園芸産地育成緊急対策事業（430） 

➣ 地域公共交通燃料費高騰対策支援事業費（429） 

➣ 中小企業等省エネルギー対策支援事業費（381） 

➣ 子育て世帯生活支援特別給付金事業費（279） 

 

  No.３６ 令和４年度４号補正予算（令和４年９月２２日） 

   コロナ禍において長引く原油価格や物価高騰の影響により厳しい状況に

置かれている県民、県内事業者の支援に要する経費に予算措置を講じると

ともに、新型コロナウイルス感染症の更なる感染拡大を見据えた医療提供

体制等の確保・強化など当面対応すべき事業について補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

32 173,717 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費 

 （148,043） 

➣ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 

 （7,502） 

➣ トラック運送事業者緊急経営支援事業（3,535） 

➣ 高齢者施設職員等の頻回検査実施事業（3,142） 

➣ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス 

 継続支援事業（2,555） 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

  No.３７ 令和４年度５号補正予算（令和４年１２月２日） 

   長期化するエネルギー価格や物価の高騰等の影響により厳しい状況に置



 

763 

 

かれている事業者、県民への更なる支援に要する経費や、脱炭素社会に向け

た設備導入の追加支援に要する経費など、当面対応すべき事業について補

正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

5 4,063 

➣ 病院等光熱費等高騰対策支援事業（3,464） 

➣ 県産農産物販売促進特別対策事業（207） 

➣ 歯科医療機関光熱費高騰対策支援事業（199） 

 

  No.３８ 令和４年度６号補正予算（令和４年１２月１４日） 

   国の「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に基づく補正予

算の一部に迅速に対応し、妊娠期から出産・子育てまでの切れ目のない支援

に要する経費に予算措置を講じるとともに、観光応援キャンペーンによる

観光関連事業者への支援など当面対応すべき事業について補正予算を編成

した。 

事業数 予算額 主な事業 

6 11,426 

➣ 埼玉県出産・子育て応援事業費（8,745） 

➣ 観光応援キャンペーンによる観光関連事業者へ 

 の支援（1,889） 

➣ 高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業（551） 

 

  No.３９ 令和４年度８号補正予算（令和５年２月２０日） 

   国の「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に基づく補正予

算に迅速に対応し、脱炭素社会に向けた住宅等の省エネの促進等を図るた

め、補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

6 608 

➣ 県立高等学校管理運営費（339） 

➣ 県立特別支援学校管理運営費（155） 

➣ 子育て世帯・移住世帯住宅省エネ化支援事業 

 （113） 

 

  No.４０ 令和５年度当初予算（令和５年２月２０日） 

   新型コロナウイルス感染症対策として、医療提供体制の整備に要する経

費や、県内経済活動の回復に向けた支援などに要する経費について当初予

算に計上した。 

事業数 予算額 主な事業 

26 149,914 ➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費 
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 （127,972） 

➣ 中小企業制度融資利子補給費（9,360） 

➣ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 

 （6,370） 

 

  No.４１ 令和４年度１０号補正予算（令和５年２月２４日） 

   令和４年度における各種コロナ対策事業の執行見込額と既定予算との調

整について、補正予算に計上した。 

事業数 予算額 主な事業 

69 △67,678 

➣ 中小企業制度融資利子補給費（1,568） 

➣ 新型コロナウイルス感染症対策事業費 

 （△70,918） 

➣ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 

 （△1,717） 

➣ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 

 付金返還金（2,075） 

 

３ 実施上の課題と対応（国への要望） 

 新型コロナウイルス感染症対策等に係る財政支援等について、全国知事会、

関東地方知事会、九都県市首脳会議、一都三県知事会議等を通じた要望を行う

とともに、適宜県単独での要望を以下のとおり実施した。 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

件数 主な内容 

全国知事会 17 

埼玉県単独 4 

➣ 緊急事態宣言の発動時の必要な補償と財政措置 

➣ ＰＣＲ検査、学校臨時休業、学習保障、宿泊療養 

 施設確保など各種施策に対する確実な財政支援 

➣ リーマンショック時の経済対策で実施された「地 

 域活性化・緊急危機対策臨時交付金」のような地方 

 自治体が柔軟に活用できる補助制度の新設 

➣ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 

 付金、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交 

 付金の拡充や大幅な増額 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

件数 主な内容 

全国知事会 2 ➣ 休業要請に係る協力金の制度化 
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➣ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 

 付金、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付 

 金の増額、早期追加交付、拡大、見直し 

 

 （３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

件数 主な内容 

全国知事会 6 

関東地方知事会 1 

一都三県知事会 6 

埼玉県単独 1 

➣ 入院医療費、ＰＣＲ検査料、緊急特別融資、生活 

 福祉資金貸付制度等の地方負担（後年度負担含む） 

 への財源措置 

➣ 地方消費税などの減収補填債への追加 

➣ 交付金等の各種財政支援の継続や保健所の体制 

 確保のための財政措置の拡充 

➣ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 

 付金、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交 

 付金の増額、拡大、見直し、継続 

 

 （４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

件数 主な内容 

全国知事会 6 

関東地方知事会 1 

九都県市首脳会議 1 

一都三県知事会 4 

三県知事会 1 

埼玉県独自 1 

➣ 病床確保、スクリーニング検査等の各種施策に 

 対する確実な財政支援 

➣ 感染防止対策協力金の財源について国において 

 全額措置すること 

➣ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 

 付金、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交 

 付金の拡充や配分見直し 

 

 （５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

件数 主な内容 

全国知事会 7 

関東地方知事会 1 

一都三県知事会 1 

埼玉県独自 3 

➣ 病床確保、宿泊療養施設の確保、臨時医療施設や 

 酸素ステーションの設置、学習保障など各種施策 

 に対する確実な財政措置 

➣ 大規模施設等協力金の地方負担分の軽減 

➣ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 

 付金の増額や拡充、配分見直し、新型コロナウイル 

 ス感染症緊急包括支援交付金の継続 
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 （６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

件数 主な内容 

全国知事会 6 

関東地方知事会 1 

埼玉県独自 5 

➣ 病床確保、福祉施設での抗原検査キット確保やか 

 かり増し経費への支援、学習保障等の各種施策に 

 対する財政支援 

➣ 保健所の増員に係る恒常的な財政措置 

➣ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 の増額や留保分の柔軟かつ迅速な対応、配分見直し 

 

 （７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

件数 主な内容 

全国知事会 3 

➣ 検査体制確保、抗原検査キット調達、かかり増し 

 経費、保健師確保、自宅療養者支援等の各種施策に 

 対する財政支援 

➣ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 

 の増額、拡大 

➣ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 

 付金の増額、拡大、留保額の早期配分 

➣ 物価高騰の影響に対する財政支援とともに、地方 

 創生臨時交付金以外の制度の創設検討 

 

 （８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする） 

件数 主な内容 

全国知事会 3 

関東地方知事会 1 

九都県市首脳会議 1 

埼玉県独自 2 

➣ 後遺症外来など医療提供体制、検査体制の確保、 

 令和５年度以降の負担に係る財政支援 

➣ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 

 の拡大、継続 

➣ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交 

 付金の拡大、増額、継続、配分見直し 

 

４ ＩＣＴの活用 

  予算見積調書やその参考資料については全て電子化し、ペーパーレスで作

業を行うとともに、財政課長審査、企画財政部長審査、知事審査については密

を避けるために出席者を限定し、代替措置としてＺｏｏｍによるオンライン

での配信を行うこととした。 
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５ 広報・関係機関への周知 

  県議会の招集告示日に知事記者会見を開催し、予算案を発表するとともに、

県ホームページに予算に係る記者発表資料、議案、予算説明書、知事審査資料

を掲載した。また県議会で議決された予算については速やかに県報に搭載し、

周知を図った。 

 

６ 自己評価 

 ・新型コロナウイルス感染症の感染状況や国による対策に迅速に対応し、予

算編成を行うことができた。 

 ・予算編成の財源には国の交付金を活用するとともに、県独自で「新型コロ

ナウイルス感染症対策推進基金」を創設し、必要な事業の迅速かつ円滑な

実施に努めることができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

 ・感染症対策において、国が一定の医療提供体制の確保等を求める場合は、

国の責任において所要の財源を確保すること。 

 ・交付金の配分に当たっては、自治体間における支援内容の格差が生じない

よう、地方自治体の財政力による補正を行うことなく、地域の実情に応じ

た財政需要を適切に反映すること。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・地方自治法第２１１条（予算の調整及び議決） 

 ・地方自治法第２１８条（補正予算、暫定予算等） 

 ・地方自治法第２１９条（予算の送付及び公表） 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 予算編成に携わる職員の人件費（多岐にわたるため算出不可） 

  財 源 一般財源等 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  ５類移行後においても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている地

域経済や住民生活の支援等を行うため、以下のとおり必要な予算措置を講じ

た。 

（１）令和５年度１号補正予算（令和５年５月２３日） 

   国の「物価高克服に向けた追加策」に迅速に対応し、エネルギー・食料品

価格等の物価高騰により厳しい状況に置かれている県民及び事業者を支援
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するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を活用し、

当面緊急に対応すべき事業について補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

33 18,384 

➣ LPガス料金負担軽減補助事業費（4,070） 

➣ 特別高圧受電事業者等支援事業費（3,841） 

➣ 病院等光熱費等高騰対策支援事業費（3,503） 

➣ 高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業（1,954） 

 

（２）令和５年度２号補正予算（令和５年９月２２日） 

   高齢者・障害者施設等における新型コロナウイルス感染症対策の支援継

続など当面対応すべき事業について補正予算を編成した。 

事業数 予算額 主な事業 

3 13,848 

➣ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス 

 継続支援事業（6,899） 

➣ 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サー 

 ビス等継続支援事業費（51） 
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議会対応 

 

１ 概要 

  新型コロナウイルス感染症対策等に係る予算については、先述のとおり計

４１回に及ぶ編成を行ってきた。 

  このうち、県議会定例会に上程した予算案は３１件で、うち９件については

事業の執行に向け急を要するため、急施による議決を頂いた。 

  また、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措

置の適用に伴う感染防止対策協力金の支給など、事業の執行に向け緊急に予

算成立が必要となった８件の予算案については、臨時会を招集してこれを上

程した。 

  さらに、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がなかった２件

の予算案については、地方自治法第１７９条に基づく専決処分を行い、次の議

会においてその承認を得た。 

  また、令和２年６月定例会において「新型コロナウイルス感染症対策特別委

員会」が設置された。閉会中審査も含め計１５回の委員会が開催され、本県の

新型コロナウイルス感染症対策等について報告し審議が行われた。 

  なお、県議会では「新しい生活様式」を踏まえ、本会議においては原則とし

て概ね３分の１の議員は第４委員会室において審議（採決時は全員が本会議

場の議席で審議）することとされ、また委員会においては、概ね１時間ごとに

委員会室の窓及びドアを開放し換気するほか、委員席の間隔を広げるといっ

た対応がなされた。また本会議及び委員会における執行部の出席については

必要最小限とするよう要請がなされたことを踏まえ、出席者数を削減し感染

拡大防止に努めた。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

  【予算関係】（「No」は先述の「予算編成」における「No」と同一。以下同じ。） 

No 予算名 提出議会 提案日 議決日 備考 

1 
令和２年度 

１号補正 

令和２年 

２月定例会 
2/28 3/27 

開会 2/20 

閉会 3/27 
2 

令和元年度 

８号補正 

令和２年 

２月定例会 
3/23 3/27 

3 
令和２年度 

２号補正 

令和２年 

２月定例会 
3/23 3/27 
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4 
令和２年度 

３号補正 

令和２年 

４月臨時会 
4/30 4/30 開・閉会 4/30 

5 
令和２年度 

４号補正 

令和２年 

６月定例会 

専決5/11 

提案6/15 
7/3 

開会 6/15 

閉会 7/3 

 

  【新型コロナウイルス感染症対策特別委員会関係】 

  ・ 令和２年６月定例会において、６月２５日の議会運営委員会に自民党県

議団から新型コロナウイルス感染症対策等に関する特別委員会の設置に

ついて案が示された。 

  ・ 同定例会の最終日である７月３日の本会議において「新型コロナウイル

ス感染症対策特別委員会」の設置が決定された。 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

  【予算関係】 

No 予算名 提出議会 提案日 議決日 備考 

6 
令和２年度 

５号補正 

令和２年 

６月定例会 
6/15 7/3 

開会 6/15 

閉会 7/3 
7 

令和２年度 

６号補正 

令和２年 

６月定例会 
6/19 7/3 

 

  【新型コロナウイルス感染症対策特別委員会関係】 

定例会 審査内容 開催日 

令和２年７月 

閉会中審査 
これまでの県の対策について 7/29 

令和２年８月 

閉会中審査 
分野別審査（組織、財政、情報発信等） 8/25 

令和２年８月 

閉会中審査 
分野別審査（医療、福祉） 8/31 

令和２年９月 

閉会中審査 
分野別審査（教育、雇用、経済） 9/2 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

  【予算関係】 

No 予算名 提出議会 提案日 議決日 備考 

8 
令和２年度 

７号補正 

令和２年 

９月定例会 
9/24 10/14 

開会 9/24 

閉会 10/14 



 

771 

  

9 
令和２年度 

８号補正 

令和２年 

９月定例会 
9/24 9/24 

10 
令和２年度 

９号補正 

令和２年 

９月定例会 
10/6 10/14 

11 
令和２年度 

１１号補正 

令和２年 

１２月定例会 
12/2 12/2 

開会 11/30 

閉会 12/18 

12 
令和２年度 

１２号補正 

令和３年 

１月臨時会 
1/7 1/7 開・閉会 1/7 

13 
令和２年度 

１３号補正 

令和３年 

２月定例会 

専決2/5 

提案2/19 
3/26 

開会 2/19 

閉会 3/26 
14 

令和２年度 

１４号補正 

令和３年 

２月定例会 
2/19 3/2 

15 
令和３年度 

当初予算 

令和３年 

２月定例会 
2/19 3/26 

 

  【新型コロナウイルス感染症対策特別委員会関係】 

定例会 審査内容 開催日 

令和２年 

９月定例会 

これまでの閉会中審査における委員の意見・提

言を取りまとめ、執行部に送付する提言を決定 
10/9 

令和２年 

１２月定例会 

９月定例会で執行部へ送付した提言に対する

対応状況や考え方について 
12/15 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

  【予算関係】 

No 予算名 提出議会 提案日 議決日 備考 

16 
令和２年度 

１５号補正 

令和３年 

２月定例会 
2/26 3/26 

開会 2/19 

閉会 3/26 
17 

令和３年度 

１号補正 

令和３年 

２月定例会 
3/25 3/26 

18 
令和３年度 

２号補正 

令和３年 

４月臨時会 
4/19 4/19 開・閉会 4/19 

19 
令和３年度 

３号補正 

令和３年 

４月臨時会 
4/27 4/27 開・閉会 4/27 

20 
令和３年度 

４号補正 

令和３年 

５月臨時会 
5/11 5/11 開・閉会 5/11 
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21 
令和３年度 

５号補正 

令和３年 

５月臨時会 
5/31 5/31 開・閉会 5/31 

 

  【新型コロナウイルス感染症対策特別委員会関係】 

定例会 審査内容 開催日 

令和３年 

２月定例会 
緊急事態宣言中の取組と効果等について 3/10 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

  【予算関係】 

No 予算名 提出議会 提案日 議決日 備考 

22 
令和３年度 

６号補正 

令和３年 

６月定例会 
6/14 7/2 

開会 6/14 

閉会 7/2 
23 

令和３年度 

７号補正 

令和３年 

６月定例会 
6/18 6/18 

24 
令和３年度 

８号補正 

令和３年 

７月臨時会 
7/9 7/9 開・閉会 7/9 

25 
令和３年度 

９号補正 

令和３年 

８月臨時会 
8/27 8/27 開・閉会 8/27 

26 
令和３年度 

１０号補正 

令和３年 

９月定例会 
9/24 10/14 

開会 9/24 

閉会 10/14 
27 

令和３年度 

１１号補正 

令和３年 

９月定例会 
9/30 9/30 

28 
令和３年度 

１２号補正 

令和３年 

１２月定例会 
12/2 12/22 

開会 12/2 

閉会 12/22 
29 

令和３年度 

１３号補正 

令和３年 

１２月定例会 
12/14 12/22 

 

  【新型コロナウイルス感染症対策特別委員会関係】 

定例会 審査内容 開催日 

令和３年 

６月定例会 
「新規陽性者数等の推移」ほか７件 6/29 

令和３年 

９月定例会 
第５波の振り返り 10/11 
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（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

  【予算関係】 

No 予算名 提出議会 提案日 議決日 備考 

30 
令和３年度 

１４号補正 

令和４年 

２月定例会 
2/17 2/28 

開会 2/17 

閉会 3/25 

31 
令和４年度 

当初予算 

令和４年 

２月定例会 
2/17 3/25 

32 
令和３年度 

１５号補正 

令和４年 

２月定例会 
2/24 3/25 

33 
令和３年度

１６号補正 

令和４年 

２月定例会 
3/7 3/8 

 

  【新型コロナウイルス感染症対策特別委員会関係】 

定例会 審査内容 開催日 

令和３年 

１２月定例会 
第６波への備え 12/17 

令和４年 

２月定例会 
第６波への対応 3/7 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

  【予算関係】 

No 予算名 提出議会 提案日 議決日 備考 

34 
令和４年度 

１号補正 

令和４年 

６月定例会 
6/17 6/17 

開会 6/17 

閉会 7/7 
35 

令和４年度 

２号補正 

令和４年 

６月定例会 
6/17 7/7 

36 
令和４年度 

４号補正 

令和４年 

９月定例会 
9/22 10/14 

開会 9/22 

閉会 10/14 

 

  【新型コロナウイルス感染症対策特別委員会関係】 

定例会 審査内容 開催日 

令和４年 

６月定例会 

第６波における感染症対策の検証と今後の体

制構築 
7/4 

 

 

 



 

774 

  

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

  【予算関係】 

No 予算名 提出議会 提案日 議決日 備考 

37 
令和４年度 

５号補正 

令和４年 

１２月定例会 
12/2 12/22 

開会 12/2 

閉会 12/22 
38 

令和４年度 

６号補正 

令和４年 

１２月定例会 
12/14 12/22 

39 
令和４年度 

８号補正 

令和５年 

２月定例会 
2/20 2/28 

開会 2/20 

閉会 3/17 
40 

令和５年度 

当初予算 

令和５年 

２月定例会 
2/20 3/17 

41 
令和４年度 

１０号補正 

令和５年 

２月定例会 
2/24 3/17 

 

  【新型コロナウイルス感染症対策特別委員会関係】 

定例会 審査内容 開催日 

令和４年 

９月定例会 
現下の新型コロナウイルス感染症対策について 10/11 

令和４年 

１２月定例会 
現下の新型コロナウイルス感染症対策について 12/19 

令和５年 

２月定例会 
現下の新型コロナウイルス感染症対策について 3/6 

   

３ 実施上の課題と対応 

  特になし 

 

４ ＩＣＴの活用 

  県議会のペーパーレス化にあわせ、議案や予算説明書等の議会提出資料に

ついて電子化を行った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  県議会の招集告示日に知事記者会見を開催し、予算案を発表するとともに、

県ホームページに予算に係る記者発表資料、議案、予算説明書、知事審査資料

を掲載した。また県議会で議決された予算については速やかに県報に搭載し、

周知を図った。 
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６ 自己評価 

  新型コロナウイルス感染症の感染状況や国による対策に迅速に対応するた

め、県議会と連携を図りながら予算案の上程等を行うことができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  特になし 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・地方自治法第 ９６条（議決事件） 

 ・地方自治法第１０９条（委員会） 

 ・地方自治法第１７９条（専決処分） 

 ・地方自治法第２１１条（予算の調整及び議決） 

 ・地方自治法第２１８条（補正予算、暫定予算等） 

 ・地方自治法第２１９条（予算の送付及び公表） 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 議会対応に携わる職員の人件費（多岐にわたるため算出不可） 

  財 源 一般財源等 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）予算関係 

  ５類移行後においても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている地

域経済や住民生活の支援等を行うため、以下のとおり予算案を上程した。 

No 予算名 提出議会 提案日 議決日 備考 

(1) 
令和５年度 

１号補正 

令和５年 

５月臨時会 
5/23 5/24 

開会 5/23 

閉会 5/24 

(2) 
令和５年度 

２号補正 

令和５年 

９月定例会 
9/22 10/13 

開会 9/22 

閉会 10/13 

 

（２）特別委員会関係 

  ５類移行を受けて、令和５年度の県議会において新型コロナウイルス感染

症対策特別委員会は設置されず、新型コロナウイルス感染症関連については

少子・高齢福祉社会対策特別委員会の付託事件とされた。同特別委員会は以

下のとおり開催され、本県の新型コロナウイルス感染症への対応状況につい

て報告し、審議が行われた。 
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定例会 審査内容 開催日 

令和５年 

６月定例会 

新型コロナウイルス感染症への対応状況につ

いて 
7/5 

令和５年 

９月定例会 

新型コロナウイルス感染症への対応状況につ

いて 
10/11 

 



 

（２）その他 
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広報（街頭キャンペーン等含む） 

 

１ 概要 

  本県では、知事記者会見での情報発信や、県広報紙、県政広報テレビ番組、

県政広報ラジオ番組、県ホームページ、県公式ＳＮＳなどの媒体を利用した広

報を行ってきた。 

  また、人気アニメ「秘密結社 鷹の爪」を活用したウェブ広告や知事が自ら

解説する新型コロナ対策動画、感染対策の徹底等を呼び掛ける街頭キャンペー

ンなど、感染の波ごとに様々な広報施策を実施した。 

   

２ 経緯・取組内容 

  第１波～第８波まで全てにおいて実施。 

  新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、基本的な感染対策やワクチ

ン接種の呼び掛けなど、その都度、タイムリーな情報を様々な媒体を利用し広

報してきた。また、報道部門と広報部門が連携を強化し、感染拡大防止に関す

る情報等を計画的かつ効果的に発信してきた。 

 

（１）第１波（令和２年２月１日～令和２年６月９日） 

  ・新型コロナウイルス感染症総合サイトを開設（令和２年６月～） 

  ・県ホームページや県公式ＳＮＳで日々の感染動向、啓発、支援策を情報 

   発信（知事記者会見における知事発言等の掲載を含む） 

  ・県広報紙「彩の国だより」で啓発や支援内容について掲載 

  ・新聞紙面広告、点字版・デイジー版の配布による情報発信 

  ・県政広報テレビ番組でＭＣが感染予防の呼び掛けを実施 

  ・県政広報ラジオ番組で啓発や支援内容を情報発信 

  ・テレビスポットＣＭやラジオスポットＣＭで啓発や支援内容を情報発信 

  ・知事記者会見での情報発信（１１件） 

 

（２）第２波（令和２年６月１０日～令和２年９月１３日） 

  ・県ホームページや県公式ＳＮＳで日々の感染動向、啓発、支援策を情報

発信 

  ・県広報紙「彩の国だより」で啓発や支援内容について掲載 

  ・新聞紙面広告、チラシ、点字版・デイジー版の配布による情報発信 

  ・県政広報テレビ番組でＭＣが感染予防の呼び掛けを実施 

  ・県政広報ラジオ番組で啓発や支援内容を情報発信 
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  ・テレビスポットＣＭやラジオスポットＣＭで啓発や支援内容を情報発信 

  ・知事記者会見での情報発信（１０件） 

 

（３）第３波（令和２年９月１４日～令和３年２月２２日） 

  ・県ホームページや県公式ＳＮＳで日々の感染動向、啓発、支援策を情報

発信 

  ・県広報紙「彩の国だより」で啓発や支援内容について掲載 

  ・新聞紙面広告、チラシ、点字版・デイジー版の配布による情報発信 

  ・県政広報テレビ番組でＭＣが感染予防の呼び掛けを実施 

  ・県政広報ラジオ番組で啓発や支援内容を情報発信 

  ・テレビスポットＣＭやラジオスポットＣＭ、シネアド、電車内広告で 

   啓発や支援内容を情報発信 

  ・デジタルサイネージを活用した情報発信 

  ・県民への呼び掛け街頭キャンペーンを実施（１月１８日～２月２２日 

   計２０６回） 

    県内各市町村の繁華街や駅で外出自粛の呼びかけ、啓発チラシの配布を

行った他、市町村や警察、消防とも協力して防災行政無線、消防車両等で

の啓発を行った。 

  ・令和３年１月１８日からは、こうした呼びかけに加え、市町村の協力を 

   得て、自治会、消防、防犯活動などを通じて、広域的に呼びかけを展開 

   した。 

  ・知事記者会見での情報発信（２２件） 

 

（４）第４波（令和３年２月２３日～令和３年６月１０日） 

  ・県ホームページや県公式ＳＮＳで日々の感染動向、啓発、支援策を情報

発信 

  ・県広報紙「彩の国だより」で啓発や支援内容について掲載 

  ・新聞紙面広告、チラシ、点字版・デイジー版の配布による情報発信 

  ・県政広報テレビ番組でＭＣが感染予防の呼び掛けを実施 

  ・県政広報ラジオ番組で啓発や支援内容を情報発信 

  ・テレビスポットＣＭやラジオスポットＣＭ、シネアドで啓発や支援内容 

   を情報発信 

  ・デジタルサイネージを活用した情報発信 

  ・アニメ「秘密結社 鷹の爪」を活用したウェブプロモーションの実施 

  ・新型コロナ対策の知事解説動画を制作し、啓発・支援内容を情報発信 

  ・県民への呼び掛け街頭キャンペーンを実施（２月２４日～６月１日 
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   計９４回） 

  ・知事記者会見での情報発信（１８件） 

 

（５）第５波（令和３年６月１１日～令和３年１２月１４日） 

  ・県ホームページや県公式ＳＮＳで日々の感染動向、啓発、支援策を情報

発信 

  ・県広報紙「彩の国だより」で啓発や支援内容について掲載 

  ・新聞紙面広告、チラシ、点字版・デイジー版の配布による情報発信 

  ・県政広報テレビ番組でＭＣが感染予防の呼び掛けを実施 

  ・県政広報ラジオ番組で啓発や支援内容を情報発信 

  ・テレビスポットＣＭやラジオスポットＣＭ、シネアドで啓発や支援内容 

   を情報発信 

  ・デジタルサイネージを活用した情報発信 

  ・アニメ「秘密結社 鷹の爪」を活用したウェブプロモーション 

  ・新型コロナ対策の知事解説動画を制作、情報発信 

  ・県民への呼び掛け街頭キャンペーンを実施（７月１２日～９月１７日 

   計４９回） 

  ・知事記者会見での情報発信（１７件） 

 

（６）第６波（令和３年１２月１５日～令和４年６月５日） 

  ・県ホームページや県公式ＳＮＳで日々の感染動向、啓発、支援策を情報

発信 

  ・県広報紙「彩の国だより」で啓発や支援内容について掲載 

  ・新聞紙面広告、チラシ、点字版・デイジー版の配布による情報発信 

  ・県政広報テレビ番組でＭＣが感染予防の呼び掛けを実施 

  ・県政広報ラジオ番組で啓発や支援内容を情報発信 

  ・テレビスポットＣＭやラジオスポットＣＭで啓発や支援内容を情報発信 

  ・デジタルサイネージを活用した情報発信 

  ・アニメ「秘密結社 鷹の爪」を活用したウェブプロモーション 

  ・新型コロナ対策の知事解説動画を制作、情報発信 

  ・県民への呼び掛け街頭キャンペーンを実施（１月２１日～３月２２日  

   計３回） 

  ・知事記者会見での情報発信（１９件） 

 

（７）第７波（令和４年６月６日～令和４年１０月７日） 

  ・県ホームページや県公式ＳＮＳで日々の感染動向、啓発、支援策を情報



 

780 

 

発信 

  ・県広報紙「彩の国だより」で啓発や支援内容について掲載 

  ・新聞紙面広告、点字版・デイジー版の配布による情報発信 

  ・県政広報テレビ番組でＭＣが感染予防の呼び掛けを実施 

  ・県政広報ラジオ番組で啓発や支援内容を情報発信 

  ・テレビスポットＣＭやラジオスポットＣＭで啓発や支援内容を情報発信 

  ・デジタルサイネージを活用した情報発信 

  ・アニメ「秘密結社 鷹の爪」を活用したウェブプロモーション 

  ・知事記者会見での情報発信（９件） 

 

（８）第８波（令和４年１０月８日～令和５年５月７日）※５類移行時点を暫定的な終期とする 

  ・県ホームページや県公式ＳＮＳで日々の感染動向、啓発、支援策を情報

発信 

  ・県広報紙「彩の国だより」で啓発や支援内容について掲載 

  ・新聞紙面広告、点字版・デイジー版の配布による情報発信 

  ・県政広報テレビ番組でＭＣが感染予防の呼び掛けを実施 

  ・県政広報ラジオ番組で啓発や支援内容を情報発信 

  ・テレビスポットＣＭやラジオスポットＣＭで啓発や支援内容を情報発信 

  ・デジタルサイネージを活用した情報発信 

  ・アニメ「秘密結社 鷹の爪」を活用したウェブプロモーション 

  ・県民への呼び掛け街頭キャンペーンを実施（４月１９日 計１回） 

  ・街頭キャンペーンの実施状況としては、令和３年１月８日から令和５年

４月１９日の間に、県内６３市町村で延べ３５３回実施した。 

  ・知事記者会見での情報発信（１５件） 

 

３ 実施上の課題と対応 

  広報媒体の選定 

   県民、県内事業者、市町村等が求める感染症の情報は、画一的でなく、

またその時々で変化する。そのため、即時性が求められる情報は知事記者

会見、ホームページやＳＮＳを活用し、分かりやすさが求められる情報は

広報紙やテレビ、ラジオを活用するなど、県民等のニーズや行政から広く

伝えるべき情報の内容に応じた広報媒体の選択を行っている。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  事業執行に当たっては、オンライン会議ツールやペーパレス会議ツールを利

用している。 
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５ 広報・関係機関への周知 

  県ホームページ、県公式ＳＮＳ、県広報紙「彩の国だより」、県政広報テ

レビ番組、県政広報ラジオ番組等で啓発や支援内容を情報発信【再掲】 

 

６ 自己評価 

  関係課と緊密に連携し、適時適切な情報発信を行うことが出来たことは評価

できる。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  県民、県内事業者、市町村等が求める感染症の情報は、画一的でなく、また

その時々で変化する。 

  例えば、即時性が求められる情報は知事記者会見、ホームページやＳＮＳを

活用し、分かりやすさが求められる情報は広報紙やテレビ、ラジオを活用する

など、県民等のニーズや行政から広く伝えるべき情報の内容に応じた広報媒体

の選択を行うことが重要である。 

  緊急時に、対象者に対し、適宜適切なタイミングで広報できる体制の維持・

構築が重要である。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

  なし 

 

９ 事業費・財源 

  事業費 令和２年度 ２５８，１６４千円 

      令和３年度 ３０６，１６３千円 

      令和４年度 １２１，６４４千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

      ※県広報紙や県政広報テレビ番組等に係る通常経費は、コロナ関連

情報に関わらず執行しており、当該事業費には含んでいない。 

 

10 ５類移行に伴う対応 

  ５類移行後についても、新型コロナウイルス感染症の流行状況やワクチン接

種に係る制度改正の状況等を踏まえ、基本的な感染対策やワクチン接種の呼び

掛け・正しい情報の提供等について、適時適切に情報を発信した。 

  主な取組は、次のとおり。 

  ・県ホームページや県公式ＳＮＳで情報発信 

  ・県広報紙「彩の国だより」で感染予防の呼び掛けを実施 
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  ・県政広報テレビ番組や県政広報ラジオ番組で感染予防の呼び掛けを実施 

  ・デジタルサイネージで感染予防の呼び掛けを実施 

  ・知事記者会見での情報発信（２件） 



埼玉県新型感染症専門家会議委員の評価・意見 
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評価できる取組 

 

１ 庁内組織体制 

（１）庁内・外部機関 

⚫ 埼玉県新型感染症専門家会議 

 専門家会議において近隣都県の状況、定期的な分析結果をタイムリーに

把握できることから、各産業の特徴なども把握できたこと、組織傘下の

加盟組織に対しての情報提供や対応方法、ワクチンの接種促進なども含

め、速やかに展開することができた。 

（２）職員の体制 

⚫ 組織改正 

 感染症対策課の設置により人員体制の強化が図られた。 

 

２ 保健医療分野 

（１）医療提供体制 

⚫ 診療・検査体制 

 診療・検査医療機関の公表は、帰国者・接触者相談センター等での電話

相談対応の場でも的確に回答することができ、県民の信頼を得られた。 

⚫ 入院調整 

 医療現場の混乱を最小にするため大きな努力をしたと思う。 

 支援コーディネーターは入院調整を電話で支援するだけでなく、感染極

期に中等症病院に発生した調整困難な重症患者に対し、当該病院に出張

の上、患者を安定化させた上で重症病院に転院させるか、遠隔で診療を

支援した。その結果、多数の重症患者を救命することができた。 

⚫ 医療人材のスキル向上支援 

 感染対策、薬物治療、各種背景を持つ患者（小児科、産科、精神科、介

護施設入所者など）に対する診療・後遺症・後方病院への転院など、幅
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広いテーマに関して、県内医療・介護従事者が情報共有し、疑問・困難

を解決するためのウェブ勉強会（医療整備課主催 埼玉県症例検討会）

を、２０２１年２月から１１月にかけて計１０回行った。各医療機関の

医療従事者は、他医療機関の状況がどうしても見えにくく、孤立感、徒

労感、猜疑心を持ちやすいが、このウェブ勉強会はこれらを和らげ、医

療従事者のモチベーション維持に効果があった。 

⚫ 後遺症（罹患後症状）対策 

 いち早く後遺症外来を開始し、ホームページ上での公開、その後のアン

ケート調査、啓発活動などに医療機関と連携の下、取り組んできたこと

は高く評価する。 

 後遺症患者が受診しやすいシステムを構築した。 

（３）ワクチン接種 

 大変積極的にワクチン接種を進め、キャンペーン等も行った。ワクチン

バスなども良かった。 

（４）サーベイランス 

 次世代シーケンサー（ＮＧＳ）による詳細なゲノム解析は、埼玉県にお

いては全国に先んじて行われ、感染症対応に重要であることはもとより

学術的にも優れているものである。 

 毎回の専門家会議に、埼玉県の最新疫学データが極めて迅速に提示され

ることに感銘を受けた。流行状況、ワクチン接種状況、ゲノム情報

等々、迅速にまとめられたことに敬意を表する。 

 

３ 福祉分野 

（１）施設における感染防止対策等 

⚫ 高齢者施設における感染防止対策・クラスター対策 

 高齢者施設に対して、早期段階から県職員・ＩＣＮなどによる感染対策

の基本を説明して個別の対応を行ったことは高く評価する。 
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 高齢者福祉施設への一斉巡回指導等の取組は、重症化しやすい高齢者へ

の感染対策としてとても意義があった。 

 

５－２ 社会経済活動との両立（県民・事業者への支援） 

（１）事業者への支援 

⚫ 埼玉県感染防止対策協力金 

 営業時間短縮時に感染防止対策協力金が支払われたことで、飲食店等は

廃業を免れ営業を再開することができた。なお、感染防止対策協力金に

ついては「特定の業種のみを優遇している」、「平常時の営業実態に比し

て協力金の額が過大な例がある」などの声もあり、制度の改善も必要と

考える。 

 埼玉県感染防止対策協力金がなければ、極めて多くの飲食店が倒産・廃

業するなど、当該業界全体に深刻かつ甚大な影響があった。「彩の国『新

しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」の取組等との相乗効果によ

り、感染防止と経済活動の両立に大いに役立った。なお、付言すれば、

他の業界からは飲食店ばかりに支援が偏り過ぎているとの声があったこ

とも事実である。 

⚫ 強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議 

 新型コロナウイルスにより社会経済活動が停滞する中で、事業者の生の

声を吸い上げる機会を作り、また議論に基づき速やかな対策を行ったの

は、「強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議」という仕組みを作ったこ

とによるものである。 

 強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議において、中小・小規模事業者

の切実な声を県・国へ確実に届けることができた。また、県・国は、会

議での意見を迅速かつ着実に施策に反映した。 

 「強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議」では、各構成団体における

社会実装する取組が打ち出されるとともに、経済対策等についてこまめ



 

786 

 

な議論がなされ、各構成団体からの意見をもとに、県の施策の実施につ

ながった。特に、全国初の「価格転嫁の円滑化に関する協定」の締結

は、他の道県にも連携の動きが波及しており、高く評価できる。 

 他県に先駆けたタイミングで「強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会

議」を招集し、段階的に議論を重ね、〝価格転嫁の円滑化〟等、埼玉県

発の「埼玉モデル」として全国に発信、これまでも大きな課題であった

項目に対し、全国的に反映させることができたことは、大変評価でき

る。 

⚫ 資金繰り支援 

 資金繰り支援は、大きく売上が落ち込んだ中小・小規模事業者の手元資

金の確保に大きな効果があった。また、こうした資金繰り施策と国の事

業再構築補助金などの制度により、コロナ禍の克服だけでなく、新たな

時代（ポストコロナ）に向けた業態転換や新規事業への挑戦などに事業

者が取り組むことができている。 

⚫ 新しい働き方の推進 

 新型コロナウイルス感染症への対策として、テレワークが効果的である

ことから、セミナーや個別相談の実施により、企業におけるテレワーク

の普及・定着や、外出を伴う会議等への参加において、Ｗｅｂ会議によ

るものが広く浸透したことは評価に値する。今後、感染拡大が再び起こ

った場合に備え、引き続きテレワーク、Ｗｅｂ会議の推進を図ることが

重要である。 

⚫ その他の事業者支援～経営支援 

 国の事業再構築補助金やこれを補完する県のデジタル活用支援、グリー

ン分野進出支援補助金は、コロナ禍を契機とし自己変革に向け事業再構

築に取り組む事業者を支援する非常に有効な補助制度であり、国への申

請を支援するために設置した事業再構築支援センターは、申請負担を軽

減する仕組みとして有効であった。 



 

787 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、共同事業の実施に大きな影響

を受けながらも、ウィズコロナ時代に対応するための新たな取組や、地

場産品の販路開拓のための広域的な展示会への出展等を支援する「地場

産業活性化再生支援事業」は、新商品開発やネット販売システムの構

築、オンライン展示会用の動画作成など、産地組合等に大いに活用され

ている。 
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改善を要する取組 

 

１ 庁内組織体制 

（２）職員の体制 

⚫ 庁内応援体制 

 保健医療部職員の絶対数は相当な不足状態であったため、今後の課題に

繋げるべきと考える。 

 

２ 保健医療分野 

（１）医療提供体制 

⚫ 入院調整 

 保健所・調整本部の入院調整は、最後まで電話とＦＡＸに依存し、効率

の改善が認められなかった。患者情報、ならびに医療機関のリアルタイ

ムな空床情報を効率よく安全に抽出し、医療機関・保健所・調整本部間

で電子的に共有し、人工知能を利用して入院調整を効率化できるとよ

い。 

 妊婦の入院調整は円滑な療養に繋がったといえるのか疑問を抱いてい

る。看護協会助産師職能委員会からは困難事例の情報を複数提供されて

いた。 

⚫ 病床確保 

 各医療機関の真に受入れ可能な病床数を、県内でリアルタイムに共有す

るシステムを構築することができなかった（各医療機関の確保病床数と

受入れ可能病床数の差を埋めることができなかった）。これは、入院調整

の効率を下げ、医療機関が自施設だけ損している感覚を醸成し、協調性

を損なうことに繋がった。 
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 病床の確保は、医療機関に対して空床補償や各種補助金を提示して依頼

することによって行われ、県の指揮の下、強制力のある病床確保ができ

なかった。 

（２）保健所業務 

 保健所の負担が非常に大きかったと思う。保健所の合併・合理化などが

パンデミック対策においては裏目に出てしまった部分がある。危機管理

の観点から、保健所へのリソース拡充は考慮して良いと考える。 

（３）ワクチン接種 

 国からの要請を受けて複数の商工会議所において職域接種を実施し一定

の役割を果たした。しかしながら、ワクチン供給が予定どおりになされ

ず混乱があった。医療従事者や接種会場の確保などをやり直さざるを得

ない例も発生し、他のコロナ対応で多忙を極める中、大きな負担となっ

た。 

（４）サーベイランス 

 検体採取・搬送体制、検査体制の見直し、さらに膨大な陽性者数のデー

タ解析にも耐えられるシステムについて、対応能力の向上につながる知

恵を見出してもらいたい。 

 

５－１ 社会経済活動との両立（県民・事業者への協力要請） 

（２）事業者への協力要請 

⚫ 彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プラス） 

 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋（プラス）」は、感染拡大

防止対策として必要な認証制度であり、協力金支給の要件とすることで

制度の拡大につながったことは評価できる。しかしながら、県の要請を

受けて新規認証のための飲食店への個別訪問に商工団体職員も同行した

が、その立場が不明確であり、県からの委託事業者のスタッフの対応が

十分でなかったこともあり混乱があった。また、感染拡大期で経済団体
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も各種事業者支援に多忙を極める中での追加事業となり対応する職員の

確保に苦慮するなど大きな負担となった。 

 

５－２ 社会経済活動との両立（県民・事業者への支援） 

（１）事業者への支援 

⚫ 商店街・飲食店支援 

 Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔキャンペーンは農水省から事前の説明や調整がなく、

事業者公募の段階で県商工会議所連合会や商工会議所が実施主体として

関与することを求められ混乱した。また、参加店舗はＧｏ Ｔｏトラベル

とは別に登録手続きが必要となり、換金手続きも二重となるなどの負担

があった。受託事業者の事務費は事業費の２割まで認められる制度であ

ったが、制度を効率化することで貴重な財源を支援対象の事業者により

手厚く配分できたのではないか。消費喚起事業としては効果的な事業で

あり、改善が求められる。 

⚫ 資金繰り支援 

 ゼロゼロ融資は、強力なカンフル剤の役割を果たした。しかし、結果と

して、その返済能力以上の借り入れをした事業者もいて、返済に苦しん

でいる場合もある。事業内容や規模にあった借り入れというのは、どの

ような時にも重要かつ基本である。このことを十分に踏まえた支援を商

工団体としても継続していかなければならないと考えている。 

 ゼロゼロ融資については、コロナ禍における企業の資金繰り支援として

評価できるが、３年間の無利子期間の終了を迎え返済開始が本格化す

る。エネルギー・原材料価格高騰の影響を受ける中小企業者の更なる負

担を軽減する対策が必要である。 

 特に中小・地場事業者を取り巻く環境は極めて厳しいことから、それぞ

れの事業者に合った返済方法等、事業者に寄り添った柔軟な対応、負担

の軽減を求めたい。 



 

791 

 

⚫ 新しい働き方の推進 

 テレワークやＷｅｂ会議は、感染対策や効率性のみならず、子育てや介

護の充実などを含めた新たな働き方として、今後も積極的に行政及び事

業者が取り入れていくべきものと考えている。ただし、事業者において

は、人事管理や評価制度、経費等の負担区分などこうした働き方を前提

とした見直しが必要である。また、こうしたことができる事業者とそう

でない事業者間の格差が拡がり、結果として企業間競争力にも大きな影

響が及ぶ可能性も相当にある。中小・小規模事業者がこうした時代に対

応していけるよう商工団体等もしっかりと支援をしていく必要があると

考えている。 
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今後の新興感染症に向けての課題及び助言 

 

２ 保健医療分野 

 専門家会議において、医療の専門家だけではなく、関係する各分野の方々

が意見交換する場があったのは大変貴重であり、双方に理解を得られやす

くなった。今後も存在することを期待する。 

 埼玉県では、ほぼ変わらぬリーダーシップと対策チームにより一貫した対

策がとられた。危機管理上、継続した対策がとれるシステムを作っておく

ことは必要と考える。また、今回のパンデミックを経験して、Ｗｅｂ会議

の重要性を認識した。迅速に危機に対応するため、いつでも会議が開催で

きることは極めて有用である。 

 医療機関の病床確保・診療体制を確保するため、診療報酬や補助金に依存

しない形の、医療機関に対して強制力のあるシステムを、あらかじめ念入

りに準備しておくべきであろう。また、個人情報や医療機関内ネットワー

クのセキュリティーを担保した形で、患者の診療情報や空床情報を医療機

関・調整本部・保健所で共有し、それをもとに人工知能技術を利用して入

院調整を効率化できれば、関連職員や医療従事者の業務負担軽減になるだ

けでなく、入院先が決まらない患者を減らす効果が期待できる。 

 感染症危機管理体制を整えるために、県の医療職の中に専門家を育成する

ことが求められる。専門家は小人数いればよいわけではなく、できるだけ

多くの人材を育成し続け、その知識や技術を定期的にバージョンアップし

ておく仕組みが必要である。また、コロナ対応に係る夜間対応も含め、保

健師の働き方改革に取り組んでもらいたい。 

 

５－２ 社会経済活動との両立（県民・事業者への支援） 

 事業者支援については、迅速な対応が必要であり、そのためには事業者側

のＤＸを進めて行く必要がある。また、各種支援策や埼玉県からのメッセ
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ージを伝える情報伝達力の強化も必要である。 

 感染防止と経済活動の両立に向けて、その時々の状況に応じて本県が迅速

かつ的確な対応ができたのは、知事をリーダーに行政、医療関係者、経済

団体等が強固な連携のもと一丸となって、取り組んだことによるものであ

る。こうした取組が可能となったのは、専門家会議に医療関係者だけでな

く経済団体の代表者が参加したり、産・官・金・労・学から構成される強

い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議の実施等がなされたりすることに

よって、県民・事業者の声やその状況が迅速かつ着実に各関係者（ステー

クホルダー）に共有され、それぞれが強い当事者意識を持って対策を実施

したからだと考えている。今後の新興感染症に備えるためにも、こうした

仕組みが迅速かつ的確に機能するように準備していくことが大切と考え

ている。 
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